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 サントリーグループのサステナビリティ

トップコミットメント

サントリーグループは「人と自然と響きあう」を企業理念に掲げ、創業以来、お客様に最高品質の商品・サービスをお届けすることで

人々の豊かな生活文化の創造に貢献すると同時に、多様な社会や美しい地球環境との共生を実現することを自らの使命として歩んで

きました。

気候変動に伴う地球温暖化や生物多様性の喪失、サプライチェーンに関わる人々の人権尊重など、環境・社会問題は地球や人類の未来

にとって目を逸らすことの出来ない課題であり、企業の果たすべき役割もますます重要になっています。サントリーグループでは、この

ようなサステナビリティへの取り組みを最重要経営戦略として推進していきます。昨年には、従来からあった「コーポレートサステナビリ

ティ推進本部」を「サステナビリティ経営推進本部」と改組し、取り組みを加速させています。

サントリーグループは2019年に「サステナビリティ・ビジョン」を制定し、7つの重点テーマ「水」「CO2」「原料」「容器・包装」「健康」「人権」

「生活文化」を掲げ、サステナビリティ経営を推進しています。なかでも、「水と生きる」を社会との約束に掲げる企業として水のサステ

ナビリティ、喫緊の課題である温室効果ガス（GHG）削減やプラスチック問題には、世の中に先駆けた取り組みで世界をリードしていく

責務があると考えています。

特に「水」の取り組みは、自然の恵みを製品としてお届けしているサントリーの最も重要な課題と認識しています。サントリーグループで

は「水」をどう捉え、どう向き合っていくべきかという「水理念」を策定し、全グループで共有して取り組みを進めてきました。生産拠

点の水使用量の継続的な削減はもちろん、水源涵養活動や水リスク評価に基づいた水サステナビリティ活動の推進に取り組んでいます。

水源涵養機能の向上を目的とした日本の「天然水の森」活動では、生物多様性豊かな森づくりを通じ、国内工場で汲み上げる地下水量

の2倍以上の水を涵養しています。事業活動を展開する世界各地においても、地域と連携した水源涵養活動を展開しており、2030年に

は全世界の自社工場の半数以上でウォーターポジティブを目指しています。また、日本で始めた次世代環境教育「水育」活動をベトナム、

タイ、インドネシアにも拡大し、昨年は中国、2022年にはスペインでも開始しました。

GHG排出削減取り組みにおいては、2050年までにバリューチェーン全体でGHG排出の実質ゼロを目指すことをビジョンに掲げ、2030

年までに「自社拠点でのGHG排出量を50%削減」「バリューチェーン全体で30%削減」を目標としています。これは世界の気温上昇を

1.5℃以内に抑えるためのチャレンジングな目標ですが、「やってみなはれ」精神のもと、購入電力の再生可能エネルギー由来への切り

替えや内部炭素価格の運用による設備投資促進など、大胆かつイノベーティブに取り組んでいきます。

プラスチックにおいては、2030年までにグローバルで使用するペットボトルの素材をすべてサステナブルなものとし、化石由来原料の

新規使用をゼロにすることを目指しています。サントリーグループでは、使用済みペットボトルを再生して新たなボトルを作る「ボトルto

ボトル」水平リサイクルの実用化と推進に長年取り組んできました。また、昨年には植物由来原料100％使用ペットボトルの開発にも成

功しました。プラスチック製容器包装が有用な機能を保持しつつも、地球環境へネガティブな影響を与えないよう、今後も革新的な技

術開発への挑戦と、多様なステークホルダーと問題解決に向けた取り組みを推進し、循環型社会の実現に大きく貢献していきたいと考

えています。
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私たちサントリーグループは、サステナビリティを経営の中核にすえ、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様のお声に耳を傾け

ながら、持続可能な社会に貢献する最高品質の商品・サービスをお届けし、グローバルに成長を続ける総合酒類食品企業として、更な

る革新と挑戦を続け、生命の輝きに満ちた持続可能な社会を次の世代に引き継ぐことを約束します。

2022年6月

サントリーホールディングス株式会社

代表取締役社長

新浪　剛史
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社会との対話

「人と自然と響きあう」企業が生物多様性とどう向
き合うか

■有識者

足立 直樹氏

（株）レスポンスアビリティ 

代表取締役

粟野 美佳子氏

一般社団法人SusCon 

代表理事

竹ケ原 啓介氏

（株）日本政策投資銀行 設備投資研究所 

エグゼクティブフェロー

■サントリー

小野 真紀子

サントリーホールディングス（株）

常務執行役員 

サステナビリティ経営推進本部長

藤原 正明

サントリーホールディングス（株）

執行役員 

サステナビリティ経営推進

副本部長

風間 茂明

サントリーホールディングス（株）

執行役員 

サステナビリティ経営推進副本部長

北村 暢康

サントリーホールディングス（株）

サステナビリティ推進本部 

サステナビリティ推進部長

地球のサステナビリティにおいて、気候変動問題と並び、生物多様性における取り組みの重要性が増しています。サントリーグループでは、

「天然水の森」での水源涵養活動や愛鳥活動などを通じてこれまでも生物多様性の問題に取り組んできました。しかしながら、これま

で以上に取り組みを強化していく必要があります。そこで、有識者の方々に今後の方針や取り組みの進め方、コミュニケーションについて、

幅広い見地からご意見をいただきました。

● 開催日：2022年3月14日（月）

● 場　所： サントリーワールドヘッドクウォーターズ（お台場オフィス）
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井床 眞夫

サントリーホールディングス（株）

常務執行役員 サプライチェーン本部長

石川 一志

サントリー食品インターナショナル（株）

常務執行役員 経営企画本部長

■司会

今津 秀紀

学会「企業と社会フォーラム」理事／プログラム委員長

粟野 生物多様性を非常に多角的側面から分析していて、ここまで取り組みを進めている日本企業は非常に少ないなかで、

創業から環境課題に長く取り組んできた歴史があり、さすがサントリーだと思いました。ただし、環境課題は複雑に

つながっています。気候変動戦略を打ち出し、生物多様性戦略も打ち出すと、同じ要素が両方に入ってきます。戦略

に基づいてアクティビティに落とし込む際に、そういった複雑な連携性をどのように担保するのかが見えなくなる恐

れがあります。

そのときに言葉を連ねるより、戦略ごとの位置関係やお互いにどう絡み合い繋がっているのかを構造化してみせるこ

とで、外部にも広がりますし、社員も「こういう総合的な戦略構造なのか」と非常にわかりやすくなると思います。ぜひ、

サントリーが総合的なアプローチをしていることが伝わりやすくなるよう、検討していただきたいと思います。

竹ケ原 上場・非上場にかかわらず、ファイナンスの世界で今議論されているのが、企業の長期的な成長をきちんと見極めて

セレクトしたいということです。そうなると、足元の財務パフォーマンスだけを見てもわからないので、いろいろな

非財務情報も見なければいけません。では、どの非財務情報を見るかということで、盛んにマテリアリティが議論さ

れています。当該企業の長期の成長、あるいは長期のビジネスモデルの持続可能性に影響するファクターをマテリア

ルな情報として測定しましょうということです。その軸を説明できている企業は、言うなれば社会課題を解決しなが

ら成長していけるという絵が描けますから、長期的にも投資するに値するというロジックになります。

サントリーは、コンプライアンスやコーポレートガバナンスと同じ意味において、事業の基盤として自然資本、気候

変動、水といったものについてマテリアリティのなかでしっかりと位置付けられています。これがサントリーの最大

の特徴であり、評価できる点だと思います。

また、生物多様性と少し離れますが、政府の「新しい資本主義」を巡る議論のなかで人的資本をどう見せるかがテー

マとなっています。人的資本は数字で見せることが難しく、最終的にはパーパス経営を実践することで、パーパスが

従業員に浸透しエンゲージメントを上げていけているかどうかにかかってくるのだと思います。「水と生きる」とい

うメッセージは、若い従業員の方も含めて、みなさん自分事として語られます。従業員がパーパスに共鳴して、その

実現に向けて働こうという意識が醸成されている──このことは、サントリーを人的資本の側面から見たときの企業

価値、見えない企業価値としての十分な材料になると思います。

言葉を連ねるよりも、複層する戦略を構造化して内外にアピールすべき
司会 本日は、生物多様性に関する活動やコミュニケーションをより推進していくために、有識者の方々からさまざまなご意見

をいただきたいと思います。まずは、サントリーグループの生物多様性への取り組みについて、感想をお願いいたします。

足立 これから世界は、“ネイチャーポジティブ”な世界に向かっていきます。サントリーの企業理念の「人と自然と響きあう」

とは、まさしくネイチャーポジティブな世界に通ずる考え方です。人は自然がないと生きていけません。その自然と

人が共存する社会を目指しましょうと、ようやく世界が動き始めました。サントリーは、ネイチャーポジティブを意

識した環境基本方針を2015年に策定され、さらに時代に合わせて改定案も出されており素晴らしいと思います。

また、サントリーの「水と生きる」を徹底している点も素晴らしい。水はサントリーにとって一番重要なリソースです。

グローバルな視点を持ち、「水育」や水源涵養活動を海外でも行っているのは日本企業でも稀な事例だと思います。ピー

トランドの再生（スコットランドでの泥炭地および水源保全活動でウイスキーづくりを守る取り組み）に着手される

ということも高く評価できますし、広く伝えていっていただきたい活動です。ただ、水だけで終わらせるのではなく、

そのほかの原材料にもこの思いを広げていただきたいと思います。
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足立 生物多様性について考えるにあたり、一番重要なのは10年、20年、さらにその先にビジネスを継続できるのかとい

うことです。現在の地球の人口は77 ～ 78億人です。10年、20年先に90億、100億人となったときには、新興国で

さらに食糧が必要になってきます。

市場としては25%から30%は成長するわけですが、その成長を支える原材料の安定的な確保には、バリューチェーン

の上流で原材料を作っている方々をしっかりと支援することが重要です。そうした地域の方々が健康で安定した生活

を送りながら、熱意を持って原材料づくりに取り組んでくれなければ成立しません。そのためにも、適切な農業環境

にシフトしなければ、原材料を作ることはできません。

サントリーとして、バリューチェーン全体でそこにかかわる人たちと、どのようにして一緒にビジネスをしていくのか

という視点を持つことが、今後のビジネスを発展させると同時にビジネスを安泰なものにするかに影響すると思います。

覚悟を持ってバリューチェーンのなかへ入っていき、信頼関係を構築する
司会 サントリーグループでは、環境基本方針のなかでバリューチェーン全体を視野に入れて、生命の輝きに満ちた持続可能

な社会を次の世代に引き渡すことを約束しています。実際のビジネスのなかで、バリューチェーンとどのような取り組み

を行っておられるのでしょうか。

足立 信頼関係を作ることは、とても大切なことだと思います。生産現場の方と信頼関係を結び、それこそ響きあって、サン

トリーのために作っている、あるいは井床さんのために作っていると思ってもらえる農家さんを、どう増やすかが大事だ

と思います。

藤原 サントリーの歴史を考えてみると、ものづくりにおいて大事にしてきたことは品質です。それともう1つ大事なことが、トレー

サビリティです。例えば、ウーロン茶は数十年でビジネスとして大きく発展してきましたが、市場に製品を出すにあたり、

バリューチェーンの源流まで遡っています。当時は農薬のリスクがあり、そこをクリアにするために生産現場の農園まで

遡る必要があると考え、それに対する投資も行ってきました。このときは品質という軸でしたが、今後はバリューチェー

ンにかかわるみなさんがきちんと生活を営めるような流れを作り出すという視点を持つことがいかに重要か、あらためて

理解しました。

井床 コーヒーについては5 ～ 6年前からブラジルの農園としっかりと組んで、契約栽培を進めています。グアテマラでも学校

を建てて、教育の機会を創出するとともに、持続可能な栽培の方法についても伝えるということを行っています。ただ、

我々が必要だと考え取り組んでいることですが、栽培方法にしてもなかなか広がっていきませんし、継続して行うことが

いかに難しいかと実感しています。それでも、この事業は儲からないからと売却したり、切り上げるということはしません。

長く続けていかないと、生産者との信頼関係を作ることはできません。

藤原 バリューチェーンのすべてに入っていくのは、相当な覚悟が必要です。一方で、製品の味わいについては、お客さまの嗜

好も変わってきます。例えばコーヒーであれば、嗜好に合わせて農園が変わるということもあります。そのときに、バリュー

チェーンとの関係性をどう構築していくのかは大きな課題です。これはどの原料にも当てはまることですが、将来を見据

えビジネスを続けていく上で、この農園、産地は欠かすことができないと覚悟を持って、どう信頼関係を作っていくかと

いう議論をしなければいけないと感じています。今、グローバルでのクロスファンクションチームを立ち上げて活動を始

めていますので、さらに議論を深めたいと思います。
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粟野 日本の消費者はGMOへのアレルギー反応が高いですが、グローバルでは現実にかなり導入が進んでいます。サステナ

ビリティ戦略を考えると、今後はGMOもタブーにはできなくなるのではないかと思います。今のままの農地面積で収量

をどう増やすのか、気候変動の影響を受けるなかでどのように収量を維持するのかということにプライオリティを置かざ

るを得ないのではないでしょうか。

小野 ヨーロッパでは、有機やオーガニックが消費者の身近にあります。消費者の立場からすると、健康にいいだろうと多少

値段が高くても購入しているのだと思います。生物多様性の側面からするとそうした消費行動も持続可能な農業と繋がっ

ていくわけですが、そのことが消費者には伝わっていません。消費者が健康にいいと思うことが、生物多様性にも繋が

るということをどう消費者に伝えていけばいいのかは、ひとつの課題だと思います。

足立 今後世界の人口が1.2倍になることに対して、サントリーとして売上を1.2倍にするのか、あるいはもっと大きくするのか。

それとも確実に維持できるレベルでビジネスの規模を成長させずに持続できるやり方をとるのか、いろいろな戦略があ

ると思います。そこはしっかりと考える必要があると思います。

竹ケ原 原材料の調達がボトルネックになることをいわゆるBCP、事業継続計画の文脈で考えていただくと、ボトルネックについ

て普通は代替戦略なり分散戦略を取りますね。ところが今回、人口増などによる地球全体の制約として原料供給がボト

ルネックとなり、代替が効かないという課題への対応策が求められます。こうなると、プロダクトポートフォリオの話に

移らざるを得ません。新しい制約条件に対応したビジネスモデルに関する情報発信が問われていると思います。

竹ケ原 ISSB（国際サステナビリティ基準審議会）が、いわば国際会計基準のサステナブル情報版ともいえる開示基準案を発表

しましたが、マテリアリティについてはファイナンス・マテリアリティーつまり企業価値に直結する情報に限定しています。

ただ、さまざまな課題が相互に影響しあうことを考えると、マテリアルな課題として気候変動や生物多様性などを単純

に並列してしまうと、それぞれが連携していることが伝わりにくくなることが懸念されます。

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の普及により、既に多くの企業が気候変動を自社の成長に影響する「マ

テリアル課題」として打ち出していますが、金融の関心は、これに続くマテリアリティに向かっています。自然資本は、サー

キュラーエコノミーと並ぶ、その有力候補ですが、自然資本を成長戦略に結び付けるのが難しく困っているのが現状です。

足立 地域によって意見は分かれていて、議論もされています。私はなるべく安全に考えた方がいいと思うので、あまり安

易にGMOだけに飛びつかないほうがいいのではないかと思いますが、そうは言ってもヨーロッパや北米の乾燥地帯

における集約的農業は限界です。大量の農薬や化成肥料によって土が疲弊して、農業そのものができなくなっている

ということも起きています。そうした土を再生することで生産性を維持しよう、回復させようというのが有機農法や

リジェネラティブ（再生）農業です。そうしたやり方ですべてを賄えるのかどうかはわかりませんが、現場のニーズ

として出てきていると思います。

リスクだけでなく、オポチュニティを示すことで企業価値を向上させる
司会 生物多様性への取り組みについて、国内外ではどのような議論が進められているのでしょうか。

井床 この先、世界の人口増に対応するにあたり、例えば遺伝子組み換え作物（GMO）をどんどん作っていくという議論も出

てくるかと思います。その点について、グローバルではどのような状況なのでしょうか？
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粟野 エンタープライズバリューの視点で、生物多様性戦略がどのように価値の向上に役立つかを打ち出すことは、今後の大

きな柱になってくると思います。ところが、多くの企業の生物多様性戦略を見てみると、リスクマネジメントに寄ってしま

いオポチュニティ（機会・好機）の面が弱くなります。これからはオポチュニティを語ることで、エンタープライズバリュー

の向上へと繋げていくことが必要だと思います。

粟野 一方で水に関して、マルチステークホルダーのアプローチで、海外も含めて見てみると、そこには地域コミュニティとの

関係性ということが当然出てきます。そういった関係性まで含めて、生物多様性戦略がグローバルのなかでエンタープラ

イズバリューの向上にどのように繋がるのかを見ていくことが、今後の大きな特徴になっていくと思います。そのときに

注意すべきことが、ローカルの課題をそう簡単にグローバル化できないという、気候変動とは違う自然資本の特質です。

その際には、地域コミュニティの意向を無視せずに取り込んだ形でのマルチステークホルダーのエンゲージメントが必要

になると思います。そうでないと、単なる企業の独善的な社会貢献活動に終わってしまいます。

足立 生物多様性を理解しづらい理由として、複雑さもありますが、もうひとつ現場が見えてこないことも原因ではないかと思

います。生物多様性、あるいは原材料の問題では、地域がとても重要です。ワインほどではないですが、数キロ離れた

だけで状況が違うということはよくあります。ですから、まずは現場をつないでいく作業が必要になります。日本ではこ

れまで商社が行ってきましたが、今後はメーカー自ら自分たちが使う原材料はどこから来ているのかを見にいかなければ

いけないと思います。ただ、ある程度見る目がないと問題は見えてきませんから、現地の農業指導員の方やNGOの方と

一緒に見に行く、あるいは社内でも見る目を育てていくとか、そういう専門性のある人材を雇う企業もあります。

現場へ行くということに加えて、今後は現場で働いている方々にサントリーに来てもらうということも考えなければいけ

ないと思います。サントリーの取り組みを知り、より理解が深まることで、現場からボトムアップで創意工夫が出てくる

ような仕組みを作ることが大事ではないでしょうか。バリューチェーン全体で、どれだけサントリーと一体感を持って、

お互いがうまく行くように支え合える体制を目指していく。簡単なことではありませんが、グローバル企業の取り組みを

見ていると、10年といった時間をかけることでかなり進むと思います。

風間 日本での成功事例もある水源涵養をグローバルでどう広めるかについて、私も海外勤務経験があり、実務レベルでの難

しさは理解しています。それでも進めなければいけません。一昨年から海外の水リスクの高い地域での活動をパイロット

版として始めています。その取り組みを通して、少しずつ見えてきたことがあります。

具体的には、インドネシアでは水に関して知見を持っている大学の先生が見つかり、現地のノウハウを取り入れながら、

取り組み方法を教えていただいて進めています。スペインでの活動では、日本やインドネシアとは違い乾燥地域で、工場

の井戸があるわけでもなく、シティウォーターを使っています。そうした環境下でどのように水源涵養をしていくかにつ

いて現地の知恵を借りながら、単なる水源を守るということよりも、地域とどうコミュニケーションを取るのか、地域の

自治体のシティウォーターをどう保全するかという文脈で事業を進めています。

粟野 取り組みが進んでいる会社であっても、大変だと思います。生物多様性に関しては、金融機関側も企業側も、そもそも

入口に入れないというような状態でした。共通認識として、複雑すぎて何から手をつけていいかわからないと。そのため、

TNFDでは、どうすれば手を付けられるかを見せることからスタートしました。そこはプラクティカルガイドがあるので、

手の付け方やコンセプトの整理はしやすくなると思います。試していただけるといいと思います。

北村 サントリーグループでは、サプライチェーンの課題について、国際的なプラットフォームであるSedex（サプライヤーエシ

カル情報共有プラットフォーム）を活用して、一次サプライヤーについては網羅的に課題の整理は進んでいます。しかし、

最終的には農家さんのところへ行かなければならないという認識です。ただ、例えばコーヒーひとつとっても、テーマ

が複層的に絡んでいてどう問題解決に結びつければいいのか難しさを感じています。実際に取り組みを進めるにあたり、

どのような工夫留意をすればよいでしょうか。

石川 エンタープライズバリューの向上という視点では、リスクだけでなくオポチュニティを見せなければいけないということで

すね。オポチュニティをどう表現するか、しっかりと考えていきたいと思います。

石川 私自身は、グループのなかで唯一上場しているサントリー食品インターナショナルに所属していますが、上場会社の使命

はエンタープライズバリューをどう上げるかに帰結すると思います。そのなかで財務から非財務への流れが進み、目先で

はTCFDのフレームワークが先鞭をつけTNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）へと流れができているわけです

が、シングルマテリアリティではすべてのステークホルダーに対して、アカウンタビリティを担保することは無理だという

ことでダブルマテリアリティ、さらにはダイナミックマテリアリティを組み合わせてやっていかなければなりません。それ

をどのように実務化して対応していくかは、難しい課題だと感じています。
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50年後のサントリーのあるべき姿を考える
司会 先生方からいろいろなアドバイスをいただきました。最後にサントリーに対して応援の意味を込めて、メッセージをいた

だけますでしょうか。

竹ケ原 生物多様性は複雑で理解しづらいという話がありましたが、外からサントリーを見てみると、課題の統合的な捉え方や取

り組みの結び付け方について、実は難しくはないんだということを身を以て示していることが分かります。

それから、将来のプロダクトポートフォリオをぜひ見てみたいと思いました。取り組みが困難だからといって、事業を簡

単には売却しないという経営姿勢のなかで選び抜かれたポートフォリオは、おそらく他社にはないものになりそうですし、

それがオポチュニティになるのではないかと思います。

粟野 エンタープライズバリューの向上について、一般的にはまだオポチュニティよりはリスク視点に寄りがちだと話しました。

しかし、世界的にはリスクへの認識、危機感が極めて強いというのが現実です。今はまだ多くの企業がスタートライン

に立ち、生物多様性は大変だとようやく認識したところです。そのなかでサントリーは、スタートラインについていて今

やスタートの合図を待つばかりという状態です。そこは強みであり、これまでの蓄積も生かして、良いスタートを切って

いただきたいと思います。

足立 生物多様性の回復に向けたアプローチには、取り組みの順番があります。まず、リスク回避をして、次にリスクを軽減す

る。ここまでは日本企業でもできています。ただ、その先にある復元・再生についてはほとんど動きがありません。今後、

重要になるのは復元・再生です。サントリーはすでに水やピートランドにおいて、復元・再生を進めています。そこでさ

らに考えていただきたいのが、復元・再生の先にある変革、トランスフォーメーションです。

いろんなトランスフォーメーションがありますが、ひとつはビジネスのやり方をトランスフォームする。つまり、今までは

原材料を商社から買っていたものを自ら畑まで行って、畑を細かく見て、あるいは一緒にやっていくというトランスフォー

メーションもあると思います。もうひとつが、ビジネスモデルそのものをトランスフォーメーションで考えるということです。

今あらゆる業種で大量生産、大量販売の時代から転換してきているのではないかと思います。サントリーでも別のやり

方があるのではないかと、私は思っています。

それから、サントリーが大切にしている文化についてですが、食文化は地域によって違いがあり、そこに価値があります。

そう考えると、食や飲料において、地域の文化をもっと重視してもいいのではないかと思います。そういったプロダクトが、

これからの大きな柱になるのではないかと想像していますし、期待もしています。

北村 生物多様性の複層的な課題に対しては、社内外でチームを組んで解決しなければいけないということですね。社内では、

事業部も巻き込んでさまざまな角度から知恵を出して、どんな目線でいつまでに実行するのかということも含めて、議論

を深めたいと思います。
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小野 生物多様性について、たくさんのご意見、ご示唆をいただきましたので、総括として3つお話しさせていただきます。

まずひとつ目のポイントが、原材料についてバリューチェーン全体で捉えるということです。すでに手は付けていますが、

まだ途に就いたばかりです。これからどのように具体的なアクションを起こすかにあたり、現場に行き、もっと身近に地

域の人たちとパートナーシップを持って、ウィンウィンの関係を築いていけるか考えなければいけません。そうすること

で我々も理解を深め、現地のサプライヤーさんもレベルアップしていく。そうした活動を今度は社内の人的資本のスキル

アップに繋げ、社内へのポジティブインパクトを図っていく必要があると思いました。

ふたつ目は、エンタープライズバリューについて。リスクをいかに回避するかからスタートしていますが、そこから今度は

サントリーの企業価値をどうポジティブに持っていくのかということです。リスク視点で考えがちですが、オポチュニティ

視点にどう転換できるかと考えていく必要があります。

みっつ目として、これから30年、40年、50年先にサントリーがどのようなビジネスをしているかということです。現在の

延長線上で進めないことは自明ですので、目の前のことに取り組みながら想像力を働かせて、どうありたいのかを考え、

そのためには何が必要かを考えていかなければいけないと感じました。手を付けるのが難しい観点ではありますが、我々

のミッションとして取り組んでいきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。
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サントリーグループのサステナビリティ

サントリーが考えるサステナビリティ経営

私たちは「人と自然と響きあう」社会を目指しています。

それは「人々の生活文化を潤い豊かにすること」と「自然環境を保全すること」が矛盾せずに

幸福な相互関係で結ばれてこそ、永く持続していく社会づくりに貢献すること、それがサントリー

グループの使命です。

サントリーグループでは、さまざまな社会貢献活動に力を注いでいます。

こうした社会貢献を大切にする私たちの価値観の源は、創業以来脈々と受け継がれている「利

益三分主義」にあります。

これはとても信心深かった創業者 鳥井信治郎が唱えた経営哲学で、事業で得た利益は「事業

への再投資」にとどまらず、「お得意先・お取引先へのサービス」や「社会への貢献」にも役

立てていこうという信念を言葉にしたもの。

かつて近江商人が「売り手良し、買い手良し、世間良し」という「三方良し」の思想を基本とし

ていたように、鳥井信治郎も常に社会へ貢献したいと考えていたのです。

こうした創業の精神は、現在もサントリーの中でずっと大切に受け継がれ、

サントリー美術館やサントリーホールの芸術・文化への取り組み、

あるいは社会福祉法人邦寿会への支援といった社会貢献活動に生かされています。

その中でも、「水と生きる SUNTORY」として、とりわけ積極的に取り組んでいるのが、水のサステナビリティ（持続可能性）に貢献す

る環境活動。

「水」はサントリーグループにとって最も重要な経営資源であり、かつ、地球にとって貴重な共有資源です。

だからこそ、私たちは商品の源泉である自然の恵みに感謝し、

恵みを生み出す自然の生態系が健全に循環するように、

「天然水の森」活動や「水育」、「愛鳥活動」といったさまざまな取り組みを続けています。

「水と生きる」企業として、水を育む森を守り、

あらゆる生き物の渇きを癒す水のように社会に潤いを与える企業でありたい──。

その願いは、永く持続していく社会の実現を目指す創業者の想いと同じなのです。

「人と自然と響きあう」を実現するために利益三分主義を掲げて、社会に貢献

「水と生きる SUNTORY」だからこそ、できること
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サントリーグループの理念

「水と生きる」は、企業理念に基づく私たちの思いを広く社会と共有するための言葉です。地球にとって貴重な水を守り、水を育む環境

を守るとともに、社会に潤いを与え続ける企業を目指し、新たな価値の創造に挑戦しています。

『人と自然と響きあう』

わたしたちの使命

わたしたちは常にお客様を見つめ、お客様の求めるものに応えます。商品やサービスを通じてお客様の生活文化を潤い豊かなも

のにしていきます。そして、商品の源泉である自然の恵みに感謝し、恵みを生み出す自然の生態系が健全に循環するように力を尽

くします。人々の生活文化を潤い豊かにすることと、自然環境を保全することが互いに矛盾せず、幸福な相互関係で結ばれ、永

く持続していく社会づくりに貢献すること、それがサントリーグループの使命です。
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サントリーグループの歴史をつくってきたのは、常に果敢なチャレンジ精神でした。誰もやらなかったことに挑む。常識を疑い視

点を変え、考えぬいて、ひたむきに行動する。失敗や反対を恐れず、ひたすら挑戦しつづける。新しい市場創造も、新たな価値

提供も、そんな情熱から生まれました。『やってみなはれ』は、現在も未来も、わたしたちの事業の原動力となる価値観です。

わたしたちの事業は、お得意先やお取引先、そしてこの社会のおかげで成り立っています。だから、事業で得た利益は、「事業へ

の再投資」にとどまらず、「お得意先・お取引先へのサービス」や「社会への貢献」にも役立てていこう。そんな思いを言葉にし

たのが『利益三分主義』です。「おかげさまで」の心で、事業の成功をステークホルダーや社会全体と分け合い、互いに発展・成

長していける関係づくりに全力を注ぐこと。これもまた、サントリーグループ不変の価値観です。

『やってみなはれ』

『利益三分主義』

わたしたちの価値観

サントリーグループがユニークな価値をお届けすることで、お客様から選ばれ、愛され続けるために、従業員一人一人が日々実践

してゆく「サントリーらしい」行動のあり方を定めています。

サントリーグループWay

サントリーグループが社会に対して責任を果たし、信頼をいただくために、大切にしなければならない基本姿勢を定めています。

サントリーグループ企業倫理綱領

わたしたちは、この社会のために“Growing”＝成長しつづけます。成長しつづけることで、よりよい社会づくりに貢献する力も、

自然環境を守る力も大きくしていきます。そのためには革新的な取組みに情熱を注ぎ、新たなチャレンジをつづけなければなりま

せん。挑戦の先にあるのは、いまよりももっと誠実で、信頼される企業。そんな“Good”な企業に向かって成長しつづけること。

これがサントリーグループの志です。社員一人ひとりもまた、仕事への情熱と挑戦意欲を忘れず、“Good”＝誠実で信頼される

人間として、成長しつづけなければなりません。

『Growing for Good』

わたしたちの志
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「水と生きる」は、わたしたちサントリーグループがお客様はもちろんのこと、地域社会や自然環境と交わす約束の言葉です。

お客様に水と自然の恵みをお届けする企業として、貴重な共有資源である水を守り、水を育む自然環境を次世代につないでいく。

自然への思い　～水とともに生きる～

水があらゆる生命の渇きを癒し、潤いを与えるように、お客様や社会にとって価値ある商品やサービスを通じて、人々の豊かな生

活文化の創造に貢献していく。

社会への思い　～社会にとっての水となる～

すべての社員が水のように柔軟に常に新しいテーマに挑戦し、新たな価値を創造する企業であり続ける。

これら3つの約束を果たすために、わたしたちは日々の行動を積み重ねていきます。

わたしたち自身への思い　～水のように自在に力強く～

ステークホルダーとの関わり
サントリーグループの事業活動は、多様なステークホルダーとの関わりの中で進められています。持続可能な社会の実現に貢献する企

業であり続けるために、私たちはステークホルダーへの責任を明らかにするとともに、さまざまなコミュニケーションを実施。いただい

たご意見や社会のニーズを企業活動に反映し、高い信頼関係や協働関係を継続的に築いていくことを目指しています。

ステークホルダーとのコミュニケーションの機会
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サステナビリティ4つの取り組み

■（1）お客様・お取引先と響きあう／商品・サービス

最高品質の商品・サービスでお客様に感動をお届けするために

お客様の声を広く企業活動に反映させるとともに、サントリー品質方針「All for the Quality」のもと、バリューチェーン全体で品

質の維持・向上に取り組んでいます。また、サステナブル調達やアルコール関連問題にも積極的に取り組んでいます。

■（2）自然と響きあう／環境

限りある水や資源を、次の世代に引き継ぐために

持続可能な豊かな地球環境を次世代に引き継ぐべく、「環境ビジョン2050」を定め、「自然環境の保全・再生」「環境負荷低減」の2つ

の軸で、グループ全体での環境経営を推進していきます。

■（3）社会と響きあう／文化・社会貢献

地域に根ざした活動で、明るい未来を築くために

創業の精神「利益三分主義」に基づき、「芸術・文化」「スポーツ」「社会福祉」の分野を中心に、「次世代育成」「被災地支援」「地域貢献」

など、時代を見つめた文化・社会貢献活動に継続的に取り組んでいます。

■（4）従業員と響きあう／ダイバーシティ経営

世界へと夢を広げる、多彩な人材を育てるために

「ダイバーシティ経営」を人事の基本方針とし、新たな価値創造に挑戦する「人材育成」と従業員一人ひとりが最大限に力を発揮する、

創造性あふれる「職場環境づくり」を目指しています。

サステナビリティの考え方をベースに、よりサントリーグループらしい社会的責任を果たしていくため、2011年からISO26000を活用し

たCSR活動を推進しています。CSR活動の現状把握と課題抽出・認識の共有を行い、7つの中核主題ごとにステークホルダー・エンゲー

ジメントを実施しました。

この結果をもとに、グローバルな社会課題や事業課題の中から、ステークホルダーからの期待・関心度が高く、また、サントリーグルー

プにとって重要度が特に高い課題を抽出した上で、企業理念「人と自然と響きあう」の実現に向けて、これらの課題の整理を行い、4つ

の取り組みにまとめました。今後も私たちサントリーグループは企業理念に基づく活動の実践を通じて、社会的な責任を果たすとともに、

持続可能な社会の実現を図りながらグローバルに成長する、「Growing for Good」な企業を目指して革新と挑戦を続けてまいります。
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国連グローバル・コンパクトに署名
サントリーグループは世界人権宣言や国連のビジネスと人権に関する指導原則など国際規範を支持するとともに、国連が提唱する「人

権・労働・環境」についての普遍的な原則を提唱する「国連グローバル・コンパクト」（以下10原則）に署名しています。

1.企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重すべきである

2.企業は、自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである

3.企業は、結社の自由と団体交渉の実効的な承認を支持すべきである

4.企業は、あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持すべきである

5.企業は、児童労働の実効的な廃止を支持すべきである

6.企業は、雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである

7.企業は、環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持すべきである

8.企業は、環境に関するより大きな責任を率先して引き受けるべきである

9.企業は、環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである

10.企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである

2017年には、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンのヒューマンライツデューデリジェンス分科会に参加し、労働慣行に関

する国際的な動向について知見を深めました。今後もグローバルでサステナブルな事業を推進していく上で、国際的な規範を遵守し、

社会的責任を果たしていくことが、サントリーグループの使命であると考えています。

The CEO Water Mandateに署名
サントリーグループは、水の持続可能性に関して企業の発展・実践・情報開示を支援する「国連グローバル・コンパクト」のイニシアチ

ブであり、水資源問題のグローバルプラットフォームである「The CEO Water Mandate」に署名しています。
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サントリーが考えるサステナビリティ経営

ISO26000を活用したCSR活動のステップアップ

CSRの考え方をベースに、よりサントリーグループらしい社会的責任を果たしていくため、2011年からISO26000を活用したCSR活動

を推進しています。CSR活動の現状把握と課題抽出・認識の共有を行い、7つの中核主題ごとにステークホルダー・エンゲージメントを

実施しました。

この結果をもとに、グローバルな社会課題や事業課題の中から、ステークホルダーからの期待・関心度が高く、また、サントリーグルー

プにとっての重要度も高い項目を特に注力すべきCSR重点課題として2013年に特定し、策定した行動計画に基づいてグループ全体で活

動を推進しています。

CSR活動の現状把握
■CSR全体会議を開催

■ISO26000のセルフチェックシートを用いてCSR活動の棚卸しを実施

サントリーホールディングス（株）CSR推進部を中心に、CSR関連の主要部署※から代表者約

40名が集まり、ISO26000についての理解を深めるとともに、今後のステークホルダー・エンゲー

ジメントのプロセスを確認・共有しました。

※サントリーホールディングス（株）CSR推進部、品質戦略部、総務部、法務部、コンプライアンス室、人事部、
エコ戦略部、サントリービジネスエキスパート（株）SCM本部、お客様リレーション本部

ISO26000の中核主題ごとに設定されている「関連する期待および行動」の約250項目につい

て、関連部署がセルフチェックシートを用いて対応状況を評価し、サントリーグループの課題

を洗い出しました。

CSR活動推進のプロセス

CSR全体会議の様子

ISO26000のセルフチェックシート
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サントリーグループの課題の認識と共有
■中核主題ごとに関連部署が集まり重要課題を議論

7つの中核主題ごと※に関連する部署が集まり、今後サントリーグループが優先的に取り組む

べき重要課題を議論しました。

※人権と労働慣行については、相互に関連性が高いことから2つのテーマを同時に議論しています

有識者と重要課題を確認
■中核主題ごとに社外有識者と第1回意見交換会を開催

社内で議論した中核主題ごとの重要課題について、2012年3-4月に社外有識者と意見交換会を実施し、確認しました。

継続的に意見交換会を実施していくことで、さらなるステップアップにつなげていきます。

人権・労働慣行をテーマにした議論の様子

重点課題の特定
ステークホルダーからの期待・関心度と、サントリーグループにとっての重要度から、優先的に取り組む6つのCSR重点課題を特定しま

した。

6つのCSR重点課題

■①お客様第一に安全・安心で健康に貢献する高品質な商品・サービスの提供

サントリーグループは事業領域の拡大とグローバル化が加速する中、“安全・安心で健康に貢献する高品質な商品・サービスを提供する

責任”が一層重みを増しています。

サントリーグループは、品質方針「All for the Quality」のもと、「サントリーグループ品質保証規定」を設けて、商品・サービスの企画・

開発から水や農産物、包材などの原材料調達、製造、流通、販売・サービスに至るすべてのプロセスで品質の維持・向上に取り組んでいます。

さらに、常にお客様視点での品質保証を心掛け、「飲用時・飲食時品質※の向上」をキーワードにVOC（Voice of Customer：お客様

の声を経営施策に反映する活動）に積極的に取り組んでいます。

これからもサントリーグループは、品質方針をグループ全体に浸透させ、グローバルで一体化した品質保証を実現するとともにし、これ

からも世界各地のお客様との対話しをもとに、高品質な商品・サービスの提供を通じて、お客様に新しい感動や喜びを提供していきます。
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■②「水のサステナビリティ」の追求と環境負荷低減による自然との共生の実現

サントリーグループの事業の多くは、水や農作物など、かけがえのない自然の恵みによって支えられています。「人と自然と響きあう」と

いう企業理念のもと、環境経営を推進し、持続可能な豊かな地球環境を次世代に引き継ぐことは、私たちの大切な責務です。「水と生きる」

企業として、「水のサステナビリティ」実現のために、水を育む森を守り、水を大切に使い、きれいにして還す活動を推進しています。

また、工場での省エネ・節水、容器包装の軽量化、自動販売機の省エネルギー化などを通して、環境負荷を低減するさまざまな活動

を続けています。

サントリーグループの環境経営に、より明確な方向性を与えるため、2014年1月に「環境ビジョン2050」を策定し、「2020年目標」を

掲げました。「自然環境の保全・再生」「環境負荷低減」の2つの軸で、グループ全体で環境経営を推進していきます。

■③「利益三分主義」に基づく生活文化の豊かな発展と次世代育成への貢献

サントリーグループは、事業で得た利益は「事業への再投資」や「お得意先・お取引先へのサービス」として活用するだけでなく、「社

会への貢献」にも役立てたいという創業者・鳥井信治郎の「利益三分主義」の精神を、世代を超えて受け継いでいます。

創業以来、その時々の社会課題をふまえながら、社会福祉・教育・災害支援などの地域貢献から、芸術・学術・地域文化の振興、スポー

ツ支援、次世代育成などに至るまで、多様な文化・社会貢献活動に取り組んできました。

そして、事業活動のグローバル化が進展する中、持続的な成長を目指すためには、お客様・お取引先・従業員をはじめとする世界中の

ステークホルダーとの共生を図っていくことがますます重要になっています。サントリーグループは、世界各地のグループ会社との連携

をさらに深め、「文化・スポーツ」「次世代育成」「社会福祉」の分野を中心に、各国・各地域の実情に沿った活動を推進し、生活文化

の豊かな発展と次世代育成に貢献していきます。

■④「やってみなはれ」を発揮できる人材育成とダイバーシティ推進

サントリーグループは、「やってみなはれ」に象徴される“チャレンジ精神”をもとに酒類や清涼飲料にとどまらず、健康食品・外食・花

などさまざまな事業分野を開拓しながらグローバルな事業展開を加速しています。人材の多様性を推進し、多様な価値観や発想を取り

入れ、活かすことにより、より大きな価値を創出する「ダイバーシティ経営」を人事の基本方針としています。

現在のサントリーグループにとって最も重要な課題は、新たな価値創造に挑戦する「人材育成」と従業員一人ひとりが最大限に力を発

揮する、創造性あふれる「職場環境づくり」です。

上司と従業員の定期的な対話を通じて、個々人の果たすべき役割・目標を設定するとともに、個々の成長につなげています。

また、失敗をおそれず、より高い目標にチャレンジする人材を評価するしくみも構築しています。

■⑤サプライチェーンを通じたCSR活動の推進

お客様に高品質な商品やサービスを安定的にお届けするためには、ビジネスパートナーとの連携が必要です。また、コンプライアンスや

人権・環境などに対する企業への要請が世界的に高まってきており、グループ会社だけでなく、サプライチェーン全体でのCSR活動の

推進が求められています。

サントリーグループでは、事業を通じた持続可能な社会の実現に貢献するため、ビジネスパートナーとの公正・公平な取引を徹底する

とともに、サプライチェーン全体において期待される社会的責任を果たしていくことが重要だと考えています。そのために、法令遵守、

人権・労働基準、品質、環境、情報セキュリティ、社会との共生の6項目を柱とした「サントリーグループCSR調達基本方針」を制定し、

CSR調達の取り組みを推進しています。

■⑥酒類を扱う企業として責任あるマーケティングと適正飲酒の普及と啓発

古来から世界のさまざまな地域の気候や風土に根ざしてつくられてきたお酒は、日々の暮らしに喜びや潤いをもたらすとともに、人生の

節目である祝事・慶事などでも大きな役割を果たしています。

しかしその一方で、アルコール飲料の不適切な飲用は、未成年者飲酒、飲酒運転、アルコール依存症など、社会の中でさまざまな問

題を生み出していることも事実です。サントリーグループは、グローバルに事業を展開する総合酒類食品企業として、これらの課題の

解決に積極的に取り組んでいく責任があります。

適正飲酒に関する「基本理念」「行動指針」を策定し、専門組織を設けて社内外への適正飲酒の啓発、販売・宣伝活動の社内チェック、

研究機関への参加・協力・支援を継続しているほか、業界やWHO（世界保健機関）と協働して、国内外でさまざまな取り組みに参画

しています。

サステナビリティ行動計画の策定・実行
6つのCSR重点課題のそれぞれのテーマに基づく中期目標とアクションプランを策定し、グループ全体で活動を推進しています。
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サントリーが考えるサステナビリティ経営

サステナビリティ情報の掲載方針

サントリーグループサステナビリティサイト2022

■対象範囲

■発行

本サイトは、サントリーグループが企業理念に掲げる「人と自然と響きあう」の実現に向けて重点的に取り組んでいる活動やサントリーらし

い取り組みの情報を網羅的に掲載しています。

サステナビリティ関連データ集やグループ会社独自の取り組み、社会との対話などの情報も充実していますので、目的に応じて閲覧ください。

サントリーホールディングス（株）を含む国内・海外グループ会社285社

・環境データは、サントリーグループ売上高の9割を占める事業会社群が所有する国内生産27工場、海外生産64工場
・人事データは、サントリーホールディングス（株）、サントリー食品インターナショナル（株）と雇用契約を結ぶ社員を対象

2022年7月（次回は2023年6月発行予定）

データは2021年1月1日～ 2021年12月31日の実績です。活動については、直近のものも含めます。

・GRI「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」

・ISO26000（社会的責任に対する手引）

・世界経済フォーラムの共通測定基準

サントリーグループはWEBを通じて、サステナビリティのさまざまな取り組みをお伝えしています。

対象組織

対象期間

参考にしたガイドライン
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サントリーグループのサステナビリティ

サステナビリティビジョン

サントリーグループのサステナビリティ・ビジョン

社会、自然との共生を実現し、真に価値ある企業となるために、サントリーグループは企業理念「人と自然と響きあう」の実現に向け、

ステークホルダーとともにさまざまな活動を進めています。

■サントリーグループが目指すサステナビリティ

サントリーグループは、水や農作物など自然の恵みに支えられた総合酒類食品企業として、「人と自然と響きあう」を使命に掲げ、人々

の生活を潤い豊かにすることと自然環境を守り育むことが共存し、人と自然が互いによい影響を与えあって永く持続していく社会をめざ

します。この使命を実現するために、私たちは自然への尊敬と感謝を忘れず、水をはじめとする自然の生態系が健全に循環するための様々

な活動に取り組んできました。そして、商品・サービスを通してすべての人に人間らしい生活文化を提供することに加えて、バリューチェー

ン上のすべてのプロセスにおいて、私たち自身の事業成長が持続可能な社会の実現に貢献できるよう努めてきました。

いま世界は、気候変動に伴う水不足や生物多様性等の問題、廃棄物による環境汚染、貧困や人権侵害など、多岐にわたる環境・社会

課題に直面しています。2015年に「持続可能な開発目標（SDGs）※」が採択され、持続可能な社会の実現に向けて企業の積極的な

取り組みが期待される中、グローバルに事業を展開する私たちサントリーグループも、世界の課題にこれまで以上に真摯に向き合い、

「Growing for Good」の志のもと、持続可能な社会の実現に向けて挑戦を続けます。

※「SDGs」＝2015年9月に国連サミットで採択された、2030年までに全世界が取り組むべき目標（Sustainable Development Goals）
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■サントリーグループにとってのサステナビリティの重要テーマ

今後の活動の重点領域を検討するため、SDGsを活用し、WEF（World Economic Forum）等の報告書を参考に、専門知識を有する

外部専門家の協力のもと、ステークホルダーと当社にとっての重要課題分析を実施しました。重要度の高い取り組み目標として、目標6

「水・衛生」、目標3「健康・福祉」、目標12「責任ある生産・消費」、目標13「気候変動」の4つを特定しました。とりわけ私たちの事業

活動にとって重要な原料である水のサステナビリティには、「水と生きる」を約束に掲げる企業グループとして最優先で取り組んでいきま

す。また、サントリーグループは、自然環境への貢献とともに、商品・サービスの提供を通じた生活文化の創造への貢献を使命に掲げ

ています。高品質の商品・サービスを提供することはもちろん、イノベーションを促進し、常に新たな価値を創造することで、人々に潤

い豊かな暮らしを提供することが、「人と自然と響きあう」社会の根幹になると考えています。

サステナビリティに関する7つのテーマ

水

CO2

サントリーグループ『水理念』に掲げる水循環への理解、節水・再利用・浄化、

水資源保全、地域社会との共生等の活動を、グループ全体で推進し、外部ステー

クホルダーと連携しながら水のサステナビリティの実現に努めます。

【取り組み】

● 環境基本方針、目標

● 水のサステナビリティの取り組み

脱炭素社会の実現をめざして、自社施設や設備およびバリューチェーンの両面

において、最新の省エネ技術の積極導入や再生可能エネルギーの活用等を通じ

て CO2 排出の削減に努めます。

【取り組み】

● 環境基本方針、目標

● 脱炭素社会への取り組み

● TCFD 提言に基づく開示

コミットメントテーマ 関連する SDGs
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原料

容器・包装

健康

当社製品に不可欠な自然の恵みである農作物やその他原料について、サプライ

チェーンにおけるビジネスパートナーと協力し、主要原料における社会・環境

課題を特定した上でサステナビリティを実現するための取り組みを通じて共に

成長し、豊かな地域社会の実現に貢献します。

【取り組み】

● 環境基本方針

● サステナブル調達への取り組み

● 原料安定調達の取り組み

主要な容器・包装材について、商品設計から輸送、消費後のリサイクルまで、

商品のライフサイクル全体での環境配慮を実践し、循環経済の実現に努めます。

【取り組み】

● 環境基本方針

● サントリーグループ「プラスチック基本方針」

● 容器包装の３R

サントリーグループは、お客様の信頼と期待に応えることを目指す企業とし

て、お客様の心身ともに健やかで喜びに満ちた生活に貢献します。

飲料、健康食品、酒類などの幅広い事業活動を通じて、商品やサービスを提

供するとともに、価値創出のためのイノベーションの推進によって、お客様

のライフステージに応じた、潤いのある豊かな生活をサポートします。

【取り組み】

● アルコール関連問題への取り組み

● サントリーグループの ARS 活動と目標

● 健康で豊かな生活への取り組み

コミットメントテーマ 関連する SDGs

人権

グループ従業員

労働安全の徹底はもとより、健康経営の推進、長期的視野での成長機会の提供

により、健康で幸せに満ちた生活の実現をサポートします。人間性を尊重し、

ハラスメント等を防止するとともに、人種、宗教、性別、性的指向、年齢、国

籍、言語、障がい等の多様性を認め（ダイバーシティ）、一人ひとりが異なる

存在として受け入れられ、全体を構成する大切な一人としてその違いが活かさ

れること（インクルージョン）を推進し、誰もが働きやすく、「やってみなはれ」

精神溢れる就労環境づくりを推進します。

バリューチェーン

バリューチェーンに関わるすべての人の幸せに貢献するために、当社の事業に

よる人権への影響を精査・理解したうえで、ビジネスパートナーを含めた外部

ステークホルダーと積極的に連携し、人権尊重の取り組みを推進していきます。

【取り組み】

● 人権尊重の取り組み

● 従業員の人権尊重の取り組み

● サプライチェーンでの取り組み

● コンプライアンスホットライン
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生活文化

人々の心と身体を潤し、生活文化を豊かにする製品やサービスを提供すると

ともに、イノベーションを促進して新たな価値を創造し、あらゆる人が人間

らしく心豊かに暮らせる社会づくりに貢献します。創業精神「利益三分主義」

に基づき、時代の社会課題に真摯に向き合い、社会福祉、芸術・文化・学術、

スポーツ、次世代育成をはじめとする貢献活動に取り組みます。事業を展開

する地域において、地域社会との対話を大切にし、課題の解決や生活文化の

充実に貢献するよう努めます。

【取り組み】

● 社社会と響きあう文化・社会貢献

コミットメントテーマ 関連する SDGs

推進体制
上記テーマに対して、取締役会の諮問委員会であるグローバルサステナビリティ委員会（GSC）で、サステナビリティ経営推進のための

戦略立案や取り組みの推進、進捗確認を行っています。サステナビリティ担当役員の監督の下、サステナビリティ経営に関わる各重要テー

マ（水、GHG、原料、容器・包装、健康、人権など）をGSCで議論し、環境や社会課題に関わる戦略や取り組み進捗、および事業の

リスクや成長機会は、四半期に一度の頻度で取締役会に報告を行っています。また、取締役会では、外部有識者をお呼びして勉強会

を実施するなど、サステナビリティ経営に対するアドバイスを受ける機会を設けています。

サントリーグループのサステナビリティ経営推進体制
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■サントリーグループが掲げる中長期目標

サントリーグループは、世界が抱えるさまざまな課題にこれまで以上に真摯に向きあい、持続可能な社会の実現に向けて挑戦を続けて

いきます。なかでも、「水と生きる」を社会との約束に掲げる企業として水のサステナビリティ、喫緊の課題である温室効果ガス（GHG）

削減やプラスチック問題には、中長期目標を掲げ、世の中に先駆けた取り組みを推進していきます。
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水は人々の生命や生活を支える上で貴重な資源であり、サントリーグループ

の企業活動の源泉です。一方で、世界人口の増加や開発途上国の経済成長、

気候変動などにより、世界規模での水資源問題が発生しています。2050年

までに、世界で約50億人が深刻な水不足に見舞われるとの予測もあります※。

この世界的な水不足には、多くの問題が絡んでおり、例えば、水は飲用や生

活用水としてだけでなく、食料の生産にも多く使われています。わたしたちは

グループ環境基本方針の最上位に「水のサステナビリティの実現」を掲げ、

また2017年にはサントリーグループ『水理念』

を策定し、さまざまな取り組みを進めています。

※世界気象機関（WMO）

　「The State of Climate Services 2021」

サントリーグループ『水理念』に掲げる

水循環への理解、節水・再利用・浄化、水資源保全、

地域社会との共生などの活動を、

グループ全体で推進し、外部ステークホルダーと連携しながら

水のサステナビリティの実現に努めます。

社会課題として当社が認識していること

「水」は貴重な共有資源であり
サントリーグループにとって最も重要な原料です

Social awareness
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サントリーグループでは「サントリー環境ビジョン2050」にて、貴重な共有資

源である水のサステナビリティについて、全世界の自社工場での水使用を半減、

全世界の自社工場で取水する量以上の水を育むための水源や生態系を保全、

主要な原料農作物における持続可能な水使用を実現、主要な事業展開国にお

いて『水理念』を広く社会と共有するという目標を掲げています。

サントリーでは、水源涵養（かんよう）機能の向上と生物多様性の再生を目的とした活動である「天然水の森」を2003年にスタートさ

せました。現在では、15都府県21ヵ所、約12,000ヘクタールにまで拡大し、国内工場で汲み上げる地下水量の2倍以上の水を涵養し

ています。活動を進めるに当たっては、さまざまな分野の第一線でご活躍されている研究者と連携。科学的な根拠に基づいて数十年先、

100年先をも見据えた継続的な活動を展開しています。また、「天然水の森」活動のほかにも、野鳥を保護する「愛鳥活動」や次世代

環境教育「水育」にも取り組んでいます。これらの活動は、事業活動を展開する世界各地にも広がりつつあります。

考え方

取り組み

サントリーの『水理念』

科学的なアプローチによるサントリー「天然水の森」活動

Philosophy

Initiative

1.水循環を知る
使用する水の循環について科学的アプローチに従って流域を調べ、理解を

深めます。

2.大切に使う
水の3R（Reduce/Reuse/Recycle）活動を通じて節水に努め、浄化した水

は自然に還し、環境インパクトを軽減します。

3.水源を守る
サステナブルな未来を実現していくため、ステークホルダーと協力しなが

ら使用する水の水源保全に努めます。

4.地域社会と共に取組む
社会が豊かになるように、水課題の解決への貢献を通じて地域コミュニ

ティを支援します。
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天然水の森が育む水は私たちの商品の源泉となっています

サントリー天然水 南アルプス白州工場

水は、サントリーのものづくりにとって欠かすことのできない資源であり、もっとも重要な原料でもあります。例えば、「天然水の森　南

アルプス」周辺の山で20年以上の歳月をかけて花崗岩層にゆっくりと磨かれる清冽な地下水は、『サントリー天然水』やウイスキー『白州』

の源泉となります。

また、「天然水の森 西山」で地元の自治体やNPOの皆様と協力して整備された森で涵養された地下水は、『ザ・プレミアム・モルツ』と

いう恵みをもたらします。

　 　私たちが日本各地の21ヵ所で行っている森づくり

サントリーのビールやウイスキー、清涼飲料は、一つとして同じものはない21の森それぞれが育くんだ地下水によって創り出されます。

将来にわたってその水源の魅力と水量・水質を守り続けるために、豊かな地下水を育む自然環境への敬意と感謝を込めて、私たちは水

のサステナビリティの実現に向けて活動を進めてまいります。

そして、この「天然水の森」活動の知見を活かし、グローバルでも水資源涵養活動など水のサステナビリティに取り組んでいます。
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目標と実績
Goals and Achievements

2004年に日本で始まった「水育」は、子どもたちが水を育む森の大切さに気づき、未来に水を引き継ぐために何ができるかを考えるきっ

かけとなることを目的とした、独自の次世代教育プログラムです。サントリーグループの事業活動が世界に広がる中、環境活動について

もグローバルに推進していきたいとの想いから、2015年には海外で初となるベトナムでも開始しました。以降、タイ、インドネシア、フ

ランス、中国にも拡大しており、2022年にはスペインでも開始しました。グローバル「水育」では、日本のプログラムに加え、現地の

水課題に合わせた活動を推進しています。ベトナムでは、授業を実施している主な小学校においてトイレや洗面所などの改修や設置を

支援し、子どもたちの衛生環境の向上にも貢献しています。タイでは、小川の流れを緩やかにして土砂による浸食を防止し、地下水の

浸透を助ける小型堰の設置や、小川に土が流出することを防ぐための植樹などの水源保全活動に取り組んでいます。今後も事業展開国

において、次世代育成プログラム「水育」を拡げていきます。

グローバル水育

※1 製品を製造するサントリーグループの工場
※2 2015年における事業領域を基準とする
※3 コーヒー、大麦、ブドウ
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気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の予測では、今世紀末時点で、地球

全体で平均気温が0.3 ～ 4.8℃上昇すると予測されており、その結果として海面

上昇や異常気象の頻発、それに加え生態系や食料生産などに大きな影響を及

ぼすと推測されています。「人と自然と響きあう」を使命に掲げる私たちにとっ

て大切な経営基盤である地球環境を守るため、全世界の自社拠点、ならびに自

社拠点以外も含めたバリューチェーン全体でのGHG削減に取り組み、グループ

全体で環境経営を推進しています。

脱炭素社会の実現を目指して、省エネルギー活動の推進、

再生可能エネルギーの積極的な導入、次世代インフラの利活用

およびバリューチェーンのステークホルダーとの協働を通じて

CO2 などの温室効果ガス（以下GHG）排出の削減に努めます。

社会課題として当社が認識していること

地球温暖化対策はサントリーグループの
環境経営にとって大きな柱です

Social awarenes
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サントリーグループでは「環境ビジョン2050」にて、2050年までにバリューチェー

ン全体で温室効果ガス排出の実質ゼロを目指しています。また「環境目標2030」

では、自社拠点で50%、バリューチェーン全体で30%のGHG排出削減という環

境目標を掲げています。

考え方

環境ビジョン2050と環境目標2030

Philosophy

環境ビジョン2050
・2050年までに、バリューチェーン全体で、温室効果ガス排出の実質ゼロを

目指す

・省エネルギー活動の推進、再生可能エネルギーの積極的な導入、次世代イ

ンフラの利活用およびバリューチェーンのステークホルダーとの協働を通じ脱

炭素社会の実現に向けて取り組む

環境目標2030
・自社拠点でのGHG排出量を50%削減※

・バリューチェーン全体におけるGHG排出量を30%削減※

※2019年の排出量を基準とする

サントリーグループの工場では、積極的に最新の省エネルギー技術を導入しています。例えば利根川ビール工場では、自家発電で生じ

た熱を回収して熱源として使用するコジェネレーション（熱電併給）システムで得た電力を、別の工場で使用する「電力託送」を行って

います。メキシコのテキーラ工場では蒸溜工程の熱回収率を向上させる「貫流ボイラー」を採用しています。また、スペインのカルカヘ

ンテ工場では発電能力約737kW、天然水南アルプス白州工場では、約490kWの太陽光パネルを設置するなど再生可能エネルギーの

活用を推進するほか、GHG排出量の少ない都市ガスやLNG（液化天然ガス）、バイオマスといった燃料への転換など、多角的にGHG削

減に取り組んでいます。

取り組み

工場では最新の省エネ技術や再生可能エネルギーを活用

Initiative

スペインのカルカヘンテ工場の太陽光パネル
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『サントリー天然水』第4の水源として、2021年5月から稼働を始めた「サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場」(長野県大町市)で

は、太陽光発電設備やバイオマス燃料を用いたボイラーの導入、再生可能エネルギー由来電力の調達などにより、サントリー国内初の

CO2排出実質ゼロ工場を実現しました。またフランスでは「Donnery工場」など4工場において、すでにCO2排出実質ゼロを実現しており、

北米においては、エネルギーをすべて再エネ電力でまかなう「Fred B. Noe Craft 蒸溜所」が2021年に稼働しました。

CO2 排出実質ゼロ工場

サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場CO2排出ゼロ工場のエネルギー供給スキーム

サントリーグループでは、2022年までに、飲料・食品および酒類事業に関わる日本、米州、欧州の全ての自社生産研究拠点で、電力

を100％再生可能エネルギー（再エネ）由来に切り替えることを目指しています。

2022年4月には、日本国内全ての自社生産研究拠点30箇所※1で購入する電力を、100％再エネ由来に切り替えました。これは、年間

GHG排出量約15万トンの削減※2に相当します。この時点で、日本、米州、欧州の自社生産研究拠点※1で購入する電力に占める再エネ

電力の比率は9割超となりました。また、自社生産研究拠点以外にも、サントリーホール、サントリー美術館においても再エネ由来電

力を利用しています。

※1 飲料・食品および酒類事業に関わる拠点
※2 2020年の排出量実績に基づく

再生可能なエネルギーの活用
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目標と実績
Goals and Achievements
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気候変動による平均気温の上昇により、干ばつ、洪水といった異常気象が

発生することで、生産量の変動、栽培適地の移動など、生産活動に大きな

影響を及ぼすと推測されています。また生産調達活動の背景には、サプライ

チェーンで働く人々の人権に負の影響を与えるような社会的な課題も散見さ

れます。サントリーグループでは、お客様に高品質な商品・サービスをお届

けするため、安全・安心はもとより環境や社会にも配慮するなど、サプライ

チェーン全体においてサステナビリティを推進していくことが重要だと考えて

います。

当社製品に不可欠な自然の恵みである農作物やその他原料について、

サプライチェーンにおけるビジネスパートナーと協力し、

主要原料における社会・環境課題を

特定したうえでサステナビリティを実現するための取り組みを通じて共に成長し、

豊かな地域社会の実現に貢献します。

社会課題として当社が認識していること

環境や社会に配慮した
「サステナブル調達」を重視しています

Social awareness
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考え方
Philosophy

サントリーグループは「サステナブル調達基本方針」のもと、サント

リーグループ内でサステナブル調達を加速させると共に、持続可能

な社会の実現に貢献すべく、2017年6月に「サントリーグループ・サ

プライヤーガイドライン」を制定しました。本ガイドラインはサントリー

が国内外サプライヤーに対し、人権・法令遵守・環境などの分野に

おいて要請する具体的な遵守事項で構成され、サントリーグループ

とサプライヤー間で同じ倫理的価値観が共有されていることを確認

するもので、主要取引先へは方針説明会にて共有をしています。また、

サントリーグループでは、グループ全体でサステナブル調達を推進

すべく、2019年4月に新たにグローバル調達推進部を設置し、グロー

バルでの最適な調達活動に取り組むと共に、サステナブル調達の推

進を担っています。

ビジネスパートナーと連携し
サプライチェーン全体で推進

サントリーグループサステナブル調達基本方針（2011年制定）

1.法令遵守と国際行動規範の尊重

各国の法令を遵守し、国際行動規範を尊重した公正・公平な調達活動を推進します。

2.人権・労働・安全衛生への配慮

基本的人権を尊重し、労働環境や安全衛生に配慮した調達活動を推進します。

3.品質・安全性の確保

「サントリー品質方針」に準拠し、品質・コスト・供給の最適な水準に基づく高い品質と安全性の確保をめざした

調達活動を推進します。

4.地球環境への配慮

「サントリーグループ環境基本方針」に準拠し、地球環境に配慮した調達活動を推進します。

5.情報セキュリティの保持

調達取引に関わる機密情報および個人情報は厳格に管理します。

6.社会との共生

社会との共生に向けた社会貢献への取り組みを推進します。

サントリーグループは、企業理念「人と自然と響きあう」と企業倫理綱領に基づき、安全・安心で高品質な商品・サービスをお届けする

ために、公正・公平な取引を実施し、サプライチェーンのお取引先とともに、人権・労働基準・環境などの社会的責任にも配慮した調

達活動を推進します。お取引先との良好なパートナーシップを構築し、真に豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。
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サントリーグループは緑茶飲料の原料となる茶葉の調達におけるサステナビリティを推進するため、茶産地と連携した長期的な取り組

みを開始しました。

球磨地域農業協同組合（JAくま）と協働し、JAくまの茶葉製造工程において環境に配慮したプロセスを導入することで、一般的な製造

工程に比べてGHG排出量を30％以上削減※1することが可能になりました。

高品質なお茶づくりの追求をすることに加え、今後も茶産地における茶農業の継承、後継者の育成にも貢献したいと考えています。

※1 緑茶原料の製造における生葉から荒茶までの工程における製造重量あたりの排出量

緑茶産地と協働した取り組み

サントリーグループでは、すべての新規サプライヤーに対して「サステナブル調達基本方針」に基づいたスクリーニングを実施してい

ます。

これに加え、2019年6月、世界最大のサプライヤーエシカル情報の共有プラットフォームである「Sedex」に加入しました。サプライ

ヤーに対してSedexへの加盟、SAQ※への回答など情報共有の要請を行い、課題特定を進めています。

2022年4月時点で、グローバルで約1,000以上のサプライヤーの製造場がサントリーグループとSedexでつながっており、リスクア

セスメントを進めています。Sedexが提供するツールを活用することでPDCAサイクルがまわり、環境社会課題に対するリスクの可視

化と対応が可能になりました。

※Self Assessment Questionnaire

取り組み

「Sedex」を活用したリスクアセスメント

Initiative
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サントリー食品イギリス(Suntory Beverage & Food Great Britain and Ireland）は、ヨーロッパで多くの方に愛されている飲料

『Ribena（ライビーナ）』を生産・販売しています。『Ribena』はイギリスで栽培されたカシスを90%使用しており、サントリー食品イギ

リスは2004年よりカシス農家に対してサステナブル農業の支援を始めました。 農家に対して直接アドバイスする栽培現場の専門家（ア

グロノミスト）の雇用や、気候変動に強い新種のカシスの研究などを進めています。また、各農場とその周辺にある個々の生息地に合

わせた生物多様性計画を立て、河川や湿地の生態系保全活動を進めています。

カシス農家への支援活動
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プラスチック製品はその有用性により、私たちの生活を豊かにしてきました。一方

で使用済みプラスチックの不適切な取り扱いによって引き起こされる環境汚染が、

大きな社会問題になっています。日本では環境省が、プラスチック製品の利便性

を認めつつ、資源循環を総合的に推進するための戦略として「プラスチック資源

循環戦略」を策定しました。

サントリーグループでも、このプラスチック問題について一丸となり、先陣を切っ

て取り組むべき喫緊の課題ととらえ、「プラスチック基本方針」を策定しています。

主要な容器・包装材について、商品設計から輸送、

消費後のリサイクルまで、商品のライフサイクル全体での

環境配慮を実践し、循環経済の実現に努めます。

社会課題として当社が認識していること

2030年までにグループが使用する
すべてのペットボトルをサステナブルに

Social awareness
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考え方
Philosophy

消費後の容器・包装がもたらす社会的な影響の大きさを考慮し、1997年には自

主基準「環境に係る容器包装等設計ガイドライン」を策定しています。とりわけペッ

トボトルについては、独自の「2R+B（Reduce・Recycle+Bio）」戦略に基づいて、

容器の軽量化やリサイクル、植物由来樹脂の積極活用に取り組んでおり、国産最

軽量キャップ※2、国産最薄ラベル（再生PET樹脂80％使用）、国産最軽量ペット

ボトル（植物由来原料30％使用）※3を実現しています。

サントリーでは、2030年までにグループが使用するすべてのペットボトルについて、

リサイクル素材と植物由来素材に100%切り替え、化石由来原料の新規使用をゼ

ロにするという目標を掲げ、循環型かつ脱炭素社会への実現へ貢献していきます。

※1 2R+Bは登録商標です。

※2 30φペットボトル対象。2020年4月現在時点

※3 国産ミネラルウォーターペットボトル（500m〜 600m）対象。

2020年4月時点

独自の「2R+B」※1 戦略で
容器・包装による環境負荷を低減

サントリーグループ「プラスチック基本方針」

1.Recycle & Renewable：
・2030年までに、グローバルで使用するすべてのペットボトルの素材を、リサイクル素材と植物由来

素材に100%切り替え、化石由来原料の新規使用ゼロの実現を目指します。

・全ての事業展開国において、各国の国情に応じた効率的なリサイクルシステム構築のために必要な

施策を、政府機関や業界、環境NGO、NPOなどとともに積極的に取り組みます。

2.Reduce & Replacement：
資源の有効活用のために、容器包装のデザイン変更等により、プラスチック使用量の削減を推進す

るとともに、環境にネガティブな影響を与えない代替となる容器包装の導入の検討をすすめます。

3.Innovation：
リサイクル率向上、環境影響を最小限におさえる素材領域等におけるイノベーションに積極投資し

ます。

4.New Behavior：
人々の行動変容を促す啓発活動を実施するとともに、サントリーグループ社員一人ひとりが、ライフ

スタイルの変革に努め、分別収集の促進、河川、海岸の清掃活動などの社会貢献活動にも積極的

に参加します。

サントリーグループは、商品の源泉である自然の恵みに感謝し、多様な生命が輝き響きあう世界の実現にむけて、循環型かつ脱炭素社

会への変革を強力に先導します。プラスチックはその有用性により、われわれの生活にさまざまな恩恵をもたらしています。当社が使用

するプラスチック製容器包装が有用な機能を保持しつつも、地球環境へネガティブな影響を与えないよう、多様なステークホルダーと、

問題解決に向けた取り組みを推進していきます。また、問題解決に向けサントリーグループ社員の一人ひとりが責任ある行動に努め、

持続可能な社会を率先して実現します。
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取り組み
Initiative

2030年までに、グローバルで使用するすべてのペットボトルの素材を、リサイクル素材と植物由来素材に100%切り替えるという目標

に向かって、清涼飲料事業において取り組みを推進しています。国内では、2022年中に2本に1本が「100%サステナブルボトル※1」に

なることを目指します。新たに、ペットボトルは資源として何度も循環できることを伝える新ロゴマーク『ボトルは資源！サステナブルボ

トルへ』をペットボトル全商品※2へ順次展開し、消費者の皆さまとのコミュニケーションを強化します。イギリスでは、すでに100%サ

ステナブルボトルを導入している「Ribena」につづき、2021年にはフランスで「MAY TEA」及び「Pulco」に100%サステナブルボト

ルを導入しました。2022年には、イギリス及びアイルランドで「Lucozade Sport」の100%サステナブルボトルを導入しました。また、

Suntory Beverage and Food Asia Pacificにおいては、ベトナムで2022年に当社アジア地域として初の100％サステナブルボトルを導

入しました。

清涼飲料以外の事業においても、国内ワイン事業の720mペットボトルでリサイクル素材100%化を実現しています。今後もグループ

を挙げて取り組みを加速させます。。

※1 リサイクル素材あるいは植物由来素材のみを使用したペットボトル

※2 ラベルレス商品を除く

サステナブル素材100％のペットボトル導入を加速
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サントリーグループでは2012年来、米国バイオ化学ベンチャー企業・アネロテック社と、植物由来原料100%使用ペットボトルの共同

開発に取り組んできました。この開発の中で新たに、環境負荷の少ない効率的な使用済みプラスチックの再資源化技術の開発可能性を

見出すことができました。この技術は、従来よりも少ないCO2排出量や使用エネルギー量でプラスチックのリサイクルが期待できる、世

界でも類を見ない極めて画期的なものです。この技術の実用化を目指し、プラスチックのバリューチェーンを構成する12社※5で、使用

済みプラスチックの再資源化事業に取り組む共同出資会社、株式会社アールプラスジャパンを設立しました。海外のパートナーや業界

を超えた企業40社（2022年5月末時点）が連携し、共に循環型社会の実現を目指して挑戦しています。

※5  東洋紡(株)、レンゴー (株)、東洋製罐グループホールディングス(株)、J＆T環境(株)、アサヒグループホールディングス(株)、岩谷

産業(株)、大日本印刷(株)、凸版印刷(株)、(株)フジシール、北海製罐(株)、(株)吉野工業所

株式会社アールプラスジャパン設立

回収したペットボトルを粉砕・洗浄したフレークから直接、ペットボトルの原型となるプリフォームを製造できるリサイクル技術を協栄産

業（株）、イタリア・SIPA社、オーストリア・EREMA社と共同により、世界で初めて開発に成功しました。この技術により、新たに石油

由来原料を使用する場合と比較すると、約70%のCO2排出が削減※3できます。（従来のメカニカルリサイクルは、約60%のCO2排出削

減※3）この「FtoPダイレクトリサイクル技術」は、世界包装機構「ワールドスターコンテスト2019」において、「ワールドスター賞」を受

賞しました。

2022年4月時点で、日本で採用されているペットボトルのリサイクル手法の中で、コスト面および環境負荷（原料調達からプリフォーム

製造までの工程におけるCO2排出量）が最も少ない※4のはメカニカルリサイクル法です。再生処理する過程でボトルに色味が付きますが、

容器としての品質・安全性においては全く問題ありません。

※3 使用済みペットボトルからプリフォーム製造までの工程において

※4 当社調べ

FtoPダイレクトリサイクル技術

現在稼働中のFtoP成型機第一ライン
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目標と実績
Goals and Achievements
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2010年、WHO（世界保健機関）にて「アルコールの有害な使用の低減に向け

た世界戦略」が採択されました。また、2017年には成人の8人に1人が肥満状

態であるとの調査も発表され、さらに人口の高齢化は地球規模で進行しており、

2045年には高齢者数が子どもの数を上回ると予想されています。サントリーで

は、アルコールの特性を認識し、アルコール関連問題の予防に努めるとともに、

適正飲酒の考え方を普及させることによって、人々のより健康で文化的な生活

のために貢献します。また日本で培った「ナチュラル＆ヘルシー」な飲料開発技

術や、ウェルネスライフをサポートする健康食品を通じて、心身ともに豊かで健

やかな社会の実現に貢献します。

社会課題として当社が認識していること

世界が抱える健康課題に
製品・サービスを通じて貢献

Social awareness

サントリーグループは、お客様の信頼と期待に応えることを目指す企業として、
お客様の心身ともに健やかで喜びに満ちた生活に貢献します。
飲料、健康食品、酒類などの幅広い事業活動を通じて、

商品やサービスを提供するとともに、価値創出のためのイノベーションの推進によって、
お客様のライフステージに応じた、潤いのある豊かな生活をサポートします。
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考え方
Philosophy

　 　酒類

人々の日々の暮らしに喜びや潤いをもたらし、人生の節目である祝事・慶事などでも大

きな役割を果たす、ビール、ワイン、ウイスキーなどの酒類を通じて、心豊かな社会の

実現に貢献します。アルコールの特性を認識した上で有害摂取を防止するため、Drink 

Smartの考え方に基づき、過剰摂取・飲酒運転・法定飲酒年齢未満の飲酒・妊産婦飲

酒防止に向けた活動・情報発信を自社で取り組むとともに、社外とも連携して推進してい

きます。また、お客様の多様な飲用シーンに応えるために、自社製品ポートフォリオの中

でノンアルコール飲料や低アルコール製品を提供していきます。

　    飲料

日本で培った「ナチュラル＆ヘルシー」な飲料開発技術を活用するとともに、飲料を通じ

て社会の健康課題へ取り組み、世界中の人々のドリンキングライフをより自然で、健康で、

便利で、豊かなものにします。

　    健康食品

「自然のちから」と健康の関わりを科学的に解き明かし、毎日の「食」を通じて健康寿命の

延伸に貢献することで、人々の健やかで美しく心豊かなウエルネススライフをサポートします。

取り組み
Initiative

サントリーグループでは、健康志向の消費者のニーズに対応するため、研究に

基づく特定保健用食品や機能性表示食品、健康食品の開発を進めています。

健康志向の消費者ニーズに対応した商品の開発

 　　酒類

対応適正飲酒の啓発のほか、アルコールの影響を気にせず幅広いお客様に楽

しんで頂くため、低アルコールおよびノンアルコール飲料の推進も行っています。

2010年には「オールフリー」、2011年には「のんある気分」を発売するなど、

業界に先駆けていち早くアルコール度数0.00％のノンアルコール飲料市場の

創造を図ってきました。近年も、健康意識の高まりにお応えする機能性表示食

品「からだを想うオールフリー」やレモンサワーテイストの「のんある晩酌 レモ

ンサワー ノンアルコール」、新たにワインテイストの「ノンアルでワインの休日」

を発売するなどラインナップの拡充を図っています。
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サントリー食品インターナショナル（株）は、「健康で、前向きに、自分らしく生き続けたい」と願う方々に寄り添い、サポートできる企

業でありたいという想いのもと、2018年より「100年ライフ プロジェクト」を始動しました。「外部専門機関との共同研究」、「生活習慣

病対策飲料の開発・ポートフォリオの強化」や「健康生活提案サービス」などを進めています。

この「健康生活提案サービス」の1つとして、企業の「健康経営」をサポートする新サービス「SUNTORY＋」を開発しました。従業員

の健康行動習慣化をサポートする無料アプリで、職場の自動販売機という接点数の多さや、糖質対策・血圧対策・コレステロール対策・

体脂肪対策といった課題別の飲料ポートフォリオ、さらに日頃の飲料開発の中で蓄積された生活者インサイトを捉えたコミュニケーショ

ン手法などを活かしたものになっています。人生100年時代に、お客様の健康をサポートしていけるよう取り組んでいきます。

企業の「健康経営」をサポートするサービス
「SUNTORY＋」（サントリープラス）の開発

 　　飲料

「ウーロン茶特有の重合ポリフェノール」に脂肪の吸収を抑える作用がある

という研究結果をもとに開発された『黒烏龍茶OTPP』や、血圧が高めの方

に適した『胡麻麦茶』、脂肪の吸収を抑える『ペプシスペシャル ゼロ』、そ

して史上初めてケルセチン配糖体の脂肪分解作用を明らかにした『伊右衛門 

特茶』など、サントリーはさまざまな効能をもった特定保健用食品（トクホ）

を販売しています。また、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がある

機能性表示食品『伊右衛門プラス』など、多彩なラインアップでお客様の健

康に貢献するほか、美味しく飲めることを特に重視し、「健康」と「美味しさ」

の両立を研究しています。また、日本で長年培ってきたお茶、水といった無

糖飲料や抵糖飲料の開発知見を活かし「ナチュラル＆ヘルシー」なポートフォ

リオを拡充、グローバルで飲料の低糖、無糖への取り組みを積極的に推進し

ています。

　　 健康食品

サントリーウエルネスでは、お客様お一人おひとりの、「健やかで美しく、

心豊かな毎日」を応援するため、健康に役立つ素材を探し出し、最大限に生

かす方法を科学的に検証しています。1980年代半ばには、健康に良いと言

われてきたゴマの機能の解明に挑戦し、ゴマに含まれる微量成分ゴマリグナ

ンの1つ「セサミン」の健康効能を科学的に解明。1993年に健康食品第1号

として商品化しました。その後、ビタミンEやトコトリエール、玄米由来の

成分オリザプラスとの組み合わせによってパワーアップした商品『セサミン

EX』を発売しています。
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サントリーウエルネスの商品を愛用してくださっているお客様は日本全国に200万人以上。年齢を重ねるごとに、お客様の健康状態、

暮らし、生きがいなど、そのライフスタイルの多様性は増していきます。そのお一人ずつを的確にサポートしていくために、最新のデジ

タル技術を駆使し、よりきめ細かくパーソナライズした商品やサービス、プログラムを、お客様の一生を通じて提供していくこと（=Good 

Agingのお手伝い）を目指しています。

また、お客様の生きがいの創出もこれからの目標としており、「Be supporters！（サポーターになろう！）」プロジェクトなど、心の繋が

りや元気に繋がるコミュニティづくりにも貢献していきます。本プロジェクトは、「支えられる人から、支える人へ」をコンセプトとし、高

齢者や認知症の方など、普段は周囲に「支えられる」機会の多い方が、サッカークラブの“サポーター”となることで、クラブや地域を「支

える」存在になっていくことを目指す取り組みです。

より多様化するライフスタイルに寄り添う

サントリーグループは「人間の生命の輝きをめざし」、商品を通じて、人間らしい豊かな暮らしと人々の健康に貢献することを目指してい

ます。

皆さんの期待にお応えする商品やサービスを新たに生み出すためには、従業員自身の心身の健康が必要不可欠と考え、健康経営に積

極的に取り組んでいます。

また健康経営の普及・拡大に向け、取引先や自治体と積極的に情報交換・連携し、社会全体の健康経営推進への貢献を目指しています。

従業員の健康への取り組み
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2011年の国連人権理事会において、『ビジネスと人権に関する国連指導原則』

が承認され、すべての国と企業が尊重すべきグローバル基準となりました。ま

た2015年には企業のサプライチェーン上に、強制労働や人身取引などの人権侵

害の有無やリスクを確認させ根絶することを目的とした「英国現代奴隷法」が

制定されました。このように、企業の人権への取り組みに対して、社会からの

関心が高まっています。サントリーグループでは、ビジネスに関わるすべての人

の人権を尊重する取り組みを推進していきます。

グループ従業員に対しては労働安全の徹底はもとより、
健康経営の推進、長期的視野での成長機会の提供により、

健康で幸せに満ちた生活の実現をサポートし
ダイバーシティ＆インクルージョンを推進します。

またバリューチェーンに関わるすべての人の幸せに貢献するため、
外部ステークホルダーと積極的に連携し、人権尊重の取り組みを推進していきます。

社会課題として当社が認識していること

ビジネスに関わる全ての人の人権を尊重

Social awareness
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考え方
Philosophy

企業活動のグローバル化が進み、企業の人権への取り組みに対して、社会

からの関心が高まっています。また、サントリーグループにとっても、サス

テナビリティビジョンへの取り組みにあたり、ステークホルダーの人権を尊

重していくことが極めて重要だと考えています。人権に配慮した活動を推進

するため、人権方針を策定し、従業員やサプライチェーンに対する働きか

けを行うなど、従来の取り組みを一層強化しています。

取り組み
Initiative

新たな価値を絶えず創造していくためには、国籍や年齢などにとらわれることなく、多様な人材、多様な価値観を積極的に取り入れ、

公平性を担保し、活かすことが重要であるとの考えのもと、2011年にダイバーシティ推進室を設置しました。 そして、誰もがサント

リー社員としての自覚と誇りを持ち、自分らしくいきいきと働ける職場、仲間の個性や多様性を強みとして活かす組織の実現に向け、

2021年11月より、新たに「DEI Vision Statement」「Strategic Pillars」を制定しました。サントリーグループ全体でDiversity, 

Equity & Inclusionを推進していきます。

多様な従業員が「やってみなはれ」を発揮できる
違いを受け入れ、活かす組織づくり
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また、サントリーグループでは2015年に知的障がい者の雇用をスタート、2021年4月までの7年間で27名を採用し、東京・大阪の

2拠点で活動をしています。このチームは2018年4月から「コラボレイティブセンター」として、サントリーグループ全体の業務集中

化による有効時間の創出を支援し、事業に貢献しています。障がいのある社員が仕事や様々な経験を通して、成長しながら自立し、

組織の一員（戦力）としてイキイキと活躍することを目指しています。

多様な個性を持った社員が交じり合い、互いに影響し合いながら、共に働くことが当たり前となる組織の実現に向けたチャレンジを

続けています。

重要な人権問題の一つである外国人技能実習生を含む移民労働者の労働環境について、状況把握を進めています。2021年、グループ

会社である井筒まい泉株式会社の都筑工場、高津工場で、外国人技能実習生を対象に対面でヒアリングを行い、人権インパクトアセス

メントを実施しました。インタビューを実施したCRT（Coax Round Table Japan）の石田事務局長より、現時点において特段懸念すべ

き人権課題はなく、家族的な雰囲気での信頼関係が築かれているとの評価コメントをいただきました。更なる職場環境整備をめざし、

円滑なコミュニケーションを実施し、今後も良好な体制を継続していきます。

移民労働者に関する人権デュー・ディリジェンス実施
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わたしたちの目指すサステナブルな社会とは、サントリーグループが企業理念に掲げる「人

と自然と響きあう」が実現されている社会です。自然と共生しながら、すべての人が人間

らしく心豊かに暮らせる社会を目指して商品やサービスを提供するとともに、社会に潤い

を与える企業でありたいとの考えから、芸術・文化・学術、スポーツ、時代に寄り添った

社会福祉や地域貢献活動を続けてきました。こういった活動は、サントリーグループが

展開する事業、ひいては社会の持続的な発展にも寄与すると考えています。

※事業で得た利益は、「事業への再投資」にとどま

らず、「お得意先・お取引先へのサービス」や「社

会への貢献」にも役立てていこう。そんな思いを

言葉にしたのが『利益三分主義』です。

創業精神「利益三分主義」に基づき、社会福祉、芸術・文化・学術、スポーツ、

次世代育成をはじめとする貢献活動に取り組みます。

事業を展開する地域において、課題の解決や生活文化の

充実に貢献するよう努めます。

社会課題として当社が認識していること

人 の々心や社会にも潤いを
創業から脈 と々続く「利益三分主義※」

Social awareness
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考え方
Philosophy

2019年には、美術館とホールを運営する公益財団法人 サントリー芸術財団

が設立50周年、学術・文化の発展に寄与することを目的とする公益財団法人 

サントリー文化財団が設立40周年を迎えました。さらに、ラグビー、バレーボー

ルの自社チームによるリーグ戦への参加、チャレンジド・スポーツプロジェクト、

および次世代教育活動においても音楽・美術・スポーツの各分野で取り組ん

でいます。また、社会福祉法人や被災地支援をはじめとした地域貢献活動も

継続して行っています。サントリーグループが創業以来掲げる「利益三分主義」

の精神は、わたしたちの不変の価値観なのです。

ステークホルダーや社会全体と事業の成功を
分け合い互いに発展・成長していく

サントリーグループ社会貢献活動

1. 「文化・芸術振興」「スポーツ振興」「社会福祉」「自然環境保全」「ダイバーシティ」「被災地支援」の分野を中心に、次世代育成の

見地と地域の実情をふまえた活動を、従業員とともに推進しています。

2. ステークホルダーとの対話を重視し、連携・協働に取り組んでいます。

3. 従業員の多様なボランティア活動を支援しています。

サントリーグループは、創業者の「利益三分主義」の精神を受け継ぎ、社是にいう“生命の輝き”をめざして、人々が心豊かに暮らしを

楽しむことのできる社会の実現に寄与するため、社会貢献に積極的に取り組んできました。

私たちは、企業理念に掲げる「人と自然と響きあう」のもと、お客様に最高品質の商品・サービスをお届けするとともに、生活文化の

豊かな発展と持続可能な地球環境の実現をめざし、グローバルに社会的責任を果たしていきます。
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サントリーグループでは、東日本大震災復興支援活動・熊本地震復興支援活動をさらに地域の皆さまと共に歩む活動にするため、東北・

熊本それぞれの地域の未来づくりを応援するプログラムを開始しました。

東北では、これまで総額108億円規模の復興支援活動に継続して取り組んできましたが、東日本大震災から10年の節目を迎えた2021

年、岩手県・宮城県・福島県内で地方創生や地元活性化を目指す方々をサポートする「みらいチャレンジプログラム」をスタート。

2021年7月〜2024年6月の3期にわたり団体・個人の応募を募り、1億円規模の奨励金の支給を予定しています。

熊本地震から5年を迎えた熊本では、熊本県に生産拠点を置く地元企業として、「記憶の継承を通じ、“熊本の未来”を共創したい」と

いう想いのもと、地元の大学生・小中学生を対象とした「水の国くまもと未来予想図プログラム」を熊本日日新聞社と共催しています。

本プログラムでは、熊本の次世代が、オンライン講義やワークショップを通じて「復興」や「防災」について主体的に考動し、“熊本の未来”

を提言する報告会を実施しています。

復興のその先へ。
東北と熊本の未来に向けたプログラムが始動

取り組み
Initiative

新型コロナウイルス感染が世界に広がる中、わたしたちは創業以来の「利益三分主義」の精神に基づき、企業市民として、この困難を

乗り越えるための社会貢献活動を進めています。日本や米国、カナダ、欧州での蒸溜したアルコールの一部を、消毒用アルコールとし

て医療機関等に提供をはじめ、世界各地で、医療関係者、地域社会の皆様に対し、製品の提供や寄付などさまざまな支援活動を展開

しています。

新型コロナウイルス感染症拡大に対するサントリーグループの社会貢献
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お客様に信頼され、ご満足いただける商品・サービスを提供し続けるために、サントリーグループは、お客様とのコミュニケーションを

大切にし、お客様の声を広く企業活動に反映するとともに、サントリー品質方針「All for the Quality」のもと、商品・サービスの企画・

開発から水や農産物、包材などの原材料調達、製造、物流、販売・サービスに至るすべてのプロセスで品質の維持・向上に取り組んで

います。また、グローバルな総合酒類食品企業として、アルコール関連問題にも積極的に取り組んでいます。　

お客様志向自主宣言

適切でわかりやすい
情報開示

グループ品質マネジメン
トの推進

お客様コミュニケーション

すべてのプロセスにおける
お客様視点の品質保証

お客様志向を実現する
ための人づくり

サステナブル調達

「人と自然と響きあう」という企業理念の

もと、最高の品質を目指した商品やサー

ビスをお届けし世界の人々の豊かな生活

文化の発展、持続可能な地球環境の実

現に貢献していきます。

お客様に安心・信頼していただくために、

品質保証に関する情報や活動を適切・正

確に、わかりやすくお伝えしていきます。

海外を含めたサントリーグループ全体で、

品質保証の徹底に向けたしくみを構築し、

推進しています。

お客様のお問い合わせやご指摘に対しに

真摯に耳を傾け、「迅速・的確・丁寧」に

応対します。

また、いただいた声をよりよい商品・サー

ビスの開発・改善につなげるなど、企業

活動に反映させています。

「サントリー品質方針」のもと、商品企画・

開発、原材料調達、製造、流通、販売・サー

ビスに至るすべてのプロセスで、全従業

員が品質保証活動を徹底しています。

お客様志向経営推進のために、従業員の

お客様志向を醸成するための啓発活動を

行っています。

サステナブルな社会の実現に貢献するた

め、ビジネスパートナーとともにサステナ

ブル調達を推進しています。

公正・公平な取引
安全に配慮した物流の
推進

ビジネスパートナーとは、公正な評価・

選定や公平な競争機会を基盤にしていま

す。

物流協力会社と連携して、安全で環境に

配慮した物流を推進しています。

サステナビリティの取り組み

お客様・お取引先と響きあう 商品・サービス

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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アルコール関連問題への
取り組み

健康で豊かな生活への
取り組み

酒類を製造・販売する企業の責任として、

アルコール関連問題に積極的に取り組ん

でいます。

お客様の健康で豊かな生活に貢献するた

め、さまざまな商品・サービスを提供し

ています。
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お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

お客様志向自主宣言

■理念

■取組方針

「人と自然と響きあう」という企業理念のもと、最高の品質を目指した商品やサービスをお届けし世界の人々の豊かな生活文化の発展、

持続可能な地球環境の実現に貢献していきます。

この企業理念の実践を通じて、よき企業市民としてお客様に支持される「Growing for Good」な企業を目指していきます。

① お客様の心に響く商品・サービスをお届けします

お客様満足を第一に考え、お客様との双方向コミュニケーションを大切にします。お客様からいただくご意見、ご要望に真摯にお応えし、

よりよい商品・サービスの開発・改善につながるよう、取り組みを強化していきます。

② お客様の立場に立って、安全・安心を徹底します

サントリー品質方針「All for the Quality」のもと、商品・サービスの企画・開発から水や農産物、包材などの原材料調達、製造、流通、

販売・サービスに至るすべてのプロセスで品質の維持・向上に取り組んでいきます。グループ全体の品質マネジメントを推進する「品質

保証委員会」の活動をとおして、商品・サービスの価値の向上、品質リスクの発生防止を徹底します。

③ お客様の声を企業活動に生かします

お客様から寄せられた貴重な情報やご意見を社内で速やかに共有し、商品・サービスの向上、リスクマネジメント強化など、企業活動

や従業員の行動に反映させていきます。

④ お客様への情報提供を充実します

商品の表示や宣伝・広告表現について、正確な表示とわかりやすい表現を推進していきます。また、お客様センターを通じた電話、手紙、

Eメールなどのコミュニケーションに加え、Webを通じて、ご自身で情報検索されるお客様に向け、ホームページの情報拡充に努め

ていきます。品質に関しても、お客様にご理解いただけるよう、わかりやすく情報発信していきます。

⑤ お客様視点で行動する従業員の風土・意識を醸成します

すべての従業員がお客様の視点で行動する企業風土の醸成を目指す「お客様視点醸成活動」を継続実施していきます。お客様から

直接ご意見を伺う機会が少ない部門も含め、全従業員を対象に研修プログラムを実施します。

2017年4月

サントリーホールディングス株式会社

代表取締役社長

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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お客様第一が品質保証の基本
サントリーグループは創業以来お客様第一の姿勢で、商品・サービスの品質向上を追求し続けてきました。わたしたちの品質に対する

姿勢を明文化したサントリー品質方針「All for the Quality」のもと、全従業員が常に品質の維持・向上に取り組み、お客様から一層

の信頼を獲得していくための活動を展開しています。

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

グループ品質マネジメントの推進

海外を含めたサントリーグループ全体で、品質マネジメントのしくみを構築し、推進しています。

品質マネジメントの推進
サントリーグループは、グローバル展開と新規領域への事業拡大に伴い、グループガバナンスを目的とする品質マネジメントシステムを

整備・進化させてきました。

グループ全体の品質マネジメントを推進するため、サントリーホールディングス株式会社に「品質保証委員会」を設置し、グループ品質

戦略に基づく横断的重要課題や品質リスク抽出・トラブルの未然防止を推進しています。

また、サントリーホールディングス株式会社CQO（Chief Quality Officer）によるグループ各社との品質会議等を通じて、品質マネジ

メント力の強化を図っています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう
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お客様が安心して美味しく食事を楽しんでいただけるように、サントリー

グループの外食各社では、厨房設備・食材の衛生管理の確認や食材ア

レルゲン確認、適正な食品表示等の実施を徹底しています。

世界中のお客様に喜んでいただくために、新たな価値や安全、安心で高品質な製品をお届けし続けることが、メーカーであるわた

したちの責務と考えています。

そのため、創業以来大切にしてきた「ものづくりの価値観・行動指針」をサントリーグループ共通の「Suntory MONOZUKURI 

Values」として、グループ会社に共有・展開しています。

外食各社における品質保証活動

創業以来大切にしてきた、ものづくりにおけるサントリーグループ共通の価値観（SMV）の共有・展開

厨房設備の確認

ウェブを用いたSMVワークショップの様子（左ヨーロッパ、右アジア）

■トピックス

法令違反や健康影響、品質異常などの重大なリスクから、まだ顕在化していない潜在的なリスクまで、徹底して抽出・低減する

活動を継続・推進しています。2006年より、生産研究部門の経営層をはじめとする関連部門の責任者が一堂に会する「週例リ

スク検討会」を毎週1回開催し、直近の1週間に把握した社内外の品質リスクをタイムリーに共有して対応策を論議するとともに、

潜在的なリスク要因の変化をモニタリングしています。

徹底した潜在リスクの抽出と低減
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各プロセスにおける主な品質保証活動

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

すべてのプロセスにおけるお客様視点の品質保証

「サントリー品質方針」のもと、商品の企画・開発、原材料調達、製造、物流、販売・サービスに至るすべてのプロセスで、全従業員

が常に品質の確保・向上に取り組んでいます。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス
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正確な表示とわかりやすい表現の実現
商品の表示については、グループ各社の開発・生産などの関係部門と連携して、グループ品質本部が遵法性・妥当性を確認するしくみ

を構築し、正確な表示とわかりやすい表現を推進しています。

■商品への表示例

誤認飲酒防止のための表示例

チューハイなどの低アルコール飲料をソフトドリンクと間違えて飲むことがないよう、商品に「酒マーク」を表示しています。そのほか、

主要な商品については、缶ぶたに「おさけです」の表示や、点字で「おさけ」の表示を行っています。

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

適切でわかりやすい情報開示

サントリーグループが提供する商品・サービスをお客様に安心・信頼してご利用いただくためには、商品に正確でわかりやすい表示を記

載するだけでなく、サントリーグループ全体で取り組んでいる品質保証活動をWebサイトなどでわかりやすくお伝えしていくことが重要

だと考えています。

妊産婦飲酒の注意表示例

妊産婦の飲酒について注意を喚起するために、商品に「妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・

乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります」と表示しています。

妊産婦飲酒の注意表示

社会
と響きあう

従業員
と響きあう
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自然
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賞味期限の「年月」表示

清涼飲料の賞味期限は「年月日」表示が一般的ですが、お客様へのわかりやすさとともに、在庫管理などに伴う環境負荷を少しでも減

らすため、賞味期限が1年以上の商品についてサントリーグループでは「年月」表示（漢字表記）に取り組んでいます。

安全・安心への取り組みをわかりやすく紹介
わたしたちの安全・安心へのこだわりをお客様に正しくご理解いただくために、Web サイト「サントリーの安全・安心への取り組み」で、

様々な取り組みを紹介しています。また、PC用サイトだけでなく、スマートフォン用サイトでもご覧いただけるようにするとともに、海外

のお客様に向けた情報も発信しています。

自主回収について
品質保証の徹底に努めながらも問題が発生した場合は、迅速・適切に情報開示を行っています。

2021年1月から2021年12月にかけて、新聞への社告掲載を実施した自主回収は0件でした。また、法令違反回収もありませんでした。

また、同期間の製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主的規範への違反については2件でした。

また、サントリーグループの事業活動をグローバルに展開する中で、これまで国内で取り組んできた品質に対する真摯な姿勢や活動を

日本以外のお客様にもご理解いただけるよう、グローバル品質サイトの設計を進め、更なる情報開示の取り組みを行っています。今後も、

国内外のお客様に、安全・安心に対するサントリーグループの活動を評価いただけるよう、継続的に発信していきます。

Webサイト「サントリーの品質への取り組み」

アレルギーに関する表示

アレルギーについては、原料を購買し、表示の要否を確認しています。また、清涼飲料では「食品表示法」で義務付けられている7品目

だけでなく、表示が推奨されている21品目も商品への表示対象としています。

酒類についてはアレルギーに関する表示は免除されていますが、ビール類やチューハイなどの低アルコール飲料には、自主的に同法を

準用し、アレルギー表示をしています。
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お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

お客様コミュニケーション

お客様満足を実現するために
サントリーグループは、創業以来、お客様満足を第一に考え、お客様との双方向コミュニケーションを大切にしています。1976年には、

お客様からのご相談窓口として消費者室を開設。現在は、サントリーコミュニケーションズ（株）お客様志向経営推進本部として活動し

ています。「お客様志向自主宣言」のもと、お客様からいただくご意見、ご要望に真摯にお応えし、よりよい商品・サービスの開発・改

善につなげるなど、広く企業活動に反映させるよう、取り組みを強化しています。

創業以来、お客様満足を第一に、お客様との対話を大切にし、ご意見やご要望を企業活動に反映しています。

■「お客様満足のための基本方針・行動指針」

従業員一人ひとりが、お客様へご満足を提供することを常に意識して行動するために、1999年

に「お客様満足のための基本方針」を明文化。2002年にはお客様センターの「行動指針」を

制定し、お客様センター全員での実践を徹底しています。

お客様センター

私たちは、社会のよき一員としての役割を果たすため、さまざまな活動を通じてあらゆるお客様の更なる満足の確保、維持、向

上に努めます。お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様に信頼され、喜んでいただける安心・安全な製品、サービス、

情報の提供を行うとともに、お客様の声を企業活動に反映させていきます。

1.お客様からのお問い合わせ・ご指摘等に対して、「迅速・的確・丁寧」に対応してまいります。また、公平、公正であるように

努めてまいります。

2.お客様に信頼され、喜んでいただけるさまざまな情報を、お客様に積極的に提供いたします。

3.お客様のご意見・ご要望や社会の求めるものを、社内に適切に反映させてまいります。

4.お客様の権利を保護するため、消費者保護に関する法規および社内の自主基準を遵守いたします。

お客様満足のための基本方針

お客様センターの行動指針

■「お客様対応規定」

サントリーホールディングス（株）とグループ12社※は、基本方針・行動指針を実行するための行動規範として、ISO10002（JIS Q 

10002）に則った「お客様対応規定」を制定しています。この規定では、お問い合わせやご指摘を申し出られたお客様の権利を認識し、

企業活動へのお客様の満足を維持、向上することを目的に、お客様対応に関しての積極的な取り組みと責務を明確にしています。さら

にこの規定に基づいた詳細な基準・手順を定め、周知徹底を図っていきます。

※サントリー食品インターナショナル（株）、サントリーフーズ（株）、サントリービバレッジソリューション（株）、サントリーフーズ沖縄（株）、サントリープ
ロダクツ（株）、サントリー（株）、沖縄サントリー（株）、サントリービジネスシステム（株）、サントリーシステムテクノロジー（株）、サントリーグローバル
イノベーションセンター（株）、サントリーコーポレートビジネス（株）、サンリーブ（株）（2022年7月現在)
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■クレド：CREDO (SUNTORY MIND for Customer Service)

基本方針、行動指針が従業員一人ひとりの心、日々の行動に根付くように、2013年に、お客様対応を担う者としての信条を明文化した

「クレド：CREDO（SUNTORY MIND for Customer Service）」をお客様志向経営推進本部全員で作成し、お客様によりご満足いただ

ける活動を生み出す風土醸成に努めています。

お客様の声への対応と共有、そして活用へ
お客様センターでは、社内独自の情報検索システムを活用し、お客様からのお問い合わせなどに対してお待たせすることがないよう、

迅速かつ的確な対応を行っています。

また、ご連絡を受けた時点で、その内容を情報管理の基幹システムに入力し、対応結果を記録することで、お客様からいただいた貴重

な情報を関連部署で速やかに共有し、品質改善、リスクマネジメント強化などにつなげています。

お客様から寄せられたご意見やご要望を、関連する部門と定期的に共有し、商品・サービスの向上、情報提供の充実などの企業活動や、

従業員の行動へ反映するVOC活動※1を強化しています。

※1 VOC(Voice of Customer)活動：お客様の声を経営施策に反映する活動

■お客様情報の流れ



063

■お客様センターに寄せられた声　（2021年件数：約68,000件）

※1 ご指摘：お客様から商品や企業活動に対して寄せられたご不満、ご不快の声
※2 お問い合わせ・ご意見：上記以外にお客様から寄せられた幅広いご質問やご意見

お客様からのご指摘を受けて対応を完了した案件については、ご指摘いただいたお客様に「声カード(対応に関するアンケート)」

をお送りし、お客様の満足度をお聞きしています。いただいたご意見は、対応者本人に伝えるとともに、イントラネットを通じ

て全社にフィードバックし、さらなる対応の改善に役立てています。声カードに記入いただいたお客様の91%が、「今後も当社

の商品を利用する」とお答えになりました(2021年実績)。

今後も当社の商品を利用する　90％
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■お客様のご意見を商品づくりに活用

お客様から寄せられたご意見やご要望を取り入れ、商品開発、品質改善、情報提供の充実などを図っています。より安全で使いやすい

商品の開発を行うためには、お客様の視点がなによりも大切です。お客様の声に真摯に耳を傾けることで、すべての人にやさしく親切

な商品・サービスの提供を目指しています。

また、商品発売後の改善だけでなく、新商品の開発時においてもお客様の声を役立てる「事前評価活動」を重視しています。開発部門に、

他社商品や他カテゴリー商品に対するお客様の声を共有することで、より幅広い視点での“気づき”を促すとともに、お客様視点での

事前チェックを実施しています。

＜ご意見を商品に活用した事例＞　

お客様から分別の際にペットボトルのラベルが剥がしづらい、また糊が残るというお問合せが寄せられていました。 そこで粘着強度は

そのままで従来よりも剥がしやすい糊を開発しました。今後幅広い製品に順次展開していきます。

飲料のペットボトル(ロールラベル)の糊を剥がしやすく新開発しました

コロナ禍を機に来客用としてペットボトルごとお出しできることが好評を得ている緑茶 『伊右衛門 「お茶、どうぞ」』。

秋冬になるとボトルごと温めたいというご要望が寄せられていることから、冷温兼用ボトルを採用しリニューアル発売しました。

冷温兼用ということをわかりやすくするために、「冷＆温　温めてもおいしい」の記載を追加しました

緑茶 『伊右衛門 「お茶、どうぞ」』 冷温兼用ボトルにリニューアルしました
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お客様がお好きな濃さでお楽しみいただけるよう注ぐ量の目安となる目盛りを廃止したところ、お客様より目盛りを目安に注いでいたの

で、目盛りをつけて欲しいとのお声をいただきました。そこで、目盛りを復活させ、ご自由にも目盛りを目安にしてもお楽しみいただけ

るようにしました。

『BOSS カフェベース』　ボトル側面の目盛り（注ぐ量の目安）を復活

リニューアルに伴い缶正面の「プリン体」表記がなくなったところ、お客様からプリン体0でなくなったのかとお問合せをいただきました。

これを受け、缶正面に「プリン体0」を再度表記しました。

『オールフリー』　「プリン体」を缶正面に目立つように記載

緑茶『伊右衛門』のボトル底部の沈殿へのお問合せが寄せられることから、『伊右衛門』は石臼挽き抹茶を使用しており、底に見える

のは抹茶で、緑茶本来の味わいを引き出す重要な役割を担っていることをHPでご案内するようにしました。

緑茶『伊右衛門』　ボトル底部の沈殿の説明をHPでご案内
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『メーカーズマーク』の赤い封蝋の開け方のお問合せが寄せられることから、HPに「開け方の説明」掲載。さらに裏ラベルにHPへの案

内を記載しました。

＜アイスティーサワー＞と＜カシスとオレンジ＞を見分けやすくしてほしいとご要望をいただき、デザインをひと目で見分けやすくしまし

た。

『メーカーズマーク』封ろうの開け方をHPでご案内

『ほろよい』＜アイスティーサワー＞と＜カシスとオレンジ＞を見分けやすくデザインを変更しました。

HP　封ろうの開け方
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お客様志向の取り組みを社会に発信
サントリーグループのお客様志向経営の理念や取り組みについて、様々な媒体や活動を通じて積極的に社会に発信しています。

■学生向けワークショップの実施

近い将来社会人となる大学生約30名を対象に、お客様志向を学ぶワークショップを毎年開催しています。

サントリー流のお客様志向について学び、お客様の視点に立った商品開発を体験するというワークを通じて、一人ひとりにお客様志向と

その実践について考えていただく機会をつくっています。

■お客様志向自主宣言および活動報告

サントリーグループでは、創業以来脈々と受け継がれてきた「お客様志向」の理念や取組方針について、「お客様志向自主宣言」として

改めて明文化し、2017年4月に公表しました。宣言に基づき取り組んだ具体的な活動については、「お客様志向自主宣言 活動報告書」

として社会にご報告しています。消費者庁が主催する令和元年度「消費者志向経営優良事例表彰」において、消費者庁長官表彰に選定

され、2020年1月に表彰されました。

また、お客様志向自主宣言の公表・表彰企業として、消費者庁ホームページにも宣言や活動内容を掲載しています。

コミュニケーション接点の拡充：WebやSNSの活用
お客様センターを通じた電話、手紙、Eメールなどのコミュニケーションに加え、Webを通じてご自身で情報検索されるお客様のために、

動画やイラストを活用するなど、お客様センターホームページの情報拡充に努めています。また、英語でのお問合せフォームも用意し、

外国の方からのお問い合せにもお応えしています。 SNS上にあるお客様の声については、専用のアカウントを開設して、積極的にサポー

トしています。

サントリーお客様センターホームページ
（PCサイト）

サントリーお客様センターホーム
ページ（スマートフォンサイト）

サントリーお客様サポートアカウント

ワークショップ ワークショップ参加者

コロナ禍に伴い2020年オンラインで開催。オンラインながら、参加者の方々から、アンケートで高い評価をいただきました。
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お客様のご期待にお応えし続けるために
従業員一人ひとりが、お客様の意識や関心の変化への理解を深め、お客様の期待を超えた商品・サービスをお届けできる企業人になっ

ていくことを目指し、お客様志向啓発活動や風土醸成に力を入れています。

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

お客様志向を実現するための人づくり

お客様志向経営推進のために、従業員のお客様志向を醸成するための啓発活動を行っています。

■お客様志向啓発活動の全体像

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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■テーマ別 WEBセミナー

■お客様志向の行動促進（風土醸成）

お客様志向啓発セミナーの実施

社会環境が大きく変化する中で「お客様」が企業に求められるものも変化し続けています。

こういった状況の中で、変化する「お客様」を理解し、求められる各現場でのお客様志向の考動に繋げていくことを目的に、テーマを

設定し、そのテーマに関連したお客様の声を聴く「WEBセミナー」を開始しました。

サントリーグループ各現場では、お客様の関心のポイントや声が寄せられた背景を理解し、お客様志向の感度を上げるとともに、現場

の活動でのヒントにしています。

全従業員を対象に「お客様志向ブラッシュアップセミナー」を毎年開催しています。お客様から頂くご指摘や励ましのお声などを広く紹

介し、社内の各現場で取り組んでいるお客様志向の活動事例を共有することで、従業員一人ひとりがお客様志向を深め、行動に移すきっ

かけづくりをしています。また、グループ会社にもセミナーを実施し、サントリーグループの全活動において、お客様志向の行動定着を図っ

ています。

経営トップメッセージ お客様志向の取り組みを動画で紹介

WEBセミナー講師
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毎年5月を「お客様志向月間」とし、全従業員がお客様のためにできることを改めて考えるきっかけとしています。

各部署では、「自部署にとってのお客様は誰か？」「お客様志向で何ができるか考える」ディスカッションを実施。さらに、個人でできる

ことを「私のお客様志向自主宣言カード」に社員一人ひとりが記入しています。    

表面

裏面

お客様の声を聴く経営層

■経営層による電話音声リアルモニタリング

■お客様志向月間の実施

サントリーお客様センターに寄せられるお客様からのお電話を、経営層がリアルタイムで聴くプログラムを実施しました。各部門のトッ

プである経営層が、お客様が生活の中で感じられた商品やサービスへの疑問・ご不安・ご意見についてお電話でお話しされる様子を臨

場感を持って聴くことで、経営にお客様の声を生かしていく、きっかけづくりとしています。

お客様の声を聴く経営トップ
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■キャリアパスのステージに応じた人材育成

■現場に推進担当者を配置

人材育成プログラム「サントリー大学」の一環として、キャリアパスに応じた研修を実施しています。まず、新入社員研修において、創

業以来脈々と継承されているサントリーグループのお客様志向の考え方を学びます。中堅社員になると、グループでお客様の声を聴き、

お客様の思いや期待について推察しディスカッションすることで、お客様志向の重要性について改めて学ぶ場としています。さらに、マ

ネジャー昇進時に、お客様志向を基盤とした意思決定の重要性を、ケーススタディーを元にしたグループディスカッションなどを通して

実践的に習得します。

2018年より、お客様との直接接点が多い営業拠点を中心に、お客様志向をさらに浸透・定着させるための中心的な役割を担う「お客

様対応推進リーダー」を配置しています。現在、営業拠点以外にも「お客様志向アンバサダー」の配置を一部開始するなど、各部署で

お客様志向の行動を推進しています。

活動目標と年間振り返りをする参加者 経営層とのセッション
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■お客様の声（VOC）と従業員の接点を強化

イントラネット・Eメールを通じて「お客様の声」を発信

お客様から直接ご意見を伺う機会が少ない部門も含めた全従業員を対象に、お客様の声にふれる機会を強化する活動を行っています。

全従業員が、当社商品や企業活動などに対するお客様の声に向き合い、自身の業務や行動につなげることを目的に、お客様から寄せ

られたご意見やご要望を、イントラネットやEメールを通じて週次・月次で広く社内に共有しています。

また、お客様から寄せられた声について、読者である社員の意見や感想も掲載。社員同士の意見交換を通じ、自分以外の様々な捉え

方なども知ることができるようにしています。

イントラネット「ハーモニクスレポート」での情報発信
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サステナブル調達の考え方

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

サステナブル調達

国連グローバルコンパクトに署名している企業として、サントリーグループはサステナブルな社会の実現に貢献するため、ビジネスパート

ナーとともにサステナブル調達を推進しています。

サントリーグループでは、お客様に高品質な商品・サービスをお届けするため、安全・安心はもとより環境や社会にも配慮するなど、サ

プライチェーン全体においてサステナビリティを推進していくことが重要だと考えています。

そして、児童労働および強制労働の禁止、結社の自由や団体交渉の権利の尊重・支持、長時間労働の削減、生活賃金の保障など、国

際的に重要性が認められている事項に関し、調達におけるサステナビリティをより一層強化するため、2011年に法令遵守、人権・労働

基準、品質、環境、情報セキュリティ、社会との共生の6項目を柱とした「サントリーグループサステナブル調達基本方針」を制定しました。

ビジネスパートナーと連携してサステナビリティを推進するため、取引先に周知し、理解を求めています。

その中で、当社の購買活動がサプライヤーでの人権に負の影響を与えないように、サプライヤーと予め合意したリードタイムの順守や年

間需給計画の事前共有などを行っており、サプライヤーへの支払いに関しては予め合意したタイムラインでの実行となるよう、社内での

必要な仕組みや手続きを徹底しています。

また、人権リスクの高い原料があると確認した場合、購買プラクティスを見直し、リスクの軽減に努めます。その一例として、一部のグルー

プ会社では、人権リスクと環境リスクを最小限に抑えるために、サステナブル認証のパーム油に切り替えています。

サントリーグループは、企業理念「人と自然と響きあう」と企業倫理綱領に基づき、安全・安心で高品質な商品・サービスをお届

けするために、公正・公平な取引を実施し、サプライチェーンのお取引先とともに、人権・労働基準・環境などの社会的責任にも

配慮した調達活動を推進します。

お取引先との良好なパートナーシップを構築し、真に豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。

1.  法令遵守と国際行動規範の尊重

各国の法令を遵守し、国際行動規範を尊重した公正・公平な調達活動を推進します。

2. 人権・労働・安全衛生への配慮

基本的人権を尊重し、労働環境や安全衛生に配慮した調達活動を推進します。

3. 品質・安全性の確保

「サントリー品質方針」に準拠し、品質・コスト・供給の最適な水準に基づく高い品質と安全性の確保をめざした調達活動を推進

します。

4. 地球環境への配慮

「サントリーグループ環境基本方針」に準拠し、地球環境に配慮した調達活動を推進します。

5. 情報セキュリティの保持

調達取引に関わる機密情報および個人情報は厳格に管理します。

6.社会との共生

社会との共生に向けた社会貢献への取り組みを推進します。

サントリーグループサステナブル調達基本方針（2011年制定）

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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■推進体制

■サプライヤーガイドライン制定

■サプライヤーモニタリングの実施

サプライチェーンでのサステナビリティを推進

サントリーグループでは、気候変動などの環境課題や人権を含めた社会課題について企業の責任としてより対応していくために、2021

年4月、新たに設置した調達開発推進部を、2022年1月よりサプライチェーン改革推進部の中に改組し、同時に改組したサステナビリティ

経営推進本部と連携し、グループ全体の長期的な原材料戦略の推進、およびグローバルでの最適な調達活動に取り組むとともに、グ

ループ全体のサステナブル調達の推進を担う新体制で活動推進の強化を図りました。海外グループ会社と月1回の定期的な会議を設け、

サステナブル調達の全体戦略について協議し、各社で活動推進を行っています。サステナブル調達に関わる取り組みは、取締役会の諮

問機関であるグローバルサステナビリティ委員会で定期的に協議・報告しています。

サントリーグループは「サステナブル調達基本方針」のもと、サントリーグループ内でサステナブル調達を加速させると共に、持続可能

な社会の実現に貢献すべく、2017年6月に「サントリーグループ・サプライヤーガイドライン」を制定しました。本ガイドラインはサントリー

が国内外サプライヤーに対して人権・法令遵守・環境などの分野において要請する具体的な遵守事項で構成され、サントリーグループ

とサプライヤー間で同じ倫理的価値観が共有されていることを確認するものです。人権コミットメント項目への遵守が取引上の必須条件

となっており、新規取引のサプライヤーだけでなく取引中のサプライヤーにおいても署名を求めています。仮に法に違反する重篤な人権

侵害が発見され、かつコミュニケーションを行ってもサプライヤーの改善の意志がないと認められた場合は契約終了につながる可能性

があります。サプライヤーガイドラインの遵守に向けて、サプライヤー説明会でサプライヤーガイドラインについて共有することやSedex

を通じて情報共有を行うなど、サプライヤーとの共同取り組みを推進しています。また、サプライヤーが自らのサプライヤーに対しても

コミットメントについて遵守頂くことを要望しています。

さらに、人権方針でも表明しているように、自社と同様にサプライヤーにもILO（国際労働機関)「多国籍企業宣言」、「労働における基

本的原則及び権利に関するILO宣言」の理解・遵守を求め、現地法においてILO原則が十分に保護されていない場合においてもサプラ

イヤーの自主的な取り組みを通じて順守を期待します。

リスクアセスメント

※  対象人権リスク：児童労働、強制労働、労働時間、適切な賃金と福利厚生、差別・虐待・ハラスメント、結社の自由・団体交渉、救済へのアクセス、健康・
安全性

人権デュー・ディリジェンスにおける「リスクアセスメント」を推進するために、グローバルリスクコンサルティング会社のVerisk 

Maplecroft社と連携し、一般的な国・業界データを用いて自社が購買する主要原料における潜在リスク評価を実施しました。（主要原

料×産地の組み合わせで計124パターン）

その中でも、児童労働・強制労働の観点でVery highリスクかつVery highインパクト（購買高の多い）品目は下記のとおりでした。

【強制労働】コーヒー、ウーロン茶、エタノール、砂糖

【児童労働】コーヒー、砂糖

今後は児童労働、強制労働においてVery highリスクかつVery highインパクト品目からスタートし、実態把握のためのインパクトアセス

メントを実施していきます。

潜在リスク評価の結果（総合※）

Lowリスク 21品目 17%

Midリスク 58品目 47%

Highリスク 37品目 30%

Very highリスク 8品目 6%
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顕在リスクとして特定できた重要指摘事項は累計208件となっています（11月と比

べて28件増）。

■サプライヤーの顕在リスク（2022年4月時点）

インパクトアセスメント

サントリーグループは「サステナブル調達基本方針」を制定し、ビジネスパートナーと連携しながら、サプライチェーン全体での人権尊

重への取り組みを進めています。

Sedexによるインパクトアセスメント

2019年6月、世界最大のサプライヤーエシカル情報の共有プラットフォームである「Sedex」に加入しました。サプライヤーに対して

Sedexへの加盟、SAQ※質問への回答など情報共有の要請を進めています。SAQでは、児童労働や強制労働などを含む人権に関する

質問をはじめ、労働環境や安全衛生に配慮しているかを中心にサプライチェーンに潜在する社会リスクの評価を行っています。2021年

11月時点で、1000以上の製造拠点を含む主要サプライヤー約650社のSedex加入を確認しており、今後も全ての主要サプライヤーに対

し、Sedexへの加盟案内を進めます。また、SAQによるリスク評価の結果を踏まえ、地域別で取り組みの優先順位を決定した上、行動

計画の策定と取り組みの推進を進めます。

※SAQ:Self-Assessment Questionnaire

インパクトアセスメント状況

Sedexが提供するツールを活用し、潜在リスクと顕在リスクの特定を行っています。具体的には、SAQでサプライヤーの潜在リスクと潜

在リスクの管理能力を評価しています。また、Sedex上で確認出来る第三者監査情報を基に顕在リスクを把握しています。

サプライヤーの潜在リスク（2022年4月時点）

2022年上半期もSedexを通じた評価を進め、潜在リスク評価を実施することができた製造場は1094件となっています（11月と比べて

26件増）。

（製造場数・割合）

2022年4月 変化 2021年11月

Low 245 22％ 42 203 19％

Medium 636 58％ 8 628 59％

High 73 7％ -9 82 8％

回答中 140 13％ -15 155 15％

合計 1094 26 1068 

アンケートによる確認

上記Sedex未加入のサプライヤーに対しては、サステナビリティ調達アンケートを実施しています。既存のサプライヤーに限定せず、新

規に取引を開始するサプライヤーにも同様に確認しています。

また、サントリーグループでは、海外グループに対して「サントリーグループ・サプライヤーガイドライン」を共有するとともに、海外グルー

プ会社が参加する「グローバル調達会議」で各社のサステナビリティに対する取り組みを確認しています。
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是正に向けた取り組み
是正に向けた取り組み推進の一環として、サントリーグループの事業活動が、人権に対する負の影響を直接に引き起こしたことが明らか

となった場合、または取引関係等を通じた間接的な影響が明らかとなった場合、あるいは明らかではなくとも負の影響が疑われる場合

には、国際基準に基づいた対話と適切な手続きを通じてその是正に取り組みます。さらに、サントリーグループのサプライヤーにも是正

に取り組むことを期待します。また、是正を実施するために、外部人権有識者（NPO）、Sedexなどの外部組織と連携し、発見した課

題についてサプライヤーと対話を行い、是正に取り組みます。

■是正のプロセス

人権方針に記載しているように、当社にとっての人権における重要テーマの中には児童労働・強制労働、差別・ハラスメント、結社の自

由、働きやすい職場環境（安全衛生）が含まれています。SedexのSAQの中で各重要テーマと関連する数多くの設問を特定し、自社工

場とサプライチェーンにおける評価と継続的なモニタリングに活用しています。現在は購買高の70%以上を占めるサプライヤーのSedex

を通じた継続的なモニタリングを実施しており、顕在リスクを特定できたサプライヤーに対してより強いエンゲージメントを行っています。

そのモニタリングプロセスの中には、サプライチェーンに関するSMETA監査情報も含まれており、現地労働者へのインタビューも含まれ

ています。このような形でライツホルダーの声を極力活かす取り組みを行っています。

SedexおよびSMETA情報を活用した当社の是正のプロセスは以下の通りです。

潜在リスクの場合

1.目標: 潜在リスクの回避対応が取れている

2.指標: Sedexのリスクスコアと管理能力スコア

3.納期: 定期的（半年1回程度）に、リスクスコアと管理能力スコアをチェックし、取引先様の改善活動状況を確認する

顕在リスクの場合

1.目標: 顕在化リスクをゼロ化する

2.指標: 第三者監査での重要指摘事項

3.納期: 6 ヶ月以内に、指摘事項が解消されていることを確認する

サプライヤーの潜在リスク（2022年4月時点）

上記で示したSedexで確認できる潜在リスクについては、潜在リスクに対する製造場の管理能力も併せて評価し、「高リスク＋低管理能

力」の製造場を中心に直接的なエンゲージメントを行い、管理能力を上げるための働きかけをしています。その結果として、サプライヤー

へ働きかけを開始した2021年1月以降、2022年4月末時点では管理能力が10% ～ 50%向上した製造場数が158件（全体の18%）あり、

2021年11月末時点から41製造場増加しています。これからも引き続きサプライヤーとのエンゲージメントを継続しながら管理能力を上

げるための改善活動を推進していきます。

以下の人権重要テーマについて、SedexのSAQ回答内容を全て確認し、潜在リスクのある回答内容の確認を行いました。同時に、

SMETA監査での指摘事項の確認を行い、潜在リスクが顕在化していないか、顕在化している場合は是正処置の状況をサプライヤーに

エンゲージメントを行い、確認しています。

サプライヤーの潜在リスク（2022年4月時点）

上記で示したSedex上で確認出来る第三者監査結果としての重要指摘事項につい

ては、サプライヤーと直接コミュニケーションを取り、指摘された課題が指摘さ

れてから6か月以内に是正されていることの確認を進めています。2022年4月末

時点で特定した累計208件のうち、175件が既に是正されたことを確認しました。

残件に関しては引き続きサプライヤーとのエンゲージメントを継続しながら改善活

動を推進していきます。
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● 児童労働防止の取り組み

● 強制労働防止の取り組み

● 結社の自由と団体交渉侵害防止の取り組み

● 安全衛生の取り組み

● 土地の権利への取り組み

児童労働はサプライチェーンにおける重要人権リスクの一つと位置づけており、SedexおよびSMETA情報を通じてサプライヤーとのマネ

ジメントを強化しています。例えば、Sedexでの設問を活用し、直接労働者と間接労働者において児童労働に該当する恐れのある労働

者がいるか確認を行っています（15才未満労働者）。 また、SMETAを通じて実際に行われた現場監査を元に労働者の年齢確認がしっ

かり行われているかを確認し、課題が顕在化かつ未是正の場合は是正に向けたエンゲージメントをしています。

約1000の製造場のSAQ回答内容を確認した結果、15歳以下の児童労働はありませんでした。16-17歳の労働者がいる製造場は5%あ

りました。SMETA監査の指摘事項でも17歳の労働者の指摘が1件ありましたが、現地法上問題ないことを確認しました。

その他、労働者の年齢記録の不備の指摘が4件ありましたが、サプライヤーにエンゲージメントを行い、記録方法が是正されている事

を確認しています。

強制労働はサプライチェーンにおける重要人権リスクの一つと位置づけており、SedexおよびSMETA情報を通じてサプライヤーとのマネ

ジメントを強化しています。

1） 採用手数料

約1000の製造場のSAQ回答内容を確認した結果、労働者の採用手数料負担について取組みがない、との回答が1%ありました。また、

労働者が何らかの費用負担をしている、との回答が3%ありました。SMETA監査の指摘事項でも、労働者の採用手数料負担に関する

指摘が2件ありましたが、規定改定により対応済みである事を確認しました。同様に、賃金減額に関する指摘が3件ありましたが、現地

法上問題となる控除はないことを確認しました。

2） 賃金

約1000の製造場のSAQ回答内容を確認した結果、残業代に課題がある回答が8%ありました。

また間接雇用者の最低賃金の把握に課題がある事も判明しました。SMETA監査の指摘事項でも賃金に関する指摘が21件、残業の管

理に関する指摘が25件ありました。

サプライヤーにエンゲージメントを行い、未是正の賃金問題に関する確定事例はない事を確認しています。

3） 行動の自由

SAQ回答からもSMETA監査からも、行動の自由に関するリスク情報は見つかりませんでした。

結社の自由と団体交渉はサプライチェーンにおける重要人権リスクの一つと位置づけており、その侵害防止のためにSedexおよび

SMETA情報を通じてサプライヤーとのマネジメントを強化しています。例えば、Sedexでの設問を活用し、サプライヤーでの意思決定に

反映出来る労働者が参画可能なプロセスや組織の有無、労働組合の有無を確認しています。 また、SMETAを通じて結社の自由と団体

交渉が遵守されているかを確認し、課題が顕在化かつ未是正の場合は是正に向けたエンゲージメントをしています。

SAQデータの結果、労働者が使用可能な会社の意思決定に反映出来るプロセス、組織、取り決めの有無という重要ポイントについて、

整備されていない製造場数は12%でした。また、SMETA監査のデータとして結社の自由と団体交渉に関する指摘事項が3件ありました

が、是正が既に行われていることを確認しています。

安全衛生はサプライチェーンにおける重要人権リスクの一つと位置づけており、その安全衛生推進のためにSedexおよびSMETA情報を

通じてサプライヤーとのマネジメントを強化しています。例えば、Sedexでの設問を活用し、安全衛生に関する方針の有無、重大労災の

有無、火災安全訓練の参加者人数、 安全衛生強化に向けたサプライヤーの既存取り組みなどを確認しています。また、SMETAを通じ

て同様の確認を行い、課題が顕在化かつ未是正の場合は是正に向けたエンゲージメントをしています。

SAQデータの結果、過去12か月間における記録された事故数が100件を超えた製造場は2%でした。また、重大事故が20件以上

発生した製造場は1%でした。このようなハイリスク製造場に対して労働安全強化に向けたエンゲージメントを行っていきます。また、

SMETA監査のデータとして、指摘事項が64件ありましたが、その中で55件が既に是正が行われていることを確認しています。未是正

の9件に関しては引き続きサプライヤーへのエンゲージメントを行います。SedexのSAQ回答とSMETAの指摘事項から分かった安全衛

生に関するリスクについての是正対応を他のサプライヤーにも情報共有し、安全衛生の管理強化を図ります。

土地の権利に関する人権リスクを把握するためにSedex情報を通じてサプライヤーとのマネジメントを強化しています。具体的には、

Sedexでの設問を活用し、サプライヤーの製造場を建設する前にその土地が住宅として利用されていたかを確認しています。

SAQの結果、工業用サイトに転換する前は住宅用建物として利用されていた土地が1%ありました。その転換が土地の権利侵害につな

がった可能性があるかについてサプライヤーをエンゲージして確認を行っていきます。
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● 水アクセス・衛生への取り組み

● 女性の権利の取り組み

現地の地域社会の水アクセス・衛生の権利に関するリスクを把握するためにSedex情報を通じてサプライヤーとのマネジメントを強化し

ています。例えば、Sedexでの設問を活用し、サプライヤーのオペレーションによる様々な汚染リスク（土壌、河川など）、水の使用量、

排水管理の有無、現地地域への水質影響に対するマネジメントなどを確認しています。SAQの結果、排水品質を管理していない製造場

は2%ありました。SMETA監査のデータとしては2件の指摘事項が確認されており、そのうちの1件は既に是正が行われています。残り

1件はサプライヤーに対して是正に向けたエンゲージメントを行います。

女性の権利に関するリスクを把握するためにSedex情報を通じてサプライヤーとのマネジメントを強化しています。例えば、Sedexでの

設問を活用し、労働者の男女比率、女性管理職比率、差別防止に関する方針の有無、女性労働者の欠勤率・離職率などを確認して

います。SAQの結果、洗身設備は男女別になっていない製造場は5%、女性労働者の過去1年間の離職率が50%以上だった製造場は

5%、女性労働者の過去1年間の欠勤率が30%以上だった製造場は2%でしたが、SMETA監査のデータとしては顕在化した指摘事項か

確認されませんでした。

■実行したアクションの効果測定

■今後のアクションプラン

自社工場およびサプライチェーンにおけるSedexを通じた評価・是正取り組みの中で、発見したリスクに対する是正取り組み後に、実行

前と実行後の改善度合いをSedexの評価ツールを通じて複数項目（安全衛生、労働者年齢、差別、自由選択に基づいた労働など）で

確認し、効果測定を行っています。Sedex上の評価の場合、項目によって潜在リスクを下げることが難しい場合がありますが、潜在リス

クが高くともその管理能力が十分に高ければ結果的に潜在リスクが顕在化するリスクが低いという認識のもと、自社工場およびサプライ

ヤーを対象にした是正取り組みを行う上では特に管理能力を意識して取り組んでいます。

さらに、上記一連の流れの中で、効果測定の結果についてステークホルダーにフィードバックし、改善活動に繋がる直接的なエンゲー

ジメントを行っています。

上記プロセスで見えてきたリスクなどを考慮し、今後のアクションプランとして以下の重点取り組みを実施していきます。

● サプライチェーン

● 移民労働者

一次サプライヤーに関しては、Sedexを通じて現在可視化している顕在リスク「重要指摘事項」のゼロ化推進を継続すると共に、潜在リ

スクについてはサプライヤーの管理能力を上げるための働きかけを継続していきます。さらに、主要原料のサプライチェーン上流サプラ

イヤーへのインパクトアセスメントを推進します。

自社工場以外で移民労働者（特に技能実習生）がいる現場を特定し、重要なリスクである「強制労働」の度合いに応じて必要な取り組

みを検討します。

救済へのアクセス
■社外苦情処理について

サントリーグループは、創業以来、お客様満足を第一に考え、お客様との双方向コミュニケーションを大切にしています。また、すべて

の人々をお客様と捉えるという考えのもと、サプライヤーは大事なお客様と捉えており、人権デュー・ディリジェンスを進める上で自社

社員だけでなく、サントリーが直接取引をしているサプライヤー、そしてさらにその先のサプライヤーや関係者の方（コミュニティー）に

対しても人権課題も含めた通報窓口を設定することが重要だと思っています。さらに、サプライヤーガイドラインでも記載している通り、

サプライヤーに対しても報復防止対策を取ったうえでの同様の救済メカニズムの設置を期待しており、それによってサプライチェーン上

流での救済の確保に努めています。

現在は、サプライヤーやその関係者の方（コミュニティー）が利用できる通報窓口として、「お客様センター」の仕組みを設けています。

お客様センターでは、すべてのお客様からのお問い合わせを受け付けています。

サプライヤーからの人権課題やその他問い合わせの場合は下記フォームよりお問い合わせ下さい （日・英対応可能）
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サントリーグループは、コーヒーの主要原料として高品質なコーヒー豆の安定供給お

よびサステナビリティを推進するために、その一部をブラジルミナスジェライス州セ

ラード地区にある同国有数のスペシャルティコーヒー農園である「Bau農園」と契約し

ています。同農園は、レインフォレスト・アライアンス※1やUTZ※2など国際的な認証

を取得しており、徹底した品質管理と労働環境面で大変高い評価を受けています。

Bau農園はサステナビリティを推進するために、さまざまな活動を行っています。労働慣行に関しては安全労働に関する講座、

職場におけるモチベーションと人間関係に関する講座、朝のラジオ体操など、同農園の労働環境に目を配っています。環境保

護活動しては、ゴミ分別、取水の徹底した管理、植林活動など、環境へのインパクトを意識しています。さらに、地域社会へ

の貢献を目的に、2011年からBau農園周辺にある学校で支援プロジェクトを行なっています。

※1 レインフォレスト・アライアンス：1987年地球環境保全のために熱帯雨林を維持することを目的に設立された国際的な非営利団体です。

※2 UTZ：持続可能な農業のための国際的な認証プログラムで適正な農業実践と農園管理、安全で健全な労働条件、環境保護、児童労働撤
廃など、すべての基準を満たして初めて認証されます。

高品質かつ安定供給に向けた契約農園

ラジオ体操 ゴミ分別 学校での活動

サプライチェーンの安全を守るべく、各地域のサプライヤーの新型コロナウイルス感染拡大の影響評価に取り組んでいます。2020年は、

サプライヤー側の対策を把握するため、Sedex上の感染拡大防止対策に関するSAQを活用し影響評価を実施しました。約800の製造

場から回答を得られ、状況を把握することが出来ました。

このSAQの活用やサプライヤーと直接コミュニケーションを取り、状況を把握するほか、マスクの提供や対策導入のサポートなどに取り

組んでいます。

サプライチェーンにおけるコロナ禍の影響評価
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グリーン調達の推進
サントリーグループは、「サントリーグループサステナブル調達基本方針」のもと「サントリーグループグリーン調達基準」（2011年改定）

を定め、ビジネスパートナーとともに環境負荷低減に向けた調達活動を進めています。

現在、お取引先工場の8割が環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001を認証取得するなど、環境対応が向上しています。また包材

部は、毎年取引先評価基準に基づくグリーン調達評価を実施し、お取引先各社の環境への取り組みが進んでいることを確認しています。

サントリーグループでは今後も安全かつ安心な商品をお客様にお届けできるようサプライチェーンにおけるサステナビリティを推進していき

ます。

サントリーグループの国内事業においては、主に以下の地域のサプライヤーから原

料を購買しています。サプライヤーと連携して原料のサステナビリティを推進してい

ます。

また、サプライチェーンでの透明性を高めるべく、最も基本的な購買プラクティスと

して、すべての1次サプライヤーと正式な契約を結び、1次サプライヤーの基本的な

情報を取得しています。また、特定が可能な場合においては1次サプライヤー経由

で2次サプライヤー以降に関する情報の取得にも努め、定期的な現地訪問を実施し

ている場合があります。

サントリーグループでは、サプライチェーンのビジネスパートナーとともに、サステナビリティの推進に取り組んでいます。社内の担当者

への教育をはじめ、原材料サプライヤー・製造委託先・物流協力会社の主要なビジネスパートナーに対して方針説明会やアンケートを

行い、サステナビリティに向けた取り組みの必要性を理解いただくように啓発・支援を推進していきます。また、サプライチェーンの環

境負荷低減を消費財流通業界横断で推進するため「日本TCGF※」に参加しています。

※日本TCGFは、消費財流通業界の企業が主体となり、日本国内での非競争分野における共通課題の解決に向けて、製・配・販の協働取り組みを行う組織です。

ビジネスパートナーとの連携強化

■サプライヤー地域別構成比

サントリー食品イギリス(Suntory Beverage & Food Great Britain and Ireland）は、ヨーロッパで多くの方に愛されている

飲料『Ribena』（ライビーナ）を生産・販売しています。『Ribena』はイギリスで栽培されたカシスを90%使用しており、サントリー

食品イギリスは2004年よりカシス農家に対してサステナブル農業の支援を始めました。 農家に対して直接アドバイスする栽培

現場の専門家（アグロノミスト）の雇用や、各農場とその周辺にある個々の生息地に合わせた生物多様性計画を立て、河川や

湿地の生態系保全活動を進めています。

また、気候変動に強い新種のカシスの研究などを進めており、2020年の7月に、農業研究施設であるジェームズ・ハットン研

究所との、長年にわたる研究の成果が実り、「Ben Lawers」という気候変動に強い新種の収穫をすることができました。

カシス農家に対するサステナブル農業支援

ライビーナのカシスの収穫 ライビーナのカシスの収穫
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お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

公正・公平な取引

原材料のサプライヤーとは、公正な評価・選定や公平な競争機会を基盤にしています。

サプライヤーとの公正・公平な取引の徹底
サプライヤーとの取引にあたっては「サントリーグループサステナビリティ調達基本方針」に基づいた「購買管理規定」や「取引先選定基準」

に則り、各社に公平な競争機会を提供しています。同時に、各社の商品・サービスの品質や供給力、財務状況、安全確保、環境保全、

社会貢献などへの取り組みを公正に評価し、ビジネスパートナーの選定あるいは取引継続の可否を判断しています。

ビジネスパートナーとは、お互いに信頼できるパートナーとして力を合わせ、お客様に喜んでいただける商品・サービスの提供を目指し

ています。

■下請法に対応した経理システムを運用

サントリーグループでは、「下請代金支払遅延等防止法（以下、下請法）」に対応した経理システムを構築・運用しています。原料・包

材の発注段階で登録した支払条件などの情報をもとに、予定どおり支払手続きがされていない場合に、管理者画面に警告が表示され、

支払遅延などのトラブルを未然に防止するものです。なお、2021年は原料・包材の取引に関し下請法に抵触する法令違反はありません

でした。※

※サントリーグループの「下請法」適用ビジネスパートナー数は、原料部が2021年12月時点で49社（取引金額比率で約12%）、包材部が2021年12月時点で
112社（取引金額比率で約11%）

社会
と響きあう

従業員
と響きあう
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お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

安全に配慮した物流の推進

物流協力会社との連携

■協力会社各社の安全推進を強化

物流安全5原則

サントリーグループが輸配送業務を委託している物流協力会社と連携して発足した「安全推進委員会」には、2021年末で76社317名

が参加。安全確保・環境配慮・リスクマネジメントなどの取り組みを推進しています。

物流協力会社と連携して、安全で環境に配慮した物流を推進しています。

「安全推進委員会」が制定した「物流安全5原則」を各社従業員に周知徹底するとともに、委員

会事務局※が各社の拠点を巡回して、安全策の実施状況を点検しています。

1.法定速度遵守と防衛運転の実施

2.正しい養生の徹底と3急運転禁止

3.アイドリングストップとタイヤ止めの完全実施

4.ヘルメット・安全靴の完全着用と5Sの徹底

5.合図・指差呼称の励行と安全確認の徹底

※ サントリー MONOZUKURIエキスパート（株）物流部、サントリーロジスティクス（株）安全推進部のマネ
ジャーおよび担当者で構成 安全推進委員会ポスター

■「安全推進大会」で活動を共有

サントリーグループは、配送センターや物流協力会社の倉庫、輸配送事業など全国156拠点の責任者337名が一堂に会する「安全推進

大会」を毎年開催しています。この大会では、勉強会やコンテスト実施などによる安全教育の徹底と優れた事例を紹介して情報を共有

するほか、優秀なドライバーや拠点を表彰するなど、各社の安全に対する取り組みの意欲向上や強化につなげています。

「安全推進大会」 「安全推進大会」での表彰式 「安全推進大会」でのディスカッション

安全管理を推進
物流協力会社の安全管理体制を常に一定水準以上に保ち、継続的に改善していくため、国土交通省が主導している「安全性優良事業所」

の認定取得を推進しています。

サントリーグループの物流協力会社のうち、輸配送事業所全963拠点中、2021年末時点で507拠点が認証を取得済、2022年に197

拠点が取得予定であり、取得率は73%に到達する見通しです。また、2008年からは対象範囲を直接業務委託会社から2次協力会社ま

で拡大し、輸配送の安全管理体制の強化を図っています。
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災害時に備えて体制を整備
災害などの有事に備えて、災害伝言ダイヤル「171」や、携帯電話による「災害伝言板」の有効活用を目的とした訓練を物流会社ととも

に実施しています。また、首都圏および近畿圏直下型地震発生時のアクションプランとして、被災地に通常の出荷拠点以外から「サント

リー天然水」を緊急出荷する体制や、出荷拠点が被災した場合の代替出荷拠点の設定など、物流協力会社と対策を共有しています。
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お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

アルコール関連問題への取り組み

酒類を製造・販売する企業の責任として、アルコール関連問題に積極的に取り組んでいます。

サントリーグループの目指す「DRINK SMART（ドリンク・スマート）」
アルコールの有害な使用によって引き起こされる問題を「アルコール関連問題」と呼び、その影響は身体やこころ、家族、職場、地域

など多岐に及びます。アルコール関連問題は個人の健康への影響だけでなく、ハラスメントや暴力、飲酒運転などの犯罪までさまざま

な社会的問題も含んでいるのです。有害な飲酒の問題は「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」が2010年にWHOで

採択されるなど世界的に関心が高まっており、日本でも「アルコール健康障害対策基本計画」が2016年に策定され、国の重点課題と

してアルコール関連問題の予防やアルコール依存症などの健康障害の減少に向けた取り組みが進められています。

「お酒に関する正しい知識を持ち、お酒と上手につき合うことでより健康的で豊かな生活を送ること」。

これが私たちサントリーグループの目指す“ドリンク・スマート”です。

アルコールの有害な使用を減らすことは社会にとって重要な課題であり、サントリーグループでは責任あるマーケティングの実践と適正

飲酒の啓発活動“ドリンク・スマート”を大きな柱として積極的に活動を推進しています。

サントリーグループは、アルコール飲料の特性を認識し、アルコール関連問題の予防に努めるとともに、適正飲酒の考え方を普

及させることによって、人々のより健康で文化的な生活のために貢献します。

1.アルコール飲料の持つ致酔性、依存性が、身体的、精神的、社会的な問題を引き起こすことを認識し、アルコール関連問題の

予防をめざします。

2.体質の違いや身体の状況、飲酒に対する考え方の違いが尊重されるより良い飲酒環境の形成をめざします。

3.節度をわきまえた適度な飲酒(適正飲酒)は、心身の健康に役立ち、人間関係に潤いを与えるとの認識に立って、その正しいつ

きあい方についての知識の普及に努めます。

1.飲酒に関する正しい知識の啓発に努めます。

2.社会活動に積極的に協力します。

・20歳未満飲酒防止

・イッキ飲み防止

・飲酒運転防止など

3.法令、当社ならびに業界自主基準を厳守します。

適正飲酒のために──サントリーの基本理念・行動指針（2002年制定）

基本理念

行動指針
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専門組織が責任をもって対応
サントリーグループは、1976年に「サントリー宣伝コード」を制定し、飲酒に関する宣伝・広告表現の自主規制を業界に先駆けて開始

しました。その後、1991年にアルコール関連の専門組織「ARS※1委員会」と、事務局であるARS室（現・グローバルARS部）を設置。1.責

任あるマーケティングの実践、2.社内外への適正飲酒の啓発などを行っています。2021年には、サントリーグループ国内従業員に向け

て「新DRINK SMART宣言※2」を発出。毎年11月を「ARS活動強化月間」と位置付け、取り組みを強化しています。

※1 Alcohol Responsibility and Sustainabilityの略。酒類を製造・販売する企業の責任として、アルコール関連問題に積極的に取り組んでいます。
※2 2018年に「DRINK SMART宣言」を発出。以降のアルコールを取り巻く環境変化を鑑み、新たに発出したもの。「わたしたち一人ひとりがお酒に関す

る正しい知識を持ち、飲酒マナーを守ります」「わたしたちは世界を代表する酒類企業グループの一員であることを自覚し、自分以外は全員お客様と考
えて適正飲酒を働きかけることを実践します」の2つの柱からなる。

■１.責任あるマーケティングの実践

グローバルARS部は、酒類製品に関するすべてのマーケティング活動に対して、適法性・妥当性の社内事前審査を行い、不適切なマー

ケティング活動を未然に防止しています。

2006年には、製品表示などについても事前審査をシステム化。2007年には酒類の広告・販促活動に関する社内自主基準を改定し、

活動をより強化しました。2007年以降も、業界団体と連携して自主基準の改定を行い、関連部署において定期的に研修を行いながら、

責任あるマーケティング活動を推進しています。

社会情勢に対応して、「飲酒に関する連絡協議会」が制定した酒類業界の自主基準、および社内自主基準を改定しています。

2010年からはCMに妊産婦飲酒の注意表示を実施。また、テレビCMの土・日・祝日の自粛時間を5時00分～ 12時00分ま

でから、5時00分～ 18時00分までに延長し、年間を通して5時00分～ 18時00分まで酒類のテレビ広告を自粛することとし

ました。

さらに、2014年に施行された「アルコール健康障害対策基本法」に基づき、不適切な飲酒の誘引防止のための自主的な取り

組みとして、テレビ広告で使用するタレントの年齢を25歳以上に引き上げることや、テレビ広告の飲酒表現で、喉元を通る「ゴ

クゴク」の効果音を使わないことなどを実施しています。

社会情勢に対応した自主基準の改定（業界・社内）

事例1）ノンアルコール飲料推進の取り組み

サントリーグループでは、適正飲酒の啓発のほか、アルコールの影響を気にせず幅広いお客様に楽しんで頂くため、低アルコールおよ

びノンアルコール飲料の推進も行っています。同時に、ノンアルコール飲料については味わいが酒類に類似していることから、満20歳

以上の成人の飲用を想定した社内基準を設け、これに対応しています。

今後も対象商品を拡大するとともに、「カロリーゼロ」「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」を実現した商品の販売を促進する等、健康志向の消

費者ニーズへの対応を続けていきます。

サントリーグループのノンアルコール飲料

オールフリー
（ノンアルコールビールテイスト飲料）

のんある気分
（ノンアルコールチューハイ）
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■2.適正飲酒啓発活動

従業員に対する適正飲酒啓発

酒類を製造・販売している企業の一員として、従業員の適正飲酒に関する意識を高めることも重要です。飲酒運転を行った従業員は、

公私を問わず諭旨免職以上の処分とすることを就業規則に定めているほか、様々な活動を行っています。

事例3）ホームページでの年齢認証

事例4）営業・マーケティング担当者向け勉強会の実施

2015年より、20歳未満飲酒防止のため、酒類ホームページのブランドサイトの入り口で20歳以上であること

を確認するための年齢認証ゲートを設けています。

年間を通じて、グローバルARS部が主体となり、営業部門や新任マーケティング担当者向けに、業界自主基準、社内自主基準等の理

解を深めるための勉強会を実施。

商品開発から販売促進活動までにどのような視点が必要かを、具体的な事例も用いながら説明しています。

このほか、従業員向けの啓発動画制作や営業担当者向けアルコール関連問題勉強会、モデレーション（適正飲酒）広告の社内掲示な

どを通して従業員に向けて適正飲酒を啓発しています。

国内グループ従業員への

適正飲酒啓発プログラム

酔いのメカニズムや遺伝・体

質による違いなど、酒類を製

造・販売する企業グループの

従業員として必要な知識の習

得を推進する適正飲酒啓発プ

ログラム（e ラーニング）を

実施

グループ従業員への

アルコール体質遺伝子検査

従業員が自分自身のアルコー

ルの代謝に関する体質を知る

ことにより、他者への配慮や

適正飲酒の考え方を理解する

ことを目的に全従業員に向け

て実施

ドリンク・

スマートアンバサダー制度

営業パーソンが直接お得意先

様でドリンク・スマート講座

を実施できるような仕組みづ

くり

グローバル ARS 部による

イントラネットサイト

各種自主基準やマーケティン

グ・営業活動事例集、適正飲

酒セミナー資料などをまと

め、従業員誰もがいつでも参

照できる環境づくり

事例2）商品パッケージへの注意表示

酒類業界の自主基準に則り、全ての酒類製品に、20歳未満飲酒防止と妊産婦飲酒防止の注意表示を行っ

ています。またビールやRTDといったアルコール度数の低い製品には「お酒」マークを表示し、ジュース

との誤飲防止に努めています。
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サントリーの啓発活動は各方面から高い評価をいただいています。「酒は、なによりも、適量です。」というメッセージを伝える「モデ

レーション広告」は、2002年、日本新聞協会主催 第22回新聞広告賞「広告主企画部門優秀賞」を受賞しました。2018年は、ホー

ムページ“「DRINK SMART お酒との正しい付き合い方を考えよう」”で、公益社団法人アドバタイザーズ協会Web広告研究会主催

第6回 Webグランプリ 企業 BtoCサイト賞 優秀賞 を受賞。また、飲みに誘われたときの多様な断り方を、サッカー用語と楽しいイ

ラストでユーモラスに表現した「休肝日のFANTASTICな断り技ポスター」は、第38回新聞広告賞（2018年）において「新聞広告賞」

を受賞しました。

『適正飲酒啓発活動』に数々の受賞

お客様に対する適正飲酒啓発

お酒の特性や適切な飲み方をお客様に正しくご理解いただくための取り組みを行っています。

酒類製品に含まれるアルコール量をお客様に分かりやすくお伝えするため、国内で販売する主要な酒類製品に含まれる純アルコール量

を、サントリーホームページで開示しています。また2022年2月以降順次、缶製品に1缶あたりの純アルコール量（g）を表示しています（対

象製品は、国内製造の缶製品（ビール類、RTD、ワイン））。
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サントリー独自の取り組み

●適正飲酒全般

●適量の推奨

飲み会の多様な断り方を楽し

いイラストで表現する「休肝

日の断り技」ポスター

仲良し女子 3 人組がお酒と楽

しく正しく付き合う姿を描く

オリジナルのデジタル漫画「飲

みたガールの週末」

1986 年に始まった、適正飲

酒啓発広告で節度ある飲み方

を伝えるモデレーションキャ

ンペーン

サントリー適正飲酒啓発ホー

ムページ「お酒との正しい付

き合い方を考えよう」

酔いのメカニズムやアルコー

ル体質の違いについて理解を

深める「ドリンク・スマート

セミナー」を法人向けに実

施。また、適正飲酒啓発動画

「DRINK SMART MOVIE　 －

かんぞう君に、きいてみよう。

―」を制作・公開

DRINK SMART 15 秒 MOVIE

「鏡にうつしても、恥ずかしく

ない飲み方を篇」「みんなが楽

しい時間にしようよ篇」

20 代～ 30 代を中心とした

適正飲酒啓発を目的にした

DRINK SMART ラップ動画を

制作。MC 肝臓が急ピッチ飲

酒、 お酒の無理強い、迷惑飲

酒に警鐘をならす
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●不適切な飲酒防止

20 歳未満向け飲酒防止啓発動

画を制作

若者向け適正飲酒啓発教材を

制作し、大学を中心とした教

育機関に無償配布。教材を使

用した大学への出張授業も実

施

イッキ飲み防止連絡協議会の

趣旨に賛同し「イッキ飲み防

止キャンペーン」でポスター・

チラシなどのデザインやノベ

ルティプランニングに協力

アルコール関連問題低減に向けグローバルに活動
2010年にWHO（世界保健機関）で「Harmful Use of Alcohol（アルコールの有害な使用）の低減に向けた世界戦略」が採択されました。

この「アルコールの有害な使用の低減」は2013年の「NCDs（非感染性疾患・生活習慣病）予防のためのアクションプラン」や2015年に策

定された国連のSDGs（持続可能な開発目標）の健康分野でも目標の1つとして含まれるなど、各国政府や公衆衛生機関の専門家が関係者

と協議しながら取り組むべきグローバルな課題として位置づけられています。酒類業界はその取り組みにおける重要なステークホルダーと位

置づけられています。

サントリーグループは、この課題に対応するため、国際的な適正飲酒推進の取り組みを進める組織「IARD」に参画し、世界の主要酒類メー

カーによる「アルコールの有害な使用の低減のための業界コミットメント」の推進に2013年から取り組んでいます。またIARDでは2018年

からデジタル媒体に関する基本原則をWFA（世界広告主連盟）と共同で策定し、法定飲酒に満たない者に対する酒類に関するメッセージの

到達防止に努めています。

サントリーグループは、グローバルレベルでの責任あるマーケティングの実践や、適正飲酒の啓発活動の展開を行うため、専任部署を設置し、

定期的にグローバルARS委員会等を開催し、中期的なビジョンのもと、グローバルなマーケティング規定の整備や、啓発プログラムの推進

に取り組んでいます。

サントリーグループのグローバルなプログラムとして「DRINK SMART」を展開し、法定飲酒に満たない者の飲酒や飲酒運転の防止、適

正飲酒の啓発、飲酒をしない人への配慮といった基本原則を踏まえ、関係団体と協力しながら各市場固有のニーズ・文化に合わせたプログ

ラムを推進しています。

業界と連携した取り組み

ビール酒造組合や日本洋酒酒造組合などの業界団体の一員として、その活動に積極的に参画しています。

交通広告を中心に「STOP!20

歳未満飲酒」を呼びかける広

告を年 2 回実施

JR 西日本管内の主要駅及び車

内に、お酒を飲みすぎたお客

様によるホームからの転落注

意の啓発ポスターを掲出

女性の社会進出やライフスタ

イルの変化を背景に増加傾向

にある“リスクある女性の飲

酒”を防止するため、正しい

知識を普及

また、妊産婦の飲酒の影響や授乳中のリスクを製品容器やPOP等酒類販促物、TV広告などの動画媒体で注意表示する取り組みも行っ

ています。
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IARD -International Alliance for Responsible Drinking（責任ある飲酒のための国際連盟）は世界の大手酒類メーカー 13社が

参画するワシントンDCに本部を置く非営利団体。

サントリーグループはビームサントリーとして設立当初から参画し、WHOの「アルコールの有害な使用の低減に向けた世界戦略」

（2010年採択）に対する酒類業界としての取組みである「アルコールの有害な使用の低減のための業界コミットメント」の策定にも

深く関わってきました。

「業界コミットメント」は2013年から5年間にわたり、5つの分野での取り組みに推進しています。

①法定飲酒に満たない者の飲酒の低減

②業界自主基準の展開と強化

③責任ある商品開発と消費者への情報開示

④飲酒運転の低減

⑤小売分野との連携強化

コミットメントの進捗報告やその評価は第3者によって行われプログレスレポートとして毎年報告されています。日本やアメリカを含む

サントリーグループの主要市場での取り組みも報告・評価されており、日本での20歳未満飲酒防止の親子向け教材の配布やアメリ

カにおける交通裁判所との飲酒運転再犯者に対する教育プログラムなどの独自の取組みや、各国の酒類業組合との協同取組みも高

い評価を得ています。

2018年からはデジタル媒体に関する基本原則を策定・遵守することにより、法定飲酒に満たない者へのお酒に関するメッセージの

到達防止に努めています。また法定飲酒に満たない者の飲酒や飲酒運転など不適切な飲酒に関するトレンドレポート等も発行して

います。

IARD会員社のCEOによる会議も毎年開催され、酒類業界として中長期的かつグローバルに取り組むべき事項について真剣な討議

が行われています。

IARDについて

IARD CEO会議の様子（2019年） プログレスレポート

デジタル媒体に関する共同宣言（2018年）

と不適切な飲酒に関するトレンドレポート（2019年）
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Beam Suntoryの適正飲酒啓発活動

事例1）飲酒運転防止の取り組み

DWI裁判所への支援

飲酒運転を繰り返す可能性が高い常習違反者に対し、実証に基づいたプログラムで治療を行うために創設されたDWI裁判所の全米国

民センターへの支援を行っています。

事例2）大学生に向けた取り組み

Building Resilience In Campus Community (BRICC) Coalition

ケンタッキー州のルイヴィル大学とケンタッキー大学が行っている、個人、グループ、団体、コミュニティの各階層での高リスク飲酒低

減を目指す活動を支援しています。

Beam Suntoryの「Consumer Positive」（消費者への取り組み）

Beam Suntoryは「DRINK SMART」プログラムを通じて、適正飲酒啓発活動を行っています。さらに、有害な飲酒を減らし、消費者

が正しい選択を行えるようにする取り組みを強化するために、次のような目標を設定しています。

・5億ドルを投資して、責任あるブランドコミュニケーションを大幅に拡大し、「DRINK SMART」プラットフォームを強化し、消費者

の責任ある商品選択の意思決定を促進し、消費行動にプラスの影響を与えます。

・2030年までに責任ある商品選択の意思決定を促進し、有害な飲酒を減らすように設計されたメッセージとツールを使用して、3億

人以上の消費者にリーチすることを目指します。

・2030年までに、ウイスキー、テキーラ、ジン、ウォツカ、RTDなどの主要カテゴリにおけるノンアルコールや低アルコール製品

のポートフォリオを拡充し、選択肢の拡大を図ります。

・2030年までに、すべての製品の栄養およびアルコール含有量の情報を、パッケージまたはオンラインで表示します。
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サントリー食品インターナショナル
サントリー食品インターナショナルでは、人々のより健康的なライフスタイルに貢献するために、以下の健康方針を掲げ取り組みを進め

ています。

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

健康で豊かな生活への取り組み

サントリーグループは、お客様の信頼と期待に応えることを目指す企業として、お客様の心身ともに健やかで喜びに満ちた生活に貢献

します。

飲料、健康食品、酒類などの幅広い事業活動を通じて、商品やサービスを提供するとともに、価値創出のためのイノベーションの推進

によって、お客様のライフステージに応じた、潤いのある豊かな生活をサポートします。

「ウーロン茶特有の重合ポリフェノール」に脂肪の吸収を抑える作用があるという研究結果

をもとに開発された「黒烏龍茶OTPP」や、血圧が高めの方に適した「胡麻麦茶」、脂肪の

吸収を抑える「ペプシスペシャル ゼロ」、そして史上初めてケルセチン配糖体の脂肪分解作

用を明らかにした「伊右衛門 特茶」など、サントリーはさまざまな効能をもった特定保健

用食品（トクホ）を販売しています。また、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があ

る機能性表示食品「伊右衛門プラス」など、多彩なラインアップでお客様の健康に貢献す

るほか、美味しく飲めることを特に重視し、「健康」と「美味しさ」の両立を研究しています。

■研究に基づく特定保健用食品や機能性表示食品を開発

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

1.国・地域・年代など、様々なお客様の健康ニーズに合わせて、心を満たし、 

おいしく体に良い商品ポートフォリオの拡充と、お客様の健康に資するサービスの提供を進めていきます。

2.お客様の健康に貢献する研究を行うとともに、日本で長年培ってきた無糖飲料・低糖飲料・健康飲料の開発知見を活かし、 

世界に向けてより自然で健康的な商品開発に取り組んでまいります。

3.各国・地域における公的機関や業界団体の指針に基づいた表示とコミュニケーションを行い、 

お客様による健康的な飲料の選択に、より役立つよう取り組みます。

4.外部専門機関との共同研究など、様々なステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、 

健康課題の解決に貢献していきます。

サントリー食品インターナショナル健康方針
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長い間、炭酸飲料を中心とした砂糖を多く含んだ飲料がお客様に求められ、拡大してきた

世界の飲料市場ですが、昨今ではより自然で健康的な飲み物を求めるニーズが加速してい

ます。日本で長年培ってきたお茶、水といった無糖飲料や低糖飲料の開発知見を活かし、

各国で心を満たし、おいしく体に良い商品ポートフォリオの拡充を進めています。

ベトナムでは、脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える「ウーロン茶重合

ポリフェノール（OTPP）」を含んだウーロン茶飲料「Tea+ Oolong Tea」、インドネシアで

は「MYTEA Oolong Tea」を発売し多くのお客様から支持されています。ヨーロッパでは、

サントリーのもつお茶に関する知識や技術を活かした商品で、様々なフレーバーを楽しめる

低糖のアイスティー「MayTea」を販売しています。

また飲料以外にアジアでは、タイを中心に各国で愛飲されている、人工的な化学物質、保

存料不使用で良質な鶏を原料とする滋養ドリンクの「Essence of Chicken」をはじめとする、

健康食品のブランド「BRAND'S」を展開しています。

サントリー食品インターナショナルでは、各国で砂糖や人工着色料や香料などを出来るだ

け使用しない商品の開発を進めています。

砂糖削減について、ヨーロッパでは2025年までに商品ポートフォリオ全体での砂糖の使用

量を2015年基準として35%削減する目標を掲げており､2021年末までに23%削減しまし

た。砂糖使用量の削減と同時に、イギリスでのLucozade Zeroなど低カロリーブランドへ

の投資を積極的に行っています。

イギリスでは、2016年から2021年末までに砂糖使用量を57%削減し、当社製品について

は、それぞれカロリーゼロ、または低カロリーの製品を販売しました。

フランスでは、2021年に主力製品であるOasis Tropicalの砂糖使用量を24%削減(2006

年比）。同ブランドのレシピは、砂糖を削減しつつ甘味料を使用せずに、お客様に長年愛

されてきた美味しさをそのまま保っています。

スペインでは、砂糖使用量を2015年比で42%削減しており、さらには、低カロリー

の Schweppes (Lemon, Orange, Pink, Ginger Ale)の販売を開始し、2022年内には

AgrumとTonic Lemonの販売を開始する予定です｡

オセアニアでは､2030年までに､販売する製品の3分の1の飲料を低糖もしくは無糖にして

いく目標を掲げています。目標達成のロードマップとして、2023年までに①サントリーグ

ループの技術を活かして砂糖低減、②新商品の開発、③小容量の展開を戦略として取り

組みを進めています。2020年末までに、エナジードリンクの「V」を中心に低糖化を進め、

販売する製品の5分の1が､既に低糖もしくは無糖になりました。

人工着色料や香料などを出来るだけ使用しない商品の開発も進めており、ヨーロッパで

は2025年までに人工着色料、人工香料を使用しない目標を掲げています。フランスでは

「Oasis」を刷新し､砂糖の含有量を減らすだけでなく、100%自然由来の原料を使用してい

ます。イギリスの「Lucozade Revive」は天然のフルーツフレーバーから作られており、人

工着色料は一切含まれていません。また､インドネシアで展開している「Good Mood」に

は保存料、合成着色料、合成甘味料が含まれておらず、自然由来のフルーツエキスを用い

た低糖飲料として沢山の方から支持を頂いています。

■心を満たし、おいしく体に良い商品ポートフォリオの拡充

■低糖・無糖への取り組み

■人工着色料・香料の使用の抑制
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サントリーグループでは、安全・安心に関わる情報をはじめ、お客様が必要とする情報を適切かつ速やかに提供するよう努めるとともに、

製品表示・宣伝・広告等において、誤認や誤解のおそれのない正確で分かりやすい表現を心がけ、多様な商品やサービスを扱う企業グルー

プとして責任あるマーケティング活動を行うことを企業倫理綱領で定めています。

商品の表示については、グループ各社の開発・生産などの関係部門と連携して、品質保証本部が遵法性・妥当性を確認するしくみを構

築し、正確な表示とわかりやすい表現を推進しています。

日本では、エネルギーをはじめとして糖質や食塩相当量などの栄養成分表示やアレルギーについて、原料を調査し、表示の要否を確認

しています。また、「食品表示法」で表示を義務づけられている7品目だけでなく、表示が推奨されている20品目も商品への表示対象と

しています。

オセアニアではHealth Star Rating System (健康ランクの星表示)※を採用し、お客様の商品選択に分かりやすい情報開示をしています。

※Health Star Rating System… 包 装 食 品 を 全 体 的 な 栄 養 プ ロ フ ァイル で 格 付 け し、 星 の 数1/2 ～ 5に 割 り 当 て る 包 装 正 面 の 表 示 制 度 
(front-of-pack labelling system)

■適切でわかりやすい情報開示

サントリー食品ヨーロッパでは、UNESDA※が提唱する「学校における責任あるマーケティングプログラム」に参加しています。

また、2021年に新しく制定された責任ある食品事業とマーケティング慣行に関するEU行動規範に、創設企業として署名しました。レシ

ピの変更、食品廃棄物の削減、そして持続可能なパッケージの開発に向けてコミットを続けることにより、さらに健康的な製品を市場

に投入し、循環社会への移行を支援するというEUの目標を後押ししていきます。

イギリスでは、独自のマーケティング規範を作成しました。これには、脂肪、砂糖、および塩の含有率が高い製品を16歳未満（アイル

ランドでは18歳未満）の消費者に直接販売しないというコミットメントが含まれます。

フランスでは、12歳未満の子供を対象としたテレビ番組と雑誌での広告を2009年に自粛しました。2013年以降、私たちは自社のコミッ

トメントをさらに強化し、視聴者の35%以上が子供である一般番組での広告も禁止しました。

スペインのマーケティング規範では、12歳未満の子供への広告を行わないこと、および生徒を対象としたイベントにスポンサーとして参

加しないことが明記されています。また、当社のすべての広告キャンペーンでは健康な生活習慣を推進するメッセージを発信しています。

オセアニアでは、炭酸飲料などの砂糖を多く含む商品に関して、子供をターゲットにしないことを定めており、ニュージーランドの小学

校や中学校では水だけを直接販売しています。また、Healthy kids industry pledgeのメンバーとしてニュージーランド政府とのパート

ナーシップを結んでいます。

※UNESDA=Union of EU (European Union) Soft Drinks Associations (欧州飲料協会）

■責任あるマーケティング

日本では、「健康で、前向きに、自分らしく生き続けたい」と願う方々に寄り添い、サポートできる企業でありたいという想いのもと、2018年

秋より「100年ライフ プロジェクト」を始動しました。「外部専門機関との共同研究」、「生活習慣病対策飲料の開発・ポートフォリオ強化」、「生

活習慣改善プログラムの提供」などを進めています。

また、ヨーロッパでは、『Moving on Health and Wellbeing』レポートを発行し、「約100万人に運動を促す」「自分たちの主なブランドから

砂糖の使用量を半分にする」「従業員と協力して、オフィスの健康プログラムを再構築する」「職場での肉体的・精神的な幸福（wellbeing）」

を推進しています。

■より健康なライフスタイルの提案
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お客様とのコミュニケーションを推進
Webサイトや冊子を通じて、お客様にさまざまな情報をお届けしています。

Webサイト「サントリーグローバル
イノベーションセンター」

健康情報を掲載している冊子

Webサイト
「サントリーウエルネスOnline」

Webサイト「健康飲料NAVI」

健康によいといわれてきたゴマの機能の解明に挑戦し、ゴマに含まれる微量成分ゴマリグ

ナンの1つ「セサミン」の健康効能を科学的に解明。1993年に健康食品第1号として商品

化しました。

その後、ビタミンEやトコトリエール、玄米由来の成分「オリザプラス」との組み合わせによっ

てパワーアップした商品「セサミンEX」を発売しています。

サントリーウエルネス(株)では、そのほかにもさまざまな健康食品を販売しています。

■セサミンの機能解明から健康食品発売へ

サントリーウエルネス
サントリーウエルネス(株)は、サントリーグループの健康事業を担う会社としてスタートしました。「健やかで、美しく、心豊かな毎日～

ウエルネスライフ～」の実現に貢献します。
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サントリーグループは、1976年に「サントリー宣伝コード」を制定し、飲酒に関する宣伝・広告表現の自主規制を業界に先駆けて開始

しました。その後、適正飲酒を進める専任部署であるARP※1室を1991年に設置しました。2017年にはARS※2室に、2020年にはグロー

バルARS部へと発展、進化しました。このたび、サントリーグループ国内従業員に向けて「新DRINK SMART宣言※3」を発出。毎年11

月を「ARS活動強化月間」とし、取り組みを強化していきます。

取組テーマ
SDGsにおけ
るターゲット

成果指標 目標値

適正飲酒
3.5
3.6

●国内のお客様に向けて適正飲酒に関するメッセージを届ける
　（2024年末まで）

延べ1億人

●缶製品の容器に純アルコール量を表示（2022年2月以降順次） ビール類、RTD※、ワイン

●ノンアルコール・低アルコール製品の販売を強化 主要カテゴリーにて

●適正飲酒啓発プログラムに参加（2022年末まで）
国内グループ会社
全従業員

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

サントリーグループの ARS 活動と目標

サントリーグループは、「DRINK SMART（ドリンク・スマート）」を掲げ、これまで業界に先駆けて、アルコール関連問題に積極的に取

り組んできました。今後も社外とともに社内への適正飲酒啓発活動を積極的に展開していきます

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

※ 「Ready to Drink」の略語。そのまますぐ飲める缶チューハイや缶カクテル、ハイボール缶などのアルコール飲料

■社外に向けての活動

1.モデレーション広告強化およびセミナー実施

サントリーグループでは、1986年から業界に先駆けて、「酒は、なによりも適量です」というメッセージを盛り込んだモデレーション広

告を全国紙で展開、適正飲酒の大切さを訴え続けています。新聞に加え、SNSを活用したモデレーション広告を大幅に増やすとともに、

お酒の正しい知識と付き合い方を学ぶ社外向けセミナー「DRINK SMARTセミナー」の強化により、2024年末までに国内延べ1億人の

お客様に向けて適正飲酒に関するメッセージをお届けします。

2.純アルコール量の缶製品への表示

2022年2月以降順次、缶製品に1缶あたりの純アルコール量（g）を表示していきます。対象製品は、国内製造の缶製品（ビール類、

RTD、ワイン）となります。

3.ノンアルコール・低アルコール製品の販売強化

新型コロナウィルスの感染拡大の影響でお客様の飲み方が多様化し、ノンアルコール飲料や低アルコール飲料の市場が拡大しています。

当社は既存製品のさらなる品質向上や新たな商品ラインアップの拡充により、今後も成長が見込まれるこの市場を牽引していきます。

■社内の活動
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4.国内グループ全従業員、適正飲酒啓発プログラム参加

2022年12月までの完了を目指し、国内グループ会社全従業員を対象に適正飲酒啓発プログラム（eラーニング）を実施します。あわせ

て希望者全員にアルコール体質検査を実施します。自らの体質と自分に合った飲み方を知るだけでなく、様々な体質の方がいることを理

解し、周囲の人々に対する適正飲酒の働きかけを行っていきます。

6.営業担当者向けアルコール関連問題勉強会

特にお客様と接する機会の多い酒類営業担当者を対象に、アルコール関連問題勉強会を実施します。ここでは、酒類に関する正しい知

識に加え、販促活動での留意点など責任ある酒類マーケティングを習得します。

5.経営層のアルコール関連問題勉強会

サントリーホールディングス（株）役員など経営層を対象に、アルコール関連問題や酒類企業に求められる姿勢について定期的に学ぶ

場を設けます。経営層自らがアルコール関連問題への意識を高め、持続的なARS活動を実践する基盤づくりを目指します。

※1 Alcohol Related Problemsの略
※2 Alcohol Responsibility and Sustainabilityの略
※3 2018年に「DRINK SMART宣言」を発出。以降のアルコールを取り巻く環境変化を鑑み、今回新たに発出したもの。「わたしたち一人ひとりがお酒に

関する正しい知識を持ち、飲酒マナーを守ります」「わたしたちは世界を代表する酒類企業グループの一員であることを自覚し、自分以外は全員お客
様と考えて適正飲酒を働きかけることを実践します」の二つの柱からなる。
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サステナビリティへの取り組み

自然と響きあう 環境

サントリーグループの事業の多くは、水や農作物など、かけがえのない自然の恵みによって支えられています。企業理念「人と自然と響

きあう」のもと、環境経営を推進し、持続可能な豊かな地球環境を次世代に引き継ぐことは、私たちの大切な責務です。「水と生きる」

企業として、「環境ビジョン」および「環境目標」を掲げ、グループ全体での環境経営を推進していきます。

環境経営

循環型社会への貢献

水のサステナビリティ

環境コミュニケーション サイトレポート

脱炭素社会への取り組み

サントリーグループにとって大切な経営

資源である地球環境を次世代に引き継ぐ

ために、グループ全体で環境経営を推進

しています。

循環型社会の構築に向けて、多様なス

テークホルダーと、問題解決に向けた取

り組みを推進していきます。

「人と自然と響きあう」を企業理念とし、

自然との共生を目指してさまざまな活動を

行っています。

サントリーの「自然との共生」に関する情

報を社会に発信し、ステークホルダーとの

コミュニケーションを大切にしています。

主な掲載内容

・サイトプロフィール

・環境負荷データ

私たちは、バリューチェーン全体を見据

えて、環境負荷低減へのさまざまな活動

を推進しています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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自然と響きあう　環境

環境経営

サントリーグループにとって大切な経営資源である地球環境を次世代に引き継ぐために、グループ全体で環境経営を推進しています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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環境経営

環境ビジョン

「水と生きる」私たちにとって、地球環境は大切な経営基盤。だからこそ、グループ全体で環境経営を推進していきます。持続可能な社

会を次の世代に引き継ぐために、積極的に活動しています。

グループ環境活動の基本的な考え方
お客様に水と自然の恵みをお届けする一方で、美しく清らかな水を生態系とともに守り、大切に使い、良質の水を自然に還すことは、

水とともに生きる企業として、重大な責任であると考えています。

その水で育まれる植物や森林、川・海・大気、そして生き物がつくり出す生態系というすばらしい循環システムは、あらゆる生命の基礎。

サントリーグループは、地球環境そのものが大切な経営基盤と認識しています。

豊かで持続可能な社会を構築するため、グループ全体にこの考え方を浸透させ、自然環境の保全・再生と環境負荷の低減への取り組

みに最大限の努力を続けていきます。

サントリーグループでは、「水のサステナビリティ」「生態系の保全と再生」「循環経済の推進」「脱炭素社会への移行」など、サントリー

グループの重点課題が明確に見える方針を定めています(1997年制定、2022年改定）。また、社会とのコミュニケーションを大切にし、

ステークホルダーと共に持続可能な社会の実現に取り組んでいきます。

サントリーグループは、環境経営を事業活動の基軸にし、バリューチェーン全体を視野に入れて、生命の輝きに満ちた持続可能

な社会を次の世代に引き継ぐことを約束します。

1．水のサステナビリティの追求

「水と生きる」を社会との約束に掲げる企業として、自然界における水の健全な循環に貢献するため、事業活動において最も重要

な資源である水を大切に取り扱い、使用する量以上の水を地域で育むことに努めます。

2．多様で豊かな生態系の保全と再生

水や農作物に依存する企業として、その価値の源泉である水源や原料産地などの生態系を守るため、水源涵養活動や持続可能

な農業への移行を通じて、生物多様性の保全と再生に努めます。

3．循環経済の推進

限りある資源を有効活用するため、原材料などの3R（reduce, reuse, recycle）の推進、再生可能資源の利用、効率的な循環シ

ステムの構築を多様なステークホルダーと協働し、商品ライフサイクル全体での環境負荷の低減に努めます。

4．脱炭素社会への移行

気候変動の要因である温室効果ガスの排出を実質ゼロにするため、バリューチェーン全体での排出量の削減に努めます。

5．社会とのコミュニケーション

豊かな地球環境を未来に引き継ぐため、ステークホルダーと共に持続可能な社会の実現に取組み、地域社会との対話を深める

とともに、積極的な情報開示に努めます。

サントリーグループ環境基本方針

■「サントリーグループ環境基本方針」に重点課題を明示

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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■「環境ビジョン2050」・「環境目標2030」

サントリーグループは、サステナビリティ経営により明確な方向性を与えるため、「環境ビジョン2050」および「環境目標2030」を策定

しています。世界が抱えるさまざまな課題にこれまで以上に真摯に向きあい、持続可能な社会の実現に向けて挑戦を続けるべく、2021

年4月に「環境目標2030」の温室効果ガス（GHG)削減目標を改定し、2021年12月には、水の目標を改定しました。

サントリーグループは、「人と自然と響きあう」企業として、「水のサステナビリティ」「気候変動対策」を柱に、持続可能な地球

環境を次代に引き渡すことを目的に、2050年に向け、以下のビジョンを掲げます。

１．水のサステナビリティ

・全世界の自社工場※1での水使用を半減※2

・全世界の自社工場※1で取水する量以上の水を育むための水源や生態系を保全

・主要な原料農作物における持続可能な水使用を実現

・主要な事業展開国において「水理念」を広く社会と共有

２．気候変動対策

・2050年までに、バリューチェーン全体で、温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す

省エネルギー活動の推進、再生可能エネルギーの積極的な導入、次世代インフラの利活用およびバリューチェーンのステークホ

ルダーとの協働を通じ脱炭素社会の実現に向けて取り組む

※1 製品を製造するサントリーグループの工場

※2 2015年における事業領域を前提とした原単位での削減

「環境ビジョン2050」

「環境ビジョン2050」達成に向けて、以下環境目標2030を掲げます。

1．水

【工場節水】

自社工場※1の水使用量の原単位をグローバルで35%削減※2。特に水ストレスの高い地域においては、水課題の実態を評価し、水

総使用量の削減の必要性を検証。

【水源涵養】

自社工場※1の半数以上で、水源涵養活動により使用する水の100%以上をそれぞれの水源に還元。特に水ストレスの高い地域に

おいてはすべての工場で上記の取り組みを実施。

【原料生産】

水ストレスの高い地域における水消費量の多い重要原料※3を特定し、その生産における水使用効率の改善をサプライヤーと協働

で推進。

【水の啓発】

水に関する啓発プログラムに加えて、安全な水の提供にも取り組み、合わせて100万人以上に展開。

2．温室効果ガス（GHG）

・自社拠点でのGHG排出量を50%削減※4

・バリューチェーン全体におけるGHG排出量を30%削減※4

※1 製品を製造するサントリーグループの工場

※2 2015年における事業領域を基準とする

※3 コーヒー、大麦、ブドウ

※4 2019年の排出量を基準とする

「環境目標2030」
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■「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同表明

サントリーグループは、金融安定理事会（FSB)により設置された「気候関連財務情報開

示タスクフォース（TCFD※1）」提言への賛同を表明しました。

また、TCFDの提言に従い気候変動に対するシナリオ分析を試行し、気候変動がサントリー

グループの重要な原料である農作物に対して大きな影響を与える可能性を把握しました。

今後は、シナリオ分析をさらに進め、気候変動が事業に与えるリスクや機会について、

関連する情報開示の拡充を進めていきます。

※1 The Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略

■「SBT イニシアチブ」への対応

サントリーグループは、国連グローバル・コンパクト、SBT (Science Based Targets) イニ

シアチブ※1、We Mean Business※2が主催する温暖化による世界の気温上昇を1.5℃以内に

抑える目標づくりを呼び掛ける「Business Ambition for1.5℃」に賛同し、署名しています。

環境目標2030において設定しているGHG排出削減目標は、SBTイニシアチブの「1.5℃目標」

の認定を取得しています。1.5℃目標は、世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前に比べ

て1.5℃に抑えるための科学的根拠に基づいた目標です。

※1 UNGC（国連グローバル・コンパクト）、CDP（気候変動対策に関する情報開示を推進する機関投資家の連合体）、WRI（世界資源研究所）、WWF（世
界自然保護基金）が共同で設立した国際的なイニシアチブ。企業が、科学的根拠に基づいた温室効果ガス削減目標を設定するよう働きかけています。

※2 企業や投資家の温暖化対策を推進している国際機関やシンクタンク、NGO等が構成機関となり運営しているプラットフォーム

■2030年までにGHG50％削減へ向け取り組みを加速

サントリーグループでは、2030年目標の達成に向け、世界各地域での再エネ電力の導入を進めており、2022年末までに日本、米州、

欧州の飲料・食品および酒類事業に関わる全ての自社生産研究拠点63箇所で、購入電力を100％再生可能エネルギーに切り替えるこ

とを目指しています。2022年4月からは、飲料・食品および酒類事業に関わる日本国内全ての自社生産研究拠点30箇所で購入する

電力を、100％再生可能エネルギー（再エネ）由来に切り替えました。これは、温室効果ガス（以下GHG）排出量約15万トンの削

減※1に相当し、今回の切り替えにより、日本、米州、欧州の自社生産研究拠点で購入する電力に占める再エネ電力の比率は9割超と

なります。

また、内部炭素価格制度を2021年から導入し、運用を開始しました。2030年までに脱炭素を促進する1,000億円規模の投資を実施

する予定です。これらの取り組みにより、2030年に想定されるGHG排出量を、約100万トン削減できる見込みです。

※1 2020年の排出量実績に基づく
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環境経営

事業活動と環境影響

商品のライフサイクル全体での環境負荷低減活動を実践していきます。

商品のライフサイクル全体で環境負荷低減
サントリーグループでは、多岐にわたる事業活動を通じてさまざまな副産物や廃棄物を排出しています。1つの商品が企画・開発されて、

廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通じて、環境に与える影響を定量的に把握し、環境負荷の低減に取り組んでいます。

また、海外における事業拡大に伴い、グローバルでの環境負荷を捕捉するため、海外生産拠点の環境負荷の把握などを進めています。

サプライチェーン全体での環境負荷低減のため、サントリーグループと取引を行っているサプライヤーにも積極的にコミュニケーション

を図り、環境負荷に係る適切な報告と削減に向けた取り組みの実施を推奨しています。

■商品のライフサイクル

社会
と響きあう

従業員
と響きあう
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■水リスクの評価

水のサステナビリティの追求を「サントリーグループ環境基本方針」の重点課題に掲げているサントリーグループは、水科学研究所に

おいて水に関するさまざまな評価を行っています。持続可能な事業活動を見据え、水に関するリスク評価を実施しており、環境経営の

推進にも役立てています。また、新規事業の展開に際しても、水リスク評価を勘案しています。

全世界の拠点を全球レベルで共通に評価できる指標である、World Resources Instituteにより開発されたAqueductで採用されてい

るBaseline Water Stressの国別スコアを活用し、自社工場※の立地国からの水ストレスの高い国を確認しています。

（※サントリーグループ売上高の9割を占める事業会社群が所有する国内生産26工場、海外生産64工場が対象）

World Resources InstituteによるAqueductで採用されているBaseline Water Stressの国別スコアをもとに作成。
https://www.wri.org/applications/aqueduct/country-rankings/
Hofste, R., S. Kuzma, S. Walker, E.H. Sutanudjaja, et. al. 2019. "Aqueduct 3.0: Updated Decision-Relevant Global Water Risk Indicators." 
Technical Note. Washington, DC: World Resources Institute. Available online at: https://www.wri.org/publication/aqueduct-30.

さらに、 Baseline Water Stressに加え、気候変動などの将来シナリオに基づいて2040年の水ストレスを評価する2040 Water Stressを採

用し、Baseline Water Stress と2040 Water Stressのいずれかのスコア（5段階）が「極めて高い」または「高い」工場を、サントリーグルー

プの水リスクの高い工場と評価しています。なお、水リスクの高い工場の占める取水量の割合は、グループ全体の19％にあたります。

サントリーグループでは、水リスクの高い工場を中心に、現地調査およびアセスメントを行っています。また、主要サプライヤーを対象に、

水に関するアンケート調査を2016年から継続的に行っています。

Baseline Water Stress

極めて高い
(Extremely high)

インド

高
(High)

メキシコ、スペイン

中～高
(Medium-high)

フランス、タイ、インドネシア、オーストラリア

低～中
(Low-medium)

日本、アメリカ、イギリス、フィリピン、ナイジェリア

低
(Low)

カナダ、アイルランド、台湾、ベトナム、マレーシア、ニュージーランド

サントリーグループ自社工場の水リスク評価
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■自然資本による定量評価

原料に農産物を使用する食品・飲料会社は、自社内の水使用に対してサプライチェーンでの水使用が圧倒的に多いといわれています。

サントリーグループは、サプライチェーン上流の自然資本への負荷「水使用量」 および「GHG（温室効果ガス）排出量」について算

定しました。

※対象は国内生産拠点で使用する原料

※ウォーターフットプリント・ネットワーク(WFN)のデータにより算定

※グリーンウォーター（雨水など）とブルーウォーター（灌漑水など）の合計

サプライチェーン上流における水使用量の原料別および地域別比率（2015年）

※対象は国内生産拠点で使用する調達品

※多地域間産業連関表Eora MRIOデータベースにより算定

サプライチェーン上流におけるGHG排出量の調達品目別比率（2015年）
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事業活動と環境活動を一体化し、継続的に進化させていく手法の1つとして、グループ各社では環境マネジメントシステムの国際規格 

ISO14001認証取得を積極的に進めてきました。すでに国内のグループ会社※では統合認証取得を完了し、運用が定着したことから、

2017年より環境負荷の小さな拠点については順法管理の仕組を強化するとともに認証対象外とし、より効率的な環境マネジメントを行

えるようにしています。海外グループ会社においても生産拠点を中心に認証を取得しています。海外グループ会社生産拠点では2021年

時点で約70%が取得しています。

サントリーグループ各社では、事業のバリューチェーンに携わる各部門が連携を強め、原材料調達から廃棄までの全段階で環境視点を

取り入れた事業活動を推進しています。

※日本版SOX法対象のグループ会社

ISO14001認証取得をグループで推進

環境会計を導入してコストと効果を算出
サントリーグループは事業活動における環境保全への取り組みを定量的に評価する重要なツールとして、環境省「環境会計ガイドライン

2005年版」に準拠した環境会計を活用し、その内容を開示しています。

環境経営

環境マネジメント

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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※投資額：投資目的の50％以上が環境保全を目的としたものは全額環境投資とみなしました（検収ベース）

※償却費：投資50％以上が環境保全を目的としたものを2003年までさかのぼり償却費を算出しました

※直接把握が可能な管理活動、研究活動の費用は原則として全額を直接把握しました。直接把握が困難な費用については、工程別に過去の実態調査に
基づいた比率で案分・配賦しました

項目

2019年度 2020年度 2021年度

環境
投資額

環境
費用額

環境
投資額

環境
費用額

環境
投資額

環境
費用額

事業エリア
コスト

公害防止コスト
・水質汚濁防止

・大気汚染防止 ほか
348 2,151 735 2,082 530 2,070

地球環境保全コスト

・GHG削減

・省エネルギー

・コジェネレーション

・嫌気処理 ほか

668 3,090 428 2,730 651 2,843

資源循環コスト

・再循環による節水

・汚泥減量化

・廃棄物再資源化

・下水道処理費 ほか

331 3,246 153 3,413 66 4,027

合計 1,347 8,486 1,315 8,225 1,247 8,940

上・下流
コスト

・容器包装の再資源化委託料

・環境対応容器包装対策 ほか
0 1,238 0 1,187 0 1,387

管理活動
コスト

・環境マネジメントシステム構築・維持

・サステナビリティレポート、展示会

・工場緑化 ほか

0 927 0 714 0 921

研究開発
コスト

・環境負荷低減のための研究開発活動 28 300 9 324 3 317

社会活動
コスト

・天然水の森

・愛鳥活動

・水育（みずいく）活動 ほか

79 530 70 503 47 514

環境損傷
対応コスト

0 0 0 0 0 0

合計 1,454 11,480 1,394 10,953 1,298 12,080

（百万円）
（対象期間：2021年1月1日～12月31日）

■サントリーグループ（国内事業計）の環境保全コスト
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項目 単位 2019年 2020年 2021年
原単位ベースでの
対前年度削減効果

事業内エリア
コスト

公害防止
汚染物質
排出量削減

SOx
総量（t） 16.8 10.4 3.4

7.3t/年
原単位（g/k） 3.5 2.2 0.7

NOx
総量（t） 152 152.3 141.8

14.7t/年
原単位（g/k） 31.6 32.4 29.4

地球環境保全

GHG
排出量削減

GHG
（燃料＋電力）
由来

総量（千t） 350.5 343.7 347.4
5.1千t/年

原単位（kg/k） 71.2 72.9 71.9

エネルギー
消費量削減

燃料
原油換算（千k） 103 104 102

4,114k/年
原単位（/k） 21.5 22.1 21.2

電気
総量（百万kWh） 341 340 352

-3,016千kWh/
原単位（kWh/k） 70.9 72.3 72.9

資源循環

水資源
使用量削減

用水
総量（千m3） 21,310 20,752 20,461

863千m3/年
原単位（m3/k） 4.4 4.4 4.2

廃棄物
排出量削減

副産物廃棄物
排出量

総量（t） 251,454 28,355 209,683
24,945t/年

原単位（kg/k） 52.3 48.6 43.4

再資源化率 （％） 100 100 100

対象期間：2021年1月1日～ 12月31日）

■サントリーグループ（国内生産拠点）の環境保全効果

項目 2019年度 2020年度 2021年度

リサイクル（副産物売却）収入※1 359 305 326

省エネルギーによる費用削減額※2 -321 -242 150

（百万円）

■サントリーグループ（国内生産拠点）の経済効果

※電気由来のGHG排出量は温対法で定められた電力会社別の調整後排出係数

※1 算出方法を廃棄物処理費用削減額と統一
＜前年売却収益×生産量前年比率ー当年売却収益＞

※2 算出方法を廃棄物処理費用削減額と統一
＜ユーティリティー前年費用×生産量前年比率ー当年費用＞
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環境マネジメント

サントリーグループISO14001認証取得一覧（2022年7月1日現在）

国内
・サントリーホールディングス（株）

・サントリービジネスシステム（株）

・サントリー食品インターナショナル（株）

・サントリープロダクツ（株）

・サントリープロダクツ（株）榛名工場

・サントリープロダクツ（株）羽生工場

・サントリープロダクツ（株）多摩川工場

・サントリープロダクツ（株）神奈川綾瀬工場

・サントリープロダクツ（株）天然水南アルプス白州工場

・サントリープロダクツ（株）木曽川工場

・サントリープロダクツ（株）宇治川工場

・サントリープロダクツ（株）高砂工場

・サントリープロダクツ（株）天然水奥大山ブナの森工場

・サントリーウエルネス（株）

・サントリーコーヒーロースタリー（株）大山厚木工場

・サントリーコーヒーロースタリー（株）海老名工場

・サントリー（株）

・サントリー（株）白州蒸溜所

・サントリー（株）山崎蒸溜所

・サントリー（株）近江エージングセラー

・サントリー（株）梓の森工場

・サントリー（株）大阪工場

・サントリー（株）<天然水のビール工場>群馬

・サントリー（株）<天然水のビール工場>東京・武蔵野

・サントリー（株）<天然水のビール工場>京都

・サントリー（株）<天然水のビール工場>熊本・阿蘇

・サントリー（株）登美の丘ワイナリー

・サントリー（株）塩尻ワイナリー

・サントリー知多蒸溜所株式会社

・（株）岩の原葡萄園

・サントリーモルティング（株）

・大隅酒造（株）

■食品関連

■酒類関連

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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・沖縄サントリー（株）

・サントリーフーズ（株）本社

・サントリービバレッジソリューション（株）

・（株）オリエンタル商事

・サントリーフーズ沖縄（株）

・（株）ジャパンビバレッジエコロジー

・サンリーブ（株）本社

・（株）サンベンド

・サントリーワールドリサーチセンター

・サントリー商品開発センター

・（株）ダイナックホールディングス

・（株）プロントコーポレーション

■営業・販売関連

■研究開発拠点

■外食

海外

・Suntory Beverage & Food France Meyzieu（フランス）

・Suntory Beverage & Food France La courneuve（フランス）

・Suntory Beverage & Food France Gadagne（フランス）

・Suntory Beverage & Food France Donnery（フランス）

・Suntory Beverage & Food Spain Tordera（スペイン）

・Suntory Beverage & Food Spain Carcagente（スペイン）

・Suntory Beverage & Food Spain Toledo（スペイン）

・Suntory Beverage & Food Spain Sevilla（スペイン）

・Suntory Beverage & Food Great Britain and Ireland Coleford（イギリス）

・Brand's Suntory International Leam Chabang（タイ）

・Brand's Suntory International Pin Thong（タイ）

・Brand's Suntory International Taichung（台湾）

・Brand's Suntory International Shah Alam（マレーシア）

・Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Bac Ninh（ベトナム）

・Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Quang Nam（ベトナム）

・Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Dong Nai（ベトナム）

・Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Hoc Mon（ベトナム）

・Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Can Tho（ベトナム）

・Suntory PepsiCo Beverage Thailand Rayong (タイ）

・Suntory PepsiCo Beverage Thailand Saraburi (タイ）

・Furcor Suntory New Zealand Wiri（ニュージーランド）

■食品関連

サントリー食品ヨーロッパ

サントリー食品アジアパシフィック
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・Frankfort（米国）

・Clermont（米国）

・Booker Noe（米国）

・Maker's Mark（米国)

・Calgary（カナダ）

・Sauza（メキシコ）

・Behror（インド）

・Courvoisier-D（フランス）

・Courvoisier-F（フランス）

・Cooley（アイルランド）

・Kilbeggan（アイルランド）

・Palazuelos（スペイン）

・Valverde（スペイン）

・Ardmore（イギリス）

・Auchentoshan（イギリス）

・Bowmore（イギリス）

・Glen Garioch（イギリス）

・Laphroaig（イギリス）

・Springburn（イギリス）

・Cruzan（米領バージン諸島）

■酒類関連

ビームサントリー

・Chateau　Lagrange（フランス）

サントリーワインインターナショナル
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環境経営

従業員への環境教育

グループ全体で環境教育を推進
従業員の環境意識向上のために、計画的に環境教育を推進しています。国内の全グループ従業

員を対象としたeラーニング実施や社内イントラネットを通じた情報発信など、さまざまな環境

教育を実施しています。また、担当業務ごとに必要となる特定スキルを身につける勉強会やセミ

ナーも、定期的に開催しています。さらに2020年からは、全世界のグループ従業員が受講でき

るオンライン講座で「サステナビリティ経営」のプログラムをスタートさせました。

環境に関する情報の従業員へのタイムリーな発信や定期的な環境教育研修の実施など、環境意識の啓発とコミュニケーションに努めています。

2021年度環境教育研修

名称 対象 受講者数

入社時研修（環境経営講義） 新入社員 全員  

ISO14001認識・特定教育 工場従業員 全員 

サステナビリティ経営啓発研修（e－ラーニング等） 国内グループ従業員 20,129名 

ISO14001新任担当者研修 ISO14001担当者 18名 

ISO14001内部監査員研修 ISO14001内部監査担当者 55名 

容器包装セミナー 商品開発担当者 24名 

環境法令研修 関連する部門の従業員 54名 

廃棄物管理基礎セミナー 関連する部門の従業員 327名 

廃棄物管理基礎セミナー

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

■森林整備体験で従業員の意識を啓発

サントリー「天然水の森」では、従業員による森林整備体験への参加を進めており、2013年

まで多くのグループ従業員とその家族がボランティア活動として参加しました。

2014年からは、サントリーの｢水と生きる｣を従業員一人ひとりが自ら体感し、理解することを

目的に、食品事業・酒類事業を中心に約7,600名の従業員を対象とした森林整備体験研修と

しての活動を行ってきました。現在も新入社員研修のプログラムにて実施しています。

従業員の森林整備研修

■社内イントラネットや社内報で環境行動を促進

社内イントラネットでは、環境に関する基礎知識、事業に関わる環境関連法規、社内ガイドラインなどを共有しています。またe-ラーニ

ングの掲載や環境活動に関するDVDの貸し出しを行うことで、社員の意識醸成、啓発を促進しています。

さらに社内報「まど」や社内イントラネットの「e-まど」では、サントリーグループの最新の環境活動や情報を紹介し、従業員の意識だ

けでなく、その家族への啓発にも役立てています。
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自然と響きあう　環境

水のサステナビリティ

地球上にある水のうち、人間が利用できる淡水は全体の約0.01％にすぎません。サントリーグループの主な事業は、水や農作物といった、

自然の恵みに支えられています。「水と生きる」サントリーは、水を大切に使い、きれいにして自然に還すだけでなく、水を育む森を守るな

ど、自然界における水の健全な循環への貢献――すなわち「水のサステナビリティ」を事業活動における最も重要な課題と認識しています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

サントリーグループの事業は、水や自然の恵みに支えられて成り立っています。水や自然の恵みをもたらす地球環境を未来へ引き継いで

いくため、私たちは事業活動における環境負荷低減だけでなく、「天然水の森」における自然環境の保全、豊かな生態系の象徴である

野鳥の保護の重要性を社会と共有する「愛鳥活動」、水の大切さを子どもたちに伝える「水育（みずいく）」など、自然環境の保全・再生

につながる活動に取り組んでいます。

「環境ビジョン2050」においても、「主要な事業展開国における自然環境保全・再生への積極的な取り組み」に挑戦することを宣言する

とともに、「環境目標2030」でも「自然環境の保全・再生」のさまざまな目標を掲げています。

自然環境の保全・再生を実現するために
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水のサステナビリティ

サントリーの『水理念』

サントリーのものづくりは水の恵みがなければできません。私たちは、水に生かされ、水を生かす企業なのです。だからこそ水の品質に

こだわるだけでなく、貴重な資源としての水を守り、育み、大切に使う責務があります。私たちは水に対する敬意と感謝のもと、これか

らも世界中の人々の豊かな生活の実現に貢献する、新たな価値をもった商品を創り出していきます。

サントリーグループはグローバルに事業を展開する企業として、また水に生かされ、水を生かす企業として世界が抱える課題に真摯に向き

あい持続可能な社会に向けて貢献していかねばなりません。私たちはそのような考えに立ち『水理念』を策定しました。この理念のもと、

世界各地域の水課題の解決に貢献する取組みをグループ一体となり、展開していきます。

サントリーグループ『水理念』の概念図

サントリーグループ『水理念』の策定

サントリーの『水理念』

水はグループにとってもっとも重要な原料であり、かつ、貴重な共有資源です。環境基本方針の最上位に掲げる「水のサステナビ

リティの実現」に向けて、次の理念をグループ全体で共有し、ステークホルダーの期待に応えていきます。

1.水循環を知る

使用する水の循環について科学的アプローチに従って流域を調べ、理解を深めます。

2.大切に使う

水の3R（Reduce/Reuse/Recycle）活動を通じて節水に努め、浄化した水は自然に還し、環境インパクトを軽減します。

3.水源を守る

サステナブルな未来を実現していくため、ステークホルダーと協力しながら使用する水の水源保全に努めます。

4.地域社会と共に取組む

社会が豊かになるように、水課題の解決への貢献を通じて地域コミュニティを支援します。

2017年1月策定

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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水のサステナビリティ

サステナブルな水資源管理の国際認証「AWS認証」の取得

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

サントリーは、2018年にサントリー天然水 奥大山ブナの森工場（鳥取県）にて日本で初めてとな

るAWS国際認証を取得し、次いで2019年九州熊本工場（熊本県）、2021年サントリー天然水 南

アルプス白州工場（山梨県）にて取得しました。その意義について紹介します。

サントリーが日本で初めて取得した水の国際認証Alliance for Water 
Stewardship（AWS）

サントリーホールディングス（株）
サステナビリティ経営推進本部 課長

瀬田玄通

■なぜサントリーがAWSに取り組むのか？

サントリーは、いつの時代も商品やサービスを通じて生活者に新たな価値を提供し、生活文化を潤い豊かなものにしていくことが事業

の根幹です。水は、サントリーがお客様に価値を提供し続けるためにもっとも重要な原料であり、地域社会や生態系にとって欠くこと

のできない共有資源です。また、水は地域の気候や地理的条件に依存して循環するローカルな資源でもあります。海から蒸発した雲

が雨となって降り注ぎ、河川水や地下水となって、より大きな河川や海に流れ出る一連の地理的な空間を「流域」といいます。わたし

たちが製品を製造するために工場で汲み上げる水は、水循環という大きな流れの中で流域内の河川や地下の帯水層などと繋がってい

ます。サントリーは、自らを自然界の水循環の一部であると位置づけ、健全な水循環を維持する取組みであるウォーター・スチュワー

ドシップを各工場流域で進めています。

流域における水の循環
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ウォーター・スチュワードシップとは、工場など自社の敷地内だけでなく、流域全体の視点で行政や地域社会と連携して継続的に取り

組む統合的な水資源管理を指します。環境的に持続可能な水の利用に加え、社会的・文化的に公平で、経済的にも有益な水の利用

を流域全体で促進することを目指す取り組みです。サントリーは流域の健全な水循環に向けて「サントリーグループ水理念」を掲げ、「水

循環を知る」、「水を大切に使う」、「水源を守る」、「地域社会と共に取組む」の4つの柱に沿って取り組みを進めています。工場内での

継続的な節水活動や取水・排水管理によって水を大切に使うことはもちろん、2003年には水科学研究所を設立し、科学的な水文調

査により工場流域の水循環を知る取り組みを進めてきました。また同年に九州熊本工場にて水源を守るために開始した「天然水の森」

活動は、2019年までに国内21カ所、約12,000haにエリアを拡大し、工場で汲み上げる地下水の2倍以上の水を涵養するという目標

を達成。多様な分野の専門家や地域の皆さまのご協力を得ながら、50年、100年先のビジョンの実現に向け、流域の地下水を育む

森づくりを続けています。さらに、天然水工場の流域を中心に「天然水の森」や地元の小学校において次世代環境教育「水育」を展

開するとともに、行政や地域の皆さまと協力して、流域における地下水位など水資源のモニタリングを継続的に取り組んでいます。加

えて、地域行政とは連携協定を締結し、水源涵養力の高い森林環境や水田湛水、地域活性化に向けた魅力発信などの取り組みを進

めています。サントリーは、これら水理念に沿った統合的な水資源管理のマネジメントそのものを継続的に深化させるべく、ウォーター・

スチュワードシップの国際的に権威ある規格であるAWS認証を日本で初めて取得しました。

統合的な水資源管理

■AWSとは？

■連携協定について

AWSは、世界自然保護基金（WWF）やThe Nature Conservancy（TNC）等のNGOと企

業が共同で設立した、水のサステナビリティをグローバルに推進するための機関です。AWS

認証は、世界中の工場を対象とした持続可能な水利用に関する認証で、水の保全やスチュワー

ドシップ（管理する責任）の推進を目的としています。

サントリー天然水 奥大山ブナの森工場、サントリー九州熊本工場、サントリー天然水 南ア

ルプス白州工場での認証取得においては、「水理念」に沿った、工場周辺流域における水収

支の把握、科学的データに基づく水源涵養活動、工場での節水や水質管理の取り組み、流

域内のステークホルダーとの連携や適切な情報公開が高く評価されました。

サントリーホールディングスは、AWSからの日本における水のサステナビリティ推進のリーダーシップを担う企業への就任の要望を受

け、その主旨に賛同し、2021年2月に、「AWSアジア・パシフィック」と連携協定を締結。また、日本で初めて同機関のメンバーシッ

プ企業となりました。

2021年8月に発行された「AWS国際規格日本語版」の監修を担うとともに、2022年4月「第4回アジア・太平洋水サミット」ではウォー

ター・スチュワードシップ・アジア・パシフィックと連携し、サントリー九州熊本工場のAWS認証取得や「冬水田んぼ」による水源涵養

の事例紹介により、企業の水資源管理の重要性を啓発しました。
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サントリーのAWS認証取得

今後さらにAWSの取り組みを加速させて行きます。

2018年

2019年

2021年

＜日本初＞

サントリー天然水 奥大山ブナの森工場

AWS認証を取得

サントリー九州熊本工場

AWS認証を取得

＜日本初＞

「AWSアジア・パシフィック」と連携協定を締結

＜日本初＞

AWSメンバーシップ企業に参画

サントリー天然水 南アルプス白州工場

AWS認証を取得
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水のサステナビリティ

水リスクの評価

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

水のサステナビリティの追求を「サントリーグループ環境基本方針」の重点課題に掲げているサントリーグループは、水科学研究所を

2003年に設立し、水に関するさまざまな評価を継続的に行っています。持続可能な事業活動を見据え、水に関するリスク評価を実施

しており、環境経営の推進にも役立てています。また、新規事業の展開に際しても、水リスク評価を勘案しています。

特定の国における水リスクを全球レベルで共通に評価するツールとして、世界資源研究所（World Resources Institute）が開発した

Aqueduct Country Rankingの評価指標であるBaseline Water Stressを活用し、自社工場※が立地する国の水ストレス状況を確認し

ています。

※製品を製造するサントリーグループの工場

World Resources InstituteによるAqueductで採用されているBaseline Water Stressの国別スコアをもとに作成。

さらに、2021年に参画したScience Based Targets（SBT）for Water のパイロット検証※において開発した方法論を活用し、立地国での

評価に加え、自社工場が所在する地点における水リスクを評価しました。

当社の工場が操業を持続するためには、工場や周辺の自然環境、および地域社会が利用できる水資源が持続可能な状態にあることが重

要です。そのため、工場が属する流域の利用可能な水資源量をマテリアリティ（重要課題）と特定し、優先的に取り組みが必要な自社工

場の選定を行いました。

評価指標には、世界最大の自然環境保護団体である世界自然保護基金（WWF）が開発したWater Risk Filterに加え、前述した

Aqueductの指標を含めた計4種類を採用しました。これらの指標は、降水等による流域への水の供給量と、人口統計などから推定され

た流域内の水需要量の比率をもとに、利用可能な水資源量を評価する指標となります。これらのうち、3つの指標は「現在」の利用可能

な水資源量を評価する指標であり、残りの1指標は、気候変動などの将来シナリオにもとづいて「2040年」の利用可能な水資源量を予測

する指標となります。いずれの指標も5段階のスコアでリスクの大きさが評価されます。当社は現在の状態を評価する3指標のスコアを拠

点ごとに平均化し、平均スコアが「5：極めて高い」または「4：高い」に相当する拠点を「水ストレスが極めて高い拠点」と定義しました。

さらに2040年の状態を示す指標であるAqueductの2040 Water Stressがスコア4以上の拠点を「水ストレスが高い拠点」と位置づけまし

た。

自社工場の全拠点における2021年の取水量を100%とした場合、水ストレスが極めて高い拠点の取水量は3%、水ストレスが高い拠点の

取水量は15%にあたります。

※Science Based Targets Network が水のSBT設定に関する方法を検証するパイロットスタディ

Baseline Water Stress

極めて高い
(Extremely high)

インド

高
(High)

メキシコ、スペイン

中～高
(Medium-high)

フランス、タイ、インドネシア、ドイツ

低～中
(Low-medium)

日本、アメリカ、イギリス、ナイジェリア

低
(Low)

カナダ、アイルランド、台湾、ベトナム、マレーシア、ニュージーランド

サントリーグループ自社工場の水リスク評価



119

この評価結果を受け、水ストレスの高い工場から優先的に現地での取り組みを進めています。インドのBehror工場では、現地での水文調

査にもとづいて工場が属する流域全体の水収支を評価し、雨水が浸透する貯水池などを活用して、水源を涵養する活動を行っています。

また、スペインのToledo工場では、2021年よりTajo川流域の水質改善のために「Guardians of Tajo」というプロジェクトを通じて、現地

NGOと協力して取り組みを進めています。現在は、工場で使用する市水の貯水池について、水源涵養エリアを特定し、保全活動の着手に

向け、より詳細な現地調査を行っています。さらに、インドネシアのBogor工場では、現地大学と協働で、地下水保全のための計画の立

案に向け、雨季や乾季を考慮した河川流量の調査や水質調査など流域の水文調査を進めています。

このようにサントリーグループでは、水ストレスの高い工場を優先して、現地での調査を行い、流域のステークホルダーと連携しながら取

り組みを進めております。また、主要サプライヤーを対象に、水に関するアンケート調査を2016年から継続的に行っています。
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水のサステナビリティ

水資源の有効活用

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

自然界の水の循環に負荷をかけないように、工場での節水活動を徹底するとともに、排水はきれいにして自然に還しています。

サントリーグループの工場では、商品の原料としてだけでなく、製造設備の洗浄や冷却用に多くの水を使用します。限りある水資源を大切

にするため、できる限り使う水を少なくする（Reduce）、繰り返し使う（Reuse）、処理をして再生利用する（Recycle）、「水の3R」を徹底し、

2030年目標である「全世界のサントリーグループ自社工場での水使用を35％削減※」の達成に向けて活動を強化しています。

※2015年における事業領域を前提とした原単位での削減

※2015年（基準年）は国内生産25工場、海外生産59工場が対象 2021年は国内生産27工場、海外生産64工場が対象
※うち、サントリー食品インターナショナルグループの国内・海外の生産工場の水使用量は21,776千m3★
※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。

※原単位は製造1kLあたりの使用量を表す
※2021年は国内生産27工場、海外生産64工場が対象

エリア
使用量（千m3） 

2015年(基準年) 2019年 2020年 2021年

日本 21,816 21,310 20,752 20,461

米州 8,132 8,081 6,737 6,253

欧州 6,473 6,245 5,454 5,985

アジア 4,492 7,154 6,364 6,212

オセアニア 562 438 444 424

アフリカ 216 129 89 84

計 41,692 43,357 39,840 39,419★

水使用量の削減のため「水の3R」を徹底

■水使用実績
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■「水の3R」の徹底

水のカスケード利用

工場の設備機器を選定する際は、できる限り使う水を少なくする（Reduce）、繰り返し使う（Reuse）、処理をして再生利用する（Recycle）、

「水の3R」を徹底しています。

サントリープロダクツ（株）天然水南アルプス白州工場では、3Rの視点から多様な活動を展開しています。とりわけ、水のカスケード（多

段階）利用といった高度な循環再利用により、水使用原単位で業界トップレベルを達成しています。

製造工程で使用する水（地下水、河川・湖の水、雨水、上水、外部から供給されている水（再生水）を冷却水や洗浄水など5つのグレード（清

浄度）に分類し、高いグレードが要求される用途から次のグレードでまかなえる用途へ段階的に再利用を図る技術です。

サントリープロダクツ（株）
天然水南アルプス白州工場

清浄レベルごとに回収した
水を200トンのタンクに貯蔵し再利用

※2021年は国内生産27工場、海外生産64工場が対象

取水源

水使用量（千m3）

2019年 2020年 2021年

地下水 18,687 17,698 17,129

河川・湖 12,873 10,858 10,468

雨水 0 0 0

上水 11,797 11,284 11,822

外部から供給されている水（再生水） 0 0 0

計 43,357 39,840 39,419

■水源別水使用量

■雨水も有効活用

雨の多い日本では、雨水も大事な資源です。サントリーグループでは、雨水をタンクに貯めて、

植栽への水やりなどに利用しています。

雨水を植栽の散水に活用している
サントリープロダクツ（株）

神奈川綾瀬工場
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サントリーグループでは、排水をできる限り自然に近い状態で自然に還すため、法律と同等もしくはより厳しい自主基準値を設け、排水品

質を徹底管理しています。工場からの排水は、嫌気性排水処理設備※などで浄化処理し、下水道や河川へ放流しています。その際、測定

装置による常時監視と検査員による日々の水質点検などを実施しています。

2014年より、国内工場での排水処理設備のさらなる安定化に向け、各工場の担当者が一堂に会する排水担当者会議を定期的に開催し、

運転管理レベルやトラブル防止体制の向上に取り組んでいます。

※微生物（嫌気性菌）を用いて汚濁物質を分解する処理方法

排水管理の徹底

※2021年は国内生産27工場、海外生産64工場が対象

放流先

排水量（千m3）

2019年 2020年 2021年

河川・湖沼 14,481 13,611 13,961

海 1,061 967 1,088

下水道 8,707 8,283 8,651

その他（植栽への散水など） 61 55 35

計 24,310 22,917 23,736

■排水量

排水担当者会議24時間体制での排水管理
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水のサステナビリティ

「天然水の森」（水源涵養 / 生物多様性の保全）

サントリーは水の会社です。

良い水がなければ、ビールも、清涼飲料も、ウイスキーも、なにひとつつくることはできません。

水―――特に「地下水」は、サントリーという会社の生命線なのです。

その貴重な地下水（天然水）は、もとをたどれば、森で育まれます。

「地下水」の安全・安心と、サステナビリティ（持続可能性）を守るために私たちは、『工場で汲み上げる地下水の2倍以上の水』を、工場

の水源涵養（かんよう）エリアの森で育んでいます。そのために、弊社水科学研究所を中心として工場の水源涵養エリアを特定し、その周

辺の行政や森林所有者と森林整備の中長期的な協定を結び、「天然水の森」を設定しています。

サントリー「天然水の森」は、2003年熊本県・阿蘇からはじまり、2019年3月に「天然水の森　北アルプス」（長野県大町市）を新たに加え、

15都府県21箇所、約12,000haまで広がっています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

■＜天然水の森＞整備目標

① 水源涵養林としての高い機能を持った森林

② 生物多様性に富んだ森林

③ 洪水・土砂災害などに強い森林

④ CO2吸収力の高い森林

⑤ 豊かな自然と触れ合える美しい森林

（次世代環境教育などのフィールドとして活用）

「天然水の森」活動～水と生命（いのち）の未来のために
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※1 1つの展開地で複数の契約・協定期間がある場合は、そのうちの長い期間を表記しています

※2 100年間にわたって更新予定

※3 数十年間にわたって更新予定

※4 京都府長岡京市では、「西山森林整備推進協議会」のメンバーとして､地域の方々と協働して森林保全活動にあたっています。この活動の面積は「天然
水の森」の総面積に算入していません

動画：地下水流動シミュレーション
ゲットフローズモデル

シミュレーションだけでなく、水文調査など
の現地情報を併せた効果検証が重要

地下水を見る試み―シミュレーションモデルと現地調査の“対話”

「天然水の森」の活動では、森の水源涵養機能の向上が大きな目的の1つです。

その成果を評価するひとつの方法として、サントリーでは地下水流動シミュレーションモ

デルを用いた地下水涵養量の定量評価を、2006年から試みており、ようやく利用可能

なモデル精度に近づきつつあります。地下水流動シミュレーションによって、地下水がど

こを通って、どれくらいの歳月をかけて工場に届くのかなどのシミュレーションを試行し、

それに現地調査の情報を併せることで、目に見えない地下への理解を深めています。こ

れらの結果を整備計画に反映し、より効果的な水源涵養活動につなげていきたいと考え

ています。



125

50年、100年先を見据えた森づくり
同じ森はひとつとしてありません。それぞれの「天然水の森」がどんな特徴や課題を抱えているのか。

まずは科学的根拠に基づいた調査・研究（Research）をベースに、その森に最適なビジョン＝活動整備計画を立て（Plan）、プロによ

る整備作業（Do）、結果の検証（Check）、改善や再調査（Action）といった、R-PDCAのサイクルを回しています。

「天然水の森」活動が対象とする調査・研究の領域・分野は多岐にわたり、そのひとつひとつが有機的に結びついています。そのため、

各分野の専門家や地元の人々の知恵や技術のご協力が必要不可欠です。知恵や技術を継承するための人材育成支援（道づくりや獣害対

策など）、水を育む森の大切さを体感する次世代環境教育「水育」、サントリー社員による森林整備体験など、実践の場としても「天然

水の森」を利用しています。

そうした様々な問題に、まず謙虚に耳を傾け、地元の皆さんとともに知恵を絞り、かけがえのない自然の恵みを子どもたちや孫たちの

世代へ、その先の未来へつなげるために、サントリーは「天然水の森」活動を続けていきます。
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■鳥類の目から見た「天然水の森」の多様性

森林が本来持っている機能を回復すれば、そこに生育する動植物相に

も変化があります。環境のバロメーターといわれる野鳥たちに注目する

ことで、彼らを支える生態系全体の変化の状況を総合的に把握できる

と考え、専門家による野鳥調査を「天然水の森」で毎年行っています。

また、国内すべての「天然水の森」において、生態系の最上位に位置

するワシ・タカ類の営巣・子育ての実現を目指した「ワシ・タカ子育て

支援プロジェクト」を進めており、「天然水の森」を鳥類の目から見つめ、

生物多様性豊かな森づくりを進めることを目指しています。

■育林材プロジェクト

森を健やかにするためには、木を伐ることも必要です。サントリーグループでは、「天然水の森」活動から生まれた木材を「育林材（い

くりんざい）」と名づけ、間伐や道づくりなどの整備によって出てきた針葉樹や広葉樹を、無駄にすることなく大切に利活用しています。

健やかな森は、生きものでにぎやかな森＜生物多様性の保全＞

「天然水の森」をもっと身近に

植物の種類が豊富だと、それを食べる小動物の種類も増え、さらにそれを食べる動物が集まり・・・と、健やかな環境には、多様な生

物が形作るピラミッドが出来上がります。

「天然水の森」では、鳥類を含む動植物や昆虫などの継続的な生態系モニタリングによる計画的な管理を行っているほか、2011年1月

には、経団連の「生物多様性宣言推進パートナーズ」に参画し、生物多様性の豊かな社会づくりに向け、率先して行動しています。

2022年9月、サントリー 天然水の森 生物多様性「再生」レポートを発刊しました。日本の森が抱えるさまざまな課題をまとめた「FACT 

DATA」編と、「サントリー 天然水の森」でそれらの課題解決のために取り組んできた先進的な活動事例をわかりやすく解説した

「ACTIONS」編で構成した冊子です。

森林の生態系ピラミッド：
土壌、草木を守ることは、

生態系全体を守ることにつながります

サントリー 天然水の森
生物多様性「再生」レポート発刊

動画：ワシ・タカ子育て支援プロジェクト

育林材の社内外活用の事例

研究拠点：サントリーワールド
リサーチセンターのエントランス

（フローリングなど）

PRONTO ムスブ田町店」の
全テーブル（天板）

動画：育林材プロジェクト
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■天然水の森フォーラム

■「生物多様性のための30by30アライアンス」に参画

このフォーラムは、“水と生命（いのち）を育む森づくり”という一つの目標のもと、「天

然水の森」活動についてご指導・ご協力いただいているさまざまな分野の専門家の方々を

お招きし、最新の知見や今後の活動方針などを共有する場です。2011年からスタートし、

通算9回開催しました。

サントリーグループは、持続可能な社会の実現に向けて、生物多様性の損失を食い止め回復させ

ることを目指す「生物多様性のための30by30アライアンス」に2022年4月に参画しました。「生

物多様性のための30by30アライアンス」は、2030年までに自国の陸域・海域の少なくとも30％

を保全・保護するという「30by30（サーティー・バイ・サーティー）」の目標を掲げ、行政、企

業、NPOなどの有志連合として設置されました。国立公園の拡充や、里地里山、企業林などを

OECM※として国際データベースに登録することを 促進し、その取り組みを積極的に発信するこ

とを目的としています。

本アライアンスへの参画を通じ、「天然水の森」をOECMとして認定いただくことで国際目標達成

への貢献を目指し、今後も生物多様性の保全、持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティ

経営を推進していきます。

※  Other Effective area-based Conservation Measuresの略。民間等の取り組みにより保全が図られている
地域や、保全を目的としない管理が結果として自然環境を守ることにも貢献している地域

講演者に質問や意見交換ができる
ポスターセッション

■社員による森林整備体験研修

「天然水の森」では、2013年までは多くのサントリーグループ会社社員とその家族が「ボランティア活動」として「森林整備体験」に参

加していました。2014年からはサントリーホールディングス（株）とサントリー食品インターナショナル（株）在籍の社員を中心としたサ

ントリーグループ会社社員を対象に、サントリーが掲げる｢自然との共生｣の価値観を社員一人ひとりが体感し理解することを目的とした

研修の一環として、延べ約7,400名（ボランティア参加約800を含む）が「森林整備体験研修」に参加しました。

■東京大学「水の知」（サントリー）総括寄付講座

サントリーホールディングス（株）は、東京大学総括プロジェクト機構「水の知」（サントリー）総括寄付講座を2008年4月に設立し、

5年間にわたり実施しました。水に対する社会的な関心を高めることで、水問題の解決と豊かな水環境の創成を推進するとともに、

学術分野における研究者の育成に寄与することを目的として、両者の知見を活かしたさまざまな活動を行いました。

社員による「天然水の森」
での下草刈りの様子

社員による「天然水の森」
での枝打ちの様子

「水の日本地図」 小学生向け教育用コンテンツ「水ドリル」

Webサイト「水大事典」、「水の知最前線」

活動の事例
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■「国立公園オフィシャルパートナーシップ」締結

サントリーグループは、環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」を締結して

います。“日本の国立公園の魅力を世界に向けて発信し、国内外の利用者の拡大を図る”

プログラムであり、この活動を通じて、人々の自然環境の保全への理解を深め、国立

公園がある地域の活性化につなげることを目指しています。サントリーグループは、天

然水を育む森や自然を守る活動にいっそう力を入れるとともに、全国の天然水工場の

魅力と合わせて隣接する国立公園のすばらしさを広めていきます。
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水のサステナビリティ

愛鳥活動

野鳥は自然環境のバロメーターといわれています。野鳥を保護することが人間や自然環境を守ることにつながるとの考えから、サントリー

グループは、1973年から野鳥保護の重要性を社会と共有する愛鳥活動に取り組んでいます。

サントリー愛鳥活動の主なあゆみ

活動年 活動内容

1973年
 ・ 愛鳥キャンペーンスタート（5月）
 ・ 野鳥のイラストを使った新聞広告第1回掲載（朝日広告賞受賞）
 ・ 白州蒸溜所（山梨県）バードサンクチュアリ（野鳥の聖域）開設

1989年  ・ 「サントリー世界愛鳥基金」創設

1990年  ・ 第1回公益信託「サントリー世界愛鳥基金」助成金贈呈

1993年  ・ 「よみがえれアホウドリ! 1000羽」キャンペーン開始

2006年  ・ 公益信託「サントリー世界愛鳥基金」に「地域愛鳥活動助成」部門新設

2014年  ・ 公益信託「サントリー世界愛鳥基金」に「水辺の大型鳥類保護」部門新設

2016年
 ・  コウノトリと普通に暮らせる環境を関東平野に取り戻すことを願い、子どもたちと鳥凧をあげるプロジェクト「-未来への糸- 

Line of life Project」が、「D&AD Awards 2016」でウッドペンシル、「2016年度ADC賞」でADC賞、「アジアデザイン賞（DFAA）
2016」で金賞を受賞

2018年  ・ 「国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）」による連携事業に認定

2021年  ・  世界最大の野鳥観察データベース「eBird」の日本語版「eBird Japan」に協賛

2022年  ・ 第33回公益信託「サントリー世界愛鳥基金」助成贈呈（第1回から第33回までに延べ472団体に6億2,251万円の助成金を贈呈）

第1回愛鳥キャンペーン新聞広告

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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白州蒸溜所バードサンクチュアリ（野鳥の聖域）
愛鳥活動を始めた1973年に民間企業として初めて「バードサンクチュアリ（野鳥の聖域）」を山梨県・白州蒸溜所に開設しました。

豊かな森といくつもの清流に恵まれた白州蒸溜所周辺は、野鳥の渡りの中継点です。バードサンクチュアリでは、定期的に野鳥調査を

行い、鳥たちがすみやすい森づくりを行うとともに、巣箱かけなどの活動が地域の方々と一緒に継続的に行われています。

キビタキ バードサンクチュアリでの巣箱かけ

オオルリ フクロウ ルリビタキ

さまざまな情報発信
多くの方に野鳥に親しんでもらえるよう、Webサイトやツールを通じて、さまざまな情報を発信しています。Webサイト「日本の鳥百科」

では200種以上の野鳥を解説付きのイラスト、鳴き声、写真によって楽しく知ることができます。

Webサイト「今日からはじめるバードウォッチング」では、野鳥を観察するヒントや注意点を紹介しながら、身近なところからはじめるバー

ドウォッチングをおすすめしています。野外でもスマートフォンでお楽しみいただけます。

バードウォッチングに役立つリーフレット「身近な鳥たち －やさしい見分け方－」や、身近に鳥を呼ぶための「エサ台・水場・巣箱のや

さしい作り方」リーフレットなども作成しています。

愛鳥活動リーフレットWebサイト
「今日からはじめるバードウォッチング」より

Webサイト「日本の鳥百科」より

■公益信託「サントリー世界愛鳥基金」

サントリーは愛鳥活動の一層の充実を図るため、創業90周年記念活動の一環として1989年に「サントリー世界愛鳥基金」を創設しま

した。これは野鳥保護を通じて地球環境保全を推進するため、国内外の鳥類保護活動を資金面から助成するものです。

公益信託となった1990年から助成を行っており、33年目を迎えた2022年度までに延べ472団体に6億2,251万円の助成を行い、大き

な成果をあげています。2020年度贈呈式は新型コロナウィルス感染症リスク回避のため中止しました。2021年、2022年はオンライン

にて贈呈式を開催しました。

第30回公益信託「サントリー世界愛鳥基金」
助成金贈呈式

第32回公益信託「サントリー世界愛鳥基金」
オンライン贈呈式

贈呈式にオンラインで
参加した海外助成団体の活動発表
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水のサステナビリティ

次世代環境教育「水育（みずいく）」

次世代環境教育「水育」
2022年で開始から19年目を迎える次世代環境教育「水育」。子どもたちが自然のすばらしさを感じ、水や、水を育む森の大切さに気づき、

未来に水を引きつぐために何ができるのかを考える、次世代に向けたサントリー独自のプログラムです。親子で自然体験を行う「森と水

の学校」と、小学校で行う「出張授業」のふたつの活動を展開しています。2020年からはオンラインでの活動も開始し、より多くの地

域の方々に参加いただけるようになりました。2021年8月に、累計参加者が20万人を突破しました。

※ 後援：環境省、文部科学省など

※ 「水育」は、文部科学省「青少年の体験活動推進企業表彰」で、2021年度審査員委員会優秀賞を受賞しました。

かけがえのない豊かな自然環境を次世代に引きつぐため、次世代環境教育「水育（みずいく）」を行っています。

■水育「森と水の学校」

「森と水の学校」は、小学校3 ～ 6年生とその保護者を対象に「サントリー天然水」のふるさとで開かれる自然体験プログラムです。白州（山

梨県）・奥大山（鳥取県）・阿蘇（熊本県）の広大な自然の中で、「水の大切さ」や「水を育む森や自然の大切さ」を体感します。2020年

に自宅から自然体験ができるリモート校を開始し、2004年の開校以来2021年までに、約28,900名の親子の方にご参加いただきました。

なお、「森と水の学校」は環境教育に関わる地元で活躍する専門の講師と一緒にプログラムを実施しています。

※水育「森と水の学校」は文部科学省「青少年の体験活動推進企業表彰」で、2019年度審査委員会奨励賞、2020年度審査委員会優秀賞を受賞しました。

水育「森と水の学校」参加者累計

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

水育「森と水の学校」
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水育「出張授業」参加者累計

水育「出張授業」

「水育」サイト

■「水育」サイト

「水育」サイトは、水について楽しみながら学ぶためのサイトです。水をテーマにした自由研究

や水に関するあらゆる知識をまとめた大百科などのキッズページのほか、「森と水の学校」「出

張授業」の詳しい情報も掲載しています。

■水育「出張授業」

小学校4・5年生を対象に、小学校で先生方と一緒に行う授業です。映像や対話を通して、自然のしくみや大切さを学び、未来に水を引

きつぐために何ができるのかを考えます。2021年までに2,364校、約181,200名の児童の皆さんにご参加いただきました。2020年に

はオンライン授業を開始し、全国での実施が可能になりました。
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ベトナムでの「水育」

タイでの「水育」

インドネシアでの「水育」

■ベトナム

■タイ

■インドネシア

2015年3月から海外で初となるベトナム版「水育」を開始しました。

国際的なNGOであるLive & Learn（リブ&ラーン）などの協力のもとオリジナルの教

材を開発し、2017年からはthe Central Council of Ho Chi Minh Young Pioneer 

Organization（セントラル・カウンセル・オブ・ホーチミン・ヤング・パイオニア・オーガニゼー

ション）とVietnam National Union of Student（ベトナム・ナショナル・ユニオン・オブ・

ステューデント）と連携し、水の大切さや衛生管理、水源保全の重要性などについて学

習する授業を、小学校3 ～ 4年生の児童対象に行っています。さらに、サマー・プログ

ラムとして「水育」講師による出張授業を各地域で展開しています。ハノイ市を皮切りに、

ホーチミン市やバクニン、ベンチェ、クアンナム、ランソン、ハザン、ドンナイ、タイグエン、

ダナン、チャーヴィン、ビントゥアン、カオバン、タイビン各省およびハイフォン市でも実施。

21年までに約81,000人が参加しました。

また、授業を実施している主な小学校においてトイレや洗面所などの改修や設置を支援

し、子どもたちの衛生環境の向上にも貢献しています。

この活動はSDGsターゲット6<安全な水とトイレを世界中に>の6.bへの貢献と位置付け

ています。

ベトナムに続く2か国目として、2019年7月よりタイでも「水育」を開始しました。

グループ会社のサントリー・ペプシコ・ビバレッジ・タイランド社や、地元NGOの協力

のもと、同社の工場近郊であるサラブリー県、ラヨーン県や、タイの水源の多くを占め

るチェンマイ県にて、小学校4 ～ 6年を対象に水の大切さと地域の水課題を気づかせる

きっかけとなる自然体験プログラムを実施しています。2021年には、首都バンコク、ア

ユタヤ県、パトゥムターニー県、ナコーンパトム県で、小学校での水に関する啓発プロジェ

クトを展開しています。21年までに約11,000人が参加しました。内容は、水の大切さ、

水源保全の重要性などについて学習するオリジナルのプログラムです。

また、タイ北部のチェンマイ県では、小川の流れを緩やかにして土砂による浸食を防止し、

地下水の浸透を助ける小型堰の設置や、小川に土が流出するとこを防ぐための植樹など

の水源保全活動に取り組んでおり、今後も継続して実施していく予定です。

2019年7月より、インドネシアでもインドネシア版「水育」を開始しました。

グループ会社のサントリー・ガルーダ社や、地元の財団およびNGOの協力のもと、イ

ンドネシア・南スラウェシ州ゴワ、南カリマンタン州バンジャルバル、東ジャワ州シドア

ルジョ、バンテン州タンゲラン、首都ジャカルタ、西ジャワ州ボゴールで実施しました。

21年までに約14,000人が参加しました。

水の大切さや健全な水循環、水源保全の重要性などについて学習する授業を、ベトナ

ムと同様、オリジナルの学習プログラムで展開。プログラムは、「水に関する基礎知識」「水

の汚染や汚染をなくす工夫」「自分に何ができるか？」で構成され、インドネシアの子ど

もたちの環境意識の向上に貢献します。

「水育」のグローバル展開
サントリーグループの事業活動が世界に広がる中、環境活動についてもグローバルに推進していきたいとの想いから、次世代環境教育

「水育」を海外でも展開しています。
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フランスでの水に関するワークショップ

中国での「水育」

■フランス

■中国

■スペイン

2020年7月より、サントリー食品フランス社は、同社メジュー工場の近隣に位置する自

然公園グラン・パーク・ミリベル・ジョナージュと連携して、小学生対象の水に関するワー

クショップのプログラムを開始しました。水を育む森についてのレクチャーや、雨が森の

土に浸透して地下水になる仕組みを理解する実験などを行っています。

グラン・パーク・ミリベル・ジョナージュとは、2017年より水資源保護活動のパートナー

シップを締結しており、その一環として、このプログラムを実施しています。

2021年9月より、サントリー（中国）ホールディングス社は、地元公益団体上海市ボラ

ンティア基金会の協力のもと、上海市内の小学生（3 ～ 4年生）を対象に「水育」を開始。

2021年は上海で約4,000人が参加。水に関する一般知識や節水の習慣を身に付けるこ

と、「都市の水はどこからきてどこへ行くのか？」など地域に合わせた内容で、実験や動

画も交えながら、中国の子どもたちに自然のしくみや水の大切さを伝えています。

2022年5月より、スペインでもスペイン版「水育」を開始しました。グループ会社のサントリー食品スペイン社や、地元のNPOおよび環

境専門家の協力のもと、トレド県内の小学生（4～6年生）を対象に、トレド工場の水源エリアでの自然体験と、小学校での学習を組み

合わせたプログラムを開始。水循環、責任ある水使用、水と生物多様性の関わりなど、水の大切さや水源保全の重要性について学習す

る内容で、自然体験なども交えたプログラムです。
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水のサステナビリティ

世界各地の「水」の取り組み

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

サントリーグループの事業は、水や自然の恵みに支えられて成り立っています。水や自然の恵みをもたらす地球環境は大切な経営基盤。

持続可能な地球環境を次の世代に引き継ぐために、事業を展開する世界各地で自然との共生を実践しています。サントリーグループは、

自然保護のグローバルトップランナーを目指して、これからもさまざまな取り組みを継続していきます。

水を育む環境保全活動

■Beam Suntory

貴重な天然資源である「水」を守るため、ビームサントリーでは蒸溜所周辺の水源保全活動や森の生物多様性の向上をはじめとする

自然環境の保全に力を入れてきました。2016年に始まったメーカーズマーク「ナチュラル・ウォーターサンクチュアリ」プロジェクトで

は、蒸溜所33エーカー（約13ヘクタール）の土地でアメリカホワイトオークの植樹を実施し、水源涵養の活動に取り組んできました。

また、2018年にはジムビーム蒸溜所の水源である「バーンハイム・アーボリータム & リサーチ フォレスト（Bernheim Arboretum and 

Research Forest）」の15,625エーカー（約6,300ヘクタール）の土地の中に「ナチュラル・ウォーターサンクチュアリ」を設定し、新た

な環境保全活動を開始しました。

メキシコでは、テキーラの主要ブランドのメーカーと連携し、流域管理のプロジェクトを立ち上げ、水源環境を保護するための整備活

動を2020年から推進しています。セロ・ビエホ保護区にあるサンティアゴ川流域で、周辺に建設された高速道路で分断された干潟と森

林の生態系のつながりを回復するための取り組みです。

スコットランドでは、泥炭地および水源保全活動「Peatland Water Sanctuary」を2021年開始しました。2030年までに400万米ドル

以上を投資し、1,300haの泥炭地保全を目指すと共に、水源保全活動にも取り組みます。さらに、2040年までにサントリーグループ

で使用する泥炭の2倍の量を生み出すことができる面積の泥炭地保全を目指します。本活動は、水品質、保水機能向上、生物多様性の

保全に貢献し、さらに泥炭地は炭素を蓄える機能があるため、CO2排出抑制にも寄与します。
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安全な水へのアクセス

■Suntory Beverage & Food Asia

ベトナムでは、2015年より「水育」を実施している主な学校のトイレや洗面所などの改修や設置を支援し、衛生環境の向上にも貢献し

ています。

2019年には、タイ北部のチェンマイ県で、小川の流れを緩やかにして土砂による浸食を防止し、地下水の浸透を助ける小型堰の設置や、

小川に土が流出するとこを防ぐための植樹などの水源保全活動に取り組み始めました。

また、ケニアのナイロビでは、地域の教育や水不足の支援活動を行っているKangemi Resource Centreを通じて、学校へ安全で衛生

的な飲料水を供給する支援活動を行っています。

■Suntory Beverage & Food Europe

フランスでは、2017年にメジュー工場の近隣に位置する自然公園グラン・パーク・ミリベル・ジョナージュ（Grand Parc Miribel Jonage）と、

20年にわたる水資源保全活動のパートナーシップを締結しました。同公園内に広がる森林の保全活動や子供向け教育プログラムのサポー

トをはじめ、工場近隣エリアの水と自然環境を守り、育む活動を、地域とともに推進しています。

さらに、スペインでは、地域と共同でカルカヘンテにある工場近隣のフカル川とその周辺の生態系を復活させることを目標に、生態系の

保護活動を行いました。
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自然と響きあう　環境

脱炭素社会への取り組み

環境負荷低減への継続的な取り組み
サントリーグループは、原材料調達、製造から物流、販売、リサイクルに至るまで、バリューチェーン全体で地球温暖化対策、資源の

有効活用、汚染防止・化学物質管理を実現していくために、容器の軽量化やリサイクル素材の活用、省エネ型の自動販売機の設置など

を進めています。

私たちは、バリューチェーン全体を見据えて、環境負荷低減へのさまざまな活動を推進しています。
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と響きあう

従業員
と響きあう
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と響きあう

自然
と響きあう
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脱炭素社会への取り組み

地球温暖化対策

地球温暖化による影響で気候パターンが大きく変動し、飲料メーカーが恵みを得ている水資源にも大きく影響すると、安定供給の存続

が難しくなると考えられます。また、資源の枯渇により、生産コストの増加も大きなリスクとなる可能性があることから、サントリーグルー

プでは、地球温暖化をビジネスの継続の上で重要な課題のひとつと認識しています。このことから、地球温暖化の緩和を目指す政府や

地方自治体の環境取り組みと連携しバリューチェーン全体での環境負荷低減を目指し、グループ一体となって地球温暖化防止に取り組

んでいます。

地球温暖化に向けた取り組みは担当役員の監督のもと、グローバルサステナビリティ委員会で議論され、定期的に、取締役会にて審

議されます。
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地球温暖化対策

生産・研究開発での取り組み

再生可能エネルギーの活用や省エネルギー活動でGHGを削減
サントリーグループの工場や研究所では、温室効果ガス(GHG: Green House Gas)排出量削減のため、再生可能エネルギーを積極的

に活用するとともに、省エネルギー化の徹底を進めています。

また、カーボンオフセットの仕組みを利用し、工場から排出するCO2を実質的にゼロとする「CO2排出実質ゼロ工場」も増加中です。

■1. 再生可能なエネルギーの活用

サントリーグループでは、自社生産研究拠点※1での電力を100%再生可能エネルギー（再エネ）由来に切り替えることを目指し、

取り組みを進めています。

2022年4月には、日本国内全ての自社生産研究拠点30箇所で購入する電力を、100％再生エネ由来に切り替えました。これは、年間

GHG排出量約15万トンの削減※2に相当します。この時点で、日本、米州、欧州の自社生産研究拠点で購入する電力に占める再エネ

電力の比率は9割超となりました。また、自社生産研究拠点以外にも、サントリーホール、サントリー美術館においても再エネ由来

電力を利用しています。

※1 飲料・食品および酒類事業に関わる拠点算

※2 2020年の排出量実績に基づく

また、購入電力だけでなく、自社自身でも再エネを創出するため、工場への太陽光発電パネルの設置やバイオマスボイラーの導入を随時

進めています。

バイオマスボイラー
（サントリー知多蒸溜所）

サントリー天然水
北アルプス信濃の森工場

サントリー天然水
南アルプス白州工場

カルカヘンテ工場（スペイン）

バイオマスボイラー
（サントリー天然水

北アルプス信濃の森工場）
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■2. 省エネルギー化の推進

■3. CO2排出実質ゼロ工場

サントリー（株）＜天然水のビール工場＞ 群馬では、2013年にビール生産能力の増強工事を

行いました。これにあわせて、仕込工程に最新鋭の釜を導入しエネルギーの効率利用を図ると

ともに、ボイラーや冷凍設備の更新を通じたエネルギー供給設備の最適化などを行いました。

これらの結果、同工場の使用エネルギー効率は約20％向上しました。

『サントリー天然水』第4の水源として、2021年5月から稼働を始めた「サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場」（長野県大町市）では、

太陽光発電設備やバイオマス燃料を用いたボイラーの導入、再生可能エネルギー由来電力の調達、オフセットの活用により、サントリー

として日本国内初のCO2排出実質ゼロ工場を実現しました。またフランスでは「Donnery工場」など4工場において、すでにCO2排出実質

ゼロを実現しており、北米においては、エネルギーをすべて再エネ電力でまかなう「Fred B. Noe Craft 蒸溜所」が2021年に稼働しました。

多くの燃料が使用されるメキシコのSauza工場では、2016年に蒸溜工程における熱回収率を

向上させる取り組みを実施し、2017年には新たに最新式の貫流ボイラーを導入しました。なお、

本活動は途上国におけるGHGの排出削減に寄与する「平成28年度二国間クレジット制度資金

支援事業」にも採択されています。

サントリーワールドリサーチセンターでは自然採光を積極的に取り入れるトップライト※1の採用

など自然エネルギーを積極的に活用するとともに、全館LED照明の配置や、画像センサーによ

る照明や送風の自動制御、温度差送水、天然ガスと電気を併用するハイブリッド熱源機器の

採用など環境負荷低減を図る設備を導入しました。同センターは建築環境総合性能評価システム

CASBEE※2の最高ランクであるSランク評価を取得しています。

※1 トップライト：採光や通風のため、屋根に設置される窓

※2 CASBEE：2001年に国土交通省の支援のもと、財団法人建設環境・省エネルギー機構にて開発された

総合的な建築物の環境性能評価

（株）岩の原葡萄園では、豪雪地域に立地する特徴を活かして、冬季の積雪を蓄える「雪室（ゆ

きむろ）」を1898年には設置しており、その雪の冷熱を利用してワインの発酵や貯蔵の温度を

コントロールするなど自然エネルギーをワインづくりに活用していました。その伝統を受け継ぎ、

2005年に「雪室」を再建し、現在、ワイン樽貯蔵庫の冷房に活用しています。

また、同じく豪雪地域に立地するサントリープロダクツ（株）天然水奥大山ブナの森工場でも、

「雪室」を導入しており、春季の冷熱負荷の一部をまかなっています。

サントリー（株）
＜天然水のビール工場＞ 群馬

ビームサントリー
Sauza(メキシコ)工場

新設ボイラー

サントリー
ワールドリサーチセンター

サントリープロダクツ（株）
天然水奥大山ブナの森工場の雪室

サントリー天然水
北アルプス信濃の森工場における

CO2排出ゼロの仕組み

サントリー天然水
北アルプス信濃の森工場

Fred B. Noe Craft 蒸溜所
（ビームサントリー 北米）
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地球温暖化対策

物流での取り組み

環境に配慮した物流の実践
原料・包装資材の調達から商品をお客様にお届けするまでの間、物流における輸配送業務でも環境負荷の低減に努めています。

具体的には、モーダルシフトや車両の大型化の推進とともに、自社で開発したシステムによる高効率なトラック輸送も実施してい

ます。2021年は販売（k）が前年比104%に対し、温室効果ガス（Green House Gas(GHG)）排出量が6%増の13.7万トン、

原単位は22.1（GHG排出量/販売千k）となりました。

使用車両の大型化を推進
トラック走行台数を少なくするために、サントリーグループは大型車両での輸送を進めています。とりわけ、生産工場から各地の製品倉

庫へのトラック輸送においては、効率的な配車とあわせてトレーラーによるさらなる大型化を推進しています。

■輸配送時におけるGHG排出量（国内事業）

モーダルシフトを推進
中長距離輸送では、トラックに比べてGHG排出量が少ない鉄道・海上船舶輸送に転換するモーダルシフトを推進しています。2021年

のモーダル率は65.2%（船舶：58.9%、鉄道：6.3%）でした。今後は、特に中距離行程において推進して参ります。 
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■モーダルシフト率の推移

なお、サントリー酒類（株）※1は、2009年に第1回エコシップマーク※2認定事業者に認定され

ています。また、2011年には、国土交通省が推進する「エコレールマーク」の企業認定を受け

ました。

※1 現サントリー（株）

※2  エコシップマーク制度は、地球環境にやさしい海上貨物輸送を一定以上利用している荷主、物流業者に
対して、「エコシップマーク」の認定が行われるもの。

      「エコシップ・モーダルシフト優良事業者選定委員会」の審査による エコシップマーク

エコレールマーク

さまざまな貨物・荷主を統合して輸送
サントリーグループでは、さまざまな貨物・運送場所について、最適な車両の組み合わせとルートを計算する「統合配車システム」

を導入。使用するトラックの台数や空車状態で走行する距離・時間の削減を図っています。さらに、他社と貨物情報を共有すること

により、1台の車両に複数の企業の貨物を組み合わせるなど、輸配送時のロスを減らすことで、環境負荷の一層の低減を図っています。

また、物流協力会社に対しては、アイドリングストップ、運行状況を正確に把握・管理できるデジタルタコメーターの装着など、環境

負荷の少ない運転の徹底をお願いしています。

■統合配車システムのイメージ

※モーダルシフト率の推移は長距離輸送（500km以上の輸送）で算出しています。
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物流協力会社と協働して取り組みを推進
さらなる環境負荷低減を目指して、物流協力会社のうち201拠点（2021年度末現在）は、国土交通省が推進する「グリーン経営」をは

じめISO14001（52拠点）や「エコステージ」（23拠点）などの認証を取得しています。また、サントリーグループでは「改正省エネ法」

施行に伴い、物流協力会社の月別・車両別走行距離、燃料使用量、積載量などをもとにGHG排出データを収集し、削減目標を策定し

ています。

他社との共同取り組みを推進
環境負荷の少ない輸送手段として、共同配送やコンテナの共同利用など、他社と協力した物流を推進しています。

実施企業 連携先 内容 開始時期 成果

サントリーグループ キリングループ
千葉県内での清涼飲料商品
の共同配送

2009年7月
年間約46トンのGHG排出量
削減

サントリーロジスティクス
（株）

東洋紡ロジスティクス（株）
片道のみ積載のトラックの
復路に双方の荷物を積載

2010年1月
年間約100トンのGHG排出
量削減

サントリーロジスティクス
（株）

東芝ライテック（株） 鉄道コンテナの共同利用 2011年1月
年間約140トンのGHG排出
量削減

サントリーグループ ビール4社
北海道一部エリア（釧路・根
室地区）における共同配送

2017年9月
年間約330トンのGHG排出
量削減
(※ビール4社計の数字)

サントリーグループ ビール4社
関西・中国－九州間における
共同配送

2018年4月
年間約1,500トンのGHG排
出量削減
(※ビール4社計の数字)

サントリーグループ ビール4社 ビールパレットの共同回収 2018年11月
年間約4,778トンのGHG排
出量削減
(※ビール4社計の数字)

サントリーロジスティクス
（株）

ユニ・チャーム（株）
静岡－福岡間の鉄道コンテ
ナの共同利用

2021年2月
年間約2トンのGHG排出削
減量
(※両社計の数字)

輸入品の輸送に関わる環境負荷低減に取り組むのも、サントリーグループの社会的責任

の1つです。このような考えから、使用されたコンテナを国内で他社と共同利用し、輸出

貨物に転用する取り組みを2011年2月から行っています。これまで、空のまま港に戻さ

れていたコンテナを往復利用（ラウンドユース）することで、効率的な輸送が実現でき、

GHG排出量の削減にもつながっています。

この取り組みは、2013年12月に発表された「グリーン物流パートナーシップ優良事業者

表彰」において「経済産業大臣表彰」を受賞しました。

海上コンテナのラウンドユース（他社との共同利用）

コンテナラウンドユースのしくみ
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自動販売機の省エネ

自動販売機の省エネルギー化
サントリーグループでは、バリューチェーン全体で温室効果ガス(Green House Gas(GHG))排出量を削減するうえで、国内事業にお

ける自動販売機の省エネルギー化を重点課題の1つと捉え、さまざまなしくみを導入しています。

■サントリーの自動販売機の主な特長

■自動販売機の消費電力量削減

自動販売機の省エネルギー化に向けて、1995年にピークカット機能を導入したのを皮切りに、より少ない消費電力で稼動できる自動

販売機の導入に努めてきました。2007年からは、従来の自動販売機に比べて、電力使用量を大幅に削減できる「ヒートポンプ式自動

販売機」を省エネ型自動販売機の主力機と位置づけ、設置を推進しています。2010年に採用した機種は、ほぼ全機種がヒートポンプ

式となり、2011年からは投入するすべての新台（一部の特殊機を除く）に「ヒートポンプ式自動販売機」を採用するとともに、LED照

明搭載も開始しました。

2012年からは、通常の「ヒートポンプ式自動販売機」から、さらに消費電力量を約30％削減できる「ハイブリッドヒートポンプ式自

動販売機」の導入を開始しています。

また、整備機※1に対してもヒートポンプ機への改造を実施することで、2021年末には「ヒートポンプ式自動販売機」がサントリーグルー

プの全稼動台数の87％となりました。

さらに、2013年からはヒートポンプ機能による省エネルギー化に加え、真空断熱材などの使用により保冷効果を高め、長時間の冷却

停止を可能にした「魔法VIN自動販売機」※2の導入も開始し、低環境負荷と夏場の電力ピーク時の負荷低減を両立しています。

※1 一度市場から引き揚げたものを整備して再び有効に活用している自動販売機

※2 真空断熱材などを使用することにより保冷効果を上げ、長時間の冷却停止を可能にした自動販売機です。日中8～14時間の冷却停止を行っています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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■超省エネ自動販売機の導入

2014年4月には、さらなる環境負荷低減への貢献を目指し、機材メーカーと協働し、従来の「ヒートポンプ式自動販売機」に比べて、

およそ半分の消費電力量（420kWh/年）で稼動する「超省エネ自動販売機（エコアクティブ機）」の導入を開始しました。2つのコンプレッ

サーを搭載して冷暖で使い分けるとともに、インバーター制御や真空断熱材、電子膨張弁、LED照明など最新の技術を組み合わせて電

力使用を最適な条件にコントロールすることで、消費電力量削減を実現しています。

ヒートポンプ式自動販売機とは、冷却庫室で発生した熱を回収し、加温庫室で活用するシステムを搭載した自動販売機です。

自動販売機の中で熱を有効利用でき、さらに最新式の機材では外気との熱交換もできるなど、省エネに大きく寄与します。

ヒートポンプ式自動販売機とは？

ヒートポンプ式以前の
自動販売機

ヒートポンプ式
自動販売機

 サンデン（株）

■24時間消灯の推奨

自動販売機業界では、地球温暖化防止・GHG削減を推進するため、京都議定書発効以前の1991年より省エネ対策に取り組んできまし

た。その結果、2005年までの15年間で自動販売機1台あたりの消費電力量を約50％削減できました。さらに、2012年に2005年比で

約37％削減することを業界全体の目標として掲げ、屋内設置自動販売機の24時間消灯や、屋外設置自動販売機の昼間消灯※の推進な

どの活動に取り組み、2011年に目標を達成しました。

※自動販売機1台あたりでは、昼間消灯で電力使用量を約10％、24時間消灯で約20％削減できます
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■自動販売機部品リユースへの取り組み

自動販売機においても資源の有効利用の実現に向けた取り組みを積極的に行っています。回収した自動販売機の部品を再び自動販

売機の部品として活用するために、部品のリユースに向けた技術開発ならびに、リユース部品の管理システムの開発を進めています。

2021年には、整備・修理に要する部品のリユース率は58%となりました。今後もさらにリユース部品の使用対象を拡大し、資源有効利

用に努めていきます。

■フロン対策

現在自動販売機の冷媒にはオゾン層を破壊する特定フロンは使用していません。また新たに投入する自動販売機については地球温暖化

の影響が大きな代替フロンも使用しておらず、すべて温暖化係数の低いR-1234yfとしています。

■自動販売機廃棄処理の適正化

廃棄自動販売機を回収・リサイクルする「自動販売機廃棄処理システム」を業界に先駆けて構築し、1997年1月から全国に展開して

います。また、2001年4月の「廃棄物処理法」の改正を受け、廃棄自動販売機の事前選別から最終処分に至るまで、厳密に管理し

ています。自動販売機の冷媒として使用されるフロンに関しても「フロン排出抑制法」に基づいて回収量を把握し、適正に破壊処理

をしています。

■緊急時飲料提供自動販売機の設置

災害に強い街づくりに貢献するため、「緊急時飲料提供自動販売機」を開発し、設置を進

めています。普段は通常の自動販売機同様に飲料を販売し、災害発生などの緊急時には無

料で飲料を提供。電源が落ちた場合でも簡単に飲料を取り出せます。2011年3月の東日本

大震災時にも、多くの方々に活用いただきました。バッテリー式に加え、メンテナンス不要

のメリットがあるワイヤー式を導入することで、行政施設や病院、会社などを中心に設置を

進め、2021年末で約2.5万台が全国に設置されています。このタイプの自動販売機を今後

も積極的に投入していきます。
緊急時飲料提供ベンダー
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地球温暖化対策

営業・研究開発・オフィス・その他の取り組み

営業部門における環境活動
■営業車両の環境負荷低減と車両事故削減

営業活動で使用する車両は、ほぼハイブリッド車に置き換わりつつあり、積極的に省エネを行っています。

また、走行距離や運転挙動、燃費などの走行データを取得できる車両運行管理システムやドライブレコーダーの搭載により、走行データ

の分析結果や走行中の危険挙動の確認を行い、エコドライブに加えて安全運転を推進する取り組みを進めています。

■自動販売機オペレーション業務の効率化

飲料自動販売機への商品補充をはじめ日々の自動販売機オペレーションを展開するサントリービバレッジソリューション（株）では、

2013年より、全国のオペレーション対象自動販売機に無線システムを導入。これにより自動販売機1台1台の販売動向が随時把握でき

るとともに、自動販売機ごとに補充すべき商品とその本数、補充タイミング、最も効率的な補充ルートなどが解析できるようになりまし

た。また2020年よりオペレーション端末をスマートフォンに切替えることでデータ精度の向上、操作性の改善を実現することができまし

た。これらシステムの活用によって自動販売機訪問回数を削減し補充などの作業時の扉開閉による電力ロスの削減、販売本数の変化に

対応した補充を行うことによる廃棄低減、日ごとの商品使用量を可視化し積載量を最適化することで燃費改善などの環境負荷低減につ

なげています。

■環境に配慮した最新設備

サントリー ワールド リサーチセンターでは自然採光を積極的に取り入れるトップライト※1の

採用など自然エネルギーを積極的に活用するとともに、全館LED照明の配置や、画像センサー

による照明や送風の自動制御、温度差送水、天然ガスと電気を併用するハイブリッド熱源機

器の採用など環境負荷低減を図る設備を導入しました。同センターは建築環境総合性能評

価システムCASBEE※2の最高ランクであるSランク評価を取得しています。また、家具や建材

には、「サントリー 天然水の森」の育林材※3を有効活用しています。

※1 トップライト：採光や通風のため、屋根に設置される窓

※2 CASBEE：2001年に国土交通省の支援のもと、財団法人建設環境・省エネルギー機構にて開発された
総合的な建築物の環境性能評価

※3  育林材：サントリーグループでは、持続可能な水と森を育むための活動から生まれた木材を「育林材」と呼んでいます

サントリー ワールド リサーチセンター

研究開発拠点における環境活動
約700名の従業員が勤務する研究開発拠点（ワールド リサーチセンター・商品開発センター）では 、2007年にISO14001認証を取得し

ました。その後、2013年にはグループのバリューチェーン全体に深く関わる研究開発部門として他部門との連携を一層強化するため、研究

開発部門単独であったISO14001運用をグループ全体での運用に組み込み、統合認証を取得しました。日々の業務に環境配慮を組み込むと

ともに、工場や営業部門と連携強化を図り、環境負荷低減活動を推進しています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
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外食事業会社における環境活動
（株）プロントコーポレーションは、2010年から“日本にもっとGreen”をテーマに「P LOVE GREEN」の活動を推進し、産地や製法に

こだわった素材を使った「P LOVE GREEN メニュー」の売上一部を寄付しています。

寄付の使途はカーボンニュートラルを目的として、森林循環を守るために「植える・育てる・使う」の緑化活動へ使用活用しています。

また、食品ロス削減、省エネ機器設備の導入など、様々な環境活動を通じてサステナビリティ推進をしています。

2017年には日本環境協会エコマーク事務局が創設した飲食店の認定制度としては日本初となるエコマーク「飲食店」認定基準を満たし、

エコマーク「飲食店」（チェーン）のひとつに認定されました。
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オフィスにおける環境活動
■省エネ設備導入や従業員の行動によるGHG削減・節水

各オフィスでは、日頃から全従業員が省エネルギーへの意識を強め、さまざまな取り組みを行っています。東京のお台場オフィスでは、

再生水の利用、自動調光システム、トイレ照明やエスカレーターの人感センサーなどを導入しています。また、その他のオフィスでもクー

ルビズやウォームビズの展開や、Web会議を積極的に活用することで、温室効果ガス(Green House Gas(GHG))排出量の削減を推進

しています。
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地球温暖化対策

グリーン調達・グリーン購入

グリーン調達の推進
グリーン調達とは、原材料・資材・設備などの購入に際し、有害物質を含まない、資源が有効に活用されている、など環境に配慮した物品・

サービスを優先的に選択することです。

サントリーグループでは「サントリーグループサステナブル調達基本方針」のもとに「サントリーグループグリーン調達基準」（2011年改

定）を定め、ビジネスパートナー各社とともに環境負荷低減に向けた調達活動を進めています。

グリーン購入の推進
実際の物品の購入においては、グリーン購入に取り組む際の判断基準を定めた「グリーン購入物品ガイドライン」に基づき、前年を上

回る購入比率を目標とし、グリーン購入を推進しています。また「グリーン適合品」が定番商品として登録されているネット購買システム

を導入し、グループ各社に拡大しています。

サントリーグループでは、ビジネスパートナー各社と協力し、環境負荷の小さい原材料・資材・設備などの調達に努めています。

1.基本的な考え方

 

持続可能な社会の構築のために、サントリーグループ全体で使用する物品・サービスについて、環境負荷ができるだけ小さい

原材料・資材・設備等の購入をめざします。

2.重視する事項

ア）環境汚染物質などを使用しないことに配慮する。

イ）再生資源の使用や小型化などによる省資源や省エネルギー化に配慮する。

ウ）生態系を壊さない資源採取に配慮する。

エ）修理・部品交換などにより長期間使用可能である。

オ）再使用が可能である。

カ）リサイクル設計がなされている。

キ）廃棄処理や処分が容易である。

ク）対象物品に関する環境情報を公開している。

ケ）ISO14001を取得する等、環境保全に積極的な事業者により製造・販売されていることに配慮する。

サントリーグループグリーン調達基準（2011年改定）
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バリューチェーン全体でのGHG削減
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バリューチェーン全体でのGHG削減

排出量実績

原材料調達から製造・物流・販売・リサイクルに至るまで、バリューチェーン全体で温室効果ガス(Green House Gas(GHG)) 排出量を

削減するため、部門ごとに課題を設定して活動しています。環境目標2030として設定した「全世界のサントリーグループでの自社拠点

でのGHG排出量を50%削減、バリューチェーン全体におけるGHG排出量を30%削減」に向けて取り組んでまいります。

事業のグローバル化が進む中、各エリアでの実績把握を進めています。

■2021年エリア別スコープ1・2排出量

※集計範囲は、サントリーグループ全体のGHG排出量を集計しています。（ただし日本を除く各国の小規模なオフィスからのGHGは除外しています。）

　上記944千tのうち、国内生産27工場、海外生産64工場、国内非生産拠点（本社、研修センター等間接部門、研究開発拠点、営業拠点、外食・開発拠点）

におけるスコープ1・2排出量は918千t★（スコープ 1：575千t★、スコープ 2：343千t★）です。

※上記944千tのうち、サントリー食品インターナショナルグループのGHG排出量は515千tです。このうち、国内生産10工場、海外生産41工場、国内非生産

拠点（研修センター等間接部門、研究開発拠点、営業拠点）におけるスコープ1・2排出量は489千t★（スコープ1：228千t★、スコープ2：262千t★）です。

※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。

※GHG排出量の算出係数は下記のとおり。

　燃料：

　（国内）省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関する法律、以下同じ）、温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律、以下同じ）で定められた係数

　（海外）燃料調達先より入手した係数又は省エネ法・温対法で定められた係数

　電力由来GHG：

　（国内）温対法で定められた電力会社別の調整後排出係数

　（海外）電力調達先より入手した排出係数を原則とし、入手できない場合は、IEA公表の国別排出係数

　CO2以外のGHG：

　（国内27工場）温対法で定められた係数

※数値については四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

エリア

排出量（千t）

2019年
スコープ 1+2

(基準年)

2020年
スコープ 1+2

2021年

スコープ 1 スコープ 2 スコープ 1+2

日本 433 417 246 172 418

米州 225 168 179 13 192

欧州 125 98 107 1 108

アジア 204 176 50 155 205

オセアニア 19 13 9 4 13

アフリカ 8 6 8 0 8

計 1,014 879 599 345 944
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■スコープ1・2排出量経年実績

■スコープ3排出量

※サントリーグループ（国内・海外）の飲料・食品事業、酒類事業及び健康食品事業が対象です。海外グループ会社の一部は、国内の排出係数と生産原

単位を用いて推計しています。

※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。

カテゴリ
排出量
（千t）

算定方法

1. 購入した物品、サービス 4,669★

[原料・包材]サントリーグループ(国内・海外)の飲料・食品事業、酒類事業及び健康食
品事業が製造・販売する製品の原料や包装資材の購買重量に、排出係数を乗じて算出
しています。カテゴリー 1のGHG排出量の41%は、原料と包装資材を供給するサプライ
ヤーのGHG排出量から算出した排出係数を用いて算定しています。
[製造委託先]サントリーグループ(国内)、Suntory Beverage & Food Europe、Frucor 
Suntory Groupが製造を委託した製品の生産量に排出係数を乗じて算出しています。

2. 資本財 532★ サントリーグループの設備投資額（土地を除く）に、排出係数を乗じて算出しています。

3.  スコープ1、2に含まれない燃料
及びエネルギー関連活動

165 サントリーグループのエネルギー使用量に、排出係数を乗じて算出しています。

4. 輸送・流通（上流） 359 サントリーグループの輸送量（トンキロ）に、排出係数を乗じて算出しています。

5. 事業から発生する廃棄物 19 サントリーグループの廃棄物重量に、排出係数を乗じて算出しています。

6. 出張 3 サントリーグループの出張費に、排出係数を乗じて算出しています。

7. 従業員の通勤 21 サントリーグループの通勤費に、排出係数を乗じて算出しています。

8. リース資産（上流） 40 サントリーグループの他社所有配送センター面積に、排出係数を乗じて算出しています。

9. 輸送・流通（下流） 152 サントリーグループの輸送量・販売量に、排出係数を乗じて算出しています。

10. 販売した製品の加工 ― 該当なし

11. 販売した製品の使用 56 サントリーグループの販売量に、排出係数を乗じて算出しています。

12. 販売した製品の廃棄 384 サントリーグループが販売した製品の包材重量に、排出係数を乗じて算出しています。

13. リース資産（下流） 403 サントリーグループの販売機材の電力使用量に、排出係数等を乗じて算出しています。

14. フランチャイズ ― 該当なし

15. 投資 ― 該当なし

合計 6,803

サントリーグループ全体
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※ サントリー食品インターナショナルグループ（国内・海外）が対象です。海外グループ会社の一部は、国内の排出係数と生産原単位を用いて推計しています。

※ KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。

カテゴリ
排出量
（千t）

算定方法

1. 購入した物品、サービス 3,475★

[原料・包材]サントリー食品インターナショナルグループ(国内・海外)が製造・販売する
製品の原料や包装資材の購買重量に、排出係数を乗じて算出しています。カテゴリー 1
のGHG排出量の35%は、原料と包装資材を供給するサプライヤーのGHG排出量から算
出した排出係数を用いて算定しています。
[製造委託先]サントリー食品インターナショナルグループ(国内)、Suntory Beverage & 
Food Europe、Frucor Suntory Groupが製造を委託した製品の生産量に排出係数を
乗じて算出しています。

2. 資本財 237★
サントリー食品インターナショナルグループの設備投資額（土地を除く）に、排出係数
を乗じて算出しています。

3.  スコープ1、2に含まれない燃料
及びエネルギー関連活動

105
サントリー食品インターナショナルグループのエネルギー使用量に、排出係数を乗じて
算出しています。

4. 輸送・流通（上流） 259
サントリー食品インターナショナルグループの輸送量（トンキロ）に、排出係数を乗じて
算出しています。

5. 事業から発生する廃棄物 6
サントリー食品インターナショナルグループの廃棄物重量に、排出係数を乗じて算出し
ています。

6. 出張 2 サントリー食品インターナショナルグループの出張費に、排出係数を乗じて算出しています。

7. 従業員の通勤 15 サントリー食品インターナショナルグループの通勤費に、排出係数を乗じて算出しています。

8. リース資産（上流） 25
サントリー食品インターナショナルグループの他社所有配送センター面積に、排出係数
を乗じて算出しています。

9. 輸送・流通（下流） 120
サントリー食品インターナショナルグループの輸送量・販売量に、排出係数を乗じて算
出しています。

10. 販売した製品の加工 ― 該当なし

11. 販売した製品の使用 43 サントリー食品インターナショナルグループの販売量に、排出係数を乗じて算出しています。

12. 販売した製品の廃棄 356
サントリー食品インターナショナルグループが販売した製品の包材重量に、排出係数を
乗じて算出しています。

13. リース資産（下流） 368
サントリー食品インターナショナルグループの販売機材の電力使用量に、排出係数等を
乗じて算出しています。

14. フランチャイズ ― 該当なし

15. 投資 ― 該当なし

合計 5,012

サントリー食品インターナショナル株式会社

■地球温暖化への適応策

サントリーグループでは、地球温暖化の影響への対応にも取り組んでいます。教育新聞社と共同で作成した、熱中症予防啓発ポスター

や啓発リーフレットを、全国の小学生（2022年6月時点で累計1,413万部発行）へ無償提供し、各学校の熱中症対策をサポートする

など、気温の上昇による熱中症対策の啓発活動を、小中学校や企業を対象に行っています。また、食塩相当量0.1g ／ 100mを含

む熱中症対策※に適した水分補給飲料「GREEN DA・KA・RA」などを製造・販売し、熱中症対策の啓発活動と連動させています。

※ 厚生労働省推奨値換算
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脱炭素社会への取り組み

TCFD提言に基づく開示

「水と生きる」を社会との約束に掲げる我々は、気候変動による水の供給リスクの把握に加え、適切な水マネジメントの下での節水や

排水を行うとともに、流域全体への評価を行い、ステークホルダーとともに水のサステナビリティへの取り組みを推進しています。今

後は、気候変動問題が社会と企業に与えるリスクと機会や戦略のレジリエンスを評価し、関連する情報開示の拡充を進めていきます。

1. ガバナンス
グループ全体のリスクマネジメント推進体制を強化するため、2015年4月にグローバルリスクマネジメント委員会（GRMC）を設置しま

した。このGRMCのもと、各事業会社にリスクマネジメント委員会やリスクマネジメントチームを設置しています（例：サントリー食品

インターナショナル(株)に「リスクマネジメントコミッティ」を、ビームサントリーに「グローバルリスク&コンプライアンスコミッティ」を、

またサントリービール(株)等各事業会社に「リスクマネジメントチーム」を設置）。GRMCは年4回開催し、自社リスクの把握や対策

の実行、クライシスマネジメント体制の整備などの活動を行います。気候関連リスクは最重要リスクの1つとしてGRMCで議論され、対応

状況をモニタリングしています。

気候変動における機会とサステナビリティ戦略については、グローバルサステナビリティ委員会（GSC）において、サステナビリティビジョン

で定めた7つのテーマに関する中長期戦略の議論を行っており、GHG排出削減への取り組みが議論されています。また、各事業においても、

より具体的な戦略、取り組みについて議論を行うための組織が設置されています（例：サントリー食品インターナショナル(株)に「サス

テナビリティ委員会」を、ビームサントリーに「コーポレートレスポンシビリティコミッティ―」を設置）。

GRMCとGSCは常に連携をとっており、重要な意思決定事項については、取締役会でさらなる議論を行い、審議・決議を行います。環境

社会課題に関わる戦略の進捗や事業のリスクと成長機会は、四半期に一度の頻度で取締役会に報告を行っています。また、取締役会

では、定期的に外部有識者をお呼びして勉強会を実施するなど、気候変動およびサステナビリティ経営に対するアドバイスを受ける

機会を設けています。

サントリーグループでは、持続的に事業を行い、価値を創造し続けていくために、気候変動によるリスクや事業への影響を特定し、適

切に対応していく必要があると考えています。

サントリーグループは、金融安定理事会（FSB)により設置された「気候関連

財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同を2019年5月に表明し

ました。

また、2019年7月にはサントリーが今後取り組むべきサステナビリティに関

する重要な7つのテーマを設定し、その一つの重要テーマとして温室効果ガ

ス(Green House Gas(GHG))排出削減を掲げています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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「水と生きる」を社会の約束と掲げるサントリーは、私たちの利用する「水」への理解を深め、水に関する取り組みを事業横断で

すすめるため、研究・技術開発を進める専門機関として、社内に水科学研究所を設置しています。サントリーのものづくりになく

てはならない天然水。私たちは、創業以来、良質の水を求めてきました。水を守り、大切に使い、自然に還すことは、企業とし

ての社会的責任であり、持続可能な社会を実現するために重要なことと考えています。 水科学研究所では、水文学（すいもんが

く）を基盤に、水源を育む森と水の研究をはじめ、国内外の水資源の研究、さらには総合酒類食品企業として水における健康や

嗜好に関する研究など、「自然界の水」から「生体内での水」まで包括的な理解のための研究と知見の普及を進めています。

サントリーでは、工場で利用する以上の地下水を森で涵養することを目標として、「天然水の森」活動を展開しています。しかし

ながら、どのような管理方法が涵養力の高い、健全な森につながるかは科学的に解明されていないのが現状です。水科学研究

所では、水文学や土壌学、植生学などさまざまな分野の研究者と協力し、環境の異なる森林において、一つ一つ試行錯誤しながら、

最適な森の管理方法の確立と科学的検証を行っています。例えば、施業方法と水の動態との関係知るためにヒノキ人工林を強度

間伐（本数ベースで50 ～ 60%）する実験を行いました。強度間伐により林内雨量の増加や、雨が降った直後だけでなく安定し

て河川の流量が増えることを明らかにしました。また、森の中の湧水や河川水の流量測定と水質分析を行い、いつ頃、どの場所

で降った雨がその水となっているのかを知り森林管理に活かす研究や、公開されている地形・地質などの情報に加えて、第三者

機関と協働して行う現地調査で得られた知見を元に水動態を可視化するためのシミュレーションモデルを構築し、涵養量を推計

する研究を行ってきました。

水科学研究所について

■体制図

■研究内容

森と水の科学
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2. 戦略
サントリーグループでは、気候変動に伴うリスクと機会が自社の事業戦略に大きな影響を及ぼすとの認識の下、シナリオ分析に取り組み、

気候変動が事業に与えるリスクや機会の把握及び対応策の実施に努めています。

リスクへの対応としては、水の供給リスクの把握や適切な水マネジメントの実行、流域全体への評価など、特に水のサステナビリティへ

の取り組みを推進してきました。

機会面では、気候変動対策の適応商品として、環境省が推奨する成分を配合した熱中症対策飲料のポートフォリオを拡充しています。

商品展開にあたっては、予防啓発ポスターや啓発リーフレットを全国の小学生に無償提供する熱中症対策の啓発活動と連動させてい

ます。

環境に負荷をかけることなく、持続的に地下水を利用するためには、その場所の水循環を詳細に把握することが必要です。水科

学研究所では、上述したように、第三者機関と協働して現地調査を行い、湧水の状況や水質の分析結果などと併せて評価し、さ

らに継続的なモニタリングを続けることで環境影響を確認しております。

世界には水が不足したり、安全な飲用水を十分に得ることができない国や地域が数多くあります。また、地球規模での気候変動

が原因となって農作物へ被害が生じ、植物の生育地域が移動するなど、人々の生活や生産活動に大きな影響が及ぶ可能性があ

ります。サントリーにとって、世界の水問題は決して無関係ではないと考えています。水科学研究所では、水の希少性を考慮した、

水利用の環境影響を客観的に評価することができる指標の開発を行ってきました。この指標は、省庁や企業などにおいても環境

影響評価に活用されています。さらに世界的水資源リスクの評価手法の開発などを行い、社会への情報発信を進めています。

水の供給リスク

持続可能な地下水利用

世界の水資源

■気候変動関連のリスクと機会の評価

気候変動による物理的リスク、移行リスクのうち、2019年度より物理的リスクに対する取り組みを進めており、その中でも食品セクター

に影響が大きいと言われている水の供給リスクと原材料安定調達について検討を開始しています。

水はサントリーグループにとってもっとも重要な原料であり、かつ、貴重な共有資源であるため、水に関するリスク評価に基づきグループ

の事業活動や地域社会、生態系へのインパクトを把握することは持続的な事業成長のために不可欠です。

そうした考えにもとづき、サントリーグループでは、自社工場※を対象に水の供給のサステナビリティに関するリスク評価を行いました。

（※製品を製造するサントリーグループの工場：国内23工場、海外56工場）
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出典：WWF（世界自然保護基金）のWater Risk Filterをもとに作成

Water Risk FilterのWater Depletion指標のリスク評価（5段階）

■1次評価―Science Based Targets for Waterにもとづく優先工場の絞り込み（スクリーニング）

水の供給リスクの評価プロセス

1次評価は、2021年に参画したScience Based Targets（SBT）for Waterのパイロット検証※で開発した方法論を活用し、2019年度に

実施した評価の見直しを行いました。

はじめに、業界特性にもとづいて当社の水に関するマテリアリティ（重要課題）を把握しました。その結果、工場の操業における最重

要課題は工場が属する流域での利用可能な水資源量の持続可能性であることが分かりました。また、工場の操業が依存する生態系サー

ビスという観点では、地下水と表層水への依存度が非常に高いことが分かりました。

次に、優先的にリスク管理に取り組む工場を絞り込むため、自社工場の全拠点を対象に、工場流域の利用可能な水資源量の状態のリ

スクを評価しました。評価ツールには、地球の環境と開発の問題に関するグローバルな非営利研究団体である世界資源研究所（World 

Resources Institute）が開発したAqueductと、世界最大規模の自然環境保護団体である世界自然保護基金（WWF）が開発した

Water Risk Filterを使用しました。当社のマテリアリティである利用可能な水資源量は、AqueductとWater Risk Filterから4種類の

評価指標を用いて評価しました。これらの指標は流域の水資源量に対する水需要量を評価するもので、そのうち3指標はWater Risk 

FilterのWater Depletionなど利用可能な水資源量について、現在の状態を評価する指標となります。さらに、気候変動などの将来シ

ナリオにもとづく利用可能な水資源量のリスクを評価するため、2040年の状態を予測するAqueductの2040 Water Stressを使用しま

した。指標はいずれも5段階のスコアでリスクの大きさが評価され、当社は現在の状態を示す3指標のスコアを拠点ごとに平均化しまし

た。平均スコアが「5：極めて高い」または「4：高い」に相当するスコア4以上の地域に立地する拠点を「水ストレスが極めて高い拠点」、

次いで2040年の状態を示す2040 Water Stressがスコア4以上の地域に立地する拠点を「水ストレスが高い拠点」と位置づけました。

自社工場の2021年取水量の全拠点合計100%に占める取水量の割合は、水ストレスが極めて高い拠点が3%、高い拠点が15%にあた

ります。

※ Science Based Targets Network が水のSBT設定に関する方法を検証するパイロットスタディ



158

出典：World Resources Institute（世界資源研究所）「アキダクト・プロジェクト」 をもとに作成

Aqueductの2040 Water Stress BAUシナリオのリスク評価（5段階）

■2次評価―拠点ごとの個別評価

1次評価で絞り込まれた拠点を対象に、2次評価では、水マネジメント（取水と節水）および地域との共生の観点から、リスク低減への

取り組み状況について拠点ごとに個別評価を行いました。リスク低減の取り組みは、各工場により水に関連する地域の状況が異なるため、

現地の実情にあわせた対応を行っています。

貴重な共有資源である水を利用する責任を果たすため、水を適切に扱う必要があり、工場での水マネジメントが重要です。

まず、工場で使用する水の水源を自然水（表層水、地下水）または市水の２つに分類しました。市水は、現地の水道局を通して供給さ

れ、水道利用料を負担して利用しており、一般的にその水源の範囲は広く、より多くの利用者と水資源を共有しています。その管理の主

体は水道局になり、現地の水道局と連携しながら、地域社会との共生をはかっていく必要があります。一方で、自然水（表層水、地下水）

を利用している場合、市水と比べて、水源の範囲は狭く、気候変動をはじめとする環境変化の影響をより強く受けることと、その管理

主体がサントリーになることから、自然水（表層水、地下水）を利用している工場における取り組みから優先的に進める必要があります。

評価項目は以下の二点です。

水マネジメント
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①水マネジメント（取水）

　水を適切に利用するための活動が推進されていること（水を汲みすぎない）

　※市水を利用している工場については、現地水道局が全体管理を行っているため評価対象とはしない

②水マネジメント（節水）

　水が適切に利用されていることが証明できること（水を無駄に使わない）

水マネジメント（取水）～水を汲みすぎない～ 水マネジメント（節水）～水を無駄に使わない～

●取水が地域環境に影響を与えていないことをデータで示

すことができる。

●そのために必要なデータが蓄積できている。

取水データを管理していない

取水データの管理が不十分

取水データを管理し、適切な取水を行っている

→

→

→

→

→

→

水原単位の中期目標が無い

水原単位の短期目標が無い、達成されていない

水原単位目標が達成されている

●水を効率的に使うための目標が設定されている。

●目標達成のための活動が進められている。

●目標が達成されている。

Red Red

Yellow Yellow

Green Green

2次評価の結果

地域との共生

リスクの可視化とともに解決策を提案することで、リスク低減に向けたアクションプランを実行し、2021年12月時点では、水マネジ

メント（取水）について、33%の工場がGreen評価、67%の工場がYellow評価となり、水マネジメント（節水）については、43%の工場

がGreen評価、33%の工場がYellow評価となり、24%の工場が現在調査中です。

水資源の使用者であるサントリーが、流域に多数存在するステークホルダーの一員であるという自覚を持ち､ステークホルダーと手を

携えてその流域の水資源の保全に取り組み、流域社会の発展に寄与していくことを目指しています。

同様のプロセスで、今後も引き続きリスクの高い地域から優先的に、改善に向けた取り組みを実施していきます。

地域との共生

リスク低減への取り組みの進捗に関する評価項目は以下のとおりです。

●水課題を特定している。

●課題解決に向けて地域と取り組んでいる。

「水課題の特定」が不十分

「水課題の特定」ができている

「水課題の特定」および「地域との取り組み」を行っている

→

→

→

Red

Yellow

Green
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2次評価の結果

それぞれの地域で、大学などの専門家と協力しながら、水課題の特定や水資源の保全活動を進めており、2021年12月時点で、

38%の工場がGreen評価、29%の工場がYellow評価、33%の工場がRed評価となりました。

今後は、水資源の保全活動を推進する地域で水の大切さを啓発する一環として、次世代環境教育「水育」とも連動していきます。

水資源保護に関するその他の取り組み

<国内>

●天然水の森の活動　　●水育　　●AWS認証取得

原材料安定調達

当社製品に不可欠な自然の恵みである農作物やその他原料は、気候変動による平均気温の上昇により、干ばつ、洪水といった異常気

象が発生することで、生産量の変動、栽培適地の移動など、生産活動に大きな影響を及ぼすと推測されています。また生産調達活動

の背景には、サプライチェーンで働く人々の人権に負の影響を与えるような社会的な課題も散見されます。

サントリーグループでは、お客様に高品質な商品・サービスをお届けするため、安全・安心はもとより環境や社会にも配慮するなど、サ

プライチェーン全体においてサステナビリティを推進していくことが重要だと考えています。そうした考えにもとづき、新たに調達開発推

進部を創設し、安全・安心でサステナブルな原材料調達を進めるための長期戦略策定を開始しました。

戦略策定にはTCFDのフレームワークを活用し、国連気候変動に関する政府間パネル（以下、IPCC）によるRCP2.6（2℃未満シナリオ）、

RCP8.5（4℃シナリオ）および国際エネルギー機関（以下、IEA）によるシナリオなどを参照しながら、リスクと機会の把握を進めています。

更に、サントリー環境ビジョン2050やサントリーグループサステナブル調達基本方針などの自社方針と原材料に関わる中長期トレンド

にも焦点を当て、そこから将来世界における原材料調達のありたい姿を描き、現状とのギャップに基づいて対策を見出す事で、より広範

囲の社会・環境的なサステナビリティ課題にも対応していく事を目指しています。

<海外>

●Natural Water Sunctuary　　●グローバル水育

原材料安定調達に向けた活動推進体制

■長期戦略の概要



161

戦略策定は以下のステップに基づいて実施されています。

■活動概要

①重要原料選定

　サントリーグループの事業活動において特に重要となる原料把握の為、取り扱い原料に対してリスク評価を実施

　評価結果に基づき関係者協議の上、長期戦略策定を実施する原料を選定

②タスクフォース組成

　選定された原料に関して、研究、開発、調達、品質保証など

　グループ内の様々な部門に属する専門家からなるタスクフォースを組成

③戦略策定

　タスクフォースによる市場・自社・トレンド分析

　将来世界のシナリオ分析とその中におけるありたい姿の描写

　将来世界から現在に遡って課題を設定するバックキャストによる活動設計

④モニタリング

　シナリオ変化の予兆をモニタリングし、変化を事前に想定した戦略修正を実施

　重要原料の定期的な再評価と活動計画見直し

＜リスク評価のプロセス＞

①重要原料の抽出

原料供給に問題が生じた場合に事業が受ける製品売上ロスをインパクトとして設定し、大麦、トウモロコシなどの農産物、砂糖、ビタミン

Cなどの一定の加工工程を経る原料、木材のオーク材などを、インパクトの大きい重要原料として抽出しました。

②リスクアセスメント

抽出された重要原料の供給に問題が生じる可能性を評価する為に、将来的な供給影響が最も大きいと考えられる気候変動影響によ

る収量・生育適域影響を文献および統計的な観点から調査・評価をしました（図2）。その際、一定の加工を経る原料については、

基となる原料の産地への気候変動影響や工程における使用比率などを考慮した上でリスク評価を実施しています。（例：砂糖はサトウ

キビ・テンサイの2原料に関する気候変動影響評価の結果を参照）

以上の考え方に基づき、酒類・飲料共通で使用される大麦、トウモロコシ、サトウキビなどの農産物原料、酒類事業で使用されるオーク材、

ホップ、また飲料で使用されるコーヒー豆について複数の産地で大幅に収量・生育適域が減る事が分かりました。

タスクフォースによって策定された長期戦略は、各事業会社と協議の上、活動推進がはかられます。また取締役会の諮問機関であるグ

ローバルサステナビリティ委員会でも定期的に協議がなされています。

■長期戦略の実行体制

先述の戦略策定の考え方に基づき2021年は、Step1から3の活動を実施しましたので、以下詳細を説明致します。

2021年は、酒類および飲料事業で取り扱っている原料に対して、長期戦略を策定する原料品目を決定する為に、原料のサステナビリティ

に関するリスク評価を行いました。

2021年の活動内容

■Step.1 重要原料選定
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事業 原料 北米 中南米 アジア 欧州 オセアニア

酒類・飲料※ 大麦
カナダ
収量：

イギリス
収量：
フランス
収量：

酒類・飲料※ トウモロコシ
アメリカ
収量：

ブラジル
収量：

中国
収量：

酒類・飲料※ サトウキビ
ブラジル
収量：

タイ
収量：

オーストラリア
収量：

酒類 オーク材
アメリカ
木材量：

日本
生育適域：

スペイン
生育適域：

酒類 ホップ
アメリカ
収量：

ドイツ
収量：
チェコ
収量：

飲料 コーヒー豆

ブラジル
生育適域：
コロンビア
生育適域：
グアテマラ
生育適域：

【図2】気候変動の影響調査結果

気温が4℃上昇した際のシナリオ：主要原料・産地への収量・生育適域影響調査

凡例：－/＋インパクト　10%未満

　　　　　　　　　　  10％以上50％未満

　　　　　　　　　　  50％以上

/

/

/

※ 加工原料用の原料産地も含む

③活動計画策定

調査結果を参考に関係各部署と協議し、総合的な判断から長期戦略策定を実施する原料品目を下記の通り選定しました。今後はこ

の活動計画に基づいて、年次で長期戦略策定を進める原料品目を増やしていく予定です。

2021年：アルコール・コーヒー・オーク材・烏龍茶・トウモロコシ

2022年：大麦・砂糖・果糖ぶどう糖液糖・ビタミンC・クエン酸

2023年 ：レモン・オレンジ・グレープフルーツ・紅茶

2024年：乳製品・小麦・ライ麦

注）コーヒーはコーヒー豆、果糖ぶどう糖液糖・ビタミンC・クエン酸はトウモロコシの気候変動影響調査結果を参照

なお、サントリーグループでは、上記活動に先立ち、酒類原料であるホップ及び飲料原料のカシスについて、気候変動による事業への

影響緩和に向けた取り組みを進めております。
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■リスク管理体制

3. リスク
サントリーでは、「リスク」をグループの戦略や目標の達成に影響を及ぼす潜在的な事象と定義しています。グローバルリスクマネジメン

ト委員会（GRMC）及び各事業会社に設置したリスクマネジメント委員会やリスクマネジメントチームを通じて、グループ全社を対象に

重要リスクの抽出・評価を行い、自社にとって優先的に取り組むべきリスクを特定して対応策を検討し、毎年見直しています。

ホップ

カシス

永続的な必要量の確保を目指し、チェコのホップ研究所と連携しホップゲノムの解析や資材を

活用した栽培技術の開発を行ってきました。

サントリー食品イギリス(Suntory Beverage & Food Great Britain and Ireland）は、気候変

動に強い新種のカシスの研究などを進めており、2020年の7月に、農業研究施設であるジェー

ムズ・ハットン研究所との、長年にわたる研究の成果が実り、「Ben Lawers」という気候変動

に強い新種の収穫をすることができました。

Step1の活動計画を受け、21年はアルコール・コーヒー・オーク材・烏龍茶・トウモロコシについて、タスクフォースを組成しています。

タスクフォースを組成した原料品目について、30年先の2050年に時間軸を設定し、IPCC、IEAなどの公開シナリオを参照しながらそ

の時点での将来世界に関して気候変動影響をはじめとした環境的な観点と人権などの社会的な観点での変化を財務影響含めて想定し、

その将来世界における原料調達のありたい姿をトレンド分析や自社の目標などを基に描き、到達の道筋を検討しています。

長期戦略策定は3年を一区切りとして考え、年次で市場環境や気候変動影響などに関する新しい情報を取り入れながら活動を進めてい

きます。また戦略策定後に実施予定のStep4戦略のモニタリングでは、複数考えられるシナリオの分岐点や、ありたい姿を達成する為

に必要な技術革新の成功などのイベント発生有無を定期的に確認し、重要な変化を出来るだけ事前に捉え、織り込んだ形の戦略へ修

正していくことを目指します。

更に、重要原料についても定期的に再評価を実施し、必要に応じて戦略策定の活動計画の見直しを行います。

■Step.2 タスクフォース組成

■Step.3 戦略策定

■今後の予定
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■リスク抽出・評価のアプローチ

【参考】影響度の評価基準

【参考】影響度の評価基準

抽出されたリスクに対し、「リスクエクスポージャー」及び「対策レベル」の二軸でヒートマップを作成し、特にグループ全体の重要リス

クについて、重要度を3段階で評価して優先的に取り組むリスクを特定しています。「リスクエクスポージャー」は「発生可能性（確率）

×影響度（インパクト）」によって、「対策レベル」は対策の準備の度合いによって算出されます。評価の結果、気候関連リスクは最も重

要度が高い最重要リスクの一つとして位置付けています。

※会社への影響額：複数の会社を統括する会社の場合はグループ全体への影響額
※定性的基準：定量的基準での評価にそぐわない場合は、定性的基準を参考に評価する

スコア レベル 発生確率 頻度/発現速度

1 発生可能性は極めて低い 5% 以下 10年に一度

2 発生可能性は低い 25% 程度 6 ～ 9年に一度

3 50-50 50% 程度 3 ～ 5年に一度

4 発生可能性が高い 75% 程度 1 ～2年に一度

5 ほぼ確実に発生 75％ 以上 毎年

定量的基準 定性的基準※

スコア レベル 会社への影響額※ 事業（人材・技術含む）
コンプライアンス(法令/

規制上の影響)
レピュテーション

戦略（顧客・ブランド・
市場への影響）

1 軽微な影響 
売上高の
1%未満

考慮要素例
・運営単位の混乱
・顧客対応
・会社運営上の混乱

考慮要素例
・起訴又は調査
・罰金又は捜査
・法的責任

考慮要素例
・マスコミ報道の程度
・ステークホルダーか

らの信頼

考慮要素例
・戦略目標達成の遅

延
・顧客基盤への影響

及び回復に要する
時間

・ブランド及び市場へ
の影響

2 一定の影響
売上高の

1－2%未満

3 大きい影響
売上高の

2－4%未満

4 重大な影響
売上高の

4－8%未満

5 決定的影響
売上高の
8%以上
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【参考】対策レベルの評価基準

スコア レベル 対策手段 説明

1 最低 
決定的改善点が

存在する
コントロール・監督が存在していないか、存在していても重大な欠陥のため
意図どおりに機能していない。

2 低度 
重要な改善点が

存在する
適切なコントロール・監督は限定的にしか機能しておらず、リスクが残存し
ている。

3 中程度 
改善の余地が

存在する
コントロール・監督が存在しているが、重要な改善の余地がある。

4 高度 
改善の余地が
若干存在する

コントロールや監督が適切に実施されているが、運営に改善の余地がある。

5 最高 
既に効果的な対策が

実施されている
コントロールや監督が適切に実施されており、意図したとおりに運営されて
いる。



166

■特定したリスクの管理方法

特定した優先的に対応すべきリスクについては、責任者及びモニタリング機関を任命の上、リスクへの対応策を実施します。対応状況は

グローバルリスクマネジメント委員会（GRMC）において報告・議論し、対応結果を踏まえて次年度の重要リスクを選定することで、抽出・

評価・対策・モニタリングのPDCAサイクルを回しています。

4. 指標と目標
サントリーグループでは、事業への影響が大きいと想定される気候変動および水について、2030年を目標年とする中期目標として「環

境目標2030」を、2050年を目標年とする長期ビジョンとして「環境ビジョン2050」を定め、気候変動に向け取り組みを進めています。

※1 製品を製造するサントリーグループの工場
※2 2015年における事業領域を前提とした原単位での削減
※3 コーヒー、大麦、ブドウ
※4 サントリーグループの拠点
※5 2019年の排出量を基準とする
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2030年目標の達成に向け、水の取り組みでは、自然環境の保全・再生活動など、水に関わるさまざまな取り組みをグローバルに推進

しています。水を育む森を育てる「天然水の森」の活動を2003年から開始し、全国15都府県21 ヵ所、国内工場で汲み上げる地下水量

の2倍以上の水の涵養する約1万2千haまで拡大しています。また2021年には水の保全やスチュワードシップ（管理する責任）をグロー

バルに推進する国際標準の権威ある機関「Alliance for Water Stewardship（以下AWS）」と連携協定を締結し、水のサステナビリティ

推進のリーダーシップを担う企業に就任しました。

GHG削減の取り組みでは、世界各地域での再エネ電力の導入を進めており、2022 年末までに日本、米州、欧州の飲料・食品および

酒類事業に関わる全ての自社生産研究拠点63箇所で、電力を100％再生可能エネルギーに切り替えることを目指しています。また、内

部炭素価格制度を2021年から順次導入し、2030年までに脱炭素を促進する1,000億円規模の投資を実施する予定です。これらの取

り組みにより、2030年に想定されるGHG排出量を、約100万トン削減できる見込みです。

■取り組み実績
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自然と響きあう　環境

循環型社会への貢献

サントリーグループは、循環型社会の構築に向けて、多様なステークホルダーと、問題解決に向けた取り組みを推進していきます。また、

問題解決に向けサントリーグループ社員の一人ひとりが責任ある行動に努め、持続可能な社会を率先して実現します。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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循環型社会への貢献

サントリーグループ「プラスチック基本方針」

サントリーグループは、持続可能な社会の実現に向けて、循環型かつ脱炭素社会への変革を強力に先導すべく、「プラスチック基本方針」

を策定しました。当グループは、企業理念に掲げる「人と自然と響きあう」の実現を目指し、グローバルにサステナビリティ経営を推進

しています。容器包装の分野では、ペットボトルリサイクルの一部工程を省くことで、環境負荷低減と再生効率化を同時に実現する「FtoP 

ダイレクトリサイクル技術」を世界で初めて開発しました。

また、飲料用ペットボトルに植物由来原料を100%使用したキャップ※を世界で初めて導入、100%植物由来ペットボトル実現に向けた

取り組みなど、環境負荷の少ないペットボトル開発やリサイクルシステムの構築に継続して取り組んでおり、中期目標として2025年まで

に国内清涼飲料事業における全ペットボトル重量の半数以上に再生ペット素材を使用していくことを掲げています。

今回新たに策定した「プラスチック基本方針」に基づき、「FtoP 製造ライン」の増設をはじめ、2030年までにグローバルで使用するす

べてのペットボトルに、リサイクル素材あるいは植物由来素材のみを使用し、化石由来原料の新規使用をゼロにすることで、100%サス

テナブル化を目指します。

※ 主原料であるエチレンを100%植物由来化したポリエチレンキャップ。ただし、製造ライン切り替え時の微量の石油由来成分及び着色剤成分を除く

サントリーグループ「プラスチック基本方針」が、「2020年度グッドデザイン賞」において、「グッドデザイン・
ベスト100」に選出されました。（受賞日2020年10月1日）

サントリーグループは、商品の源泉である自然の恵みに感謝し、多様な生命が輝き響きあう世界の実現にむけて、循環型かつ

脱炭素社会への変革を強力に先導します。プラスチックはその有用性により、われわれの生活にさまざまな恩恵をもたらしてい

ます。

当社が使用するプラスチック製容器包装が有用な機能を保持しつつも、地球環境へネガティブな影響を与えないよう、多様な

ステークホルダーと、問題解決に向けた取り組みを推進していきます。また、問題解決に向けサントリーグループ社員の一人ひ

とりが責任ある行動に努め、持続可能な社会を率先して実現します。

1.Recycle & Renewable：

① 2030年までに、グローバルで使用するすべてのペットボトルの素材を、

　リサイクル素材と植物由来素材に100%切り替え、化石由来原料の新規使用ゼロの実現を目指します。

② 全ての事業展開国において、各国の国情に応じた効率的なリサイクルシステム構築のために必要な施策を、政府機関や業界、

環境NGO、NPOなどとともに積極的に取り組みます。

2.Reduce & Replacement：

　資源の有効活用のために、容器包装のデザイン変更等により、プラスチック使用量の削減を推進するとともに、環境にネガティ

　ブな影響を与えない代替となる容器包装の導入の検討をすすめます。

3.Innovation：

　リサイクル率向上、環境影響を最小限におさえる素材領域等におけるイノベーションに積極投資します。

4.New Behavior：

　 人々の行動変容を促す啓発活動を実施するとともに、サントリーグループ社員一人ひとりが、ライフスタイルの変革に努め、

分別収集の促進、河川、海岸の清掃活動などの社会貢献活動にも積極的に参加します。

サントリーグループ「プラスチック基本方針」

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

2030年までにグローバルで使用する全ペットボトルの100%サステナブル化を
目指します
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■「クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA）」に参画

サントリーグループは、2019年1月、経済産業省の呼びかけにより設立された官民連携のアライアンスであるCLOMAに設立時点から参画

しています。このアライアンスをとおして、政府機関や業界と強力に連携し、プラスチック代替素材の開発・普及促進に努めるとともに、海

外各国への情報発信と技術コンサルティングをとおして、各国の状況に応じた効率的なリサイクルシステムの構築を目指します。

サントリーグループは、日本のプラスチックのサプライチェーンを構成する40社※1と共同で株式会社アールプラスジャパンの運営に参画し、

使用済みプラスチックの再資源化事業に取り組んでいます。

サントリーグループでは、2012年来、米国バイオ化学ベンチャー企業・アネロテック社と、植物由来原料100%使用ペットボトルの共同開

発に取り組んできました。この開発の中で、環境負荷の少ない効率的な使用済みプラスチックの再資源化技術の開発可能性を見出すこと

ができました。

ペットボトル以外のプラスチックは、現在国内では再資源化処理が積極的には進んでおらず、多くが燃焼※2されていると言われています。

今回の技術は、ペットボトルを含むその他一般のプラスチックを、直接モノマー※3を含む基礎化学品（ベンゼン・トルエン・キシレン・エチ

レン・プロピレンなど）に戻すケミカルリサイクル※4の技術です。油化工程を経由するリサイクルよりも少ない工程で処理でき、CO2排出量

やエネルギー必要量の抑制につながるものと期待しています。この技術が確立できれば、より多くの使用済みプラスチックを効率的に再生

利用することができると考えています。

事業活動にペットボトルを多く使用するサントリーグループでは、持続可能な社会の実現に向けて、社外セミナーなどを通してリサイクルの

取り組みへの理解促進および分別収集の促進に取り組んできました。2021年には早稲田大学と「資源循環型社会の実現に関する協定書」

を締結するなど、次世代に向けた取り組みも行っています。社内においては、会社や部署の枠を超えて社員一人一人のリサイクルに向けた

分別行動の促進を行うだけでなく、社員ボランティア活動においても、国内ではNPO法人が主催する「海岸クリーンアップ活動」に、海外

ではビームサントリーの社員がシカゴ川流域の清掃活動に参加するなど、社会貢献活動を通した啓発にも取り組んでいます。

プラスチックによる環境課題の解決を目指すアライアンスへの参画

使用済みプラスチックの再資源化技術への取り組み

プラスチックに関する啓発活動

■「Global Plastic Action Partnership（GPAP）」に加盟

■WWFジャパン「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ 2025」に参画

サントリーグループは、2019年11月、プラスチックによる環境課題の解決に取り組むグローバルなアライアンス「Global Plastic 

Action Partnership（以下GPAP）」に加盟しました。「GPAP」は、プラスチックによる環境課題の解決を目的に、世界経済フォーラム

を基盤とした官民連携により創設された、プラスチックの循環型経済を目指すグローバルなアライアンスです。イギリス、カナダ政府を

はじめ、企業、投資家、専門家、NGOをはじめとする市民組織など、多岐にわたるメンバーで構成されています。グローバルレベルで

の情報交換やベストプラクティスの共有に加え、直近では、インドネシア、ガーナ、ベトナム政府とパートナーシップを締結し、ローカ

ルレベルでも地域に根差したプロジェクト活動に取り組んでいます。

サントリーグループは、持続可能な社会の実現に向け、2022年2月にWWFジャパン（公益財団法人世界自然保護基金ジャパン）による「プ

ラスチック・サーキュラー・チャレンジ 2025」に参画しました。

「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ 2025」は、WWFジャパンの呼びかけに応じ、企業がプラスチック諸問題の解決を目指す枠

組みです。参画企業は、2025年をマイルストーンにした容器包装／使い捨てプラスチックに関するコミットメントを掲げ、「持続可能なサー

キュラー・エコノミー」のアプローチで活動を推進していきます。

※1 2022年6月末時点

※2 サーマルリカバリー（熱回収）を含む

※3 重合に使われる単量体。モノマーがつながり高分子となったものがポリマー（プラスチックの原料となるポリエチレンなど）

※4 使用済みの資源をそのままではなく、化学反応により組成変換した後にリサイクルする
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■容器包装における3Rの考え方

循環型社会への貢献

容器包装の3R

容器包装の環境基準を設定
容器包装には、お客様のもとに届くまで商品を守り、よりよい品質を保持する役割があります。しかし、その多くはお客様が中味を消

費した後、廃棄物になります。サントリーグループは、容器包装がもたらす社会的な影響を強く認識し、1997年に自主基準「環境に係

る容器包装等設計ガイドライン」を設定。リサイクルの面からラベルの材質、ガラスびんの色などをガイドラインに沿って設計しています。

また、LCA（Life Cycle Assessment）の観点から、容器包装の環境負荷低減に取り組んでいます。

容器包装における3Rの推進
サントリーグループは、3R（Reduce・Reuse・Recycle）の考えのもと、環境に配慮した容器包装を開発しています。お客様の飲用時

からリサイクル処理を行うまでのユーザビリティに配慮しながら、軽量化をはじめ、より環境負荷の少ない素材の採用、リサイクル処理

しやすい設計に取り組んでいます。

商品設計から輸送、消費後のリサイクルまで、商品のライフサイクル全体での環境配慮を実践しています。

ペットボトルでの取り組み
環境負荷を最小限に抑える対策として、使用する資源量を極力減らし再生可能な資源を積極的に導入し、同時にお客様の使いやすさも

考慮しながら設計・開発をしています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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ペットボトルの商品ラベルについても、薄肉化による環境負荷低減に努めています。2012年に

は、国産ペットボトルのロールラベルとしては最薄となる16μm（マイクロメートル※2）のラベル

を実用化しています。2014年4月からは、さらに薄肉化した12μmのラベルを「サントリー天然

水」2ペットボトル、550mペットボトルで導入し、以降、ロールラベルを採用している全商

品への展開を進めています。これにより、従来のラベルに比べて、CO2排出量を25%削減※3す

ることができます。

※1 ミシン目ではがすのではなく、のりづけ部分からはがすタイプの商品ラベル
※2 1,000分の1mm
※3 フィルム（ラベル）製造工程における削減率

厚さ12μmの国内最薄ロールラベル

国産ペットボトル飲料最薄更新となるロールラベル※1導入

ペットボトルのキャップについても環境負荷低減に努めています。2016年9月より、「サントリー南アルプスの天然水」に、植物由来原

料を30%使用した国産最軽量※2となる1.85gのキャップを導入しました。これにより従来のペットボトルキャップに比べ、石油由来原料

の使用を約35%削減※3し、CO2排出量を約27%削減することができます。

更に、バイオ素材活用での環境への取組みをさらに進化させ、2019年3月より九州熊本工場（熊本県上益城郡）において「サントリー 

阿蘇の天然水」550mでエチレンを100%植物由来化したポリエチレンキャップの導入を開始しました。これにより、現行ペットボトル

キャップに比べて、石油由来原料の使用量を約90%、CO2排出量を約56%削減※4することができます。

※1 主原料であるエチレンを100%植物由来化したポリエチレンキャップ。ただし、製造ライン切り替え時の微量の石油由来成分及び着色剤成分を除く
※2 2020年4月現在
※3 「サントリー天然水」（550m）1本あたり
※4 「サントリー天然水」（550m）ペットボトルキャップ1個あたり

植物由来原料を100%使用したキャップ※1を導入

サントリー食品インターナショナル（株）は、世界初となる、植物由来原料を30%使用した飲料用ペットボトルキャップ導入などの環境

負荷低減活動が評価され、「平成28年度 循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞しました。

社会からの評価

「サントリー天然水」550mペットボトルには、独自開発の国産最軽量※2（11.9g）ペットボト

ル（自動販売機対応商品は除く）を採用しています。

従来のボトルに比べ、石油由来原料の使用量を550mペットボトル1本あたり約4割削減して

います。また、2ペットボトルは従来品よりも1本あたり約2割軽量化して29.8gとし、国産2

ペットボトルで初めて30g以下のボトル重量を実現しました。

※1 国産最軽量といった画期的な軽量化の実現や植物由来素材の使用など、いずれかの手段を通じて環境
負荷低減を図ったペットボトルを総称するために当社が作成したネーミング

※2 国産ミネラルウォーターペットボトル（500m～ 600m）対象。2020年11月現在
グリーンエコボトル

環境に配慮したグリーンエコボトル※1

■Reduce：軽量化

ペットボトル容器に関しては、サントリーグループ独自の

「2R+B」戦略に基づき取り組んでいます。開発において、

樹脂使用量の削減と再生素材の使用により徹底した資

源の有効利用を図りつつ、可能な範囲で石油由来原料

を再生可能原料で代替していく考え方です。

■「2R+B」戦略
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※1 2019年4月現在
※2,3 当社試算に基づく

代表的なペットボトル商品軽量化の変遷

代表的な商品におけるCO2排出量削減の例（「サントリー天然水」2ペットボトル）
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ペットボトルの自社成型への取り組み

サントリーグループでは、PET樹脂「レジン」からPETプリフォームを製造し、ふくらませてペットボトルにする自社成形を推進しています。

これにより、ボトル成型から中味充填までの一貫した設計・管理が可能になり、樹脂の使用量を削減し、ボトルの軽量化もしやすくなっ

ています。

さらに、完成品のペットボトル購入時に比べて、輸送時の燃料やCO2排出量も削減できます。また、ペットボトル成型で使用した高圧エアー

を回収再利用することで、効率的にエネルギーを使用し、CO2排出量を削減しています。

PET樹脂
CO2の排出量を50%以上削減できます。

樹脂から成型したプリフォーム 成型したペットボトル

日本でのペットボトル軽量化の製造技術・設計力は、これまで欧州のグループ会社などでも活

かされてきましたが、2017年に18gの耐熱ペットボトルを開発し、ベトナムのサントリーペプシコ・

ベトナム・ビバレッジに導入しました。2018年には、アフリカのサントリービバレッジ&フード・

ナイジェリアへ同技術を展開し、軽量化を推進しております。

更なる取り組みとして、耐熱ペットボトルに窒素を滴下して陽圧化することでボトルの変形を防

ぐ技術を活用。2020年には機能性・汎用性・デザイン性も追求した耐熱充填容器において世

界最軽量となる15gのペットボトルの開発に成功し、タイのサントリーペプシコ・ビバレッジ・タ

イランド、インドネシアのサントリーガルーダビバレッジに導入しました。ベトナムのサントリー

ペプシコ・ベトナム・ビバレッジでも今後導入予定です。

日本の技術力を活かした東南アジアでの世界最軽量※耐熱ペットボトル開発

東南アジア最軽量の耐熱ペットボトル

東南アジア最軽量の窒素滴下耐熱ボトル

食品事業で培われた技術を酒類事業にも大いに活用しています。国産最軽量となる110gの4

ペットボトルを、サントリーウイスキー「角瓶」「トリス〈クラシック〉」など酒類商品に2016年

6月から順次導入しています。従来の134gまたは120gから最大18%軽くすることで、ペット樹

脂の使用量を削減し、年間のCO2排出量が約460トン（17%）※削減されます。ペットボトルメー

カーと協働で、従来のペットボトルで採用していた把手部分を外し、ボトルの中央に深いグリッ

プ部を新たに採用することで、使いやすさにも配慮しています。

※当社試算

酒類事業におけるペットボトル開発

「旧4ペットボトル」と
「新・軽量化4ペットボトル」

※耐熱ペットボトル500mクラスにおいて（2020年4月時点、当社調べ）
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1.75大容量スピリッツを対象として、ビームサントリーでは初となるボトル自製技術を2017

年より導入しております。この自製化により、14%のボトル重量の軽量化を実現しました。また、

軽量化に伴い、トラックでのボトル輸送からプリフォーム輸送に切り替わることで輸送効率が

大幅に向上し、環境負荷低減への貢献が大きい取り組みとなりました。

本取り組みにより得たボトル自製技術を用いて、200m～ 750mなど中容量への更なる展

開も予定しております。

ビームサントリーにおけるペットボトル自製技術の導入

自製技術を導入した対象商品

※1  B to B：「ボトル to ボトル」の略で、ペットボトルをリサイクルして新たなペットボトルに再生すること
※2 メカニカルリサイクル：マテリアルリサイクル（使用済みの製品を粉砕・洗浄などの処理を行い、再び製品の原料とすること）で得られた再生樹脂をさ

らに高温・減圧下で一定時間の処理を行い、再生材中の不純物を除去し、飲料容器に適した品質のPET樹脂にする方法
※3 当社調べ

2011年、サントリー食品インターナショナル（株）は、協栄産業（株）と協働で、国内飲料業界で初めてペットボトルのB to B※1メカ

ニカルリサイクルシステム※2を構築しました。

導入開始時には再生PET樹脂50%でしたが、約1年間の運用結果を踏まえて安定供給が可能なことが確認できたため、再生PET樹脂の使

用量を100%に拡大しました。この再生PET樹脂100%のペットボトルは、「サントリーウーロン茶」「伊右衛門」2などの商品に多数

採用しています。

また、このシステムは、2011年、2012年「循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰」、2011年「地球温暖化防止活動環境大臣表彰（技

術開発・製品化部門）」をはじめ、食品業界初となる2011年「日経地球環境技術賞 優秀賞」を受賞。2012年には第21回「地球環境大賞」

を受賞。2013年には公益財団法人日立環境財団、（株）日刊工業新聞社主催の「環境賞 優秀賞」を受賞しました。

2022年4月時点で、日本で採用されているペットボトルのリサイクル手法の中で、コスト面および環境負荷（原料調達からプリフォー

ム製造までの工程におけるCO2排出量）が最も少ない※3のはメカニカルリサイクル法です。再生処理する過程でボトルに色味が付きま

すが、容器としての品質・安全性においては全く問題ありません。

PET樹脂の国内水平循環「リサイクルペットボトル」

■Recycle:ペットボトルを再生

リサイクルの取り組みの一環として、2017年に、協栄産業（株）および海外機械メーカー（オーストリア・EREMA社、イ

タリア・SIPA社）と協働し、さらなる環境負荷低減効果が見込まれる「FtoPダイレクトリサイクル技術」の開発に取り組み、

2018年秋より、製造を開始しています。「FtoPダイレクトリサイクル技術」は、回収したペットボトルを粉砕・洗浄した「フ

レーク(Flake)」を高温で溶解・ろ過後、直接プリフォーム製造を行うことができる技術です。「FtoPダイレクトリサイクル

技術」は、新たに石油由来原料を使用する場合と比較すると、約70%のCO2排出が削減※できます。（従来のメカニカルリ

サイクルは、約60%のCO2排出削減※）

「FtoPダイレクトリサイクル技術」の導入

※使用済みペットボトルからプリフォーム製造までの工程において

FtoPダイレクトリサイクル設備 FtoPダイレクトリサイクル
技術使用製品
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SBFEはフランスの再生プラスチックベンチャー企業であるカルビオス社とのコンソーシアムに参画しています。このコンソーシアムにおいて、

昨年6月、世界で初めて酵素技術でケミカルリサイクルした食品容器として使用できる品質のペットボトル開発に成功※し、SBFEの「オランジー

ナ」で試作品を作成しました。試作品ボトルの作りやすさや安全面の検証など、カルビオス社では実施できない分野の支援を日本の技術チー

ムが行いました。カルビオス社は、2021年9月に最初のデモプラントを開設し、2025年の商業化プラント稼働を目指しています。この技術は、

ポリエチレンテレフタラート（以下：PET）のみに働く特別な酵素によって元の材料にまで分解し、再び使用可能なペットボトル原料にする画

期的な技術です。分別が不十分であったり、欧州に多い色付きのペットボトルもヴァージンPETレベルまで再生できることが期待されています。

※当社調べ

世界初、酵素技術でケミカルリサイクルしたペットボトルの開発

サントリー食品インターナショナル（株）は、2010年11月から清涼飲料の主要ブランド「サントリー

天然水」「伊右衛門」「サントリーウーロン茶」などの2ペットボトルの一部に、リサイクル材を原

料にした商品ラベルを導入し、現在ではロールラベル方式※の全商品に原則採用しています。

このラベルは、業界初のリサイクルペットボトルを原料とするロールラベルで、2012年3月には

再生PET樹脂の混合率を60%から80%に引き上げました。

※ミシン目ではがすのではなく、のりづけ部分からはがすタイプの商品ラベル

リサイクルペットボトルを
原料としたロールラベル

リサイクルペットボトルを原料にした商品ラベルの導入・進展

イギリス、フランス、スペインを中心としたSuntory Beverage and Food Europe（以下

SBFE）においても、2030年ペットボトルの100%サステナブル化に向けて、活動を進めてい

ます。イギリスですでに100%サステナブルボトルを導入している「Ribena」につづき、2021

年にはフランスで「MAY TEA」及び「Pulco」に100%サステナブルボトルを導入しました。

2022年には、イギリス及びアイルランドで「Lucozade Sport」に100%サステナブルボトル

を導入しました。

ベトナム、 タイ、 インドネシアを中 心としたSuntory Beverage and Food Asia Pacific

（SBFAPAC）においては、ベトナムで2022年に当社アジア地域として初の100%サステナブル

ボトルを導入しました。

海外拠点における積極的なリサイクルペットボトルの導入

サントリーグループは、ペットボトル開発において、可能な範囲で石油由来原料を再生可能原料

で代替していくことを目指しています。2013年には植物由来原料30%使用のペットボトルを「サン

トリー天然水」550mに導入しています。

サントリーホールディングス（株）と米国バイオ化学ベンチャー企業・アネロテック社は、植物由

来原料100%使用ペットボトルの共同開発に取り組んでおり、2016年にペットボトル原料を生成

する実証プラントを米国テキサス州に建設し、実用化に向けて技術検証を行っています。将来的

には、サントリー食品インターナショナル（株）の「サントリー天然水」ブランドを中心に植物由

来原料100%使用ペットボトルを導入予定です。開発にあたり、ペットボトル原料の70%を構成す

るテレフタル酸の前駆体「パラキシレン」を、食料用原料のサプライチェーンに影響が出ないよう、

非食用の植物由来原料（ウッドチップ）のみから生成することを目指しています。2021年12月には、

米アネロテック社と共同開発を続けていた植物由来原料100%ペットボトルの開発に成功、フード

チェーンに影響を与えないバイオペットボトルの実用化へ向けて前進しました。

100%植物由来を目指して

■Bio:植物由来樹脂を積極的に活用

実証プラント
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缶・びん・樽での取り組み

ビールやコーヒーなどの缶について、お客様の扱いやすさを確保しつつ、使用する資源量を極

力減らすことを目指して軽量化を進めています。

アルミ缶は、2008年にビールの缶のふた口径を小さくし、2014年にはビールやチューハイな

どの低アルコール飲料の缶胴を薄くする取り組みを行いました。また、コーヒーのスチール缶

も缶胴の薄肉化を実施し、着実に軽量化を推進しています。

ビールや飲食店様向けの清涼飲料などにはリターナブル容器（びんや樽）が多く使用されており、これらは自社ルートで回収・洗浄して、

繰り返し使用しています。また、酒販店様や飲食店様から排出される事業系ガラスびんについては、1974年に専門の業者による回収ルー

トを構築し、流通チャネルでの回収を支援しています。

ワンウェイびんは、各市町村などの効果的な分別・回収ルートを活用させていただいています。

Beam Suntoryのシップスミスは、LoopとTescoと連携し、10店舗において循環型ショッピングプラットフォーム「Loop」システムを実

験的に導入しています。このシステムとは、使用後に容器ボトルを回収、洗浄、再充填の後に再販売することでごみを減らす仕組みです。

シップスミスは、Loopボトルにより標準的なボトルと比べて二酸化炭素の排出量は15%少なくなり、さらにガラス材料の埋め立てなど

の問題の解決にもつながるとし導入を開始しました。

またBeam Suntoryでは、パッケージデザインの評価に、クラウドベースのライフサイクル評価（LCA）ソリューションを実験的に導入し

ています。このソフトウェアの環境性能に関する基準とデータは、既存のパッケージの分析に使用され、容器特性や使われ方や環境負

荷などを踏まえたポートフォリオ全体でのパッケージに関する判断に活用していきます。

プレミアムモルツの中びんは、2014年に約10g軽量化して460gになりました。ラベルが貼られている胴部分の太さを0.2 ～ 0.3ミリ

へこませ、びん同士がぶつかっても傷がつかないように設計されています。また、栓抜きで開栓する際に口欠けしにくい形状に改善を

するなど、びん品質の改善にも取り組んでいます。

缶の軽量化

びん・樽の再利用

循環型ショッピングプラットフォーム「Loop」の導入

びんの軽量化

■Reduce:軽量化

■Reuse:容器の回収・再利用を推進

「ボス レインボーマウンテンブレンド」
「ザ・プレミアム・モルツ」

「-196℃ストロングゼロ<ダブルレモン>」

「ザ・プレミアム・モルツ」中びん



178

2010年4月より焼酎・スピリッツの紙容器に、2014年2月よりワインの紙容器に、リサイクル

適性の高い容器を採用し、現状では酒類紙容器製品の約9割について切替を完了しております。※1

従来は品質保持のため、内側にアルミニウム蒸着を施した容器を採用していましたが、紙とア

ルミニウムを分離してリサイクルすることが困難でした。新しい紙容器では、非アルミニウムの

透明基材蒸着を採用する事により、リサイクル適性を向上しています。

※1 2020年5月時点

「麦焼酎むぎのか」「サントリー梅酒」
「デリカメゾン」

■Recycle: より回収しやすい容器に

リサイクルできる紙容器への変更

紙パック・段ボールでの取り組み

サントリーグループでは、環境負荷低減の理念に基づき、業界連携のもと飲料のダンボールカー

トンのショートフラップ化に取り組み、2012年春から清涼飲料の小容量ペットボトル製品にて導

入を開始しました。これにより、従来の段ボールに比べて紙の使用量を約20%削減できました。

2019年よりビール製品およびRTD製品にもショートフラップダンボールを展開しております。

段ボールの軽量化

■Reduce:軽量化

サイド部の段ボール使用量を削減した
ショートフラップ段ボール

※1 FSC（Forest Stewardship Council・森林管理協議会）は、責任ある森林管理を普及させることを目的とする国際的な非営利団体です。責任ある森
林管理から生産される木材とその製品を識別し、それを消費者に届けることで、責任ある森林管理を消費者が支える仕組みを作っています。その認
証は、森林の環境保全に配慮し、森林のある地域社会の利益にかない、経済的にも継続可能な形で生産された木材に与えられます。

「FSC®認証紙」使用率100%を達成
サントリーグループは、国産商品において、国際的な森林管理認証FSC認証※1を取得した紙製包材を順次採用しています。第一弾と

してサントリー食品インターナショナル（株）が、「サントリー天然水」にFSC認証取得ダンボール包材を2017年8月製造分から採用。

2018年2月下旬にはサントリー天然水」ブランド全商品のダンボール包材が、FSC認証紙使用率100%を達成しました。飲料事業に加え、

酒類事業の商品のダンボール包材、6缶パック包装紙においても順次採用し、グループ全体でFSC認証を取得した紙製包材の使用を推

進しています。
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容器リサイクルで業界・自治体等と連携

サントリーグループは、バリューチェーンを構成する12社で、持続可能な社会の実現に向けて、プラスチック課題解決に貢献すべく、

使用済みプラスチックの再資源化事業に取り組む共同出資会社、株式会社アールプラスジャパンを設立し、2020年6月から事業を開始

しました。

ペットボトル以外のプラスチックは、現在国内では多くが燃焼※1されていると言われています。今回の技術は、ペットボトルを含むその

他一般のプラスチックを、直接原料（ベンゼン・トルエン・キシレン・エチレン・プロピレンなど）に戻すケミカルリサイクルの技術です。

従来の油化工程を経由するケミカルリサイクルよりも少ない工程で処理でき、CO2排出量やエネルギー必要量の抑制につながるものと

期待しています。この技術が確立できれば、より多くの使用済みプラスチックを効率的に再生利用することができると考えています。

今回設立した（株）アールプラスジャパンは、アネロテック社とともに、この環境負荷の少ない効率的な使用済みプラスチックの再資源

化技術開発を進めます。世界で共通となっているプラスチック課題解決に貢献すべく、回収プラスチックの選別処理、モノマー製造、ポ

リマー製造、包装容器製造、商社、飲料メーカーなど業界を超えた連携により、実用化を目指していきます。

※1 焼却時に発生する熱を回収し、発電や熱供給に活用するサーマルリカバリー（熱利用）を含む

2021年、サントリー食品インターナショナル（株）は、循環型社会形成を目指し、東播磨の2市2町（兵庫県高砂市、同加古川市、同

加古郡稲美町、同加古郡播磨町）と住民、行政、事業者が三位一体で使用済みペットボトルを新たなペットボトルへと再生する「ボト

ルtoボトル リサイクル事業」に関する協定を2月3日（水）に締結しました。

本協定に基づき、東播磨2市2町と当社は、市民・町民の皆様が分別した使用済みペットボトルを回収・再生して新たなペットボトルに生

まれ変わらせる「ボトルtoボトル」水平リサイクルを開始し、さらに域内工場で製品にして、東播磨エリアに出荷・還元します。

複数自治体と企業が連携して、「ボトルtoボトル」リサイクルに取り組むこと、また、このスキームで生み出されたリサイクルペットボトル

を域内事業者が製造し、地域へ出荷・還元すること、どちらも国内初の取り組みとなります。今回の協定締結により、「ボトルtoボトル」

の水平リサイクルをさらに強力に推進し、循環型社会の実現にむけた地球環境の保全活動を一層強化していきます。

使用済みプラスチックの再資源化事業に取り組む新会社「株式会社アールプラスジャパン」設立

自治体と連携した水平循環の推進

新技術の特徴
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ペットボトルの海洋汚染問題
ペットボトルを含むプラスチック容器による海洋汚染の問題が深刻化しており、世界的な環境課題として議論されています。サントリーグ

ループは多くの容器を扱う飲料企業として、積極的にこの問題に取り組み、国や地域、産業界と連携しながら、解決に向けて取り組ん

でいきます。当社はこれまでも2R+Bの推進、また消費者へのリサイクル啓発活動を、国内・外で継続的に展開してきました。

今後も各国や地域における更なるリサイクル率の向上を目指し、様々なステークホルダーと恊働して、改善活動を促進していきます。

また、社員ボランティア活動の一環として、国内ではNPO法人が主催する「海岸クリーンアップ活動」に、海外ではビームサントリーの

社員がシカゴ川流域の清掃活動に参加するなど、社員一人ひとりがこの課題を自分事として捉え、行動を起こしていくよう啓発活動を行っ

ています。

サントリーグループでは、2019年6月に「プラスチック基本方針」を策定し、2030年までにグローバルで使用するすべてのペットボトルに、

リサイクル素材あるいは植物由来素材のみを使用し、化石由来原料の新規使用をゼロにすることで、100%サステナブル化を目指します。

海岸クリーンアップ活動 Friends the Chicago River

空容器の散乱防止対策を推進
環境美化と資源の有効活用推進のために、空容器の散乱防止活動に取り組んでいます。空容器回収ボックスは、自動販売機1台に1個の

設置を推進しています。また、自動販売機には散乱防止のための「統一美化マーク」を貼りつけ、リサイクルへの意識啓発を図っています。

業界統一自動販売機横 新機能リサイクルボックス設置について
2022年秋より業界統一仕様のリサイクルボックスを異物混入の多い屋外で順次展開します。

自動販売機横 新機能リサイクルボックスは、投入口が下向きなどの工夫により異物削減効果が検証されて

います。

当社はペットボトルの水平リサイクル推進に向け、自動販売機での使用済みペットボトルの回収に力を入れ

ていますが、「回収する清涼飲料空容器の品質向上」は、オペレーションセールスや再生処理工程の業務

効率を改善し、ペットボトルの資源循環に貢献します。

サントリーグループは、これからも自動販売機横 リサイクルボックスを資源循環の入り口として、「ゴミ箱で

はありません、リサイクルボックスです」の周知・啓発に取り組んでいきます。
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循環型社会への貢献

廃棄物の削減と再資源化の推進

循環型社会の構築に寄与するため、副産物・廃棄物の排出量削減と100％再資源化に取り組んでいます。

再資源化の推進

副産物・廃棄物排出実績

サントリーグループの国内工場では、生産工程で発生する副産物・廃棄物の排出量削減と100％再資源化に取り組んでいます。2021年

は、国内工場から発生した副産物・廃棄物は合計217,925トンとなり、前年より総量で4.6%、原単位で7.5%減少しました。

サントリー食品ヨーロッパでは工場からの廃棄物をゼロにするという目標を掲げて廃棄物の削減と再資源化に取り組んでいます。また、

製品の食品廃棄物を50%削減するという目標を掲げており、この目標に向けた取り組みの一環として、余剰製品を慈善団体に寄付し、

貧困に苦しむ人々の支援を行っています。

エリア

排出量（千t）

2019年 2020年 2021年

日本 251 228 218

米州 193 156 410

欧州 113 95 119

アジア 32 32 30

オセアニア 5 7 7

アフリカ 0 0 0

計 594 518 783★

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

排出量 (千t) 258 258 251 228 218

再資源化量 (千t) 258 258 251 228 217

再資源化率 (％ ) 100.0 100.0 99.9 100.0 99.7

※国内生産27工場、海外生産64工場が対象

※米州における排出量の増加は計上すべき副産物・廃棄物の対象範囲を2021年度から拡大したため。対象範囲の拡大に伴う副産物・廃棄物の増加量は238千t

※うち、サントリー食品インターナショナルグループの国内・海外の生産工場の副産物・廃棄物排出量は148千t★

※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。
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排出物の種類 主要用途

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

排出量
(t)

再資源
化率(%)

排出量
(t)

再資源
化率(%)

排出量
(t)

再資源
化率(%)

排出量
(t)

再資源
化率(%)

排出量
(t)

再資源
化率(%)

植物性残さ（糖化
粕・茶粕・コーヒー
粕など）

・飼料

・肥料
195,334 100 187,818 100 181,524 100 164,185 100 159,273 100

汚 泥（ 余 剰 汚
泥など）

・肥料 30,351 100 30,472 100 31,245 100 30,275 100 27,337 100

木くず（樽 材、
パレット）

・家具材

・合板原料
1,314 100 4,435 100 2,458 100 5,186 100 5,267 100

ガラス・陶磁器
くず

・ガラス材料

・路盤材
3,508 100 3,216 100 2,825 100 2,285 100 1,337 100

紙くず（段ボー
ル、 紙 ラベル
など）

・再生紙

・段ボール原料
6,349 100 6,228 100 6,429 100 5,520 100 5,508 100

廃プラスチック
類

・パレット

・固形燃料

・補助燃料

5,918 100 6,138 100 6,338 100 6,033 100 5,796 100

金属くず（アルミ、
鉄）

・アルミ

・スチール原料
2,958 100 3,240 100 3,270 100 3,314 100 3,506 100

その他 12,632 100 16,405 100 17,365 100 11,558 100 9,903 93

合計 258,365 100 257,951 100 251,454 100 228,355 100 217,925 99.7

副産物・廃棄物の排出量、再資源化率および用途

※国内生産27工場が対象
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井筒まい泉（株）では、貴重な自然の恵みを無駄にしないために、食品ロスの削減と再利

用に積極的に取り組んでいます。その象徴的な取り組みが、パンの耳の循環利用サイクル

の構築です。

同社の人気メニューであるヒレかつサンドの製造工程では、パンの耳の切れ端が発生しま

す。このパンの耳は、従来から飼料としてリサイクルできる業者様に引き渡していましたが、

パンの耳を混合した飼料が豚の飼育に適していることから、2012年からはこれを飼料とし

て育てたオリジナルブランド豚「甘い誘惑」を開発し、再び同社のとんかつなどの原料と

して循環利用する取り組みを行っています。

食品廃棄物の循環利用サイクルの構築――井筒まい泉（株）

オリジナルブランド豚「甘い誘惑」

■種類別に再資源化の用途を開拓

サントリーグループから発生する副産物・廃棄物は、さまざまな用途で再資源化しています。

役目を終えたウイスキーの樽材からつくられた「樽ものがたり」の商品群

樽キャビネット TARURUダイニングセット バレル テイスティングセット
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循環型社会への貢献

サントリーが参画している業界団体

サントリーが参画しているリサイクル業界団体
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会

URL：http://www.jcpra.or.jp/

活動内容：容器包装の再商品化、普及啓発、情報提供

役職：総務企画委員、ガラスびん事業委員、PETボトル事業委員

公益社団法人 食品容器環境美化協会

URL：http://www.kankyobika.or.jp/

活動内容：飲料容器の散乱防止、環境美化

役職：企画委員

ガラスびん3R促進協議会

URL：http://www.glass-recycle-as.gr.jp/

活動内容：ガラスびんの3R推進

役職：理事、運営委員

PETボトルリサイクル推進協議会

URL：http://www.petbottle-rec.gr.jp/

活動内容：PETボトルのリサイクル推進

役職：理事、総務企画委員、回収・再利用促進委員、広報委員、技術検討委員、運営委員

アルミ缶リサイクル協会

URL：http://www.alumi-can.or.jp/

活動内容：アルミ缶のリサイクル推進

役職：理事、企画委員

サントリーが参画している酒類・飲料業界団体の環境関連委員会
全国清涼飲料工業会（環境委員会、自販機委員会等）

URL：http://www.j-sda.or.jp/

ビール酒造組合（環境部会、容器環境部会）

URL：http://www.brewers.or.jp/

日本洋酒酒造組合（環境問題対策委員会）

URL：http://www.yoshu.or.jp/
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循環型社会への貢献

汚染防止・化学物質管理

環境リスクを評価して対応策を策定

■SOx排出量

サントリーグループが取り扱う商品は農産物や水を主原料とする商品が多く、ほかの産業と比較すると、原料由来の環境リスクは小さ

いと考えられます。しかし、生産工程では、機器の洗浄・殺菌用に薬品も使用しており、周辺環境を汚染するおそれがないとはいえま

せん。そこで、あらゆる異常・緊急事態を想定し、発生するリスクを評価して対応策を講じています。

大気汚染防止
サントリーグループでは、硫黄分が含まれないガス燃料への転換や低NOxバーナーの採用などにより、SOx・NOxの排出量削減に努

めるとともに、工場ごとに法規制と同等、もしくはより厳しい自主基準値を設定して、ボイラーなどからの排出ガス中の大気汚染物質を

管理しています。

原料の大半が自然由来でも環境負荷は生じるため、環境リスクを想定して必要な対策を講じています。

■NOx排出量

2019年 2020年 2021年

排出量（t） 16.8 10.4 3.4

原単位（g/k） 3.5 2.2 0.7

2019年 2020年 2021年

排出量（t） 152.0 151.6 141.8

原単位（g/k） 31.6 32.2 29.4

水質汚濁防止
法規制などにより厳しい自主基準値を工場ごとに設定し、排水を管理しています。

※国内生産27工場が対象

※国内生産27工場が対象

土壌汚染防止
サントリーグループの工場では、機器の洗浄などに化学物質を使用しています。これらは厳しく管理し、漏出のないように努めていますが、

万が一、洗浄剤・薬品などが漏出した場合でも土壌に浸透しないように、各工場では薬品タンクの周囲に防液堤を設置し、定期点検を

行い、汚染の防止に努めています。
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化学物質管理
サントリーグループでは「PRTR法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）」「毒物及び劇物取

締法」「消防法」などの関連法規、ならびに社内の「PRTR法に基づく化学物質管理ガイドライン」（2003年制定）に基づいて化学物質

を管理しています。

廃棄物適正処理・管理
廃棄物の適正管理では、マニフェスト制度の遵守と廃棄物情報の一元管理の強化を目的とし、電子マニフェスト化を推進しています。

また、生産拠点、営業拠点、文化拠点、本社機能、グループ会社を対象に、集合研修・実地確認・ロールプレイングといった手法で廃

棄物管理の知識・スキル向上を図る「廃棄物管理セミナー」「廃棄物現地確認セミナー」等の研修を実施し、廃棄物の適正処理の徹底

に向けた取り組みを継続しています。

ポリ塩化ビフェニール（PCB）廃棄物の管理
PCB廃棄物は適正に保管し「PCB特別措置法」に基づいて、自治体に保管状況を届け出ています。サントリーグループでは、日本環境

安全事業（株）（JESCO）へ処理委託を登録し、2007年度よりPCB使用機器の処理を開始しました。

PCB使用機器の使用・保管の状況は次の通りです。

保管中 使用中 保有合計

コンデンサ 2 0 2

変圧器 5 0 5

照明器具安定器 1 0 1

■PCB使用機器の保有数（2022年1月現在）

事故・訴訟
2021年は、環境に関する重大な事故、訴訟はありませんでした。

アルコール蒸散対応
ウイスキーの貯蔵工程では、貯蔵期間に伴いアルコールが樽から揮散します（これを蒸散といいます）。蒸散したアルコールが工場外に

出ないよう、貯蔵庫に回収機器の設置などを行っています。また、定期的にモニタリング（濃度測定など）を実施し、アルコールの蒸

散が低減できているかどうかを確認しています。
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自然と響きあう　環境

環境コミュニケーション

適時適切な情報開示とコミュニケーションを実践
環境の取り組みに関するダイアログやお客様センターなどでステークホルダーからいただいたご意見・ご要望は、目標および活動の改

善につなげています。また、ご意見への回答と合わせて、サステナビリティレポートの発行、ホームページや環境イベントなどを通じた

環境情報の発信を積極的に行っています。

■詳細な情報を伝えるWebサイト

Webサイト「環境活動」で、環境への取り組みについて、詳しい情報を紹介しています。また、定期

的に情報を追加・更新することで、最新の情報をご提供するよう努めています。

サントリーの「自然との共生」に関する情報を社会に発信し、ステークホルダーとのコミュニケーションを大切にしています。

Webサイト「環境活動」

■工場における環境コミュニケーション

サントリーグループでは、ビール、ウイスキー、天然水などの工場で、

年間約70万人のお客様の見学を受け入れています。見学コースの中

には環境コーナーを設置し、活動の内容をお伝えしています。また、

親子で楽しみながら学べるイベントを期間限定で開催し、子どもた

ちに環境を守ることの大切さを感じていただいています。コロナ禍

では、オンラインでのツアーやバーチャル工場見学等を実施してい

ます。

親子向けイベント 工場の環境コーナー

■「水と生きる」の想いを社会と共有するため企業広告を出稿

サントリーグループは、「人と自然と響きあう」という企業理念のもと、持続可能な地球環境を次代へ引き渡すための環境活動や社会福祉・

教育・災害支援などの地域貢献、芸術・学術・地域文化の振興、スポーツ支援、次世代育成など、多様な文化・社会貢献活動に取り組

んでいます。

こうした活動や商品を通じて社会に潤いを与える企業でありたいという想いをお伝えするため、「水と生きる」を社会との約束として掲げ、

2013年には「天然水の森」の水源涵養（かんよう）活動をテーマにした環境広告を新聞・TVCMを実施。TVCM「サントリー天然水の森」（土

づくり篇）は、環境省および一般財団法人 地球・人間環境フォーラムが主催する「第17回 環境コミュニケーション大賞テレビ環境CM部門」

において優秀賞を受賞しました。

新聞広告 「サントリー天然水の森」 TVCM「サントリー天然水の森」 
（土づくり篇）
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新聞広告『水と生きる』

2014年～ 2016年には、サントリーの環境活動についてより広くお客様に知っていただくために、「宇宙人ジョーンズのサントリー調査シ

リーズ」を新聞・TVCMなどで展開しました（TVCMは2016年3月で終了）。

2018年からは、サントリーグループがお客様、地域社会、自然環境と交わす約束『水と生きる』のメッセージを通じて、

水の大切さを社会に広く伝える新聞広告を出稿しています。

TVCM第2弾「天然水の森・レクチャー」篇 
（2014.10月～）

TVCM第1弾「入社前」篇 
（2014.7月～）
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サステナビリティへの取り組み

社会と響きあう 文化・社会貢献

サントリーグループの文化・社会貢献活動の原点は、創業者・鳥井信治郎の「利益三分主義」の精神にさかのぼります。時代を見つめた文化・

社会貢献のあり方を追求し続ける姿勢は、世代を超えて受け継がれており、「芸術・文化・学術」「スポーツ」「社会福祉」の分野を中心に、「次

世代育成」「被災地支援」「地域貢献」「チャレンジド・スポーツ支援」「社員ボランティアの推進」など多岐にわたる文化・社会貢献活動に

取り組んでいます。すべての社会貢献活動で地域とのエンゲージメント活動を実施し、地域とのコミュニケーションを大切にしています。

社会貢献活動方針

社会福祉

芸術・文化・学術活動

次世代育成

スポーツ活動

被災地支援

サントリーグループは創業以来、人々が
心豊かに暮らしを楽しむことのできる社
会の実現に寄与するため、さまざまな社
会貢献活動に取り組んできました。グルー
プ各社とともに、グローバルに社会的責
任を果たすため、「サントリーグループ社
会貢献活動方針」を策定しています。

創業からの「利益三分主義」の精神に
基づき、事業の利益を社会に還元する
慈善活動・社会福祉に現在も取り組ん
でいます。

豊かな生活文化の発展に寄与する芸術・
文化振興に加え、人文・社会科学や生
物有機化学研究の推進にも取り組んで
います。

次代を担う人づくりも企業の使命であると
考え、子どもたちの成長を支援する多様
な活動を展開しています。

人々の豊かな生活文化への貢献を目指し、
スポーツ振興に力を入れています。

国内外の大規模な災害時に義捐金の寄付
や飲料水の提供、グループ一体となった
活動等を継続的に支援を行っています。

地域貢献

工場緑化を推進し、工場見学実施や
従業員参加による美化活動など、地域
に根ざした貢献活動を幅広く展開して
います。

社員ボランティア活動支援

“Growing for Good”へ向け誠実で信
頼される人間として成長しつづけるため、
ボランティア活動をはじめとした社員の
社会参加を積極的に支援しています。

チャレンジド・スポーツ支援

創業以来のチャレンジ精神｢やってみなはれ｣
のもと、｢PASSION FOR CHALLENGE｣を掲
げ、チャレンジドスポーツ（障がい者スポーツ）
のアスリートを応援する活動を行っています。
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社会と響きあう　文化・社会貢献

社会貢献活動方針

サントリーグループは、創業精神「利益三分主義」のもと、地域社会への貢献や文化、芸術、スポーツ振興、被災地支援活動、環境

活動などに積極的に取り組み、社会・自然との共生を図ってきました。サントリーグループの社会貢献活動はさまざまな社会的課題の

解決に貢献するとともに、サントリーグループが展開する事業の持続的な発展にも寄与すると考えています。グループ各社とともにサン

トリーらしい活動を推進していくことで、グローバルにコーポレートブランドの価値向上を図っていきます。

サントリーグループは、創業者の「利益三分主義」の精神を受け継ぎ、社是にいう“生命の輝き”をめざして、人々が心豊かに暮

らしを楽しむことのできる社会の実現に寄与するため、社会貢献に積極的に取り組んできました。

私たちは、企業理念に掲げる「人と自然と響きあう」のもと、お客様に最高品質の商品・サービスをお届けするとともに、生活文

化の豊かな発展と持続可能な地球環境の実現をめざし、グローバルに社会的責任を果たしていきます。

1.「文化・芸術振興」「スポーツ振興」「社会福祉」「自然環境保全」「ダイバーシティ」「被災地支援」の分野を中心に、次世代

育成の見地と地域の実情をふまえた活動を、従業員とともに推進しています。

2.ステークホルダーとの対話を重視し、連携・協働に取り組んでいます。

3.従業員の多様なボランティア活動を支援しています。

サントリーグループ社会貢献活動

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう



191

社会と響きあう　文化・社会貢献

芸術・文化・学術活動

■公益財団法人 サントリー芸術財団

■サントリー美術館 ― 「美を結ぶ。美をひらく。」

芸術・文化・学術の振興活動

1961年開館のサントリー美術館と、創業70周年記念事業として1969年に設立された鳥井音楽財団（1978年にサントリー音楽財団に

改称）。ほぼ半世紀にわたって芸術分野で積み重ねてきたこの2つの活動を、創業110周年記念事業として1つに束ねるとともに、21世

紀にふさわしい新たなかたちに革新すべく、2009年に設立されたのが公益財団法人サントリー芸術財団です。

また、2012年4月よりサントリーホールの運営へと事業領域を拡大し、ユニークかつ多彩な事業を通じ、日本の音楽・美術のさらなる

普及と発展への貢献を目指しています。

サントリーグループは、豊かな生活文化の発展に寄与するため、サントリー美術館、サントリーホールの運営をはじめとして、多様な文化

貢献活動に取り組んでいます。

また人文・社会科学の学術研究助成や、生物有機科学の研究活動の推進も行っています。こうした活動を通じて、次代を担う国際的人材

の育成も目指しています。

サントリー美術館は「生活の中の美」を基本理念に1961年に開館し、日本美術を中心とした

企画展と作品の収集活動を展開しています。2007年3月には六本木の東京ミッドタウンに移転。

ミュージアムメッセージ「美を結ぶ。美をひらく。」のもと、国宝1件、重要文化財15件をはじ

めとする約3,000件の収蔵品を核に多彩な企画展を開催し、日本人の“美への感性”を後世に

継承していく活動を続けています。「都市の居間」をテーマに建築家・隈研吾氏によって設計さ

れた美術館は、2020年に大規模改修工事を経てリニューアル・オープン。ショップやカフェ、

さまざまなプログラムを開催するホール、茶室などもととのっています。 サントリー美術館

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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2021年は開館60周年。新たな取り組みにも挑戦した意欲的な記念展を開催

サントリー美術館は2021年、開館60周年を記念し4つの展覧会を開催しました。

アメリカ中西部のミネアポリス美術館より貴重な日本美術作品が里帰りした「ミネアポリス美術館　日本絵画の名品」展は、渡

航の困難な時期に海外美術館のコレクションを一挙公開し、ご好評いただきました。続いて、感性を刺激する斬新な切り口で

話題を集めたサントリー美術館コレクション展「ざわつく日本美術」、人気オンラインゲームとのコラボレーションでも刀剣ファ

ンの反響を呼んだ、美術館初の刀剣展「刀剣　もののふの心」、人気漫画の原画を含む様々な作品を通して、聖徳太子の生涯

や太子信仰をたどった、太子没後1400年記念展「聖徳太子　日出づる処の天子」を開催。一年を通して新型コロナウイルス感

染拡散防止対策を徹底し、多くのお客様を安全にお迎えすることができました。

コロナ禍の影響でご来館を控えるお客様にも継続的にお届けできるよう、オンラインプログラムもより充実させ、多くの方々に

広く日本文化に親しんでいただける取り組みを続けています。

ラーニングプログラム：
＜動画＞「ミネアポリス美術館

日本絵画の名品」
私たちの“推し絵師”おしえます！

＜動画＞サントリー美術館
開館60周年記念展
ざわつく日本美術

サントリー美術館　開館60周年記念展　ポスター

サントリーホール ― 世界一美しい響きをめざして

サントリーホールは、1986年に東京初のコンサート専用ホールとして開館しました。偉大な指揮者である故カラヤン氏に「音の宝石

箱」と評されたヴィンヤード形式の大ホールと、ブルーローズ（小ホール）の2つのホールで、国内外の一流アーティストによる演奏

が繰り広げられ、例年、年間約550を超える公演に、約60万人のお客様が来場されています。コロナ禍においては徹底した感染拡

大防止と安全安心な公演開催の両立、そして音楽を通じた心豊かな生活の提供と、音楽文化を牽引し社会に貢献することを使命に

取り組んでいます。2021年9月には、開館からの総数でご来場者2,000万人を達成しました。

来場者2,000万人達成サントリーホール
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サントリーホールでは、“世界一の美しい響き”を大切にしながら、高齢者の方、障がいをお持ちの方にも楽しんでいただけ

るように、ホワイエから1階大ホールに移動しやすいスロープや多目的化粧室の増設など、ユニバーサルデザインを推進して

います。

また定期的な消防訓練や防犯訓練を行って、安全・安心への取り組みも「世界一」を目指しています。

ユニバーサルデザインや安全・安心への取り組みも「世界一」を目指して

1階ホワイエに増設されたスロープ 防犯の実地訓練を通じた、
安全・安心への取り組み

世界中から、距離、時間、そして国境や言語を超えて、サントリーホールの施設やコンサートを、生活の中で身近に体感できる

ことを目指し、オンラインイベント、バーチャル バックステージツアー、オンライン配信、オンラインショップ、動画ライブラリー、

公演アーカイブ、おすすめコラムなどのデジタル情報を掲載した、「デジタルサントリーホール」を開設しました。

DX推進の活動基盤となる新プラットフォーム「デジタルサントリーホール」の開設

デジタルサントリーホール
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2021年に開館35周年を迎え、オリジナリティあふれる記念主催事業を開催

開館当初よりサントリーホールでは音楽の情報発信基地としてオリジナル企画の主催公演を開催してきました。開館35周

年を迎えた2021年は「夢を奏でる場所」というキーメッセージのもと、多彩な記念事業を展開しました。10周年を迎えた

室内楽の祭典「チェンバーミュージック・ガーデン」、1987年から続く現代音楽の祭典「サマーフェスティバル」、そして「35

周年記念 ガラ・コンサート」と、サントリーホール独自のオペラの表現形式「ホール・オペラ® ヴェルディ：ラ・トラヴィアー

タ（椿姫）」、また、1999年より日本に招聘しているウィーン・フィルハーモニー管弦楽団は、巨匠リッカルド・ムーティと

共に来日。世界最高峰の素晴らしい演奏は、「音楽を通して人がつながる力」を再確認する新たな歴史の1ページとして刻

まれました。

チェンバー
ミュージック・ガーデン2021

サントリーホール
サマーフェスティバル2021

35周年記念 ガラ・コンサート
～夢を奏でる場所～

「ホール・オペラ®ヴェルディ：ラ・トラヴィアータ」 ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2021
リッカルド・ムーティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

サントリーホール、サントリー美術館電力切り替えでCO2削減

サントリーグループでは、2022年4月より、国内すべての自社生産研究拠点30箇所で購入する電力を100%再生可能エネル

ギー由来のものに切り替えています。同様に、文化施設であるサントリーホール、サントリー美術館でも購入電力を再生可能

エネルギー由来の電力100%に切り替えました。

この取り組みにより、二つの施設で、これまでに比べて年間でCO2を約800トン削減することができます。

「世界一美しい響き」も「都市の居間」も、人や社会と響きあうとともに、自然と響きあうことを大切にすることで実現できる

と考えています。
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■公益財団法人 サントリー文化財団

サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）創業80周年を記念し、「社会と文化をめぐる国際的、学際的な探求

の深化をめざして、広い分野に亘って有能な人材を発掘援助し、独創的で冒険的な研究を助成し、あわせて世界と日本との文化的

な交流の飛躍的な発展に寄与する」との趣旨を掲げ、1979年に設立されました。

「学芸文化振興事業」として人文学、社会科学の領域における研究助成と調査研究、「サントリー学芸賞」の贈呈、海外出版助成な

ど、「地域文化振興事業」として「サントリー地域文化賞」の贈呈と地域文化活動の支援などに取り組んでいます。

近年では若手研究者への支援にも積極的に取り組んでおり、これからの社会を担う人材のサポートに加えて、研究者と社会の橋渡し

としてアカデミズムとジャーナリズムの交流の場を設ける取り組みなども行っています。

「サントリー学芸賞」贈呈式 「サントリー地域文化賞」贈呈式 「若手研究者のための
チャレンジ研究助成」報告会

音楽事業 ― 音楽振興のための先進的な取り組み

日本における洋楽の発展に寄与するため、優れた業績をあげた個人または団体を顕彰する

「サントリー音楽賞」や、チャレンジ精神に満ちた公演に贈られる「佐治敬三賞」、日本人

の新進作曲家の優れた作品を公開選考会で選ぶ「芥川也寸志サントリー作曲賞」の贈呈、「日

本人作曲作品」の紹介やコンサート助成など幅広い活動を展開しています。また、2014年

からは、世界的文化遺産である弦楽器名器の保全と、貸与活動を通した音楽家の育成を目

的として、財団所蔵楽器を中高生に無償貸与する「サントリー芸術財団名器特別賞」や若

手演奏家向け貸与を新たにスタートしました。
「サントリー音楽賞」「佐治敬三賞」

贈賞式

ウィーン・フィル&サントリー音楽復興基金

サントリー芸術財団はサントリーホールディングスとともに、音楽を通して被災地はもとより日本全国に活力を与えることを目

的として、「ウィーン・フィル&サントリー音楽復興基金」の活動を行っています。

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と協働で音楽活動の助成「音楽復興祈念賞」や被災地での「こどもたちのためのコンサー

ト」、ジュニアオーケストラの指導、献奏など、多くの活動を展開しています。

ウィーン・フィル&サントリー音楽復興基金
仙台ジュニアオーケストラとの音楽交流
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研究所年度報告会
（大阪大学中之島センター佐治敬三メモリアルホール）

ゴマの健康成分「セサミン」とともにゴマ種子に含まれる抗酸化物質「セサモリン」および「セサミノール」の生合成酵素遺伝子を世界

で初めて発見、葉の縁の凸凹の形を制御する遺伝子の解明、花の色素とフラボノイド配糖体との相互作用による青色形成メカニズムの

解明、穀物や野菜などの鉄分を吸収する新しいメカニズムの発見など、多くの研究成果が著名な学術論文に掲載されています。また、

年度ごとに共同研究者や第一線の研究者を招いて報告会を開催しています。

■公益財団法人 サントリー生命科学財団

サントリー生命科学財団は、国民の健康と栄養の向上を目的に、財団法人食品化学研究所として1946年に設立、1979年に財団法人

サントリー生物有機科学研究所への名称変更を経て、生命科学と有機化学の融合領域である生物有機科学を基盤とする研究活動と学

術振興を推進し、大学教授など、第一線で活躍する研究者を輩出してきました。

自らの研究所を「構造生物学」「有機化学」「分子生物学」の異分野融合拠点として位置付け、大学などの研究機関との共同研究を推

進しながら「代謝」「生体膜」「シグナリング」をキーワードに「分子を中心に据えた生命現象のメカニズムの解明」を目指した研究活動

に取り組んでいます。また、大学などの研究を支援する解析センター事業、若手研究者への研究助成、大学院生への奨学金、学術集

会助成などの研究奨励助成事業、ならびに大学院連携講座の開設による研究・教育支援、博士客員研究員制度などの研究人材育成事

業を行っています。

財団の歴史を紹介する展示

800MHz超伝導核磁気共鳴分析装置

2020年度に募集を行った「サントリー SunRiSE 生命科学研究者支援プログラム」において、500人近くの応募の中から10人の若手

研究者（SunRiSEフェロー）が採択され、2021年度4月より5年間の本プログラムが開始されました。2021年度には、フェロー間の

交流を深めるための研究交流会、そして1年間の研究進捗状況を本プログラム運営委員の先生方参加のもと議論する研究討論会を

開催しました。
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■ともに「歌う」歓びを広げる「サントリー 1万人の第九」

1983年、大阪城ホールのオープニング記念イベントとしてスタートし、2021年で39回目を迎

えた「サントリー 1万人の第九」。

サントリーグループは、師走の風物詩である本コンサートに第1回から協賛しています。

1万人がともに「歌う」歓びやクラシック音楽の素晴らしさを感じられる機会として、レッスン

会場を拡大し、幅広い年代・国籍の方々が参加するなど、世代を超え、地域・国境を越え、

ますます広がりをもったイベントとなっています。

また東日本大震災復興支援活動の一環として、2011 ～ 2013年は東北会場を設け、大阪城

ホールと中継を結んで開催し、2014年には岩手県・宮城県・福島県から150名を大阪城ホー

ルへご招待しました。

また2017年からは、TV放送に加え、より多くの方にご覧頂くためにLIVE配信＜LINE LIVE＞

を展開しています。

更に、2020年は新たな挑戦として、全国各地から動画投稿（オンライン含む）で本コンサー

トに参加していただく試みもスタートし、2021年には、海外11か国を含む1.5万件の合唱と

なりました。

サントリー 1万人の第九

のべ1万人による歌唱動画で実現した
第38回サントリー 1万人の第九の様子

(2020年)
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社会と響きあう　文化・社会貢献

スポーツ活動

サントリーグループは、人々の豊かな生活文化への貢献を目指し、スポーツ振興に力を入れています。ラグビーチーム・バレーボールチー

ムを組織し、所属リーグで日本一を目指すだけでなく、ホームタウンとの連携により地域に根ざした活動を展開しています。また女子ゴ

ルフトーナメントや野球イベントの開催、パラスポーツ支援といった活動にも力を入れています。

ラグビーチーム「東京サントリーサンゴリアス」
「東京サントリーサンゴリアス」は、1980年に創部し、トップリーグ優勝5回、日本選手権優勝8回を誇る国内屈指のチームです。2022

年に開幕した「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」に所属しています。

2020年9月に東京都港区、2021年4月に東京都府中市・調布市・三鷹市と、2021年11月に東京都と地域社会の発展に関する包括連携協

力協定を結び、地域連携を強化。東京サントリーサンゴリアスのメンバーが指導する、ホストタウンにおける小学校向けのラグビー体験や、

選手たちが人生を振り返り、生徒たちに「大切なこと」を伝える「夢へのトライ」と題した授業なども行っています。

また、東京サントリーサンゴリアスは社会貢献活動にも力を入れており、ラグビークリニックの他、チャリティオークションの実施、復興

支援活動などにも積極的に参加しています。

ラグビーチーム「東京サントリーサンゴリアス」 ラグビークリニック 「夢へのトライ」と題した授業

バレーボールチーム「サントリーサンバーズ」

バレーボール部「サントリーサンバーズ」 バレーボールクリニック ホームタウンとの包括連携協定

「サントリーサンバーズ」は、1973年に創部し、国内バレーボールリーグの最高峰であるV.LEAGUEのDIVISION 1に所属しており、

2022年には2年連続9回目のリーグ優勝をした強豪チームです。

2018年9月に大阪市、2021年10月に箕面市と地域社会の発展に関する包括連携協力協定を結び、ホームタウンにおいてサンバーズの

選手やスタッフが小中学生を中心とした幅広い世代に直接指導するバレーボールクリニックを行っています。

またサンバーズは、シニア世代向けのボールを使った運動指導、東日本大震災復興支援活動、ホームゲームに合わせた小中学生対象の

バレーボールクリニックなど、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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宮里 藍 サントリーレディスオープン ゴルフトーナメント～全英女子への道～
サントリーが主催する日本女子プロゴルフ協会公認の女子ゴルフトーナメント。2022年は6月9日から神戸市の六甲国際ゴルフ倶楽部で

開催。3日間トーナメントが主流の国内において、メジャー大会同様4日間で争われることから、真の実力が問われるトーナメントとも言

われています。サントリー所属の宮里藍プロが大会アンバサダーとして、コースセッティングや大会PR、来場者へのホスピタリティ活動

に携わってくれています。また、インターナショナルオープントーナメントとして、未来を担う国内外のアマチュア選手に広く門戸を開き、

次世代ゴルファーの育成を支援するとともに、チャリティ活動にも力を入れてきました。

さらに30回記念となった2021年からは～全英女子への道～として本大会の優勝と2位の選手はAIG女子オープン（全英女子）の出場権

が与えられることになりました。

青木瀬令奈プロと大会アンバサダー宮里藍さん
(2021年大会優勝時）

当日の様子（2019年開催時）

“夢や感動を伝えたい”との想いで、1995年から開催しているプロ野球を引退した名選手が2チームに分かれて試合をする野球イベント。

これまでに延べ109万人を超える野球ファンの方々に、“夢の球宴”を楽しんでいただいています。第25回目を迎えた2021年は新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響からイベント初となる無観客にて開催しました。YoutubeやBS放送など複数のメディアを活用してLIVE配

信を実施することで、イベント当日の山本浩二監督率いる「ザ・プレミアム・モルツ球団」と、田尾安志監督率いる「ドリーム・ヒーローズ」

が繰り広げる熱い戦いをお客様に届けることができました。本イベントの売上の一部で、被災地復興支援として子どもたちへの野球教

室開催などチャリティ活動を実施しています。

サントリードリームマッチ
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東日本大震災復興支援活動の一環として、2014年から「チャレンジド・スポーツ」支援を開始しました。

アスリートへの奨励金や競技用用具寄贈などを行ってきたほか、東北の子どもたちを対象に、車いすバスケットボールをはじめとしたチャ

レンジド・スポーツの体験教室を開催。これまでに5,000名以上の方々に参加いただいています。

2015年からは公益財団法人 日本パラスポーツ協会および一般社団法人 日本車いすバスケットボール連盟のオフィシャルパートナーとし

て、復興支援に留まらず、サントリー社員でパラトライアスロン選手として活躍する谷真海選手をはじめとするアスリートの競技活動や

大会のサポート、従業員によるボランティアなどに取り組み、さらに車いすバスケットボールのルール映像制作や、車いすバスケットボー

ルのVR動画、アスリートの熱い想いをご紹介するWEB連載企画などを通じて、普及活動に取り組んでいます。昨年は大学生と共にパ

ラスポーツの魅力を伝えていくプロジェクトを立ち上げました。創業以来のチャレンジ精神「やってみなはれ」のもと、「PASSION FOR 

CHALLENGE」を掲げ、これからもアスリートとともに挑戦していきます。

サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト
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社会と響きあう　文化・社会貢献

社会福祉

創業者・鳥井信治郎は「利益三分主義」を唱え、事業の利益を社会に還元することを信念としていました。特に、恵まれない境遇に

おかれた人たちへの慈善活動、社会福祉活動に積極的に取り組みました。サントリーグループは社会のニーズの変化を見据えながら、

現在に至るまで社会貢献活動に継続して取り組んでいます。

社会福祉法人を通じた支援
■社会福祉法人 邦寿会

1921年（大正10年）、サントリーの創業者・鳥井信治郎が、社会奉仕への強い信念のもと生活困窮者救済のため、大阪市愛隣地区に

無料診療院「今宮診療院」を開設したことから「邦寿会」は始まります。「邦寿会」という名前は、鳥井信治郎の妻・邦（クニ）の名と

当時の社名「寿屋」の「寿」をとって命名されました。戦後の混乱期には、戦災者・海外引揚者・身寄りのない方のために宿泊施設な

どを提供し、その施設は、母子寮・養護老人ホーム・保育園へと受け継がれていきました。社会福祉法人として活動を続け、高殿苑（特

別養護老人ホーム・1974年開設）、どうみょうじ高殿苑(総合福祉施設・2008年開設)、旭区西部地域包括支援センター（2011年4月

に大阪市から受託）、つぼみ保育園（1975年開設）を運営しています。

また、時代のニーズに応え、訪問介護・通所介護・居宅介護支援などの在宅介護サービスにも力を入れています。2017年春、高殿苑、

つぼみ保育園は、新築移転を経て、さらに特色のある快適な施設・豊かな感性を育む保育を目指しています。

2021年、大阪市内で最初の社会福祉活動を行った法人「邦寿会」は創立100周年を迎えました。

特別養護老人ホーム 高殿苑とつぼみ保育園 総合福祉施設 どうみょうじ高殿苑 高殿苑とつぼみ保育園の交流

フードバンク活動に協力し、児童養護施設等に当社の商品を寄贈
サントリーグループでは、フードバンク活動に取り組んでいる「NPO法人 セカンドハーベストジャパン」

を通じて2010年から児童養護施設や福祉施設、コミュニティセンター、被災地などに対して、清涼飲

料をはじめとした食品約94,000ケースを寄贈してきました。寄贈する商品は、あくまで市販品と同じ

品質であることを条件とし、その品質保証やお客様対応なども市販品と同様に行っています。

2010年より首都圏で開始し、さらに2013年からは沖縄へも範囲を広げています。今後も、このフー

ドバンク活動を継続し、必要に応じた数量を適宜お届けしていきます。

都内児童養護施設への寄贈

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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サントリードリームマッチ

1995年から開催しているイベント「サントリードリームマッチ」では、ビールや飲料、グッズ、チャリティシートなどの売上金や出場選

手サイン入りユニフォームのチャリティオークション収益の一部を活用し、野球復興支援活動としてプロ野球のOB選手による野球教室・

キャッチボール教室の実施などを、2016年からは主に東日本大震災や熊本地震被災地を中心に行ってまいりました。

2020年11月に熊本県で開催した
野球教室の様子

チャリティ金を活用した被災地での
キャッチボール教室

チャリティ・ボランティア活動の実施
■チャリティ活動

サントリーグループでは、チャリティイベントを通じた地域貢献活動を継続して行っています。また、全国の各事業所では、夏および歳末

助けあい運動における募金活動などに、積極的に参加しています。

チャリティを通じた街づくりを支援

サントリーレディスオープンゴルフトーナメント

1990年に始まった「サントリーレディスオープンゴルフトーナメント」は、1995年の阪神・淡路

大震災以降2010年まで、アマプロチャリティトーナメントのエントリーフィ、チャリティコーナー

の売上金などを、神戸市の震災復興、安心・安全なまちづくりにお役立ていただきました。

2011年からは東日本大震災で甚大な被害を受けた被災地への支援として、宮城県名取市・仙台

市に消防用車両などを寄贈いたしました。2016年からは熊本地震被災地および東日本大震災

への復興支援等を実施しています。2020年は開催中止となりましたが、兵庫県へ医療従事者

支援のため寄付を実施いたしました。

宮城県名取市に寄贈した消防車両



203

社会と響きあう　文化・社会貢献

次世代育成

次世代育成をさまざまな活動で支援
子どもたちが音楽・美術・スポーツ・環境教育などのさまざまな分野で、本物や一流に触れる機会を提供しています。少子化が進み、

次世代育成の重要性が高まる中、これらの活動を強化し、子どもたちの豊かな個性・人格形成を支援しています。

サントリーグループは、未来を担う子どもたちの健やかな成長を支援するため、音楽・美術・スポーツ・自然体験などを通じたさまざま

な次世代育成活動に取り組んでいます。

■サントリーホール ― 次代の音楽家・聴衆を育成

サントリーホールでは、子どもたちに一流音楽家による生演奏に触れていただき感動を経験してほしい、生活の中にクラシック音楽を取り入

れてほしいという考えのもと、さまざまな次世代育成プログラムを企画・運営しています。日本初の子どものためのオーケストラ定期演奏会

「こども定期演奏会」の開催や、サントリーホールとサントリー美術館の共同企画「サントリーアートキッズクラブ いろいろドレドレ」を開催

しています。またプロフェッショナルとして歩みはじめた若手音楽家を対象とした、オペラと室内楽の二部門からなるアカデミーを開講して

います。そのほかにも、若手演奏家をウィーン・フィルハーモニー管弦楽団メンバーが直接指導する「ウィーン・フィル首席奏者によるマスター

クラス」などのプログラムを実施しています。

サントリーホールとサントリー美術館の共同企画
「サントリーアートキッズクラブ　いろいろドレドレ」

ピアニストの小山実稚恵さんと
連弾する子どもピアニスト

オーケストラ演奏の一員として
演奏する子ども奏者たち

「こども定期演奏会」の開催

子どもたちが定期的にコンサートホールに行く習慣を身につけ、生活の中にクラシック音楽を取り入れてほしいという願いをこめて、

2002年から「こども定期演奏会」を開催しています。これは、日本初の子どものためのオーケストラ定期演奏会です。聴くだけでなく

参加できることが特徴で、チラシの絵やシーズンのテーマ曲も子どもたちから募集・採用しています。また、オーディションにより選ば

れた子ども奏者がピアニストと連弾したり、オーケストラの一員として演奏できるプログラムや、2021年からは子どもたちと音楽家を結

ぶ企画として、子どもの書いた短いメロディーを使った新曲を、若手作曲家から募集する「新曲チャレンジ・プロジェクト」がスタートし

ました。

社会
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「ラーニング・プログラム」の実施

サントリー美術館は、ミュージアムメッセージ「美を結ぶ。美をひらく。」のもと、次世代への教育普及活動に積極的に取り組んでいます。

中学生以下は入館無料、さらに鑑賞支援ツール「わくわくわーくしーと」を無料で配布し、見どころをガイドするだけでなく、自由な

発想で鑑賞を楽しむ心を育てます。展覧会ごとに、子どもから大人まで楽しめる様々な「ラーニングプログラム」を実施しており、講演

会やワークショップに加えてオンラインでの動画配信も開始しました。また、「スクールプログラム」として、港区を中心とした小・中

学校の児童・生徒の来館受け入れや出張授業にも積極的に取り組んでいます。

子ども向け鑑賞支援ツール
「わくわくわーくしーと」

エデュケーターによる
「鑑賞ガイド」

元世界的テノール歌手で
指揮者・声楽指導者の

ジュゼッペ・サッバティーニが
エグゼクティブ・ファカルティ
を務めるオペラ・アカデミー

室内楽アカデミーの
ワークショップの様子。

館長の堤 剛(写真左から2人目）が
アカデミー・ディレクターを務める

サントリーホール 佐治敬三 ジュニアプログラムシート

若い世代へのクラッシック音楽の継承を願ってやまなかった初代館長 佐治敬三の遺志を継いだプログラム。

小・中学生を対象に各回ペア3組を大ホールでの土日祝日の対象公演にご招待しています。

佐治敬三ジュニアプログラムシート

プロフェッショナルとして歩みはじめた若手音楽家を対象とした、オペラと室内楽の二部門からなるアカデミーを開講しています。

世界の第一線で活躍するアーティストに学ぶのみならず、定期的に開かれる勉強会に参加して研鑽を積み、ブルーローズ（小ホール）公

演で成果を発表します。

サントリーホール アカデミー

■サントリー美術館 ― 子どもたちが美術に親しむ機会を提供

いつでも子どものいる美術館を目標に、子どもたちが気軽に美に親しめるプログラムを提供し、楽しみながら美を愛する心を育む活動を幅

広く展開しています。
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■スポーツを通じた子どもたちの育成を支援

サントリーグループは、スポーツを通じた子どもたちの健全な心と体の育成を支援しています。活動のひとつとして、サントリーのスポー

ツチーム「東京サントリーサンゴリアス」「サントリーサンバーズ」も競技の普及活動に取り組んでいます。

選手やスタッフが子どもたちを直接指導するクリニックを開催する他、東京サントリーサンゴリアスはラグビースクールへの指導やイベン

トの運営、サントリーサンバーズは地域のバレーチームや学生への指導やバレーボール大会の運営サポートなど、子どもたちがスポーツ

に触れるさまざまな機会で協力しています。

ラグビークリニックの様子 バレーボールクリニックの様子

「まるごといちにち こどもびじゅつかん！」の実施

休館日の1日を小中学生とその保護者対象に開放し、さまざまな教育普及プログラムを行う特別イベント「まるごといちにち こどもびじゅ

つかん！」を、2014年より年1回程度開催しています。ワークシートを使ってクイズやスケッチなどを楽しみながら展覧会を鑑賞できる

ほか、対話型鑑賞やワークショップ、館内ツアーなどの子ども専用プログラムを通して、充実した美術館体験を提供します。2020年か

らは動画などのオンラインプログラムも加え、より多くの子どもたちに柔軟な方法でお楽しみいただいています。

「まるごといちにち　
こどもびじゅつかん！オンライン」バナー

館内プログラム

■学校法人 雲雀丘学園を通じた支援

鳥井信治郎が1950年に学校法人 雲雀丘学園の初代理事長に就任して以降、同学園の幼稚園か

ら高等学校までの一貫教育を支援しています。鳥井信治郎は「親孝行」の気持ちを大切にして

おり、「親孝行な人はどんなことでも立派にできます」が口癖でした。その創立精神は受け継

がれ、学園では現在も、「親は子の成長を願い、子は親に感謝し尊敬するという、人としての

自然なこころが基本となって、家庭の輪につながり、社会のために尽くす気持ちが湧き出る」

と考え、人間教育に取り組んでいます。2008年からは「環境講座」の開講を支援し、現在は次

世代教育の一環として、小中学校への「花育（はないく）」や「水育」、校外学習を通した環境

教育支援をしています。2022年3月には、70周年記念事業が完了し、新文化館「道しるべ」が

開設されたほか、学園の「探求活動」へのサポートとして、サントリーフラワーズやサントリー

生命科学財団の研究分野の知見を活かしたカリキュラムを提供しています。

林間学舎での植樹のようす
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■リアルな体験を通じて子どもたちの「職業観」を育成

サントリーグループでは、子どもたちが楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる、職業・社会体験型施設「キッザニア東京・甲子園」

に、自動販売機の運営体験ができるパビリオン「ビバレッジサービスセンター」を出展しています。「ビバレッジサービスセンター」では、

自動販売機の仕組みを知り、商品をお客様へお届けする上での知恵や工夫を学び、美味しさと安心・安全を支える人々の想いを感じる

ことができます。普段何気なく目にしている街の風景である自動販売機に実際に触れ、運営体験を通して、「職業観」を育成し、子ども

たちの毎日の新たな気づきに繋がることを願っています。

自動販売機の中を知る 自動販売機に商品を届ける

■無人島でのキャンプ体験で挑戦する心を育成

サントリーグループは香川県小豆郡にある無人島の余島（よしま）で1950年からキャンプ場を運営している公益財団法人 神戸YMCA

と、2007年から協働で「余島プロジェクト」を推進しています。これは無人島ならではの豊かな自然環境の体験・体感を通じて子ども

たちの夢や挑戦する気持ちを育むプロジェクトで、夏に開催される「余島サマーキャンプ」等、年間を通じてさまざまなプログラムを企画・

展開しています。毎年、約3,500名の子どもたちが余島を訪れます。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年以降は人数やプログラムを制限して実施

余島サマーキャンプ 余島
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被災地支援
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災害被災地への支援
サントリーグループでは、国内外の大規模な災害時に義捐金の寄付や、飲料水の提供など、被災者および被災地に支援を行っています。

年 件名 寄付金額 寄付相手先 ニュースリリース

2010
2010ニュージーラン
ド南島大地震

325万円
Cristchurch earthquake appeal 
fund

 

2010
宮崎県における口蹄
疫被害

1,000万円
宮崎県、社会福祉法人宮崎県共同
募金会

宮崎県における口蹄疫被害に対する
義捐金について

2010 チリ大地震 500万円 チリ大使館
チリ大地震による被害に対する義捐金
について

2010 ハイチ大地震 1,000万円 日本赤十字社
ハイチ大地震の被災地に対する義捐金
について

2011 タイの洪水被害 約250万円 タイ王国政府 タイの洪水被害に対する支援について

2011
2011ニュージーラン
ド南島大地震

620万円 ニュージーランド赤十字社
ニュージーランド地震に対する義捐金
について

2011
豪州・クィーンズラ
ンド州における洪水
被害

800万円
クィーンズランド州 The Premier's 
Disaster Relief Appeal

豪州・クィーンズランド州の洪水被害に
対する義捐金について

2011〜 東日本大震災

2011年　43億円
2012年　20億円
2013年　25億円
2014年　20億円

（累計108億円）

岩手県、宮城県、福島県、セーブ・ザ・
チルドレン・ジャパンほか

東日本大震災に対する義捐金について

2014 広島における土砂災害 100万円 中国新聞社会事業団

2015 ネパール大地震 300万円 ネパール地震被災救済基金

■主な義捐金の拠出
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年 件名 寄付金額 寄付相手先 ニュースリリース

2016 熊本地震
2016年  5月　1億円
2016年10月　3億円

熊本県 熊本県への義捐金リリース

2017 九州北部豪雨災害
福岡県　(500万円)
大分県　(500万円)

福岡県、大分県
九州北部豪雨災害被害に対する義捐金
について

2017
米国大型ハリケーン
による被害に対する
支援

約1億1千万円
（100万ドル）

アメリカ赤十字社
米国大型ハリケーンによる被害に対する
支援について

2017
メキシコ地震による
被害に対する支援

約2,200万円
（20万ドル）

メキシコ赤十字社
メキシコ地震による被害に対する支援
について

2017
バ ー ジ ン 諸 島 ハ リ
ケーン Maria

約5500万円
(50万ドル）

バージン諸島復興基金

2018
平成30年7月豪雨

（西日本豪雨）

9億円
（広島、岡山、愛媛に
各3億円）

広島県は日本赤十字社広島県支部
岡山県、愛媛県は各県窓口

「平成30年7月豪雨」に対する義捐金
について

2018
平成30年北海道胆振
東部地震

1億円 北海道
「平成30年北海道胆振(いぶり)東部地震」
に対する支援について

2018
台風21号の被害を受
けた「御堂筋のイチョ
ウ並木」に対する支援

約5,000万円 大阪市
台風21号の被害を受けた「御堂筋のイ
チョウ並木」に対する支援

2019
台風15号に対する
支援

5,000万円 千葉県
「令和元年台風15号」に対する支援に
ついて

2019
台風19号に対する
支援

5億5,000万円
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、
新潟県、長野県、静岡県（各5千万円）

「令和元年台風第19号」に対する支援
について

2020
オーストラリアの森林
火災による被害に対
する支援

約3,750万円
（50万オーストラリア
ドル）

オーストラリア赤十字社
ニューサウスウエールズ州森林火災
消防団体
ニューサウスウエールズ州野生動物
保護団体

オーストラリアの森林火災による被害に
対する支援について

2020 熊本豪雨に対する支援 5,000万円 熊本県 熊本豪雨に対する支援について

2021
インドでの新型コロナ
ウイルス感染症拡大
に対する支援

約6,540万円
（60万米ドル）

British Asian Trust
Confederation of Indian Industry
National Restaurant Association 
of India

インドでの新型コロナウイルス感染症
拡大に対する支援について

2021
米国の竜巻による被害
に対する支援

100万米ドル
（約1億1,400万円）

Te a m  W e s t e r n  K e n t u c k y 
Tornado Relief Fund※

アメリカ赤十字社
※ケンタッキー州知事が竜巻被災者の
ために立ち上げたファンド

米国の竜巻による被害に対する支援に
ついて

2022
トンガ海底火山噴火に
よる被害に対する支援

1千万円 トンガ王国
トンガ海底火山噴火による被害に対す
る支援について

2022
ウクライナにおける人
道支援活動への寄付

総額約7,000万円
ウクライナ
国際連合世界食糧計画WFP協会

（国連WFP協会）

ウクライナにおける人道支援活動への
寄付について
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サントリーフーズ（株）では「緊急時飲料提供ベンダー（自動販売機）」を開発し、

設置を進めています。普段は通常の自動販売機同様に飲料を販売し、災害発生

などの緊急時には無料で飲料を提供。電源が落ちた場合でも、簡単に飲料を

取り出せます。2011年3月の東日本大震災時にも、多くの方々に活用いただきま

した。行政施設や病院などを中心に設置を進めています。このタイプの自動

販売機を、今後も積極的に投入していきます。

災害時に飲料を無料提供

緊急時飲料提供ベンダー
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被災地支援

サントリー東北サンさんプロジェクト

東日本大震災復興支援活動
サントリーグループは、東日本大震災からの復興に向けて、継続的な支援を展開しています。

震災直後の緊急支援として100万本のミネラルウォーターと被災3県に対して3億円の義捐金を

謹呈。さらに2011年に40億円、2012年に20億円、2013年に25億円、2014年に20億円の

追加拠出を決め、合計108億円の規模で復興支援に取り組んでいます。

太陽のように暖かな光が被災地にさんさんとふりそそぐようにとの思いを込めて、「サントリー

東北サンさんプロジェクト」を立ち上げ、「漁業」「子ども」「チャレンジド・スポーツ」「文化・

芸術・スポーツ」の分野を中心に、支援活動を継続しています。

「漁業」の早期復旧のため、漁船や漁具、定置網などの取得を支援するとともに、「子どもたち」

の健やかな成長を応援するため、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンとともに水産

高校生などへの奨学金をはじめ、安心して学び遊べる場所づくり（学童保育施設など）や子ど

も支援NPOへの助成などを行っています。また、笑顔と元気をお届けするために、「文化・芸術・

スポーツ」を通じたさまざまな活動も展開しています。

そして、2014年からは夢と希望をお届けしたいとの思いから、岩手県・宮城県・福島県を対象に、

「チャレンジド・スポーツ（障がい者スポーツ）」を応援しています。アスリート個人や団体の活

動を資金面から支援する「チャレンジド・アスリート奨励金」、子どもたちを中心に競技やアスリー

トにふれあう機会を提供する「チャレンジド・スポーツ体験教室」、普及・強化や育成を支援す

る「チャレンジド・スポーツ育成サポート」を中心に、6年間にわたって、10億円の規模で展開

していきます。

震災から10年が経過した2021年、東北の“新たな一歩”をサポートしたいという想いから、

岩手県・宮城県・福島県で地域創生や地域活性化に取り組む皆さんを奨励金で応援する「みら

いチャレンジプログラム」をスタートしました。第1期となる2021年には、3県合計40件の活動

を採択し、今後2023年までの3期にわたって本プログラムを展開する予定です。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

県を通じて漁業の早期復興を支援するため、宮城県に30億円、岩手県に25億円の寄付金を贈呈

漁業の復興支援

各県に漁業復興のための寄付金贈呈

■支援実績
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漁業者の負担を軽減するため、宮城県・岩手県を通じて、漁船の取得費用の一部を

負担し、遠洋マグロ用・イカ釣り用などの大型漁船から小型漁船まで約1万隻の復旧

を支援

漁船取得支援

漁船取得支援数

10,000約 隻

宮城県・岩手県への漁業復興のための寄付金は、定置網・養殖施設などの復旧にも活用

漁具・漁業関連施設復旧支援

漁具支援数

1,100約 件

定置網支援数

400約 件

未来を担う子どもたちの支援

水産高校7校の被災した生徒を対象に2012年から5年間、返還義務のない奨学金を支給

水産高校奨学金

奨学金受給生数（のべ人数）

3,000約 名

福島の子どもたちが安心して学び遊べるように、学童保育施設建設を行い、サントリー

グループ各社によるワークショップ開催や指導員研修、園外保育などの支援を展開

福島の子ども学び遊べる場所づくり支援

園外保育など屋外活動参加者数

8,800約 名

学童保育施設建設数

5棟
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避難生活が長期化している福島の子どもたちをきめ細かく支援しているNPO団体への

助成を3年間実施

福島子ども支援NPO助成

助成団体数

57団体

子どもたちが企画・デザインした施設「石巻市子どもセンター＜らいつ＞」（宮城県）・｢山

田町ふれあいセンター＜はぴね＞｣（岩手県）の建設費全額を支援

｢石巻市子どもセンター＜らいつ＞｣・｢山田町ふれあいセンター＜はぴね＞｣建設

石巻市子どもセンター＜らいつ＞年間利用者数

30,000約 名

山田町ふれあいセンター＜はぴね＞年間利用者数

60,000約 名

米国大使館・米日カウンシル-ジャパン主導のTOMODACHIイニシアチブと協働し、

｢TOMODACHIサントリー音楽奨学金｣では米国の音楽大学に入学する被災地の学生を

支援。｢TOMODACHIサントリー福島未来ミュージックプログラム｣では、福島県ふたば

未来学園高校の吹奏楽部生を対象に、米国におけるニューヨーク・フィルハーモニー管

弦楽団によるワークショップで学ぶ機会を提供

TOMODACHIイニシアチブとの音楽を通じた協働プログラム

寄付額

100約 万ドル

チャレンジド・スポーツ支援

岩手県・宮城県・福島県の子どもたちが、東北出身のチャレンジド・アスリートと共に様々

なチャレンジド・スポーツを体験する教室を開催

チャレンジド・スポーツ体験教室

参加者数

1,000約 名
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個人・団体への助成を通じ、チャレンジド・スポーツの振興や世界レベルの選手の育成・

強化を支援

チャレンジド・アスリート奨励金

チャレンジド・スポーツの普及および育成のため、公共施設の改修や競技用車いすなどの

競技用具を寄贈

各県でのチャレンジド・スポーツ指導者育成のための車いすスポーツ導入教室を開催

チャレンジド・スポーツ育成サポート

競技用車いす

35台

車いすスポーツ導入教室

13回開催

STT用卓球台

5台

施設改修

3ヵ所

個人部門

294のべ 名

団体部門

129のべ 団体
2020年1月時点

被災地の小学校・中学校での車いすバスケットボール出張授業、特別支援学校でのボッチャ

教室を実施

アスリート・ビジット

参加者数

4,646約 名

文化・スポーツを通じた支援

ウィーン・フィル&サントリー音楽復興祈念賞受賞活動

128団体

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団とともに、音楽活動への助成や被災地でのコンサート

を展開

ウィーン・フィル&サントリー音楽復興基金

「こどもたちのためのコンサート」来場者数

14,000約 名
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重要無形文化財保持者（人間国宝）をはじめとした伝統工芸作家による出張授業を実施

サントリー &日本工芸会「おもしろびじゅつ教室 in 東北」

「おもしろびじゅつ教室」参加者数

1,200約 名

被災地の中学校・高校の吹奏楽部生が練習を重ね、最後にはサントリーホールで公演

するプロジェクトを実施

仙台を本拠に置く仙台フィルハーモニー管弦楽団と協同し、2016年より東北の被災地を

回るコンサートを実施

みちのくウインド・オーケストラ

サントリー &仙台フィル　みんなのまちのコンサート

参加者数

350約 名

仙台市と郡山市でサントリー美術館の所蔵品による日本美術の展覧会を開催

サントリー美術館　出張展覧会

来場者数

14,000約 名

｢サントリー 1万人の第九｣などの文化イベントや「サントリードリームマッチ」・ラグビー

国際試合などにご招待

文化・スポーツイベントに被災地の方を招待

文化イベント招待者数

9,400約 名

参加者数

4,000約 名

スポーツイベント招待者数

21,500約 名
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サントリースポーツチームによるバレーボール教室やラグビー教室、野球教室を被災地

で毎年開催

スポーツ教室開催

スポーツ教室参加者

6,200約 名

みらいチャレンジプログラム

岩手県・宮城県・福島県内で地方創生や地元活性化を目指し、新しい活動を実施しよう

とする団体または個人をサポート

2021年7月～ 2024年6月の3年間で

1億円 規模の奨励金を支給予定
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被災地支援

サントリー水の国くまもと応援プロジェクト

熊本地震復興支援活動
サントリーホールディングス（株）は、平成28年（2016年）熊本地震の復興支援のため、

「サントリー水の国くまもと応援プロジェクト」としてサントリーグループ一体となった復興

支援活動の取り組みを開始しています。

4月の熊本地震発生直後にミネラルウォーター「サントリー天然水」約21万本を供出した

ほか、5月には義捐金1億円を拠出するなど、熊本県の復興・再生に向けた支援活動に実

施しています。

その後、2016年10月には3億円の追加支出を決定。「サントリー水の国くまもと応援プロ

ジェクト」を立ち上げ、サントリー九州熊本工場を熊本県内に置く企業として同県の復興

に貢献したいとの思いから、「熊本地域における地下水の持続可能性に貢献する活動」「文

化・芸術・スポーツを通じた心と体の支援活動」を中心に継続して実施しています。

なお、2020年7月に発生した熊本豪雨に対しても、復興支援活動を実施しています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

「熊本地域における地下水の持続可能性に貢献する活動」

サントリー熊本地下水みらいプロジェクト

冬水田んぼの復旧

復旧工事 田植えイベント 念願の収穫
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「文化・芸術・スポーツを通じた心と体の支援活動」

サントリースポーツチームによるバレーボール教室やラグビー教室、野球教室を開催

スポーツ教室開催

「サントリードリームマッチ」ライブビューイング

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と協同で基金を設立し、楽団員による公演のほか、

現地団体への助成金の交付や技術支援を実施

ウィーン・フィルによる復興祈念公演開催

参加者数

1,300約 名

サントリーサンゴリアスによる
ラグビー教室

サントリーサンバーズによる
バレー教室

サンゴリアス選手との
2019年ラグビー W杯観戦企画

『サントリーサンゴリアスと行く！
ラグビー W杯観戦ツアー』

約

参加者数

2,200名約
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コミュニティ支援

水の国くまもと未来予想図プログラム

サントリーフラワーズと連携し、花苗・花鉢のお届けやワークショップを開催

「熊本地震から5年、その先へ。」

2021年、サントリーは地元企業と

して、熊本の未来について次世代

とともに“考動”し、これからも

地域に寄り添った取り組みを継続

していきます。

九州熊本工場周辺の嘉島町・益城町・御船町の仮設住宅にお住まいの方々を工場見学に

ご招待

九州熊本工場周辺の嘉島町・益城町・御船町を中心に、サントリーの資産を活用した支援活動を展開

九州熊本工場周辺3町の被災者の皆さまを工場ツアーに招待

参加者数

850約 名

2018年より熊本県立劇場・九州交響楽団と協同で九州熊本工場周辺の小学校や公民

館等の施設をめぐり、コンサートを実施

熊本県立劇場&九州交響楽団&サントリー　みんなのまちのコンサート開催

参加者数

3,000約 名

2015年より世界的指揮者・佐渡裕氏が指揮・芸術監督を務める「スーパーキッズ・オー

ケストラ」の復興祈念演奏活動を支援

佐渡裕氏率いるスーパーキッズ・オーケストラによる復興祈念公演開催

参加者数

3,000約 名
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社会と響きあう　文化・社会貢献

地域貢献

工場周辺地域との共生
サントリーグループの主要工場では、地域住民の皆様との対話や、工場内に造成した公園・遊歩道を開放するなど、地域交流の場を提供

しています。新たに工場を建設する際には、第三者による環境影響評価を行い、周辺住民の皆様にご理解いただくとともに、生物多機性

の保全や工場内の緑化など自然との共生に努めています。

■工場緑化の推進

サントリーグループの工場では、生物多様性にも配慮し、地域の環境と調和した緑化を進めており、緑化優良工場として各地で表彰を

受けています。

表彰年 表彰工場 表彰名

1987 利根川ビール工場 東京通商産業局長賞

1989 白州蒸溜所 内閣総理大臣賞

1993 梓の森工場 通商産業大臣賞

2002 山崎蒸溜所 経済産業大臣賞

2006 九州熊本工場 日本緑化センター会長賞

2008 高砂工場 日本緑化センター会長賞

2014 利根川ビール工場 経済産業大臣賞

2014 九州熊本工場 経済産業大臣賞

2014 榛名工場 日本緑化センター会長賞

2019 九州熊本工場 内閣総理大臣表彰

緑化優良工場等表彰（主催：日本緑化センター）

表彰年 表彰工場 表彰名 主催

1986 九州熊本工場 緑化優良工場九州経済産業局長表彰 九州経済産業局

1997 利根川ビール工場
全国植樹祭開催記念
環境緑化コンクール特別大賞

群馬県

2005 九州熊本工場 くまもと景観賞・地域景観賞 熊本県

2011 天然水奥大山ブナの森工場 日本緑化工学会賞（技術賞） 日本緑化工学会

その他の緑化関連表彰
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■工場見学を通じてお客様と対話

美味しさや安全へのこだわり、自然環境への配慮など、商品を通じた取り組みを多くの方に知っていただくため、ビール工場・ウイスキー

蒸溜所・ワイナリー・天然水工場などで、工場見学を実施しています。製造工程を見学しながら、ものづくりのこだわりについてわかり

やすくご説明するほか、試飲などをお楽しみいただけます。また、ビールづくりのこだわりや、ウイスキーの楽しみ方などを学べる特別

セミナーも開催しており、年間約66万人のお客様にご来場いただいています。

ビール工場での特別セミナー開催天然水工場での工場見学
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社会と響きあう　文化・社会貢献

チャレンジド・スポーツ支援

サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト
サントリーグループは、東日本大震災復興支援の一環として、2014年に「チャレンジド・スポーツ支援」を開始。

2015年からは、復興支援の枠を超えて、アスリートたちに寄り添いながら普及から強化まで幅広く取り組んでいます。

■「PASSION FOR CHALLENGE　― ともに夢に挑もう ―　」

障がいをものともせず、自らの限界に果敢に挑戦していくチャレンジド・アスリートたち。

当社も創業以来、挑戦精神｢やってみなはれ｣のもと、さまざまな新分野を切り拓いてきました。

そんなサントリーだからこそ、選手の熱意・挑戦に共感し、選手に寄り添って、

その挑戦、無限大の可能性を応援していきたい、という思いから活動を展開しています。

1.オフィシャルパートナー

①公益財団法人　日本パラスポーツ協会（2015年～）

②一般社団法人　日本車いすバスケットボール連盟（2015年～）

③車いすバスケチーム「宮城MAX」「TEAM EARTH（福島）」

　「ラッセル岩手」「SCRATCH」（2015年～）」

④一般社団法人　日本知的障がい者卓球連盟（2020年～）

２．体験教室

チャレンジド・スポーツの認知向上・普及のために、東北の小中学校や公共施設等

で「宮城MAX」などを講師に迎え、車いすバスケットボール体験教室をこれまでに

47回開催。

その他、ブラインドサッカー・ブラインドマラソン・チェアスキー体験・ボッチャな

ど幅広い競技の体験も実施しています。

参加者数：累計約5,500名

（2020年1月時点）

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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4．車いすスポーツ導入教室開催（対象：車いすスポーツ未経験者や支える方）

車いすスポーツの裾野拡大を目指し、ドイツ障がい者スポーツ連盟公認リハビリテーションスポーツ指導員資格を取得した橋本大佑氏

を講師に迎え、岩手・宮城・福島県でこれまでに13回開催しています。

5．競技用具寄贈・競技施設改修

チャレンジド・スポーツの環境整備のため、岩手・宮城・福島県を対象に、競技用

車いすなど競技用具の寄贈や宮城MAXの練習拠点の体育館を含む施設改修を実施

しました。

施設改修　3箇所、競技用車いす　35台、STT用卓球台　5台

6．大会協賛

車いすバスケの普及および競技環境整備のため、下記の大会に協賛、運営をサポート。

より親しみを持っていただく取り組みなども実施しています。（2019年度実績）

①天皇杯 日本車いすバスケットボール選手権大会

　スペシャルパートナーとして大会協賛、さまざまな施策を展開

　◆車いすバスケットボール体験ブース出展、サンプリング

　　車いすバスケットの試合中の目線が疑似体験できるVR動画の体験コーナーを実施

　◆サントリー車いすバスケシュートコーナー開催

　　実際に車いすに乗ってシュート体験を行うコーナーを設置

　◆副賞贈呈

　　MVP・得点王・特別賞「サントリーやってみなはれスピリッツ賞」の選手にサントリー商品1年分

②国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会

③国際車いすバスケットボール大会「World Challenge Cup」

④国際車いすバスケットボール大会「北九州チャンピオンズカップ」

３．サントリーチャレンジド・アスリート奨励金

チャレンジド・スポーツの振興や世界レベルの選手の育成・強化を目指し、 岩手・宮城・

福島県を対象に実施しています。

助成先：個人部門のべ294名・団体部門のべ129団体に総額約2億6百万円を支援。

（2020年1月時点）
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8．車いすバスケットボール ルール映像制作

車いすバスケの認知向上のため、分かりやすく親しみやすいアニメーションによるルール

映像を制作し、日本選手権などの各大会でも上映しました。

9．車いすバスケットボールの試合中の視点が体験できるVR動画制作

車いすバスケットボールを身近に、そして迫力・魅力をより感じてもらうため、選手

視点で試合中の目線が擬似的に体験できるVR動画を日本代表選手（2016）にも出

演いただき、制作しました。

10．サントリー HP内で連載企画「OUR PASSION」掲載

選手や競技の認知度向上・普及のため、「サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェ

クト」に関わっていただいているアスリートやスタッフの方々を取材し、挑戦に懸ける

想い（OUR PASSION）を掲載しています。

7．従業員参加・啓発

①関東地方勤務のサントリーグループ社員対象（約3,600名）のソフトバレーボール

大会にて、日本代表選手などによる車いすバスケ体験教室およびデモンストレー

ションを実施。弊社ラグビー部・バレーボール部も参加し、障がいの垣根を越え

てスポーツの交流を行っています。（2015年～実施中）

②大会観戦（観戦・応援参加者数　2018年　約510名）

ジャパンパラ陸上大会（2015）、国際車いすバスケットボール大会｢北九州チャン

ピオンズカップ｣（2015）、2015IWBFアジアオセアニアチャンピオンシップ千葉

（2015）、国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会（2016、2017、2020）、

車いすバスケットボール日本選手権大会（2016、2017、2018、2019）、国際車

いすバスケットボール大会「World Challenge Cup」(2017、2018、2019）に

社員観戦を案内

③大会ボランティア

車いすバスケットボール日本選手権大会（2016）、ジャパンパラウィルチェアー

ラグビー大会（2016）や体験教室などに計15名が参加しました。
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11．チャレンジド・アスリート　谷 真海（旧姓：佐藤 真海）の活動支援

走り幅跳びでパラリンピック３大会に連続出場。2016年からはパラトライアスロン

に転向、招致スピーチを行った2020東京大会への出場を果たし、開会式では日本

選手団旗手を務めた。また、復興支援を含む様々なCSR活動にも取り組んでいます。

12．「パラスポデザインカレッジ」創設

インターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」などを運営する（株）運動通信社

との共催で、次世代を担う大学生たちが、パラスポーツを切り口に共生社会について

自ら考えアクションを起こし発信していく、1年間にわたるプロジェクトです。車いす

バスケットボールを中心に、大学生自身が試合のLIVE配信やアスリートインタビュー

などを行い、さまざまなコンテンツを継続的に発信していく予定です。大学生が自ら

考え、発信することで、大学生の皆様の学びにつなげ、パラスポーツの振興を推進

していきたいと考えています。
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社会と響きあう　文化・社会貢献

社員ボランティア

社員のボランティア活動

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

■基本的な考え方

サントリーグループでは、「利益三分主義」という大切にしている価値観に基づき、さまざまな社会貢献活動を行っていますが、同時に

社員一人ひとりもGood Personとして社会と豊かな接点を持つことが大切だと考えています。

全社で推進している「働き方改革」で創出した時間を、新たな価値に触れ、自身の成長につなげる機会とすべく、社員のボランティア

参加を積極的に推奨しています。

サントリーボランティアーズのイメージ ボランティアウェブのイメージ

■ボランティア機会の提供

社内イントラサイト「サントリーボランティアーズ」では、「自分の能力を仕事以外でも活かせるって、豊かだ。」をキャッチフレーズに、

ボランティア情報に加えて「ボランティア活動日記」「体験レポート」「ボランティア座談会」など、ボランティアの実際を知ることができ

る情報を掲載しています。

また「サントリーボランティアーズ」を「ボランティアウェブ」（公益社団法人日本フィランソロピー協会提供）と連携させ、活動紹介・申

し込みシステムとして活用しています。

国際貢献ボランティア「みんなで布チョッキン」「絵本を届ける運動」のプログラムをNPOと協働でパッケージとして整え、「サントリー

ボランティアーズ」上に掲載、社員自らが希望の場所で開催できる形を実現しました。また支援制度として、「ボランティア休暇制度」

を設けています。
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■ボランティア活動紹介

食品寄贈ボランティア

年末にはひとり親世帯への食品支援とお手紙書きのボランティアを実施しました。

在宅ボランティア

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、在宅でも取り組めるボランティアメニューを提供しました。メニューは「切手・はがきを

集めて送るボランティア」「映像翻訳」「Excelフォーマット作成」「炊き出し利用者へのお手紙書き」など。

炊き出し利用者へのお手紙書き
ボランティア

切手・はがきを集めて送る
ボランティア

サントリー天然水の森　森林整備ボランティア

サントリーが「自然との共生」に真剣に取り組んでいることを理解・体感することを目的として実施しました。低木の常緑樹を刈り

取ることで、土壌への陽射しを呼び込み、落葉広葉樹をはじめとする多様な草木の生育を促す作業を行いました。

「天然水の森ひょうご西脇門柳山」のボランティア
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災害支援ボランティア

2018年西日本豪雨、2019年台風19号発生後、会社として実施した義捐金拠出や商品供給だけでなく、社員一人ひとりが被害を受け

た方々の助けとなることを目的として、ボランティアを派遣しました。2年間で200名を超える社員が、岡山県、栃木県、長野県などで、

被害にあわれた住宅の床下の泥かき、家具の撤去、リンゴ畑の清掃活動などを行いました。

（2020年以降、新型コロナウイルス感染拡大防止により活動を休止しています）

2018年、2019年、各地の災害ボランティア

「くまもとフラワープロジェクト」ボランティア

熊本復興支援「サントリー水の国くまもと応援プロジェクト」活動の一環として、サントリーフラワーズと協働実施。熊本地震で

特に被害の大きかったサントリー九州熊本工場にほど近い、3町益城町・嘉島町・御船町の仮設住宅へ花苗をお届けし、仮設住

宅にお住まいの方と一緒に「サフィニア」を植えました。

熊本の仮設住宅でのお花植えボランティア

邦寿会　高齢者福祉施設での窓拭き・保育園の運動会のお手伝い

社会福祉法人「邦寿会」が運営する高齢者福祉施設や保育園では、毎年サントリーグループの社員が園芸、窓拭き、運動会の運営

サポート等の作業を施設職員とともに実施しています。また、グループの新入社員も各施設で邦寿会の歴史・創業者の社会貢献への

想いを研修した上で、道路の清掃や草抜きなどのボランティア活動に参加しています。

窓拭きボランティア お花植え・草抜きボランティア つぼみ保育園運動会のボランティア
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サントリー地域文化賞受賞団体のイベント等の運営ボランティア

「ガタリンピック」競技ボランティア 「因島水軍まつり」運営ボランティア

サントリー地域文化賞で受賞された各団体のイベント等における運営のボランティアに参加、地元の方との交流や地域文化の理解を深

めています。（2020年以降、新型コロナウイルス感染拡大防止により活動を休止しています）

全国の事業所で美化活動を実施

武蔵野ビール工場の社員・家族による
多摩川の清掃ボランティア

宇治川工場の社員による
工場周辺の清掃ボランティア

全国にあるサントリーグループの各事業所では、周辺の清掃をはじめ、自治体が主催するごみ拾いへの参加など、環境美化に取り組ん

でいます。（2020年以降、新型コロナウイルス感染拡大防止により活動を休止しています）

■グループ会社主催のボランティア活動紹介

「P LOVE GREEN」 ― （株）プロントコーポレーション

2010年4月に「お客様の精神（こころ）と肉体（からだ）に安らぎと喜びを与え、明日への創造を生み出すJUNCTIONとなる」という

基本理念と、プロントのブランドカラーである「Green」という原点を見つめ直し「P LOVE GREEN宣言」を発表し、人と自然にやさしい、

また、ワクワクするプロントらしい活動を「P LOVE GREEN」と名づけ、メニューやグッズ、店内環境、エンターテインメントの提供や

社会貢献活動にまで広げています。

その1つの活動として、2010年度の東京都「緑の東京募金」への寄付に始まり、東日本大震災以降は被災地の緑化事業にも寄付し、

2012年および2015年には、農林水産大臣感謝状をいただきました。加えて、毎年のように各地で災害が発生している昨今、3.11東日

本大震災以降、各災害被災地の緑の復興の為、植樹活動を中心に現地の子どもたちとともに実施しています。

植樹の様子
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霧多布湿原ナショナルトラストを支援 ― ハーゲンダッツ・ジャパン(株)

主原料の牛乳の生産地である北海道根釧地区において、2007年から厚岸郡浜中町

の霧多布湿原ナショナルトラストへの支援を行っています。霧多布湿原は国内では3

番目に大きな湿原で、1993年にはラムサール条約にも登録されています。資金面の

支援に加え、定期的にハーゲンダッツ・ジャパンの社員が地元の方々とともに、木

道の補修をするなど湿原の景観保全のボランティア活動を行っています。このボラン

ティア活動は2018年で12回目となり、引き続き毎年実施していく予定です。

木道補修風景（2014年）

フードバンクにアイスクリームを寄贈― ハーゲンダッツ ジャパン(株)

2018年に引き続き2019年も、サントリーとハーゲンダッツの社員が協働で、母子施設や児童養護施設などにアイスクリームを配送する

フードバンクのボランティアを行い、施設を訪問しハーゲンダッツのアイスクリームをお届けしました。

※フードバンク活動：製造・流通過程などで出る、安全上は問題がないにも関わらず、廃棄される食品の寄付を受け、社会福祉施設などに無償で

提供する活動

サントリーサンゴリアス選手も参加

花を通して地域の活性化を支援 ― サントリーフラワーズ(株)

「地域に花のあるくらし」を多くの方に体験していただくため、公園などに花苗を

提供しています。2012年からは「赤い花で日本を元気に！」をスローガンに、全

国各地の公園や公共施設などに花を植え、コミュニティの活性化にも役立ててい

ただく活動「赤い花プロジェクト」を全国で展開。「サフィニア・レッド」の花苗

を全国各地の団体へ寄贈しました。2015年からは活動の輪をさらに広げて「大き

な花プロジェクト」として取り組んでいます。さらに2019年からは「あしたの花

にできることプロジェクト」として、東北や熊本の復興支援などを中心に、花の

力で一人でも多くの人達が笑顔になるよう、活動を継続していきます。

「赤い花プロジェクト」の植栽
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■海外グループ会社のボランティア活動

ビームサントリー社では、2019年4月に「Together for Good」というタイトルで、14か国55地域2,000名の社員が期間内にクリーンアップ

や災害支援などに参加しました。

サントリー食品アジア社ベトナムでは、サントリーの次世代環境教育「水育」の浸透にあわせたボランティア活動を実施。サントリー食品ヨー

ロッパ社では、フードバンクやビーチクリーンボランティアなどに参加しました。

また、世界各地でボランティア活動推進を担当しているメンバーが一堂に会する「Global Volunteer Meeting」を実施し、今後のボランティ

ア活動について検討を行いました。

Global Volunteer Meetingの様子

ビームサントリー社のビーチクリーン サントリー食品ヨーロッパ社の河川清掃



231

人事の基本的な考え方

ダイバーシティの推進

雇用・就業状況

ワークライフバランスの
推進

人材育成

労使関係

一人ひとりがいきいきとやりがいをもって

働き、もてる力を最大限発揮している状

態を目指しています。

多様な従業員が「やってみなはれ」を発

揮できるよう、従業員の属性の多様化を

推進し、違いを受け入れ活かす組織づく

りに取り組んでいます。

サントリーグループで働く従業員につい

て、2021年のデータを掲載しています。

多様な従業員一人ひとりが能力を十分発

揮できるよう、ワークライフバランスに配

慮して、働きやすい環境づくりに努めてい

ます。

公正で納得性の高い人事制度を基本に、

能力を開発・発揮しやすい環境づくりに

努めています。

労使が協力して働きやすい職場づくりに

取り組んでいます。

グループ・グローバルでのピー
プル＆カルチャーの活動

グローバル展開の加速化に伴い、グロー

バルレベルで様々な取り組みを行ってい

ます。

労働安全
サントリーグループの
健康経営

従業員が安心して働くことが企業の活力

につながるとの考えのもと、労働安全を

推進しています。

2016年から健康経営をスタートし、従業

員・家族の心身の健康をさらに推進して

いきます。

サントリーグループは様々な価値観に対して誠実で、先入観や偏見を持たずに相手を尊重する「ダイバーシティ、エクイティー＆インクルージョン」

を推進し、その多様な価値観や発想を取り入れ、活かすことにより、より大きな価値を創出する「ダイバーシティ経営」を人事の基本方針としてい

ます。現在のサントリーグループにとって最も重要な課題は、新たな価値創造に挑戦する「人材育成」と従業員一人ひとりが最大限に力を発揮する、

創造性あふれる「職場環境づくり」です。多様な従業員が失敗をおそれず、より高い目標にチャレンジする人材を評価するしくみも構築しています。
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サステナビリティへの取り組み　

従業員と響きあう ダイバーシティ経営

※この章の記載はサントリーホールディングス（株）、サントリー食品インターナショナル（株）、サントリーフーズ（株）、サントリービバレッジソリューション（株）、
サントリープロダクツ（株）、サントリーウエルネス（株）、サントリースピリッツ（株）、サントリービール（株）、サントリー酒類（株）、サントリーワインインターナショ
ナル（株）、サントリー MONOZUKURIエキスパート（株）、サントリービジネスシステム（株）、サントリーコミュニケーションズ（株）、サントリー BWS（株）、
サントリーグローバルイノベーションセンター（株）、サントリーシステムムテクノロジー (株)　などに勤務し、サントリーホールディングス（株）、またはサントリー
食品インターナショナル（株）と雇用契約を結ぶ従業員6,787名を対象とします。（2021年12月31日現在。グループ・グローバル展開は除く）
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従業員と響きあう　ダイバーシティ経営

人事の基本的な考え方

サントリーグループで働く従業員一人ひとりがプロフェッショナルとして自立し、新たな価値を生み続ける集団を目指しています。

人事の基本的な考え方
サントリーグループは、「Growing for Good」の実現に向けて、従業員一人ひとりがいきいきと、

やりがいをもって働き、もてる力を最大限発揮している状態を目指し、従業員の多様さを前提

とした「ダイバーシティ経営」を人事の基本的な考え方としています。

・国籍・性別・年齢・障がいなどによる差別をしない「人物本位の採用」

・個々人の能力を活かすための「適材適所の人材配置」

・個々人の役割と成果に応じた「実力本位の処遇」

フレッシュで活力ある企業風土を支えるのは、業務の担い手であり、また一人の生活者である従業員です。今後も「やってみなはれ」の

精神のもと、いつでも新しいことに挑戦できる企業であり続けるために、「働きがい」と「働きやすさ」の両立を目指した制度と職場環

境を整えていきます。

■「社員意識調査」で会社の組織風土を調査

サントリーグループは、「Growing for Good」の実現に向けて、職場で働く従業員の意識を継続的にモニタリングし、経営施策に活か

しています。近年は、グループ会社へも広く展開し、2021年は69社で調査を行いました。結果は各社・各部署長にフィードバックし、

それぞれの課題解決に役立てています。

■現地採用に関する考え方

サントリーグループは事業を行う地域社会とともに持続的に成長を続けるため、各拠点で現地採用を積極的に行っています。海外グルー

プ会社では現地採用者を中心に約20,000人の従業員が働いており、海外比率は全体の約54%を占めます。海外グループ会社の役員・

上級管理職については、原則的に現地採用者を登用しています。
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と響きあう
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サントリーグループで働く従業員について、2021年のデータを掲載しています。
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サントリーグループの雇用・就業状況

■正社員数（2021年12月31日現在）

2021年12月31日現在のサントリーグループ（日本国内）の雇用状況は以下の通りです。

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）

■平均年齢・平均勤続年数（2021年12月31日現在）

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

SHD SBF SHD SBF SHD SBF SHD SBF SHD SBF

平均年齢 41.3歳 42.3歳 41.7歳 42.6歳 42.1歳 42.8歳 42.4歳 42.9歳 43.1歳 42.0歳

平均勤続年数 17.1年 17.8年 17.5年 18.1年 17.7年 18.3年 17.9年 18.4年 18.6年 17.4年

従業員と響きあう　ダイバーシティ経営

雇用・就業状況
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■年齢別人数・構成比（2021年12月31日現在）

SHD籍+SBF籍

2021年

男性 女性 人数計 構成比

60代 432 65 497 7%

50代 1,209 280 1,489 22%

40代 1,628 347 1,975 29%

30代 1,408 538 1,946 29%

20代 501 379 880 13%

   社員計 5,178 1,609 6,787 100%

構成比 76% 24%

（単位：人・％）

■従業員数データ（2021年12月31日現在）

※契約社員等：嘱託社員およびアルバイト、2018年よりSBFパートナー社員を追加

※SBFパートナー社員：派遣社員から無期化した社員

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

SHD SBF 合計 SHD SBF 合計 SHD SBF 合計 SHD SBF 合計 SHD SBF 合計

男性 45 13 58 43 14 57 44 14 58 44 14 58 44 14 58

女性 2 3 5 2 3 5 1 3 4 1 3 4 1 3 4

役員 47 16 63 45 17 62 45 17 62 45 17 62 45 17 62

男性 1,432 643 2,075 1,459 654 2,113 1,497 668 2,165 1,541 686 2,227 1,593 676 2,269

女性 200 40 240 217 40 257 231 42 273 239 47 286 256 66 322

マネジャー
相当職

1,632 683 2,315 1,676 694 2,370 1,728 710 2,438 1,780 733 2,513 1,849 742 2,591

男性 2,438 741 3,179 2,420 729 3,149 2,375 708 3,083 2,319 669 2,988 2,012 897 2,909

女性 995 224 1,219 1,011 239 1,250 1,012 252 1,264 1,043 262 1,305 964 323 1,287

メンバー相
当職

3,433 965 4,398 3,431 968 4,399 3,387 960 4,347 3,362 931 4,293 2,976 1,220 4,196

正社員数 5,065 1,648 6,713 5,107 1,662 6,769 5,115 1,670 6,785 5,142 1,664 6,806 4,825 1,962 6,787

男性 106 31 137 80 28 108 89 30 119 114 38 152 128 45 173

女性 79 19 98 87 113 200 90 115 205 85 128 213 88 131 219

契約社員等※ 185 50 235 167 141 308 179 145 324 199 166 365 216 176 392

派遣社員 567 63 630 573 66 639 543 58 601 526 57 583 530 52 582

（名）
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■採用人数

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）

（名）

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

SHD SBF SHD SBF SHD SBF SHD SBF SHD SBF

新卒

男性 68 17 69 16 70 24 66 20 71 19

女性 48 20 45 16 47 18 49 18 43 13

経験者

男性 13 4 14 5 9 1 8 3 22 2

女性 2 7 11 5 5 0 16 1 14 0

合計 132 48 139 42 131 43 139 42 150 34

経験採用比率 24% 6%

■事由別退職者数・離職率
（名）

※1 定年には自由選択定年も含む

※2 会社都合は、工場閉鎖・事業売却

※3 離職率は、定年退職者を除く退職者をもとに算出

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

定年※1 39 66 89 128 122

自己都合 43 57 54 48 56

会社都合※2 2 1 0 0 0

その他 4 8 2 7 8

合計 88 132 145 183 186

離職率※3 0.67% 0.86% 0.80% 0.71% 0.83%
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■新卒採用者在職率

※2014-2016年入社のサントリーホールディングス（株）・サントリー食品インターナショナル（株）の新卒採用者を対象に計算
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従業員と響きあう　ダイバーシティ経営

人材育成

公正で納得性の高い人事制度を基本に、能力を開発・発揮しやすい環境づくりに努めています。これまでも企業の成長の源泉は人材に

あると考え、さまざまな人材育成施策に取り組んできましたが、取り巻く環境が大きく変化している中で、従来の活動を進化させるとと

もに新たな施策も加え、その総称として2015年4月に「サントリー大学」を設立しました。
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人材育成を主眼に人事制度を構築
サントリーグループの人事制度は、従業員一人ひとりの能力の開発・発揮に主眼をおき、それぞれの能力の発展段階と、発揮した成果

に応じた公正で納得性の高い処遇を理念としています。その基本的な考え方は、以下の3点です。

・従業員一人ひとりが向上心をもってより高い目標にチャレンジすること

・会社は従業員に対して能力・キャリア開発の場を提供し、自己実現を支援すること

・役割と成果に見合った、公正でメリハリのある処遇をすること

■職能資格制度と資格・役割制度

サントリーグループの人事制度の基盤となるのが、「職能資格制度」と「資格・役割制度」です。

「職能資格制度」は、職務遂行能力に応じたランク（職能資格）を従業員に適用するもので、ビジネスのプロを目指して経験を積み重

ねていく段階にある「メンバー相当職」の従業員が対象です。職能資格ごとに、求められる職務遂行能力を明確にすることで、一人ひ

とりを公正に評価・処遇するとともに、向上心や目標達成意識の啓発にもつなげています。

「資格・役割制度」は、職務遂行能力である資格と果たすべき役割によってランクが決まるもので、培ってきた経験や能力を発揮する段

階にある「マネジャー相当職」の従業員に適用しています。
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■公正で納得性の高い評価を実施

実力本位の企業風土を定着させていくためには、従業員一人ひとりをその役割や成果に応じて公正に評価・処遇する必要があります。

そこで、サントリーグループでは以下のように年4回上司と部下が面接し、従業員一人ひとりが納得できる評価に努めています。

職能資格制度の適用対象となるメンバー相当職の従業員は、年初に行う「設定面接」で「目標設定シート」を作成し、半期ごとの「振り

返り面接」でその計画に対する業務実績や取り組みのプロセスを振り返り、上司と話し合いながら評価を実施。上司は「フィードバック

面接」でその評価結果を伝えるとともに、期待している点や不足している点を具体的に話し合い、評価への理解とさらなる能力開発・

成長を促しています。

また、部下をもつマネジャー相当職については、上司による評価に加えて、部下からの評価も参考にしながら多面的に「担うべき役割を

どれだけ果たしたか」を評価していきます。このように、具体的な事実に基づき、納得性の高い制度を運用することが、実力本位の社

風を定着させ、一人ひとりが高い向上心とともに働ける環境づくりにつながると考えています。

■「チャレンジ目標」の運用

2013年より、メンバー相当職を対象として、「チャレンジ目標」を導入しています。「チャレンジ目標」とは、通常業務に加えて、より難

易度の高い、意欲的な目標を自らが設定し、その成果を人事考課において加点評価するものです。失敗をおそれずによりチャレンジン

グな目標をメンバー自身で設定し、「考動」を起こすことを通じて、サントリーグループのDNAである「やってみなはれ」の風土をより強

化していきます。

■「有言実行やってみなはれ大賞」の創設

2015年、サントリーグループ全従業員を対象とした「有言実行やってみなはれ大賞」を創設しました。これは、自ら旗を掲げ、従来の

やり方にとらわれないまったく新しい発想に基づくチャレンジングな活動によって「やってみなはれ」を実践したチームを表彰するもので

す。第7回目をむかえた2021年は、世界中から約365チーム、4,000名がエントリーしており、今後もサントリーグループは、世界中で、

夢大きく、切磋琢磨しながら、新たな価値の創造に挑み続けていきます。

前述の「チャレンジ目標」とあわせて、更なるチャレンジングな風土醸成に向けて、取り組んでいきます。

■労使が協力して評価制度を運用

上述の年4回の面接について、労働組合が組合員にアンケートを実施。「上司との面接は十分に行われたか」「評価結果を理解できたか」

などを確認し、組合員一人ひとりの納得度を調査しています。

結果は経営陣にも伝えられ、人事制度の運用や改定に役立てています。また、面談内容が不十分であった場合には、評価者である上

司にヒアリングや指導も行っています。

■評価と連動した賃金制度を運用

サントリーグループの評価指標は、メンバー相当職の場合「業務計画書」に基づく達成度の「成果」と、資格ごとの行動規範を定めた「考

動」からなり、この2つの評価指標が昇給や賞与に結びつく賃金制度となっています。一方、マネジャー相当職については、資格に加え、

担った役割とその役割のもとで果たした成果に応じて処遇する賃金制度を採用しています。

また、会社業績を一定ルールで指標化し、それに賞与原資を直接連動させる「業績連動賞与」および、長期的・安定的な退職給付を

確保する「退職金年金制度」を設けています。

■「キャリアビジョン」の運用

サントリーグループは従来より、従業員が年に1回、自分の職務の状況や異動希望を人事部門に申告する制度を運用しており、こうした

申告をベースに、その人の成長を主眼として配置をすすめてきました。2013年、一人ひとりが自身の成長に向けてキャリアオーナーとな

ることを念頭に、従来のしくみを進化させた育成制度「キャリアビジョン」を新設しました。これは、事前に従業員が記入した「キャリ

アビジョンシート」をもとに長期的な「なりたい姿」と、その実現に向けた取り組みについてマネジャーと話し合い、それを育成と適材

適所の配置につなげていくという、従業員・マネジャー・人事が三位一体となったしくみです。

このしくみを充実させて、一人ひとりのより一層の成長を支援していくべく、2014年には社内イントラネットにキャリアデザインを支援す

る情報を掲載したサイトを新設するなど、運用強化への取り組みを進めています。

また、若手従業員の可能性を広げるため、入社後10年程度の間は複数の仕事を経験するジョブローテーションを実施。適材適所を図

るために4年次、9年次の全従業員面談をはじめ、従業員と人事部との個別面談を積極的に行っています。
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■Fortune “Most Admired Companies”選出

サントリーは、米ビジネス誌「FORTUNE(フォーチュン)」の“世界で最も賞賛される企業（The World’s Most Admired Companies）”

ランキングの〈飲料・酒類業界部門〉で、2019年に日本企業としては過去最高となる第4位に選出されました。

このランキングは、米ビジネス誌「FORTUNE」が1997年から毎年発表している世界的に権威のある企業ランキングです。世界の有力

企業約650社を対象に、企業の経営者や金融アナリストなど約4千人へのアンケートをもとに9つの評価項目※に基づいてランク付けされ

ます。

※

　( 1 )革新的であるかどうか

　( 2 )有能人材を惹き付け、維持する能力

　( 3 )経営資源の有効活用

　( 4 )社会的責任

　( 5 )マネジメントの質

　( 6 )財務状態の健全さ

　( 7 )長期的な投資価値

　( 8 )製品あるいはサービスの質

　( 9 )国際的に事業を行う上での有効性

サントリーは2013年からこの調査に参加しており、常に上位にランキングされています。

これまでの企業活動が世界から高く評価されたことを誇りに思い、今後とも世界から賞賛される企業であり続けたいと思います。

■従業員の意識や会社の風土を調査

「キャリアビジョン」での面談では、従業員の現状や仕事に対する意識、本人の健康・家族・身上に関することや、異動希望、仕事への

やりがい、満足度などを確認しています。2021年は、77.9%の従業員が自らの仕事にやりがいを感じており、66.6%が満足していると

いう結果が出ています。個人の回答は、本人の希望を考慮した適材適所の配置や、企業活動の方向づけなどに役立てています。

また、サントリーグループでは、組織風土調査を毎年実施し、サントリーグループに集う従業員一人ひとりが日常業務の中で「企業理念」

をどのように認識、理解しているのか、また、それぞれの会社や職場の組織風土、施策、ならびにコンプライアンスについてどのよう

な意識をもっているのかを調査し、経営層並びに各社・各部門とも共有し、活用しています。海外でも従業員意識調査を実施しており、

2020年の調査では、約8割がサントリーグループで働くことに誇りを持っていると回答しています。

2021年度の仕事に対する意識
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サントリー大学
サントリーグループはこれまでも企業の成長の源泉は人材にあると考え、人材育成に取り組んでいます。

グループの一人ひとりが、学びつづけ、成長しつづけることが組織の成長につながるという認識のもと、2015年4月に「サントリー大学」

を開校しました。「大学」と名前はついていますが、門や校舎があるわけではなく、サントリーグループがグローバルに発展していくため

の人材育成プログラムの総称です。

サントリー大学のコンセプトは、世界で最も人材が育つ会社を目指し、一人ひとりの学びと能力開発を通じて、サントリーグループの成

長に貢献すること。そして、グループ全員が、創業の精神を理解し、“One Suntory”を実現することです。

サントリー大学は、リーダーシップとキャリア開発、カルチャー・創業の精神の共有と実践、2030年に向けた能力開発の3つの領域に

おいて、サントリーグループに属する全員に対し、学ぶ機会を提供しています。

「日経Smart Work大賞」殿堂入り
日本経済新聞社が実施する「日経Smart Work経営調査」において、第2回・第3回と大賞を連続受賞し、2021年の第4回、2022年

の第5回審査においては、連続して大賞を受賞した企業のみが対象となる「殿堂入」に選出されました。総合評価では常に最も高い5つ

星の評価を獲得。特に「人材活用力」では、在宅勤務の促進といった多様な働き方の推進が高く評価されています。



241

■グローバルでの取り組み

リーダシップとキャリア開発

強いビジネスリーダーを継続的に育成していくために、高いビジネスレベルを目指してキャリアストレッチの機会を提供します。従来の業

務の枠を超えて、社外／海外／異業種との接点を多彩に組み込むとともに、常に経営戦略とリンクしながらカリキュラムを用意しています。

サントリー・ハーバードプログラム

国境を越えた真のGlobal One Suntoryを実現し、世界マーケットで戦い抜く体制を強化するために、2019年よりハーバード大学と提携

したサントリーオリジナルプログラムを開始しました。対象は日本国内外のシニアマネジャー層です。

ハーバード大学構内で一週間にわたって行われる集合研修では、グローバルマインドセット修得・世界のビジネストレンド理解・グループ

ワイドでのネットワーク構築を行います。また、その後のフォローアップとして2回のオンライン授業を実施し、研修で学んだことを生かし

て各自が直面している課題をどのように乗り越えたか議論するなど、豊富なコンテンツを盛り込んでいます。

開催第一回目となった2019年は、総勢55名の社員が世界各国から参加しました。

Beyond Borders

事業の枠を超えてサントリーグループ全体を牽引するグローバルリーダーを育成することを目的として、Beyond Borders Program (BB)

を実施しています。対象はサントリーグループ全体から選抜されたシニアマネジャーで、2021年度は世界各国から23名が参加しました。

2021年11月から約８ヶ月にわたるプログラムはYour Leadership Identityに始まり、Vision (Growing for Good), Strategy (Develop 

the roadmap), Impact (Lead the Change)と4つのテーマに沿って、学んでいきます。また、ビジネス課題に基づいたアクション・ラー

ニングプロジェクトも組み込まれており、経営層へのプレゼンテーションを通じて研修での学びを実践に生かしています。（2021年度は

COVID19のパンデミックの影響により、4回のモジュールの内3回がバーチャルでの開催となりました）

GLDP

将来のグローバル経営人材を継続的に輩出することを目的に、サントリーグループ全体から選抜されたチームリーダー層を対象に、

Global Leadership Development Program（GLDP）を実施しています。GLDPはケンブリッジ大学とパートナーシップを組み、全3

回の集合セッションやコーチング・アクションラーニングを含む約8 ヶ月にわたるプログラムです。2021年は世界的なパンデミックの影

響により3回の集合セッションのうち2回をオンライン開催し、世界各国・異なるビジネスや職種から計26名が参加しました。参加者は

次世代リーダーシップマインドセット、自己認識、サントリーのDNAや事業、異文化への理解を基盤に、ケンブリッジ大学の教授や外

部の専門家による講義を受講しました。サステナビリティやイノベーションをはじめとした講義を、サントリーのリーダーシップ項目につ

なげながら学びを深めることで、サントリーならではのユニークなリーダーシップ育成を実現しています。最終的にはその学びを統合し

て経営層に答申するという経験を積むことで、グローバル経営におけるリーダーシップのあり方について深く体得していきます。
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プログラムの全工程をオンライン開催 バーチャル水育

VRを使ったFounding Spiritsツアー

カルチャー・創業の精神の共有と実践

国内外のすべてのグループ会社を対象に、企業理念や「やってみなはれ」「利益三分主義」といった創業の精神について、理解、浸透を

図るための活動を展開しています。

GLF

サントリーグループへ新しく参画したシニアリーダー層を対象に、以下3つの目的で「Global Leadership Forum（GLF）」を開催しています。
※21年度はパンデミックの影響で、3テーマに分けてオンラインにて実施。

・ サントリーの一員であることの意識を高く持ち、創業の精神や企業文化をはじめとするサントリーのDNAを学び、自身のビジネスで体

現者となってリーダーシップを発揮する場面で活かしてもらう

・各ビジネスや各機能の壁を越えて、サントリーグループ全体での経営視点を持つ

・対象者間のネットワーキングにより、専門性や経験をシェアし、シナジーの種を見出す

プログラムの内容やセッションの講師として、社長・副社長をはじめとする経営トップ自らが大きく関与している他、ゲストスピーカーに

よるワークショップなど、参加者にとってもサントリーのカルチャーをしっかりと学んでもらえる内容を盛り込んでいます。

アンバサダープログラム

アンバサダープログラムは海外グループ会社従業員を対象にしたプログラムです。サントリー経営陣との対話や一緒に参加している

世界各地のグローバルなサントリアンとの交流、サントリーグループの文化や創業精神、グループ内のさまざまな組織の違いや共通

点の理解を通じ、参加者が最終的に自身の組織内でサントリーのカルチャーを浸透する「アンバサダー」となることを目的としてい

ます。

例年は海外各国から日本に研修参加者を招待しサントリーの様々な現場を実際に見て回るという実体験型の研修でしたが、コロナウ

イルス感染拡大の影響で1年間延期した後、2021年度は初めてバーチャルで実施することができました。

参加者はこの3か月の間にバーチャルながらも組織・部門・国を越えた強いネットワークを構築し、より大きいサントリーグループ

へのつながりを感じることができました。今回はバーチャル開催ということもあり、VR（バーチャルリアリティ）を使った「Founding 

Spirits」ツアーやMySUのEラーニング活用など、様々なデジタルな施策にも挑戦しました。

2012年の開始以降、2019年末時点で、約600名が参加しています。今後もこの「アンバサダープログラム」をより進化させ、サントリー

グループの強みである創業精神をグローバルに共有し、真のGlobal One Suntoryの醸成に向けて邁進していきます。
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2030年に向けた能力開発

デジタル学習基盤

新たに制定されたサントリーリーダーシップ考動項目（Suntory Leadership Spirit）をはじめ、デジタル、サステナビリティ、DEI（Diversity

（多様性）Equity（公平性）Inclusion（包含性））などの将来的に必要となる能力開発の機会を提供します。

グローバル デジタル ラーニング プラットフォーム『MySU（My Suntory University）』

サントリー大学の『MySU』は、世界中のサントリアンを対象とした学びのサイトです。

このプラットフォーム上で、オンライン講座の受講、ビデオ・資料などの学習コンテンツの視聴が可能です。サントリーの創業精神・

MVV・中長期ビジョン等に関するものから、ビジネスに役立つスキルに関するものまで、幅広く展開しています。

加えて、サントリー大学におけるグローバル研修プログラムの情報も『MySU』にて一元で管理し、研修参加者をサポートします。研修

参加者間のコミュニケーション活性化及び継続学習にも役立てていきます。
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■国内での取り組み

カルチャー・創業の精神の共有と実践

人材育成の基盤　―サントリーグループ全員が学び、成長し続けるために―

入社時研修や新任マネジャー研修など、各種の階層別プログラム内に、創業の精神を学ぶセッションを組み込んでいます。具体的には、

新任マネジャー研修内にて、創業家との対話により経営目線での社会的意義を学ぶとともに、サントリーの歴史をベースとするワーク

ショップを通して、自分の言葉で創業の精神を語るプログラムを実施。また、新入社員向けには、山崎蒸溜所や高殿苑、つぼみ保育

園、どうみょうじ高殿苑、天然水の森などを訪れ、サントリーグループのVALUEを学ぶプログラムを2日間通して体感する研修を実施

しています。

従業員一人ひとりが能力を確立し、キャリアオーナーの自覚をもって自らキャリアを切り拓くための場を提供する領域です。日本国内

の従業員を対象に、「サントリアンとしての成長（新人からマネージャー層までの階層別研修）」および「キャリア自律・自己啓発（キャ

リア支援）」という2軸をもとにプログラムが組まれています。

階層別研修

階層別研修では、新入社員、新任P（プロフェッショナル）層、新任マネジャー層、新任部長層などの各層毎に、求められるスキル/知

識/マインドセット・マネジメント能力・リーダーシップ等のテーマでそれぞれ学びを深めています。若手からマネジャー層までサントリー

グループを支える一人ひとりが成長し続けること、それがこの領域に込めた思いです。また、営業・生産など各部門では、ステージに

合わせた基本研修プログラムも実施しています。

従業員一人ひとりのキャリア開発をサポート

サントリーグループでは、2007年にキャリアサポート室を設置しました。専門のアドバイザーによるキャリア個別相談や人事異動後の

キャリア面談、世代別ワークショップ、フォロー面談等を通して、従業員一人ひとりの自律的なキャリア開発を支援しています。従業員

全員が、キャリアのオーナーとして、「イキイキと自分らしく」「面白い仕事する」をコンセプトに、各世代に対応したキャリアワークショッ

プを体系的に行っています。入社3年目ではキャリアを考える姿勢づくり、入社10年目では自らのキャリアデザインを描き今後の可能性

を追求する、43歳では企業人人生の中間点にあたり、これまでのキャリアを振り返り「自分らしさ」を確立する、ということを目的に

年代別のワークショップを行っています。加えて、「38歳から47歳」「48歳から57歳」の2つの応募型ワークショップを開催し、今後

のキャリアを極めるため、深い自己理解のもとに自分らしいキャリアビジョンを描くことを目的に、いつでも、何度でも受講いただける

機会を提供しています。また、65歳定年制導入に伴い、58歳ではこれまで培った力を活かした、生涯にわたるキャリア充実をテーマに、

仕事を通して今後の人生をよりポジティブなものにしていくキャリア開発をサポートしています。

新人社員による森林整備体験新任マネジャー研修での経営者との対話
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育成の考え方／研修・自己啓発プログラム全体図

具体的には必要な能力・資質に応じた育成体系を構築し、社員の成長を支援しています。
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さまざまな育成プログラム

従業員一人ひとりが自分らしく、いきいきと働き、自己成長していくためには、自らの仕事人生に自ら責任をもって前向きに主体的に

努力し続けることが必要です。そのため、サントリーグループでは、自己啓発支援プログラム「SDP（Suntory Self-Development 

Program）」を導入しています。特に「応募型研修」は、国内グループ会社の従業員は誰でも共通のプログラムを受講でき、講座コンテ

ンツの学習だけではなく、グループ会社間におけるネットワーク形成としても有用な手段となっています。

さらに近年は、グローバル化への対応として、英語力強化への支援を充実させています。初心者レベルから、日々の業務で活用する高

度なレベルまで、また学び方も、事業所での少人数グループレッスンや、個人のスクール通学、e-ラーニングや通信教育など、幅広い

支援体制を用意しています。今後も、前向きに主体的に努力し続ける従業員を支援していきます。2019年からはeラーニングプログラム

を強化、場所や時間を選ばない自由で積極的な学びを支援しています。

研修の種類 内容 人数

応募型研修※ 従業員自らが描くキャリアプランを実現していくために必要なビジネススキルの修得を主眼とした研修で、
約40種のコース（年間2期）を設置

1,243

英語力強化※
英語でのビジネスコミュニケーション能力を強化するため、事業所での会話レッスンや、オンラインレッス
ンなど、さまざまなコースを用意。各自がレベルに応じたプログラムを効果的に受講できるよう、多彩な
支援コンテンツを整備

1,122

eラーニング

オンライン経由で自由に受講できる5社のプログラムを提供。
ビジネススキル修得からライフに関するものまで幅広い内容をカバー。
スキマ時間を活用しいつでもどこでも、自主的な学びを支援。
業務遂行能力のレベルアップ・業務革新手段の修得を目的とした研修。
ビジネススキル・語学・パソコンスキルなどのコースを整備。

1,350

通信教育通学費
補助制度

能力向上を目的とした通信教育・通学にかかる費用の半分を会社が補助する制度（上限あり）
対象となる講座は、業務遂行上必要なスキル（計数・法知識など）の修得、語学向上、資格取得など

479

寺子屋プログラム

サントリーが世界で一番人材が育つ会社となることを目指し、自ら学ぶ風土を醸成するため、「学ぶ」「つながる」「教えあう」をコンセ

プトにした学びのプラットフォーム「寺子屋」を2017年から展開しています。

サントリーグループ社員約20,000名を対象に無料で参加できる仕組みで、ビジネススキルや一般教養に関する講義を受講して学びを

得たり、自らが講師となり社内外で得た知識を他の社員に自由に共有することができます。2020年はコロナ禍に伴い、イベントを完全

オンラインで実施し、利用者数も大幅に増加しました。【2021年実績】参加者数（延べ）：32,196人、年間イベント数：272回（内、社

員講師によるもの177回）

主な自己啓発支援プログラムおよび2021年度の受講者数

※本人の意思に基づく任意参加制であり、研修費用の一部を会社が負担します
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派遣先のグループ会社のミーティングで存在感を発揮するトレーニー

キャリアチャレンジでのワークショップ。英語でのプレゼンテーション

名称 内容
2021年

実績

2011 ～
2021年

累計

キャリアチャレンジ（現
グローバルチャレンジ）

グローバル業務遂行に必要なスキルを個別に設定・修得（語学力・異文化理解/コミュ
ニケーション力・リーダーシップ・論理的思考力・計数）

7名 83名

ビジネススクール留学 国内留学・海外留学としてビジネススクールで、経営管理修士（MBA）を修得 3名 32名

トレーニー
海外グループ会社での１年間の実地研修（OJT）を通じて、専門性を更に磨くとともに、
語学力・コミュニケーション力・異文化対応力およびリーダーシップを修得する。

6名 99名

グローバルリーダー育成プログラム（主に日本人対象）
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One Suntoryの推進

国内グループ会社合同マネジャー研修

マネジャー経験3年未満の従業員を対象に、「マネジャーのスタンダードを学ぶ」をテーマに2日間の研修を実施。

自社・自己のプレゼンテーションや先輩マネジャーによる講話、人材育成にフォーカスをあてたロールプレイング演習などを盛り込んで

います。2021年は12社・28名が参加しました。

2019年に実施をした際の「先輩講話」の様子

国内グループ会社合同中堅ブレイクスルー研修

中堅社員（入社3年目相当）には、入社からこれまでを振り返り今後のキャリアを考えるとともに、「中堅社員にとって必要なビジネスス

キル」を学び、今後さらに成長・活躍していくためのポイントをワークショップを通じて見出す研修を毎年実施しています。

2021年は10社・42名が参加しました。

※2019年に実施した際の写真

国内グループ会社合同新社会人トレーニング

「フレッシュな時にグループの一員であることの意識を強くもってもらい、将来のシナジー発揮に繋げて欲しい」という考えのもと、サン

トリーグループは2014年より「グループ合同新社会人トレーニング」を開催し、「社会人としてのマインドセット」や「ビジネスマナーの

基礎」などを学びながら、絆を深めています。2021年は7社・40名の新社会人が参加しました。

自社プレゼン（会社ごとに自社紹介） 
※2019年に実施した際の写真

研修の最後に集合写真 
※2019年に実施した際の写真

■キャリア支援企業表彰を受賞

厚生労働省が主催する「キャリア支援企業表彰2013」において、サントリーホールディングス（株）

が厚生労働大臣表彰企業に選定されました。「キャリア支援企業表彰」は従業員のキャリア形成を

積極的に支援して他の規範となる企業をたたえ、その取り組みを広く周知・普及させることを目的と

するものです。

今回の表彰は、一人ひとりがいきいきとやりがいをもって働き、「やってみなはれ」を最大限発揮する

ために、従業員のキャリア形成を積極的に支援する取り組みが高く評価されたものと考えています。

表彰式では、記念品の盾
が贈与されました
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従業員と響きあう　ダイバーシティ経営

ダイバーシティの推進

多様な従業員が「やってみなはれ」を発揮できるよう、従業員の属性の多様化を推進し、違いを受け入れ、活かす組織づくりに取り

組んでいます。

自然
と響きあう

社会
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先
と響きあう

従業員
と響きあう

ダイバーシティの推進に向けて
新たな価値を絶えず創造していくためには、国籍や年齢などにとらわれることなく、多様な人材、多様な価値観を積極的に取り入れ、

公平性を担保し、活かすことが重要であるとの考えのもと、2011年にダイバーシティ推進室を設置しました。 そして、誰もがサントリー

社員としての自覚と誇りを持ち、自分らしくいきいきと働ける職場、仲間の個性や多様性を強みとして活かす組織の実現に向け、2021

年11月より、新たに「DEI Vision Statement」「Strategic Pillars」を制定しました。 サントリーグループ全体でDiversity, Equity & 

Inclusionを推進していきます。
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女性の登用・活躍推進

サントリーグループでは、性別に関わらず一人ひとりがいきいきと活躍する組織を目指し、活動を進めています。一人ひとりが平等に機

会をもち、成果を出した者が機会を獲得できる健全な競争環境を整備することにより、2030年に女性管理職比率を30%とすることを

目指しています。

そのための女性活躍支援の一つとして、意図的なストレッチ機会による意識・考動変革を促しています。社外での取り組みとして、管理

職一歩手前の従業員を対象とした社外セミナーへ派遣し、異業種との交流の中でさらなるチャレンジへの意欲を高めることを目指してい

ます。社内の取り組みとして、サントリー株式会社では、2021年より「女性リーダーシップ研修」を実施し、部長以上がメンターとして

伴走しながら、経営層への提言を行う機会を作っています。

また、女性本人に対してだけでなく、管理職向けのダイバーシティマネジメント研修を実施し、多様な部下のマネジメントに関して学ぶ

機会を提供しています。2019 ～ 2021年には営業・生産研究・スタッフ・マーケティング部門の管理職約1,400人に向けて同研修を実

施しました。

ライフイベントとの両立に関しても、産休前ガイダンス・育休後フォローアップセミナーでは、業務へのより高い意識を醸成するとともに、

セーフティネットとして、保育園に入園できなかった際の「つなぎベビーシッター制度」や、復職後の「緊急時・病時ベビーシッター制度」

にて費用の一部を会社が負担するなど、育児中社員の早期復職・フルモード化への支援も行っています。また、育休から復職したメンバー

をもつ上司に対して育児中のメンバーをマネジメントするにあたって必要な情報等を提供することで、マネジメントによる活躍支援の後押

しを強化しています。

そして、2021年10月には全女性管理職を対象とし、女性管理職同士のネットワークを築いて頂くことを目的としたDiverse Leadership 

Forumを実施しました。本人の成長に加え、グループ全体での推進を加速することを目指しています。

女性の登用、活躍を推進していく事はグローバル共通の課題であるとの考えのもと、各国のリーダーと女性活躍推進に取り組んでいます。

3月8日の国際女性デーでは、各国で実施するイベント・セミナーに加え、グローバル全体でのイベント・セミナーを実施し、グループグ

ローバルで女性活躍、ダイバーシティ経営に考えるきっかけづくりを行っています。

またビームサントリーでは、2030年に女性管理職比率を50%とすることを目指しています。2021年末にはアメリカ国内の比率19%、

国外は21%となりました。

■【日本国内での取組】

■【グローバルでの取組】

女性リーダーシップ研修

■女性の登用状況
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■管理職・非管理職別、男女別要員数

※2021年12月31日

※サントリーホールディングス（株）籍およびサントリー食品インターナショナル（株）籍のみの数字です。

グローバルな人材の採用、活躍推進

グループ・グローバルで活躍できる人材の発掘・育成・配置に向けて、定期的にグループレベルでのタレントレビューを実施しています。

主要グループ会社のトップマネジメントが集まり、キータレント・ポジションの把握や、重要ポジションの後継者計画、国や事業を跨いだ

異動の検討を行っています。また、機能別のグループタレントレビューや、親和性の高いリージョンごとのタレントレビューも継続的に実

施しています。今後もグループタレントレビューをはじめとするグループ・グローバルでのタレントマネジメントに取り組んでいきます。

■【日本国内での取組】

■【グローバルでの取組】

グローバルでも、各国でLGBTQ+啓発に取り組んでいます。特にフルコア・ビームサントリーではLGBTQ+啓発を目的としたグループが

形成されるなど積極的な取り組みが行われています。日本同様、6月のプライド月間を中心に、各国でイベントを実施し、個人の性的指

向や性自認に関わらず、差別や偏見に晒されることなく、自分らしく働ける職場環境づくりに取り組んでいます。

LGBTQの取り組み指標「PRIDE指標」で最高評価のゴールドを受賞

※1 LGBTQなどの性的マイノリティに関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する任意団体。日本の企業内で「LGBTQ」の人々 が自分らしく働ける職場

づくりを進めるための情報を提供し、各企業が積極的に取り組むきっかけを提供することを目的としています。

※2 1.Policy（行動宣言）2.Representation（当事者コミュニティ）3.Inspiration（啓発活動）4.Development（人事制度・プログラム）5.Engagement ／

　　Empowerment（社会貢献・渉外活動）の5つに分類されています。日本初のLGBTQに関する評価指標で、2016年に策定されました。

LGBTQ+に関する活動の推進

サントリーグループでは、一人ひとりがいきいきと自分らしく働くことができる企業を目指し、LGBTQ+に関する活動を続けています。

2016年よりLGBTQ+への取り組みを強化すべく、プロジェクトチームを発足。これまで、就業規則における配偶者の定義に「同性パー

トナー」を加える改定、LGBTQ+に関する相談窓口の設置、LGBTQ当事者とALLY（アライ・よき理解者）のためのLGBTQ+ハンドブッ

クの作成、6月のプライド月間を啓発月間として、当事者社員の声を聞くパネルディスカッションイベント等を実施しました。

こうした継続した活動が評価され、work with Pride※1が策定する企業・団体等におけるLGBTQ+などの性的マイノリティに関する取り

組みの評価指標「PRIDE指標」※2において、2021年には最高評価の「ゴールド」を5年連続で受賞しています。

■【日本国内での取組】



252

障がい者雇用・活躍を促進

サントリーグループは、障がい者の方の可能性を広げるため、職域を限定せずに採用活動を行っています。新卒・経験者の両者を対象

に、障がい者の方の専用窓口を設けて告知を強化し、ハローワークとの連携も図るなど積極的な活動を展開しています。さらに、グルー

プ会社全体での雇用促進も進めており、2012年からはグループ合同での就職ガイダンスを開始。2021年6月1日時点で障がい者雇用率

はサントリーホールディングス（株）が3.07%（雇用者数は108名、うち重度障がい者数46名）、サントリー食品インターナショナル（株）

が2.69%（雇用者数は41名、うち重度障がい者数17名）となっています。

なお、障がい者の方のさらなる活躍推進に向けて2014年より知的障がいの学生を対象としたインターンシップを実施し、2021年4月ま

での7年間で27名採用しています。このチームは、2018年4月より「コラボレイティブセンター」をお台場オフィスに開設。2020年4月

に大阪オフィス、2021年3月に田町オフィスへと拡大し、サントリーグループ全体の業務サポートおよびDEIの実践を目指して、さらに活

躍の場を広げていきます。

また、2021年1月には、障がい者の活躍推進に取り組む国際イニシアティブ「The Valuable 500」※3

に加盟、全てのグループ会社で今後もさらに取り組みを強化していきます。

■【日本国内での取組】

※３ 「The Valuable 500」 2019年1月の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）にて発足し、障がい者が

ビジネス、社会、経済にもたらす潜在的な価値を発揮できるような改革をビジネスリーダーが起こすことを

目的とした取り組みです。

■【グローバルでの取組】

毎年12月3日は国際障がい者デーと呼ばれ、障がい者問題への理解促進、障がい者が自分らしい生活を送る権利とその補助の確保を

目的とした国際的な記念日です。サントリーグループでは2021年より、グローバルにイベントを実施し、社内の理解促進と啓発に取り

組んでいます。

■障がい者サポート休暇制度の導入

障がい者の方にも、より一層いきいきと活躍いただける環境をつくっていきたいという考えのもと、2013年より「障がい者サポート休暇

制度」を導入しました。障がい者手帳を保有する方を対象に、特別休暇として年5日を付与しており、この制度は、正社員・嘱託を問わ

ず利用することができます。上司のマネジメントをサポートするために「ハンドブック」も作成、共有しています。

今後も、障がい者の方の雇用を促進していくとともに、より働きやすい環境づくりを進めていきます。

コラボレイティブパートナー

■障がい者雇用数と雇用率（2021年6月1日時点）

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）
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■【長く活躍できる社会を目指して―65歳定年後再雇用制度の導入―】

少子化・高齢化の進む日本で、社会活力の維持発展のためには、意欲あるシニア層の活躍の舞台を拡げることは極めて重要です。また、

シニア層が培ってきた技術やスキルは、企業にとっても貴重な財産です。

サントリーグループは、世に先駆けて2013年に65歳定年制を導入。以後、60歳に到達した社員も引き続き、持ち味を発揮し働きがい

を持っていきいきと活躍しています。こうした状況を踏まえ、2020年、65歳定年後再雇用制度を導入しました。

本人・会社が合意すれば最大70歳まで単年契約を更新できる仕組みであり、人生100年時代に向けて新たな選択肢を提供するものです。

従来より、50代のうちに必ず受講する「キャリアワークショップ」や「ライフプランセミナー」で、シニア期のキャリア・ライフを考える

機会を提供してきました。

常に新たな可能性を探りチャレンジによって輝き続けるシニアの存在は、組織にも新たな活力をもたらします。やってみなはれ精神のも

と、一人ひとりが存分に個性を発揮できるよう取り組んでいきます。

■【日本国内での取組】

一人ひとりが自分と異なるものを受け入れ活かすためにはインクルーシブな職場環境を実現していく事が重要であるという考えのもと、

管理職層を対象とした多様性を活かすマネジメントや無意識のバイアスへの向き合い方を学ぶダイバーシティマネジメント研修を実施し

ています。2019 ～2021年には営業・生産研究・スタッフ・マーケティング部門の管理職約1,400人に対して同研修を実施しました。また、

2020年よりサントリーフーズ株式会社（営業部門）では、未来に必要なマネジメントを相互に議論しながら考えていくワークショップ「未

来会議」を開催しています。2020年〜21年にかけて同社の全管理職層200名以上が参加し、これまでの自分自身のマネジメントを振り

返るとともに、未来に向けたビジョンとそれを実現するための考動計画を立てました。今後も部門を拡げて展開していく予定です。

■【グローバルでの取組】

グローバルでもインクルーシブな職場環境に向けて、各国リーダーを対象としたマネジメント研修を実施しています。ビームサントリーで

は役員層、部長層に向けて約1年間に渡るインクルーシブリーダーシップ研修を実施し、メンバーの多様性を十分に受け入れ、活用で

きるリーダー育成を目指しています。

シニア層の多様な働き方支援

インクルーシブな職場環境に向けて

■【企業の枠を超えたキャリアパス構築の支援―地方創生人材支援】

人生100年時代の今日、キャリア自律のもと、企業や組織の枠にとらわれないオープンなキャリアパスの構築を目指すことが必要です。

サントリーグループではその一環として、内閣府の「地方創生人材支援」の枠組みに基づき地方自治体に社員を派遣しています。これは、

日本全体の課題である地方の活性化に向けて、企業で経験を積んだ人材が自治体で貢献する仕組みです。

シニア層の新たなキャリア開発につながると同時に、サントリーグループの理念である「利益三分主義」を、人を通じて実行することに

もつながると考えており、毎年の社内公募には多数の応募があります。現在、9名の社員が自治体で活躍しており、今後も継続して拡大

実施していく予定です。

ダイバーシティマネジメント研修
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■2018 J-winダイバーシティ・アワード　Advance部門　準大賞を受賞

NPO法人 J-Winが、2008年より毎年実施。各企業におけるD&I推進の進捗度を絶対評価するアセスメントと、推進状況の相対評価

により、ダイバーシティ&インクルージョンを推進している先進企業を表彰することで、日本企業におけるD&I推進を加速することを目

的としているアワードです。

社外からの評価

■「ダイバーシティ経営企業100選」

経済産業省が2012年から取り組みを開始した事業で、さまざまな規模・業種の企業を対象

として「ダイバーシティ経営」への積極的な取り組みを「経済成長に貢献する経営力」として

評価・選定しています。さらに選定企業をベストプラクティスとして広く発信することで、ダイ

バーシティ推進のすそ野を広げることを目的としています。

■“女性の活躍推進が進んでいる企業”としての最高認定「えるぼし（3段階目）」

「えるぼし」は、企業における“女性の活躍推進を図る”ことを目的に、女性活躍推進法に基づき、

①採用②継続就業③労働時間などの働き方④管理職比率⑤多様なキャリアコースの5つの項

目から評価を受け、厚生労働大臣から認定されるものです。

※サントリーホールディングス（株）取得

■“子育てサポート企業”として最高認定「プラチナくるみん｣

「くるみんマーク」は、企業における“仕事と子育ての両立支援”の取り組みを進めることを

目的に、次世代育成支援対策推進法に基づき、制度の導入や利用が進み、高い水準の取り組み

を行っている企業が、厚生労働大臣から認定されるものです。

※サントリーホールディングス（株）取得

こうした取り組みの結果、社外より下記のような評価をいただいてきました。
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従業員と響きあう　ダイバーシティ経営

ワークライフバランスの推進

多様な従業員一人ひとりが能力を十分発揮できるよう、ワークライフバランスに配慮して、働きやすい環境づくりに努めています。

自然
と響きあう

社会
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先
と響きあう

従業員
と響きあう

労働時間の削減に関する方針
長時間労働の抑制や年次有給休暇取得促進（原則として全員16日以上）を通じて、総労働時間1,899時間以内を目標として定めています。
※上記目標は、ILOの基準である週48時間以内である、週（5日）平均39時間となります。

労働時間の適正化
従業員が健康でいきいきと働ける風土づくりの一環として、サントリーグループでは労働時間を含む各国の労働関連法の遵守徹底に加

え、労使協働で長時間労働の抑制やサービス残業の禁止、年次有給休暇の促進に取り組んでいます。また、パソコンの使用時間など

各種勤怠情報を日次で確認できるシステムを導入し、セルフマネジメントをサポートするとともに、必要に応じて改善指導などの対策を

講じています。

■年間総実労働時間

※サントリーグループの標準的な事業所での所定内勤務時間は1日7.5時間、休日数は年間121日、年間所定内勤務時間は1,830時間です

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）
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働き方改革
サントリーグループでは、「生産性の向上」、「ワークライフバランスの実現」、「健康・活き活きの実現」を通じた競争力強化を目的とし、

働き方改革に取り組んでいます。

時間と場所の制約を取り払い、よりフレキシブルな働き方を目指して、2010年にフレックスタイム制度のコアタイム原則廃止・対象範囲

拡大、テレワーク勤務制度の対象範囲拡大・10分単位での利用を可能とし、2020年にはテレワーク勤務制度の日数上限撤廃を行いま

した。また、研究開発部門では裁量労働制を導入し、業務適性に即したワークスタイル革新に取り組んでいます。加えて、ロボットを

活用した業務自動化（ロボティック・プロセス・オートメーション、RPA）など、ITを活用した新しい働き方も推進しています。

また、各部署で具体的なアクションプランを立案。部署毎に選任された働き方改革推進リーダー・マネジャーと労使で三位一体となっ

て取り組みを進めています。

※テレワーク勤務：在宅勤務など、事業所外での勤務のこと

施策 内容

フレキシブルな働き方の推進

フレックス勤務、テレワーク勤務の利用を推進
約9割の社員がテレワークを利用
2015年には「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰（輝くテレワーク賞）特別奨励賞」を受賞しました。
働き方改革を通じて生産性を高め、持続的に成長する先進企業を表彰する「日経Smart Work大賞」は、
2019年・2020年に大賞を受賞、2021年に殿堂入りしました。

業務効率化の推進
高性能TV会議、Web会議、タブレット、スマートフォン、モバイルPC、RPAの活用を推進
働き方改革推進リーダー制度を基軸とした、各部署現場目線での継続的業務見直し

■働き方改革につながるさまざまな活動

■年次有給休暇取得実績

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）
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ワークライフバランスに配慮して従業員を支援
以前から法定以上の福利厚生制度を多く設けるなど、生活と仕事のバランスを保ちながら個々の事情に応じて働ける制度を拡充してい

ます。また、少子高齢化問題に社会全体で取り組んでいく必要性や企業の社会的責任を十分に認識し、現場の実態や従業員のニーズ

に即した支援を行っています。

育児に関する制度

2005年4月施行の「次世代育成支援対策推進法」に基づいて、出産・育児支援制度を拡充しました。育児休職のほか、妊娠期～育児

期まで利用できる短時間・時差勤務制度を導入しています。保育園などの送迎や子どもの生活時間に合わせられるように、働き方を幅

広く選択できるようにしています。

こうした取り組みの結果、2008年に厚生労働省より「次世代育成支援企業」認定マークを取得しました。2011年には男性の育児休職

取得促進を目的に育児休職の一部有給化した制度（ウェルカム・ベビー・ケア・リーブ）をスタートし、2021年の育児休職取得率は女

性が100%、男性が58%でした。年間での育児休職取得者は女性が207名、男性が134名となっています。サントリーでは今後、ダイバー

シティ経営推進に向けた大きな柱の一つとして「男性育休」を掲げ、2024年までに「男性育休取得率100%」達成を目標に活動を強化

します。より柔軟な育休取得できるよう社内規程を改定し、全社員が参加可能な育児関連セミナーや経験者座談会を開催し情報提供

の場・社内風土の醸成を加速させていきます。

介護に関する制度

2011年4月より介護に関する制度（休職、短時間・時差・フレックス勤務）の取得可能期間を延長し、2016年9月には介護による休職

の適用要件を明確化するとともに、短時間・時差・フレックス勤務の適用要件を緩和するなど、介護に関する施策も拡充しています。

2017年には、介護ハンドブックの作成と周知、また、2020年には介護セミナーを開催し、社外の講師を招いて介護の状況になる前の

準備などについてお話を伺いました。

「次世代育成支援企業」認定マーク※

※「次世代育成支援企業」認定マーク「くるみん」：

子育てをしている労働者の仕事と家庭の両立支援のための環境整備、子育てをしていない従業員も含めた、多様な労働条件の整備に取り組んでいる企
業として、厚生労働省から認定を受けた企業が取得できるマーク。
サントリーは、その中でも、高い水準の取り組みを行っていると評価された「プラチナくるみん」を取得しています。

■フレキシブルな働き方と制度で、仕事と育児・介護の両立を支援

フレックス勤務・テレワーク勤務といったフレキシブルな働き方と、下記のような制度を活用することで、時間・場所の制約があっても、

いきいきと働き続けられるしくみとなっています。

サントリーグループは、働き方改革を推進していくために、働き方改革推進に繋がるナレッジを発信・共有する場としてイントラ

ネット上にポータルサイト「変えてみなはれ」を2017年に新設しました。

イントラネット上の「働き方改革ナレッジサイト―変えてみなはれ―」でさまざまな情報・意見を交換

働き方改革ナレッジサイト



258

育児休職取得実績

■育児期におけるサポートの充実

育児期におけるサポートを充実させるために、2012年に法人契約ベビーシッター費用補助による復職へのサポートや病時・緊急時のサ

ポートなど、産休育休前・中・後のサポートを実現する体制を整えました。また、マネジャーへの研修などを通じてマネジメント層の意識・

考動改革を図り、仕事と育児・介護の両立をさらに支援しています。

従業員参画型「子育て環境プロジェクト」から出された提言をもとに、以下のような休職前後から復職時およびその後と、さまざまな

時点での支援策を導入しています。

 ・ 産休前：制度説明やスムーズな復職に向けた情報提供を主目的に、産休前ガイダンスを対象者全員に実施（産休前ガイダンスには男

　女問わず興味のある方／パートナーも参加可能）

 ・ 休職中：タイムリーな会社の情報や先輩社員の両立事例、復職に向けたお役立ち情報を紹介するメールマガジンを隔月で発信。

 ・ 復職時：保育園への入園が困難な場合、つなぎベビーシッター制度にて一定期間の費用を会社が補助

 ・ 復職後：復職後の両立支援を目的に、病時・緊急時ベビーシッター制度や育休後フォローアップセミナーを実施

これらの取り組みが総合的に評価され、日経DUAL主催の「共働き子育てしやすい企業ランキング2016」において、グランプリを獲得

しました。

育児支援施策概要（2012年4月改定）
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項目 内容

育児
関連

産前産後休業 原則、産前6週間と産後8週間

育児休職 原則、子が満3歳に達するまでの間取得可能

ウェルカム・ベビー・ケア・
リーブ

育児休職開始当日からの連続5日間は有給

短時間・時差勤務
子が中学校進学まで
短縮時間は1日あたり2時間を限度 時差勤務は一定の範囲内で設定可能

フレックス勤務 事由は問わず、子の年齢制限も設けていない

テレワーク勤務
在宅勤務等、事業所外での勤務のこと
事由は問わず、子の年齢制限も設けていない

キッズサポート休暇
育児事由全般のための特別休暇（有給休暇）
中学校入学前の子1人につき1年間に5日、2人以上であれば1年間に10日

復職時のベビーシッター
サービス

保育園等への入園が困難な場合、法人契約先のベビーシッターを紹介し、保育園等への入園ができるまで、
最長7カ月間の費用補助

子の病時・緊急時のベ
ビーシッターサービス

子の病時や急な残業・出張等の緊急時に、法人契約先のベビーシッターを利用しやすくするため、入会金・
年会費等を会社が負担。子が小学校4年生になるまで利用可能。

ベビーシッター利用補助
家庭内での乳幼児、小学校低学年の児童の保育や保育所等への送迎
補助額は1日あたり1,700円

不妊治療サポート 特定不妊治療を行う場合、最長1年の休職が可能

ジョブリターン制度
勤続3年以上で退職時に登録した者を再雇用の対象とする
養育する子（退職事由の子に限らない）が小学校に就学するまで（最長10年とする）

介護

介護休職
最長3年間 ただし通算93日以内であればこれを超えて取得可能
給付金1カ月あたり5万円

短時間・時差勤務
休職期間と合わせて最長9年まで取得可能
短縮時間は1日あたり2時間を限度　時差勤務は一定の範囲内で設定可能

フレックス勤務 事由は問わず、期間制限も設けていない

テレワーク勤務
在宅勤務等、事業所外での勤務のこと
事由は問わず、期間制限も設けていない

特別休暇
通院の付き添い等のための休暇（有給休暇）
要介護状態の対象家族1人につき1年間に5日、2人以上であれば1年間に10日

ホームヘルパー利用補助 1日につき1人分（上限15,000円）、年間50日を上限として支払料金の70%を補助

ジョブリターン制度
勤続3年以上で退職時に登録手続きを行った者を再雇用の対象とする
介護事由が消滅するまでとし、最長10年とする

余暇・
休暇

リフレッシュ休暇制度 勤続10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年、45年に達した人に特別休暇および奨励金付与

育児・介護等各種制度
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介護支援施策概要

（名）
育児・介護等各種制度の取得者数推移

2017 2018 2019 2020 2021

育児・介護

育児休職 339 304 291 304 370

育児休職取得人数
男 56 133 111 122 163

女 54 171 180 182 207

新規育児休職者 229 75 74 67 101

育児休職後の復職人数
男 155 117 114 127 124

女 70 75 75 79 80

育児休職中の退職人数
男 0 0 0 0 0

女 3 0 0 0 4

育児休職後の復職率
男 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

女 95.9% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2%

前年育児休職取得者の
年末在籍人数

男 102 152 135 122 129

女 196 169 165 176 173

育児休職者の定着率
男 100% 97.44% 100.0% 100.0% 87.2%

女 98.5% 92.35% 96.5% 98.0% 88.7%

テレワーク勤務 4,845 5,176 5,674 6,696 6,921

育児短時間・時差 216 217 178 122 93

キッズサポート休暇 583 599 650 555 537

シッターサービス 29 34 44 37 50

介護短時間・時差 0 0 2 0 1

介護休職 2 3 2 1 2

ホームヘルパー 2 1 4 3 4

余暇・休暇 リフレッシュ休暇 801 824 886 485 694



261

■育児・介護休職からの復職を支援

サントリーグループでは、復職支援の一環として休職前や復職前に所属長との面談を義務づけています。また、休職中に自宅のパソコ

ンからイントラネットを閲覧し、社内の情報をいつでも確認できるようなシステムも構築。さらに、育児休職者に対して、復職後に活用

できるノウハウをメールマガジンとして送付するなど、復職への不安を軽減する施策を整備しています。

■育児・介護退職者等を再雇用

サントリーグループでは、妊娠・出産・育児・介護・配偶者の海外赴任を事由に退職した従業員が、再度職場に復帰したいと希望した

ときに再雇用する「ジョブリターン」制度を導入しています。一定の試用期間後の処遇は、退職時の資格・給与をもとに決定されます。

導入時の2007年から2021年までの間に77名が登録し、2021年末までに12名が復職しました。

退職事由 離職期間

妊娠・出産・育児 養育する子が小学校に就学するまでとし、最長10年

介護 介護事由が消滅するまでとし、最長10年

配偶者の海外赴任 配偶者が海外から帰任するまでとし、最長10年

ジョブリターン制度の離職期間
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従業員と響きあう　ダイバーシティ経営

労使関係

労使が協力して「働きやすい職場」に
サントリーグループでは、各国の法令に従った結社の自由、および団体交渉の権利を尊重し、推奨しています。また法令等によって結社

が認められていない国や地域においても、団体交渉の重要性を認識し、労使一体となった課題解決への取り組みを進めています。重要な

経営上の課題については、労使間で定期的に開催している「経営状況に関する協議会」「決算協議会」「部門・テーマ別協議会」などを通

じて検討・協議。サントリーグループの経営施策について、労働組合から業務の現況をふまえた提言を受け、活発な議論を行っています。

人事・労務関連の諸制度の運用・改定も、労使双方の課題認識をもとに十分に協議した上で実施しています。こうした労使関係により、

企業運営の客観性や透明性とともに諸施策の実効性を高めています。なお、サントリーグループの労働組合ではユニオンショップ制※を採

用しています。

※ユニオンショップ制：職場において労働者が必ず労働組合に加入しなければならないという制度
※なお、団体交渉の対象となる従業員の割合は、56%です。

労使が協力して働きやすい環境づくりに努めています。

自然
と響きあう

社会
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先
と響きあう

従業員
と響きあう

労使共通の重要課題についてテーマを定め、定期的に協議会を開催しています。2021年の

1年間で、21回の協議会を実施しました。

経営状況に関する協議会

■協議会で労使の協働を推進

実施している主な労使協議会

名称 開催頻度 内容

経営状況に関する協議会 年2回 会社の経営方針、経営状況、事業執行状況等に関する協議

四半期決算協議会 年4回 グループ連結業績について情報共有

部門別協議会 年2回（各部門） R&D部門・生産部門・営業部門等の課題に関して協議

働き方向上委員会 年3回 全社で推進している働き方改革の状況確認および改善に向けて協議
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サントリーグループとしての一体感の醸成を目的に、労使が協働でレクリエーション企画を運営しています。2009年にスタートした「ソ

フトバレーボール大会」はグループ会社からの参加も増え、2019年の第11回大会では、従業員とその家族を合わせて約4,600名が参

加しました。2022年は全国各地で開催し、1万人を超える参加者となりました。 （※2020年、2021年は新型コロナウイルスの影響に

より開催を見送りました。）

■労使が協働してレクリエーション企画を実施
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従業員と響きあう　ダイバーシティ経営

労働安全

従業員が安心して働くことが企業の活力につながるとの考えのもと、労働安全を推進しています。

労働安全への取り組みを推進
工場では、「安全」を職場業績評価基準の1つに掲げ、従業員代表も参加する「安全衛生委員会」が中心となって、従業員の声を反映しな

がら各職場の業務特性や実情に合わせた取り組みを推進しています。サントリーグループの2021年の労働災害発生件数は8件で、休業災害

度数率※1は0.07（清涼飲料,酒類製造業度数率：1.08※3）、休業災害強度率※2は0.000（清涼飲料,酒類製造業強度率：0.01※3）でした。また、

労働組合と労働安全担当部長が労働安全について意見交換を行う場を定期的に設けることで、円滑な情報の共有を行い、取り組みレベル

の継続的な改善を図っています。今後も引き続き、労働災害発生件数ゼロの目標に向け、業務時・通勤時双方での安全対策強化と、従業

員の安全意識向上に努めていきます。

※1 度数率：労働災害による死傷者数÷延べ労働時間数×100万

※2 強度率：労働損失日数÷延べ労働時間数×1,000

※3 出典：平成31年厚生労働省労働災害動向調査結果

自然
と響きあう

社会
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先
と響きあう

従業員
と響きあう

■ものづくりでの労働災害をゼロに

サントリーグループの生産研究部門では、2010年2月に制定した「サントリーグループ生産研究安全衛生基本方針」に則り、人の健康

と安全はすべてに優先するという考えのもと、最優先課題として労災ゼロ化活動に取り組んでいます。既存・新規の事業に関して労働災

害を未然に防ぐため、事業計画や作業内容を十分に検証し、労働安全に関するリスク評価を行っています。今後も現場一人ひとりの安

全意識の向上、設備面・作業面のリスク低減活動の継続といった地道な活動を弛（たゆ）むことなく進め、協力会社の皆様とも連携し

ながら、労働災害ゼロに向けてグループ一丸となって活動を深化させていきます。

■労働災害発生件数

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

休業災害件数 3 2 3 4 0 6 1 3 0 3 1

不休災害件数 10 8 12 13 8 18 12 21 14 13 7

死亡災害件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 13 10 15 17 8 24 13 24 14 16 8

休業災害度数率 0.30 0.20 0.17 0.34 0.00 0.47 0.08 0.23 0.00 0.20 0.07★

休業災害強度率 0.005 0.009 0.002 0.004 0.000 0.003 0.000 0.001 0.000 0.010 0.000

（件）

※2012年まではサントリーホールディングス（株）籍およびサントリー食品インターナショナル（株）籍のみの数字です。2014年より以下のサントリーグルー

プ各社（国内）の正社員、嘱託社員およびアルバイトなどを対象に労働災害データを把握しています。サントリーホールディングス（株）、サントリー食品

インターナショナルグループ（サントリー食品インターナショナル（株）、サントリーフーズ（株）、サントリービバレッジソリューション（株）、サントリープ

ロダクツ（株））、サントリー（株）、サントリーウエルネス（株）、サントリー MONOZUKURIエキスパート（株）、サントリービジネスシステム（株）、サントリー

コミュニケーションズ（株）、サントリーグローバルイノベーションセンター（株）2020年よりサントリーシステムテクノロジー (株)を追加しています。

※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。
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■労働安全衛生教育

サントリーグループでは、労働安全衛生教育を定期的に開催し、労働災害の未然防止と意識啓発に努めています。2016年はのべ

302人、2017年はのべ610人、2018年はのべ722人、2019年はのべ731人、2021年はのべ717人が受講しました。

■海外での危機管理体制を構築

海外において緊急事態が発生した場合に備え、サントリーグループは海外勤務者やその家族

の安全確保のため、危機管理マニュアルを整備。報告ルートや対策体制を整えるとともに、

海外勤務者本人向けのポケットマニュアルを作成し、携行を促しています。
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従業員と響きあう　ダイバーシティ経営

サントリーグループの健康経営

自然
と響きあう

社会
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先
と響きあう

従業員
と響きあう

サントリーホールディングス株式会社　
取締役副社長
GCHO（Global Chief Health Officer：
健康管理最高責任者）
サントリー健康保険組合 理事長
肥塚 眞一郎

サントリアンの健康は、「やってみなはれ」の源
我々が健康経営で目指しているのは、従業員はもちろんご家族も含めた全員の「人

間の生命の輝き」です。従業員とご家族が、健康でイキイキとした毎日を送ることが

でき、やりがいをもって働ける、充実した生活であってほしいという願いが根幹にあ

ります。この考え方に基づき健康経営を推進することが、グループの更なる挑戦・未

来に繋がると確信しています。

サントリーでは、健康診断の充実、さまざまな疫病につながる生活習慣病の予防を

重点領域の一つとして幅広く取り組み、各種施策を展開しています。

また今後も、気軽に産業医や看護職に相談できる体制をさらに拡充して、日常的な

サポートの充実にも取り組みます。

一人ひとりの「健康自律」を基本としつつ、本人・会社・健保が三位一体となって健

康維持・増進に取り組み、心身の健康を土台に全員が仕事もプライベートも充実さ

せていく姿を目指してまいります。
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サントリーの目指す健康経営
2014年に「健康づくり宣言」、2016年に経営層がGCHO（Gloal Chief Health Officer：健康管理最高責任者）に就任し新たに「健康

経営宣言」を行いました。

■健康経営宣言 （2016年制定）

従業員・家族の健康がサントリーの挑戦・革新の源であるという考えのもと、

全従業員が心身ともに健康でやる気に満ちて働いている状態を目指します。

●職場の環境整備や働き方改革を通して、従業員の健康基盤づくりを推進します。

●従業員への健康情報の提供や個別支援を通して、ヘルスリテラシー向上に取り組みます。

●生活習慣の改善とともに予防、早期発見、両立支援などからだの健康づくりを推進します。

●一人ひとりがメンタルヘルスを理解し、適切に心のケアができるよう支援します。

●取り組みを通して従業員と家族の“人間の生命の輝き”の実現を目指します。

基本方針
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健康経営の意義
従業員と家族の健康の維持・増進に取り組むことが、公私ともに充実した時間の拡がりに繋がります。

その結果業績の向上が進み、さらなる人材への投資、そして環境投資など社会課題解決への投資を拡大することができます。 我々は

健康経営を推進することで、私たちの志であるGrowing for Goodを実現します。

健康推進体制
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健康相談対応の体制
サントリーでは全従業員を漏れなくサポートするため、看護職が全事業所を分担して受け持つ担当制を導入しています。担当の看護職

が社員からの相談窓口となり、産業医、メンタル専門医、臨床心理士などが連携して社員の相談に対応し、健康に就労できるような支

援を行います。

また、社内の産業保健スタッフだけでなく、外部相談窓口として、プライベートな家族の問題も含めて相談ができるEパートナー相談窓

口や、24時間365日医療相談ができるオンラインサービスFirst Callを設置しています。

各種健康施策

社内相談窓口

看護職
健康面談など社員との日々の接点を通して社員の一番身近な存在として

サポートします

産業医
統括産業医を中心に、定期健診の事後措置や各種面談指導や治療と仕事の

両立支援などを行います。

メンタル専門医
職場のメンタルヘルスに精通した精神科医が産業医や看護職と連携し、

従業員をサポートします。

臨床心理士
心理学の知識に基づいたカウンセリングを行い、悩みを抱える社員をケアし、

問題を解決できるよう支援します。

社外相談窓口

EAP
プライベートや家族の問題など様々な悩みについて社外のカウンセラーに

相談できる外部サービス

チャット型医療相談

サービス

24時間365日チャットやテレビ電話で気軽に医師に健康相談ができる

オンラインサービス

※1  EAP（Employees Assistance Program）：社外にいる事業者が提供する従業員支援プログラム。企業からの相談を受けて、ストレス診断・カウンセリ

ング（電話相談・メール相談・対面）・医療勧奨・メンタルヘルスの教育研修・人事や管理者へのコンサルテーション・ 復職支援プログラムなどを行う。
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取組み施策
全ての活動の基盤として定期健診だけでなく社内看護職による従業員との「健康面談」を実施し、個別での健康維持サポートとともに個々

の状態に合わせた施策への参加を促します。

■【からだの健康】生活習慣改善への取り組み

食生活、運動、睡眠、飲酒、喫煙などの普段の生活習慣が病気の発症や進行に深く関わることから、生活習慣の改善・維持を目的にさ

まざまな施策を実施しています。また、特定保健指導に加え、４０歳未満の同基準対象者にも特定保健指導並みの指導を実施し、若年

層への意識付けに力を入れています。併せて再検査や精密検査の受診勧奨を積極的に行い、早期発見・両立支援にも取り組んでいます。

■職場環境づくり・ヘルスリテラシー教育

健康に課題を感じていない層や若年層への健康意識醸成のため、ヘルスリテラシー教育に取り組んでいます。毎月看護職から案内する

ヘルスマ通信では、健康情報や施策の紹介などを通して「健康」を身近に感じてもらえるように工夫しています。また、全社向けの健

康セミナーや、各事業所の課題に沿った事業所別セミナー実施など、機会の提供に努めています。

さらに、働き方改革としっかり連動させながら、健康経営を推進していきます。
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メンタルヘルスケアのための主な施策

■健康白書の作成

サントリーグループ健康経営の取り組みを健康白書としてまとめ毎年公表しています。

■【こころの健康】メンタルヘルスへの取り組み

メンタルヘルス不調の予防と早期発見のため、従業員本人がストレスに気づいて対応する「セルフケア」と、マネジャーによる職場環境

改善や個別相談の実施などの「ラインケア」の双方から施策を講じています。集合研修時のセルフケアやラインケアの講習やストレス

チェックの実施、メンタル専門医、臨床心理士によるカウンセリングなども適宜実施しています。また休職者へのサポートとして、スムー

ズに職場復帰ができるよう復職支援体制を整備しています。
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サントリーでは事業の加速度的なグローバル展開に伴い、ピープル＆カルチャーの活動も近年大きく変化を遂げています。「Growing for 

Good」の実現に向けて、「事業の成長」と「従業員の成長」を目的に、グループ・グローバルにさまざまな取り組みを行っています。

国や事業を跨いだ人材交流や、互いのノウハウの共有等、世界中の個性溢れるサントリアン一人ひとりが「やってみなはれ」を発揮し、世

の中により多くの感動や喜びをお届けできるよう、活動の進化を続けていきます。

従業員と響きあう　ダイバーシティ経営

グループ・グローバルでのピープル＆カルチャーの活動

自然
と響きあう

社会
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先
と響きあう

従業員
と響きあう

■従業員価値提案：Employee Value Proposition － Unleash Your Spirit

サントリーでは「Unleash Your Spirit」のスローガンのもと、Employee Value Proposition （EVP）を2021年に策定しました。EVP

とは会社が社員へ提供できる価値を明文化したものです。

すでに働いているサントリアンに対しては「自分が会社の何に価値を感じて働き続けているのか」を再認識してもらい、ONE SUNTORY

の推進を目指します。未来のサントリアン、すなわちこれからサントリーに加わってほしい社外の人材に対しては「こんな価値観をもって

いる会社に入社したい」と感じていただき、グローバル企業としての存在感を高めていきます。

新設したキャリアサイトをはじめ、EVPをもとにグループ・グローバルにサントリーで自分らしく働く価値や、ユニークなカルチャーを発

信していく予定です。

■ダイバーシティ

グループ・グローバルに「DEI Vision Statement」「戦略の柱」を2021年に制定しました。誰もがサントリアンとしての自覚と誇りを持ち、

自分らしくいきいきと働ける職場・仲間の個性や多様性を強みとして活かす組織の実現に向け、サントリーグループ全体でDiversity, 

Equity & Inclusionを推進していきます。

グループ各社と連携をし、国際女性デー・プライド月間・国際障害者デーなどのイベントを通して様々な多様性を尊重できる風土を醸成

しています。サントリアン一人ひとりがもつ多様性を力に、日々変化する社会やお客様に貢献できるよう、サントリーはグループ・グロー

バル一体となって考動し続けます。

■グループタレントレビュー

グループ・グローバルで活躍できる人材の発掘・育成・配置に向けて、定期的にグループレベルでのタレントレビューを実施しています。

主要グループ会社のトップマネジメントが集まり、キータレント・ポジションの把握や、重要ポジションの後継者計画、国や事業を跨い

だ異動の検討を行っています。また、機能別のグループタレントレビューや、親和性の高いリージョンごとのタレントレビューも継続的に

実施しています。今後もグループタレントレビューをはじめとするグループ・グローバルでのタレントマネジメントに取り組んでいきます。

■タレント関連のグループ共通フレームワーク

国、事業に関わらずサントリーグループのタレントがより多くの場で活躍できる礎を築き、それらを通じてグループでのタレントマネジメ

ントに取り組んでいます。

例えば、世界中のサントリアンが将来の実現したいビジョンに向けて考動できるよう、グループ共通のリーダーシップ考動項目を制定し、

グローバル共通の人材評価軸としています。サントリーならではの考動を発揮することで世の中により多くの感動や喜びをお届けするこ

とを目指しています。
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■人材交流

事業・国を超えて活躍できる人材の育成、また互いの知見の活用を通じた世界にまたがるグループ会社間のシナジー創出を目指し、積

極的に人材交流を進めてきました。2017年から活動を開始し、複数の事業・機能で交流を進めてきました。人材交流の活性化はグルー

プの人材育成の鍵となる活動と捉えており、今後さらに積極的に活動を進めます。

■健康経営

グループの財産である社員の健康について、グループ全体で一体感をもって活動を進めており、2017年より、国内外の従業員のウォー

キングを推進する「One Suntory Walk」という活動を実施しています。

この活動はグループ従業員の健康に対する意識向上や健康促進という目的だけではなく、サントリーグループの企業活動の源泉である

「水」のサステナビリティにグローバルで取り組んでいくことを活動のメッセージ・価値として盛り込み、参加者の歩数に応じた寄付を世

界の環境団体へ行っています。

またチーム対抗やソーシャルネットワークの要素も取り入れ、一体感を創出するイベントにもなっています。

健康とは単に「病気ではない」ということではなく、「毎日元気に働くことができ、やる気に満ちて幸福感がある」状態であり、社員とそ

のご家族の心身の健康こそが挑戦・革新の源だという考えのもと、今後もグループ全体で健康経営を推進していきます。
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サントリーグループは、真に人々や社会から信頼され、選ばれる、価値ある企業となるために、その基盤として法規制の遵守はもとより、

透明性の高い経営・組織体制を構築・維持しながら「Growing for Good」な企業の実現に向けた取り組みを強化しています。

また、ステークホルダーの人権を尊重した経営を推進することが極めて重要との認識のもと、人権についての活動方針を定め、さまざ

まな取り組みも行っています。

 サステナビリティへの取り組み

コーポレート・ガバナンス

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

社会から信頼される企業であり続けるため

に、コーポレート・ガバナンスの充実に努め

ています。

税務コンプライアンス推進、税の透明性確保

及び税務リスク管理のために、グローバル税

務方針を制定しています。

社会の期待に応え、責任を果たしていくため

に、コンプライアンスを最優先する組織・風土

づくりを進めています。

事業を継続して社会に貢献していくために、

グループ全体のリスクを把握・分析し、経営基

盤の強化に努めています。

リスクマネジメントコンプライアンスコーポレート・ガバナンス

税務方針
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■グループ経営を担う各種会議体

サントリーホールディングス（株）の取締役会は、社外取締役1名を含む9名（2022年4月現在） の取締役で構成されています。取締役

会では、グループ全体の経営課題について具体的な検討・協議・意思決定を行うとともに、グループ各社の業務執行を監督する役割を

担っています。また、執行役員制度の導入により、経営の意思決定と業務執行を分離し、機動的な意思決定を実現しています。

サントリーグループのコーポレート・ガバナンス
サントリーグループは、「グループ経営」と「業務執行」を分離させる純粋持株会社制を導入しています。地域社会やお客様、ビジネスパー

トナーなどすべてのステークホルダーと良好な関係を保ち、企業としての社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの充実に

努めています。

お客様や社会から信頼される企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実に努めています。

 コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

■経営を監査する体制

サントリーホールディングス（株）の監査役会は、社外監査役2名を含む4名（2022年4月現在）の監査役で構成され、業務の執行状

況や内部統制システムの整備状況などを監査しています。監査役室を設置し、監査役会の監査活動を補助しております。加えて、グルー

プ各社の業務執行状況などを監査・検証する内部監査部門としてグループ監査部を設けています。また、外部監査法人が会計監査を

実施し、会計や会計に関わる内部統制の適正性ならびに適法性について、客観的な立場から検証しています。

コーポレート・ガバナンス体制

内部統制システムの強化
サントリーホールディングス（株）の取締役会で決議した「内部統制システムの基本方針」に基づき、コンプライアンスや情報管理、リ

スクマネジメントなどの取り組みを強化することで、より実効性のあるガバナンス体制の構築を目指しています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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サントリー食品インターナショナル（株）のコーポレート・ガバナンス
東京証券取引所プライム市場に上場しているサントリー食品インターナショナル（株）は、監査等委員会設置会社です。これは、取締

役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上、および、内部監査部門を活用し

た監査の実施による内部統制の実効性の向上を目的とするものです。取締役会を構成する取締役9名（監査等委員である取締役を含む）

のうち3名は社外取締役（2022年4月現在）です。

また、同社では、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めています。

これは、社外取締役を含めた取締役会において、経営戦略、中期・長期計画および経営課題に関する議論等、より大局的・実質的な

議論を行うことで、経営戦略を実現し、目標とする経営指標を達成するとともに、個別の業務執行については社内規程に基づく意思決

定によるものとすることにより、意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化を図ることを目的とするものです。なお、同社では、コー

ポレート・ガバナンスコードの遵守状況を、ホームページで公表しております。
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コーポレート・ガバナンス

内部統制システムに関する基本的な考え方およびその運用状況

業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備について、取締役会で決議した内容は次の通りです。

Ⅰ. 当社の取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行役員その他これらの者に相当する者及び使用人の
職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.サントリーグループは、サントリーグループ企業倫理綱領により、以下のとおり基本原則を示している。「人と自然と響きあう」

という企業理念を共通の志として、国際的企業市民としての自覚をもとに、市民社会のルールを尊重し、コンプライアンスを最

優先にする組織と風土が何より重要である。

 サントリーグループの取締役、執行役員及び従業員一人ひとりは、企業市民として、社会的な倫理のうえに組織の意思決定を

行い、事業活動を展開する。

2.この実践のために、法令遵守・社会倫理の遵守をサントリーグループの全ての取締役、執行役員及び従業員の行動規範とする。

サントリーグループの取締役及び執行役員は、コンプライアンス経営の実践のため、法令・定款並びに企業倫理の遵守を率先

垂範して行うとともにコンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努めるものとする。

3.グローバルリスクマネジメント委員会及びサントリーグループ内に設置される各リスクマネジメント委員会（グローバルリスクマ

ネジメント委員会及び各リスクマネジメント委員会を総称して以下、「リスクマネジメント委員会」）において、コンプライアンス

体制の推進を行うとともに、重要課題を審議する。また、サントリーグループ内にコンプライアンス担当部門を設置し、活動の

徹底を図るため、当該部門を中心として、定期的に教育・研修活動を行うとともに、サントリーグループ全体のコンプライアン

ス体制の構築・推進を行う。

4.当社のリスクマネジメント委員会及びコンプライアンス担当部門はその審議内容及び活動を、適宜、取締役会及び監査役会に

報告するものとする。

5.サントリーグループの取締役、執行役員及び監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにリスクマネジメン

ト委員会に報告するものとする。また、コンプライアンスホットラインを社内・社外に設置し、サントリーグループの従業員が

コンプライアンス上の問題点について、直接報告できる体制とし、情報の確保に努めた上で、報告を受けたリスクマネジメント

委員会は、その内容を調査し、必要に応じて関連部署と協議し、是正措置をとり、再発防止策を策定し、全社にこれを実施さ

せる体制とする。

6.必要に応じて、子会社に取締役又は執行役員を派遣し、適正な業務執行・意思決定や監督を実施する。また、当社の関連部署は、

子会社に対して助言、指導、支援を実施するものとする。

7.必要に応じて、子会社に監査役又はこれらに相当する者（以下、「監査役等」）を派遣し、監査の実施を行うものとする。また、

監査部門において、子会社に対する内部監査を実施する。

8.サントリーグループの従業員のコンプライアンスの状況・業務の適正性について、監査部門による内部監査を実施し、その結果

は、代表取締役社長に報告されるものとする。

9.財務報告の適正の確保に向けた内部統制体制を整備・構築する。

10. サントリーグループの取締役及び執行役員は、反社会的勢力との関係断絶及び不当要求への明確な拒絶のための体制を構築

し、推進するものとする。

サントリーホールディングス株式会社（以下「当社」という）は、“グローバル総合酒類食品企業”を目指し、更なる持続的成長

とサントリーグループ全体の企業価値の最大化を図るために、下記のとおり、内部統制システムの基本方針を策定する。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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Ⅱ. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1.総務担当役員は、社内の重要文書の保存及び管理について、文書管理規定等を必要に応じて見直し、改善を図るものとする。

2.取締役及び執行役員は、株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等（電磁的記録を含む。以下同じ。）

その他取締役及び執行役員の職務の執行に係る重要な情報を法令及び社内規定に従い保存・管理するものとする。

3.上記の文書等は、取締役、執行役員及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。

4.リスクマネジメント委員会において、個人情報を含む情報の保護・保存のみならず、情報の活用による企業価値向上を含めた

情報セキュリティ・ガバナンス体制を構築・推進する。

Ⅲ. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1.サントリーグループの経営上の戦略的意思決定は、取締役会に付議されるものとする。

2.業務執行におけるリスクは、各取締役及び各執行役員がその対応について責任を持ち、重要なリスクについて、取締役会に

おいて、分析・評価を行い、改善策を審議・決定するものとする。

3.グループ経営上重要なリスクは、リスクマネジメント委員会及び品質保証委員会において、グループ全体にわたる業務遂行上

のリスク及び品質リスクを網羅的・総括的に管理する。また、それぞれの重要なリスクについて、必要に応じ、当該リスクの

管理に関する規定の制定・ガイドラインの策定・研修活動の実施等を行うものとする。

4.新たに生じたグループ経営上重要なリスクについては、取締役会において、速やかに対応の責任を持つ取締役又は執行役員

を選定し、対応について決定するものとする。

Ⅳ. 当社の取締役及び当社子会社の取締役、執行役員その他これらの者に相当する者の職務の執行が効率的に行われるこ
とを確保するための体制

1.サントリーグループの取締役、執行役員及び従業員が共有すべき全社的目標を定め、担当取締役及び担当執行役員は、全社

的目標達成のための具体的目標及び権限の適切な配分等、当該目標達成のための効率的な方法を定める。

2.担当取締役及び担当執行役員は、目標達成の進捗状況について、取締役会又は経営報告会において確認し、具体的な対応

策を報告しなければならないものとする。

3.各取締役及び各執行役員の業務執行の適切な分担を実施し、責任権限規定に基づき、効率的な意思決定を図るものとする。

Ⅴ. 当社子会社の取締役、執行役員その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

1.子会社の取締役及び執行役員の業務執行の状況については、定期的に取締役会及び経営報告会において報告されるもの

とする。

2.子会社を担当する取締役及び執行役員は、随時子会社の取締役及び執行役員から業務執行の状況の報告を求めるものと

する。

3.責任権限規定において、一定の事項については、当社の関連部署との協議・報告を義務付け、あるいは当社の取締役会の承

認を得るものとする。

4.監査部門は、子会社に対する内部監査の結果を、適宜、代表取締役社長に報告するものとする。

Ⅵ. その他の当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

親会社及び上場子会社を含めたグループ会社間の取引は、取引の実施及び取引条件の決定等に関する適正性を確保し、客観的

かつ合理的な内容で行うものとする。

Ⅶ. 当社の監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役
及び執行役員からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役が必要とした場合、協議のうえ、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。

なお、当該使用人の異動、評価等は、監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役及び執行役員からの

独立性を確保するものとする。

また、当該使用人は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令に従うものとする。
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当社は、“グローバル食品酒類総合企業”を目指し、更なる持続的成長とサントリーグループ全体の企業価値の最大化を図るために、

グループ横断的なリスクマネジメント・コンプライアンス等の内部統制システムの整備・運用が重要であると認識しております。

当事業年度における内部統制システムの運用状況の概要は、次のとおりであります。

内部統制システムの運用状況の概要

1）リスクマネジメント体制に関する運用状況

・グローバルリスクマネジメント委員会及びサントリーグループ内に設置される各リスクマネジメント委員会を定期的に開催し、サント

リーグループのリスク抽出、対応策の立案及び対応状況の進捗確認を行いました。

・グローバルリスクマネジメント委員会の活動内容について取締役会で報告いたしました。

・品質リスクについては、品質保証委員会を定期的に開催し、サントリーグループにおける品質保証上の課題の抽出、対応策の立案及

び対応状況の進捗確認を行いました。

・情報セキュリティについては、情報管理に関する啓発活動を実施する等、不適切な情報管理及び機密情報流出の未然防止に向けた

取り組みを行いました。

２）コンプライアンスに関する取り組みの状況

・海外グループ会社を含めたサントリーグループ全体のコンプライアンスホットラインを社内・社外に設置しており、イントラネット・ポス

ター掲示等を通じ従業員に対してその存在を周知しています。通報・相談に関しては、関連部署が責任をもって事実関係の調査を行い、

必要に応じて是正措置・再発防止策を講じています。また、「サントリーグループ内部通報制度規定」により、通報者が通報・相談し

たことを理由に通報者に対していかなる不利益取扱いも行ってはならない旨を定め、同制度を運用しています。なお、当社は、内部通

報制度を適切に整備・運用している事業者として、消費者庁が導入した内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）を受けております。

・コンプライアンス室を中心として、従業員等に対して、コンプライアンス・企業風土等に関する意識調査を実施するとともに、その結

果をフィードバックし、更なるコンプライアンス意識の向上に努めております。また、グループ会社の従業員に対して反贈賄を含むコン

プライアンスに関する啓発活動を実施しました。

Ⅷ. 当社の取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行役員、監査役その他これらの者に相当する者及び
使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

1.監査役は、取締役会に出席し、代表取締役及び業務執行を担当する取締役及び執行役員は、随時その担当する業務執行の報

告を行うものとする。

2.サントリーグループの取締役、執行役員及び従業員は、監査役が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場

合は、迅速かつ的確に対応するものとする。

3.サントリーグループの監査部門は、定期的に当社の監査役又は監査役会に対する連絡会を実施し、内部監査等の現状を報告

する。

4.内部通報制度の担当部署は、内部通報の状況について、必要に応じて当社の監査役又は監査役会に報告する。

Ⅸ. 当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、サントリーグループの取締役、執行役員及び従業員が、コンプライアンス担当部門等を通じて、監査役へ報告をしたこ

とを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止する。

Ⅹ. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又
は債務の処理に係る方針に関する事項その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1.当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該請求

に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

2.監査役は、当社子会社の監査役等又は監査部門との意思疎通及び情報の交換がなされるように努めるものとする。

3.監査役会は代表取締役社長及び会計監査人と意見を交換する機会を設けるものとする。
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3）業務執行の効率性の向上に関する取り組みの状況

・取締役会を定期的に開催し、中期計画の策定、予算策定、Ｍ＆Ａ、設備投資等経営上の意思決定を行いました。

・取締役会において、サントリーグループの経営成績が報告され、サントリーグループにおける経営目標の達成状況、経営課題及びそ

の対応策について確認し、議論を行いました。

５）内部監査に関する運用状況

監査部門は、監査計画に基づき当社各部門及び国内外の子会社について内部監査を実施し、必要に応じて改善のための指示又は勧告

を行うとともに、監査結果を、適宜、代表取締役社長に報告しています。

４）監査役監査の状況

・監査役は、取締役会、リスクマネジメント委員会等の重要な会議への出席等を通じ、取締役及び執行役員等から業務執行の報告を

受けています。

・監査役は、監査部門から、内部監査等の現状について定期的に報告を受け、また、必要に応じて監査部門との合同監査を実施して

います。

・監査役は、当社子会社の監査役等又は監査部門と意思疎通及び情報の交換を行っています。

・監査役は、代表取締役社長、社外取締役及び会計監査人と意見を交換する機会を設けています。
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コンプライアンス推進体制

お客様や社会からの期待に応え、責任を果たしていくために、コンプライアンスを最優先する組織・風土づくりを進めています。

 コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

■企業理念実現のために全従業員共通の価値を示した「企業倫理綱領」

サントリーグループの全従業員が企業理念実現のために、共通の基準で行動できるよう、2003年に「サントリーグループ企業倫理綱領」

を制定以来、この綱領に基づき、グループ横断的な視点からコンプライアンス推進体制を整備しています。また、2012年には、社会

的責任に関する国際規格ISO26000を参照して内容を改定し、2017年には全世界のサントリーグループ従業員に、より理解しやすい

内容へと改定しました。

■現場に根ざした推進体制

グループ横断的な視点からコンプライアンスを推進するために、その専門組織として、リスクマネジメント本部のもとにコンプライアン

ス室を設置しています。

コンプライアンス室では、リスクマネジメント本部方針に沿った具体的な諸施策の立案・実施や各職場での実践状況の把握、課題に対

する提言・助言のほか、「コンプライアンス・ホットライン（内部通報制度）」を設け、公平・公正、誠実に対応しています。内部通報制

度に関しては、公益通報者保護法を踏まえた「内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」の改正を受け、「サン

トリーグループ内部通報制度規定」の一部を改定し、より実効性のある制度運用を行っています。2019年11月にはサントリーホールディ

ングスが酒類業界では初めて、2020年5月にはサントリー食品インターナショナルが、それぞれ「グループ共通ホットライン窓口」につ

いて消費者庁が創設した「内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）」に登録されました。

また、国内外のグループ各社ではそれぞれにコンプライアンスを推進する責任者を配置し、各社の課題に対応した独自の行動指針を策定・

周知するなど、主体的な推進活動を行っています。

コンプライアンス推進のしくみ

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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■通報者等の保護

サントリーグループでは「コンプライアンス・ホットライン」の設置と同時に、就業規則で通報者が報復行為や噂の拡散等による不利益

を被るような取り扱いを禁止しています。それらを防止するための方策として、コンプライアンス室が調査を行う際には、その開始時に

関係者・対象者を特定したうえで都度「内部通報制度規定」の確認を行うことで、通報者としての権利を阻害しないように配慮しています。

加えて、調査事案のクロージングに際した通報者へのフォローアップ時には、通報者が不利益を被っていないかを確認しています。

さらには「内部通報制度規定」を日常から積極的に社内周知することで、当該関係者のみならず職場全体として通報者等の保護が成さ

れる風土づくりに努めています。

コンプライアンス・ホットライン対応フロー

■問題の早期発見・解決のためにホットラインを強化

サントリーグループでは「企業倫理綱領」に反する行為があることを従業員が知った場合、ま

ず上司に報告・相談することを基本としています。しかしそうした報告・相談が適さない場合

に問題を早期に発見し解決するために以下の仕組みを設けています。

国内においては、グループ全体の共通窓口としてコンプライアンス室および社外法律事務所に

「コンプライアンス・ホットライン」を設置しています。それぞれ、日本語を母国語としない外

国籍の従業員もストレスなく利用できるように、多言語で受付可能にしています。

グローバルについては、グローバルリスクマネジメント体制の一環として、海外グループ会社も

包括した全世界共有の通報受付窓口「グローバル・ホットライン」を設置しています。このホッ

トラインは、英語、中国語、スペイン語等の多言語に対応しており、様々な国の方から報告・

相談を受けられるようにしています。また、技術的や経済的な課題が理由で利用できないこと

を避けるために、スマートフォン含むWeb、固定電話、郵便等の経由を用いて、あらゆる従

業員にとってアクセス可能な受付体制を整えています。

ホットライン窓口の社内における周知状況については、毎年「従業員意識調査」の機会などを通じて測定をしており、常に9割を超える

認知率を確保しています。また、グループの経営層に向けて前年比較も含めたその結果をフィードバックし対話する機会を持つことで、

窓口の認知率及びユーザビリティの維持と向上に努めています。

2021年の国内グループ各社窓口と海外グループ窓口の通報合計件数は181件でした（内サントリー食品インターナショナルグループへ

の通報は89件）。件数のうち約6割は労務・人事ならびにマネジメントに関するもので、人権に関する内容も含まれています。

通報の内容について、コンプライアンス違反が疑わしい事案の場合は、サントリーグループ内部通報制度規定に従って当該案件関係者

すべてのプライバシー保護に配慮したうえで対応を進めています。

その際には、通報者が置かれる事情を尊重し、速やかにコンプライアンス担当者が社内で極秘調査を行うとともに、当該関係者の担当

経営幹部を巻き込みながら是正を速やかに求め、対処が成されたことを見届けています。

また、調査結果については、通報者ならびに経営層へそれぞれフィードバックを行い、問題の改善や再発防止策につなげています。

さらには、対処後一定の期間を置いた段階で、フォローアップとして変化の様子を経営層幹部から報告をもらうことで当該事案のクロー

ジングとするフローで運用しています。

一方で、重点課題である「ハラスメント」への対策については、多くの場合が同僚や関係者との価値観の違いが根底にあることから、

その違いを双方が認めあえる風土を目指して「アンコンシャスバイアス」について学ぶ機会を設けることで、寛容的な組織づくりのセミナー

を随時展開を開始しています。

「コンプライアンス・ホットライン」
周知ポスター
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■継続的な情報発信でコンプライアンス意識の啓発活動

コンプライアンスの理解促進、実践のために、社内イントラネット内の「コンプライアンス・ネット」で定期的に情報を発信しています。

「コンプライアンス・ネット」ではその時々に取り組んでいる活動と連動したテーマ、世の中の事例を通してコンプライアンスの本質を理

解するコンテンツなどを発信しており、各社のコンプライアンス推進責任者が中心となって、全従業員へ周知しています。さらに「コン

プライアンス・ネット」には、いつでも学習できるようにコンプライアンスの基礎知識やハラスメントチェックなど、セルフラーニング集

なども掲載しています。

事業活動における「企業倫理綱領」の実践
「企業倫理綱領」ではコンプライアンスを重視することを明記しています。事業活動においては、この企業倫理綱領の考え方のもとにさ

まざまなコンプライアンス上の課題について、各部門がポリシー・自主基準を設定・運用しています。

■公正な事業活動を徹底

サントリーグループは「独占禁止法」をはじめとする各種法令を遵守し、公正な事業活動を行うことを事業の大前提としています。

1992年に「独占禁止法遵守指針」を定めて以来、法改正や環境変化に合わせて指針を改定、運用しています。 「キャンペーンに関する

景表法上の留意事項」「下請法遵守マニュアル」のイントラネットへの掲載や、各部門・グループ会社向けの定期的な説明会の実施など「独

占禁止法」および関連法規の周知と遵守徹底を図っています。

また、お取引先やお客様に対する日々の活動において公正さを確保するべく、商品開発、販売、マーケティングの企画段階から専門部

署が積極的に関わり、法令遵守の観点から関係部署の対応方針や活動を検証しています。

■グループ会社の推進活動を支援

グループ各社はそれぞれの会社の推進責任者が中心となって活動を行っています。コンプライアンス室では、各社の課題に応じた施策

の提案やツールの提供、集合研修の実施など推進活動を支援しています。また、国内グループ会社へ新たに着任する役員・管理職を

対象に、コンプライアンス経営の牽引役としての役割をより深く認識するための研修を実施しています。

■インサイダー取引防止体制の整備と社内啓発

グループ会社であるサントリー食品インターナショナル（株）が東京証券取引所市場に上場して

いることから、サントリーホールディングス（株）及びサントリー食品インターナショナル（株）の

リスクコントロール管轄部署が東京証券取引所提供のコンテンツをベースとしたe-ラーニングを

実施し、インサイダー取引防止の徹底に取り組んでいます。

啓発資料

コンプライアンス実践のための活動

■「企業倫理綱領」をグループ全体へ周知

サントリーグループの全役員・従業員が「企業倫理綱領」を理解し、日々の行動の中で実践していけるよう、サントリーグループの理念

体系をまとめた小冊子に「企業倫理綱領」を掲載し、配布しています。この冊子は11か国語に翻訳されています。

毎年年初には、国内サントリーグループ従業員が新たな気持ちで「企業倫理綱領」の内容を再確認し、冊子巻末の「コンプライアンス

宣言書」に自らサインをしています。同時に、世の中で起きているコンプライアンス事例や、全社・各社それぞれの課題と認識している

内容など、さまざまなテーマで職場ディスカッションを実施し、コンプライアンスの基本についてリマインドし、倫理観の醸成を図って

います。

国内サントリーグループ全従業員を対象に実施している従業員意識調査の中で、業務や職場環境における「企業倫理綱領」の遵守やコ

ンプライアンス実践の状況を確認しています。調査の結果は、経営層に報告され、潜在的なコンプライアンス違反の早期発見に努める

ほか、「企業倫理綱領」の有効性を定期的に確認しながら、従業員への教育、活動計画の策定等に活用しています。
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■グローバルコンプライアンスの取り組み

サントリーグループのグローバル展開に伴い、グローバルな推進体制構築、グローバルスタン

ダードへの対応に取り組んでいます。The Foreign Corrupt Practices Act(FCPA) 等の世界各

国の贈賄に対する規制強化に伴い、2015年にはグローバルスタンダードに合わせた接待・贈

答に関するガイドラインを制定し、説明会やeラーニングにより周知理解の展開を図りました。

2016年はグローバル反贈賄ポリシーを制定、接待・贈答に加え、寄付や政治献金などを含め

た新たなガイドラインを制定しました。2019年は国内の全従業員を対象にガイドラインの再確

認を目的としたeラーニングを実施し、ガイドライン遵守の誓約も取得しました。海外において

は、国有企業が多く、民間への贈収賄も処罰の対象となる中国（上海）において、現地ならで

はのコンプライアンスマインド醸成のためのコンテンツ（反贈賄やサイバーセキュリティに関する

対応など）を作成し、現地マネジャー層を対象に研修形式のトレーニングを行いました。

コンプライアンス・組織風土の状況把握のため従業員意識調査を実施
コンプライアンス・組織風土の状況および個別課題の有無をグループ全体にわたって把握するため、国内グループ全従業員を対象とし

た「意識調査」を実施しています。その調査結果から、全社および各部署の個別課題を把握し、グループ全体のコンプライアンス意識

醸成のための取り組みを検討します。また各社の経営層や管理職とその課題を共有し、各社各部署の自主的な課題解決のアクションに

つなげています。

海外グループ会社においても独自の調査を行い、コンプライアンス経営の実践に役立てています。

グローバルコンプライアンス体制については、その一環として海外グループも包括した全世界共有の通報受付窓口を、2016年4月より

設置し、贈賄や人権侵害に限定せずコンプライアンス違反に関する通報を受け付けています。2021年はグローバルホットライン窓口を

通しての通報はありませんでした。尚、児童労働や強制労働に関する通報は発生していません。

中国におけるコンプライアンスセミナー

■事業活動の透明性を保つために贈収賄などを禁止

サントリーグループは「企業倫理綱領」の中で、政治・行政・関連団体や企業など、相手がいかなる法人・個人・団体であっても、過度

な接待・贈答を禁止し、法令を遵守した健全で透明な関係を保つことを定めています。

また、腐敗行為に関わる可能性がある従業員を対象として、定期的にEラーニング等によるトレーニングの機会を設けています。

■委員会を設置して酒類の公正取引を推進

「酒類に関する公正な取引のための指針※」を踏まえ、酒類に関する法令および社内自主基準等を確実に遵守するため、グループ内に「公

正取引推進委員会」を設置し、公正な取引の推進に努めています。

※「酒類に関する公正な取引のための指針」は2006年に国税庁から提示された行政指導指針。過当競争などによる不当廉売から、酒類事業者の経営が

悪化し、酒税が減少することを防ぐためのものであり、酒類事業者の経営安定のために、公正な取引条件の設定やリベート類の透明化を求めている。

独占禁止法を運用する公正取引委員会との連携も定めている。
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コンプライアンス

サントリーグループ企業倫理綱領

序文
「サントリーグループ企業倫理綱領」はサントリーグループが信頼を築くための土台であり、私たち一人ひとりが大切にしなければなら

ない基本姿勢を定めています。

「サントリーグループ企業倫理綱領」の実践にあたり、基本となる考え方が「コンプライアンス」です。サントリーグループが考えるコン

プライアンスとは、“Comply with another's wish（相手の期待に応える）”、つまり、法令遵守はもちろんのこと、お客様、お取引先、

地域・国際社会、自然環境、従業員など、私たちが関わるすべてのステークホルダーの期待に応える、より高い水準の倫理的考動を追

求し、実践することです。

私たちはどのような変化の時代にあっても、“Growing for Good”を目指すサントリーグループの一員として、それぞれのステークホル

ダーに真摯に向き合い、多様な価値観の存在を受け入れ、公正・誠実な事業活動を行います。 そのような考動を通してこそ、サントリー

グループが真に人々や社会から信頼され、選ばれる、価値ある企業グループであり続けられると、私たちは信じています。

1．お客様志向の実践
お客様の喜びと幸せに貢献できるよう、安全・安心で質の高い商品やサービスを提供するとともに、誠実で透明なコミュニケーション

に努めます。

 

1.1 商品・サービス

商品やサービスの企画開発・原料調達から製造・販売に至るまで、お客様の期待に応える価値を創造し、提供します。

1.2 情報提供・責任あるマーケティング

安全・安心に関わる情報をはじめ、お客様が必要とする情報を適切かつ速やかに提供するよう努めるとともに、製品表示・宣伝・広告

等において、誤認や誤解のおそれのない正確で分かりやすい表現を心がけます。また、多様な商品やサービスを扱う企業グループとし

て責任あるマーケティング活動を行います。

1.3 双方向のコミュニケーション

お客様とのコミュニケーションの機会を幅広く設け、多様なお客様の声を企業活動に反映することで、一層の満足と信頼をいただけるよ

う努めます。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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2．誠実・公正な活動
法令および高い倫理観に則り、公正で透明な活動を展開します。

2.1 法令遵守および規範・文化の尊重

関係各国の法令を遵守し、国際規範を尊重するとともに、文化・慣習・伝統・宗教にも配慮した公正で透明な企業活動を行います。

2.2 公正な競争

取引先・競争会社等との関係においては、不当あるいは不正な手段による利益追求を排除し、自由で公正な競争に基づいた企業活動

を展開します。

2.3 腐敗行為

贈収賄、マネーロンダリング、横領等、いかなる相手に対する、いかなる形の腐敗・不正行為も許容しません。取引先、公務員等とは

公正で透明な関係を保ち、接待や贈答品の授受、寄付や政治献金については、贈収賄・腐敗防止に関する法令、規範、社内規則およ

び健全な商慣習に従います。

2.4 利益相反

自分自身または親族その他の第三者の利益と、会社の利益が相反するおそれがある場合には、速やかに会社に開示し、利害の対立を

回避するための適切な対応を講じます。また、取引先選定や採用等は、合理的で公正な比較・評価に基づき、透明性をもって行います。

2.5 反社会的勢力・輸出入管理

反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度での対応を徹底します。また、輸出入管理その他特定の国・団体との取引に関

して適用される各国法規を遵守します。

2.6 財務・業務に関する記録と開示

財務および業務に関する記録は、法令および社内規則に従って、事業の状況を正確かつ適正に示すよう作成し開示するとともに、記録

に基づいた適正な納税を行います。

3．社会への貢献
よき企業市民として積極的に社会貢献活動を行います。

3.1 地域社会への貢献

活動する地域での相互交流を深め、その課題の解決や生活文化の充実に寄与するように努めます。

3.2 幅広い文化・社会貢献

芸術・文化・スポーツの振興をはじめとした幅広い活動に取り組むとともに、こうした活動に取り組んでいる団体や個人等を支援します。

3.3 従業員の活動への支援

ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動への従業員の参加を積極的に支援します。

4．環境の保全
地球環境の保全に真剣に取り組み、自然と調和し生物多様性に富んだサステナブル（持続可能）な社会を次世代に引き継ぎます。

4.1 水資源の保全

あらゆる生命の源であり、創業の原点とも言える水資源の持続可能性のため、水を守り、育みます。

4.2 環境負荷の低減

商品・サービスのバリューチェーンすべての段階で環境に対する負荷の低減を目指します。

4.3 環境パフォーマンスの継続的改善

適切に構築された環境マネジメントシステムのもと、環境技術の積極的な採用および効率向上を通じて、環境パフォーマンスの継続的

な改善に取り組みます。



287

5．ダイバーシティ・人権尊重とより良い労働環境の実現
ダイバーシティと人権を尊重するとともに、働きがいのある企業グループの実現を目指します。

 

5.1 児童労働・強制労働

あらゆる企業活動において、児童労働、強制労働その他不当な労働慣行を認めません。

5.2 差別・ハラスメント

個人の人権と人格を尊重し、人種、宗教、性別、年齢、国籍、言語、障がい等を理由とするあらゆる差別およびハラスメントを排除して、

公正な処遇がされる職場環境をつくります。人権侵害が発覚した場合には、当事者のプライバシーを守りつつ、再発防止を含め速やか

に適切な対応をとります。

5.3 結社の自由

結社の自由と団体交渉に関する、従業員の基本的権利を尊重します。

5.4 働きやすい職場環境

心身ともに健康で、安全かつ安心していきいきと働くことができる職場環境を築くとともに、仕事と生活の調和の取れた働き方を推進し

ます。

5.5 風通しの良い職場風土

多様な個性を持つ、すべての人が率直に意見や行動を示せるよう、互いの考え方や立場を尊重し、自由闊達で風通しの良い職場風土の

醸成に努めます。また、サントリーグループ内の活発なコミュニケーションを通して、一体感のある協調的な関係を構築します。

5.6 挑戦と成長

一人ひとりが仕事に誇りと責任を持ち、自律的に目標にチャレンジし、自身の成長を実現します。

6．情報と資産の管理・活用
会社資産や情報等は、適切に保全・管理・活用し、第三者の権利を尊重します。

 

6.1 会社資産

有形・無形を問わず会社資産については社内規則に従って適正に管理し、私的利用など業務以外の目的では使用しません。

6.2 秘密情報

会社の秘密情報は第三者へ漏洩することのないよう、厳重に管理します。またインサイダー取引をはじめ、業務等を通じて入手した情

報の不正・不当利用も行いません。

6.3 個人情報

個人情報やお客様・取引先等の秘密情報を取得する場合は正当な方法で入手し、定められた範囲においてのみ使用し、法令および社

内規則に従って適正に管理します。

6.4 知的財産

知的財産を適切に保全・確保するとともに、第三者への権利供与の許諾等は、法令および社内規則に従って行います。また、第三者の

所有する知的財産権は十分に尊重し、侵害または不正使用は行いません。

6.5 社外とのコミュニケーション

あらゆる場面において、サントリーグループに所属する個人の発言や情報発信が、会社やグループの評価や事業に影響しうることを理

解し、責任ある行動を常に意識します。
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管理・運用
適用範囲

（1）サントリーグループ企業倫理綱領は、サントリーホールディングス株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員に適用します。

（以下、サントリーホールディングス株式会社およびそのグループ会社を総称して「サントリーグループ」といい、個別の会社を称

して「グループ各社」といいます）

（2）グループ各社の経営トップは、この綱領の精神の実現を自らの役割と認識し、自ら模範を示すとともに社内にその徹底を図り、

実効性のある社内体制を確立するものとします。グループ各社においては、この綱領の精神に基づいて、企業倫理またはこの綱

領に規定する事項に関する行動規範・行動指針・マニュアル等を制定・運用できるものとし、この綱領に基づく具体的な行動基

準は、それらに従うものとします。なお、グループ各社の行動規範等は、この綱領の内容と矛盾するものであってはなりません。

（3）サントリーグループの役員・従業員以外であっても、グループ各社を代理して業務を行う場合には、この綱領に従った業務遂行を

要請します。また、この綱領については、グループ各社の取引先にも理解・共感いただけるよう努めます。

制定および改廃

この綱領の制定および改廃は、グローバルリスクマネジメント委員会の審議を経てサントリーホールディングス株式会社の取締役会が

決定するものとします。

主管部署

この綱領の主管部署はサントリーホールディングス株式会社リスクマネジメント本部コンプライアンス室（以下「SHDコンプライ

アンス室」といいます）とし、この綱領に規定する事項の実施および企業倫理の確立につき、グループ各社に対する助言・提言お

よび支援を行うものとします。

監査

この綱領の遵守状況および実効性を確認するために必要な場合、グローバルリスクマネジメント委員会は、SHDコンプライアンス室の

実施する諸施策に加えて、自らまたは第三者を通じてグループ各社の監査を実施するものとします。

通報・違反時の措置

この綱領に反する、または反するおそれのある行為が行われていることを知った役員・従業員は、上司、グループ各社のコンプライアン

ス主管部署、グループ各社が設置する通報窓口、またはサントリーグループグローバルホットラインに報告や相談をすることが求められ

ます。この場合、報告・相談者のプライバシーは最大限保護されなければならず、また、報告・相談したことを理由とするいかなる報復

措置も許容されません。この綱領に抵触する行為を行った場合は、その内容に応じて、グループ各社の社内規則に基づき処分の対象と

なる場合があります。

解釈

この綱領の解釈・運用等についての疑義等がある場合は、SHDコンプライアンス室に照会をしてください。
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リスクマネジメント推進体制
グループのグローバルな事業拡大に伴い、海外グループ会社を含めたグループ全体のリスクマネジメント推進体制を強化するため、

2015年4月に「グローバルリスクマネジメント委員会（GRMC）」を設置しました。このGRMCのもと、各事業会社にリスクマネジメント

委員会やリスクマネジメントチームを設置しています（例：サントリー食品インターナショナル(株)に「リスクマネジメントコミッティ」を、ビー

ムサントリーに「グローバルリスク&コンプライアンスコミッティ」を、またサントリービール(株)等各事業会社に「リスクマネジメントチー

ム」を設置）。これらの委員会やチームを通じて、自社リスクの把握や対策実行、クライシスマネジメント体制の整備などの活動を行い、

お客様をはじめとしたステークホルダーの皆様に対する責任を果たすことを目指しています。

事業を継続して社会に貢献していくために、グループ全体のリスクを把握・分析し、課題解決に向けた取り組みを行っています。

 コーポレート・ガバナンス

リスクマネジメント

ERM（Enterprise Risk Management）
経済のグローバル化や情報化、企業の社会的責任に対する意識の高まりなどにより、企業を取り巻くリスクはますます多様化・複雑化

しています。サントリーグループでは、毎年グループ全社を対象に、通常の事業リスクに加え、気候変動対策などの環境課題や人権な

どの社会課題等を含む重要リスクの棚卸を行い、ステークホルダーの皆様に大きな影響を及ぼすおそれのあるリスクを特定、対策を講

じています。グループ全体として取り組むべき重要リスクを特定し、リスク対応主管部署や各リスクマネジメント委員会でモニタリングを

行い、グループ全体でリスクの低減活動を推進しています。2016年以降、事業会社各社のリスク抽出・対応策検討に加え、サントリー

グループ全体のリスクをグローバルな視点から抽出・把握し、対応策の検討を実施しています。これらの活動につきましては、その内容

を取締役会において報告しています。

■クライシスへの対応基盤を整備

企業が直面するリスクは、ますます複雑化・多様化・巨大化し、リスクマネジメントの強化は避けて通れない経営課題です。とりわけ、

影響が広範囲に及ぶ危機に対しては、あらかじめ被害を想定した事業継続計画（BCP）の策定が不可欠です。サントリーグループでは、

国内各社向けマニュアル「リスク・クライシス初動対応マニュアル」、および海外各社向けマニュアル「Major Incident Management」

を定め、クライシスへの対応基盤を構築しています。重大な危機が発生した際には、迅速な情報伝達と意思決定を行い、適切に対処す

ることで、その影響および被害を極小化し、グループの社会的信頼を保持することを目指しています。

■国内グループ会社のさらなる体制基盤強化

国内グループ会社のさらなるリスクマネジメント体制基盤の強化を目的に、グループ会社各社とサントリーホールディングス（株）リスク

対応主管部署による「リスクマネジメントステアリング会議」を継続的に実施しています。双方向のディスカッションを通じて、各社固有

のリスク課題の共有、課題解決に向けた対応策を検討し実施しています。

■事業継続計画（BCP）の策定と実施

近年、自然災害（大規模地震、台風や集中豪雨による洪水・土砂災害、雪害、火山噴火など）や、2020年初頭より社会に深刻な影響

を及ぼしている新型コロナウイルス、新型インフルエンザ・ノロウイルス等の感染症など、経済・社会活動の継続を脅かすリスクが多発

しています。サントリーグループでは、こうしたリスク発生時にも事業をできる限り中断せず、お客様に高品質な商品・サービスを安定

的に供給するために、事業継続計画（BCP）を策定し、供給責任を果たすための対策を実施しています。 また、サントリーグループ内

の工場における生産活動だけでなく、原材料調達や物流、営業活動での事業継続計画を策定するとともに、有事の際の本部機能、イ

ンフラの分散など有事対応体制の強化を継続的に図っています。

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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安否確認システムの構築と訓練の実施

日本国内で大規模地震などの自然災害が発生した際に、サントリーグループ従業員の安否確

認を迅速に行う仕組みとして、各自が所有する携帯電話・パソコン・固定電話などの連絡手段

を使った安否確認システムを運用しています。

このシステムのスムーズな運用に向けて、安否確認訓練を年2回実施し、啓発に努めています。

また、大規模地震を想定した防災訓練や徒歩による帰宅訓練なども定期的に実施しています。

災害時の対応体制

大規模災害時には、サントリホールディングス（株）総務部、サントリー食品インターナショナル（株）食品CM本部を中心としたサント

リーグループ全体を統括する「対策本部」を設置し、傘下に各部門別の「対策チーム」を配置し、迅速に初動対応を行います。対策本

部の初動では従業員や家族の安否確認や被害情報の収集・整理を始め、各部の活動方針に沿って実施する「事業所機能復旧」、「情報

システム復旧」、「救援物資等手配」を統括し、「生産機能復旧」、「得意先・地域社会支援」といった取組も進めていきます。また、こ

れらの体制や手順をイントラネットに掲載し、従業員がいつでも確認できるようにしています。2011年の東日本大震災以降、定期的な

対応マニュアルの見直しや通信手段、災害備蓄品の増強、グループ会社を含めた災害発生時の体制強化を図っております。また、コロ

ナ禍でのテレワークが増えている現状を踏まえて、「対策本部」においてもリモート対応の整備を進めるなど、世の中の状況に合わせて、

有事の際の迅速かつ、的確な初動対応を実施しています。

■感染症対策

■大規模自然災害対策

2009年の新型インフルエンザ（パンデミック）以降、「インフルエンザ予防マニュアル」に基づく日常での予防対策、発生時の対応プロ

セスを示したマニュアルを策定し、全従業員への周知を図るとともに、発生時の報告体制を明確化し、感染症の拡大防止策を強化する

ことで業務執行に影響が生じないように対策を講じています。加えて、強毒性感染症に関する行動指針を作成し（2015年改定）、あら

ゆる感染症に対処しています。また、疾病のまん延時や強毒性の新型インフルエンザなどが発生した際にも事業を継続できるようBCP

を策定しています。

■新型コロナウイルス対策

新型コロナウイルス対策本部を設置し社員の安全を最優先に、サプライチェーン、業績影響などの情報を集約し、迅速に意思決定を行

い、対策を講じています。在宅できる制度、環境については、コロナウイルス感染前から整備していたこともあり、感染拡大時もスムー

ズに社員が在宅勤務を実現できています。出社時には安全と安心を守るため、検温器の設置、アクリルボードや消毒液を各所に設置す

るといった対策を実施しています。罹患者に対しては復職にあたり、産業医と連動しながら、社員の体調面の不安をフォローする対策も

合わせて実施しています。また、2021年には従業員、協力会社の皆様及び、そのご家族を対象に職域接種を実施し、2022年2月末か

らは3回目の職域接種を全国の主要拠点で実施しています。また、社会貢献の一環として、ビール酒造組合と協力しながら、飲食店従

事者・酒販店従事者及び、それぞれのご家族を対象とした職域接種も2021年、2022年に実施しました。

■海外出張者への安全管理

グローバル化が進む中、海外出張者の安全管理も大きな課題となっています。サントリーホールディングス（株）では、2013年に日本

からの海外への出張者を一限に把握できるシステムを立ち上げました。さらに2017年より海外出張手配・申請・事後精算を一元管理で

きるグループ共通基盤システムを導入し、短時間で海外出張者の安否確認ができる体制を構築しています。

また、マラリア、結核、HIV/AIDS等の感染症が多く発生する地域のグループ企業に対して、ハンドブック等の配布による意識啓発や産

業医との健康相談の機会を設けるなど、海外出張者に加えて、海外駐在員の感染対策も努めています。新型コロナウイルス感染拡大防

止と感染予防のため、2022年3月1日時点では、リモートでの対応も活用しながら、出張先の感染状況を確認の上、各国の入国ルール

及び帰国時のルールを遵守のもと、海外への出張を実施しています。

「災害対策本部」立ち上げ訓練の様子
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1. Suntory Group, as a global group, is firmly committed to compliance with applicable anti-corruption laws and 

regulations around the world.

2. All Suntory employees worldwide are prohibited from giving or receiving bribes in any form, directly or indirectly, 

to anyone (public officials and private counterparties).

3. Suntory Group is committed to providing employees with clear guidelines such as Gifts, Entertainment and 

Hospitality.

4. Suntory Group is committed to maintaining accurate books and records and appropriate internal accounting 

controls systems, which shall be audited periodically by our independent auditors.

5. Suntory Group will communicate its compliance objectives, including how seriously it takes ethical conduct and 

compliance, to its employees, business partners, agents and other third parties.

6. Suntory Group will provide its employees comprehensive compliance and prevention of corruption training 

programs.

7. Suntory Holdings is committed to enhancing centralized monitoring processes worldwide.

8. Suntory Group wants and expects violations and concerns to be reported and will take action to investigate any 

complaints.

9. Suntory Group will provide employees with the resources to help them with compliance.

Anti-Bribery Measures

汚職に関するリスク評価
サントリーグループでは、有効なデューディリジェンスの実施や取引先との関係性等について周知し、デューディリジェンスを含めたリス

ク評価の体制構築に努めております。汚職に関する問題で高リスクと評価されたエリア・取引内容については、重点的に活動を進めて

います。

反贈賄
The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 等の世界各国の贈賄に対する規制強化に伴い、2015年に全世界のサントリーグループ

役員・社員に向け、反贈賄活動に関するサントリーグループの基本的な姿勢を宣言する（Anti-Bribery Measures）とともに、グロー

バルスタンダードに合わせた接待・贈答に関するガイドラインを制定し、周知理解の展開を図りました。グローバルリスクマネジメント委

員会での各取り組みを取締役会において報告しています。2016年にはグローバル反贈賄ポリシーを制定、接待・贈答に加え、寄付や

政治献金などを含めた新たなガイドラインを制定しています。

「サントリーグループ企業倫理綱領」においてもいかなる形の腐敗・不正行為も許容しないことを規定しており、従業員に対するグロー

バル反贈賄ポリシーやガイドラインについての周知や研修の実施に積極的に取り組み定期的なモニタリングを実施しています。また、グ

ローバルなコンプライアンス・ホットラインを設置し、通報や相談の体制を構築し、運用しています。

従業員が腐敗行為またはそれを疑われる行為が行われていることを知った場合、速やかにコンプライアンス・ホットラインを通じて連絡

することを推奨しています。

情報セキュリティの強化
業務遂行上の最重要リスクである「情報セキュリティリスク」に対応するために、グループ全体の情報セキュリティ体制強化を行ってい

ます。グローバルセキュリティポリシーを制定し、グローバルレベルでの情報セキュリティ強化に努めています。
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Our information assets are a source of the Suntory Group’s competitiveness. During our strategic usage and 

application of such assets, we must be worthy of our customers’ trust in us and fulfil our corporate social 

responsibility. Thusly, we have identified the appropriate safeguarding of information assets as being an important 

management challenge, and have instituted the following basic policy, which promotes information security 

governance.

・By maintaining a chain of responsibility for information security and by formulating and enforcing rules on the 

handling of information, we will strive for appropriate management as one group.

・By specifying how the information assets that we possess should be handled in accordance with their importance 

and any risks, we will strive for their secure and proper use and their appropriate safeguarding.

・We will conduct the ongoing education and training of our directors, all employees, and other personnel, and we 

will commit to awareness-raising regarding this issue and ensure full compliance with rules related to information 

security.

・We will strive to prevent information security incidents, and in the unlikely event that such an incident occurs, we 

will swiftly take action to recover and implement corrective measures.

・While complying with laws and regulations in every country we operate in related to information assets, we will 

continuously improve and enhance the abovementioned information security policies.

Suntory Group Information Security Basic Policy

■人的・法的管理の強化

情報システムの正しい利用や機密情報の管理に関する規定・基準を構築し、その情報をイントラネットで社内に周知しています。また国

内各グループ会社では、次のような取り組みを通じてグループを挙げた周知徹底を図っています。

・脆弱性分析をもとにした情報管理体制の改善

・情報セキュリティの重要性と情報の取り扱いに関する認識を高めるためのeラーニングや説明会の実施

・ソーシャルメディア利用に関する規定類の整備と従業員への説明会の実施

・近年増加している「標的型メール攻撃」に対する訓練の実施

・各社リスクマネジメント推進責任者・リーダーによる職場でのITリテラシー向上に向けた取り組み

さらに、2016年よりコンピューターセキュリティにかかるインシデント対応専門組織としてCSIRT(Computer Security Incident 

Response Team)を設置し、グループとしての情報セキュリティ事故予防、事故発生時の対応力強化に取り組んでいます。

■物理的・技術的管理の強化

台場オフィス、大阪オフィスをはじめ各事業所にセキュリティカードを用いた入館管理システムを導入しています。

また、セキュリティカードとパスワードを用いた認証機能により、全社の情報システムのアクセス管理を強化しています。

このほか、情報漏洩を防止するため、情報記録媒体へのデータ書き出し禁止措置、重要情報（個人情報・機密情報）を安全に保管す

るためのシステム（自動暗号化）設置、Eメール自動転送不能措置、社外からの不正アクセス・攻撃防止のためのファイアウォール設定

および監視などの対策を行っています。

■情報セキュリティ体制強化

企業の情報セキュリティに対して、より適切な管理を求める社会的要請が高まっていることから、「サントリーグループ情報セキュリティ

基本方針」を定め、情報資産の保全と仕組みによるガバナンスを図っています。

また、ソーシャルメディア（フェイスブック・ツイッター・LINEといったソーシャルネットワークサービス（SNS）など）での情報漏洩リス

クに備え、ソーシャルメディアの利用ルールを定めた「サントリーグループソーシャルメディアポリシー」を制定しました。これらに基づ

きグループ全体の情報管理を進めるとともに、情報の取り扱いに対する従業員一人ひとりの意識強化を図っています。
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■自らの知的財産の活用

サントリーでは、商品・サービス・技術に関して研究・開発・デザインを通じて獲得した成果を知的財産として権利化活用し、「やってみ

なはれ」に象徴されるサントリーグループならではの高付加価値商品を継続して供給するための活動を進めています。また、創業時の

精神「利益三分主義」のもと社会と共生し社会課題を解決するサステナビリティ活動における取り組みや、様々なステークホルダーとの

共創活動においても知的財産を積極的に活用し、サントリー及びサントリーの各商品・サービスのブランドの価値を最大限に発揮できる

よう努めております。社内においては「発明・考案規定」により報償制度を設け、従業員の職務発明（創作）の奨励を図っています。

■他者の知的財産権の尊重

知的財産を活用する一方で、他者が保有する知的財産権を侵害しないよう、研究・開発・デザイン・マーケティング活動の現場に密着

して情報収集に努めています。たとえば、新しい技術の採用にあたっては、すでに他者の特許が存在しないかを調査します。また、商

品名の採用に関しては、他者の先行商標が登録されていないかなどを調査します。他者の権利の評価には専門家の意見も参考にして判

断しています。

知的財産権への取り組み
社会における知的財産権への意識の高まりや国による数々の施策により、知的財産の重要性は年々増してきています。サントリーグルー

プでは、知的財産権を統括する部署として特許を中心とした知的財産部、商標・コーポレートブランドを中心とした商標部を設置してい

ます。

■個人情報保護の取り組み強化

サントリーグループ各社は、商品の販売促進キャンペーンへご応募いただいたお客様や、健康食品などの通信販売をご利用のお客様を

はじめとする多くの方の個人情報をお預かりしています。これらの大切なお客様の情報を守るため、サントリーグループでは、個人情報

保護法・ガイドラインなどに基づき、グループ全体で個人情報保護に取り組んでいます。

個人情報保護に関する従業員教育

個人情報保護の重要性を浸透させるために、グループ全従業員に対してeラーニングや説明会を実施しています。特に個人情報を直接

取り扱う部署では、より重点的に情報セキュリティ教育を行っています。

販促キャンペーン履歴管理システム

お客様の住所・氏名など個人情報の収集を伴う販売促進キャンペーンについては、業務委託先との間で秘密保持契約書を締結した上で

「キャンペーン履歴管理システム」によって情報の入手から廃棄に至るプロセスを管理しています。また、保管が必要な個人情報は、社

内に構築された専用のデータベースで一元管理するなど、お客様の情報を確実に保護するよう努めています。

通信販売顧客の情報管理

サントリーウエルネス（株）における通信販売顧客の情報は、通信管理センター内に整備した専用の

クローズドシステムで一元管理し、センターへの入退出者については静脈認証により厳重に管理して

います。

静脈認証システム

■マイナンバー制度への対応

2016年に導入された特定個人情報（マイナンバー）の制度に対応すべく、グループ各社において適切な安全管理措置を行なっています。

業務委託先においてもその対応が図られていることを確認しています。

■SNSリスクへの取り組み

SNSの普及により、個人が簡単に情報発信できるようになりましたが、他方、ネガティブ情報

がSNSを通じて広く拡散され、企業価値の失墜を招くケースも見られます。 サントリーグループ

では、SNSリスクの低減を図るために、活用に関する各種基準・ガイドラインの制定、リスクの

早期発見、対応体制の確立はもとより、従業員の感度醸成活動（eラーニング、集合型セミナー、

各種啓発ツールの活用推進）にも取り組んでいます。

SNSリスクセミナーの模様
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コンプライアンス推進のための効果的な税務ガバナンス運営
私たちは、グローバル税務方針の遵守状況に関する財経担当役員の定期的な確認、グローバルレベルでの明確なレポートラインの設定、

外部専門家の効果的な活用を通して、税務コンプライアンスを確実に推進します。

適正な納税とタックスプランニング
私たちは、良き企業市民として、誠実な態度で適正な納税を行います。事業の持続的成長を実現するため、税効率の向上を検討します

が、ビジネスリーズンを第一優先に考え、税務上の優位性を得ることのみを目的とした過度なタックスプランニングは行わないこととし

ています。

税務当局との関係
私たちは、事業を行う地域の税務当局との間で、オープンで透明性の高い関係性を維持します。具体的には、適時・適切な税務当局

との議論、法令や税務当局からの照会を踏まえた必要な情報開示、何らかの紛争が生じた場合の税務当局との早期の合意・解決に努

めています。

事業部門と税務部門の連携
私たちは、事業の持続的成長のために、事業部門と税務部門との間に効果的な連携体制を構築します。具体的には、税務部門が事業

部門に十分な税務知識を提供することを通して、事業の責任者が最適な事業判断を行えるようサポートします。

サントリーグループではサントリーグループ企業倫理綱領の考え方に基づき、以下の税務方針を定めています。

以下はグローバル税務方針の要約です。

 コーポレート・ガバナンス

税務方針

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

コーポレート
・ガバナンス

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう
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1899年の創業以来、サントリーは、その長い歴史の中で事業を拡大し、現在では、サントリーグループとして、酒類、食品事業にと

どまらず、健康食品、外食、花事業など広範な分野で活動しています。

さらに、アジア・オセアニア、欧州、米州における食品・酒類ビジネスなど、世界各国で幅広く事業を展開しています。

本サイトでは、グループ会社のさまざまな取り組みを掲載しています。

サステナビリティへの取り組み

グループ各社のサステナビリティ
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グループ各社のサステナビリティ

国内グループ会社の活動

アイスクリーム等乳製品、氷菓及び菓子その

他食料品の製造・販売

「響」「魚盛」「鳥どり」などの多業態飲食店の

経営、ゴルフ場・リゾートレストランの運営受託国内・海外の食品事業

サントリー食品インターナショナル
（株）

ハーゲンダッツ ジャパン（株） （株）ダイナックホールディングス

とんかつおよび揚げ物、和風・洋風・会席料

理などのレストラン運営（仕出弁当・ケータリ

ング）、ヒレかつサンドをはじめとする各種お

弁当・和風惣菜の製造および販売

花苗・鉢花、野菜苗および切花の開発・生産・

販売

井筒まい泉（株）

カフェとしてもバーとしても利用場面の多い

「PRONTO」の経営およびフランチャイズ展開

（株）プロントコーポレーション サントリーフラワーズ（株）

酒類関連備品販売（酒販店様・飲食店様向け）、

企業の販促支援・代行 （キャンペーン企画・景

品提案・配送・事務局運営等）、ワイン等酒類

の店頭、通信販売

サントリーマーケティング&コマース
（株）

サントリーグループ各社の広報・マーケティン

グ支援業務・コンサートホール・美術館など文

化施設の管理運営・サービス業務・イベントの

企画・運営業務・コールセンターの運営・研修・

コンサルティング業務・人材派遣業務など

サントリーパブリシティサービス（株）
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ハーゲンダッツ ジャパン（株）

本社所在地 〒153-0051　東京都目黒区上目黒2-1-1

設立 1984年8月

資本金 4億6,000万円

売上高 528億円（2021年度）

従業員数 265名（2022年4月）

事業内容 「ハーゲンダッツアイスクリーム」の製造・販売

ホームページ www.haagen-dazs.co.jp/

会社概要・理念

■“Dedicated to Perfection.（完璧を目指す）”

1984年8月の創業以来、ハーゲンダッツ ジャパン（株）は「お客様の期待を超えるフローズンデザートを提供することにより、お客様

に喜びと感動を提供し続ける」ことを使命として企業活動を行っています。

その活動を支える哲学ともいえる企業理念が「Dedicated to Perfection（完璧を目指す）」です。商品の開発からお客様の元に届く

まで、品質・ブランドはもちろんのこと、すべての企業活動においてお客様の視点に立って完璧を目指し、私たちの使命を果たしてい

きます。

主なサステナビリティ活動

■CSR経営の推進

CSRに関する意識啓発を徹底

企業倫理綱領を制定し、これに基づきCSR活動を推進しています。

また、社内イントラネットを活用した情報提供などにより、CSRに関する意識啓発を継続して行っています。

■食品の安全と品質への取り組み

食品安全、および品質管理に関する認証を取得

ハーゲンダッツ群馬工場では1998年に「総合衛生管理製造過程による食品の製造または加工」

（厚生労働省HACCPプログラム）、2013年5月には国際的な食品安全マネジメントシステムであ

るFSSC22000も取得しました。このFSSC22000に則った管理を徹底することにより、原料調

達から、生産、物流までのすべての工程において、食品安全をさらに強固なものとしています。

品質に関する従業員教育を展開

すべての従業員が品質について正しく理解し、日々の業務を行えるように、品質ハンドブックを従業員に配布しています。この冊子では、

ハーゲンダッツの品質への取り組みがまとめて見られるようになっています。また、従業員一人一人が品質管理の大切さを十分に身に付

けるための取り組みとして、社内研修も行っております。

群馬工場
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■お客様との関わり

お客様とのコミュニケーションを強化

お客様とのコミュニケーションを大切にし、いただいたご意見を事業活動に反映しています。2010年には「お客様満足のための基本方針」

を制定。この方針に則って、全従業員が行動しています。

わたしたちは、社会のよき一員としての役割を果たすため、さまざまな活動を通じてあらゆるお客様のさらなる満足の確保、維持、

向上に努めます。お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様に信頼され、喜んでいただける安心・安全な商品、サービス、

情報の提供を行うとともに、お客様の声を企業活動に反映させていきます。

お客様からのお問い合わせ・ご指摘などに対して、迅速かつ的確に、丁寧に対応して参ります。また、公平、公正であるように

努めて参ります。

2.お客様に信頼され、喜んでいただけるさまざまな情報を、お客様に提供いたします。

3.お客様のご意見・ご要望や社会の求めるものを、社内に適切に反映させて参ります。

4.お客様の権利を保護するため、消費者保護に関する法規および社内の自主基準を遵守いたします。

お客様満足のための基本方針

お客様相談室の行動指針

また、ハーゲンダッツ ジャパン（株）は、上記基本方針・行動指針を行動規範として、ISO10002に則った「お客様対応規定」を制定しました。

この規定では、お問い合わせやご指摘を申し出られたお客様の権利を認識し、企業活動へのお客様の満足を維持・向上することを目的に、

お客様対応に関しての積極的な取り組みと責務を明確にしています。さらに、この規定に基づいた詳細な基準・手順を定め、周知徹底を図っ

ていきます。

お客様からのお申し入れ情報は、ご連絡を受けた時点でその内容を社内情報システムに入力。担当部門と連携しながらお問い合わせなど

にお応えして、その結果も記録しています。この仕組みを活用することで、お客様の声に迅速・的確に対応するだけでなく、お客様からい

ただいた貴重な情報を全社でリアルタイムに共有し、品質改善や商品開発、リスクマネジメント強化などにつなげています。

ホームページやお客様向け小冊子「おいしさの秘密」などを積極的に活用し、お客様のお役に立つ情報をお届けしています。たとえば、ホー

ムページでは、お買い求めの際の注意点やご家庭での保存方法など、アイスクリームをおいしくお召し上がりいただくための情報を提供し

ています。

■環境への取り組み

■サントリーサステナビリティビジョンに対する取り組み

CO2

環境の国際規格ISO14001を取得

ライフサイクル全体でCO2削減に向けた取り組みを推進

ハーゲンダッツ群馬工場では、2001年に環境の国際規格であるISO14001を取得。水道や電気の使用量の削減目標を設定して、環境

に配慮した商品づくりを行っています。さらに、製造の途中で出た原料の残りは、動物の飼料にするなど食品リサイクルに取り組み、資

源の有効活用を図っています。

生産から物流、販売に至るまでCO2削減に向けた省エネ活動を推進しています。また、オフィスでも電気や紙などの使用量を管理して、

省エネ活動に取り組んでいます。
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原料

容器・包装

人権

原材料の品質を追求

包材の脱プラスチック・削減、軽量化

公正な人事制度を整備

障がい者雇用を促進

ワークライフバランスを推進

次世代育成支援の取り組みを強化

健康で働きやすい職場づくり

お客様にハーゲンダッツ・モーメント（ハーゲンダッツを口にしたときの至福の瞬間）をお届けするために、品質には徹底的にこだわっ

ています。アイスクリームの主原料である牛乳には特にこだわり、酪農家の方々は牛一頭一頭の体調に合わせた飼料の調整や、牛乳の

成分を左右する牧草や土壌の成分まで管理しています。また、味を決めるフルーツやナッツ、チョコレートなどの副原料も世界各地から

厳選して使用しています。安全・安心な商品づくりはもちろん、お客様に感動していただける、より高品質な商品を提供することがハー

ゲンダッツブランドを高めていくと考えています。

2025年を目標とする「プラスチック資源削減目標」を設定し、プラスチック削減への取り組みを強化いたします。これにより、最終的

にプラスチック使用量を年間で 50%の削減（2021年比）を目指します。

また、アイスクリームの包材（リッド、タンパーエビデンスなど）、スプーンを、石油由来のプラスチックから、環境配慮型プラスチック、

もしくは、非プラスチック素材に、順次切り替えを推進していきます。

あわせて、ミニカップ、リッド、スプーンや段ボールなどの包材を薄肉化し、包材軽量化による環境負荷低減に取り組んでいます。

従業員がやりがいをもって働けるように、自己評価と上司からの評価を面接で話し合い、公正で納得性の高い評価制度を整備しています。

主に本社事務職などの業務を対象に、障がい者雇用を行っています。

従業員の仕事と家庭・社会生活の両立を支援するために、ワークライフバランスに配慮した取り組みを推進しています。特に、長時間

勤務は従業員の心身への影響も大きいため、時間外勤務の削減を全社的課題と位置づけ、徹底した管理を実施するなど、労働時間の

適正化を図っています。

従業員が長く働きやすい環境で活躍できるよう、育児休業制度や育児短時間勤務制度の充実・強化を図る

とともに、早期に復職し活躍したい従業員を支援するため、早期復職支援制度も導入しています。

独自の取り組みとして、従業員一人一人の行動をポイント化する福利厚生制度「ロハスポイント」を導入しています。この制度は、マラソ

ン・ウォーキングイベントへの参加やスポーツクラブ利用など、健康によいことを実践するごとにポイントが加算される制度で、貯まった

ポイントに応じてカタログから好きな景品をプレゼントしています。

また、心の健康にも配慮し、社外窓口を設置して相談を受け付けています。メンタルヘルスに関する研修も年1回実施するなど、疾病の

予防と早期発見に努めています。

さらに、職場における差別やハラスメントを防止するために研修会や職場勉強会を開催し、従業員の意識啓発に取り組んでいます。
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生活文化

企業訪問を受け入れ

中学生・高校生を対象にハーゲンダッツ ジャパン（株）では企業訪問を受け入れ、「ブランド」「品

質へのこだわり」「商品開発の流れ」などを学んでいただいています。

2020年からはオンラインでの受け入れも開始しています。

オンライン企業訪問の様子

食育出前授業の様子 子どもたちが考えた新商品の
企画を発表

食育＋キャリア教育の出張授業を開催

食育やキャリア教育を目的に、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の小学校を中心に出張授業「おいしさってなんだろう？」というプログラム

を年間約30校で実施しています。「食への感謝の気持ち」や「仲間と協力する楽しさ」、また「仕事を通じて誰かに喜んでもらう嬉しさ」を多

くの子どもたちに体験してもらっています。

その他、2019年はサントリーグループの東日本大震災復興支援「サントリー東北サンさんプロジェクト」の一環として、福島県のいわき市・

相馬市で小学生対象の授業を実施しました。

霧多布湿原ナショナルトラストを支援

主原料の牛乳の生産地である北海道根室・釧路地区において、2007年から厚岸郡浜中町の霧多布湿原

ナショナルトラストへの支援を行っています。霧多布湿原は国内では3番目に大きな湿原で、1993年には

ラムサール条約にも登録されています。資金面の支援に加え、定期的に当社従業員が地元の方々と共に、

木道の補修をするなど湿原の景観保全のボランティア活動を行っています。

木道補修風景
フードバンクにアイスクリームを寄贈

2007年より、日本初のフードバンク団体である「認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパン」を

支援しています。

食品を無償で社会福祉施設などに提供するフードバンク活動※を行っている「セカンドハーベスト・

ジャパン」への食品寄贈を通して、毎年、夏休みやクリスマスシーズンに社会福祉施設の子どもた

ちにアイスクリームを提供し、幸せな時間、笑顔をプレゼントしています。

※ フードバンク活動：製造・流通過程などで出る、安全上は問題がないにも関わらず、廃棄される食品の寄付を
受け、社会福祉施設などに無償で提供する活動

2018年に引き続き、2019年もサントリーグループとハーゲンダッツ ジャパン（株）の従業員が協

働で、母子施設や児童養護施設などにアイスクリームを配送するフードバンクのボランティアを行

いました。

児童養護施設へ
アイスクリームを寄贈
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（株）ダイナックホールディングス

本社所在地
〒135-8631　東京都港区台場2-3-3（サントリーワールド
ヘッドクォーターズ内）

設立 1958年3月

資本金 50百万円

売上高 172億円（2021年度実績）

従業員数 900名（2021年12月末現在）

事業会社 ・(株)ダイナック・(株)ダイナックパートナーズ 

事業内容

・(株)ダイナック
「響」「魚盛」「鳥どり」「パパミラノ」などの多業態飲食
店の経営、パーティケータリング事業

・(株)ダイナックパートナーズ
ゴルフ場レストラン・リゾートレストランの運営受託、道
の駅・高速道路サービスエリア運営

ホームページ https://www.dynac.co.jp/

会社概要・理念

■「食の楽しさをダイナミックにクリエイトする」それが私たちの仕事です

悲しみ、苦しみ、怒りのとき、人は食を欲しない。お祭り、語らい、出会い、記念日など、人間にとって食べることはいつも楽しさにつながっ

ている。私たちの仕事はそんな喜びあふれる生活に貢献することです。これは大変な仕事であり、終わりのない努力を要する仕事です。

しかし価値のある仕事でもあります。食の楽しさを縦横に切り拓き、お客様に喜んでいただけるプログラムをいっぱいもっている企業。

そんな企業を目指しています。

主なサステナビリティ活動

■サステナビリティ経営の推進

サステナビリティの考え方

わたしたちダイナックグループは、企業理念『食の楽しさをダイナミックにクリエイトする』に基づき、よき企業市民として、お客様・従

業員そしてすべてのステークホルダーに寄り添い、豊かで楽しいコミュニケーションを“食”を通じて実現することで、食文化の発展、

新しい価値と感動を創造し、持続可能な社会を実現することを目指します。

コーポレート・ガバナンス

（株）ダイナックホールディングスではコーポレート・ガバナンスの推進体制として、監査役設置会社を選択しております。

取締役会は6名で構成され（監査役2名含む）、経営全般に関わる課題の意思決定を行っています。また、執行役員制度により迅速な業

務執行を図っています。

監査役は2名で構成され内部統制システムを利用して、取締役の職務執行や経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。

内部監査は監査部を設置し、業務執行の健全性の維持に努めています。

また、重要なリスクについてはグループリスクマネジメント委員会において網羅的・総括的に管理しています。さらにサステナビリティ経

営推進室を設け、組織機能のすべてにおいてサステナビリティの推進を図っています。



302

リスクマネジメント

ダイナックグループでは、経営危機管理、機密管理、リスクマネジメントに関して規定を設け、企業経営に関わるリスクマネジメントの充実・

強化を図っています。また、情報セキュリティについても、個人情報の保護、従業員の保護に関する規定のもと、個人情報の開示・訂正・

利用停止等対応基準、ITシステム利用基準などを制定し、厳格な運用に努めています。さらに、事業に関わるさまざまなリスクを抽出し、

リスク発生の未然防止と迅速な対応を図る体制づくりに取り組んでいます。

従業員の意識啓発

イントラネット上で従業員向けにコンプライアンスをわかりやすく解説するとともに、コンプライアンス・ハンドブックを作成し、全従業

員に配布しています。また、経営幹部が直接店舗にて講習会を開催し、各部署での勉強会や「従業員意識調査」も定期的に実施し、

浸透度を確認しています。

さらに、コンプライアンス・ホットライン周知のため、啓発ポスターを全店舗に掲載しています。

■お客様との関わり

品質保証マネジメントシステムによる安全・安心の追求

食の安全・安心を追求し、お客様にご満足いただけるサービスを提供するために、品質保証マネジメントシステムを構築・運用していま

す。これに基づき、購買・品質保証本部が中心となって品質保証方針（計画）の策定や店舗の衛生検査・不良商品の分析を実施。さらに、

内部監査を実施して継続的な改善に取り組んでいます。

一．私たちはお客様からのお問い合わせ・ご指摘に対し誠意を持って迅速かつ適切に対応してまいります。

一．私たちはお客様のご意見・ご要望に対し心から感謝し積極的に企業活動に反映してまいります。

一．私たちはお客様の声に常に耳を傾けることで商品・サービスの向上に活かしてまいります。

お客様の声対応方針

「お客様の声対応方針」の制定

ダイナックグループは、「お客様の声対応方針」を制定し、常にお客様満足度の向上に取り組んでいます。

お客様の声を店舗の活動に反映

ホームページなどからお客様の声を積極的に収集し、ご意見・お問い合わせを全店舗で共有できるネットワークを構築しています。また、

各店舗に対するご指摘は、店舗および営業責任者にフィードバックし、店舗の改善活動に反映しています。

■環境への取り組み

ISO14001認証を取得

環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証を2009年12月より継続取得しています。ダイナックグループの掲げる環境方針

の実践に向け、PDCAサイクルによって継続的に環境改善活動を推進しています。

食品廃棄物の削減・再資源化

『食べきり』と食材の『仕入量』や『使い切る』の工夫

・料理内容を検証し、ひとりあたりの可食量の適正化を図り『食べきり』に取り組んでいます。

・食材は、在庫管理を日々行い、無駄な在庫をなくすことで、廃棄ロスを減らしています。

・食材を多岐にわたるメニューに活用し廃棄の減少に努めています。

また、ダイナックグループでは、食品リサイクル法を遵守し、生ごみなどの食品廃棄物の削減・再資源化に取り組んでいます。

コンプライアンスの徹底

「サントリーグループ企業倫理綱領」に基づき、コンプライアンス規定およびコンプライアンス・ホットライン規定を制定し、遵守の徹底

を図っています。
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ダイバーシティの推進

企業の発展には多様性の尊重が重要であると、ダイナックグループは考えています。性別や年齢にとらわれず多様な従業員が活躍でき

るよう社内体制を整備しております。

また、各店舗における地域への貢献も企業成長のために不可欠であり、特に障がい者雇用は重要な課題だと考えています。今後も、地

域の支援機関・ハローワーク・支援者・保護者と連携し、障がい者本人の働きがいや生きがいとなるように、個々にきめ細やかな対応

を心がけて取り組みを継続しています。

ダイナックアワード（年2回開催） D1グランプリ（おもてなし接客コンテスト
接客実演とサービスへの思いスピーチ）

商品開発コンテスト
（各回テーマを決めて実食審査）

ドリンク開発コンテスト
（各回テーマを決めて実演と試飲・メイキングエピソードなど審査）

■サントリーサステナビリティビジョンに対する取り組み

省エネルギーの取り組み

各店舗では、省エネルギーの取り組みとして、電気・水・ガスの使用量削減に目標を定めて取り組んでいます。

サプライヤーとの取り組み

プラスチック問題への取り組み

従業員の成長

お客様の声を広く企業活動に反映させるとともに、ダイナック品質方針『All for the Quality』のもと、【食品安全理念】

【食品安全活動方針】を定め、お客様に最高品質を提供するため、フードチェーン全体で品質の維持・向上に取り組んでいます。

各店舗で使用するストローは、バイオマスプラスチック配合の環境配慮型素材を使用しています。また、2022年4月1日施行された『プ

ラスチック資源循環促進法』に合わせて、さらなるプラスチック削減への取り組みを継続・実現しています。

人材育成のため、各種内定者研修をはじめ、入社時研修やマネジメント研修、リーダーシップ研修などを実施しております。また、業

務プロセスを評価する制度として「ダイナックアワード」を開催し、おもてなし力・技術力・チーム力の向上をはかっております。さらに、

接客技術を競う「D1グランプリ」、「商品開発コンテスト」、「ドリンク開発コンテスト」なども全社規模で開催し、従業員の成長を全員で

共有できる場を設けております。

CO2

原料

容器・包装

人権

公正で納得性の高い評価制度

ダイナックグループでは、職能資格制度を導入しています。管理職の従業員は、目標管理シートによって自身の目標を設定し、その結

果を上司との面談を通じて話し合い、納得性の高い評価・処遇につなげています。

労働時間の適正化

毎月、個々の労働時間を集計し、適正値を超える従業員をリストアップして、経営陣および所属部署長に報告し是正を促しています。ま

た、労働時間の適正化に向けて、人員配置の見直し、店舗オペレーションの修正などを行い根本的な解決を図っています。
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育児・介護のサポート

法律を遵守した社内規則を制定し、育児・介護休業の取得を促進しています。また、対象者の要請があれば時短勤務、所定外労働の免除、

深夜業の制限なども行っています。

心身の健康管理を支援

従業員の健康管理については、定期健康診断の受診を徹底し、メンタルヘルスケアに関しては従業員のストレスチェックを毎年実施し

管理体制の充実に努めています。役員を含む管理職に対して管理者研修を実施しているほか、社外に相談窓口を設け、カウンセリング

とメンタルサポートを行っています。

地域との取り組み

地域に根差し・つながり、食文化を広めるため、地域の生産者・企業・自治体と連携し、食を通じて持続可能な街づくりや地域活性化

に向けた取り組みを推進し、地域の成長力を確保することを目指します。

生活文化
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（株）プロントコーポレーション

本社所在地 〒108-0075　東京都港区港南1-8-27（日新ビル）

設立 1988年2月1日

資本金 1億円

売上高 125億円（2021年度実績）

従業員数 2,405名（21年） ※正社員、契約社員、アルバイト含む

事業内容

1988年に創業し、「昼はカフェ、夜はサカバ。」という「二
面性」をキーワードに、使い勝手の良い空間を一日中ご
用意する『PRONTO』（プロント）、気軽にワインとお料理
を楽しめる “ワインの酒場”の『Di PUNTO』（ディプン
ト）、レモネードとこだわりのグルメドッグを提供するカフェ

『É PRONTO』（エプロント）、お茶と和スイーツの和カフェ
『Tsumugi』（ツムギ）など、複数の飲食業態をフランチャ
イズ展開しております。

ホームページ http://www.pronto.co.jp/

プロントグループのサステナビリティ

■“笑顔がつくる未来の笑顔”SHARING SMILE

プロントグループは、持続可能な社会（未来）のために“笑顔がつくる未来の笑顔”　SHARING SMILEを私たちの使命に掲げ、誰も

が笑顔を分かち合う社会の実現を目指していきます。
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主なサステナビリティ活動

■人を守る

■海を守る

■資源を守る

安全安心の商品提供

容器・資材の環境配慮品への対応

食品ロス削減の推進

従業員の働きがいとダイバーシティ推進

法令を順守した品質マネジメントを徹底しています。 食材の品質・安全性はもとより、流通時の品質、飲食時の品質など、すべてのシー

ンにおける品質条件を守るため、日々の品質・衛生環境チェックや、外部機関による定期衛生検査を実施し、安全な環境と安心な商品

の強化に努めています。

使い捨て(ワンウェイ)プラスチックに対し「3R+Renewable」を推進して、貴重な資源を循環させて持続可能な社会を目指しています。

REDUCE　ごみを減らす・プラスチック素材使用の軽量化

REUSE　繰り返し使用・店内提供飲食にグラス・陶器製の食器を使用

RECYCLE　ゴミを資源にして再利用・環境負荷低減燃料として再利用

RENEWABLE　再生可能な資源への置き換え・プラスチック素材をバイオマスプラスチック素材に変更

オリジナルSCM（サプライチェーン管理）システムによる在庫管理で、食品ロス削減を推進しています。また、各店舗でのデータに基づ

く適正な受発注管理により需給調整をしています。

人材育成のため、各種研修を用意しています。

また、スキルを高めるための各種資格の取得支援など専門技能をもった人材育成を行っています。

採用面では、新卒・キャリア採用以外にキャスト（アルバイト）からの社員登用にも積極的に取り組んでいます。また、多様な人材を採

用しダイバーシティを推進しています。

リサイクルの推進

生ゴミ・不燃ゴミ・食用油の等の廃棄物の削減に積極的に取り組んでいます。

食品リサイクル法では外食産業には食品廃棄物の50%のリサイクル、または削減という義務数値が定められていますが、当チェーンは

65%以上を達成しています。
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環境に配慮した店舗設計

ISO認証・エコマーク認定

プロントグループは、徹底した省エネと環境にやさしい店舗設計をしています。

遮熱フィルムの使用

熱線反射・遮熱性能を備えたフィルムを採用し、空調効率アップ

ハイブリット厨房機器導入

蒸気熱回生ユニットを積む食器洗浄機を採用

従来品より60％～ 70％の節電効果

節水設備

節水機能に加えさらに洗浄効果のある設備の導入で、従来品より50％の節水

2009年に環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証を取得

2017年には飲食店として初のエコマークの認定を取得（PRONTO店舗）

■森を守る

P LOVE GREEN

プロントグループは、2010年から“日本にもっとGreen”をテーマに「P LOVE GREEN」の活動を推進し、産地や製法にこだわった素

材を使った「P LOVE GREEN メニュー」の売上一部を寄付しています。

主な寄付先は 公益社団法人 国土緑化推進機構 で、森林循環を守るために「植える・育てる・使う」の緑化活動へ活用しています。

水のサステナビリティ

プロントグループはサントリーグループの一員として、水循環への理解、節水・再利用・浄化水資源保全、地域社会との共生などの活

動を推進しています。
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井筒まい泉（株）

本社所在地 〒150-0001　東京都渋谷区神宮前4-8-5

設立 1965年11月30日

資本金 1千万円

売上高 102億円（2021年度実績）

従業員数 362名（2021年3月現在）

事業内容
レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業、
デリバリー事業、卸販売事業、通販事業、海外事業

ホームページ https://mai-sen.com/

会社概要・理念

■お客様第一の心を大切に

とんかつ専門店のトップブランド「とんかつまい泉」で知られる井筒まい泉（株）は、1965年の創業以来、「お客様第一の心を大切に」

をモットーに、安心・安全で美味しい食材の提供に努めることで、着実な発展を遂げてきました。創業者である一介の主婦が東京・

日比谷に開いた1号店を皮切りに、現在では直営レストラン14店舗に加え、百貨店や駅ナカを中心とした全国63店舗の直営店を運営

するとともに、ケータリングやデリバリー、通信販売などこだわりの味をさまざまな事業を通じてお届けしています。また、2012年か

ら海外でのレストラン展開をしており、タイ12店、フィリピン3店、台湾2店の合計17店となっています。（2022年4月現在）

2008年からサントリーグループの一員となり、グループのバックボーンを活かしながら、伝統ある「まい泉」ブランドを大切に守り続

けています。

私たちは、「お客様の美味しい笑顔」の為に、

商品を「まごころ」をこめて製造し、

「おもてなし」の心をもって販売することを

常に心がけていきます。

そして、会社を取り巻くすべての人に

「いい会社だね」といって頂けるように、

様々な努力を続けてまいります。

企業理念
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1.法令及び社会規範の順守

　私たちは、法令・社会規範・社内外の諸規則やルールを守り、高い倫理観に基づいて、社会に信頼される企業活動に努めます。

2.お客様第一主義の徹底

　 私たちは、何よりもお客様が第一であることを徹底し、お客様の喜びと幸せに貢献できるよう、安心・安全で質の高い商品とサー

ビスの提供に努めます。

3.社員の尊重

　私たちは、互いに個人を尊重し、誰もが活き活きと働くことができる職場づくりに努めます。

4.公平かつ公正な取引

　私たちは、お客様・取引先を始めとするすべての関係者との間で、公正で透明な事業活動に努め企業の社会的責任を果たします。

5.地域社会への貢献

　 私たちは、地域社会の一員として、地域社会との調和や連携に努めると共に、良き企業市民として積極的に社会貢献に取り組

みます。

行動規範

リスクマネジメントの推進

まい泉は、お客様の個人情報の取り扱いについて、管理ルールを設けて厳重に管理しています。個人情報を扱う機会の多い通信販売

事業においては、サントリーグループのネットワークを使用し、グループと同等のセキュリティ対策を実施しています。

また、近年、従業員のSNSを用いた不適切な情報発信が社会問題となっていることを踏まえて「SNSポリシー」を設けるとともに、店長

会議などを通じて従業員への意識啓発を強化しています。

ブランドマネジメントの強化

約半世紀にわたって培ってきた「まい泉」ブランドの価値を守り、高めていくために、商標登録し、ロゴマークの使用についてはガイド

ラインを定めて厳格に管理しています。

主なサステナビリティ活動

■CSR経営の推進

企業理念・行動規範を全従業員で共有

まい泉が果たすべきCSRとは、「お客様の美味しい笑顔」の為に、商品を「まごころ」をこめて製造し、

「おもてなし」の心をもって販売するという企業理念の実践にほかなりません。

まい泉では、CSR経営の原点とも言える「企業理念」に加え、従業員がなすべきことを示した「行

動規範」を策定しています。これらを携帯可能なカードにして全従業員に配布するとともに、朝礼

での唱和などを通じて浸透を図っています。

企業理念と行動規範を記した
カードを全従業員が携帯

■食品の安全と品質への取り組み

品質を支える「こだわり」

「とんかつまい泉」の美味しさへのこだわりに「妥協」の文字はありません。お客様に本当に美味しいとんかつを召し上がっていただく

ために、豚肉をはじめとしたすべての食材・調理方法にこだわり、創業以来の味を守り続けています。
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国内均一の品質管理体制

高津工場の活動で培った品質管理の手法やノウハウをベースに、2013年に大阪工場、2016年に都筑工場を設立しました。各工場とも

に徹底した品質管理に取り組んでおり、品質の維持向上に努めています。

また、フードディフェンスの観点から各工場に品質保証カメラを設置し、防犯体制を整備すると共に、作業の可視化による品質管理向

上を図っています。

衛生管理教育の徹底

「食の安全・安心」を支えるのは、従業員一人ひとりの食品衛生に対する知識と意識です。このため、パート・アルバイトを含めた全従

業員を対象に、徹底した衛生管理教育を実施しています。e-ラーニングの受講率は100%を維持しています。

衛生管理体制の確立

まい泉では、レストランや直営店舗で調理したてのとんかつを提供していますが、食材の加工や下ごしらえなどは、高津工場（神奈川

県川崎市）、都筑工場（神奈川県横浜市）、大阪工場（大阪府大阪市）の3工場で行っています。高津工場は1995年に設立され、

2008年には規模の拡大にあわせて衛生管理面も含めた全面改装を行い、汚染防止のためのゾーニングと気圧管理、異物混入防止のた

めの金属探知機、X線探知機などを導入しました。また、品質衛生管理部を中心とした組織体制を整備するとともに、エアシャワーや

粘着ローラーによる毛髪対策や、作業室入室ルールを徹底しています。さらに、カードロックの導入や、工場内の順路を一方通行にす

るなど、物理セキュリティ対策も強化しました。これら設備面での取り組みと基準やルールづくりを推進したことで、2010年には品質

管理の国際規格であるISO9001の認証を取得しました。2016年には7S活動を開始し2021年にはHACCP制度化をしました。

高津工場全景 都筑工場全景

■お客様との関わり

お客様との対話を重視

「お客様第一の心を大切に」を実践するため、「お客様相談室」を設置し、お客様の声を積極的に収集しています。毎月の経営会議や

店長会議で報告・共有し、全社をあげて商品・サービスの改善につなげています。

まい泉では、看板商品である「ヒレかつサンド」の品質をさらに改善するため、パンの製法やレシピを見直し続けています。2013年

は、販売後、少し時間が経つとパサつきが感じられるというご意見から、完成直後に実施していた検食を、お客様と同じ条件に

なるよう、消費・賞味期限直前にも実施するようにして、美味しさの差をなくすよう努めました。今後もできたての美味しさに加えて、

お客様の「喫食時品質」を重視した活動を継続していきます。

お客様の声を踏まえた改善事例

適切な情報開示

ホームページや店頭告知やなどさまざまなメディアを通じた情報開示については、すべて品質・衛生管理部およびマーケティング部が遵

法性や妥当性を確認した上で実施しています。特に、商品の一括表示や、店頭でのPOP・プライスカードなどについては、正確な表示

とわかりやすい表現に努めています。

また、情報発信に対するお客様のニーズや関心を踏まえて、適宜、情報開示の強化や改善を心がけています。メニューの表記について

もすべてチェックし、誤解を招きかねない表現や、根拠が曖昧な表現がないようにしています。

海外のお客様に配慮

近年、外国人のお客様が増加していることから、レストランでは4カ国語（日本語・英語・中国語・韓国語）表記のメニューブックを導

入しています。
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まい泉では、2012年に、飼料製造業者や養豚事業者との連携のもと、「ヒレかつサンド」

のパン耳を飼料として育てたオリジナル豚肉「甘い誘惑」を開発し、とんかつなどの原料と

して利用する取り組みを開始しました。また食品リサイクル法の定める再生利用事業者とし

て届出・登録しました。オリジナル豚肉「甘い誘惑」は、2020年3月時点では月に約30頭

の提供ですが、今後はさらに規模を拡大していく方針です。

食品リサイクルによるオリジナル豚肉「甘い誘惑」

オリジナル豚肉「甘い誘惑」

■サントリーサステナビリティビジョンに対する取り組み

トレーサビリティの確保

濾過器付きフライヤーの導入

「食の安全・安心」に関する意識の高まりに伴い、お客様やお取引先から、豚肉などの原産地についての問い合わせが増えています。こ

のため、産地証明書類などを整備し、お問い合わせに的確にお応えしています。

上記の取組みに加え、店舗のフライヤーを濾過器付に順次切り替えることで、女性の厨房スタッフの業務負荷軽減とともに、廃油量の

大幅削減を実現しています。2022年末で約40店舗の切替を完了する予定です。

食品リサイクルの推進

食品ロスの削減

早くから廃油の100%リサイクルを実現するなど、食品廃棄物の排出量削減とリサイクルに注力しています。｢ヒレかつサンド｣製造時に

切り落とされるパンの耳については、パン粉製造者や飼料製造者に販売するなど、有効活用してきました。これらの取り組みの結果、

高津工場ではリサイクル率100%、店舗では約50%を維持しており、今後もさらなる向上に努めていきます。

日配品を取り扱うことから売れ残り即廃棄となるため、売上向上かつ食品ロス最小化のマネジメントに取り組んでおり、業界でも最高水

準のロス率を達成しています。

健康

レジ袋の切替

商品ごとのカロリー表示・アレルゲン表示

ビジネスパートナーとの関わり

直営販売店でのテイクアウト用レジ袋を2021年にバイオマス25%に切替えを実施しました。またマイバッグ促進のためにまい泉商品が

ちょうどよく収納できるまい泉特製エコバックを開発し店舗にて販売しています。

近年の健康ブームを踏まえて、ホームページ上で商品ごとに栄養成分を表示しています。また、お客様が安心してお食事を楽しんでいた

だけるよう、アレルゲン情報を開示しており、特定原材料7品目に加えて、特定原材料に準ずる21品目についても表示しています。

技能実習生

まい泉では2016年よりフィリピンからの技能実習生の受け入れをしており、惣菜製造の技能習得のため現在約50名の実習生が工場で

勤務しています。

原料

容器・包装

人権

お取引先の工場監査を実施

お客様に安全・安心なお食事をお届けするためには、豚肉など原材料の調達先などお取引先との信頼関係が不可欠です。このため、

新規の調達先と取引を開始する際は、国内・海外を問わず現地での工場監査を実施し、信頼できる調達先であることを確認しています。

また、既存の調達先についても定期的に監査を実施し、必要に応じて改善を要請するなど、サプライチェーン全体で安全・安心を守る

体制づくりに努めています。
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大和市少年野球教室での
ヒレかつサンド贈呈

2016年「第3回M-1グランプリ」

従業員に対する取り組み

従業員の成長を支える環境づくり

従業員の心と体の健康をサポート

社内業績表彰制度

ワークライフバランスの推進

ダイバーシティの推進

モチベーションを高める独自のコンテスト

お客様に笑顔になっていただくためには、商品やサービスを提供する従業員一人ひとりの自覚と成長が欠かせません。こうした考えをも

とに、まい泉では、職種別・階層別の研修体制を整備するとともに、外部研修も活用し、従業員の成長意欲に応えています。

従業員が常にいきいきと働けるよう、年1回（夜間勤務者は2回）の定期的な健康診断を実施し、受診率は100%を維持しています。また、

産業医による定期的な相談会を開催し、体調管理はもちろん、メンタルヘルスのセルフチェック推進やチェック結果に対するフォローアッ

プも実施しています。さらに、安全な職場づくりに向けて、衛生委員会の主催で月1回職場巡視を実施しています。

特筆すべき業績への功労や社会貢献活動など、模範となる実績を上げた従業員を表彰しています。これによって会社業績の向上と士気

の高揚を図るとともに、企業理念の実現を目的とした「まい泉 of the year」制度を導入しています。

まい泉では、店頭を中心に女性従業員の比率が高いこともあり、早くから仕事と家庭を両立できる環境づくりに注力してきました。

2011年には産休・育休制度を導入し、多くの従業員が制度を活用しています。

まい泉では、性別や年齢、国籍、障がいの有無を問わず、多様な人材が活躍できる職場づくりを目指しています。

障がい者の採用にも積極的で、12名が在籍しています。

お客様に接する機会の多い店舗従業員の接客品質を高めるため、毎年「まい泉ホスピタリティ

NO.1」をコンセプトとした「M-1グランプリ」を開催しています。いずれも、店頭での模範となる

笑顔や接客ぶりを表彰するもので、表彰者のモチベーションアップはもちろん、他の従業員への

波及効果も表れています。

本店周辺の地域活性化に貢献

食事を通じて子どもたちの成長を支援する「こどもプロジェクト」

本社所在地である渋谷区にある青山本店は地域商店街の中核的な存在として、地元の方々に親しまれています。地域の一員としての責

任を果たすため、「街づくりの会」に参画するほか、交通安全活動などにも協力しています。またコロナ禍には、多忙を極める医療従事

者の方々に温かくて手軽に食べられるお食事の支援活動も実施しています。

次世代を担う子どもたちの健やかな成長を応援するため、2011年から「こどもプロジェクト」を展

開しており、野球やサッカー、ゴルフなどのスポーツを頑張る子どもを対象として「ヒレかつサンド」

を提供しています。美味しさはもちろん、「カツ」と「勝つ」をかけたゲン担ぎ的な意味もあり、子

どもたちからも好評です。

生活文化
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サントリーフラワーズ（株）

本社所在地 〒108-0014　東京都港区芝4-17-5（相鉄田町ビル4F）

設立 2002年7月＜サントリー（株）花事業部から分社独立＞

資本金 1億円

売上高 50億円（2021年度）

従業員数 59名（2021年）

事業内容
花苗・鉢花、野菜苗・野菜青果
および切花の開発・生産・販売

ホームページ https://www.suntory.co.jp/flower/

会社概要・理念
サントリーは、1980年代から花を「人々の生活に潤いをもたらし、心の健康をもたらすもの」と位置づけ、酒類・食品分野で培った基

礎研究を応用して、植物の研究開発を行うとともに、お客様に「花のあるくらし」を提案してきました。そして、事業の拡大に伴い、

2002年7月に分社独立し、サントリーフラワーズ（株）を設立しました。現在では、日本国内だけでなく、ヨーロッパや北米、オーストラ

リア等を中心に、販売エリアは世界30数カ国にのぼり、グローバルに事業を展開しています。これからも「花・野菜のプレミアムな商品

を通じて世界中のお客様の心に潤いと感動を提供し続ける」という志のもと、日々活動してまいります。

主なサステナビリティ活動

■サステナビリティ経営の推進

グループ企業理念「人と自然と響きあう」を実現するために、「花のあるくらし」を提案する企業としての行動指針を、グループ企業倫

理綱領に基づき制定。社内への徹底を図ることで、コンプライアンス経営活動を全従業員で推進しています。

知的財産権を保護・活用

植物の育成者権や商標権などを活用した、サントリーフラワーズ（株）ならではの高付加価値商品を継続して提供できるよう、自社の

知的財産権の保護に努めるとともに、その侵害に対しては適切な処置を行っています。また、第三者が保有する知的財産権に配慮し、

権利侵害を行わないよう社内教育を徹底しています。

■お客様との関わり

お客様に「花のあるくらし」「育てる楽しさ」を提案

多様化するライフスタイルに合った植物の楽しみ方を提案することで、お客様とのコミュニケーショ

ンの輪を広げていきたいと考えています。お客様に「花のあるくらし」「育てる楽しさ」をご提案し、

ご満足いただくために、サントリーフラワーズ（株）では、ホームページ上に販売店様を検索でき

るコーナーや育て方に関するQ&A、育て方動画、品種ごとの特性紹介、品質管理の取り組みな

どを掲載しているほか、お客様センターを設置し、電話やEメールを通じてさまざまなご相談にお

応えしています。また、商品ラベル裏面には、植物の特性や栽培のポイントを記載しています。
ホームページ

お客様の声を活かした商品・サービスの改善

サントリーフラワーズ（株）のお客様センターに入るお客様のご意見・ご要望の情報は、すべて記録するとともに定期的に集計しています。

そして、情報を関係者で共有し、商品・サービスの改善や新商品の開発に活かしています。
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事務所の環境配慮

本社（東京都港区）、研究開発センター（滋賀県東近江市）において、環境に関連した法令を遵守すべく、年に1回チェックリストをもと

に環境に配慮した施設運営ができているか確認を実施しています。

■環境への取り組み

環境関連法令遵守を徹底

サントリーフラワーズでは、環境関連法令の遵守を徹底するため、毎年対象となる法令をリスト化し、定期的に法令遵守のチェックを行っ

ています。そのほかの取り組みとしては、パンフレットにおけるFSC認証用紙やベジタブルオイルインキの継続使用、本社事務所の電気

使用量のさらなる削減、契約農家へ農薬使用時の環境配慮を引き続き要請するなどの活動を行いました。従業員に対する環境教育とし

ては、入社研修時のほか、年1回のe-ラーニングを実施し全従業員が受講しています。

■サントリーサステナビリティビジョンに対する取り組み

ウォーターエイドジャパンへ寄付しています

物流におけるCO2削減

環境に配慮した商品の発売

「緑との新しいつながりを創るグリーンブランド」をコンセプトとした室内用観葉植物「&Green」の売

り上げの一部を、特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパンに寄付しています。

輸送エリア内での需給率を高め、商品の輸送距離をできる限り短くするなど、物流におけるCO2削減活動に取り組んでいます。

近年の環境意識の高まりを受けて、サントリーフラワーズ（株）は、グリーンカーテン向け商品（エコゴーヤなど）や葉の蒸散効果の高

い商品（サンビーナス、テラスライムなど）といったお客様にエコな暮らしを提案できる商品を販売しています。また、育て方や楽しみ

方のご紹介も行っています。

水

安全・安心への取り組み

育林材の活用

日本乳がんピンクリボン運動へ寄付しています

お客様に安心して「花のあるくらし」をお楽しみいただくため、オランダにある園芸作物の品質検査を行う公的機関の検査基準に沿って、

商品母株の微生物や細菌類を調べるウイルスおよびウイロイド検査を自主的に行っています。

また、商品生産段階での品質管理については、社内の品質委員会で生産状況の情報を共有し、品質トラブルの予防・対策を徹底して

います。

もっと身近に、もっと手軽に、味わう喜びを楽しんでいただくことをコンセプトとした食用テーブルハーブ「Ready to Harvest」の培地

の一部に、水を育む森を育てる“天然水の森”活動を通じて、副産物として生まれる木材「育林材」を使用しています。

サントリーフラワーズ（株）の「プリンセチア」は「日本フラワー・オブ・ザ・イヤー 2009」や海外の展

示会でもゴールドメダルを受賞するなど、国内だけでなく海外においても高い評価をいただいています。

また、プリンセチアの売り上げの一部を、日本乳がんピンクリボン運動（J.POSH）に寄付し、活動を

支援しています。

CO2

原料

容器・包装

健康

プリンセチア
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「キッズガーデニング
プロジェクト」

「大きな花プロジェクト」の植栽

ビジネスパートナーに対する取り組み

従業員に対する取り組み

地域・社会に対する取り組み

下請法を遵守

一人ひとりに合った柔軟な働き方を推進

自己啓発を支援

ワークライフバランスを推進

サントリーフラワーズ（株）にとって、花苗、野菜苗等の生産委託をしている生産農家は事業を推進していくための大切なパートナーです。

双方がWIN-WINの関係を継続していくために、当社では、契約・発注・納品・検収・支払いの各段階で下請法を遵守しながら、公正

な取引を行っています。

サントリーフラワーズ（株）は、2019年1月にテレワーク勤務制度を導入しました。これにより、オフィスや出張先だけではなく、在宅

でも仕事をすることができるようになり、社員一人ひとりに合った働き方を推進しています。また、ITツールを更に充実させることで、場

所を選ばない柔軟な働き方を支援しています。

自己啓発促進のために、サントリーグループ共通の自己啓発支援プログラム「SUNTORY Self Development Program」を導入し、従

業員が必要とするさまざまなプログラムを受講できるようにしています。

従業員の仕事と生活の両立を支援するため、育児・介護の休業制度、短時間・時差出勤制度を制度化。2014年からは残業時間の目標

を設定し、時間管理を徹底し、業務の都合により休日勤務が発生した際には代休取得を徹底するといった取り組みを行い、残業時間を

大きく削減しています。

花を通して地域の活性化、次世代育成を支援

東日本大震災後の2012年から、公園や公共施設などに花を植え、コミュニティの活性化に役立てていただく活動「赤い花プロジェクト」、

2015年からは「大きな花プロジェクト」を全国で展開。花苗を全国各地の団体へ寄贈してきました。プロジェクトに参加し、地域の皆

様で花を育てることを通じて、会話や笑顔の輪が広がった、というレポートを多数いただきました。また、花を通して仲間と協力するこ

とや、地域の方々との交流に役立てていただくことを目的に、全国の小学校に花苗を寄贈（応募形式）し、子どもたちが花を育てる活

動を支援する活動「キッズガーデニングプロジェクト」を展開してきました。2017年からはこれらの活動を集約し、東北、熊本の震災

復興支援を中心とした活動を展開しています。さらに2019年からは「あしたの花にできることプロジェクト」として、花の力で一人でも

多くの人達が笑顔になるよう、活動を継続していきます。

人権

生活文化
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東日本大震災の被災地に花・苗などを寄贈

女性活躍支援プログラムへの参画

次世代を担う人材を支援するため奨学金プログラムを設立

2011年・2012年と「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」が運営する「花壇再生プログラム」に花苗を提供したほか、

宮城県の小学校や、被災地のグリーンアドバイザーの活動用にも花苗を提供しました。また、従業員が岩手県陸前高田市を訪問し、

2011年は「ミリオンベル」「サンビーナス」を植えたプランターを仮設住宅の方々にお届けし、2012年～ 2014年は地域の皆様とも協力

し国道脇に花壇をつくるボランティア活動を行いました。2016年以降は、サントリーホールディングスと協働で実施している花植えワー

クショップを、東北エリアの児童館や学童保育、熊本の仮設住宅で行っています。

5歳から18歳までの少女を支援する北米のNPO団体「Girls Inc」へのチャリティプログラム

に2020年から参加し、花苗ブランド「Soiree® Kawaii」の売り上げの一部を毎年寄付してい

ます。一部は若いホームレスの支援にも送られました。

植物業界の発展、花の未来を創造すべく「Dream Big」奨学金を2022年に、American Floral Endowment(AFE)と提携して設立、

熱意ある農学系の学生を応援し、次世代を育て、植物業界に還元していきます。

2011年岩手県陸前高田市を
訪問した従業員

2012年陸前高田国道脇花壇づくりに
参加した従業員とボランティアの皆様

2015年石巻市子どもセンターでの
ワークショップに参加した皆様

2017年熊本仮設住宅での
ワークショップに参加した皆様

Soiree® Kawaii 
※日本国内ではフェアリースター

として展開中。
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サントリーマーケティング＆コマース（株）

本社所在地
〒104-6231　東京都中央区晴海1-8-12（晴海アイランド 
トリトンスクエア オフィスタワー Z 31F）

設立 1975年1月

資本金 1億円

売上高 96億円（2021年12月期）

従業員数 182名（2021年12月31日現在）男性103名 女性79名

事業内容

・酒類関連備品販売（酒販店様・飲食店様向け）
・ サントリー事業会社の販促支援・代行 
（キャンペーン企画・景品提案・配送・事務局運営等）

・ビール・ワインウイスキー等販売

ホームページ https://www.suntory.co.jp/smc/

会社概要・理念

■会社概要

サントリーマーケティング&コマース(株)は、サントリーグループが実施する各種キャンペーンの企画運営や、サントリーグループの大切

なお客様である居酒屋、バー、レストラン様等でご使用いただく各種備品の開発販売等を通じ、サントリーグループにおいて各種のお

客様とのリレーションを支える役割を担っています。

■企業理念

私たちは、社会のよき一員としての役割を果たすため、さまざまな活動を通じてあらゆるお客様のさらなる満足の確保、維持、向上に

努めます。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様に信頼され、喜んでいただける安心・安全な製品、サービス、情報の提供を行うと

ともに、お客様の声を企業活動に反映させていきます。

上記理念を実現するため、経営の基本方針として、次の5項目を掲げています。

・誠実な企業行動

・働きやすく、活気ある職場風土

・お客様第一

・安全・品質の追求

・新しい価値への挑戦

私たち一人ひとりがよき企業市民であると同時に、よき市民であることを常に念頭において業務を行えるよう「Suntory Group's 

Philosophy」（コンプライアンス・ハンドブック）を全社員が確認し、職場ディスカッションを通じてコンプライアンスの浸透・啓発に取

り組んでいます。

主なサステナビリティ活動

■サステナビリティ経営の推進

コンプライアンス浸透・啓発
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ハイボール用ジョッキの
液温度変化テスト

サントリーグループの一員として、各種関連法規およびサントリーグループの品質方針を遵守し、新規商材の開発、既製品の調達にお

いて企画・開発から、原材料の選定・調達・製造・流通・販売に至る商品ライフサイクルに関わるすべてのプロセスで、徹底した品質の

確保・向上に取り組んでいます。また、当社は、単に安全・安心といった商品の品質だけではなく、お客様がサントリーの商品をお口

に運んでいただいた際の飲用時品質や、飲食店様のオペレーションのご負担の軽減等にも徹底的にこだわった商品を開発しています。

特に、省スペースに役立つスタッキング可能な各種備品や、定量計量が容易で飲用時品質の向上や歩留管理に役立つワンプッシュ型定

量ディスペンサー（一押し君）等は、たいへんご好評を頂いています。

■品質への取り組み

徹底した品質の確保・向上

スタッキング可能な各種備品と
ワンプッシュ型定量ディスペンサー「一押し君」

■お客様との関わり

自動発注システムの開発

コロナ禍による一時的な緩和は見られますが、飲食業界では以前より恒常的な人手不足が深刻化していました。また、発注作業に伴う

閉店後の棚卸や売上予測等の負担が、飲食業界で働く方々の労働環境改善の負担となっていました。そこで当社は、以前より当社が提

供する飲食店様向けオンライン受発注システム（NDCシステム）の新たな仕組みとして、過去の売上状況から将来の売上予想を計算し、

自動的に発注することもできる機能を開発しました。材料不足による売上機会喪失の回避、食材の廃棄ロスや歩留の改善、業務負荷の

軽減につながるとしてたいへんご好評を頂いています。

個人情報を厳格に管理

当社は、販促キャンペーンの企画運営や酒類・関連グッズの開発販売事業を通じ、たくさんの一般消

費者や事業者のみなさまとつながっています。このようなつながりは、お客様が当社に安心して情報

を預けて頂くこと、そうした情報を当社が適切に扱うことにより成り立っているものと理解しています。

このため、当社では、大切なお客様情報の紛失や漏洩等の事故を防ぐために、JIS Q 15001に準拠

した個人情報の管理を厳格に行っています。
プライバシーマーク

サントリーグループ「プラスチック基本方針」に基づく取り組み

サントリーグループ「プラスチック基本方針」を受け、当社は、特に消費量が多くなりがちな業務用備品のサプライヤーであることを認

識し、

Reduce：プラスチック製品のダウンサイズ

Reuse : 再生資源の活用

Replacement：紙や竹、バイオマスプラスチック製品等、既存のプラスチック製品の材質見直し等に積極的に取り組み、環境負荷軽減

に取り組んでいます。

公正でオープンな評価を徹底

公正な人事評価を行うため、成果とコンピテンシー（資質）の両輪で評価する制度を設けています。もちろん成果の高い従業員には報

酬でお応えし、成果の出にくい難しい環境でも従業員の才能を埋没させることのないようコンピテンシー（資質）による評価も行ってい

ます。また、評価の透明性や納得感を高めるべく、目標設定にあたっては上司と部下が定期的に面談し、目標を定め、評価をフィードバッ

クする運営を確立しています。

容器・包装

人権

■サントリーサステナビリティビジョンに対する取り組み
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ワークライフバランスや従業員の私生活を充実させるための取組み

パソコンの使用時間等のデータと照合し監視する仕組みを設け、長時間労働やサービス残業といった不適切な労働発生の防止に努めて

います。住宅費補助制度や育児・介護のための休暇や短時間勤務制度、確定拠出年金制度など、従業員の私生活や将来設計に資する

各種制度を用意しています。サントリーマーケティング&コマース株式会社として2016年に再出発して以降、のべ30名の従業員が育児

休業を取得しています。

ボランティア活動の促進

当社の使命は、なるべく多くの方々へ良質な飲料体験を届けることにあると考えています。このため、当社従業員にも、既存のお客様

や事業的に期待される潜在的なお客様に限らず、より広い方々へ視野を広げてもらいたいと考えており、社内でも参加しやすいボランティ

ア活動等を案内し参加を促しています（ただし、あくまでボランティア活動ですので、会社が参加を強制したり、参加の有無を従業員の

評価に影響させることは一切ありません）。また、地域福祉活動やボランティア活動により積極的に参加したいとする従業員には、ボラ

ンティア休暇制度を設け、その活動を支援しています。

生活文化
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サントリーパブリシティサービス（株）

本社所在地
〒135-0061　東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア
16F）

設立 1983年3月1日

資本金 1億円＜サントリーホールディングス（株）100%出資＞

売上高 63億5600万円（2021年12月期・連結ベース）

従業員数 2,643名：契約社員、アルバイト等含む（2022年4月時点）

事業内容

サントリーグループ各社の広報・マーケティング支援業務、
企業PR 施設・商業施設インフォメーションなどのサービス
業務、コンサートホール・美術館など文化施設の管理運営・
サービス業務、イベントの企画・運営業務、コールセンター
の運営、研修・コンサルティング業務、人材派遣業務 他

ホームページ https://www.sps.sgn.ne.jp/

会社概要・理念
サントリーパブリシティサービス(株)（SPS）は、サントリーの工場や、多くのコンサートホール・美術館で、お客様の感動体験にふさわ

しい高品質・高付加価値なサービスを提供しています。また、全国の公共文化施設の指定管理者施設や商業施設の総合案内、企業ミュー

ジアムの受付なども運営。さらに近年では、教育研修、施設運営コンサルティング、総務業務、事務局業務、イベントの企画・運営、

企業のCSR活動支援など、多岐にわたる領域へ事業を拡大させています。私たちSPSは、これからも社会・地域・企業への貢献を目指

してまいります。

主なサステナビリティ活動

■サステナビリティ経営の推進

従業員自らサービス憲章「OUR CREDO」を作成

サントリーパブリシティサービス（株）には、サービスに必要なホスピタリティマインドの醸成と継

承のために、3つのモットーと18のスタンダードからなる独自のサービス憲章「OUR CREDO」が

あります。「OUR CREDO」は、サービス提供者としての気持ちや行動の指針となるものを従業員

自らの手により明文化し、誰にでもわかりやすくまとめたものです。この憲章の内容を実際のサー

ビスに活かすために、従業員全員が常にこの「OUR CREDO」を携帯しています。

特にサービスの現場ではミーティング時にスタッフ一人ひとりが、サービスの事例を振り返り「OUR 

CREDO」と照らし合わせることで、ホスピタリティマインドを共有しています。

サービス憲章「OUR CREDO」
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商品の表示内容の見やすさ・わかりやすさを確認

商品のパッケージやラベル、取扱説明書などへの表示内容については、サントリーグループ基準に則り、表現のわかりやすさ、文字や

絵の大きさ、文字と背景色のコントラスト、表示の位置などの項目を確認しています。

お客様視点を把握して事業に反映

当社が運営を受託している施設では、随時お客様へのアンケートを実施しています。お客様よりご指摘いただいた内容については、そ

の施設で働くすべての従業員で共有し、改善に向けて取り組んでいます。また、各施設で働く従業員同士がお互いにお客様の立場に立っ

て訪問しあい、サービスの質を確認しています。

■お客様との関わり

お客様の個人情報の管理を徹底

個人情報保護法に基づき、個人情報管理台帳を作成して、個人情報の管理を行っています。年1回、個人情報管理台帳の見直しを行う

とともに、個人情報管理台帳の申請書フォーマット類・管理ルールなどの見直しを随時実施しています。

2018年6月、ISO27001（ISMS）認証取得（認証登録範囲：文化ハピネス事業による公立文化施設運営のための拠点サポート及び新

規開拓業務及びゲストリレーション事業による音楽ホール、劇場、美術館運営のための拠点サポート及び新規開拓業務）

スタッフが目指す姿を定めて接客サービスの質を向上

スタッフに必要な接客・サービスの意識、マインドやスキルを細かく具体的な項目に落とし込み、

それに沿ってスタッフの育成や研修を実施。ロールプレイングや価値観すり合わせを通じて、お客

様の気持ちに添ったサービスを提供できているか、多角的に検証しています。実際の接客について

も、目指す姿に基づいて確認・検証しています。

振り返りの
ミーティングを実施

コンプライアンス活動を推進

コンプライアンス体制を構築・運用していくために、情報セキュリティ、個人情報管理、長時間労働対策、コンプライアンス全般に関す

る社内教育（集合研修の実施・e-ラーニングの実施・教育用ハンドブック作成・社内イントラネット上のコンプライアンスページの管理）

などに取り組んでいます。また、各職場でコンプライアンスの周知・啓発を実施しています。

■サントリーサステナビリティビジョンに対する取り組み

次世代環境教育「水育（みずいく）」を展開

「水育（みずいく）」は、次世代を担う子どもたちに、人間にとっての水の大切さや関わりの深さなどを伝え、水を育み自然を愛する心を

育てるサントリー独自のプログラムです。サントリーパブリシティサービス（株）では、サントリーに提案を行い、子どもたちに伝えたい

内容をともに考えてきました。年間を通して約200校の小学校での「出張授業」と自然体験プログラム「森と水の学校」を担当しています。

水
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長時間勤務の是正を強化

健康維持・増進をサポート

労働安全衛生法に則って「衛生委員会」を設置し、安全・衛生に係る具体策の検討・審議を行っており、長時間勤務への対策を重点

活動の一つとして取り組んでいます。また、衛生委員会での報告内容は、役員会議等でも報告・検討され、対策の強化を図っています。

特に管理者層については、長時間労働がもたらす影響やその内容を伝え、労働時間管理の重要性を理解する研修の場を定期的に設け

ており、従業員の過勤削減、健康管理に関する意識の醸成を行っています。

ウォーキングイベントへの参画や、健康アプリの利用促進を行い、従業員の健康維持をサポートしています。また、産業医・産業保健

師による健康相談日を対面・オンライン双方で設け、健康相談日には体の健康はもちろん、メンタルヘルスについての相談も実施し、

心と体の疾病の予防と早期発見に役立てています。

電話相談窓口「心とからだの相談窓口」も設置し、気軽に相談できる体制を整えています。また、各種研修に「セルフケア」「メンバーケア」

「ラインケア」のプログラムを組み込んで、従業員のメンタルケアをサポートしています。

ビジネスパートナーとの関わり

下請法の遵守を徹底

企業調査を実施して信頼性を確認

下請法説明資料・注文書のひな型を用意し、定期的に実態調査を行っています。新しく設置された部署については、下請法対象会社と

の取引における注意点などについての説明会を実施し、下請法を遵守するよう確認を行っています。

新たにお取引を開始する際、サントリーパブリシティサービス（株）は新規にお取引を開始するお取引先についての企業調査を実施する

ほか、「反社会的勢力の排除」の契約条項を盛り込んだ契約書を交わして、お取引先の社会的立場や信頼性を確認しています。

また、食品やグッズなどの開発を委託しているお取引先に対しては定期的に製造現場を調査。品質管理・環境への取り組みなどを確認

しています。

販売する商品にも環境視点を採用

商品を新たに開発する際や、取り扱う際には、（1）商品や包材に環境に負荷のかかる素材を使用しない、（2）包材識別マークを付ける、

（3）過剰包装を行わない、などの環境視点での基準を設けています。また、製造元の環境への取り組み状況もあわせて確認しています。

容器・包装

健康

人権
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従業員に対する取り組み

ワークライフバランスを推進

ダイバーシティの推進

障がい者雇用を促進

新たな研修制度で従業員の能力開発を支援

さまざまな価値観・働き方・ライフスタイルを持つ従業員が、仕事でもプライベートでも充実した日々を送り、働きがいをもって活躍でき

る会社・組織を目指し、制度や運用の整備を進めています。産前産後休暇や育児休業制度、時間単位での代休取得制度をはじめ、時

短勤務や時差勤務なども導入し、従業員の柔軟な働き方をサポートしています。

サントリーパブリシティサービス（株）は、「多様性を認めあう」を全社の方針とし、多様性を認め合う風土づくりや施策に積極的に取

り組んでいます。当社は従業員の9割を女性が占めますが、お客様や価値観の多様化を鑑み、男性社員や外国籍社員の採用も増やして

います。

事務や物販、文化施設の来館者対応など、幅広い分野で障がいのある従業員が活躍しています。全社で目標とする雇用者人数を掲げ、

法定雇用率2.3%の達成・維持を目指して、障がい者雇用に取り組んでいます。2022年3月末時点での雇用率は2.6%です。

また、一人ひとりの適性に合わせた仕事に従事できるよう、全国の各拠点で管理者層が障がいに対する理解を深めるとともに、現場業

務の特性や必要なスキル、業務量などをきめ細かく確認し、能力を発揮できる業務の創出に努めています。あわせて、通勤や就業に関

してもできる限りの配慮を行っています。

入社時研修、サントリーグループ共通の応募型研修のほか、職位別研修、キャリア研修を実施しています。自己学習支援も積極的に

推進しており、通信教育やe-ラーニングを導入し、個々人の課題に合った能力開発の機会として提供しています。また、OJTに役立つ学

びと対話の場として、社内セミナーを実施し、従業員同士のつながりや学びを促進しています。研修以外の全社活動（会議体やプロジェ

クト）も教育の機会と捉え、従業員のキャリア開発・人材育成につなげています。

また、目標設定に基づく「成果考課」と、期待役割に基づく「行動考課」による人事考課制度を導入しており、上司とのキャリア面談によっ

て納得性の高い評価を行っています。

育児休暇を終えて復職する社員が、「キャリア形成と育児の両立」を実現できる環境を整えるために、「テレワーク」と「子育てセー

フティネット（ベビーシッター制度等）」を導入しました。

「テレワーク」は、子育て中の社員以外の活用も推進し、場所や時間に捕らわれない働き方をサポートしています。

「テレワーク」「子育てセーフティネット」導入

2017年、厚生労働省が「女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業」を認定する制度「えるぼし」認定の第2段階目マークを

獲得しました。この他、地方自治体が制定する、女性が活躍する企業に与えられる認証も受けています。今後も、制度や環境を

整備し、女性だけでなくさまざまな社員が働きやすい環境を維持していきます。

・厚生労働省「えるぼし」第2段階目認定

・厚生労働省「トモニン」認定

・「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」二つ星認証、「イクメン推進企業」認定

・札幌市「ワーク・ライフ・バランス plus」ステップ2認証

厚生労働省認証マークを獲得

女性の活躍推進に関する認証「えるぼし」（厚生労働省）

「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマーク「トモニン」

その他自治体の認証
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災害時支援

地域社会への貢献活動

次世代の育成支援

指定管理者として管理運営を行っている公共文化施設は、地域の方々をはじめ多くの方が訪れま

す。そのため、災害時や緊急時に迅速かつスムーズな対応ができるよう、所轄消防署の指導のも

とで定期的に防災訓練や応急救護研修、AED（自動体外式除細動器）研修などを実施しています。

また、本社では大規模地震対応マニュアルを整備し、継続的な啓発活動を行っています。

公の施設の指定管理者として、施設の魅力を最大限に活かした文化事業の企画・立案を行い、ホスピタリティあふれるサービスの提供

に努めています。特に、地域の方々が自ら企画や運営に参画できるプログラムや青少年育成を目的とするオリジナリティが高い企画、近

隣施設へのアウトリーチ活動など、文化振興・活性化につながる取り組みや、利用者の声を運営に活かすしくみを通じ、どなたにも利

用しやすく、長く愛される施設運営を目指しています。

・「みんなの音楽会 バリアフリーコンサート」

SPSが指定管理者として運営する「大和市文化創造拠点シリウス」では、国内で活躍するアーティストによる「バリアフリーコンサート」

を開催しています。小さなお子様からお年寄りまで幅広い年代のお客様が楽しめるプログラムを提供すると共に、手話通訳や難聴者

支援システムの導入、サービス介助士の配置など、ハンディキャップを持つお客様への鑑賞サポートも行っています。個性を尊重し合

う共生社会を目指して、多様な方々が同じ空間でコンサートを楽しむ機会を継続的に創り出しています。

サントリーパブリシティサービス（株）（SPS）は、次世代を担う子どもたちの可能性や成長を促進・支援するさまざまな活動を展開して

います。

・職業体験

地域の子どもたちに文化芸術に親しみを持ってもらうきっかけとして、SPSが指定管理者として運営する公共施設での職業体験を実施

しています。

「やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）」では、舞台スタッフの仕事を体験できる「親子で参加しよう！舞台のお仕事体験会」

を開催しています。実際にステージにスポットライトを当てたり、音響機材に触れてスピーカーから音を出す等、公演を支えるプロの

技術を体験を通して学びます。

防災訓練の実施

公演の様子 手話通訳者 難聴者用ヘッドフォン

「小金井市民交流センター」では、市内の小中学生を対象に、記者になりきって公演の取材をする「こがねいジュニア特派員」のイベン

トを開催しています。子どもたちならではの個性豊かな視点と表現力で取材レポートを作成する体験を通じて、新たな学習への意欲向

上へと繋げています。

生活文化
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グループ各社のサステナビリティ

海外グループ会社の活動

ワインの製造・販売

Cha^teau Lagrange S.A.S. 
シャトー ラグランジュ

欧州を中心とした飲料事業の経営戦略の立案、

経営管理等

Suntory Beverage & Food 
Europe
サントリー食品ヨーロッパ

ウイスキーをはじめとしたスピリッツの製造・

販売

Beam Suntory Inc.
ビーム サントリー

アジア太平洋地域における健康食品、飲料、

食品、コーヒーの製造・販売

Suntory Beverage & Food Asia 
Pacific
サントリー食品アジアパシフィック

ペプシ系ボトラー

Pepsi Bottling Ventures
ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ

ワインの製造・販売

Weingut Robert Weil
ロバート ヴァイル醸造所

環境緑化システム「花のかべ」「森のかべ」「ミド

リエデザイン」等の製造・販売・メンテナンス、

オゾン浄化塗料「Ozoeater」製品の製造・販売

トヨタサントリーミドリエ（上海）
園芸有限公司
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Suntory Beverage & Food Europe

サントリー食品ヨーロッパ
・サントリー食品フランス

・サントリー食品イギリス

・サントリー食品スペイン

・サントリー食品 EECM- Export Markets and Belgium, Netherlands and Luxembourg

本社所在地 2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge UB111BA - UK

事業内容 欧州を中心とした飲料事業の経営戦略の立案、経営管理等

ホームページ https://www.suntorybeverageandfood-europe.com/

サントリー食品ヨーロッパ

本社所在地 52 boulevard du parc, 92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE

サントリー食品フランス

本社所在地 2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge UB111BA - UK

サントリー食品イギリス

本社所在地 Calle Mahonia, 2 5a Planta , 28043 Madrid - SPAIN

サントリー食品スペイン

本社所在地
SIL Schweppes International Limited 
H.J.E.Wenckebachweg 123,
1096AM Amsterdam - THE NETHERLANDS

本社所在地
SBFP Suntory Beverage & Food Poland, Al. Wyscigowa 6, 
02-681 Warszawa - POLAND

本社所在地
SBFB Suntory Beverage & Food Benelux, Rue du Cerf 127, 
1332 Genval (Rixensart) - BELGIUM

EECM-Benelux

代表ブランド：シュウェップス※、
オランジーナ、ルコゼード、

ライビーナ、ラ・カセーラ、オアシス、
プルコ、メイ・ティー

※ サントリー食品ヨーロッパの個々
の担当区域内で所有・商品化
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■Respect water（水資源の尊重）

水

水は貴重な共有資源であり、当社にとって最も重要な原料です。また、「水と生きる」を約束に掲げる企業グループとして次世代のために

持続可能な水マネジメントを促進する役割があると信じています。

サントリー食品ヨーロッパは、自社工場での水使用量を2030年までに20%削減するという目標の実現に向けた取り組みを続けています。

すべての工場で多くの水削減および水の再利用の取り組みを展開し、水使用の効率化を可能な限り向上させるためのベストプラクティス

を共有しています。トレドにある当社の先進的な工場では、2017年時点で既に水の使用量を5%削減しており、2年以内に20%の削減を

達成する予定です。

2020年1月、英国では新しい高速充填ラインに1300万ポンドの投資を行いました。従来のラインに比べて、このラインでのエネルギーと

水の使用量が40%低いので、使用資源の削減という当社の目標に大きく貢献しています。

スペインでは、「Guardians of Júcar （ジュカルの守護者）プロジェクト」という、バルクセタ河川の自然環境の回復（すでに完了）とグリー

ンフィルターの導入による水質の改善という2つの取り組みを通して、地表水の水質改善、河岸の自然環境の回復、水生生態系の理解と

向上への貢献、河岸の外来種の駆除、そして自然地域の一般利用の促進を目指すプロジェクトがあります。

主なサステナビリティ活動

会社概要・理念

■パーパスに根差した持続的な成長

私たちは、環境、社会、そしてガバナンスを非常に重要と捉えています。サントリー食品ヨーロッパでは、飲料の製造、マーケティング、

および販売を通して人と地球に貢献するというグループのグローバルビジョン「Growing for Good」に向かって努力を続けています。

サステナビリティに向けた私たちのアプローチは、Our Resources(自然と響きあう)、Our Drinks(お客様と響きあう)、Our People(従

業員と響きあう)、そしてOur Society(社会と響きあう)という4つの要素を基盤としています。 この4つの要素はすべて、より良い持続可

能な将来を築くために国連が提唱するSDGsを推進するものです。

明確で測定可能な目標の下、これらの領域における影響と課題を管理し、強力なリーダーシップを育てることによって、私たちは自然

に対する尊敬の姿勢を崩すことなく、消費者、お客様、そして従業員との響きあいを実現する取り組みを続けています。私たちの責

任とリーダーシップの体制は、私たちが前進するための原動力であり、指針とインスピレーションを提供するものでもあります。また、

「Growing for Good」の壮大なビジョンの実現にも欠かせない要素です。
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2022年のはじめに、スペインにおける2つ目の水源保全プロジェクト、「Guardianes del Tajo（テージョ川の守護者）プロジェクト」を立

ち上げました。このプロジェクトでは、トレド市に水を供給する3つの貯水池のうちの1つであり、またスペインの主要工場の1つがあるグ

アハラス貯水池周辺での活動を計画しています。このプロジェクトの主な目的は、同貯水池の水質と水量を改善し、ボランティアキャンペー

ンを進め、水育（サントリーが推進する子どもを対象とした教育プログラム）を実施することにより従業員、主要関係者、そして子どもた

ちの意識向上を図ることにあります。

フランスでは、メジュー工場の近隣に位置する自然公園グラン・パーク・ミリベル・ジョナージュ（Grand Parc Miribel Jonage）と20年

間のパートナーシップを締結しています。グラン・パーク・ミリベル・ジョナージュは都市部にある保護公園です。当社は、水育プログラ

ムの支援と水の役割に関する理解を深めることを目的とした家族向けのワークショップを支援しています。また、ローヌ川周辺の沖積森

林の保全や復元活動も支援しています。

オランダでは、島、湿地帯、および干潟を作ることによる西ヨーロッパ最大の淡水湖の復元を目的として、Dutch Society for Nature 

Conservationがマルケル・ワデン湖で実施しているプロジェクトを後援しています。

英国では、2022年に「Water Wisdom（水の知恵)」という家族向けの水育プログラムを開始する予定です。 環境チャリティ団体「Severn 

Rivers Trust」と協力して立ち上げたこのプログラムでは、流域の消費者に対し夢中になれるような体験を通じて、次世代に水を引き継

ぐためにどのように水を保全、保護すればいいのかについて考える機会を提供しています。

■Reduce emissions （排出量の削減）

CO2

当社は、バリューチェーン全体でのGHG排出量を削減することによって気候変動の問題に取り組んでいます。科学的な根拠に基づき、自

社拠点で50%のGHG排出量削減（スコープ1および2）とバリューチェーン全体で30%のGHG排出量削減（スコープ3）という目標を掲

げています。また、当社は2050年までにGHG排出量の実質ゼロを達成することを目標としています。当社では、レポートでの透明性を

高めるためにCO2排出量を年に1回測定しています。2021年に当社の全工場と所有する事業施設が購入した電力は、すべて再生可能エ

ネルギーでした。

フランスにおいて、地球温暖化は最重要課題の1つに挙げられています。当社は2015年以降、生産する飲料1リットル当たり41%のCO2

排出量を削減しており、フランス国内の4つすべての工場（La Courneuve、Meyzieu、DonneryおよびChateauneuf-de-Gadagne）は、

主に強力な省エネ対策と残存排出量の補償プログラム（アマゾン川流域の森林破壊に反対するFloresta de Portelプロジェクト）により

すでにカーボンニュートラルを達成しています。輸送は当社のCO2排出量の11%を占めているので、商品の移動距離を短くするために、

倉庫の数と場所が最適なものになるよう見直しを行っています。また、トラックの空輸送の回数を減らすために輸送の流れの改善にも取

り組んでいます。
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スペインでは、2030年までにすべての輸送船舶におけるCO2排出量ゼロの達成に向けて取り組みを行っています。2022年には、全船舶

の70%のエコ化また排出ゼロを達成しています。2020年1月以降、すべての工場とオフィスの50%の電力は、再生可能なエネルギー契

約に基づいて管理された再生可能エネルギーで賄われおり、2021年には100%を達成しました。

これらの取り組みにより、スペインにおけるCO2削減目標の34%（2015年比）を2020年に達成しました。

英国の工場では再生可能エネルギーを購入しています。2020年1月、英国では新しい高速充填ラインに1300万ポンドの投資を行いました。

このラインのエネルギー使用量は従来のラインに比べて40%少なく、工場のエネルギー使用量が4%削減されたので、当社のCO2削減目

標に大きく貢献しています。

また、気候変動に立ち向かうという当社の目標に全従業員が貢献しています。その1つの方法は通勤手段によるものです。 当社は、「cycle 

to work」補助金スキームを通じて自転車で通勤することを推奨しています。また、英国オフィスは2022年に、電気自動車への移行を従

業員に奨励するために、駐車場に充電スタンドを設置する予定です。

■Procure sustainably （サステナブルな調達）    

原料

2019年、当社はSedexに加盟しました。これにより、私たちはサプライヤーの環境・倫理的パフォーマンスのリスクアセスメントを推進し

ています。サプライヤーのリスクを明確に評価し、さらに改善に繋げるため、当社の原材料および包装資材サプライヤーの91%がSedex

プログラムとプロセスに加盟しています。サプライヤーの60%は、SMETA準拠を含むSedexによる審査の全てのプロセスを完了していま

す。そのうち17%は低リスクのサプライヤーと評価されました。なお、重大な違反があり、さらに違反に対する是正策がないサプライヤー

はありませんでした。

製造過程では、原料調達の影響を受けるビジネスとして、気候変動や非持続的な農法による生物多様性への影響が懸念されます。

英国では、Ribenaの原料のカシス（ブラックカラント）の90%に英国産のものが使用されています。当社は、可能な限り最も持続可能

な農作物を作ることを義務と考えています。各生産者が各農場の個々の生息地に適した多様性植物を育成することができるよう、常勤の

農学者を雇用し、Farming & Wildlife Advisory Groupとパートナー提携を締結しています。2004年から実施されている包括的プラン

に沿って、当社は200マイルにわたる荒れ地を回復し、2,000個の巣箱を作るとともに、ロンドン市よりも面積が大きい地域に花粉と花

蜜が豊富な植物を植え、湿地帯の造成、沼の復元、植林を行い、養蜂箱を作っています。

スペインでは、生産拠点の近くのサプライヤーと協力して現地での製造および開発を推進しています。さらに、原料サプライヤーとの契

約には、環境保全へのコミットメント、二酸化炭素排出量削減、水とエネルギー消費に関する向上、そして廃棄物管理の向上を始めとす

る環境に関する条項が含まれています。原料として使用する果物の23%は、生産拠点の半径100km以内で供給されています。

フランスでは、原料として使用するすべての果物の持続可能な調達をコミットしています。このような背景があり、持続可能な調達に関す

るガイドラインをフランスで発行しました。ガイドラインはフランス国内のすべてのパートナーによって承認および署名されています。
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スペインでは、完全なサステナブル化に向けた取り組みを続けています。Sunny Delightなどのブランドではスポーツキャップを平らな

キャップに変えて使用するプラスチック量を削減し、製品ライフサイクルにおけるCO2排出量を減らしています。

また、Schweppesは2022年5月にrPET 100%になり、La Caseraも2023年までにrPET 100%を達成する予定です。両ブランドをrPETに

置き換えることにより、2024年以降年間10,750トンのCO2排出量を削減できます。

英国では2020年、Ribenaを100%リサイクル可能なパッケージに移行するために大きな投資を行い、ボトルのプラスチック製スリーブを

小型のラベルに変更することで、年間200トンものプラスチックを削減しました。Lucozade Sportは2022年に同様の転換を予定しており、

新たに一部のみを覆うスリーブを導入し、キャップとラベルを除き、ペットボトルは100%リサイクル素材のものとなります。

■Less and better packaging（より環境負荷の少ない容器包装）

容器・包装

019年9月に、2030年までにグローバルで使用する全ペットボトルに、リサイクル素材あるいは植物由来素材のみを使用し、100%サス

テナブル化を目指すという目標を発表しました。当社は、リサイクルペット(rPET)の使用量を増やし、革新的な技術に大きな投資を行う

ことによって、プラスチック消費とCO2排出を最終的に削減することを計画しています。

中期目標として、2025年までに飲料容器のリサイクルペットの使用率を50%にすることを掲げています。一部の飲料の容器にはすでにリ

サイクルペットが100%使用されています。

たとえば、英国で展開しているRibenaは、10年以上前からリサイクルペットを使用しています。また、2025年までに全ての容器包装を

100%リサイクル可能なものにしていくことを目指しており、そのために当社の使う容器包装を必要に応じて変更していきます。例えば、

英国ではRibenaブランドのカートンパッケージに付属するストローをプラスチック製から紙製に変えることで16トンのプラスチックを削減

しました。
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■Less Sugar （低糖・無糖の取り組み）

健康

2025年までに商品ポートフォリオ全体で砂糖の添加量を35%削減することを目標に掲げています。

また、2021年に新しく制定された責任ある食品事業とマーケティング慣行に関するEU行動規範に、創設企業として署名しました。レシ

ピの変更、食品廃棄物の削減、そして持続可能なパッケージの開発に向けてコミットを続けることにより、さらに健康的な製品を市場に

投入し、循環社会への移行を支援するというEUの目標を後押ししていきます。

当社は、目標に向かい、2021年末までに2015年と比較してすでに23%の削減を達成しています。レシピ変更や、砂糖の含有量を減ら

すと同時に、英国のLucozade Zeroなどの低カロリーブランドへの投資を積極的に進めています。

スペインでは、飲料の砂糖を42%削減（2015年比）した上、低カロリーのシュウェップス（Schweppes Lemon、Orange、Pink、お

よびGinger Ale）の販売を開始しました。さらに、近日中（2022年内）にAgrumとTonic Lemonを販売する予定です。低カロリーのシュ

ウェップスは広く流通していて、98%の小売店で販売されています。

英国とアイルランドでは、主力製品の砂糖含有量を57%削減し、25,000トンの砂糖と980億カロリー

を制限しました。また、それぞれにカロリーゼロまたは低カロリーの製品を販売しました。

2021年には、フランスで主力製品であるOasis Tropicalにおいて、甘味料を使わずに砂糖を24%削

減（2006年比）しました。同ブランドのレシピは、砂糖を削減しつつ、甘味料を使わなくてもお客様

が愛してきた美味しさをそのままに保っています。

その他の欧州では、当社の飲料に添加される砂糖の量を6%削減しました（2021年）。低カロリーの

シュウェップス（Schweppes PINK）の人気の高まりと、商品ポートフォリオの継続的な改善によって

成し遂げられました。サントリー食品ポーランドは現在、低カロリー商品ポートフォリオへと移行して

おり、35%の砂糖含有量削減を達成しています（2015年比）。

スカンジナビア地域ではSpendrups社（スウェーデン）やCarlsberg社（デンマークおよびフィンランド）などとのパートナーシップ活動を

通して、当社目標を予定よりも早く達成することができました。この地域では数年前から、少なくとも25%、最大100%の再生プラスチッ

クが使用されています。このように、ボトラー各社と協力して高い目標を達成していきます。

2030年の目標を実現するために、2019年に当社は、リサイクルペットの分野でバイオ産業をリードするCarbios社への投資を行いました。

Carbios社は、酵素を使い、プラスチック廃棄物を劇的に削減し、業界の課題であるペットボトルの循環型経済の実現を推進しています。 

当社は、 Carbios社の革新的技術に投資するコンソーシアムに参加しています。2021年6月、当社は世界で初めて、酵素を使ったリサイク

ルPETを使用したOranginaボトルの最初の試作品を発表しました。さらに、2021年9月、Carbios社は酵素を使った独自のリサイクル技術

を世界に公開し、デモプラントを創設しました。

当社がPETのリサイクルプロセスに関与することは、お客様にリサイクルを推奨する効果もあります。当社の主要ブランドにおいては、マー

ケティングキャンペーンを通じて、重要なサステナビリティメッセージの発信を継続しています。また、業界全体の取り組みにも参画してい

きます。

英国では、2021年のRecycle Week（リサイクル週間）にLucozade Energy、Lucozade Sport、Ribenaの3つのブランドでデジタル広告

を展開し、認知度の高いブランドアンバサダーを活用してリサイクルに向けたメッセージを発信しました。 またフランスでは、広告、および

店舗での活動を通じて、MayTeaのサステナビリティに関する取り組みを発信しました。



332

■More Natural （よりナチュラルへ）

当社は、飲料を通じてナチュラルな新商品を提供するため、商品ポートフォリオ全体で人工着色料と香料を削減するという目標を掲げて

います。

当社は、よりナチュラルな商品を求める消費者のニーズに対して、添加物を天然甘味料（ステビア）に置き換えて砂糖とともに排除し、

人工添加物を最小限に抑える製造プロセスを採用することによって応えています。スペインで販売されているSchweppes PINKが良い例

です。

■Inclusive and flexible （包括的で柔軟な対応）

■Diversity, Equity, and Inclusion（ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン）

■Accountable for our value chain （バリューチェーンにおける責任）

人権

人は大切です。当社は、従業員の健康なライフスタイルを奨励および促進しています。コロナにより、オフィスで仕事をするという従来の

スタイルが成立しなくなりました。当社も、従業員と綿密な対話を行い、当社全体で新しいフレックス勤務方針を制定しました。 この新

しいフレックス勤務制は従業員に喜ばれました。フレックス勤務制はデジタル技術と新しいシステムへの投資により可能となったものであ

り、自宅で働くという新しい働き方に全従業員が適応できるようになりました。

当社は、ダイバーシティとエクイティ、そしてインクルージョンが、多くの従業員が関心をもつ重要な課題であることを認識しています。

当社を構成する従業員やサプライチェーンにおける性別、民族、年齢、障がい、社会的背景などがその要素に含まれます。また当社は、

組織内での経験も非常に大事なことだと考えています。キャリアアップのための道筋、労働文化、新しいアイデアに対するオープンさ、

そして、流儀やフレキシビリティなどがその要素に含まれます。

当社は、組織としてさらなる取り組みの必要性と余地があることを認識し、2020年をダイバーシティ、エクイティ、そしてインクルージョ

ンを推進する年としました。2020年以降、当社は、より多様でインクルーシブな従業員と職場を実現するための戦略を進めています。

そのため、2020年にCEO自らが主導するD&Iタスクフォースを立ち上げました。地域をまたいだ、各部署と役職を代表する70名の従業

員で構成されており、主な課題やリスクと機会の抽出において重要な役割を果たしました。また、従業員や事業における課題などを議論

する場としても機能しました。 2021年、サントリーホールディングスは世界的なDE&Iフレームワークを立ち上げました。当社は組織の

全レベルにこの考え方を広めています。2021年末には、当社のエグゼクティブリーダーシップチームがDE&I研修を受けました。この研

修は2022年以降、より広範囲の組織へと広げていく予定です。

信頼を築くということは、自分や他人が持つ許容範囲を広げること、そして常に相手に敬意もって行動することです。当社の「現代奴隷

法に対する声明」には、事業やサプライチェーンで強制労働や人身売買が発生しないようにするための対策が打ち出されており、私たち

は今後も継続して取り組んでいきます。Sedexのアセスメントとともに、私たちは、サプライチェーン全体でのセキュリティと透明性の向

上に努力し、私たち自身と協力企業の基準を高く維持します。 これには、サプライヤーとの連携や仕入れを担当する従業員は受講必須

のトレーニングが含まれています。

当社は、製品の栄養成分を公開しています。情報はすべてのラベルとウェブサイトでわかりやすく表示されています。また、業界パートナー

と協力し、責任あるマーケティングを展開しています。さらに、UNESDAが提唱する学校における責任あるマーケティングプログラムに署

名し、小学校では当社の飲料を販売せず、中学校では砂糖を含む飲料の販売を制限することを約束しています。

英国では、独自のマーケティング規範を作成しました。これには、脂肪、砂糖、および塩の含有率が高い製品を16歳未満（アイルランド

では18歳未満）の消費者に直接販売しないというコミットメントが含まれます。

フランスでは、12歳未満の子供を対象としたテレビ番組と雑誌での広告を2009年に自粛しました。2013年以降、私たちは自社のコミッ

トメントをさらに強化し、視聴者の35%以上が子供である一般番組での広告も禁止しました。

スペインのマーケティング規範では、12歳未満の子供への広告を行わないこと、および生徒を対象としたイベントにスポンサーとして参

加しないことが明記されています。また、当社のすべての広告キャンペーンでは健康な生活習慣を推進するメッセージを発信しています。

■Positive Choices （ポジティブな選択）
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■Ethical employer （倫理的な雇用）

サントリーの価値観の中心にあるのは、誠意をもって働くというコミットメントです。私たちは、常に誠実で明朗、かつ公正なやり方で事

業を行っているという評価に大きな誇りを感じています。そのためにも、コンプライアンスなどのトピックスに関する教育を行って全従業

員に関連法と責任を周知しています。

2021年に、英国の全従業員が贈賄および汚職の研修を受け、さらに営業担当やサプライチェーン担当の多くは強制労働に関する特別教

育も受けました。

スペインでは、従業員の健康と安全の向上を目的として、すべての役職レベルでのコミットメントと全従業員の参加に焦点を置き、「禁止」

の意識を変える取り組みを推進しています。Vision ZERO、道路安全計画、応急処置トレーニングやEnjoyable Wellness/Working（楽

しいウェルネス/仕事）など、社会にも影響のあるさまざまな取り組みに反映されています。

フランスではPlay Safe（リスク回避）という研修を通して、リスクに直面した際の対処方法を学習し、全員が安全に貢献できるよう取り

組んでいます。

■Empowering communities（地域社会の活性化）

生活文化

アマゾン川流域における森林破壊に反対している「Ishpingo」、環境保護のための連帯休業制度を設立し、地域コミュニティの発展を支

援している「Planète urgence」、貧困と差別への支援を提供している「Secours populaire français」、ドロップアウト防止に取り組んで

いる「AFEV」等、環境、人々、そしてコミュニティにポジティブな影響をもつ組織とパートナーシップを結んでいます。2021年、当社の

ブランドOasisと小売店などは、「Le Secours populaire français」のために約26万ユーロを集めました。また当社は、勤務時間を割いて、

年1回のボランティアデイを設けることを決定しました。当社は、「Vendredi」 ともパートナーシップを結んでおり、ボランティア活動への

参加を望む従業員の橋渡しを行っています。

英国では2018年に「B Active」を立ち上げました。これは3年間のスポーツ開発プログラムで、支援を必要とするコミュニティに住む16

～ 24歳の青少年にスポーツと運動の力でキャリアパスの育成と活性化を支援することを目的としています。3年間で「B Avtive」は次の

成果を上げています。

・英国の5つの都市において10,703人の青少年を支援

・コミュニティボランティア活動に3,699人の青少年が参加

・2,312人の青少年の公認職業資格の単位認定

・ 94%の青少年が「B Avtive」は意欲を高めてくれ、人生のターニングポイントとなったと述べており、74%は参加したことで素晴らしい

キャリアの機会を得られたと述べています。

このプログラムはリーズベケット大学の学者による第三者評価を受けました。評価結果と改善案は2021年に公開されました。その改善案

に従い、「Coach the Coaches」という新たなメンタリングプログラムを開始しました。このプログラムは、青少年による同年代同士でのコー

チングを行うという内容です。

スペインでは、従業員にいくつかのNGOに寄付金を提供する機会を設けています。一部の従業員には「CONNECTING LINKS」のボラ

ンティアへの参加を勧めています。このプログラムは、ボランティアが祖父母世代と継続的な関わり合い（3 ヶ月以上）を持つことで、世

代間での学びを推進することを目的としています。ボランティアは、週に一度、最もマッチする人と30分間電話で話します。地域社会と

の繋がりを強化するとともに、社会へ還元するという当社のサステナビリティ戦略の一環となります。

Purposeful brands

「Growing for Good」のビジョンを持つことで、当社、そして当社のブランドは意義のあるコラボレーションを実践できます。例としては、

「Apprentice Nation」と当社のLucozadeブランドのパートナーシップが挙げられます。Lucozadeは、「Apprentice Nation」と協力し、

「Unlock Your Potential」というプラットホームにおいて新たなカリキュラムを立ち上げました。不利な状況にある英国の若者をオンライ

ン学習により支援することで、彼らが自信を持ち、生活と就業のためのスキルを身につけることを目的としています。プラットホームにメ

ンターを提供すると同時に、Lucozadeは「Apprentice Nation」の参加者に限定したイベントと就業体験会を開催しています。可能性

は誰にでもあるが、機会は誰にでも与えられるものではないからこそ、パートナーシップを通じて、過小評価されているコミュニティの青

少年に対し、キャリアを手にするチャンスを与え、意義のあるトレーニングを提供したいと当社は考えています。
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その他のサステナビリティへの取り組み

■Giving Back to Society（利益三分主義）

コロナの影響が続く中、もっとも私たちの飲料を必要とする人々の手元に届くように真摯に努力を続けました。職務を果たすためのリフレッ

シュメント、水分・エネルギー補給源として、病院、フードバンク、介護施設、ホームレス支援施設、緊急救命士、警察などに飲料を提

供しました。ロックダウンが始まってから、約200万本の飲料を最前線に提供しました。飲料の寄付とともに、当社のフランスチームは

通常は当社の工場で使用している個人用保護具（PPE）を寄付することで最前線の医療関係者を支援しました。世界的な防護具の不足

の中、力になれることをうれしく思います。スペインでは、金銭的な支援を行う3つのプロジェクトを通して給料の一部を寄付し、セーブ

ザチルドレン、UNICEF、CRUZ ROJA RESPONDEにあわせて8000ユーロ近くもの寄付となりました。フランスでは、社内CSRサイトを

設置し、スクール・ポピュレール等のパートナー NGO向けの寄付金を募りました。

■Less waste（廃棄物削減）

当社は、工場からの廃棄物をゼロにするという目標を掲げており、その実現に向けて着実に前進しています。また、バリューチェーン全

体で廃棄物をなくしていきたいと考えています。私たちはパッケージに使用する再生原料の量を増やすことによって、循環型社会の実現

に貢献できると考えています。英国で展開するRibenaのボトルには再生プラスチックが100%使用されており、MayTeaと小型のPulcoの

ボトルでも、2021年から再生プラスチックが100%使用されています 私たちは、SDGs（持続可能な開発目標）の12.3を達成するために、

当社製品の食品廃棄物を50%削減するという目標も掲げています。この目標に向けた取り組みの一環として、当社の余剰製品を慈善団

体に寄付し、貧困に苦しむ人々を支援しています。

当社では、廃棄物削減に関する従業員教育を行っています。ベネルクスでは、Green Week（7日間、7つのワークショップ）を立ち上げ

ました。私たちは協力して、廃棄ゼロ、パッケージ削減、そして地産地消の運動に取り組み、ジョギングをしながらごみを拾い集める取

り組みをオフィスの近くの湖で実施し、1時間でごみ袋45個分のごみを集めました。ベネルクスの120名すべての従業員は、このイベント

に少なくとも1回は参加しました。

英国では、「Love Your Forest in the Forest of Dean」という不法投棄反対キャンペーンを立ち上げました。この地域には当社の工場

があり、また多くの従業員がその側で暮らしています。過去6年間に、このキャンペーンには15,000人の地元住民が参加し、不法投棄と

リサイクルの問題に取り組みました。120回のコミュニティイベントが開催され、リサイクルのためのインフラがこの地域に整備されました。 

このキャンペーンは、英国の田園地方における最初の不法投棄反対キャンペーンの1つとなり、田園地方での不法投棄とリサイクルに関す

る行動の変化を望む他の地方当局のお手本となっています。
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本社所在地
18 Cross Street, #12-01/08, Cross Street Exchange, 
Singapore 048423

設立

サントリー食品アジアパシフィックは、サントリー食品イン
ターナショナルの完全子会社で、飲料事業と健康食品事
業の2つの事業をアジア太平洋で統括しており、多くのブラ
ンドが各国の市場で確固たる地位を築いています。

事業内容 アジア・太平洋における飲料、
健康エンリッチメントの製造・販売

ホームページ https://suntorybeverageandfood-apac.com/

Suntory Beverage & Food Asia Pacific

サントリー食品アジアパシフィック
・Suntory Beverage & Food Thailand

・Suntory PepsiCo Vietnam Beverage

・Suntory PepsiCo Beverage Thailand

・Suntory Garuda Group

・Frucor Suntory Group

本社所在地
17th Floor, Kian Gwan Building 2, 140/1 Wireless Road 
Lumpinee, Patumwan, Bangkok 10330

ホームページ https://www.brandsworld.co.th/

Suntory Beverage & Food Thailand (SBFT)

サントリー食品アジアパシフィック (SBFAP)

本社所在地
5/F, Sheraton Saigon Hotel & Towers 88 Dong Khoi 
Street, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam

ホームページ https://www.suntorypepsico.vn/en

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB)

本社所在地
9th Floor, 622 Emporium Tower, Sukhumvit Road, 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

ホームページ https://www.suntorypepsico.co.th/

Suntory PepsiCo Beverage Thailand (SPBT)

本社所在地
Jl.R.A.Kartini - Kav.8 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, 
Indonesia

ホームページ https://www.suntorygaruda.com/

Suntory Garuda Group (SGB)

本社所在地
86 Plunket Ave, Manukau City, Auckland 2104,
New Zealand

ホームページ https://www.frucorsuntory.com/

Frucor Suntory Group
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SBFAPのサステナブル戦略

SBFAP

Frucor Suntory

SBFAは、自然や社会と響きあい、持続的な成長を遂げることを目指しています. サステナブル経営を推進し、地域社会に貢献すること

を最優先としております。

私たちにとって「Growing for Good」は、従業員と価値観にとって重要なものです。お客様に最高品質の商品やサービスを提供に努

めるとともに、文化、生活、世界的な持続可能な環境の発展に貢献に尽力しています。

私たちは、お客様、ビジネスパートナー、従業員、地域社会と建設的な関係を築く事が人、地球、利益のバランスを保つ上で必要だと

考えています。

60年余前に設立されたFrucor Suntoryは、オセアニア地域のトップ飲料メーカーであり、オークランドとシドニーのオフィスにおいて

1,200人の従業員を擁し、ニュージーランドに2つの製造工場（オークランドとネイピア）と、地域全体で5つの物流センター（オークランド、

ブリスベン、シドニー、メルボルン、パース）をもちます。

Frucor Suntoryは、“hungry to make drinks better”（よりよい飲料を求めて）を合言葉として掲げています。20を超えるブランドの製造・

マーケティング・販売をしており、ブランドにはV Energy、BOSS Coffee、Maximus、NZ Natural、Simply Squeezedなどがあります。

ニュージーランドでは、PepsiCo社およびSanitarium社と長期のパートナーシップを締結し、Pepsi Max、Gatorade、Rockstar等の

素晴らしいブランドの魅力全てをお届けしています。

会社概要・理念

Code of Ethical Conduct

SBFAPは、コーポレート・ガバナンスにおいて高い基準を設定しています。また、コーポレート・ガバナンス関連の法律を遵守しており、

事業活動は幅広く、経験豊かな経営陣によって先導されています。独占禁止、腐敗及び利害関係に関する方針に基づき、全従業員は研

修をうけて自らの行動の責任について学びます。SBFAPの行動規範は、全従業員の日々の判断基準となっております。

品質保証

SBFAPは、ベストプラクティス企業を目指す取り組みの一環として、グループ品質・統括部門を立ち上げました。両部門の目的は、研究、

企画、開発、調達、登録、生産、流通、販売、消費のすべてのプロセスを通して関連法規に基づいた、最高の商品とサービスをお客

様に提供することにあります。これはSBFAPの使命、企業理念、ビジョンに沿っており、グループ全体に一貫して浸透している原則、方針、

基準がベースとなっています。これらの原則、方針、基準は、以下の領域に重点を置いています。

・Customer Focus：お客様重視

・Enhanced Innovation：イノベーションの強化

・Risk Management：リスクマネジメント

・Essence of Lean, Clean & Green：無駄がなく、清潔で、環境にやさしい

・Brand Image & Reputation Protection：ブランドイメージと評価の維持

・Ownership, Shared Responsibility & Accountability：オーナーシップと説明責任

・Strategic Partnership：戦略的パートナーシップ

グループ品質・統括部門は、サプライチェーンのさまざまな機能や管理職と連携し、品質管理に関連するしくみを構築しており、よりよ

い組織と品質管理のもと、部門を超えたグループ全体で最高品質を実現しています。

■Frucor Suntoryの取り組み

Frucor Suntoryは、サントリーと同じく未来に向けた事業を考え、高い目標を設定しています。

2030年までに以下の5つ主要目標を達成するために努力を続けています。

・CO2排出量の35%削減

・埋め立てゼロ

・2030年までに全てのパッケージをリサイクル可能にする

・水使用量の20%削減

・販売する全飲料の1/3を低糖または無糖にする

Frucor Suntory: 2030年に向けたサステナビリティ目標
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2021年、SBFTはタイ環境研究センター（EECタイ）、ならびに同社のボランティア従業員と協力して環境の持続可能性に対する取り組

みを強化し、水育 - プーケットにおける若者向けの自然・水教育プログラムを実施しました。このプログラムでは、「Save the Water to 

Save the World」というコンセプトの下で様々な活動を通じて、地元の子どもたちに水保全に関する知識を伝え、水保全に関する意識

を高めました。SBFTは、サントリーとEECの知識を集結し、プーケットの地元の子どもたちにそれを教えることで地元の子どもたちの環

境保全に対する意識を高めるためのプラットフォームを設立しました。このプログラムでは、海洋資源や保全ガイドラインについての話

とともに、水保全に関する知識を子どもたちと共有しました。これらの話には、水の重要性、恩恵、脅威、陸地と海の生態系を豊かに

する水源の働き、廃棄物管理、そして廃棄物の循環が含まれ、同時にビーチ清掃とDIY廃棄物ワークショップも行われました。子ども

たちが、活動に参加することで得られた知識を活かし、それを友達や家族と共有し、さらに将来の持続可能な水保全の実現のためにそ

の知識をさらに深めることが期待されます。

SPVBとクアンガイ省青年団は、2021年にクアンガイ省のミンロン県において開始式典を行い、約5.5ヘクタールの森林に6,600本を植

樹しました。このプログラムは、「100万本の樹木 - グリーンベトナム」プログラムのフレームワークの一部です。開始から5 ヶ月後に、「100

万本の樹木 - グリーンベトナム プログラム 」は、多くの成果を上げました。クアンナムとクアンガイの森林の河川流域において30,000

本の樹木を植え、また植樹には多くの地元住民が参加しました。「グリーンコミットメント」キャンペーンなどの支援活動では28,407

人が登録し、「グリーンアクション」には18,876人が参加しました。「100万本の樹木」のフォトコンテストには、2,419件の応募があ

り、1000万を超える人々が関心を寄せました。情報発信活動は広く展開され、省のファンページでは3,216件、県のファンページでは

219,878件の投稿があり、2500万人を超える人々が関心を寄せました。有意義かつ実践的な方法で、ラオスヒノキ林を調査し、より多

くの樹木を植え、クアンナム省の少数民族に恩恵をもたらすために、プログラムの締めくくりとなる活動が開催されました。

水

Suntory Beverage and Food Thailand (SBFT): 
SBFTは水育プログラム「Save the Water to Save the World（水を守り世界を守る）」を実施します

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB): 2021年、100万本の樹木 - グリーンベトナム プログラム 開始

水育教育プログラムの参加者

100万本の樹木 - グリーンベトナム プログラム 2021

屋外教室での水保全についての学習
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ベトナムで子ども向けに公開された水資源保全に関するアニメ（水育 - I love clean water）

「Action for the River」をテーマとした「National River & Canal Conservation and Development Day 2022」の開催

SPBTは、「National River & Canal Conservation and Development Day 2022」プロジェクトのオフィシャルパートナーとなること

で、天然資源・環境省の水資源局と協力して、継続的に水資源の保全に取り組んでいます。このプロジェクトは、天然水資源の重要性

についての意識を高めることで、青少年、一般人、公的部門や民間部門の人々が水資源の保全に注意を払うようになることを目指した

ものです。主に次の3つの活動があります。バーチャル展示、様々な基調演説者が天然資源の保全に関する知識を参加者と共有するハ

イブリッド型の知識共有セミナー、そして「Action for the River」というテーマでの動画と写真のコンテストです。このコンテストでは、

持続可能な天然資源の保全と教育に関する専門家と研究者が審査員を務めます。コンテストが、関心を持つ人々や熱心な学生が持続

可能な水資源の保全のための独創的な研究やアイデアをプレゼンする機会となることを期待しています。

Suntory PepsiCo Beverage Thailand (SPBT)： National River & Canal Conservation and Development Day 2022

SPVBは、「Central Council of Young Pioneer Organization」と共に、「水育 - I love clean water」プログラムの教育コンテンツとして、

子ども向けの水資源の保全に関するアニメを送り出しました。全部で5つのエピソード（5つの冒険）が制作され、水資源の保護というメッ

セージを子どもたちに新鮮味のあるかたちで、かつ分かりやすく伝えました。その後、すべてのエピソードが2か国語の字幕付きで子ど

も向けのYoutubeチャンネルにアップされました。SPVBは、この教育コンテンツが社会に環境メッセージを広めることを願っています。

子どもたちに水保全について教えるための優れたプログラムとして、今後もこの水育プログラムを継続する予定です。

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB): 水の保全について学ぶための子ども向けの教育プログラムの開始 2021年
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流域保全プロジェクトに参加したボランティア

2021年、SPBTはチェンマイ県のメーチェム地区において砂防ダムの建設、樹木、ベチバー、苗木の植え付け、そして森林を侵食し

劣化させる火災を防止するための防火帯の建設を行い、水資源と環境の保護、並びに河川流域の森林の再生を行うべく、Raks Thai 

Foundationとパートナーシップを締結しました。この活動を通じて、水質が改善され、清潔な水を利用できるようになり、また火災が防

止されたことで、この地域に住む人々の暮らしが改善されました。また、環境保護に対する意識も改善されました。100人を超える従業員

とBaan Huay Pak Kood村の住民が、砂防ダムの建設と再生プロジェクトに参加しました。このプロジェクトが森林の生態系にもたらした

影響は非常に大きく、水流が緩やかになったことで高い保水レベルが維持され、その結果、森林火災の可能性は低くなりました。2019年

から、SPBTは、「水と生きる」、「Living with Water」の企業哲学を実践しています。2019年からの成果は次のとおりです。

・76校の152人の先生に対し「Train the Trainer Water Program」を実施。3つの県において6,080人を超える生徒と内容を共有。

・水資源の重要性についての意識の向上を目的として、1,054人の生徒を青少年キャンプと水に関する活動に招待。

・700ライ（1ライ＝1,600m2）の植林、100ライのベチバー植え付け、被害を受けやすい地域での25kmの天然林防火帯。また、チェン

マイ県のメーチェム地区のMae Suk川流域の森林地域において1,166の砂防ダムを建設。

・チェンマイ県のメーチェム地区、Mae Sukの4つの丘陵部族コミュニティに上下水道と濾過システムを提供。清潔な水を利用できるよう

になったことにより、コミュニティで暮らす人々の生活の質が改善。

Suntory PepsiCo Beverage Thailand (SPBT): SPBTのチェンマイ県における流域保全プロジェクト

「水育プログラム：青少年向けの水教育」の表彰セレモニー

SPBTは、天然資源・環境省の環境品質促進局、水資源局と教育省の初等教育局、基礎教育局、そして社会・環境開発に関する活動団体

「Klong Wises」とともに、「水育 2021 プログラム：青少年向けの水教育」の成果を公表しました。プロジェクトでは、全国から6,000人

を超える生徒が水資源管理プログラムに参加しました。このプログラムは、水保全教育プロジェクトとして大きな成功を収めました。あら

ゆる関係機関、関係者から圧倒的な反響があり、バンコク、アユタヤ、ナコンパトム、サラブリー、パトゥムターニーの260校の学校から

の反応は素晴らしいものでした。プロジェクトでは、活動を通じて6,065人の青少年に、天然水資源の保全に関する知識と環境を大事にす

る方法を教えました。さらに、228人の先生がトレーニングプログラムに参加し、全般的な水資源管理について教える方法を学びました。

SPBTは、タイの青少年と生徒が「環境に配慮する責任ある市民」として成長し、水資源の価値を認識し、水を大事に使うように、「水育プ

ログラム：青少年向けの水教育」を全国の学校に広げるつもりです。持続可能なかたちでの天然資源と環境の保護に共に取り組むために、

知識と哲学を伝え、そして水育プログラムに参加することで得られた経験を今後、家族やコミュニティと共有する予定です。

Suntory PepsiCo Beverage Thailand (SPBT): もう1つの成功した水育プログラム：青少年向けの水教育
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さまざまなオンラインの水育学習モジュール 水育で初めてグリーンハウスについて学ぶ子供たち

SGBは、コロナ渦の中で、オンライン形式の水育学習モジュールの開発を続けています。このモジュールは、自宅学習においても先生や生

徒が使用できます。学習教材には、ビデオ形式の水育モジュール、Mizu Adventure アプリ、Mizu-Townウェブサイトがあります。Mizu 

Adventureアプリを通して、子どもたちは清潔な水とそれを保護する方法を楽しみながら学ぶことができます。このゲームは、子どもたち

が学校に戻ったときに先生が教えられるように、ボードゲーム形式でも提供しています。SGBはまた、 Mizu Project：水保全イノベーション

コンペも開始しました。インドネシアの6つの地域から24校の小学校が、4週間から5週間に渡ってこのコンペに参加し、入賞した5校は5,500

リットルを超える節水を達成しました。2022年、水育では新たに700名が水育チームメンバーとなりました。水育チームメンバーは、学校

と家庭の両方で水保全を実践し、友達に環境保護活動への参加を積極的に勧める、選ばれた生徒たちです。2021年に、水育は水と環境

の保全に関する指導スキルを向上させることを目的として、780人を超える先生に向けたトレーニングも行いました。水育では、学校やコミュ

ニティとともに、水の保全と環境保護のための重要なステップとして、1,100本を超える樹木を植えました。

SGBは、インドネシア環境林業省（KLHK）とともに、水育スクールの1つに最初のグリーンハウスを開設しました。この開設は水育2021

プログラムの一環として、また世界水週間を祝って行われました。小学生を対象とした環境学習施設としてのグリーンハウス・パイロットプ

ロジェクトは特別な取り組みで、子どもたちは様々な植物とその特性について学ぶことができます。植物の植え付けと手入れの方法を学び、

また灌漑の重要性、そして節水、水の再利用、リサイクルを通じて水を大切にするライフスタイルについて学ぶことができます。グリーンハ

ウスでは、有機堆肥製造のための栄養ゾーン、植物データについて学ぶための知識ゾーンなどの学習ゾーンが設けられています。食用ガー

デン、野菜の種まきゾーン、植物栽培ゾーン、水の再利用システムなどに焦点を当てた活動や、グリーンハウスの周囲に「biopore hole」

を作るためのゾーンなども計画しています。

Suntory Garuda Beverage (SGB):青少年向けの水育2021

地域コミュニティが清潔な水を利用できるように海外部の生態系を回復させるためにマングローブを植林

SGBは、地域の人々が清潔な水を利用できるように、様々な水保全のプログラム、教育を通して水の保全に取り組んでいます。SGBは、

2021年に工場の近くのコミュニティの人々が清潔な水を利用できるようにするために、全工場で取り組みを展開しました。例えば、南カリ

マンタンのバンジャルバル、Landasan Ulin Selatanでは、SGBは370軒の家庭向けに12個の井戸を再生し、毎月約270,000リットルの清

潔な水を利用できるようにしました。井戸の再生では、井戸の再掘削、ウォーターポンプの交換、人々の家に清潔な水を通すための分岐

水管の設置を行います。スマトラのパカンバルでは、SGBは水育ブースを建築し、近隣のコミュニティに毎月45,000リットルの水を届けま

した。また、西ジャワのボゴールでは、SGBは植林と廃棄物の分別を行うことで、清潔な水を持続的に利用できるようにコミュニティを支

援しました。中部ジャワのパティでは、SGBは侵食を防ぎ、沿岸部の生態系を回復させるために6,000本のマングローブを植林する政府の

プログラムを支援しました。SGBは、これらの取り組みがコミュニティの健康を改善し、すべての住民が水と水保全施設を大事にし、力を

合わせて水を守ることを願っています。

Suntory Garuda Beverage (SGB): 地域コミュニティが清潔な水を利用できるように



341

ウィリにあるFrucor Suntoryの物流センターの背後には、プヒヌイ川が流れています。プヒヌイ川は、マヌカ川とマヌカウ湾に囲まれた南オー

クランドの集水域であり、地理的、生態学的に、また人類史的にも豊かな地域です。南オークランドの都市化により、この集水域は大き

な変化に直面しています。

2021年、Frucor Suntoryは、裏庭にあるプヒヌイストリームの再生を支援するために、オークランド市議会と新たに協定を結びました。

このパートナーシップは、近隣の生態系の健全性を守ることで「水と生きる」というサントリーのコミットメントを実現するものです。

毎年、川沿いでの定期的なゴミ拾いウォーキング、水質改善のための植え付け、植物の成長を促すための定期的な除草を行っています。

その地域に自生する樹木を植えることで、野生生物が増え、食料源とシェルターを提供でき、また川岸の侵食と下流での泥砂の堆積を防

ぐことができます。また、コミュニティの人々にとってより楽しめる空間となっています。

協定を結んだ後すぐに、「ストリームチーム」として知られる熱心なボランティアチームが、50kgを超えるゴミを回収し、水路に沿って600

本の在来樹木を植えました。

Frucor Suntoryは、定期的な除草を行うことで植物の成長を促し、川をきれいにし、マヌカウコミュニティの人々が健全で活気に満ちた空

間を享受できるように、プヒヌイ川再生チームと今後も緊密に連携していく予定です。

Frucor Suntory: 裏庭の再生の支援

オークランド、プヒヌイ清流の近くでの植林

オークランドのウィリ工場の
新しいエアリンサー

水の保全は2030年に向けたサステナビリティ目標において優先度が非常に高く、2017年の水準か

ら水の使用量を20%削減することを目標に掲げています。水の使用効率の改善に取り組んだことに

より、2021年までに水の使用量を23%削減することに成功し、当初の予定よりも9年前倒しで節水

目標を達成することができました。

空気洗浄機を導入することで、製品を完成させるために使用する水の量を減らすことができました。

これまでに1,200万リットルを節水しており、これはオリンピック用のスイミングプール5つ分に相当し

ます。空気洗浄機の成功は、チームが新たな独創的なアイデアを試行するモチベーションとなりまし

た。例えば、バースト・リンシングは、水を断続的に供給することで、より少量の水で洗浄を行うも

のです。また、排出された洗浄水は冷却塔に送られ、水を蒸発させることで工場の冷却を行います。

現在、Frucor Suntoryは、2030年までに2015年の水準から水使用量を33%削減する、また2050

年までに2015年の水準から水使用量を50%削減するという、さらに高い節水目標に向かって取り組

んでいます。水を節約し、再生利用するソリューションを見つけることで、この野心的な目標を達成

できると確信しています。

Frucor Suntory: 水への配慮
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これまで、エッセンスオブチキンの生産では、2台の冷却器が必要でした。SBFTは、生産時の冷却水の使用量を削減するために、第1段

階で常温の水を使用し、第2段階で冷却水を使用して温度をさらに下げることで、製品の冷却を行うようにしました。以前は製品の冷却の

ために2台の冷却器を必要としていましたが、1台に減らすことができました。この改善は、1年あたり290,143kg.CO2の大幅なGHG排出

量削減をもたらし、また冷却器が必要とする電力を1年あたり476,190kWh節減しました。

Suntory Beverage & Food Thailand (SBFT): 生産工程での冷却水使用量の削減

今までの生産工程

新しい生産工程

CO2
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地球温暖化の脅威を低減し、環境の観点から持続可能な開発に一団となって取り組むために、SGBは、2019年から吸収式冷凍機を工場

に導入しています。吸収式冷凍機では、エンジンの排気ガスによるエネルギーが冷凍機に送られ、空調のために使用されます。この取り

組みにおいて、1年あたり117トンを超える排出量を含む、2つのスコープ1の排出項目の削減することができました。

これに加えて、バイオマス・ボイラーは環境に優しい代替技術であり、生物由来の再生可能な天然資源からエネルギーが生成されます。こ

の取り組みは、2011年から行われており、気候変動の影響の低減に貢献すべく、現在段階的にすべてのSGB工場へと拡大しています。

Frucor Suntoryの事業では、製品を消費者に届けるために、道路、海、航空、鉄道を使用しています。二酸化炭素排出量の35%削減と

いう2030年に向けた目標を達成するために、Frucor Suntoryは常に、配送時間や品質を損なうことなく、いかに輸送量を削減できるか

を考えています。

製品の一部は、長さ40フィートの大型コンテナを使用して輸送されます。Frucor Suntoryは、軽量で、リサクル可能な材料から作られた

Astron社のシートパレットを使用することで、パレットを2段重ねにしています。これにより、コンテナ重量を削減しつつ、空間を節約でき

ます。それでもなお、コンテナの上部には2トンの空間があり、軽量の製品であればそこに積み込むことが可能です。

この無駄な空間を減らすことで、二酸化炭素排出量を削減する効率的な方法を見つけることが重要でした。2019年、Frucor Suntoryは、

他のFMCG企業と連携してコンテナの空間をシェアすることで、輸送による二酸化炭素排出量を削減すべく、サードパーティのロジスティッ

ク・プロバイダーであるSorted Logistics社と協力して新しい共同発送の試みを開始しました。

以前は空であった空間が今では、トイレットペーパーなどの軽量製品の輸送に使用されるようになりました。昨年だけで、1,030個のコン

テナで他の製品との相積みが行われました。この取り組みは大きな成功を収めており、2019年に相積みのパートナーシップを結んでから、

95トンを超える二酸化炭素を削減することができました。使用していない空間をなくし、ニュージーランド-オーストラリア間の輸送をより

効率的なものとするために、Sorted Logistics社とのパートナーシップを継続してく予定です。

Suntory Garuda Beverage (SGB): 気候変動への影響を削減

Frucor Suntory: 空間を埋めて二酸化炭素排出量を削減

気候変動の影響を低減するために吸収式冷凍機とバイオマス・ボイラーを設置

オセアニア地域のお客様への発送に備えてパレットが包装されているオークランド物流センター
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SGBは、インドネシアの消費者向けのお茶をより美味しく、ユニークなものとするために、地元のベンダーを支援しています。2022年時点

で、SGBはMounteaとMYTEA向けにお茶を生産する2つの農園を承認しており、3番目となる農園と茶葉工場を同じ地元ベンダーと設立

することを計画しています。2021年以降、SGBは中部ジャワの自社の農園と工場と共同での茶葉の栽培・加工のために、Rancabolang農

園において、PT Perkebunan Nusantara VIII（州所有のインドネシアの農業会社）との提携を開始しました。SGBは、輸出市場において

存在感のある水準のお茶を創り出すために地元生産者を支援することを重視しています。

茶葉以外にも、SGBは最高品質のナタデココを入手するためにインドネシアの地元のココナッツ生産者を支援しています。ナタデココは、コ

コナッツ水を発酵することにより生産され、噛みごたえをもたらすために様々なOkky Jelly Drink製品に加えられています。SGBは、ココ

ナッツをきれいにカットするための機械の試作品の開発や、高品質の製品を生み出す軽発酵方法を探すための研究を通じて、優良製造規

範（GMP）に従って、ナタデココ生産を先導することにより生産者を支援しています。

できる限り地元産の原材料やサービスを調達するようにしていますが、一部は、海外から調達しています。

常にサステナブルな調達を可能とするために、世界最大のサプライヤー情報の共有プラットフォームである「Sedex」に加入しています。こ

のプラットフォームにより、サプライヤーが当社の高い基準を満たす、社会的、環境的なコンプライアンスを維持している企業であるかに

関する重要な情報を集めることができます。2021年5月時点で、Frucor Suntoryのサプライヤーの70%超はSedexを通じて採用されてい

ます。これにより、サプライヤーが責任をもって操業し、労働者を保護していることを確信でき、サステナブルな調達を約束できます。

Suntory Garuda Beverage (SGB): インドネシアの地元生産者とベンダーの支援

Frucor Suntory: ビジネスパートナーとの関わり

原料

茶葉を収穫する地元生産者
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方針を決定するための地元当局との会合

SPVBは、パッケージがもたらす環境への影響を低減するために、各ボトルで使用するプラスチックの量を削減しています。軽量プラスチッ

クに関し最も優れた会社になることを目標とし、SPVBは2021年7月にベトナムのホーチミン市において、500mのAquafina軽量プラスチッ

クボトルの発売を公表しました。最先端の技術を使用し、SPBVは強度、品質、ブランドエクイティを損なうことなく、ボトル重量を13.5グ

ラムから11.0グラムに減らすことに成功しました。また、コロナ禍にもかかわらず、開発に2年をかけた非常に薄いクロージャーをボトルに

加えることで、炭酸が抜けることを防ぎました。この最初の成功を受けて、PepsiCoとAquafinaは、2022年にそのポートフォリオ内の残り

のボトルについても徐々にプラスチック重量を削減していき、以前のボトルで使用されていたデザインと比較して、約20%プラスチック使用

量が削減される予定です。これにより、SPVBはよりグリーンな世界に向けてさらに環境に貢献します。SPVBは、その事業において地球

の持続可能性と幸福を最も優先順位の高いものの1つとしています。

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB): 製品品質を損なうことなくパッケージで使用するプラスチック重量を削減する

2021年、SBFTは、拡大生産者責任（EPR）のコンセプトを一般の人々に普及させるために、タイ工業連盟に所属する「Thailand 

Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment 」との覚書に署名しました。タイ工業連盟は、教

育部門を含め、サプライチェーン全体（メーカー、サプライヤー、アグリゲーター、リサイクル工場）からの50を超えるNGOと民間部門か

ら構成されています。この「Pack Back Project」への参加を通じて、SBFTは2021年12月にはチョンブリー県の試験エリアにおいてパッケー

ジ回収実験を実施し、プロジェクトを始動させ、循環型社会に向けて前進しました。2022年初頭には、消費者のリサイクル行動に関するデー

タ収集とリサイクルネットワークパートナーの構築を行いました。また、SBFTは、BRANDボトルなどの小型ガラスボトルのリサイクル率を

分析するデータを収集するために、研究に参加し、試験エリアを訪れました。SBFTと一部の主要飲料メーカーは、2022年の後半に、チョ

ンブリー県の学校や購入場所など様々なエリアにおいて、消費者のリサイクルに対する意識を高めるための活動を開始することを計画して

います。この活動では、業界全体で1つのモデルを共有するために、試験エリアでの小型ガラスボトルのリサイクル率の改善を追跡する予

定です。

Suntory Beverage & Food Thailand (SBFT): リサイクルに対する意識向上のためにタイ政府と民間部門と連携

容器・包装
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｢常に､より環境に配慮した製品や製造工程になるように､改善を継続する｣と語るSPVB CEOのJahanzeb Khan氏

2022年4月、SPVBは100%リサイクルプラスチック※からなるパッケージを使用したPepsi330mをベトナム市場で初めて発売しました。

この画期的なイニシアチブは、Pepsiブランドの数々のイノベーションによりもたらされたものであり、SPVBを持続可能な開発目標に向け

て前進させます。この新しいパッケージは、その利便性を失うことなく、また製品独自の味とブランドそのものを維持した上で、消費者に

対し爽快感と喜びの他に、真にサステナブルな価値をもたします。「Growing for Good」というビジョンとベトナムの消費者のためにとい

う革新的な考えをもって、SPVBの製品ポートフォリオは常に変化し、国際的な品質基準を満たし、さらにベトナム人消費者のニーズと好み

に常に寄り添っています。SPVBは常に、環境に関する問題を解決する自身の役割と責任を認識しており、より環境に優しいものとなるよう

に製品と生産工程を改善し続けています。これは、SPBVがベトナムの飲料市場において先導的な地位を長年維持している大きな要因の1

つです。ベトナムにおいて100%リサイクルプラスチック※からなるパッケージを使用した初めての製品を発売したことは、SPVBにとって大

きな誇りであり、またベトナムの消費者がこの新たなイニシアチブを歓迎・支持してくれることを願っています。

※330mのPepsiペットボトルは、蓋とラベルを除き、リサイクルプラスチックから作られています。

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB): 
ベトナムにおいて100%リサイクルプラスチック※からなるパッケージを使用した初めての製品を発売
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SPBTは、社会と環境に配慮しながら事業を行うことで「Growing for Good」や持続可能な成長というビジョ

ンを強化し、循環型経済のコンセプトの下でリサイクル可能な環境に優しいパッケージを選択、開発し、プラ

スチック廃棄物の問題を緩和するよう懸命に努力しています。使用済みの透明で無着色のPETボトルは100%

リサイクル可能であり、色付きのボトルよりも価値が高いことから、PET（ポリエチレン・テレフタレート）プラ

スチックはSPBTの全飲料でパッケージとして選択されてきました。透明の無着色PETボトルは、容易にリサイ

クル可能で、洋服や自動車部品用の繊維など、幅広い製品に生まれ変わります。SPBTは、ボトル製造におけ

る新品プラスチックの使用量を低減する軽量プラスチックを生み出すために、生産とパッケージ設計工程にお

いて技術開発を行っています。これらのボトルは、パッケージ基準に準拠しており、清潔で、安全、軽量、丈

夫、衝撃に強く、また環境に優しく、管理が容易です。パッケージに関するサステナビリティ・マネージメントは、

SPBTの最も重要なサステナビリティ・ポリシーの1つです。2018年以降、未使用プラスチックの使用量を削減

するというSPBTのコミットメントにより、2021年時点で、合計531.6トンの削減を達成しました。SPBTはまた、

学校やコミュニティにおいて廃棄物の分別に関する教育プログラムを開始しており、さらにタイの主要なリサイ

クリング会社であるWongpanit社などのビジネスパートナーとも協力しています。Wongpanit社は、Suntory 

PepsiCoから透明の無着色PETボトルを通常のPETボトルよりも1キロあたり1バーツ高い価格で購入しているこ

とを公表しています。その他に、「ReFun Machine」など、新技術のパイロットプロジェクトにも取り組んでい

ます。このプロジェクトでは、バンコクとメトロポリタンエリアの10店舗のセブンイレブンの前に10台の「ReFun 

machine」を設置しました。この主な目的は、消費者に正しい廃棄物分別を奨励し、使用済みのPETボトル

がシステム化されたリサイクルプロセスに戻ってくるようにすることです。これらの取り組みを通じて、SPBTは

化石由来のバージンプラスチックの使用量を削減し、持続可能なパッケージを通じて環境を守ります。

Suntory PepsiCo Beverage Thailand (SPBT): 
化石由来のバージンプラスチックの使用量を削減し、持続可能なパッケージを通じて環境を守ることを約束

容易にリサイクル可能な
透明の無着色PETボトル

2022年4月にニュージー
ランドで発売された新しい
Pepsi MaxのrPETボトル

SGBは、より軽量で、より環境に優しいパッケージを目指して、イノベーションを続けています。現在、MYTEAとGood Moodのボトルは、

「nitro hot-fill（熱間充填）」技術を使用した世界で最も軽いPETボトルとなっています。さらに、OkkyとMounteaのパッケージでは、段

階的にPPプラスチックを削減しています。

段ボールパッケージについても、寸法と使用する材料を調整し、より軽量で、より効率的なものとしています。2019年からは段階的に、

倉庫や配送センターにおいて使用済みのリサイクルPPプラスチック製のパレットを導入しています。

プラスチック原材料の使用量を削減する工場での取り組みに加えて、ジャカルタとその周辺地域のコミュニティの協力の下に、プラスチッ

クパッケージと段ボール廃棄物の回収、使用済みの飲料用段ボールのコーポレートギフトとしての利用、ウェビナー、バーナー、リーフレッ

ト形式での一般向けの教育活動も行っています。

「Growing for Good」というビジョンに導かれ、Frucor Suntoryはリサイクル材料の使用量を増やし、新た

な素材と資源を評価し、パッケージの体積と重量を最小化し、またオーストラリアとニュージーランドのリサ

クルシステムとインフラを改善するべく業界や政府と連携することで循環型社会への移行を先導します。

また、今あるPETボトルのリサイクル性も改善しました。7Upシリーズの緑色のボトルを透明な再生プラスチッ

クに変え、前面に新たなリサイクルロゴを表示しました。今までの緑色のプラスチックボトルでもリサイクル

はできましたが、透明なプラスチックボトルに変えることで消費者はリサイクル性をより認識しやすくなります。

プラスチックパッケージで使用する素材を変えると同時に、2020年にはガラス瓶を軽量化するための研究を

開始しました。その結果、不要な材料を取り除き、材料の使用量と機能性を最適化したことにより、新たに

より軽量な330mのガラス瓶を導入することができました。今までの瓶と交換することで、ガラスの使用量

を4トン削減でき、二酸化炭素排出量を1.3トン削減できると推定しています。

リサイクルの取り組みに関しては、二酸化炭素排出量を低減するために、今後数年間ですべてのPETボトル

をrPETに変えていく予定です。この移行は、飲料水ブランドであるh2goとNZ Naturalから開始し、2022

年4月には全国的な持続可能性に関するメディアキャンペーンとあわせて、ニュージーランドのPepsCoポート

フォリオ全体で（Pepsi Max,、7UP、Mountain Dew）600mの100%リサイクルプラスチックボトルを発

売しました。現在では、Frucor Suntoryの93%のパッケージがリサイクル可能となっており、2030年までに

100%リサイクル可能なパッケージという目標を達成するべく取り組んでいます。

Suntory Garuda Beverage (SGB): より環境に優しいパッケージを求めて

Frucor Suntory: リデュース・リユース・リサイクル
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SPBTは、商品ポートフォリオをより健康的な飲料へと拡大しています。その1つが最新の製品TEA+です。また、Suntory Garuda 

Beverage（SGB）は、MYTEA+の発売開始を公表しました。これらはどちらも、美味しくかつ無糖のウーロン茶です。 これは、1本で美

味しさ、フレッシュさ、そしてヘルシーさを求める、若年消費者の最新のライフスタイルに合わせた製品であり、日本の製品と同等の品質

をもちます。このウーロン茶は、最高のウーロン茶とするためにサントリー独自の技術を使って、早朝の光の中での茶葉の手摘みから、発

酵プロセス（半発酵）、火入れ・ローリングまで、各段階で細心の注意を払って製造されています。この新製品は、爽やかさに加えて、芳

醇な味わいと華やかな香りをもち、さらにOTPP（ウーロン茶の天然成分）を含む、あなたの1日を明るくする理想的な飲料です。TEA+では、

2つの味、テイスティー（低糖）と無糖があります。

Suntory PepsiCo Beverage Thailand (SPBT) & Suntory Garuda Beverage (SGB): 
TEA+ Oolong teaとMYTEA+の健康的な選択肢

健康

SPVBがTEA+を発売 SGBがMYTEA+を発売

無糖のBlue V Energy

「hungry to make drinks better」（よりよい飲料を求めて）という合言葉はFrucor Suntoryの原動力であり、

これは多様で、かつ美味しい飲み物を提供することを意味します。

お客様は高品質な低糖飲料を求めています。これは、低糖や無糖のエナジードリンクのラインナップで最も

販売量が伸びているV Sugar Free Blueの成功からも明らかです。

砂糖を減らし甘みを強める技術に関しては、サントリーとFlavour Houseと緊密に連携して、美味しさを維持

しつつ、砂糖を少なくする新しい方法を模索しています。

Frucor Suntoryは2021年時点で、複数の製品でHealth Star Rating食品表示を採用しています。お客様が

情報を得た上で決定を下せるように、今後商品ポートフォリオ全体に広げる予定です。

Frucor Suntory: 砂糖についての前進

SBFTは従業員を大切にし、コロナ禍においても業務支援を拡大し、従業員に配慮してきました。SBFTは一貫して、従業員に対し基本的

な医療を提供し、また従業員同士のつながりを強めるためのバーチャル活動を実施しました。従業員のためのコロナワクチンのドライブス

ルー接種を行い、また、従業員が会社のリーダーと意見を共有するための活動を通じて組織内の垣根を取り払いました。また、従業員に

対しコラボレーションへの参加を奨励、マスターチーフコンテストを開催し、さらに従業員の同士のつながりを構築するための「Welcome 

Back」活動を実施しました。これらのイニシアチブにより、従業員は「ONE SUNTORY」という企業文化を再確認しました。SBFTはまた、

地域で最も権威ある刊行物であるHR Asiaにより「タイで最も働きがいのある企業 2021」の1つに選ばれました。

Suntory Beverage & Food Thailand (SBFT): 従業員のために安全で楽しい職場を

人権

従業員同士のつながりを構築するためのWelcome back活動
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従業員に対する安全な職場環境の提供と労働安全衛生賞の受賞

SGBは、インドネシア共和国、労働省、労働監督・労働安全衛生総局から2021年の労働安全衛生賞を授与されました。ゼロ災害賞の受

賞者は、労働安全衛生、健康と雇用に関する社会保障、企業方針と文書を特定の指標に照らして評価した上で、インドネシア共和国の労

働省が決定します。SGBの Pekanbar工場は、2019年と2020年にリアウ州の労働局から同様の評価を受けており、これが3回目の受賞に

なります。SGBでは、一体化した安全管理を行っており、そこでは全従業員が能動的に役割を果たします。マニュアル、コーチングによる

訓練や、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）というPDCAサイクル以外に、SGBのリスク管理ベースの安全管理は、

全従業員が自ら危険を認識し、評価し、労働環境において損失又は災害を起こす恐れのあるインシデントを共有する一体化したシステム

の開発を通じて実施されています。SGBでは、労働環境をより安全なものとするための従業員による継続的な取り組みとして、全従業員

が潜在的な危険を認識し、職場でのニアミス・インシデントを共有し、防止策を立てることを推奨する一体化されたシステムが構築されて

います。

Frucor Suntoryの健康・安全・幸福チームは、従業員のメンタルヘルスに焦点を当てて、労働災害を削減する重要な対策を講じました。

2021年、チームは継続中のコロナパンデミックと長引くコミュニティのロックダウンからの人々のニーズに応えて、メンタルヘルスに焦点を

移しました。必要なときに必要な情報、ツール、支援を提供することで、従業員のメンタル面での健康を支えています。

正しく対処しなければ、メンタルヘルスは連鎖反応を引き起こし、職場での安全問題につながる恐れがあります。いくつかのイニシアチブ

とプログラムを実施することで、良好なメンタルヘルスの維持を支援しています。

また、健康・安全・幸福チームはFrucor Suntoryにおける労働災害の削減も重視しました。Frucor Suntoryにおける労働災害の件数は過

去数年間一定レベルに留まっています。これに対処するために、リスク評価体制をより包括的なものとすべくアップデートし、従業員がリス

クを認識にそれをどうやって軽減するかをよりよく理解できるようにマニュアル対応訓練を特に重視しました。

「不安、苦痛、負傷」への早期対応を実施することで、問題を早期に特定し、従業員を積極的に支援することに成功しました。これらの

変化の結果、労働災害の件数を大幅に削減することができました。

Suntory Garuda Beverage (SGB): 労働安全衛生賞を受賞

Frucor Suntory: 従業員の健康、安全、幸福を最優先に
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SPBTは、2018年以降、毎年8月を「Helping Hands Month」として定めています。その目的は、「Helping Hands project」を通じて「Being 

a Giver」という企業文化を実践することです。従業員に対し、社会支援活動にボランティアとして参加することを奨励しています。コロナ

禍は2021年においても依然として拡大し続けていましたが、SPBTの従業員は、「Sharing Kindness by Providing Drinking Water」をコ

ンセプトとする「Bring & Buy」活動を通して寄付金を集めました。これらの活動により集められた寄付金は、ラヨーン県とサラブリー県

の生徒のための清潔な飲料水システムの設置に使用され、6校の学校に支援が提供されました。生徒のための清潔な飲料水システムの提

供に加えて、SPBTはコロナ対策により影響を受けたレストランパートナーに対し「Helping Hands」プロジェクトの下で支援を拡大しました。

合計255,000バーツが生徒や飲食店パートナーを支援するために集められました。Helping Handsプロジェクトは、SPBTの従業員が社会

貢献を行うことにより、従業員間の連帯感を高めています。

その他にも、SPBTは「Give Meals Give Hope」と呼ばれる合同イニシアチブにおいてPepsiCoとRaks Thaiと協力しています。このイニシ

アチブでは、約80,000人の人々に100万食を超える食事と乾燥食品バッグを提供しています。従業員や一般の人々からの支援により、こ

の財政的援助を拡大したいと考えています。また、Suntory PepsiCoの製造工場があるサラブリー県とラヨーン県を対象として、地域コミュ

ニティに216,000食を超える食事と2,250個を超える救援物資を提供する予定です。このイニシアチブにより、さらに16,500人の人々を支

援することとなります。個人用保護具（PPE）と医療機器が様々な病院に提供され、また食品パックがタイ全土の影響を受けやすいコミュ

ニティに配られます。SPBTは、コミュニティ、人々、医療従事者と共に、コロナに立ち向かいます。

Suntory PepsiCo Beverage Thailand (SPBT): 従業員が一丸となって社会に貢献

生活文化

社会にとってためになることをしようというSPBTの取り組みにおいて、従業員は継続的にボランティアとして活動に参加しています。

医療従事者にSGBが清涼飲料を届けた

2021年7月、SGBはジャカルタ国際空港とともに、スラバヤにおいて、空港のワクチン接種センターに飲料製品を提供しました。SGBはコ

ロナ犠牲者のためにお墓を掘る人々への支援物資の提供などを通じて、コミュニティを支援しています。その他に、SGBはインドネシア共

和国の社会省とインドネシア赤十字と協力して、ジャカルタ、スラバヤ、ボゴールの複数の地域においてコロナにより影響を受けた地域コミュ

ニティを支援しました。また、殺菌やワクチン接種、また検査や追跡のためのキットなどの製品を、ジャカルタ市内の保険施設や隔離センター

（Wisma Athleteなど）で自主隔離中の人々や、パンデミックに対応している職員に届けました。SGBはまた、6歳から12歳の子どもたち

のコロナワクチン接種を支援しています（2022年1月に少数の学校で開始）。そして、コミュニティを支援する取り組みを継続しています。

Suntory Garuda Beverage (SGB): コミュニティへの支援
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コミュニティのために食事を準備する
オーストラリアチーム

Frucor Suntoryは、従業員のボランティア活動を支援しており、最大で8時間の有

給ボランティア制度「Make a Difference Leave」を設けています。

個人またはチームとして地元コミュニティ、慈善活動やグループを支援する従業員を

サポートすることの価値を認識しています。

Make a Difference Leaveの最大の利点は、その柔軟性にあります。ボランティア

時間は、一日で使い切るだけでなく、日数、団体、イベント、活動に分けて使うこと

もできます。

Frucor Suntory: 従業員のボランティア活動
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Pepsi Bottling Ventures

ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ

本社所在地
4141 ParkLake Ave., Suite 600, Raleigh, NC 27612, 
USA

設立 1999年

事業内容 米国におけるペプシコおよびPBVの飲料ブランドの生産・
流通・販売

ホームページ https://www.pepsibottlingventures.com/

主なサステナビリティ活動

ノースカロライナ州ウィンストン・
セーラムにあるペプシ・ボトリング・

ベンチャーズの生産拠点

ウィンストン・セーラムの生産拠点の
飲料水ライン

水使用の最適化

工場周辺の河川上流の水質保護活動を実施

水

水は、ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ（PBV）の商品にとって欠かせない重要な資源です。

水に対する責任は、製造プロセスでは極めて重要となります。最先端の逆浸透ろ過装置は、

水の純度と節水を最適化できるように設計されています。ROシステムやその他の製造プロセス

から出る未使用の水を二次利用によりリサイクルすることで、放出前に水を最大限節約します。

また、PBVは高度な浄水システムに投資を続け、排水を最小限にしつつ、製品の品質を最大限

に保てるように努めています。

PBVの本社工場は、アメリカ・ノースカロライナ州中央部のヌース川上流域に位置します。ヌース川上流域には、住人や地元企業など約

30万人以上に生活水や飲料水を提供している貯水池があります。この地域では、人口が急速に増加していることから、ヌース川の水域を

きれいに保ち、持続的に豊かな水を地域に提供する重要性はいっそう増しています。PBVでは、2005年から地元の森林保全団体、自治

体、土地所有者らと「ヌース川上流クリーンウォーターイニシアティブ」を通じて連携し、河川の水質を守るため、土壌の保全に取り組ん

でいます。また、外来種を取り除き、在来の環境を取り戻す活動にも取り組んでいます。

ヌース川上流 ペプシ・ボトリング・ベンチャーズが毎年支援する
Conservation Trust of North Carolina が開催する

North Carolina Youth Conservation Corpsの
サマープログラムの参加者
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省エネルギー・CO2削減に寄与する車両と配送システムの導入

プラスチックケースとパレットのリユース・リサイクル

ペットボトルの内製化によるCO2削減

CO2

容器・包装

2011年、PBVは、全米のペプシボトラーで初めて、CooLift（クーリフト）パレットと特注の昇降式トレーラーを組み合わせた自動オーダー

ピッキングシステムを導入しました。このシステムの導入で、配送時間が短縮され、配送員の体力的負担も軽減されました。また、日々

最適な配送ルートを選び、配送時間とガソリンを削減しています。さらに、ハイブリッド車の採用率は50%以上を達成しています。

PBVで使われるプラスチックと木製のパレットの99%は、複数回再利用されています。また、プラスチック製ケースは、何年も繰り返し

使用できる素材を採用することで、埋め立て処理される段ボールや木材を使う必要がなくなりました。破損してしまったケースやパレット

は自社施設に送られてリサイクルされ、再び新しく生まれ変わります。その他の商品には、リサイクル可能な収縮フィルムを使用し、補助

梱包を使わないように努めています。

2012年PBVでは、ペットボトル容器の外部調達を停止し、ノースカロライナにある自社工場で製造を開始しました。2020年には、プラ

スチック包装材の生産を拡大し、プラスチックをボトルの形に成型する射出成形の工程を導入しました。ペットボトルとプリフォームの自

社生産により、プラスチック梱包資材運搬用トラックを30台から1台に減らすことができました。さらに、自社生産プロセスにより、PBV

はペットボトルの重量を平均20%削減できました。また、新しいボトルは、再生プラスチックを10%使用しています。さらに、新たに導入

した生産設備は、従来の設備と比較すると、エネルギー効率が20%改善されています。

ペプシ・ボトリング・ベンチャーズの
営業チームが使用するハイブリッド型のセダン

ノースカロライナ州セントポールの
配送センターに配備された配送トラック

（左）ノースカロライナ州ガーナーの自社プラスチックボトル生産施設 （右）射出成形機

ノースカロライナ州ガーナーに保管されている配送用パレット
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自社工場内の集中型リサイクルセンターによるリサイクル推進

PBVの製造工場は、リサイクルセンターとしての役割も果たしています。段ボール、ストレッチフィルム、金属、ペットボトルといった資

源は分別回収され、リサイクルセンターに集められます。顧客から返品された賞味期限切れの商品は粉砕処理され、再利用可能なパッ

ケージは外部に販売します。さらに車両庫では、古い車や廃油、バッテリーやタイヤがリサイクルされています。これによって、2020年

はPBVの総廃棄量のリサイクル率は90%でした。

ペプシ・ボトリング・ベンチャーズのリサイクル経路

ガーナーの配送施設から配送されるリサイクルボトル Unifiの施設に搬入されるリサイクルボトル。
PBVは、

Unifiと資源のリサイクルに関するパートナシップを組んでいます。

健康的な食生活のサポート

健康

お客様の食生活において飲料の栄養バランスを改善することを目的とした数多くの取り組みの1つとして、PBVは、お客様の健康に貢献

するドリンク各種を販売しています。お客様は、ペプシコのWebサイトから、当社商品の栄養に関する情報を入手することができます。
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従業員が健康でいきいきと働ける職場づくり

人権

従業員の健康を守るために安全衛生部が健康管理を行い、より健康的に働けるように指導をしてい

ます。また、すべての従業員に対して毎年健康診断の受診を促し、従業員とその配偶者に無料でイ

ンフルエンザの予防接種を行っています。毎年選抜された工場で行われる「安全管理の日」では、

地元の病院や健康の専門家を招き、正しい水分補給の方法や心臓の健康といったトピックスについ

て講演を行っています。AED（自動体外式除細動器）は全工場に設置されており、選ばれた従業員

が基本的な応急処置方法と心肺機能蘇生法の訓練を受けています。「金曜日は新鮮フルーツの日」

は全事業所で毎月1回開催され、健康的な朝食や軽食を提供し、従業員の健康維持・増進を図って

います。

さらに、総体的に組織の健全性を維持するため、1年おきに従業員意見調査を実施しています。従

業員の意見に耳を傾けて話し合いの場を設けることで、組織全体の変革へとつなげています。

選択された施設において、従業者数に応じたバイオメトリックテストも行われています。スクリーニングは、当社従業員に、現在の健康

状態に関する知識や意識の醸成に役立っています。従業員は自分の健康状態に関する理解を深めることになり、状況の改善が必要な場

合には担当医に相談することもできます。予防的健康維持は従業員の健康と安全の主要なテーマの1つです。

東部の地域で実施していた運動促進プログラムも、大きな成功を収めました。同様のプログラムを作成しているいくつかの企業 (例：

UPS、ボーイング、フォルクスワーゲンなど) のように、PBVも作業中の従業員の傷害リスクを軽減するために、このプログラムを採用し

ました。ストレッチ、痛みを管理するためのボディセラピー的自己マッサージ技術、商品取り扱い時の人間工学に基づいた荷上げ技術が、

このプログラムの重要な要素となっています。

作業環境の安全は、PBVが最も真剣に捉えている課題です。「安全第一」を厳守するため、当社では数多くの施設に「安全の日」を設定

しています。「安全の日」の活動は、ハイウェイパトロールによるインストラクター主導のトレーニングから、消火訓練やフォークリフト訓

練など、実践的な活動まで多岐にわたります。「安全の日」のイベントは、安全かつ生産的な作業環境に向けた最適な実践方法を作業者

に楽しく学んでもらう機会です。

「金曜日は新鮮フルーツの日」

従業員とのバイオメトリクス健康診断 ペプシ・ボトリング・ベンチャーズに
健康的なライフスタイルを推進する資料

健康的なライフスタイルを推進する取り組み
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自然災害の被災地支援

地域に根ざした活動

生活文化

PBVは、自然災害の被災者のために、支援団体や赤十字に多くの資金援助を行っています。

PBVとKay Yow Cancer Fund（がん基金）のパートナシップを伝える特殊デザインのトラック

品質マネジメント

PBVは、品質管理を徹底し、安全で高品質な商品を提供するため、ペプシコ共通の品質基準と自社独自の品質基準を遵守するとともに

「AIBフードセーフティ（GMP）指導・監査システム※1」を導入しています。また、国際食品安全イニシアチブ（GFSI）の承認した食品安

全システムスキームであるFSSC22000※2の認証も取得しています。

※1  安全な食品を製造するためにとらなければならない行動のガイドラインであるGMP（適正製造規範）を重視した食品安全管理システム

※2  Food Safety System Certification 22000 (FSSC-22000)： ISO22000とISO/TS22002（以前のPAS-220）を組み合わせたGFSI承認の食品安全
認証スキームであり、食品製造のための食品安全に関する前提条件プログラムと食品安全システム

■品質への取り組み
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本社所在地
222 W. Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654 
USA

設立 2014年5月（ジムビームブランズとしては1966年11月）

事業内容
バーボン・ウイスキーをはじめとしたプレミアムスピリッツの
製造・販売

ホームページ http://www.beamsuntory.com/

Beam Suntory Inc.

ビームサントリー

会社概要・理念

NATURE POSITIVE（環境への取り組み）

プレミアムスピリッツの世界的リーダーとして、ビームサントリーは、原料の生産から消費に至るまでのバリューチェーンの全工程におい

て、「Proof Positive（プルーフポジティブ）」という、持続可能性に関する長期的な取り組みを行っています。自然、消費者、地域社

会に対するこれらの取り組みは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）に沿っており、ビームサントリーとそのすべてのステークホルダー

のために、より持続可能で公平な未来を創造することを目指しています。

以下では、ビームサントリーの2030年と2040年の目標、そして主要な進展についてお伝えします。

ビームサントリーは、水、気候、森林、容器・包装に関連するフットプリントを低減し、持続可能で再生可能な手法を促進し、また森

林の生態系の維持と改善を支援し、それらの生物多様性を向上させることで、ポジティブな社会的影響、環境的影響をもたらそうと取

り組んでいます。ビームサントリーは、以下のようにバリューチェーン全体で力強い目標を掲げています。
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2030年までに生産での水使用量原単位を50%削減し、2040年までに地域社会や自然にとっても不可欠な水源での事業活動で使
用されるよりも多くの水を涵養します。

・ ビームサントリーでは、流域図の作成、水質検査、保全・保護活動、水量および水の供給計画などを含む、流域の保護とその計画立

案に取り組んでいます。米国ケンタッキー、メキシコ、インド、セントクロイ島、アイルランド、スコットランドにある8つの拠点で、取

り組みを進めています。例えば、クルーザンでは、ラム製造時にでる残滓を蒸発させて処理し、その処理水を再利用することで、セン

トクロイ島での淡水使用量を大幅に削減しています。

・ ビームサントリーの「ナチュラル・ウォーターサンクチュアリ」プログラムは、「水と生きる」サントリーの水のサステナビリティへの真摯

な思いと取り組みに端を発しています。このプログラムは、貴重な天然資源である「水」を守るため、蒸溜所周辺の水源保全活動や森

の生物多様性の向上をはじめとする自環境の保全を行っています。ケンタッキー州では、Maker’s MarkとJames B. Beam Distilling 

社は、バーボンの製造に不可欠な地元の水源を保護するために、「ナチュラル・ウォーター・サンクチュアリ」を設立しました。

・ 2021年、サントリーホールディングスとともに、ビームサントリーは泥炭地および水源保全活動「Peatland Water Sanctuary」を開始

しました。これは、スコットランドにおける大規模な泥炭地再生と流域保全プロジェクトです。また、2030年までに1,300へクタール

の泥炭地の再生と保全のために400万ドルを超える投資を行う予定です。これは、ビームサントリーがスコッチウイスキーを作るために

毎年使用する以上の量の泥炭の生産を可能とします。イニシアチブの一環として、スコットランドの様々な場所において新たな流域保全

プロジェクトを実施する予定です。第一弾のプロジェクトは2021年11月にArdmore蒸溜所付近で開始され、それに続いて、スコットラ

ンドのその他の拠点でプロジェクトが将来的に開始される予定です。

・ ケンタッキー州のClermont蒸溜所とBooker Noe 蒸溜所では、循環型冷却システムを導入しました、この取り組みにより、水の使用

量を大幅に削減することができました。同様の循環型冷却システムは、James B. Beam Distilling 社のFred B. Noe Craft蒸溜所（2022

年開設）において導入されています。

・ Sauza、Hornitos、Tres Generacionesといったテキーラブランドを製造するCasa Sauza社では、継続的な改善プログラムなどによ

り、従業員一丸となって水の削減に取り組んでいます。 また、工程管理や技術改善プロジェクトにより、製造工程における水の削減

ならびに回収を向上しました。 Casa Sauza社は、森林再生、土壌保全を通じてLerma-Santiago川流域を回復・保護するための、飲

料業界の国際的な環境サステナビリティ向上業界団体（BIER）および他の8つの製造会社との共同流域イニシアチブである「Charco 

Bendito」プロジェクトに参加しています。地域社会との取り組みの中で、このプロジェクトは水へのアクセスをもたない373人の地域

住民に飲料水の提供や、養蜂と蜂蜜の生産を通じて地域での持続可能な農林業への就業を支援し、また地域社会の重要な遺産地域

を保護しています。

・ インドの事業では、排水を処理、再利用し、周辺の天然または天然に近い地域の緑地の灌漑を行っています。リサイクルした水を芝生

への水遣りや景観整備のために使うことで、淡水の使用量を削減し、天然の地下水系の補給を助けることができます。

・ 2022 年には、Proof Positive コミットメントの達成に対する報酬を含む新しい年次インセンティブプランを導入しました。初年度は、

多様性、公平性、包括性に関する主要な指標とともに、水資源の保全に関する課題の進展に焦点を当てます。

■水
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2030年までに事業活動による温室効果ガス排出量（GHG）を50%削減し、さらには2040年までにバリューチェーン全体で排出さ
れるよりも多くの炭素を除去します。

ウイスキーの樽を作るために収穫するよりも多くの木を植えることを目的に、2030年までに年間50万本超を植林します。2040年ま
でに、取引を行うのは持続可能な活動を行うサプライヤーのみとします。

・ 2021年、ビームサントリーは国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）の「Race to Zero（ゼロへのレース）」キャンペーンに参加しました。

これは、企業、都市、地域、投資家のリーダーシップを結集し、サポートしあうことで、将来の脅威を防ぎ、適正な雇用を創出し、包

括的で持続可能な成長を可能にする、健全で強靭なゼロカーボンの実現を目指すグローバルキャンペーンです。

・ 世界各地のビームサントリーの拠点において、石炭や燃料油などのハイカーボン燃料から、天然ガスや液化石油ガスなどのローカーボ

ン燃料への移行を開始しています。また、当社の事業のグローバルフットプリント全体での再生可能燃料への移行についても評価を開

始しており、蒸溜所での再生可能な天然ガスの生成方法とバイオ燃料の使用方法についても研究しています。

・ Fred B. Noe Craft蒸溜所は、再生可能エネルギーを動力源とする（電気ボイラーと再生可能エネルギークレジットを使用）当社で初め

ての蒸溜所です。

・ 2021年には「WhiskHy」プロジェクトを通じて、Supercritical社（英国を拠点とするクリーン技術の新設企業）と製造技術センターと

提携し、グリーンな水素ベースの脱炭素化技術のArdmore蒸溜所における実現可能性の研究を行いました。このグループは現在、こ

の技術をスケールアップし、当社の別の蒸溜所において工業用水素のテストを行っており、ウイスキー蒸溜におけるゼロエミッション水

素の使用の可能性を探っています。

・ Maison Courvoisierは、フランスのジャルナックにある蒸溜所で、高効率、低窒素酸化物（NOx）バーナーを活用し、100%保証付

きの再生可能電力を購入し、物流の輸送手段をディーゼルトラックから鉄道に切り替えることで、炭素排出量を削減しました。

・ Casa Sauza社は、蒸溜所と瓶詰め事業における炭素排出量と水の使用率が最も低いテキーラ会社の1つです。同社では、燃料油から

天然ガスに移行し、高効率の天然ガスボイラーを設置しています。蒸溜工程への投資を行うことで、必要な蒸気の量を2/3に削減しま

した。

・ 2022年には、The Nature Conservancyとの森林再生活動での連携を含め、全世界で約12万5千本の植樹を行う予定です。

・ 2022年、メーカーズマークはBコープ認証を受けました。ビームサントリーの象徴的なバーボンブランドは内側を焦がしたアメリカンオー

クの新樽でのみ熟成させるため、アメリカンホワイトオークの持続可能な供給源を確保することは非常に重要です。この先のアメリカン

ホワイトオークの保全、調査、保護のために、メーカーズマークを通じて、当社はケンタッキー大学とIndependent Stave Company（樽

製造会社）と連携し、種のゲノム研究を行っています。Star Hill Farmにおいては、世界最大のアメリカンホワイトオーク遺伝子保管庫

の設立に取り組んでいます。この保管庫は、この木と、この木が生息する何百万エーカーの森林に対する現在と将来の脅威に対処する

ための研究と木の改良の基盤となります。

・ 2021年、ビームサントリーは、山崎55年（55年物のジャパニーズシングルモルトウイスキー）の限定販売を祝って、米国森林基金とホ

ワイトオークイニシアチブに対し50万ドルを寄付しました。この寄付は、その年に販売された山崎55年1本につき5,000ドルに相当し、

このウイスキーの熟成に使用される樽を生み出す森林への敬意を示しました。

・ 2021年、中国のビームサントリーのメンバー 45名は地元NGOと連携し、800本の木の植林と整備など、岩石砂漠化の影響を受けて

いる雲南省の土地の回復、森林再生を支援しました。

・ The Nature Conservancyと連携し、2022年からは、ケンタッキー州で再生/持続可能な農業手法に関する研究プロジェクトの試験運

用を開始しました。地元の農業生産者と密に連携し、特にトウモロコシ生産の現在の状況について評価を行い、その後、ケンタッキー

州でより広く適用できる明確なガイドラインを構築し、成功事例を試験・展開する予定です。

・ Northern Keep Vodkaは2020年以降、カナダのThe Nature Conservancyと連携して、カナダの自然地域の保全を支援していま

す。ボトル1本が売れるごとに、カナダ国内の生態学的に重要な土地の保護につながります。2021年、Alberta Premium Whisky、

Alberta Pure Vodka、Northern Keep Vodkaなどのブランドを作っているアルバータ州カルガリーのAlberta Distillers社に代わって、

ビームサントリーは「Habitat-Friendly Winter Wheat Ecolabel（生育地に優しい秋蒔き小麦エコラベル）」プログラムに参加しました。

このプログラムのエコラベルは、「ハビタット・フレンドリー・ウィンター・ウィート」の認証を受けた小麦を30％以上使用した製品であ

ることを示すもので、「ハビタット・フレンドリー・ウィンター・ウィート」の認証を受けた小麦を使用した製品は、エコラベルの対象とな

ります。

■GHG

■森林と農地
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2030年までに、リサイクル可能なパッケージの割合を100%にし、容器包装の総重量に占めるリサイクル材の割合を40%にします。

・ 2022年、Maison Courvoisierは、自社のボトル、ラベル、パッケージを一新しました。各ラインの新ボトルでは、ガラスの重量が軽くなっ

ており、ブランドのカーボンフットプリントを削減しています。更新されたデザインでは、より持続可能な材料が使用されており、同ブ

ランドは100%リサイクル可能なパッケージへと前進しています。

・ 2021年、シップスミスはBコープ認証を受けました。そして、社会的・環境的な実績、透明性、そして説明責任のための同ブランドの

長期的な取り組みを強調した、「Craft a Better Future by 2030」という戦略を定めました。この戦略には、2030年までにネットゼ

ロを実現するための取り組みが含まれます。シップスミスはまた、LoopとTescoと連携し、10店舗において循環型システムを実験的に

導入しています。このイニシアチブでは、消費者が店舗でシップスミスのボトルを購入し、それを自宅で飲み、本プログラムに参加する

Tesco店舗にそれを返却します。シップスミスは、循環型ボトルにより標準的なボトルと比べて二酸化炭素の排出量は15%少なくなり、

さらにガラス材料が埋め立てやリサイクルに回されなくなると予測しています。

・ 当社は、パッケージデザインの評価向けに適合させた、クラウドベースのライフサイクル評価（LCA）ソリューションを実験的に導入し

ています。このソフトウェアの環境性能基準とデータは、当社の既存パッケージの分析に活用され、パッケージ属性や消費と排出指標、

ライフサイクルなどを考慮した、容器包装の意思決定に役立てる予定です。

■容器・包装

CONSUMER POSITIVE（消費者への取り組み）

ビームサントリーは、「ドリンク・スマート」プログラム（www.drinksmart.com）を通じて、消費者が自分自身の健康や他者への影響

について前向きな選択をするためのツールを提供しています。また、未成年者の飲酒や大量飲酒、飲酒運転をなくすための科学的根拠

に基づくプログラムにおいて世界中の組織と提携して実施している他、主要製品のカロリーとアルコール含有量を消費者へ提供していま

す。有害な飲酒を減らし、消費者が正しい選択を行えるようにする取り組みをさらに強化するために、ビームサントリーは次のような目

標に向かって進んでいます。

スマートな選択と行動を促進するモデレーションや適性飲酒啓発プログラムに5億ドルを投資し、2030年までに3億人を超える消費
者とつながる

2030年までに主要カテゴリーで低アルコールとノンアルコールのイノベーションにおいてより多くの選択肢を提供することでモデレー
ションを支援します。

・ モデレーションや適性飲酒啓発プログラムを拡大していくために、モデレーションとより良い消費者動向の理解に焦点をあてた調査を

行いました。ここから得られた情報は、今後の私たちのプログラム推進に役立てられます。

・ 複数の新製品（Sipsmith FreeGlider、Lemon Sour Zero、Jim Beam Bourbon Sprizz）の新発売により、低アルコール製品とノンア

ルコール製品の選択肢が増えました。

・ 2021年には、189の試作品と100種類を超える原材料で試験を重ねた後に、シップスミスは英国で初めてのノンアルコール蒸溜酒であ

る FreeGliderを公表しました。

・ 日本においては2021年に、本格的なレモンサワーの味わいを、ノンアルコールで抽出した焼酎由来の濃厚なうまみで実現した「ノンア

ル晩酌」（ノンアルコールレモンサワー）の販売を開始しました。

・ Jim Beam Bourbon Sprizzは、低アルコール部門では当社初のバーボンウイスキーベースのRTDシリーズとして、2022年にドイツにお

いて発売されました。

■消費者とのつながりを構築する

■イノベーションを通じた選択肢の拡充
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2030年までに、すべての製品の栄養およびアルコール含有量の情報を、パッケージまたはオンラインで表示します。地域社会、消費者、
従業員、そして業界のパートナーのためにさらなる啓発プログラムとリソースを支援、展開します。

指導的地位にある女性の割合をグローバルで50%、米国では人種的および民族的にマイノリティな従業員の割合を45%に上げ、
2030年までに従業員の帰属意識を業界最高水準に引き上げます。

・ 責任ある飲酒のための国際同盟（IARD）の創設メンバーとして、ビームサントリーは、業界の同業者とともに、未成年者の飲酒と有害

な飲酒を防ぐことを目的に設定された高い業界基準を通じて、アルコール関連の問題解決に大きな進展をもたらしました。ビームサン

トリーは、国際的な適正飲酒推進の取り組みを進める非営利組織のメンバーでもあり、オーストラリアのDrinkwise（ドリンクワイズ）、

英国のDrinkaware、南アフリカのAWARE.org、米国のResponsibility.orgなど、アルコールによる大きなリスクに取り組む組織の活

動を支援しています。

・ ビームサントリーは、責任あるアルコールの飲用について消費者に伝えるためのグローバルプラットホームである、DrinkSmart.comに

おいてより多くのリソースと情報を提供していきます。このサイトは現在、当社のポートフォリオ内の全ブランドについて、カロリー、糖質、

脂質、炭水化物などの栄養成分情報と、標準的な分量あたりのアルコール含有量などの詳細を記載しています。

・ ビームサントリーは、米国とヨーロッパにおいて、製品の容器包装に栄養成分とアルコール含有量、ならびに未成年による飲酒や妊娠

中の飲酒、飲酒後の運転について警告する記号または文言の記載に向けて取り組みを進めています。

・ 2021年に新規採用した女性の割合は6%増加し50%となりました。米国の多文化従業員の割合は中間管理職と上級管理職レベルにお

いてともに4%増加しました。多文化人材の社内昇進の機会も拡大し、米国内の昇進においては19%となり、地域などをまたぐ昇進で

は21%となりました。

・ 2021年には、当社のエグゼクティブリーダーチーム向けにKorn Ferry’s Inclusive Leader Trainingプログラムを開始し、2022年には

100人のリーダーがプログラムに参加しました。このプログラムを通じて、リーダーはインクルーシブな職場をリードしサポートするため

の重要な能力とコンピテンシーを身につけるとともに、インクルーシブリーダーとして組織に与える影響を認識し理解することができる

ようになります。

・ さらに、当社の管理職は全員、個人目標に具体的かつ測定可能なDiversity, Equity & Inclusion（DEI）目標を設定することが義務付

けられており、当社の年間報奨制度では10％の重み付けで、自己開発を進め、より多様で公平かつ包括的な職場環境の実現に貢献す

る具体的行動を含める必要があります。

・ ビームサントリーは、採用候補者内において多様性があることを義務付けており、公平でインクルーシブな採用プロセスを支援し、既存

の人材を拡大し、より公平な機会と経験を促進するリーダーの説明責任を明確にしています。

・ 2021年、社員が自分の職業的・個人的な成長を主体的に行えるよう支援するため、リーダーと社員が共同で学習する環境と知識の共

有を促進することに焦点を当てた「Diversity Equity Inclusion Mentorship」パイロットプログラムを開始しました。このプログラムを

通じて、メンティーは個人の特定のニーズに基づいてメンターとマッチングされます。それぞれ独自の関係性を築いていますが、それぞ

れのリーダーの知識、スキル、経験から学ぶことで、新しいスキルセット、専門分野、従業員の成長と発展の機会につながる強い人間

関係を構築することを目的としています。2022年には、このプログラムは拡大され、年間を通じて定期的に実施する予定です。

■啓発におけるリーダーとして行動する

■エクイティ

COMMUNITY POSITIVE（地域社会への取り組み）

ビームサントリーは、企業、事業、地域社会を通してよりインクルーシブで公平な文化を促進しており、社会と環境にポジティブな影響

を与えるべく、スキル、時間、リソースを投入しています。目標は次のとおりです。
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2030年までに世界各地でのボランティア活動を累計で100万時間実施するとともに、飲食店をサポートし、より強力なコミュニティ
を構築し、社会正義を促進する取り組みや団体を支援し続けます。

・ ビームサントリーの従業員は、地域に変化をもたらすための地域組織との強力な関係の構築、地域への還元に熱心に取り組んでいます。

ビームサントリーのボランティアの取り組みは拡大し続けており、2022年4月には、第3回のグローバルイベント「Together for Good」

を開催し、流域保護から地域社会のニーズにあわせた取り組みまで様々な活動に世界中の人々が参加しました。

・ 2021年には、ビームサントリーケアデイプログラムを拡大し、ボランティアへの参加または社会活動への従事のために従業員に対し年

間最大3日の有給休暇を提供しました。

・ また、社員はBenevityプラットフォーム上にあるソーシャルグッドプラットフォーム「4Good」にアクセスし、ボランティア時間の記録、

リアルタイムの寄付、ボランティアイベントの企画・検索などを行うことができます。

・ ビームサントリーでは、人種、性別、性的指向、軍歴など、多様な側面から社会から疎外されたコミュニティを代表する12の

Employee Impact Groupとワークストリームをグローバルに展開しています。社員が自主的に運営するこれらのグループは、チーム内

や組織全体で重要な対話を促進し、帰属意識の向上やコミュニティの支援に役立っています。これらのグループは、教育セッションや

コミュニティに焦点を当てたパートナーシップを通じて、文化的・親和的な瞬間について学ぶだけでなく、人種・ジェンダー平等、交差

性、無意識の偏見などの重要なトピックについて率直な会話をする機会を定期的に従業員に提供しています。

■ボランティア

飲食店をサポートし、より強力なコミュニティを構築し、社会正義を促進するイニシアチブと組織への支援を継続します。

・ ビームサントリーは、ケンタッキー大学において「James B. Beam Institute for Kentucky Spirits」を設立し、スピリッツ業界で必

要な技能を網羅したカリキュラムを通じて次世代の蒸溜酒製造者、科学者、エンジニアを育ているために500万ドルを提供しました。

「James B. Beam Institute for Kentucky Spirits」の研究活動は、ケンタッキー州のスピリッツ業界の具体的なニーズに対応するよう

にデザインされています。この機関は、スピリッツ業界が直面する現在と将来の課題に対処するための総合的な共同研究も推進してい

ます。ケンタッキー大学とのパートナーシップは、サントリー水科学研究所の支援も受け、ケンタッキー州の蒸溜所全体の水の流域バ

ランスを整え、水の保全・保護活動を継続的にモニタリングすることを目的としています。

・ 2020年以降、長年のパートナーである、「ラテンアメリカ市民連盟（LULAC Institute）」と「We Are All Human（WAAH）」と協力し

て立ち上げた「A Fair Shot™」という複数年のイニシアチブを通じて、ホルニトステキーラは市民の差し迫ったニーズと長期的ニーズへ

の支援を行っています。食べ物と必需品を通じた基本的な、差し迫ったニーズへの支援に加えて、このプログラムではスペイン語を話す

コミュニティのメンバーに対し重要な市民情報を提供しています。

・ 2020年以降、当社の国際部門は、清潔で安全な飲料水を地球上のすべての人に届けるというミッションに関して、非営利の

charity;waterのパートナーとなっています。国際部門では、インド、モザンビーク、カンボジアなどの国々においていくつかの大規模

プロジェクトを支援しており、200,000人を超える人々に清潔で安全な飲料水を提供しています。

・ 2018年、クルーザンラムは「Island Spirit Fund」の設立を支援し、販売数量に上限を設けない形で、2018年以降5年間で販売され

たラム1ケースあたり1ドルを寄付することで、暴風雨により被害を受けた米国の地域社会の再建を支援しました。400万ドルを超える

資金が調達され、300棟を超える家が建てられ、1,800本を超える木が植えられ、湿地が保護されました。

・ ビームサントリーは、危機や自然災害時に助けを必要とする従業員や近隣の人々を支援することをコミットしており、2021年には、サン

トリーホールディングスと連携して、竜巻により壊滅的な被害を受けたケンタッキー州西部と他の数州の地域社会において支援と復興

を行う組織に対し100万ドルを寄付しました。2020年にも同様の活動を行っており、ビームサントリーを含むサントリーグループは、山

火事により被害を受けたオーストラリアの地域社会の復興を支援するために500,000AUDドルを寄付しました。

・ コロナパンデミックにおいて、ビームサントリーは従業員、パートナー、そして地域社会への支援に注力してきました。2020年、ビーム

サントリーは、ファーストレスポンダーや医療専門家に対し、40,000ガロンを超える手指消毒剤の生産と寄付を開始し、バーやレストラ

ン業界で働く人々を支援するために300万ドルを提供し、また世界各地でコロナ緊急支援を提供する組織や基金への寄付を行いました。

ビームサントリーのサステナビリテイ戦略は、厳格な行動倫理規範とグローバルシチズンシップポリシーに根ざした企業価値によって支え

られています。

Proof Positiveの詳細については、次のURLをご覧ください。

http://www.beamsuntory.com/sustainability

■慈善活動

DOING BUSINESS THE RIGHT WAY（正しく事業を行う）
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会社概要・理念

■エクセレンス

シャトー ラグランジュは、高品質なワインの製造を通して「生活文化」の発展に貢献してきました。記録によると、その歴史は少なくと

も1631年にまでさかのぼります。優良なワインは、フランス語でいうところの「テロワール」、つまり大地の恩恵であり、自然の賜物で

あることはいうまでもありません。1983年にサントリーグループに加わってからは、「人と自然と響きあう」というグループ理念を実践す

るため、ぶどうの木の手入れからびん詰め工程に至るまで、環境に最大限配慮しつつ、常に世界最高級のワインづくりに励んでいます。

Cha^teau lagrange S.A.S.

シャトー ラグランジュ

本社所在地 33250, Saint-Julien Beychevelle, France

設立 1983年12月15日

事業内容 ワインの製造・販売

ホームページ http://www.chateau-lagrange.com

品質管理と製品の安全性を徹底

「品質」という言葉には2つの意味があると考えます。1つ目はワインそのものの品質です。世界

中のお客様に私たちの情熱を伝え「エクセレンス」という理想を保証するため、統合農業の手法

に配慮しながら真の高級ワインづくりに取り組んでいます。ぶどう園が立地する「産地」の個性、

そして栽培する「品種」の個性を引き出すべく、果実が最適に成熟するようにぶどう園でのひと

つひとつの手入れを丹念に行っています。また、お客様の健康のために、ぶどう園では必要最

小限の農薬しか使わない減農薬栽培を徹底しています。

■品質への取り組み
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2つ目は、製造工程の品質管理です。シャトー ラグランジュではサントリーグループの品質方針「All for the Quality」および「サントリー

品質マネジメント規定」「サントリー品質スタンダード」に基づいた品質マネジメントを実践し、ぶどう栽培から醸造、瓶詰め、出荷まで

の全工程で品質管理を徹底しています。

品質管理の徹底

取引先との交流

トレーサビリティを強化

シャトー ラグランジュでは、高級ボルドーワインに特有の伝統的な販売システムを尊重していま

す。これは、「ラ・プラス・ド・ボルドー」で、特に「プリムール」と呼ばれる先物販売の期間中

にワイン商が買いつけを行うものです。商品はワイン商を介してお客様のもとに届けられるため、

トレーサビリティを維持し、またお客様からの反応を直接的に得ることは容易ではありません。

そこで、商品の追跡を可能にするため、すべてのびんのキャップシールにコード番号をつけてい

ます。製造工程においては多くの製品分析を実施し、記録します。原料に加え、ワインに使用さ

れるコルク・びん・ラベル・ケースなどすべての資材を検査し、その結果をコード番号で記録す

ることで、ワイン1本1本の履歴を一貫してトレースすることができます。

お客様・お取引先との交流

「プリムール」と呼ばれるボルドー特有のワイン先物買いシステムがあるため、生産者が消費者と直接接触する機会は限られています。し

かし、ワイン商によるワイン・テイスティングのイベントが世界各地で数多く行われているため、そうした機会にワイン愛好家の方 と々直接

交流することができます。シャトー ラグランジュの取引先である、ボルドーの120社ほどのワイン商とよい関係を維持することで、国際的

な販売促進ネットワークを利用し、世界中のお客様にワインをお届けしています。

■お客様との関わり
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訪問客の受け入れ

毎年、7,000名ほどのお客様がシャトー・ラグランジュを訪れます。訪問は予約制で、ワイン醸造学者、ソムリエ、シェフ、工業学校や

ビジネススクール関係者、ワイン鑑定家、ワインライターといった人々が見学やテイスティングを行います。専門家だけでなく、ワイン愛

好家の方々の訪問も歓迎し、葡萄畑、醸造施設、樽熟庫を巡りながら、ボルドー・グランクリュワイン造りをご覧いただいています。

訪問客の受け入れ

主なサステナビリティ活動

水使用量の削減

地球温暖化防止のためのCO2排出量の削減

水

CO2

シャトー ラグランジュでは、水資源の保全のため、水使用量を把握・改善し、徹底した節水活動を行っています。

シャトー ラグランジュは、フランスで初めてCO2排出量を測定した5つの醸造所のひとつです。温

室効果ガスを低減するため、常に製造工程の見直しに努めています。また、 樽熟庫の消費電力は、

2019年にに設置した800m2のソーラーパネルにより供給されています。

樽熟庫屋根に新設置された
ソーラーパネル
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ISO14001およびHVE (フランス農業・食糧省による環境価値重視認定) を取得

生物多様性の保全

原料

2005年から環境にやさしい統合農業のラベル「TERRA VITIS (テラ・ヴィティス)」の認証を受けていましたが、活動をさらに深化させ、

2017年からISO14001(国際標準化機構による環境マネジメントシステム規格)およびHVE(HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALEフ

ランス農業・食糧省による環境価値重視認定)の最高レベルであるレベル3を取得しました。これらの認証では生物多様性、植物病虫害

防除対策、肥料・灌漑管理など細部に亘る厳格な規制の遵守や年次監査が義務付けられています。環境と人の健康を守りながら、生態

学的に持続可能な手法で高品質のぶどう生産を継続していることが認められた証です。

また、現在約30haの試験区画で有機農法でのぶどう栽培も行っており、現在もHVEレベル3認定区画との比較を継続しています。

2020年の調査で、私たちの敷地には64種類の植物、54種類の鳥類が見つかりました。その後、私たちはさらなる生物多様性を育むた

めの5カ年プランを策定し、現在推進中です。生物の生息地を増やすため、敷地内にさらなる木を植え、垣根を増やし、新たな水場をつ

くります。自然の恵みなくして、シャトー・ラグランジュの存在・発展はあり得ません。自然を尊敬し、感謝し、自然・ワイン・人が共存

する未来を常に模索しています。

ISO14001の認証 HVE レベル3（フランス農業・
食糧省による環境価値重視認定

最高レベル）の認証

HVEロゴ
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再資源化とリサイクルを推進

安全の確保と健康の維持

容器・包装

人権

シャトー・ラグランジュでは、リサイクル素材の容器・包装を積極的に利用しています。2021年には従来の伝統的な木箱に加えて、リサ

イクル素材を利用した輸送用カートン箱での販売も積極的に開始しました。包装の軽量化を進めることで、輸送中の温室効果ガス削減

に寄与しています。

衛生・安全についての指針を定期的に確認し、情報共有を積極的に行うことで、スタッフ

の安全を確保しています。また、ぶどう畑や生産・出荷作業での負担を軽減するために、

パワーアシストスーツを導入しました。

■お客様との関わり

パワーアシストスーツの導入



368

広報活動の実施

地域社会との交流

生活文化

広報担当スタッフがイベント運営やイベントへの参加を通じて、各種団体、ジャーナリスト、ソムリエ、ワインスクールなどとの交流を図り、

「テロワール」の神秘や品質追求の取り組みについての理解を促進しています。

地元のスポーツイベント・慈善団体への寄付、シャトー庭園での音楽祭の開催など、積極的に地域社会との交流を図っています。

■地域社会に対する取り組み

ラグランジュでの音楽祭
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Weingut Robert Weil

ロバート ヴァイル醸造所

本社所在地 Mühlberg 5D-65399 Kiedrich Rheingau, Germany

設立 設立1868年／サントリーグループは1988年に出資

事業内容 ワインの製造・販売

ホームページ https://www.weingut-robert-weil.com

会社概要・理念

■つくり手としての最高品質へのこだわり

1868年の創業以来、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世も愛飲したという「ロバート ヴァイル ワイン」の

名声を140年以上にわたり支え続けているのは、高品質を追求するフィロソフィです。ドイツが誇

る高級品種「リースリング」にこだわり、すべての畑でリースリングのみを栽培し、醸造・瓶詰まで

を自社で行います。品質の追求に妥協は許されません。ドイツのキードリッヒ村にある私たちの畑

ではブドウの仕立てから栽培まで厳しい管理のもとに行い、収穫作業もすべて手で行われます。醸

造も可能な限り自然に行われ、ワインの熟成はその味わいのタイプによってステンレスタンクや樽な

どで別々に行われます。

その努力が結実し、世界各国の評論家からドイツのリースリング栽培のシンボルであるとみなされ

ています。

安全・安心で高品質な商品を提供

お客様に安心してご愛飲いただける安全な商品を生産・提供し続けるしくみをつくることは、ロバー

ト ヴァイル醸造所の経営上の最重要課題です。品質に対して厳しい自己規制を志向する生産者だ

けが入会できるドイツ高級ワイン生産者連盟にも加盟し、特に栽培と醸造工程において最高の品質

を追求しています。

■環境への取り組み

主なサステナビリティ活動

水

容器・包装

環境にやさしい方法でぶどう栽培を行っています。有機肥料のみを使用し、除草剤は使用していません。また、ぶどうの特性を活かし、

害虫や病気から守っています。さらに、水の節約など、環境への配慮を意識した活動を推進しています。

ガラス、カートン、粘着テープ、キャップシールなどの包装材は、リサイクル可能な素材を使用しています。
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■ビジネスパートナーに対する取り組み

■従業員に対する取り組み

人権

生活文化

包材の調達や倉庫の改装・びん詰めラインなどの設備投資の発注先などに関して、品質保証上の安全性を最重要視しながら、公平かつ

公正な競争機会を提供しています。

地域の公共機関やワイン連盟、さらにはラインガウ地区にある他のワイナリーとの緊密な

交流を図り、地域活動に積極的に取り組んでいます。

従業員約30名の小規模なワイナリーですが、ノウハウを蓄積した従業員に長期的に勤務して

もらうために、満足度の高い労働環境を整備しています。従業員の産休および育休（ドイツ

労働法で認められている数カ月の有給休暇）取得を促進しております。

従業員に対して各人の能力開発やキャリア支援に積極的に取り組んでいます。研修や能力開発が最も重要な投資の一つと考えています。

多様な働き方の支援

キャリア支援

地域社会への貢献活動

ロバート ヴァイル醸造所の従業員
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会社概要・理念

■TOYOTAとSUNTORY― 両社のこれまでの活動内容

・ トヨタは、1989年からバイオに関する基礎研究を開始。2001年専門組織としてバイオ・緑化事業部を設置してからは、豪州植林、

都市緑化、花卉製造、畜産バイオマスなどのバイオ・緑化事業を進めてきました。特に都市緑化の分野においては、「スマートグリー

ンパーキング」「スマートグリーンウォール 」など地球環境に貢献する多数の緑化商品を発表してきました。

・ サントリーは、2008年、環境緑化部を設立し環境緑化事業に参入。「街を緑へ」をコンセプトに2009年4月にはサントリーミドリエ

株式会社として独立分社化を果たしました。独自に開発した土に代わる新素材の「パフカル」を使用した画期的な屋内外の緑化システ

ムにより、「緑のある快適な空間づくり」の提案を続け、2010年の上海万博に採用されるなど、中国においても、高い評価を受けて

いました。

・ その両社が2012年4月に中国上海でトヨタサントリーミドリエ（上海）園芸有限公司を設立。以降、中国を中心に13の国と地域で環

境緑化事業を展開しています。

トヨタサントリーミドリエ（上海）園芸有限公司

本社所在地 上海市長寧区婁山関路555号長房国際広場2304室

設立 2012年4月

資本金 US$ 196,000

売上高 2億2,900万円（2021年度）

従業員数 7名

事業内容
環境緑化システム「花のかべ」「森のかべ」「ミドリエデザ
イン」等の製造・販売・メンテナンス、オゾン浄化塗料

「Ozoeater」製品の製造・販売

ホームページ http://www.suntory-midorie.com/jp/

国内最大級の「花のかべ」（京都）
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■Green to Blue ― 緑の意味を、緑の価値を、変えていく緑

■Ozoeater ― 空気をキレイに

土に代わる新素材「パフカル」の開発からはじまった、ミドリエの都市緑化。この新しい土壌に、壁面緑化システム「花のかべ」を組み

合わせ、都市に生きる人が緑を絶やさない環境づくりに参加できるしくみをかたちにしました。置くだけの緑、飾るだけの緑から、自由

にデザインできる緑へ。この青い星のために、一番貢献できるのは、都市の緑化だと信じて。

「Ozoeater」はトヨタ自動車㈱とアイシン化工㈱が開発した、有害物質であるオゾンを酸素に分解する性能を有する塗料であり、高い

空気浄化性能が確認されています。トヨタサントリーミドリエでは、2022年よりこの塗料を活用した製品の製造・販売を本格的に開始。

新たな環境貢献ビジネスに取り組み始めました。

主なサステナビリティ活動

■サステナビリティ経営の推進

壁面・室内緑化に最適な緑化プランを提案

■お客様との関わり

私たちの事業そのものが地球環境への貢献につながり、グループ企業理念「人と自然と響きあう」にも重なっています。そのため事業

の拡大・成長こそが本業を通じたサステナビリティ経営であると考えています。

コーポレート・ガバナンスについては、経営会議を通じて迅速な意思決定と業務執行を図り、経営を取り巻くさまざまなリスクについて

は未然防止と早期対応を行う体制を整えています。また、グループ企業倫理綱領に基づいてコンプライアンス意識の徹底を図り、コン

プライアンス経営を全従業員で推進しています。

トヨタサントリーミドリエ（上海）園芸有限公司は、土に代わる新素材「パフカル」をベースに、植物の生育に適した緑化資材を開発す

るとともに、豊富な植栽バリエーションを整え、壁面・室内緑化に最適な緑化プランを提案しています。

中国のレクサス販売店

CO2削減効果

健康・心の豊かさ

■サントリーサステナビリティビジョンに対する取り組み

CO2

健康

2012年の設立以降の10年間で、延べ2,500件・50,000m2以上の壁面緑化を導入し、1年あたり170トン以上のCO2を削減しています。

壁面緑化は、空気浄化、消音、湿度維持に加え、リラックス効果、心地よさなど、人々の健康と心の豊かさにも貢献しています。
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人材育成

人権

従業員一人ひとりが自らの人生設計の中で能力を開発し、それを社業に発揮できるよう、現場で個々の能力を最大限に発揮できる育成・

支援を行っています。また、公平な評価と成果に応じたメリハリある処遇によって、従業員の努力に報いることができる人事制度を運

用しています。

国内外のお取引先と情報・意見交換

空気浄化への取組

■お取引先への取り組み

■その他環境への取り組み

トヨタサントリーミドリエ（上海）有限公司は、資材や苗などの調達先と積極的にコミュニケーションを取っています。資材については、

生産現場で品質基準を守っているかを確認するとともに、情報・意見を交換しています。

また、現場での施工や販売を担う代理店とも定期的にコミュニケーションを取り、お客様への商品・サービス提供時の品質向上に努め

ています。

Co2、CH4（メタン）に次ぐ温室効果ガスであるO3（オゾン）を半永久的に酸素に直接分解するオゾン浄化塗料「Ozoeater（オゾイーター）」

をトヨタ自動車とアイシン化工が共同開発。オゾン汚染が深刻化している中国、アジアの空気浄化を目指し、Ozoeaterをパフカルに塗

布したOzoeaterパフカルを商品化しました。また、Ozoeaterはアンモニアや硫化水素による臭い成分に対して、99%以上の消臭効果

もあるため、様々なシーンでOzoeaterを活用頂けるよう、商品化を進めています。

オゾンとは?

Ozoeaterの事業化
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心に緑の火を灯す活動

生物多様性への取り組み

トヨタグループ、およびサントリーグループ従業員の環境意識・エコマインドを醸成するため、両社のオフィスや工場に壁面緑化を導入

するとともに、両社グループ従業員に苗付きのパフカルを配布しています。この苗付きパフカルの配布により、一人ひとりが植物を育て

る中で、癒しや活力を得られるだけでなく、「環境問題について意識が高まった」といった嬉しい声を数多く頂戴しています。

2010年11月にオープンした、ヨドバシカメラ「マルチメディア京都」の壁面に採用された当社の緑化システムは、総面積1,120m2の「花

のかべ」です。このプロジェクトでは、生態系への配慮の観点から地元京都の「糺の森」に生育する植物を中心に企画・施工しています。

また、中国広州にある広汽トヨタ自動車有限会社（GTMC）では、工場と地域生態系の良好関係を築くという目標を持ち、地域の生物

多様性の保護に力を入れるため、2020年に園内に地元の植物を植えたビオトープを建設しました。トヨタ自動車㈱との取り組みの一

環として、トヨタサントリーミドリエもこの建設プロジェクトに参画しています。

心に緑の火を灯す活動
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企業活動のグローバル化が進み、企業の人権への取り組みに対して、社会からの関心が高まっています。また、サントリーグループにとっ

ても、サステナビリティビジョンへの取り組みにあたり、ステークホルダーの人権を尊重していくことが極めて重要だと考えています。人

権に配慮した活動を推進するため、人権方針を策定し、従業員やサプライチェーン、地域社会に対する働きかけを行うなど、従来の取

り組みを一層強化しています。

人権デュー・ディリジェンスの推進については、活動推進を担う「人権ワーキングチーム」で定期的に戦略策定や活動進捗確認を行って

おり、適宜グローバルサステナビリティ委員会で進捗を報告しています。グローバルサステナビリティ委員会では、2021年には6月と8

月の計2回、社内およびサプライチェーンの人権テーマを取り上げました。その中で、外部有識者や人権NPOとも協議を行い、彼らの意

見を考慮した形で社内における議論を行いました。日々のオペレーションに関しては、自社およびサプライチェーンにおいてサステナビ

リティ経営推進本部副本部長兼サプライチェーン本部副本長が責任を負っています。推進部署として、サステナビリティ経営推進本部で

は人権担当グループ（課長＋メンバー）、サプライチェーン本部ではサステナビリティ推進グループ（専任部長＋課長＋メンバー）が推進

任務を負って活動しています。

サステナビリティ担当役員が人権テーマに関する責任を負います。サステナビリティ担当役員の評価には、人権テーマにおける活動も含

まれており、取り組み推進のインセンティブになっています（特に強制労働と児童労働を重要なテーマとして取り上げています）。

同様に、サステナビリティ経営推進本部内にて人権担当のシニアマネージャーは自身の評価に人権テーマにおける活動が含まれており、

取り組み推進のインセンティブになっています。

グループ全体のリスクマネジメントを推進するグローバルリスクマネジメント委員会と連携し、人権リスクについては企業経営における優

先順位の高い最重要課題として評価し、定期的な情報共有や議論を行っています。また、必要に応じて人権専門の弁護士など外部有

識者との連携・コミュニケーションを図っています。

グローバルサステナビリティ委員会やグローバルリスクマネジメント委員会で議論された内容は、適宜取締役会にて報告を行っています。

また、従来の国内人権課題への対応については引き続き中央委員会と各事業所の人権推進委員で構成する「人権教育推進委員会」の

中で実施しています。

サステナビリティへの取り組み

人権の尊重

人権デュー・デリジェンスの実施
■人権尊重を推進する体制とプロセス

推進体制とプロセス

取締役会の監督

企業のリスクマネジメントへの統合

■推進体制

サントリーグループでは、人権デュー・ディリジェンスにおける活動を以下の体制とプロセスの下、グローバルに推進しています。
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■推進プロセス

■ステークホルダーの特定

人権デュー・ディリジェンスを進める上で関連ステークホルダーの特定やエンゲージメントが重要と考えています。こちらで示すステー

クホルダーとは、負の影響を受け得る人権を有する人（ライツホルダー）およびその他関連ステークホルダー（NGO・NPO、有識者など）

も含みます。その特定に当たって、外部の人権有識者と連携し、当社の事業構造を考慮した形での主要なステークホルダーを特定し

ました。

①自社の従業員、製造委託の従業員、工場周辺の地域社会

②取引先の従業員（サプライヤー、農園）、取引先の工場・農業周辺の地域社会

③投資家、格付け団体

④NGO、有識者

⑤お客様

コミットメント
■人権方針の策定

サントリーグループは、人権についての活動方針を定め、その遵守に努めています。

また、社内においては「企業倫理綱領」、サプライチェーンにおいては「サプライヤーガイドライン」を制定し運用しています。

サントリーグループは「人と自然と響きあう」を使命に掲げ、人々の豊かな生活を創造していくと同時に、社会や自然との共生、

そして人間の生命が輝く社会の実現に貢献します。

私たちは、事業を行う過程で、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、ビジネスに関わる全ての人

の人権を尊重するために、「サントリーグループ人権方針」（以下、本方針）をここに定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。

 

サントリーグループ人権方針
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1.基本的な考え方

社会の一員である企業として、すべての活動において人権尊重の重要性を認識しています。私たちは、国連「ビジネスと人権に関

する指導原則」（UNGPs）を実行の枠組みとしてとらえ、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守します。

国際的に認められた人権と各国の法令に矛盾がある場合には、以下の国際的な人権原則を最大限に尊重するための方法を追求

します。

・国連「国際人権章典」

・OECD（経済協力開発機構）「多国籍企業行動指針」

・ILO（国際労働機関)「多国籍企業宣言」、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」

2.適用範囲

本方針は、サントリーグループのすべての役員と従業員に適用します。また、サントリーグループは、自社の製品・サービスに

関係するすべての取引関係者に対しても、本方針の理解・遵守を求めます。

3.人権尊重の責任

サントリーグループの事業活動が社会に負の影響を及ぼす可能性を完全には排除できないことを認識しています。我々は、自ら

の事業活動において影響を受ける人々の人権を侵害しないことに努め、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた

場合は是正に向けて適切な対応をとることにより、人権尊重の責任を果せるサプライチェーンを築いていきます。

4.人権デュー・ディリジェンス・救済

サントリーグループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、サントリーグループが社会に与える人権に対する負の

影響を特定し、その未然防止および軽減を図ります。また、サントリーグループの事業活動が、人権に対する負の影響を直接

に引き起こしたことが明らかとなった場合、または取引関係等を通じた間接的な影響が明らかとなった場合、あるいは明らか

ではなくとも負の影響が疑われる場合には、国際基準に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。

5.情報開示

サントリーグループは、自らの人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、ウェブサイトなどで開示します。

6.対話・協議

サントリーグループは、本方針を実行する過程において、独立した外部の専門家からの助言を受け、ステークホルダーとの対話

と協議を真摯に行います。

7.教育・研修

サントリーグループは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、適切な教育・研修を行います。

8.責任者

サントリーグループは、本方針の実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実効性を担保します。

9.人権における重点テーマ

サントリーグループは、サントリーグループ企業倫理綱領に定める項目を人権遵守における重点テーマとして位置づけます（以下

サントリーグループ企業倫理綱領を抜粋）。

● 児童労働・強制労働

あらゆる企業活動において、児童労働、強制労働その他不当な労働慣行を認めません。

● 差別・ハラスメント

個人の人権と人格を尊重し、人種、宗教、性別、性的指向、年齢、国籍、言語、障がい等を理由とするあらゆる差別およびハラス

メントを排除して、公正な処遇がされる職場環境をつくります。人権侵害が発覚した場合には、当事者のプライバシーを守りつつ、

再発防止を含め速やかに適切な対応をとります。
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● 結社の自由

結社の自由と団体交渉に関する、従業員の基本的権利を尊重します。

● 働きやすい職場環境

心身ともに健康で、安全かつ安心していきいきと働くことができる職場環境を築くとともに、仕事と生活の調和の取れた働き方を

推進します。

● 風通しの良い職場風土

多様な個性を持つ、すべての人が率直に意見や行動を示せるよう、互いの考え方や立場を尊重し、自由闊達で風通しの良い職場

風土の醸成に努めます。また、サントリーグループ内の活発なコミュニケーションを通して、一体感のある協調的な関係を構築し

ます。

● 挑戦と成長

一人ひとりが仕事に誇りと責任を持ち、自律的に目標にチャレンジし、自身の成長を実現します。

本方針は、当社の取締役会の承認を得ており、代表取締役社長 新浪 剛史により署名されています。

2019年7月10日

以上

事業活動を行う上で、自社およびサプライチェーンにおいて脆弱な立場の人 （々女性、子供、移民労働者等）の人権を特に意識する

ことが重要と考えており、国連グローバルコンパクト署名企業として「女性のエンパワーメント原則」、「子どもの権利とビジネス原則」、

「すべての移住労働者とその家族の権利の保護に関する国際条約」などのグローバルな枠組みを意識した人権デュー・ディリジェンス

を推進しています。さらに、サントリーグループのサプライヤーについても同様に脆弱な立場の人々の人権の尊重について取り組むこ

とを期待しています。

また、土地の所有権、水アクセスの権利および原住民の権利を守ることも重要と考えており、VGGT（国家の食料安全保障の文脈に

おける土地、漁業、森林の保有に関する責任あるガバナンスのための任意ガイドライン）、 IFCフォーマンススタンダードILO先住民及

び種族民条約（第169号）などのグローバルな枠組みを意識して人権デュー・ディリジェンスを推進します。さらに、 ILOの労働基準

の尊重も含めて、サントリーグループのサプライヤーについても同じように尊重を期待しています。

人権擁護者が果たす重要な役割を理解し、人権擁護者を対象にしたあらゆる差別や暴力を一切認めず、サントリーグループのサプラ

イヤーにも同じ姿勢を要請します。また、人権デュー・ディリジェンスを推進する上で人権擁護者は協働できるステークホルダーとし

て位置づけています。

アセスメント
■人権リスクの課題特定

「サントリーグループ人権方針」の策定に当たり、有識者との協力の元、グローバルにおける事業活動にとって重要な人権テーマを6

つ特定しました(上記人権方針に記載）。そのプロセスとして、自社工場の構造、製品の原料となる農産物を中心としたサプライチェー

ンの特徴を理解し、さらに外部の様々な人権関連報告書からの情報を活用しました。今後の行動計画策定に向け、6つの切り口を中

心に社内およびサプライチェーンを対象としたリスクアセスメントを進めています。

また、グローバルにおける継続的な人権リスクの特定を進めるために、2019年と2020年には人権NPO（CRT）、IHRB、デンマー

ク人権研究所、UNDPなどのグローバル組織の代表者と有識者ダイアログを行い、当社として意識すべき人権リスクについて議論す

ると共に、当社の人権デュー・ディリジェンス戦略に活かしています。例えば、グローバルにおける移民労働者に関する強制労働リス

クの高まりを受け、日本国内においてもリスクを特定すべきというアドバイスを頂き、2021年末に国内グループ会社である井筒まい泉

社の移民労働者（外国人技能実習生）の第三者インタビューを実施しました。

上記に加えて、リスク特定の強化を図るために、グローバルリスクコンサルティング会社のVerisk Maplecroft社のリスクデータも活

用しています。
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● 社内

人権デュー・ディリジェンスにおける「リスクアセスメント」を推進するために、グローバルリスクコンサルティング会社のVerisk 

Maplecroft社と連携し、一般的な国・業界データを用いて自社のグローバルでの90工場が立地する国における潜在リスク評価を実施

しました。

潜在リスク評価の結果（総合※）

Lowリスク 61工場 68%

Midリスク 21工場 23%

Highリスク 8工場 9%

Very highリスク 0工場 0%

※対象人権リスク：児童労働、強制労働、労働時間、適切な賃金と福利厚生、差別・虐待・ハラスメント、結社の自由・団体交渉、救済へのアクセス、健康・

安全性

その中でも、児童労働・強制労働の観点でHighリスク地域に立地している工場の国は、インド、ベトナム、メキシコ、タイ、マレーシ

アでした。

今後はHighリスク地域に立地する工場からスタートし、実態把握を確認するためのインパクトアセスメントを実施していきます。

● サプライチェーン

人権デュー・ディリジェンスにおける「リスクアセスメント」を推進するために、グローバルリスクコンサルティング会社のVerisk 

Maplecroft社と連携し、一般的な国・業界データを用いて自社が購買する主要原料における潜在リスク評価を実施しました。（主要原

料×産地の組み合わせで計124パターン）。

潜在リスク評価の結果（総合※）

Lowリスク 21品目 17%

Midリスク 58品目 47%

Highリスク 37品目 30%

Very highリスク 8品目 6%

※対象人権リスク：児童労働、強制労働、労働時間、適切な賃金と福利厚生、差別・虐待・ハラスメント、結社の自由・団体交渉、救済へのアクセス、健康・

安全性

その中でも、児童労働・強制労働の観点でVery highリスクかつVery highインパクト（購買高の多い）品目は下記のとおりでした。

【強制労働】コーヒー、ウーロン茶、エタノール、砂糖

【児童労働】コーヒー、砂糖

今後は児童労働、強制労働においてVery highリスクかつVery highインパクト品目からスタートし、実態把握のためのインパクトアセス

メントを実施していきます。

■人権リスクの評価

リスクアセスメント

前述の人権NPO、有識者、グローバルデータから特定した人権リスクについて、具体的な評価を行うためにSedexのSAQおよび評

価ツール、SMETA情報、そして第三者インタビューなどを通じてリスクの評価を行っています。その評価の中には、地理的・経済的・

社会的観点を考慮し、特定の人権リスクが起きやすい地域やライツホルダーの観点が含まれています。それを元に、リスクの高いと

ころから評価・是正取り組みを推進しています（サプライヤーでの重要指摘事項への是正対応、移民労働者へのインタビューなど）。
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● 社内

自社工場におけるインパクトアセスメント

自社工場における人権リスクの可視化およびマネジメント強化を行うべく、22年の上半期に日本全20工場（ビール事業、スピリッツ事業、

飲料事業）および海外の潜在リスクの高い地域に立地しているスピリッツ・飲料の6工場（インド、メキシコ、ベトナム、タイ、マレーシア）

に対してSedexを導入し、①労務管理、②安全衛生、③ビジネス倫理、④環境、の4つのカテゴリーの潜在リスクに対する管理能力を

確認しました。

（工場数）

潜在リスク 管理能力

高 中 低 高 中 低

日本 0 2 18 20 0 0

インド 0 1 0 1 0 0

メキシコ 0 1 0 1 0 0

マレーシア 0 1 0 0 1 0

ベトナム 0 1 0 1 0 0

タイ 0 2 0 2 0 0

上の図の通り、26工場中、潜在リスクに対して25工場が「高」管理能力、1工場が「中」管理能力、そして「低」管理能力の工場はなし

という結果となりました。

当社が重要人権リスクと位置付けている強制労働と児童労働に関しては、ハイリスク地域として位置づけている「インド、メキシコ、ベト

ナム、タイ、マレーシア」に立地する工場についてリスクの顕在化を示すデータは見つかりませんでした。

・児童労働 

15歳未満または18歳未満の労働者がいないため、児童労働のリスクはないと考えています。

・強制労働

複数の移民労働者が海外の1工場にいることを確認しました｡ 現在､実態把握を行っています。

「高」管理能力以外の工場については、今後の顕在化リスクを踏まえ、重要人権リスクを意識し、更なるマネジメント強化を推進していき

ます。 また、22年下半期は残り海外全工場（スピリッツ事業・飲料事業）にもSedex導入を拡大し、グローバルの主要事業全工場での

展開を目指し、来年以降は継続的なマネジメントにつなげる予定です。

● サプライチェーン

サントリーグループは「サステナブル調達基本方針」を制定し、ビジネスパートナーと連携しながら、サプライチェーン全体での人権尊

重への取り組みを進めています。

Sedexによるインパクトアセスメント

2019年6月、世界最大のサプライヤーエシカル情報の共有プラットフォームである「Sedex」に加入しました。サプライヤーに対して

Sedexへの加盟、SAQ※質問への回答など情報共有の要請を進めています。SAQでは、児童労働や強制労働などを含む人権に関する

質問をはじめ、労働環境や安全衛生に配慮しているかを中心にサプライチェーンに潜在する社会リスクの評価を行っています。2021年

11月時点で、1000以上の製造拠点を含む主要サプライヤー約650社のSedex加入を確認しており、今後も全ての主要サプライヤーに対

し、Sedexへの加盟案内を進めます。また、SAQによるリスク評価の結果を踏まえ、地域別で取り組みの優先順位を決定した上、行動

計画の策定と取り組みの推進を進めます。

※SAQ:Self-Assessment Questionnaire

インパクトアセスメント状況

Sedexが提供するツールを活用し、潜在リスクと顕在リスクの特定を行っています。具体的には、SAQでサプライヤーの潜在リスクと潜

在リスクの管理能力を評価しています。また、Sedex上で確認出来る第三者監査情報を基に顕在リスクを把握しています。

インパクトアセスメント
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サプライヤーの潜在リスク（2022年4月時点）

2022年上半期もSedexを通じた評価を進め、潜在リスク評価を実施することができた製造場は1094件となっています（11月と比べて

26件増）。

（製造場数・割合）

2022年4月 変化 2021年11月

Low 245 22% 42 203 19%

Medium 636 58% 8 628 59%

High 73 7% -9 82 8%

回答中 140 13% -15 155 15%

合計 1094   26 1068

サプライヤーの顕在リスク（2022年4月時点）

顕在リスクとして特定できた重要指摘事項は累計208件となっています（11月と比べて28件増）。

アンケートによる確認

上記Sedex未加入のサプライヤーに対しては、サステナビリティ調達アンケートを実施しています。既存のサプライヤーに限定せず、新規

に取引を開始するサプライヤーにも同様に確認しています。

また、サントリーグループでは、海外グループに対して「サントリーグループ・サプライヤーガイドライン」を共有するとともに、海外グルー

プ会社が参加する「グローバル調達会議」で各社のサステナビリティに対する取り組みを確認しています。

移民労働者に関する人権デュー・ディリジェンス実施

2019年にコー円卓会議日本委員会（以下、CRTという）が主催した個社別での海外有識者とのダイアログにおいて助言をいただき、日

本における重要な人権問題の一つである外国人技能実習生を含む移民労働者の労働環境について、状況把握を進めています。

グループ会社のうち、外国人技能実習生受け入れを把握した井筒まい泉の都筑工場、高津工場で、第三者の立場としてCRTに依頼し、

人権インパクトアセスメントとして、2021年、外国人技能実習生を対象に対面でヒアリングを実施しました。インタビュー相手が外国人

かつ女性ということを考慮し、発生し得る特に重要な人権リスクを特定したうえでそれに基づいた直接インタビューを実施し、発言の匿名

性を担保する形でライツホルダーが自由に意見を言いやすい形で対話を行いました。その結果、CRTの石田事務局長より、現時点におい

て特段懸念すべき人権課題はなく、家族的な雰囲気での信頼関係が築かれているとの評価コメントをいただきました。更なる職場環境

整備をめざし、円滑なコミュニケーションを実施し、今後も良好な体制を継続していきます。
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是正に向けた取り組み

■是正のプロセス

人権方針に記載しているように、当社にとっての人権における重要テーマの中には児童労働・強制労働、差別・ハラスメント、結社の

自由、働きやすい職場環境（安全衛生）が含まれています。SedexのSAQの中で各重要テーマと関連する数多くの設問を特定し、自

社工場とサプライチェーンにおける評価と継続的なモニタリングに活用しています。現在は購買高の70%以上を占めるサプライヤーの

Sedexを通じた継続的なモニタリングを実施しており、顕在リスクを特定できたサプライヤーに対してより強いエンゲージメントを行っ

ています。そのモニタリングプロセスの中には、サプライチェーンに関するSMETA監査情報も含まれており、現地労働者へのインタ

ビューも含まれています。このような形でライツホルダーの声を極力活かす取り組みを行っています。

SedexおよびSMETA情報を活用した当社の是正のプロセスは以下の通りです。

潜在リスクの場合

1.目標: 潜在リスクの回避対応が取れている

2.指標: Sedexのリスクスコアと管理能力スコア

3.納期: 定期的（半年1回程度）に、リスクスコアと管理能力スコアをチェックし、取引先様の改善活動状況を確認する

顕在リスクの場合

1.目標: 顕在化リスクをゼロ化する

2.指標: 第三者監査での重要指摘事項

3.納期: 6 ヶ月以内に、指摘事項が解消されていることを確認する

是正に向けた取り組み推進の一環として、サントリーグループの事業活動が、人権に対する負の影響を直接に引き起こしたことが明

らかとなった場合、または取引関係等を通じた間接的な影響が明らかとなった場合、あるいは明らかではなくとも負の影響が疑われ

る場合には、国際基準に基づいた対話と適切な手続きを通じてその是正に取り組みます。さらに、サントリーグループのサプライヤー

にも是正に取り組むことを期待します。また、是正を実施するために、外部人権有識者（NPO）、Sedexなどの外部組織と連携し、

発見した課題についてサプライヤーと対話を行い、是正に取り組みます。

サプライヤーの潜在リスク（2022年4月時点）

上記で示したSedexで確認できる潜在リスクについては、潜在リスクに対する製造場の管理能力も併せて評価し、「高リスク＋低管理能

力」の製造場を中心に直接的なエンゲージメントを行い、管理能力を上げるための働きかけをしています。その結果として、サプライヤー

へ働きかけを開始した2021年1月以降、2022年4月末時点では管理能力が10% ～ 50%向上した製造場数が158件（全体の18%）あり、

2021年11月末時点から41製造場増加しています。これからも引き続きサプライヤーとのエンゲージメントを継続しながら管理能力を上げ

るための改善活動を推進していきます。

サプライヤーの顕在リスク（2022年4月時点）

上記で示したSedex上で確認出来る第三者監査結果としての重要指摘事項については、サプライヤーと直接コミュニケーションを取り、

指摘された課題が指摘されてから6か月以内に是正されていることの確認を進めています。2022年4月末時点で特定した累計208件のう

ち、175件が既に是正されたことを確認しました。残件に関しては引き続きサプライヤーとのエンゲージメントを継続しながら改善活動を

推進していきます。
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以下の人権重要テーマについて、SedexのSAQ回答内容を全て確認し、潜在リスクのある回答内容の確認を行いました。同時に、

SMETA監査での指摘事項の確認を行い、潜在リスクが顕在化していないか、顕在化している場合は是正処置の状況をサプライヤー

にエンゲージメントを行い、確認しています。

● 児童労働防止の取り組み

児童労働はサプライチェーンにおける重要人権リスクの一つと位置づけており、SedexおよびSMETA情報を通じてサプライヤーとのマネ

ジメントを強化しています。例えば、Sedexでの設問を活用し、直接労働者と間接労働者において児童労働に該当する恐れのある労働

者がいるか確認を行っています（15才未満労働者）。 また、SMETAを通じて実際に行われた現場監査を元に労働者の年齢確認がしっ

かり行われているかを確認し、課題が顕在化かつ未是正の場合は是正に向けたエンゲージメントをしています。

約1000工場のSAQ回答内容を確認した結果、15歳以下の児童労働はありませんでした。16-17歳の労働者がいる工場は5%ありました。

SMETA監査の指摘事項でも17歳の労働者の指摘が1件ありましたが、現地法上問題ないことを確認しました。

その他、労働者の年齢記録の不備の指摘が4件ありましたが、サプライヤーにエンゲージメントを行い、記録方法が是正されている事

を確認しています。

● 強制労働防止の取り組み

強制労働はサプライチェーンにおける重要人権リスクの一つと位置づけており、SedexおよびSMETA情報を通じてサプライヤーとのマネ

ジメントを強化しています。

1） 採用手数料

約1000工場のSAQ回答内容を確認した結果、労働者の採用手数料負担について取組みがない、との回答が1%ありました。また、労

働者が何らかの費用負担をしている、との回答が3%ありました。SMETA監査の指摘事項でも、労働者の採用手数料負担に関する指

摘が2件ありましたが、規定改定により対応済みである事を確認しました。同様に、賃金減額に関する指摘が3件ありましたが、現地法

上問題となる控除はないことを確認しました。

2） 賃金

約1000工場のSAQ回答内容を確認した結果、残業代に課題がある回答が8%ありました。

また間接雇用者の最低賃金の把握に課題がある事も判明しました。SMETA監査の指摘事項でも賃金に関する指摘が21件、残業の管

理に関する指摘が25件ありました。

サプライヤーにエンゲージメントを行い、未是正の賃金問題に関する確定事例はない事を確認しています。

3） 行動の自由

SAQ回答からもSMETA監査からも、行動の自由に関するリスク情報は見つかりませんでした。

● 結社の自由と団体交渉侵害防止の取り組み

結社の自由と団体交渉はサプライチェーンにおける重要人権リスクの一つと位置づけており、その侵害防止のためにSedexおよび

SMETA情報を通じてサプライヤーとのマネジメントを強化しています。例えば、Sedexでの設問を活用し、サプライヤーでの意思決定に

反映出来る労働者が参画可能なプロセスや組織の有無、労働組合の有無を確認しています。 また、SMETAを通じて結社の自由と団体

交渉が遵守されているかを確認し、課題が顕在化かつ未是正の場合は是正に向けたエンゲージメントをしています。

SAQデータの結果、労働者が使用可能な会社の意思決定に反映出来るプロセス、組織、取り決めの有無という重要ポイントについて、

整備されていない製造場数は12%でした。また、SMETA監査のデータとして結社の自由と団体交渉に関する指摘事項が3件ありました

が、是正が既に行われていることを確認しています。

● 安全衛生の取り組み

安全衛生はサプライチェーンにおける重要人権リスクの一つと位置づけており、その安全衛生推進のためにSedexおよびSMETA情報を

通じてサプライヤーとのマネジメントを強化しています。例えば、Sedexでの設問を活用し、安全衛生に関する方針の有無、重大労災の

有無、火災安全訓練の参加者人数、 安全衛生強化に向けたサプライヤーの既存取り組みなどを確認しています。 また、SMETAを通じ

て同様の確認を行い、課題が顕在化かつ未是正の場合は是正に向けたエンゲージメントをしています。

SAQデータの結果、過去12か月間における記録された事故数が100件を超えた製造場は2%でした。また、重大事故が20件以上

発生した製造場は1%でした。このようなハイリスク製造場に対して労働安全強化に向けたエンゲージメントを行っていきます。また、

SMETA監査のデータとして、指摘事項が64件ありましたが、その中で55件が既に是正が行われていることを確認しています。未是正

の9件に関しては引き続きサプライヤーへのエンゲージメントを行います。SedexのSAQ回答とSMETAの指摘事項から分かった安全衛

生に関するリスクについての是正対応を他のサプライヤーにも情報共有し、安全衛生の管理強化を図ります。
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● 土地の権利への取り組み

土地の権利に関する人権リスクを把握するためにSedex情報を通じてサプライヤーとのマネジメントを強化しています。具体的には、

Sedexでの設問を活用し、サプライヤーの製造場を建設する前にその土地が住宅として利用されていたかを確認しています。

SAQの結果、工業用サイトに転換する前は住宅用建物として利用されていた土地が1%ありました。その転換が土地の権利侵害につな

がった可能性があるかについてサプライヤーをエンゲージして確認を行っていきます。

● 水アクセス・衛生への取り組み

現地の地域社会の水アクセス・衛生の権利に関するリスクを把握するためにSedex情報を通じてサプライヤーとのマネジメントを強化し

ています。例えば、Sedexでの設問を活用し、サプライヤーのオペレーションによる様々な汚染リスク（土壌、河川など）、水の使用量、

排水管理の有無、現地地域への水質影響に対するマネジメントなどを確認しています。SAQの結果、排水品質を管理していない製造場

は2%ありました。SMETA監査のデータとしては2件の指摘事項が確認されており、そのうちの1件は既に是正が行われています。残り

1件はサプライヤーに対して是正に向けたエンゲージメントを行います。

● 女性の権利の取り組み

女性の権利に関するリスクを把握するためにSedex情報を通じてサプライヤーとのマネジメントを強化しています。例えば、Sedexでの

設問を活用し、労働者の男女比率、女性管理職比率、差別防止に関する方針の有無、女性労働者の欠勤率・離職率などを確認して

います。SAQの結果、洗身設備は男女別になっていない製造場は5%、女性労働者の過去1年間の離職率が50%以上だった製造場は

5%、女性労働者の過去1年間の欠勤率が30%以上だった製造場は2%でしたが、SMETA監査のデータとしては顕在化した指摘事項か

確認されませんでした。

■実行したアクションの効果測定

自社工場およびサプライチェーンにおけるSedexを通じた評価・是正取り組みの中で、発見したリスクに対する是正取り組み後に、実

行前と実行後の改善度合いをSedexの評価ツールを通じて複数項目（安全衛生、労働者年齢、差別、自由選択に基づいた労働など）

で確認し、効果測定を行っています。Sedex上の評価の場合、項目によって潜在リスクを下げることが難しい場合がありますが、潜在

リスクが高くともその管理能力が十分に高ければ結果的に潜在リスクが顕在化するリスクが低いという認識のもと、自社工場および

サプライヤーを対象にした是正取り組みを行う上では特に管理能力を意識して取り組んでいます。

さらに、上記一連の流れの中で、効果測定の結果についてステークホルダーにフィードバックし、改善活動に繋がる直接的なエンゲー

ジメントを行っています。

■今後のアクションプラン

上記プロセスで見えてきたリスクなどを考慮し、今後のアクションプランとして以下の重点取り組みを実施していきます。

● 自社工場

22年下半期に残りグローバル自社工場でのSedex展開を進め、人権リスクの有無を特定します。

● サプライチェーン

一次サプライヤーに関しては、Sedexを通じて現在可視化している顕在リスク「重要指摘事項」のゼロ化推進を継続すると共に、潜在リ

スクについてはサプライヤーの管理能力を上げるための働きかけを継続していきます。さらに、主要原料のサプライチェーン上流サプラ

イヤーへのインパクトアセスメントを推進します。

● 移民労働者

自社工場以外で移民労働者（特に技能実習生）がいる現場を特定し、重要なリスクである「強制労働」の度合いに応じて必要な取り組

みを検討します。
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救済へのアクセス
■社内苦情処理について

■社外苦情処理について

● ホットライン

サントリーグループでは「企業倫理綱領」に反する行為があることを従業員が知った場合、まず上司に報告・相談することを基本とし

ています。しかしそうした報告・相談が適さない場合に問題を早期に発見し解決するために以下の仕組みを設けています。

国内については、グループ全体の共通窓口としてコンプライアンス室および社外法律事務所に「コンプライアンス・ホットライン」を

設置しています。それぞれは、日本語を母国語としない外国籍の従業員もストレスなく利用できるように、多言語で受付可能にしてい

ます。

グローバルについては、グローバルリスクマネジメント体制の一環として、海外グループ会社も包括した全世界共有の通報受付窓口「グ

ローバル・ホットライン」も設置しています。このホットラインは、英語、中国語、スペイン語等の多言語に対応しており、様々な国

の方から報告・相談を受けられるようにしています。また、技術的や経済的な課題が理由で利用できないことを避けるために、スマー

トフォン含むWeb、固定電話、郵便等の経由を用いて、あらゆる従業員にとってアクセス可能な受付体制を整えています。

ホットライン窓口の社内における周知状況については、毎年「従業員意識調査」の機会等を通じて測定をしており、常に9割を超え

る認知率を確保しているとともに、グループの経営層に向けて前年比較も含めたその結果をフィードバックし対話する機会を持つこと

で、窓口の認知率及びユーザビリティの維持と向上に努めています。

2021年の国内グループ各社窓口と海外グループ窓口の通報合計件数は181件でした（内サントリー食品インターナショナルグループ

への通報は89件）。件数のうち約6割は労務・人事ならびにマネジメントに関するもので、人権に関する内容も含まれています。

通報の内容について、コンプライアンス違反が疑わしい事案の場合は、サントリーグループ内部通報制度規定に従って当該案件関係

者すべてのプライバシー保護に配慮したうえで対応を進めています。その際には、通報者が置かれる事情を尊重し、速やかにコンプ

ライアンス担当者が社内で極秘調査を行うとともに、当該関係者の担当経営幹部を巻き込みながら是正を速やかに求め、対処が成

されたことを見届けています。また、調査結果については、通報者ならびに経営層へそれぞれフィードバックを行い、問題の改善や

再発防止策につなげています。さらには、対処後一定の期間を置いた段階で、フォローアップとして変化の様子を経営層幹部から報

告をもらうことで当該事案のクロージングとするフローで運用しています。

一方で、重点課題である「ハラスメント」への対策については、多くの場合が同僚や関係者との価値観の違いが根底にあることから、

その違いを双方が認めあえる風土を目指して「アンコンシャスバイアス」について学ぶ機会を設けることで、寛容的な組織づくりのセ

ミナーを随時展開を開始しています。

● 通報者の保護

サントリーグループでは「コンプライアンス・ホットライン」の設置と同時に、就業規則で通報者が報復行為や噂の拡散等による不利

益を被るような取り扱いを禁止しています。それらを防止するための方策として、コンプライアンス室が調査を行う際には、その開始

時に関係者・対象者を特定したうえで都度「内部通報制度規定」の確認を行うことで、通報者としての権利を阻害しないように配慮し

ています。

加えて、調査事案のクロージングの際に通報者へのフォローアップをする際に不利益を被っていないかを確認しています。

さらには「内部通報制度規定」を日常から積極的に社内周知することで、当該関係者のみならず職場全体として通報者等の保護が

成される風土づくりに努めています。

サントリーグループは、創業以来、お客様満足を第一に考え、お客様との双方向コミュニケーションを大切にしています。また、す

べての人々をお客様と捉えるという考えのもと、サプライヤーは大事なお客様と捉えており、人権デュー・ディリジェンスを進める上

で自社社員だけでなく、サントリーが直接取引をしているサプライヤー、そしてさらにその先のサプライヤーや関係者の方（コミュニ

ティー）に対しても人権課題も含めた通報窓口を設定することが重要だと思っています。さらに、サプライヤーガイドラインでも記載

している通り、サプライヤーに対しても報復防止対策を取ったうえでの同様の救済メカニズムの設置を期待しており、それによってサ

プライチェーン上流での救済の確保に努めています。

現在は、サプライヤーやその関係者の方（コミュニティー）が利用できる通報窓口として、「お客様センター」の仕組みを設けています。

お客様センターでは、すべてのお客様からのお問い合わせを受け付けています。

サプライヤーからの人権課題やその他問い合わせの場合は下記フォームよりお問い合わせ下さい （日・英対応可能）
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ステークホルダーエンゲージメント
負の影響を受けるステークホルダー（ライツホルダー）をエンゲージするための重要なプロセスとして「Sedexを通じた情報収集」お

よび「第三者インタビュー」を活用しています。

「Sedexを通じた情報収集」の事例として、自社工場でのSedex展開を進めるに当たり各工場の事務長と直接コミュニケーションを行

い、人権リスクの観点での意見交換を行っています。また、「第三者インタビュー」の事例として、2021年末に当社グループ会社であ

る井筒まい泉の移民労働者（外国人技能実習生）に対する第三者（CRT）インタビューを実施しています。その中で、移民労働者の

人権と関わる問題（コミュニケーション、異文化理解、より快適な職場の実現）に対する視点に耳を傾け、当社の今後の人権デュー・

ディリジェンスに活かす重要な情報として位置付けています。

■ステークホルダーコミュニケーション

■有識者ダイアログ

■社内及び社外啓発

ステークホルダーエンゲージメントでは、人権リスク・インパクトにおけるステークホルダーとのコミュニケーションが重要と考えてい

ます。 例えばライツホルダーを意識した形での直接的なコミュニケーション（前述した井筒まい泉社の移民労働者インタビュー） やサ

プライヤーに対する説明会でのコミュニケーション（サプライヤーガイドライン遵守）を実施しています。

一方で、サプライチェーン上流のライツホルダーを特定し、アプローチすることは非常に重要なステークホルダーとのコミュニケーショ

ンではあるものの、課題となるべきチャレンジングな活動領域でもあります。当社は昨年末に特定した「潜在リスク高・高インパクト

原料」の原料を対象に今後ステークホルダーを特定し、コミュニケーションを図っていく予定です。

サントリーグループの人権に関する取組みを強化するためCRT日本委員会のご協力のもと、日本及び海外の人権課題の有識者とダイ

アログを定期的に実施しています。2020年度のダイアログを10月にオンライン形式で実施しました。このダイアログでは、サントリー

の人権活動に関する取り組み進捗を有識者と共有し、コロナ禍の中での人権デュー・ディリジェンスについて協議を行いました。

2019年のダイアログでは、自社生産拠点におけるエシカルな生産活動と移民労働者問題の二つの切り口でリスクアセスメントを行う

べきと助言をいただきました。それを受け、自社工場および移民労働者に関するリスクアセスメントの取り組みを始めたことを2020

年のダイアログで有識者に共有しました。また、2020年に始めた原材料と移民労働者に関するリスクアセスメントについて、コロナ

禍における効率かつ効果的な進め方について協議を行いました。

今回のダイアログでの気づきも含めて、サントリーグループの人権に関する活動の質を上げると共に、今後も幅広いステークホルダー

との対話を続け、活動を推進していきます。

有識者：Neill Wilkins氏（人権ビジネス研究所IHRB）、Tulika Bansal氏（デンマーク人権研究所）

ファシリテーター：石田寛氏 （CRT日本委員会）

意識向上に向けた取り組み

サントリーグループでは毎年、約2万人の従業員を対象に人権を含む世界のESG動向や自社の取り組みについて学ぶサステナビリティ

eラーニングを実施しています。また、サントリーグループの全役員・従業員に対して「企業倫理綱領」の理解を促進し、日々の行動

の中で実践していけるよう、サントリーグループの理念体系をまとめた小冊子に「企業倫理綱領」を掲載し、配布しています。また、

グローバルでの理解を促すために、この冊子は11か国語に翻訳されており、毎年1度内容を読み、署名する形で周知しています。海

外グループ会社も各地で同様の理解促進の取り組みを行っています。

また、マネージャー層に関しては毎年、新任マネージャー研修の中でマネージャーに対して人権も含めたサステナビリティに関する説

明を設けています。さらに、人権取り組みと密接に関わっている調達部門に関しては、メンバー・マネージャー層とも人権も含めたサ

ステナビリティに関する説明を設けています。

外部ステークホルダーへの共有に関しては、人権方針を当社の公式ウェブサイトに掲載すると共に、原料・包材・物流サプライヤー

に対しては人権コミットメントを含むサプライヤーガイドラインを使って毎年のサプライヤー説明会で説明しサントリーグループ全体で

購買高の98%以上をカバーしています。
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従業員の意識向上に向けた取り組み（外部有識者を交えた社内向け人権ワークショップの実施）

2019年4月、外部有識者（Caux Round Table Japan）の指導のもと、国連による「ビジネスと人権に関する指導原則」の承認等

の世界動向や国内外の企業の取り組みについて学び、現代における人権の意味合いやサントリーグループにとっての重点テーマにつ

いて関連各部署で議論しました。

「職場における人権」をテーマに人権研修を展開

サントリーグループでは、国内において新任マネジャーや新入社員などを対象とした階層別の人権研修に加え、部門単位でも人権講

演会やセミナーを実施しています。2018年は「セクシュアルマイノリティを巡る企業の人権課題」と題した人権講演会を実施し、そ

の講演会を収録したDVD視聴を中心に全国の営業拠点にてセミナーを展開しています。2020年からは職場における人権問題にさら

に直結した人権啓発セミナーをリアルとオンラインで展開しています。

新型コロナウイルス感染拡大への取り組み

人権デュー・ディリジェンスの法制化に伴う各国グループ会社の対応（Statement）

その他人権の取り組み

■サプライヤーとのエンゲージメント

■サプライチェーン

サプライチェーン全体の安全を守るべく、各地域のサプライヤーとともに新型コロナウイルス感染拡大の防止に取り組んでいます。サ

プライヤー側の対策を把握するため、Sedex上の感染拡大防止対策に関するSAQへの回答を促しています。また、マスクの提供や

対策導入のサポートなど、サプライヤーの感染拡大防止対策強化に取り組んでいます。

■新型コロナウイルス感染症拡大に対する社会貢献

■従業員と自社拠点労働者の労働安全衛生

新型コロナウイルス感染が世界に広がる中、私たちは創業以来の利益三分主義の精神に基づき、企業市民として、この困難を乗り越

えるための社会貢献活動を進めていきます。全世界のサントリーグループが、それぞれの地域において、地域社会や医療関係の方々、

飲食業界に様々な支援活動を展開しています。

新型コロナウイルス対策本部を設置し、社員の安全を最優先に、サプライチェーン、業績影響などの情報を集約し、迅速に意思決

定を行い、対策を講じています。在宅勤務ができる制度、環境については、コロナウイルス感染前から整備していたこともあり、感

染拡大時もスムーズに社員が在宅勤務を実現できています。また、出社時には安全と安心を守るため、従業員向けのPCR検査実施、

検温器の設置、アクリルボードや消毒液を各所に設置するといった施策を実施しています。

■社内

・サントリーグループの健康経営

・ダイバーシティの推進

・労働安全

・ハラスメント、ホットライン

・サステナブル調達

・公正公平な取引

・ビームサントリー

・サントリー食品ヨーロッパ

・フルコアサントリー
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社外からの評価

社外からの表彰

2022年

NIKKEI脱炭素アワード「プロジェクト部門」において大賞受賞

2022年3月

NIKKEI脱炭素アワード「プロジェクト部門」において、サントリーホールディングス（株）

の「ペットボトルの水平リサイクルによる脱炭素社会の実現」への取り組みが高い評価

を受け、大賞を受賞しました。

「健康経営優良法人2022（大規模法人部門）～ホワイト500 ～」に認定

サントリー九州熊本工場が地下水保全顕彰制度「最優秀グランプリ」を受賞

令和3年度がん対策推進企業表彰で「がん対策推進パートナー賞（検診部門）」を受賞

2022年3月

2022年3月

2022年3月

サントリーホールディングス（株）とサントリー食品インターナショナル（株）は、経済

産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2022（大規模法人部門）

～ホワイト500 ～」に認定されました。両社とも、同認定が開始された2017年以来、

6年連続での認定となります。

サントリー九州熊本工場は、公益財団法人くまもと地下水財団の令和3年度地下水保全顕彰制度において「最優秀グランプリ」を

受賞しました。2003年の稼働当初からさまざまな省水活動を計画的に展開していること、同工場の水源涵養エリアにあたる「天

然水の森　阿蘇」や工場周辺の冬季湛水(たんすい)「冬水田んぼ」での、森・川・田んぼ一体となった地下水涵養活動、田んぼ

の生物多様性向上や水質向上を目指した有機農法のトライアル、子どもたちに水の大切さを伝える「水育」など、地下水の持続

可能性に向けたさまざまな活動が高く評価されました。

サントリーホールディングス（株）は、厚生労働省の委託事業「がん対策推進企業アクション」が主催する令和3年度がん対策推

進企業表彰において「がん対策推進パートナー賞（検診部門）」を受賞しました。



389

CDP「サプライヤー・エンゲージメント評価」において

最高評価の「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に選定

2022年2月

サントリー食品インターナショナル（株）は、環境情報開示システムを提供する国際的

な非営利団体である「CDP」から、サプライヤー・エンゲージメント評価」において

最高評価である「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー・ボード」に初めて選定さ

れました。

Indonesia Top CSR Awards 2021 Star 4 and Top Leader on CSR Commitment 2022に選定

2022年3月

サントリーガルーダ・ビバレッジは、工場での節水活動や子どもたちに水の大切さを伝える次世代環境教育「水育」の取り組み、

その他容器包装の取り組み、新型コロナウィルスへの感染防止対策や支援などのサステナビリティの取り組みが評価され、インド

ネシアのTop CSR Awards 2021 Star 4 and Top Leader on CSR Commitment 2022に選定されました。

サントリー天然水 南アルプス白州工場が「Alliance for Water Stewardship（AWS）」認証を取得

サントリー（中国）投資有限公司が第10回上海市「慈善之星」を受賞

2022年1月

2022年1月

サントリー天然水 南アルプス白州工場が、工場周辺流域の持続可能な水利用に関する「Alliance for Water Stewardship（以下

AWS）」認証を取得しました。2018年にサントリー天然水 奥大山ブナの森工場が日本で初めてAWS認証を取得。2019年には

サントリー九州熊本工場が取得し、今回の取得は日本で3番目となります。

サントリー天然水 南アルプス白州工場では、水源となる約2,034haの森を「天然水の森 南アルプス」とし、水源涵養活動を展開

しています。今回の認証においては、サントリーグループの「水理念」に沿った、工場周辺流域における水収支の把握、科学的デー

タに基づく水源涵養活動、工場での節水や水質管理の取り組み、流域内のステークホルダーとの連携や適切な情報公開が高く

評価されました。

サントリー（中国）投資有限公司は、第10回上海市「慈善之星」を受賞しました。この賞は、上海及び中国での新型コロナの流

行予防と管理を含む上海での慈善事業の発展のために、卓越した貢献をし、幅広い影響力を持っている組織と個人を表彰するも

ので、新型コロナの支援活動や、2021年9月より中国で開始した「水育」環境教育プログラム等が高く評価されました。
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社外からの評価

アンケート結果

「サントリーグループ　サステナビリティレポート 2021」について、合計67名の方からご回答をいただきました。（2021年12月末現在）

読者の皆様から高い評価と数多くの貴重なご意見をいただき、大変うれしく思います。今後のレポート作成および当社の活動に反映さ

せていただくため、皆様からのご意見・ご感想をお待ちしています。

サントリーグループ サステナビリティレポート 2021 アンケート結果
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データ集

主要サステナビリティデータ

主要経営データ

サントリーグループ　サステナビリティサイトなどで報告している主要指標（経営・環境・社会）の実績をまとめています。

■連結経営成績

連結売上収益

事業セグメント別売上 地域別売上

連結営業利益



392

■経済的貢献等※

経済的貢献

1.a. 収益 22,857

1.b. 事業コスト 8,302

1.c. 従業員給与と諸手当 3,544

1.d. 資本提供者への支払 497

1.e. 政府への支払 820

1.f. コミュニティへの投資 63

2. 政府から受けた資金援助 －

財務的投資による貢献
1.総資本支出－減価償却費 357

2.自社株買いと配当の合計 329

研究開発費総額 247

支払われた税の総額 820

※  世界経済フォーラム国際ビジネス協議会の提言する「Measuring Stakeholder Capitalism-Toward Common Metrics and Consistent Reporting 

of Sustainable Value Creation）」の中核測定基準（Core metrics）にもとづいて開示

2021年実績（億円）

■環境目標2030＜水＞

環境データ

※1 製品を製造するサントリーグループの工場

※2 2015年における事業領域を基準とする

※3 コーヒー、大麦、ブドウ
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取水源
水使用量（千m3）

2019年 2020年 2021年

地下水 18,687 17,698 17,129

河川・湖 12,873 10,858 10,468

雨水 0 0 0

上水 11,797 11,284 11,822

外部から供給されている水（再生水） 0 0 0

計 43,357 39,840 39,419

■水使用実績

■水使用量

※2015年（基準年）は国内生産25工場、海外生産59工場が対象 2021年は国内生産27工場、海外生産64工場が対象

※うち、サントリー食品インターナショナルグループの国内・海外の生産工場の水使用量は21,776千m3★

※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。

エリア
使用量（千m3）

2015年(基準年) 2019年 2020年 2021年

日本 21,816 21,310 20,752 20,461

米州 8,132 8,081 6,737 6,253

欧州 6,473 6,245 5,454 5,985

アジア 4,492 7,154 6,364 6,212

オセアニア 562 438 444 424

アフリカ 216 129 89 84

計 41,692 43,357 39,840 39,419★

※原単位は製造1kあたりの使用量を表す

※2021年は国内生産27工場、海外生産64工場が対象

■水源別水使用量

※2021年は国内生産27工場、海外生産64工場が対象
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放流先
排水量（千m3）

2019年 2020年 2021年

河川・湖沼 14,481 13,611 13,961

海 1,061 967 1,088

下水道 8,707 8,283 8,651

その他（植栽への散水など） 61 55 35

計 24,310 22,917 23,736

Baseline Water Stress

極めて高い
(Extremely high)

インド

高
(High)

メキシコ、スペイン

中～高
(Medium-high)

フランス、タイ、インドネシア、オーストラリア

低～中
(Low-medium)

日本、アメリカ、イギリス、フィリピン、ナイジェリア

低
(Low)

カナダ、アイルランド、台湾、ベトナム、マレーシア、ニュージーランド

■排水量

※2021年は国内生産27工場、海外生産64工場が対象

World Resources InstituteによるAqueductで採用されているBaseline Water Stressの国別スコアをもとに作成。

https://www.wri.org/applications/aqueduct/country-rankings/

Hofste, R., S. Kuzma, S. Walker, E.H. Sutanudjaja, et. al. 2019. "Aqueduct 3.0: Updated Decision-Relevant Global Water Risk Indicators." 

Technical Note. Washington, DC: World Resources Institute. Available online at: https://www.wri.org/publication/aqueduct-30.

■水リスクの評価

水のサステナビリティの追求を「サントリーグループ環境基本方針」の重点課題に掲げているサントリーグループは、水科学研究所

において水に関するさまざまな評価を行っています。持続可能な事業活動を見据え、水に関するリスク評価を実施しており、環境経

営の推進にも役立てています。また、新規事業の展開に際しても、水リスク評価を勘案しています。

サントリーグループ自社工場の水リスク評価

全世界の拠点を全球レベルで共通に評価できる指標である、World Resources Instituteにより開発されたAqueductで採用されて

いるBaseline Water Stressの国別スコアを活用し、自社工場※の立地国からの水ストレスの高い国を確認しています。

（※サントリーグループ売上高の9割を占める事業会社群が所有する国内生産26工場、海外生産64工場が対象）
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■環境目標2030<GHG>

さらに、 Baseline Water Stressに加え、気候変動などの将来シナリオに基づいて2040年の水ストレスを評価する2040 Water 

Stressを採用し、Baseline Water Stress と2040 Water Stressのいずれかのスコア（5段階）が「極めて高い」または「高い」工

場を、サントリーグループの水リスクの高い工場と評価しています。なお、水リスクの高い工場の占める取水量の割合は、グループ全

体の19％にあたります。

サントリーグループでは、水リスクの高い工場を中心に、現地調査およびアセスメントを行っています。また、主要サプライヤーを対

象に、水に関するアンケート調査を2016年から継続的に行っています。

自社工場の水リスク評価（%）
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■2021年エリア別スコープ1・2排出量

■スコープ1・2排出量経年実績

※ 集計範囲は、サントリーグループ全体のGHG排出量を集計しています。（ただし日本を除く各国の小規模なオフィスからのGHGは除外しています。） 

上記944千tのうち、国内生産27工場、海外生産64工場、国内非生産拠点（本社、研修センター等間接部門、研究開発拠点、営業拠点、外食・開発拠点）

におけるスコープ1・2排出量は918千t★（スコープ 1：575千t★、スコープ 2：343千t★）です。

※ 上記944千tのうち、サントリー食品インターナショナルグループのGHG排出量は515千tです。このうち、国内生産10工場、海外生産41工場、国内非

生産拠点（研修センター等間接部門、研究開発拠点、営業拠点）におけるスコープ1・2排出量は489千t★（スコープ1：228千t★、スコープ2：262千

t★）です。

※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。

※ GHG排出量の算出係数は下記のとおり。 

燃料： 

（国内）省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関する法律、以下同じ）、温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律、以下同じ）で定められた係数 

（海外）燃料調達先より入手した係数又は省エネ法・温対法で定められた係数 

 

電力由来GHG： 

（国内）温対法で定められた電力会社別の調整後排出係数 

（海外）電力調達先より入手した排出係数を原則とし、入手できない場合は、IEA公表の国別排出係数 

 

CO2以外のGHG： 

（国内27工場）温対法で定められた係数

※数値については四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

エリア

排出量（千t）

2019年
スコープ 1+2(基準年)

2020年
スコープ 1+2

2021年

スコープ 1 スコープ 2 スコープ 1+2

日本 433 417 246 172 418

米州 225 168 179 13 192

欧州 125 98 107 1 108

アジア 204 176 50 155 205

オセアニア 19 13 9 4 13

アフリカ 8 6 8 0 8

計 1,014 879 599 345 944
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カテゴリ 排出量（千t） 算定方法

1.購入した物品、サービス 4,669★

[原料・包材]サントリーグループ(国内・海外)の飲料・食品事業、
酒類事業及び健康食品事業が製造・販売する製品の原料や包装
資材の購買重量に、排出係数を乗じて算出しています。カテゴリー
1のGHG排出量の41%は、原料と包装資材を供給するサプライヤー
のGHG排出量から算出した排出係数を用いて算定しています。
[製造委託先]サントリーグループ(国内)、Suntory Beverage & 
Food Europe、Frucor Suntory Groupが製造を委託した製品の生
産量に排出係数を乗じて算出しています。

2. 資本財 532★
サントリーグループの設備投資額（土地を除く）に、排出係数を
乗じて算出しています。

3. スコープ1、2に含まれない燃料及びエネ
ルギー関連活動 

165 
サントリーグループのエネルギー使用量に、排出係数を乗じて
算出しています。

4. 輸送・流通（上流） 359 
サントリーグループの輸送量（トンキロ）に、排出係数を乗じて
算出しています。

5. 事業から発生する廃棄物 19 
サントリーグループの廃棄物重量に、排出係数を乗じて算出し
ています。

6. 出張 3 
サントリーグループの出張費に、排出係数を乗じて算出していま
す。

7. 従業員の通勤 21 
サントリーグループの通勤費に、排出係数を乗じて算出していま
す。

8. リース資産（上流） 40 
サントリーグループの他社所有配送センター面積に、排出係数を乗
じて算出しています。

9. 輸送・流通（下流） 152 
サントリーグループの輸送量・販売量に、排出係数を乗じて算
出しています。

10. 販売した製品の加工 ― 該当なし

11. 販売した製品の使用 56 
サントリーグループの販売量に、排出係数を乗じて算出していま
す。

12. 販売した製品の廃棄 384 
サントリーグループが販売した製品の包材重量に、排出係数を乗
じて算出しています。

13. リース資産（下流） 403 
サントリーグループの販売機材の電力使用量に、排出係数等を乗じ
て算出しています。

14. フランチャイズ ― 該当なし

15. 投資 ― 該当なし

合計 6,803 

サントリーグループ全体

※ サントリーグループ（国内・海外）の飲料・食品事業、酒類事業及び健康食品事業が対象です。海外グループ会社の一部は、国内の排出係数と生産原

単位を用いて推計しています。

※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。

■スコープ3排出量
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カテゴリ 排出量（千t） 算定方法

1.購入した物品、サービス 3,475★

[原料・包材]サントリー食品インターナショナルグループ(国内・
海外)が製造・販売する製品の原料や包装資材の購買重量
に、排出係数を乗じて算出しています。カテゴリー 1のGHG
排出量の35%は、原料と包装資材を供給するサプライヤーの
GHG排出量から算出した排出係数を用いて算定しています。
[製造委託先]サントリー食品インターナショナルグループ(国
内)、Suntory Beverage & Food Europe、Frucor Suntory 
Groupが製造を委託した製品の生産量に排出係数を乗じて算
出しています。

2. 資本財 237★ 
サントリー食品インターナショナルグループの設備投資額

（土地を除く）に、排出係数を乗じて算出しています。

3. スコープ1、2に含まれない燃料及びエネ
ルギー関連活動 

105 
サントリー食品インターナショナルグループのエネルギー使
用量に、排出係数を乗じて算出しています。

4. 輸送・流通（上流） 259 
サントリー食品インターナショナルグループの輸送量（トン
キロ）に、排出係数を乗じて算出しています。

5. 事業から発生する廃棄物 6 
サントリー食品インターナショナルグループの廃棄物重量
に、排出係数を乗じて算出しています。

6. 出張 2 
サントリー食品インターナショナルグループの出張費に、排
出係数を乗じて算出しています。

7. 従業員の通勤 15 
サントリー食品インターナショナルグループの通勤費に、
排出係数を乗じて算出しています。

8. リース資産（上流） 25 
サントリー食品インターナショナルグループの他社所有配
送センター面積に、排出係数を乗じて算出しています。

9. 輸送・流通（下流） 120 
サントリー食品インターナショナルグループの輸送量・販売
量に、排出係数を乗じて算出しています。

10. 販売した製品の加工 ― 該当なし

11. 販売した製品の使用 43 
サントリー食品インターナショナルグループの販売量に、排
出係数を乗じて算出しています。

2. 販売した製品の廃棄 356 
サントリー食品インターナショナルグループが販売した製品
の包材重量に、排出係数を乗じて算出しています。

13. リース資産（下流） 368 
サントリー食品インターナショナルグループの販売機材の
電力使用量に、排出係数等を乗じて算出しています。

14. フランチャイズ ― 該当なし

15. 投資 ― 該当なし

合計 5,012 

サントリー食品インターナショナル株式会社

※サントリー食品インターナショナルグループ（国内・海外）が対象です。海外グループ会社の一部は、国内の排出係数と生産原単位を用いて推計しています。

※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。
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保管中 使用中 保有合計

コンデンサ 2 0 2

変圧器 5 0 5

照明器具安定器 1 0 1

■PCB使用機器の保有数（2022年1月現在）

■SOx排出量

2019年 2020年 2021年

排出量（t） 16.8 10.4 3.4

原単位（g/k） 3.5 2.2 0.7

※国内生産27工場が対象

■NOx排出量

2019年 2020年 2021年

排出量（t） 152.0 151.6 141.8

原単位（g/k） 31.6 32.2 29.4

※国内生産27工場が対象

■副産物・廃棄物排出実績

エリア

排出量（千t）

2019年 2020年 2021年

日本 251 228 218

米州 193 156 410

欧州 113 95 119

アジア 32 32 30

オセアニア 5 7 7

アフリカ 0 0 0

計 594 518 783★

※国内生産27工場、海外生産64工場が対象

※米州における排出量の増加は計上すべき副産物・廃棄物の対象範囲を2021年度から拡大したため。対象範囲の拡大に伴う副産物・廃棄物の増加量は

238千t

※うち、サントリー食品インターナショナルグループの国内・海外の生産工場の副産物・廃棄物排出量は148千t★

※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。
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排出物の種類 主要用途

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

排出量

(t)

再資源

化率(％)

排出量

(t)

再資源

化率(％)

排出量

(t)

再資源

化率(％)

排出量

(t)

再資源

化率(％)

排出量

(t)

再資源

化率(％)

植物性残さ（糖化
粕・茶粕・コーヒー
粕など）

・飼料

・肥料
195,334 100 187,818 100 181,524 100 164,185 100 159,273 100

汚泥
（余剰汚泥など）

・肥料 30,351 100 30,472 100 31,245 100 30,275 100 27,337 100

木くず
（樽材、パレット）

・家具材

・合板原料
1,314 100 4,435 100 2,458 100 5,186 100 5,267 100

ガラス・陶磁器くず
・ガラス材料

・路盤材
3,508 100 3,216 100 2,825 100 2,285 100 1,337 100

紙くず
（段ボール、紙ラベ
ルなど）

・再生紙

・段ボール原料
6,349 100 6,228 100 6,429 100 5,520 100 5,508 100

廃プラスチック類

・パレット

・固形燃料

・補助燃料

5,918 100 6,138 100 6,338 100 6,033 100 5,796 100

金属くず
（アルミ、鉄）

・アルミ

・スチール原料
2,958 100 3,240 100 3,270 100 3,314 100 3,506 100

その他 12,632 100 16,405 100 17,365 100 11,558 100 9,903 93

合計 258,365 100 257,951 100 251,454 100 228,355 100 217,925 99.7

■副産物・廃棄物の排出量、再資源化率および用途

※国内生産27工場が対象

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

排出量 (千t) 258 258 251 228 218

再資源化量 (千t) 258 258 251 228 217

再資源化率 (％ ) 100.0 100.0 99.9 100.0 99.7

■国内工場の再資源化率と生産の各工程で発生する副産物・廃棄物の再利用の流れ
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※投資額：投資目的の50％以上が環境保全を目的としたものは全額環境投資とみなしました（検収ベース）

※償却費：投資50％以上が環境保全を目的としたものを2003年までさかのぼり償却費を算出しました

※直接把握が可能な管理活動、研究活動の費用は原則として全額を直接把握しました。直接把握が困難な費用については、工程別に過去の実態調査に

基づいた比率で案分・配賦しました

項目

2019年度 2020年度 2021年度

環境
投資額

環境
費用額

環境
投資額

環境
費用額

環境
投資額

環境
費用額

事業エリア
コスト

公害防止コスト
・水質汚濁防止

・大気汚染防止 ほか
348 2,151 735 2,082 530 2,070

地球環境保全コスト

・GHG削減

・省エネルギー

・コジェネレーション

・嫌気処理 ほか

668 3,090 428 2,730 651 2,843

資源循環コスト

・再循環による節水

・汚泥減量化

・廃棄物再資源化

・下水道処理費 ほか

331 3,246 153 3,413 66 4,027

合計 1,347 8,486 1,315 8,225 1,247 8,940

上・下流
コスト

・容器包装の再資源化委託料

・環境対応容器包装対策 ほか
0 1,238 0 1,187 0 1,387

管理活動
コスト

・環境マネジメントシステム構築・維持

・サステナビリティレポート、展示会

・工場緑化 ほか

0 927 0 714 0 921

研究開発
コスト

・環境負荷低減のための研究開発活動 28 300 9 324 3 317

社会活動
コスト

・天然水の森

・愛鳥活動

・水育（みずいく）活動 ほか

79 530 70 503 47 514

環境損傷
対応コスト

0 0 0 0 0 0

合計 1,454 11,480 1,394 10,953 1,298 12,080

（百万円）
（対象期間：2021年1月1日～ 12月31日）

■サントリーグループ（国内事業計）の環境保全コスト
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項目 単位 2019年 2020年 2021年
原単位ベースでの
対前年度削減効果

事業内エリア
コスト

公害防止
汚染物質
排出量削減

SOx
総量（t） 16.8 10.4 3.4

7.3t/年
原単位（g/k） 3.5 2.2 0.7

NOx
総量（t） 152 152.3 141.8

14.7t/年
原単位（g/k） 31.6 32.4 29.4

地球環境保全

GHG
排出量削減

GHG
（燃料＋電力）
由来

総量（千t） 350.5 343.7 347.4
5.1千t/年

原単位（kg/k） 71.2 72.9 71.9

エネルギー
消費量削減

燃料
原油換算（千k） 103 104 102

4,114k/年
原単位（/k） 21.5 22.1 21.2

電気
総量（百万kWh） 341 340 352

-3,016千kWh/年
原単位（kWh/k） 70.9 72.3 72.9

資源循環

水資源
使用量削減

用水
総量（千m3） 21,310 20,752 20,461 

原単位（m3/k） 4.4 4.4 4.2

廃棄物
排出量削減

副産物廃棄物
排出量

総量（t） 251,454 228,355 209,683
24,945t/年

原単位（kg/k） 52.3 48.6 43.4

再資源化率 （％） 100 100 100

（対象期間：2021年1月1日～ 12月31日）

■サントリーグループ（国内生産拠点）の環境保全効果

※ 電気由来のGHG排出量は温対法で定められた電力会社別の調整後排出係数

項目 2019年度 2020年度 2021年度

リサイクル（副産物売却）収入※1 359 305 326

省エネルギーによる費用削減額※2 -321 -242 150

（百万円）

■サントリーグループ（国内生産拠点）の経済効果

※1  算出方法を廃棄物処理費用削減額と統一 

＜前年売却収益×生産量前年比率ー当年売却収益＞

※2  算出方法を廃棄物処理費用削減額と統一 

＜ユーティリティー前年費用×生産量前年比率ー当年費用＞
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社会データ

■ントリーグループの雇用・就業状況

■従業員数データ（2021年12月31日現在）

2021年12月31日現在のサントリーグループ（日本国内）の雇用状況は以下の通りです。

（名）

※契約社員等：嘱託社員およびアルバイト、2018年よりSBFパートナー社員を追加

※SBFパートナー社員：派遣社員から無期化した社員

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

SHD SBF 合計 SHD SBF 合計 SHD SBF 合計 SHD SBF 合計 SHD SBF 合計

男性 45 13 58 43 14 57 44 14 58 44 14 58 44 14 58

女性 2 3 5 2 3 5 1 3 4 1 3 4 1 3 4

役員 47 16 63 45 17 62 45 17 62 45 17 62 45 17 62

男性 1,432 643 2,075 1,459 654 2,113 1,497 668 2,165 1,541 686 2,227 1,593 676 2,269

女性 200 40 240 217 40 257 231 42 273 239 47 286 256 66 322

マネジャー
相当職

1,632 683 2,315 1,676 694 2,370 1,728 710 2,438 1,780 733 2,513 1,849 742 2,591

男性 2,438 741 3,179 2,420 729 3,149 2,375 708 3,083 2,319 669 2,988 2,012 897 2,909

女性 995 224 1,219 1,011 239 1,250 1,012 252 1,264 1,043 262 1,305 964 323 1,287

メンバー 相
当職

3,433 965 4,398 3,431 968 4,399 3,387 960 4,347 3,362 931 4,293 2,976 1,220 4,196

正社員数 5,065 1,648 6,713 5,107 1,662 6,769 5,115 1,670 6,785 5,142 1,664 6,806 4,825 1,962 6,787

男性 106 31 137 80 28 108 89 30 119 114 38 152 128 45 173

女性 79 19 98 87 113 200 90 115 205 85 128 213 88 131 219

契約社員等※ 185 50 235 167 141 308 179 145 324 199 166 365 216 176 392

派遣社員 567 63 630 573 66 639 543 58 601 526 57 583 530 52 582
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■正社員数（2020年12月31日現在）

採用人数
（名）

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）

平均年齢・平均勤続年数（2021年12月31日現在）

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

SHD SBF SHD SBF SHD SBF SHD SBF SHD SBF

平均年齢 41.3歳 42.3歳 41.7歳 42.6歳 42.1歳 42.8歳 42.4歳 42.9歳 43.1歳 42.0歳

平均勤続年数 17.1年 17.8年 17.5年 18.1年 17.7年 18.3年 17.9年 18.4年 18.6年 17.4年

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

SHD SBF SHD SBF SHD SBF SHD SBF SHD SBF

新卒

男性 68 17 69 16 70 24 66 20 71 19

女性 48 20 45 16 47 18 49 18 43 13

経験者

男性 13 4 14 5 9 1 8 3 22 2

女性 2 7 11 5 5 0 16 1 14 0

合計 132 48 139 42 131 43 139 42 150 34

経験採用比率 24% 6%
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事由別退職者数・離職率
（名）

※1 定年には自由選択定年も含む

※2 会社都合は、工場閉鎖・事業売却など

※3 離職率は、定年退職者を除く退職者をもとに算出

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

定年※1 39 66 89 128 122

自己都合 43 57 54 48 56

会社都合※2 2 1 0 0 0

その他 4 8 2 7 8

合計 88 132 145 183 186

離職率※3 0.67% 0.86% 0.80% 0.71% 0.83%

新卒採用者在職率

※2014-2016年入社のサントリーホールディングス（株）・サントリー食品インターナショナル（株）の新卒採用者を対象に計算

女性の登用状況
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管理職・非管理職別、男女別要員数

※2021年12月31日

※サントリーホールディングス（株）籍およびサントリー食品インターナショナル（株）籍のみの数字です。

■年間総実労働時間

※サントリーグループの標準的な事業所での所定内勤務時間は1日7.5時間、休日数は年間121日、年間所定内勤務時間は1,830時間です

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）

■障がい者雇用数と雇用率（2021年6月1日時点）

※SHD：サントリーホールディングス（株）

※SBF：サントリー食品インターナショナル（株）
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育児休職取得実績

年次有給休暇取得実績
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2017 2018 2019 2020 2021

育児・介護

育児休職 339 304 291 304 370

育児休職取得人数
男 56 133 111 122 163

女 54 171 180 182 207

新規育児休職者 229 75 74 67 101

育児休職後の復職人数
男 155 117 114 127 124

女 70 75 75 79 80

育児休職中の退職人数
男 0 0 0 0 0

女 3 0 0 0 4

育児休職後の復職率
男 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

女 95.9% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2%

前年育児休職取得者の
年末在籍人数

男 102 152 135 122 129

女 196 169 165 176 173

育児休職者の定着率
男 100% 97.44% 100.0% 100.0% 87.2%

女 98.5% 92.35% 96.5% 98.0% 88.7%

テレワーク勤務 4,845 5,176 5,674 6,696 6,921

育児短時間・時差 216 217 178 122 93

キッズサポート休暇 583 599 650 555 537

シッターサービス 29 34 44 37 50

介護短時間・時差 0 0 2 0 1

介護休職 2 3 2 1 2

ホームヘルパー 2 1 4 3 4

余暇・休暇 リフレッシュ休暇 801 824 886 485 694

育児・介護等各種制度の取得者数推移

（名）
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グローバルリーダー育成プログラム（主に日本人対象）

研修の種類 内容 人数

応募型研修※ 従業員自らが描くキャリアプランを実現していくために必要なビジネススキルの修得を主眼とした研
修で、約40種のコース（年間2期）を設置 

1,243

英語力強化※
英語でのビジネスコミュニケーション能力を強化するため、事業所での会話レッスンや、オンライン
レッスンなど、さまざまなコースを用意。各自がレベルに応じたプログラムを効果的に受講できるよう、
多彩な支援コンテンツを整備

1,122

eラーニング

オンライン経由で自由に受講できる5社のプログラムを提供。
ビジネススキル修得からライフに関するものまで幅広い内容をカバー。
スキマ時間を活用しいつでもどこでも、自主的な学びを支援。
業務遂行能力のレベルアップ・業務革新手段の修得を目的とした研修。
ビジネススキル・語学・パソコンスキルなどのコースを整備。

1,350

通信教育通学費
補助制度

能力向上を目的とした通信教育・通学にかかる費用の半分を会社が補助する制度（上限あり）
対象となる講座は、業務遂行上必要なスキル（計数・法知識など）の修得、語学向上、資格取得など
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主な自己啓発支援プログラムおよび2021年度の受講者数

※本人の意思に基づく任意参加制であり、研修費用の一部を会社が負担します

名称 内容 2021年実績 2011 ～ 2021年
累計

キャリアチャレンジ
（現グローバルチャ
レンジ） 

グローバル業務遂行に必要なスキルを個別に設定・修得（語学力・異文化理解/
コミュニケーション力・リーダーシップ・論理的思考力・計数）

7名 83名

ビジネススクール
留学

国内留学・海外留学としてビジネススクールで、経営管理修士（MBA）を修得 3名 32名

トレーニー 
海外グループ会社での１年間の実地研修（OJT）を通じて、専門性を更に磨く
とともに、語学力・コミュニケーション力・異文化対応力およびリーダーシップ
を修得する。

6名 99名

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

休業災害件数 3 2 3 4 0 6 1 3 0 3 1

不休災害件数 10 8 12 13 8 18 12 21 14 13 7

死亡災害件数  0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 13 10 15 17 8 24 13 24 14 16 8

休業災害度数率 0.30 0.20 0.17 0.34 0.00 0.47 0.08 0.23 0.00 0.20 0.07★

休業災害強度率 0.005 0.009 0.002 0.004 0.000 0.003 0.000 0.001 0.000 0.010 0.000

（件）

※2012年まではサントリーホールディングス（株）籍およびサントリー食品インターナショナル（株）籍のみの数字です。2014年より以下のサントリーグループ各社（国
内）の正社員、嘱託社員およびアルバイトなどを対象に労働災害データを把握しています。サントリーホールディングス（株）、サントリー食品インターナショナル
グループ（サントリー食品インターナショナル（株）、サントリーフーズ（株）、サントリービバレッジソリューション（株）、サントリープロダクツ（株））、サントリー（株）、
サントリーウエルネス（株）、サントリー MONOZUKURIエキスパート（株）、サントリービジネスシステム（株）、サントリーコミュニケーションズ（株）、サントリー
グローバルイノベーションセンター（株）2020年よりサントリーシステムテクノロジー (株)を追加しています。

※KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。第三者保証の対象となっている数値を★で示しています。

■労働災害発生件数
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■お客様センターに寄せられた声　（2021年件数：約68,000件）

※1 ご指摘：お客様から商品や企業活動に対して寄せられたご不満、ご不快の声
※2 お問い合わせ・ご意見：上記以外にお客様から寄せられた幅広いご質問やご意見
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■主な義捐金の拠出

年 件名 寄付金額 寄付相手先 ニュースリリース

2010
2010ニュージーランド南島
大地震

325万円
Cristchurch earthquake appeal 
fund  

2010 宮崎県における口蹄疫被害 1,000万円
宮崎県、社会福祉法人宮崎県共
同募金会

宮崎県における口蹄疫被害に対する義
捐金について

2010 チリ大地震 500万円 チリ大使館
チリ大地震による被害に対する義捐金
について

2010 ハイチ大地震 1,000万円 日本赤十字社
ハイチ大地震の被災地に対する義捐
金について

2011 タイの洪水被害 約250万円 タイ王国政府 タイの洪水被害に対する支援について

2011
2011ニュージーランド南島
大地震

620万円 ニュージーランド赤十字社
ニュージーランド地震に対する義捐金
について

2011
豪州・クィーンズランド州に
おける洪水被害

800万円
クィーンズランド州 The Premier's 
Disaster Relief Appeal

豪州・クィーンズランド州の洪水被害
に対する義捐金について

2011～ 東日本大震災

2011年　43億円
2012年　20億円
2013年　25億円
2014年　20億円

（累計108億円）

岩手県、宮城県、福島県、セーブ・
ザ・チルドレン・ジャパンほか

東日本大震災に対する義捐金について

2014 広島における土砂災害 100万円 中国新聞社会事業団

2015 ネパール大地震 300万円 ネパール地震被災救済基金

2016 熊本地震
2016年4月　1億円
2016年10月　3億円

熊本県 熊本県への義捐金リリース

2017 九州北部豪雨災害 
福岡県　(500万円)
大分県　(500万円)

福岡県、大分県 
九州北部豪雨災害被害に対する義捐
金について

2017
米国大型ハリケーンによる
被害に対する支援 

約1億１千万円
（100万ドル） 

アメリカ赤十字社 
米国大型ハリケーンによる被害に対す
る支援について

2017 
メキシコ地震による被害に
対する支援

約2,200万円
（20万ドル）

メキシコ赤十字社
メキシコ地震による被害に対する支援
について

2017
バージン諸島
ハリケーン Maria

約5500万円
( 50万ドル）

バージン諸島復興基金

2018
平成30年7月豪雨

（西日本豪雨）

9億円
（広島、岡山、愛媛に
各3億円）

広島県は日本赤十字社広島県支部
岡山県、愛媛県は各県窓口

「平成30年7月豪雨」に対する義捐金
について

2018
平成30年北海道胆振東部
地震

1億円 北海道
「平成30年北海道胆振(いぶり)東部地
震」に対する支援について

2018
台風21号の被害を受けた

「御堂筋のイチョウ並木」に
対する支援

約5,000万円 大阪市
台風21号の被害を受けた「御堂筋のイ
チョウ並木」に対する支援

2019 台風15号に対する支援 5,000万円 千葉県
「令和元年台風15号」に対する支援に
ついて

2019 台風19号に対する支援 5億5,000万円

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川
県、新潟県、長野県、静岡県（各
5千万円）

「令和元年台風第19号」に対する支援
について

2020
オーストラリアの森林火災
による被害に対する支援

約3,750万円
（50万オーストラリア
ドル）

オーストラリア赤十字社
ニューサウスウエールズ州森林火
災消防団体
ニューサウスウエールズ州野生動
物保護団体

オーストラリアの森林火災による被害
に対する支援について

2020 熊本豪雨に対する支援 5,000万円 熊本県 熊本豪雨に対する支援について

2021
インドでの新型コロナウイ
ルス感染症拡大に対する支
援

約6,540万円
（60万米ドル）

British Asian Trust
Confederation of Indian 
Industry
National Restaurant 
Association of India

インドでの新型コロナウイルス感染症
拡大に対する支援について
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年 件名 寄付金額 寄付相手先 ニュースリリース

2021
米国の竜巻による被害に対
する支援

100万米ドル
（約1億1,400万円）

Te a m We s t e r n  K e n t u c k y 
Tornado Relief Fund※

アメリカ赤十字社
※ケンタッキー州知事が竜巻被災者
のために立ち上げたファンド

米国の竜巻による被害に対する支援に
ついて

2022
トンガ海底火山噴火による
被害に対する支援 

1千万円 トンガ王国
トンガ海底火山噴火による被害に対す
る支援について

2022
ウクライナにおける人道支
援活動への寄付 

総額約7,000万円
ウクライナ
国際連合世界食糧計画WFP協会

（国連WFP協会）

ウクライナにおける人道支援活動への
寄付について
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当ウェブサイトは、GRI（Global Reporting Initiative）「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」の中核（Core）に準拠して

作成しています。

共通スタンダード

番号 タイトル 報告要求事項 該当ページ
見出し

戦略および分析

102-1 組織の名称 a.組織の名称 ・企業概要

102-2 
活動、ブランド、
製品、サービス

a.組織の事業活動に関する説明

b.主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止
されている製品またはサービスがあれば、その説明を含める

・事業紹介

102-3 本社の所在地 a.組織の本社の所在地 ・企業概要

102-4 事業所の所在地
a.組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有して

いる国の名称。報告書に記載している項目との関連は問わない
・グループ企業一覧

102-5
所有形態および法
人格

a.組織の所有形態や法人格の形態 ・企業概要

102-6 参入市場

a.参入市場。次の事項を含む

i.製品およびサービスを提供している地理的な場所

ii.参入業種

iii.顧客および受益者の種類

・グループ企業一覧

102-7 組織の規模

a.組織の規模。次の事項を含む

i.総従業員数

ii.総事業所数

iii.純売上高（民間組織について）、純収入（公的組織について）

iv.株主資本および負債の内訳を示した総資本（民間組織について）

v.提供する製品、サービスの量

・企業概要

102-8
従業員およびその
他の労働者に関す
る情報

a.雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、男女別総従業員数

b.雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、地域別総従業員数

c.雇用の種類（常勤と非常勤）別の、男女別総従業員数

d.組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか
否か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質および
規模についての記述

e.開示事項 102-8-a、102-8-b、102-8-cで報告する従業員数に著し
い変動（観光業や農業における季節変動）

f.データの編集方法についての説明（何らかの前提があればそれも含める）

・雇用・就業状況

102-9 サプライチェーン
a.組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製品、

およびサービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める

・サステナブル調達

・すべてのプロセスにおけるお客
様視点の品質保証

データ集

GRI スタンダード対照表
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102-
10

組織およびそのサ
プライチェーンに
関する重大な変化

a.組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して生
じた重大な変化。次の事項を含む

i.所在地または事業所に関する変化（施設の開設や閉鎖、拡張を含む）

ii.株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの実
施による変化（民間組織の場合）

iii.サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、またはサプライヤー
との関係の変化（選定や解消を含む）

当該期間においては該当なし

102-
11

予防原則または予
防的アプローチ

a.組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその
取り組み方

・事業活動と環境影響

・環境マネジメント

102-
12

外部イニシアティ
ブ

a.外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシア
ティブで、組織が署名または支持しているもののリスト

・サントリーが考えるサステナビ
リティ経営：国連グローバル・
コ ン パ クト、The CEO Water 
Mandateに署名

・アルコール関連問題への取り組
み：アルコール関連問題低減に
向けグローバルに活動

・環境ビジョン

・サステナブルな水資源管理の国
際認証「AWS認証」の取得

・サントリーグループ「プラスチッ
ク基本方針」

・「天然水の森」（水源涵養/生物
多様性の保全）

102-
13

団体の会員資格
a.業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が持って

いる主な会員資格のリスト
・サントリーが参画している業界

団体

戦略

102-
14

上 級 意 思 決 定者
の声明

a.組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに取り組
むための戦略に関する、組織の最高意思決定者（CEO、会長または
それに相当する上級幹部）の声明

・トップコミットメント

102-
15

重要なインパクト、
リスク、機会

a.重要なインパクト、リスク、機会の説明

・事業活動と環境影響：水リスク
の評価

・サステナビリティビジョン

・TCFD提言に基づく開示

・有価証券報告書P15-20：事業
等のリスク

倫理と誠実性

102-
16

価値観、理念、行動
基準・規範

a.組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明
・サントリーが考えるサステナビリ

ティ経営：サントリーグループの
理念

102-
17 

倫理に関する助言
および懸念のため
の制度

a.組織内外に設けられている次の制度についての説明

i.倫理的行為および合法行為、ならびに組織の誠実性に関する助言を
求める制度

ii.非倫理的行為または違法行為、ならびに組織の誠実性に関する懸念
を通報する制度

・コンプライアンス：問題の早期
発見・解決のためにホットライン
を強化、通報者等の保護

ガバナンス

102-
18 

ガバナンス構造
a.組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む

b.経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会

・コーポレート・ガバナンス

・サステナビリティビジョン：推進
体制

102-
19 

権限移譲
a.最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会項

目に関して権限委譲を行うプロセス
・サステナビリティビジョン：推進

体制
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102-
20

経済、環境、社会
項目に関する役員
レベルの責任

a.組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任
者として任命しているか

b.その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか

・コーポレート・ガバナンス

・サステナビリティビジョン：推進
体制

102-
21

経済、環境、社会
項 目 に 関 す る ス
テークホルダーと
の協議

a.ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会
項目に関して協議を行うプロセス

b.協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガ
バナンス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか

・社会との対話

102-
22

最高ガバナンス機
関およびその委員
会の構成

a.最高ガバナンス機関およびその委員会の構成。次の事項による

i.執行権の有無

ii.独立性

iii.ガバナンス機関における任期

iv.構成員の他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミッ
トメントの性質

v.ジェンダー

vi.発言権が低い社会的グループのメンバー

vii.経済、環境、社会項目に関係する能力

viii.ステークホルダーの代表

・有価証券報告書P43-47：役員
の状況

102-
23 

最高ガバナンス機
関の議長

a.最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か

b.議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役
割と、そのような人事の理由

102-
24 

最高ガバナンス機
関の指名と選出

a.最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選出のプロ
セス

b.最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準。次
の事項を含む

i.ステークホルダー（株主を含む）が関与しているか、どのように関与
しているか

ii.多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか

iii.独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか

iv.経済、環境、社会項目に関する専門知識や経験が考慮されているか、
どのように考慮されているか

102-
25 

利益相反

a.利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行っているプ
ロセス

b.利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか。最低
限、次の事項を含む

i.役員会メンバーへの相互就任

ii.サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い

iii.支配株主の存在

iv.関連当事者の情報

102-
26 

目的、価値観、戦
略の設定における
最高ガバナンス機
関の役割

a.経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステー
トメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガ
バナンス機関と役員が果たす役割

・サステナビリティビジョン：推進
体制

102-
27 

最高ガバナンス機
関の集合的知見

a.経済、環境、社会項目に関する最高ガバナンス機関の集合的知見を
発展、強化するために実施した施策
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102-
28 

最高ガバナンス機
関のパフォーマン
スの評価

a.最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関する
パフォーマンスを評価するためのプロセス

b.当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度

c.当該評価が自己評価であるか否か

d.最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関する
パフォーマンス評価に対応して行った措置。最低限、メンバーの変
更や組織の実務慣行の変化を含む

102-
29

経済、環境、社会
へのインパクトの
特定とマネジメン
ト

a.経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特
定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割。デュー・デリ
ジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス機関の役割を含む

b.最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、およびそのイン
パクト、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、
ステークホルダーとの協議が活用されているか否か

・内部統制システムに関する基本
的な考え方およびその運用状況

・サステナビリティビジョン：推進
体制

102-
30 

リスクマネジメン
ト・プロセスの有
効性

a.経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセスの有効
性のレビューにおける最高ガバナンス機関の役割

・リスクマネジメント

・内部統制システムに関する基本
的な考え方およびその運用状況

102-
31 

経済、環境、社
会項目のレビュー

a.経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会に関し
て最高ガバナンス機関が行うレビューの頻度

・サステナビリティビジョン：推進
体制

102-
32

サステナビリティ
報告における最高
ガバナンス機関の
役割

a.組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行い、す
べてのマテリアルな項目が取り上げられていることを確認する機能を
果たしている最高位の委員会または役職

・サステナビリティビジョン：推進
体制

102-
33 

重大な懸念事項
の伝達

a.最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するために設け
られているプロセス

・内部統制システムに関する基本
的な考え方およびその運用状況

102-
34

伝達された重大な
懸念事項の性質と
総数

a.最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の性質と総数

b.重大な懸念事項への対処、解決のために使われたメカニズム

102-
35 

報酬方針

a.最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針。次の種類の報酬
を含む

i.固定報酬と変動報酬（パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、賞与、
後配株式または権利確定株式を含む）

ii.契約金、採用時インセンティブの支払い

iii.契約終了手当

iv.クローバック

v.退職給付（最高ガバナンス機関、役員、その他の全従業員について、
それぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を含む）

b.報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機関およ
び役員の経済、環境、社会項目における目標がどのように関係して
いるか

102-
36 

報酬の決定プロセ
ス

a.報酬の決定プロセス

b.報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬
コンサルタントが経営陣から独立しているか否か

c.報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係

102-
37

報酬に関するス
テークホルダーの
関与

a.報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮し
ているか

b.考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果

102-
38 

年間報酬総額の
比率

a.組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年
間報酬総額の、同じ国の全従業員における年間報酬額の中央値（最
高給与所得者を除く）に対する比率

102-
39 

年間報酬総額比
率の増加率

a.組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年
間報酬総額の増加率の、同じ国の全従業員における年間報酬総額
の中央値（最高給与所得者を除く）の増加率に対する比率
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ステークホルダー・エンゲージメント

102-
40 

ステークホルダー・
グループのリスト

a.組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリスト

・社会との対話

・サントリーが考えるサステナビリ
ティ経営：ステークホルダーとの
関わり

102-
41

団体交渉協定 a.団体交渉協定の対象となる全従業員の割合
・労使関係：労使が協力して「働

きやすい職場」に

102-
42

ステークホルダー
の特定および選定

a.組織がエンゲージメントを行うステークホルダーを特定および選定す
る基準

・社会との対話

・サントリーが考えるサステナビリ
ティ経営：ステークホルダーとの
関わり

102-
43

ステークホルダー・
エンゲージメントへ
のアプローチ方法

a.組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法。種
類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度を含
む。また、特に報告書作成プロセスの一環として行ったエンゲージメ
ントか否かを示す

・社会との対話

・労使関係：協議会で労使の協働
を推進

102-
44 

提起された重要な
項目および懸念

a.ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目お
よび懸念。次の事項を含む

i.組織が重要な項目および懸念にどう対応したか（報告を行って対応し
たものを含む）

ii.重要な項目および懸念を提起したステークホルダー・グループ

・社会との対話

・人権の尊重：有識者ダイアログ

・お客様コミュニケーション：お
客様センターに寄せられた声、
お客様のご意見を商品づくりに
活用

報告実務

102-
45 

連 結 財務 諸 表 の
対象になっている
事業体

a.組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事
業体のリスト

b.組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のい
ずれかが報告書の記載から外れているか否か

・有価証券報告書P8-9：関係会
社の状況

102-
46 

報告書の内容およ
び項目の該当範囲
の確定

a.報告書の内容および項目の該当範囲を確定するためのプロセスの
説明

b.組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用した
かについての説明

・サントリーが考えるサステナビリ
ティ経営：サステナビリティ 4つ
の取り組み

・サステナビリティビジョン：サン
トリーグループにとってのサステ
ナビリティの重要テーマ

102-
47

マテリアルな項目
のリスト

a.報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリ
スト

・サントリーが考えるサステナビリ
ティ経営：サステナビリティ 4つ
の取り組み

・サステナビリティビジョン：サン
トリーグループにとってのサステ
ナビリティの重要テーマ

102-
48 

情報の再記述
a.過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影

響および理由
当該期間においては該当なし

102-
49 

報告における変更
a.マテリアルな項目および項目の該当範囲について、過去の報告期間

からの重大な変更
当該期間においては該当なし

102-
50 

報告期間 a.提供情報の報告期間
・サステナビリティ情報の掲載方

針：対象期間
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102-
51 

前回発行した報告
書の日付

a.前回発行した報告書の日付（該当する場合）
・サステナビリティ情報の掲載方

針：発行

102-
52 

報告サイクル a.報告サイクル
・サステナビリティ情報の掲載方

針：発行

102-
53

報告書に関する質
問の窓口

a.報告書またはその内容に関する質問の窓口
・サステナビリティ情報の掲載方

針：ご意見・ご感想をお聞かせ
ください

102-
54 

GRIスタンダード
に準拠した報告で
あることの主張

a.組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を選んで
報告書を作成したことを表す主張

i.「この報告書は、GRIスタンダードの中核（Core）オプションに準拠
して作成されている。」

ii.「この報告書は、GRIスタンダードの包括（Comprehensive）オプショ
ンに準拠して作成されている。」

この報告書は、GRIスタンダード
の中核（Core）オプションに準拠
して作成されています。

102-
55 

内容索引

a.GRIの内容索引（使用した各スタンダードを明記し、報告書に記載し
たすべての開示事項を一覧表示する）

b.内容索引には、各開示事項について次の情報を含める

i.開示事項の番号（GRIスタンダードに従って開示した項目について）

ii.報告書またはその他の公開資料の中で、該当の情報が記載されてい
るページ番号またはURL

iii.要求される開示事項の省略が認められていて、開示できない場合の
省略の理由（該当する場合）

・GRIスタンダード対照表

102-
56 

外部保証

a.報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実務慣行の説明

b.報告書が外部保証を受けている場合、

i.外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によって保証さ
れている事項、保証されていない事項、その根拠（サステナビリティ
報告書に添付する保証報告書に記載がない場合）。これには保証基
準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項も含める

ii.組織と保証提供者の関係

iii.最高ガバナンス機関または役員が、組織のサステナビリティ報告書
の保証に関わっているか否か、どのように関わっているか

・第三者保証報告書

103：マネジメント手法

103-1 
マテリアルな項目
とその該当範囲の
説明

a.その項目がマテリアルである理由の説明

b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む

i.どこでインパクトが生じるのか

ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は
直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに
関連したかどうか

c.該当範囲に関する具体的な制約事項

・サントリーが考えるサステナビリ
ティ経営：サステナビリティ 4つ
の取り組み

・事業活動と環境影響

・サステナビリティビジョン：サン
トリーグループにとってのサステ
ナビリティの重要テーマ
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103-2 
マネジメント手法
とその要素

a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明

b.マネジメント手法の目的に関する表明

c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての
説明

i.方針

ii.コミットメント

iii.目標およびターゲット

iv.責任

v.経営資源

vi.苦情処理メカニズム

vii.具体的な措置（プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティ
ブなど）

・環境ビジョン：サントリーグルー
プ環境基本方針、「環境ビジョ
ン2050」・「環境目標2030」

・サステナブル調達：サントリーグ
ループサステナブル調達基本方
針

・サントリーグループ「プラスチッ
ク基本方針」

・人権の尊重

・グループ品質マネジメントの推
進：サントリー品質方針

・社会貢献活動方針：サントリー
グループ社会貢献活動

・お客様コミュニケーション：お
客様満足のための基本方針・行
動指針

・サステナビリティビジョン：推進
体制

・グループ品質マネジメントの推
進

・コンプライアンス

103-3 
マネジメント手法
の評価方法

a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む

i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み

ii.マネジメント手法の評価結果

iii.マネジメント手法に関して行った調整

・サントリーグループISO14001
認証取得一覧

・サステナブルな水資源管理の国
際認証「AWS認証」の取得

・すべてのプロセスにおけるお客
様視点の品質保証

・TCFD提言に基づく開示

・主要サステナビリティデータ
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項目別のスタンダード

番号 タイトル 報告要求事項
該当ページ

見出し

経済

201:経済パフォーマンス

201-1 
創出、分配した直
接的経済価値

a.創出、分配した直接的経済価値（発生主義ベースによる）。これには、
組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要
素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を
次の基本要素に加えて報告する

i.創出した直接的経済価値：収益

ii.分配した経済価値：事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提供者
への支払い、政府への支払い（国別）、コミュニティ投資

iii.留保している経済価値：「 創出した直接的経済価値」から「分配し
た経済価値」を引いたもの

b.影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場
レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する

・主要サステナビリティデータ：経
済的貢献等

・有価証券報告書P2：第1企業の
概況＞主要な経営指標等の推
移＞連結経営指標等

・有価証券報告書P4：提出会社の
経営指標等

201-2 
気候変動による財
務上の影響、その
他のリスクと機会

a.気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費
用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む

i.リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類

ii.リスクと機会に関連するインパクトの記述

iii.措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響

iv.リスクと機会をマネジメントするために用いた手法

v.リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト

・環境マネジメント：環境会計を
導入してコストと効果を算出

・事業活動と環境影響：自然資本
による定量評価

・環 境ビジョン：環 境ビジョン
2050

・TCFD提言に基づく開示

・有価証券報告書P15-20：事業
等のリスク

201-3 
確 定 給 付 型年金
制度の負担、その
他の退職金制度

a.組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務
の推定額

b.年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項

i.年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合の推
定値

ii.当該推定値の計算基礎

iii.推定値の計算時期

c.年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、
雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説
明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合
は、それについて説明する

d.従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合

e.退職金積立制度への参加レベル（義務的参加か任意制度か、地域的
制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など）

・有価証券報告書P85-88：従業
員給付

201-4 
政府から受けた資
金援助

a.組織が報告期間中に各国政府から受け取った資金援助の総額。次の
事項を含む

i.減税および税額控除

ii.補助金

iii.投資奨励金、研究開発助成金、その他関連助成金

iv.賞金

v.特許権等使用料免除期間

vi.輸出信用機関（ECA）からの資金援助

vii.金銭的インセンティブ

viii.その他、政府から受け取った、または受け取る予定の財務利益

b.201-4-aの情報の国別内訳

c.組織の株式保有構成における政府出資の有無、出資割合

当該期間においては該当なし
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202:地域経済での存在感

202-1 
地 域 最 低 賃 金に
対する標準新人給
与の比率（男女別）

a.従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その
最低賃金に対する重要事業拠点新人給与の比率（男女別）を報告する

b.組織の活動に携わるその他の労働者（従業員を除く）の相当部分が最
低賃金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支
払われていることを確認するためにどのような措置を取っているかを記
述する

c.重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが
変動するものか否か（男女別）。参照すべき最低賃金が複数ある場合
は、どの最低賃金を使用したかを報告する

d.「重要事業拠点」の定義

当該期間においては該当なし

202-2 
地域コミュニティ
から採用した上級
管理職の割合

a.重要事業拠点で地域コミュニティから採用した上級管理職の割合

b.「上級管理職」の定義

c.組織の「地域・地元」の地理的定義

d.「重要事業拠点」の定義

・人事の基本的な考え方：現地採
用に関する考え方

203:間接的な経済的インパクト

203-1 
インフラ投資およ
び支援サービス

a.重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲

b.コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると思
われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む（該当する場合）

c.当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無
償で実施するものかを報告する

・天然水の森

・愛鳥活動

・社会福祉

・芸術・文化・学術活動

203-2 
著しい間接的な経
済的インパクト

a.組織が与える著しい間接的な経済的インパクト（プラスおよびマイナ
ス）と特定された事例

b.外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項（国内およ
び国際的な基準、協定、政策課題など）を考慮した場合の間接的
な経済的インパクトの「著しさ」

当該期間においては該当なし

204:調達慣行

204-1 
地元サプライヤー
への支出の割合

a.重要事業拠点で使用する調達予算のうち、当該事業所の地元にある
サプライヤーへの支出割合（地元で調達した商品やサービスの割合
など）。

b.組織の「地域・地元」の地理的定義

c.「重要事業拠点」の定義

・サステナブル調達：サプライヤー
地域別構成比
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205:腐敗防止

205-1 
腐敗に関するリス
ク評価を行ってい
る事業所

a.腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合

b.リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク

・リスクマネジメント：汚職に関す
るリスク評価

205-2 

腐 敗 防 止の方 針
や手順に関するコ
ミュニケーション
と研修

a.ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手
順の伝達対象となった者の総数と割合（地域別）

b.従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象と
なった者の総数と割合（従業員区分別、地域別）

c.ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順に
ついて伝達対象となった者の総数と割合（ビジネスパートナー種類
別、地域別）。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個
人または組織に伝達されているかどうかを記述する

d.ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した
者の総数と割合（地域別に）

e.従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合（従
業員区分別、地域別に）

・コンプライアンス

・リスクマネジメント：反贈賄

205-3 
確定した腐敗事例
と実施した措置

a.確定した腐敗事例の総数と性質

b.確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処
分したものの総数

c.確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネス
パートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数

d.報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟
が提起されている場合、その事例と結果

当該期間においては該当なし

206:反競争的行為

206-1

反競争的行為、反
トラスト、独占的
慣行により受けた
法的措置

a.組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独
占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例（終結し
ているもの、していないもの）の件数

b.法的措置が終結したものについては、結果（決定や判決を含む）の
主要点

当該期間においては該当なし

207:税

207-1
税へのアプローチ
の説明

a.税に対する組織のアプローチ

b.税務戦略、検討・承認部署有無

c.コンプライアンスアプローチ

d.税務戦略とビジネス/サステナビリティとの関連性

・SBF Global Tax Policy

207-2
税のガバナンスと
管 理の 枠 組み の
説明

a.税務ガバナンス、コントロール枠組

b.税務に係る非倫理的、違法行為報告体制メカニズム

c.税務関連開示に係るアシュアランスプロセス

・SBF Global Tax Policy

207-3
税に関するステー
クホルダーへのア
プローチ

a.税務に係るステークホルダーエンゲージメントについての説明

b.ステークホルダーの懸念などに係る情報の収集プロセス
・SBF Global Tax Policy

207-4
税務上所在してい
る全税管轄区域

a.事業内容

b.利益

c.収益

d.従業員

e.資産

f.法人税

g.納税額差異理由
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環境

301:原材料

301-1
使用原材料の重量
または体積

a.組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原
材料の重量または体積の総計。次の分類による

i.使用した再生不能原材料

ii.使用した再生可能原材料

・主要サステナビリティデータ：事
業活動と環境負荷の全体像

301-2 
使用したリサイク
ル材料

a.組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の割合

301-3
再生利用された製
品と梱包材

a.再生利用された製品と梱包材の割合。製品区分別に

b.本開示事項のデータ収集方法

・主要サステナビリティデータ：副
産物・廃棄物の排出量、再資源
化率および用途

・主要サステナビリティデータ：環
境データ

302：エネルギー

302-1 
組織内のエネル
ギー消費量

a.組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量
（ジュールまたはその倍数単位（メガ、ギガなど）による）。使用した
燃料の種類も記載する

b.組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量
（ジュールまたはその倍数単位による）。使用した燃料の種類も記載
する

c.次の総量（ジュール、ワット時、またはその倍数単位による）

i.電力消費量

ii.暖房消費量

iii.冷房消費量

iv.蒸気消費量

d.次の総量（ジュール、ワット時、またはその倍数単位による）

i.販売した電力

ii.販売した暖房

iii.販売した冷房

iv.販売した蒸気

e.組織内のエネルギー総消費量（ジュールまたはその倍数単位による）

f.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

g.使用した変換係数の情報源

・主要サステナビリティデータ：事
業活動と環境負荷の全体像

302-2 
組織外のエネル
ギー消費量

a.組織外のエネルギー消費量（ジュールまたはその倍数単位（メガ、ギ
ガなど）による）

b.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

c.使用した変換係数の情報源

302-3 エネルギー原単位

a.組織のエネルギー原単位

b.原単位計算のため組織が分母として選択した指標

c.原単位に含まれるエネルギーの種類（燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、
またはこのすべて）

d.原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組織外の
エネルギー消費量、もしくはこの両方か

302-4 
エネルギー消費量
の削減

a.エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果とし
て削減されたエネルギー消費量（ジュールまたはその倍数単位（メガ、
ギガなど）による）

b.削減されたエネルギーの種類（燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、ま
たはこのすべて）

c.削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準（基準年、基準
値など）と、その基準選定の理論的根拠

d.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

・主要サステナビリティデータ：サ
ントリーグループ（国内生産拠
点）の環境保全効果
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302-5 
製品およびサービ
スのエネルギー必
要量の削減

a.販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間中
におけるエネルギー削減量（ジュールまたはその倍数単位（メガ、ギ
ガなど）による）

b.エネルギー消費削減量の計算に使用した基準（基準年、基準値など）、
および基準選定の理論的根拠

c.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

303:水と廃水 2018

303-1 
共有資源としての
水との相互作用

a.取水され、消費され、排出される方法と場所を含む、組織と水との
相互作用の記述、および、取引関係によって組織の活動、製品、サー
ビスにもたらされ、または寄与し、もしくは直接関連した水関連のイ
ンパクト（例：流出水によるインパクト）

b.評価の範囲、期間、使用されたツールや方法を含む、水関連のイン
パクトを特定するために使用された手法の記述

c.水関連のインパクトがどのように対処されているかについての記述、
以下を含む。組織が水を共有資源として取り扱うためにどのようにス
テークホルダーと協力するか、そして著しい水関連のインパクトのあ
るサプライヤーや顧客とどのように関わっているか

d.組織のマネジメント手法の一部である水関連の目標およびターゲット
を設定するプロセス、および水ストレスを伴う各地域の公共政策と
地域の状況との関係に対する説明

・水のサステナビリティ

・サントリーの『水理念』

・環境ビジョン：「環境ビジョン
2050」・「環境目標2030」

・水リスクの評価：サントリーグ
ループ自社工場の水リスク評価

・サステナブルな水資源管理の国
際認証「AWS認証」の取得

303-2 
排水に関連するイ
ンパクトのマネジメ
ント

a.排出される廃水の水質について設定された最低限の基準と、これら
の最低限の基準がどのように決定されたかについての記述

i.排出基準のない地域での施設からの排水基準がどのように決定されたか

ii.内部的に開発された水質基準またはガイドライン

iii.業種特有の基準は考慮されたか

iv.排水を受け入れる水域の特性を考慮したかどうか

・水資源の有効活用：排水管理の
徹底

303-3 取水

a.すべての地域からの総取水量（単位:千k）、および該当する場合は
次の取水源ごとの総取水量の内訳

i.地表水

ii.地下水

iii.海水

iv.生産随伴水

v.第三者の水

b.水ストレスを伴うすべての地域からの総取水量（単位:千k）、および
該当する場合は、次の取水源ごとの総取水量の内訳

i.地表水

ii.地下水

iii.海水

iv.生産随伴水

v.第三者の水、およびi-ivに記載された取水源ごとのこの合計の内訳

c.開示事項303-3-aおよび開示事項303-3-bに記載された各取水源か
らの、次のカテゴリーごとの総取水量の内訳

i.淡水（≤1,000mg / 　総溶解固形分）

ii.その他の水（> 1,000 mg / 　総溶解固形分）

d.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文
脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

・水資源の有効活用：水源別水使
用量
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303-4 排水

a.すべての地域の総排水量（単位:千k）、および該当する場合は次の
排水先タイプ別の総排水量内訳

i.地表水

ii.地下水

iii.海水

iv.第三者の水 および該当する場合はこの合計の量は他の組織の使用
のために送られた合計量

b.すべての地域への総排水量（単位:千k）についての次のカテゴリー
別内訳

i.淡水（≤1,000mg / 　総溶解固形分）

ii.その他の水（> 1,000 mg / 　総溶解固形分）

c.水ストレスを伴うすべての地域への総排水量（単位:千k）、および次
のカテゴリー別の総排水量内訳

i.淡水（≤1,000mg / 　総溶解固形分）

ii.その他の水（> 1,000 mg / 　総溶解固形分）

d.排水時に優先的に懸念される物質が処理されていること、次を含む

i. 優先的に懸念される物質がどのように定義されているか、そして国際
規格(あるならば)、信頼できるリスト、あるいは規準がどのように用
いられているか

ii.優先的に懸念される物質の排出限度を設定するアプローチ

iii.排出限度に違反した事案数

e.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文
脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

・水資源の有効活用：排水量

303-5 水消費

a.すべての地域での総水消費量（単位:千k）

b.水ストレスを伴うすべての地域での総水消費量（単位:千k）

c.水の保管が水関連の著しいインパクトを及ぼすことが同定された場合
の水保管量の変化（単位:千k）

d.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文
脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など。ここには、
情報を計算・推定・モデル化したか、直接的な測定から得たかどう
かや、またセクター特有の因子を使用することなど、このためにとら
れたアプローチを含む

・水資源の有効活用：水使用量

304:生物多様性

304-1 

保 護 地 域 および
保護地域ではない
が生 物 多様 性 価
値の高い地域、 も
しくはそれらの隣
接地域に所有、賃
借、管理している
事業サイト

a.保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、
もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイトに
関する次の情報

i.所在地

ii.組織が所有、賃借、管理する可能性のある地表下および地下の土地

iii. 保護地域（保護地域内部、隣接地域、または保護地域の一部を含
む地域）または保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域と
の位置関係

iv.事業形態（事務所、製造・生産、採掘）

v.事業敷地の面積（km2で表記。適切な場合は他の単位も可）

vi. 該当する保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高
い地域の特徴（陸上、淡水域、あるいは海洋）から見た生物多様性
の価値

vii.保護地域登録されたリスト（IUCN保護地域管理カテゴリー、ラム
サール条約、国内法令など）の特徴から見た生物多様性の価値

・「天然水の森」（水源涵養/生物
多様性の保全）：「生物多様性の
ための30by30アライアンス」に
参画
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304-2 

活動、製品、サー
ビスが生物多様性
に与える著しいイ
ンパクト

a.生物多様性に直接的、間接的に与える著しいインパクトの性質。次
の事項を含む

i.生産工場、採掘坑、輸送インフラの建設または利用

ii.汚染（生息地には本来存在しない物質の導入。点源、非点源由来の
いずれも）

iii.侵入生物種、害虫、病原菌の導入

iv.種の減少

v.生息地の転換

vi.生態学的プロセスの変化（塩分濃度、地下水位変動など）で、自然
増減の範囲を超えるもの

b.直接的、間接的、プラス、マイナスの著しい影響。次の事項を含む

i.インパクトを受ける生物種

ii.インパクトを受ける地域の範囲

iii.インパクトを受ける期間

iv.インパクトの可逆性、不可逆性

304-3 
生息地の保護・復
元

a.すべての保護もしくは復元された生息地の規模と所在地。外部の独
立系専門家が、その復元措置の成功を認定しているか否か

b.組織の監督・実施により保護もしくは復元された場所と異なる生息
地がある場合、保護や復元を目的とする第三者機関とのパートナー
シップの有無

c.各生息地の状況（報告期間終了時点における）

d.使用した基準、方法、前提条件

・「天然水の森」（水源涵養/生物
多様性の保全）

・愛鳥活動

304-4 

事業の影響を受け
る地域に生息する
IUCNレッドリスト
ならびに国内保全
種リスト対象の生
物種

a.IUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種で、組織
の事業の影響を受ける地域に生息する種の総数。次の絶滅危惧レベ
ル別に

i.絶滅危惧IA類（CR）

ii.絶滅危惧IB類（EN）

iii.絶滅危惧II類（VU）

iv.準絶滅危惧（NT）

v.軽度懸念

当該期間においては該当なし

305:大気への排出

305-1 
直 接 的な 温 室 効
果ガス（GHG）排
出量（スコープ1）

a.直接的（スコープ1）GHG排出量の総計（CO2換算値（t-CO2）による）

b.計 算 に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、
またはそのすべて）

c.生物由来のCO2排出量（CO2換算値（t-CO2）による

d.計算の基準年（該当する場合、次の事項を含む）

i.その基準年を選択した理論的根拠

ii.基準年における排出量

iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算すること
になった場合は、その経緯

e.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数（GWP）、
GWP情報源の出典

f. 排出量に関して選択した連結アプローチ（株式持分、財務管理、も
しくは経営管理）

g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

・主要サステナビリティデータ：ス
コープ1・2排出量
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305-2 
間 接 的な 温 室 効
果ガス（GHG）排
出量（スコープ2）

a.ロケーション基準の間接的（スコープ2）GHG排出量の総計（CO2

換算値（t-CO2）による）

b.該当する場合、マーケット基準の間接的（スコープ2）GHG排出量
の総計（CO2換算値（t-CO2）による）

c.データがある場合、総計計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、
HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて）

d.計算の基準年（該当する場合、次の事項を含む）

i.その基準年を選択した理論的根拠

ii.基準年における排出量

iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算すること
になった場合は、その経緯

e.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数（GWP）、
GWP情報源の出典

f. 排出量に関して選択した連結アプローチ（株式持分、財務管理、経
営管理）

g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

・主要サステナビリティデータ：ス
コープ1・2排出量

305-3 

その 他 の 間 接 的
な 温 室 効 果 ガス

（GHG）排出量（ス
コープ3）

a.その他の間接的（スコープ3）GHG排出量の総計（CO2換算値（t-CO2）
による）

b.データがある場合、総計計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、
HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて）

c.生物由来のCO2排出量（CO2換算値（t-CO2）による）

d.計算に用いたその他の間接的（スコープ3）GHG排出量の区分と活動

e.計算の基準年（該当する場合、次の事項を含む）

i.その基準年を選択した理論的根拠

ii.基準年における排出量

iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算すること
になった場合は、その経緯

f. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数（GWP）、
GWP情報源の出典

g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

・主要サステナビリティデータ：ス
コープ3排出量（サントリーグ
ループ全体）

305-4 
温 室 効 果 ガ ス

（GHG）排出原単
位

a. 組織のGHG排出原単位

b.原単位計算のため組織が分母として選択した指標

c.原単位に含まれるGHG排出の種類。直接的（スコープ1）、間接的（ス
コープ2）、その他の間接的（スコープ3）

d.計 算 に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、
またはそのすべて）

305-5 
温 室 効 果 ガ ス

（GHG）排出量の
削減

a.排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG排
出量（CO2換算値（t-CO2）による）

b.計 算 に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、
またはそのすべて）

c.基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠

d.GHG排出量が削減されたスコープ。直接的（スコープ1）、間接的（ス
コープ2）、その他の間接的（スコープ3）のいずれか

e.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

・主要サステナビリティデータ：サ
ントリーグループ（国内生産拠
点）の環境保全効果

305-6 
オゾン層破壊物質

（ODS）の排出量

a.ODSの生産量、輸入量、輸出量（CFC-11（トリクロロフルオロメタン）
換算値による）

b.計算に用いた物質

c.使用した排出係数の情報源

d.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール



428

305-7 

窒素酸化物（NOx）、
硫黄酸化物（SOx）、
およびその他の重
大な大気排出物

a.次の重大な大気排出物の量（キログラムまたはその倍数単位（トンな
ど）による）

i.NOx

ii.SOx

iii.残留性有機汚染物質（POP）

iv.揮発性有機化合物（VOC）

v.有害大気汚染物質（HAP）

vi.粒子状物質（PM）

vii.この他、関連規制で定めている標準的大気排出区分

b.使用した排出係数の情報源

c.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

・主要サステナビリティデータ：大
気汚染防止

306:排水および廃棄物

306-1 
排水の水質および
排出先

a.想定内および想定外の排水量（次の事項による）

i.排出先

ii.水質（処理方法を含む）

iii.他の組織による水の再利用の有無

b.使用した基準、方法、前提条件

・水資源の有効活用：排水量

306-2 
種類別および処分
方法別の廃棄物

a.有害廃棄物の総重量（次の処分方法を用いている場合には、この処
分方法別に内訳を提示）

i.リユース

ii.リサイクル

iii.堆肥化

iv.回収（エネルギー回収を含む）

v.焼却（大量燃焼）

vi.深井戸注入

vii.埋め立て

viii.現場保管

ix.その他（詳細を記述）

b.非有害廃棄物の総重量（次の処分方法を用いている場合には、この
処分方法別に内訳を提示）

i.リユース

ii.リサイクル

iii.堆肥化

iv.回収（エネルギー回収を含む）

v.焼却（大量燃焼）

vi.深井戸注入

vii.埋め立て

viii.現場保管

ix.その他（詳細を記述）

c.廃棄物処分方法の判定方法

i.自ら処分している場合または直接確認した場合

ii.廃棄物処分請負業者から提供された情報による場合

iii.廃棄物処分請負業者からの報告がない場合

・主要サステナビリティデータ：副
産物・廃棄物の排出量、再資源
化率および用途

306-3 重大な漏出

a.記録した重大な漏出の総件数と総漏出量

b.組織の財務報告書で報告している漏出のそれぞれにつき、次の追加
情報

i.漏出場所

ii.漏出量

iii.次の分類による漏出物。油漏出物（土壌または水面）、燃料漏出物（土
壌または水面）、廃棄物の漏出（土壌または水面）、化学物質の漏出（多
くは土壌または水面）、その他（詳細を記述）

c.重大な漏出のインパクト

当該期間においては該当なし
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306-4 
有 害 廃 棄 物の 輸
送

a.次の各事項の総重量

i.輸送された有害廃棄物

ii.輸入された有害廃棄物

iii.輸出された有害廃棄物

iv.処理された有害廃棄物

b.国際輸送された有害廃棄物の割合

c.使用した基準、方法、前提条件

当該期間においては該当なし

306-5 
排水や表面流水に
よって影響を受け
る水域

a.排水や表面流水による著しい影響を受ける水域および関連生息地。
次の事項に関する情報を付記すること

i.水域および関連生息地の規模

ii.その水域および関連生息地が、国内または国際的に保護地域に指定
されているか否か

iii.生物多様性価値（保護種の数など）

当該期間においては該当なし

307:環境コンプライアンス

307-1 環境法規制の違反

a.環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外
の制裁措置。次の事項に関して

i.重大な罰金の総額

ii.罰金以外の制裁措置の総件数

iii.紛争解決メカニズムに提起された事案

b.組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

当該期間においては該当なし

308:サプライヤーの環境面のアセスメント

308-1 
環境基準により選
定した新規サプラ
イヤー

a.環境基準により選定した新規サプライヤーの割合
・サステナブル調 達：サプライ

チェーン全体でのサステナビリ
ティを推進

308-2 

サプライチェーン
におけるマイナス
の環境インパクト
と実施した措置

a.環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数

b.著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると特定さ
れたサプライヤーの数

c.サプライチェーンで特定した著しいマイナスの環境インパクト（顕在
的、潜在的）

d.著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると特定さ
れたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプ
ライヤーの割合

e.著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると特定さ
れたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤー
の割合およびその理由

社会

401:雇用

401-1 
従 業 員の 新 規 雇
用と離職

a.報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率（年齢層、性別、
地域による内訳）

b.報告期間中における従業員の離職の総数と比率（年齢層、性別、地
域による内訳）

・主要サステナビリティデータ：採
用人数、事由別退職者数・離職
率
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401-2 
正社員には支給さ
れ、非正規社員には
支給されない手当

a.組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給されない
手当（重要事業拠点別）。これらの手当には、少なくとも次のものを
含める

i.生命保険

ii.医療

iii.身体障がいおよび病気補償

iv.育児休暇

v.定年退職金

vi.持ち株制度

vii.その他

b.「重要事業拠点」の定義

401-3 育児休暇

a.育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数（男女別）

b.育児休暇を取得した従業員の総数（男女別）

c.報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数（男女別）

d.育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の
総数（男女別）

e.育児休暇後の従業員の復職率および定着率（男女別）

・主要サステナビリティデータ：育
児休職取得実績、育児・介護等
各種制度の取得者数推移

402:労使関係

402-1 
事業上の変更に関
する最低通知期間

a.従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある事業上の重大な変更を実
施する場合、従業員および従業員代表に対して、通常、最低何週間
前までに通知を行っているか

b.団体交渉協定のある組織の場合、通知期間や協議・交渉に関する
条項が労働協約に明記されているか否か

403:労働安全衛生 2018

403-1 
労働安全衛生マネ
ジメントシステム

a.労働安全衛生マネジメントシステムが導入されているかどうかの声明

i.法的要件のためにシステムが導入されている。もしそうであるならば、
法的要件のリスト

ii.システムは、リスクマネジメントあるいはマネジメントシステムの公式
な標準・手引きに基づき実施されている。もしそうであるならば、標
準・手引きのリスト

b.労働安全衛生マネジメントシステムが対象とする労働者、事業活動お
よび職場の範囲の説明。もし対象でないならば、範囲に含まれてい
ない労働者、事業活動、職場についての理由説明

403-2 
危険性(ハザード)
の特定、リスク評
価、事故調査

a.労働関連の危険性(ハザード)を特定し、日常的かつ臨時的にリスク
を評価し、危険性(ハザード)を排除しリスクを最小限に抑えるための
管理体系を適用するために使用されるプロセスの説明

i.組織がこれらのプロセスの質を保証する方法（それらを実行する人の
能力を含む）

ii.これらのプロセスの結果を使用して労働安全衛生マネジメントシステ
ムを評価し、継続的に改善する方法

b.労働関連の危険性(ハザード)や危険な状況を労働者が報告するプロ
セスの説明、および労働者が報復措置からどのように保護されてい
るかの説明

c.傷害や疾病・体調不良を引き起こす可能性があると思われる労働状
況において労働者が自ら回避できるようにする方針とプロセスの説
明、労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明

d.労働関連の事故調査のために使用されるプロセスの説明（プロセス
とは、危険性(ハザード)を特定し事故に関連するリスクを評価するこ
と、管理体系を使用して是正措置を決定すること、労働安全衛生マ
ネジメントシステムに必要な改善を決定すること、を含む）

・労働安全：ものづくりでの労働
災害をゼロに
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403-3 労働衛生サービス
a.危険性(ハザード)の特定と排除、リスクの最小化に寄与する労働衛

生サービスの機能の説明、どのように組織がこれらのサービスの質
を保証し、労働者のアクセスを促進するかについての説明

・サントリーグループの健康経営：
取り組み施策

403-4

労 働 安 全 衛 生に
おける労働者の参
加、協議、コミュ
ニケーション

a.労働安全衛生マネジメントシステムの開発、実施、評価における労
働者の参加と協議のプロセスと、労働者が労働安全衛生に関する情
報を入手し、関連情報を伝達するためのプロセスに関する説明

b.制度上の労使合同安全衛生委員会が存在する場合は、その委員会
の責任、会議の頻度、意思決定機関に関する説明。また、これら
の委員会に代表されていない労働者がいる場合、その理由

・労働安全：労働安全への取り組
みを推進

403-5 
労 働 安 全 衛 生に
関する労働者研修

a.労働者に提供される労働安全衛生における研修に関する説明。すな
わち、一般的な訓練に加えて、特定の労働関連の危険性(ハザード)、
危険な活動、または危険な状況に関わる研修が想定できる

・労働安全：労働安全衛生教育

403-6 労働者の健康増進

a.組織は、業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サービス
への労働者のアクセスをどのように促進するかの説明、および提供
されるアクセスの範囲の説明

b.対象となる特定の健康リスクを含む、労働関連でない主要な健康リ
スクに対処するために労働者に提供される任意の健康増進サービス
およびプログラムの説明、および組織がこれらのサービスやプログ
ラムへの労働者のアクセスをどのように促進するかについての説明

・サントリーグループの健康経営：
取り組み施策

403-7

ビジネス上の関係
で直接結びついた
労働安全衛生の影
響の防止と緩和

a.ビジネス上の関係により、運営、製品またはサービスに直接関連する
労働安全衛生上の重大なマイナスの影響を防止、緩和するための組
織のアプローチ、および関連する危険性(ハザード)やリスクの説明

・安全に配慮した物流の推進

403-8
労働安全衛生マネ
ジメントシステムの
対象となる労働者

a.組織は、法的要件または公式の標準・手引きに基づく労働安全衛生
システムを導入しているか

i.システムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労
働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合

ii.内部監査を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、
従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と
割合

iii.外部監査または認証を受けたシステムの対象となっている、従業員
数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある
労働者数と割合

b.本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およ
びどのような労働者が除外されているのかの説明

c.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文
脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
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403-9 労働関連の傷害

a.すべての従業員について

i.労働関連の傷害による死亡者数と割合

ii.重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合（死亡者を除く）

iii.記録対象となる労働関連の傷害者数と割合

iv.労働関連の傷害の主な種類

v.労働時間

b.従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者につ
いて

i.労働関連の傷害による死亡者数と割合

ii.重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合（死亡者を除く）

iii.記録対象となる労働関連の傷害者数と割合

iv.労働関連の傷害の主な種類

v.労働時間

c.重大結果に繋がる傷害のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を
含む

i.どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたのか

ii.これらの危険性(ハザード）のどれが、報告期間中、重大結果に繋が
る傷害を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか

iii.管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード）を排除し、リスク
を最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置

d.管理体系を使用して、その他の労働関連の危険性(ハザード)を排除
し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置

e.上記の労働関連の傷害の割合は、労働時間200,000時間もしくは
1,000,000時間あたりに基づき計算された割合かどうか

f. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およ
びどのような労働者が除外されているのか

g.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文
脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

・主要サステナビリティデータ：労
働災害発生件数

403-
10

労働関連の疾病・
体調不良

a.すべての従業員について

i.労働関連の疾病・体調不良による死亡者数

ii.記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数

iii.労働関連の疾病・体調不良の主な種類

b.従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者につ
いて

i.労働関連の疾病・体調不良による死亡者数

ii.記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数

iii.労働関連の疾病・体調不良の主な種類

c.疾病・体調不良のリスクを引き起こす危険性(ハザード）、次を含む

i.どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたか

ii.これらの危険性(ハザード）のどれが、報告期間中、疾病・体調不良
を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか

iii.管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード）を排除し、リスク
を最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置

d.本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およ
びどのような労働者が除外されているのか

e.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文
脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

404:研修と教育

404-1 
従業員一人あたり
の年 間 平 均 研 修
時間

a.報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間（次の内訳
による）

i.性別

ii.従業員区分
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404-2 
従 業員スキル向上
プログラムおよび移
行支援プログラム

a.従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、
提供した支援

b.雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、
定年退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント

・データ集（主要サステナビリティ
データ）：主な自己啓発支援プロ
グラムおよび2021年度の受講
者数

・ダイバーシティの推進：65歳定
年制の導入

404-3 

業績とキャリア開発
に関して定期的なレ
ビューを受けている
従業員の割合

a.報告期間中に、業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受
けている従業員の割合（男女別、従業員区分別に）

・人材育成：公正で納得性の高い
評価を実施

405:ダイバーシティと機会均等

405-1 
ガバナンス機関お
よび従業員のダイ
バーシティ

a.組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該
当する者の割合

i.性別

ii.年齢層： 30歳未満、30歳～ 50歳 、50歳超

iii.該当する場合には、その他のダイバーシティ指標（例えばマイノリ
ティ、社会的弱者など）

b.次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合

i.性別

ii.年齢層： 30歳未満、30歳～ 50歳 、50歳超

iii.該当する場合には、その他のダイバーシティ指標（例えばマイノリ
ティ、社会的弱者など）

・主要サステナビリティデータ：従
業員数データ、管理職・非管理
職別、男女別要員数（グループ
全体）

405-2 
基 本 給と報 酬 総
額の男女比

a.女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率
（従業員区分別、重要事業拠点別に）

b.「重要事業拠点」の定義

406:非差別

406-1 
差別事例と実施し
た救済措置

a.報告期間中に生じた差別事例の総件数

b.事例の状況と実施した措置。次の事項を含む

i.組織により確認された事例

ii.実施中の救済計画

iii.実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プ
ロセスにより確認された結果

iv.措置が不要となった事例

407:結社の自由と団体交渉

407-1 

結社の自由や団体
交渉の権利がリス
クにさらされる可
能 性 のある 事 業
所およびサプライ
ヤー

a.労働者の結社の自由や団体交渉の権利行使が、侵害されたり著しい
リスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー。次の事
項に関して

i.事業所（製造工場など）およびサプライヤーの種類

ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国
または地域

b.結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が報告期
間中に実施した対策

・人権の尊重：アセスメント、是
正に向けた取り組み

408:児童労働

408-1 

児童労働事例に関
して著しいリスク
がある事業所およ
びサプライヤー

a.次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプ
ライヤー

i.児童労働

ii.年少労働者による危険有害労働への従事

b.児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプ
ライヤー（次の観点による）

i.事業所（製造工場など）およびサプライヤーの種類

ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国
または地域

c.児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策

・人権の尊重：アセスメント、是
正に向けた取り組み
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409:強制労働

409-1 

強制労働事例に関
して著しいリスク
がある事業所およ
びサプライヤー

a.強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプ
ライヤー。次の事項に関して

i.事業所（製造工場など）およびサプライヤーの種類

ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国
または地域

b. あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施
した対策

・人権の尊重：アセスメント、是
正に向けた取り組み

410:保安慣行

410-1 
人権方針や手順に
ついて研修を受け
た保安要員

a.組織の人権方針や特定の手順およびその保安業務への適用について
正式な研修を受けた保安要員の割合

b.保安要員の提供を受けている第三者組織に対して同様の研修要件を
適用しているか否か

411:先住民族の権利

411-1 
先 住 民 族 の 権 利
を侵害した事例

a.報告期間中に、先住民族の権利を侵害したと特定された事例の総件数

b.事例の状況と実施した措置（次の事項を含める）

i.組織により確認された事例

ii.実施中の救済計画

iii.実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセ
スにより確認された結果

iv.措置が不要となった事例

当該期間においては該当なし

412:人権アセスメント

412-1 
人権レビューやイ
ンパクト評価の対
象とした事業所

a.人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所の総数とその割合
（国別に）

・人権の尊重：人権リスクの評価

412-2 
人権方針や手順に
関する従業員研修

a.人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期
間中に従業員研修を実施した総時間数

b.人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期
間中に従業員研修を受けた従業員の割合

・人権の尊重：社内および社外啓
発

412-3 

人 権 条 項を含 む
もしくは人権スク
リーニングを受け
た 重 要な投 資 協
定および契約

a.人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協
定および契約の総数と割合

b.「重要な投資協定」の定義

413:地域コミュニティ

413-1 

地域コミュニティ
とのエンゲージメ
ント、インパクト
評価、開発プログ
ラムを実施した事
業所

a.地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プロ
グラムを実施（次のものなどを活用して）した事業所の割合

i. 一般参加型アプローチに基づく社会インパクト評価（ジェンダーイン
パクト評価を含む）

ii.環境インパクト評価および継続的モニタリング

iii.環境および社会インパクト評価の結果の公開

iv.地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プログラム

v. ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エンゲー
ジメント計画

vi.広範なコミュニティ協議委員会や社会的弱者層を包摂する各種プロ
セス

vii.インパクトに対処するための労使協議会、労働安全衛生委員会、
その他従業員代表機関

viii.正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス

・社会と響きあう 文化・社会貢献

・「天然水の森」（水源涵養/生物
多様性の保全）

・愛鳥活動

・次世代環境教育「水育（みずい
く）」

・スポーツ活動

・社会福祉

・次世代育成
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413-2 

地域コミュニティ
に著しいマイナス
のインパクト（顕
在的、潜在的）を
及ぼす事業所

a.地域コミュニティに対して著しいマイナスのインパクト（顕在的、潜在
的）を及ぼす事業所。次の事項を含む

i.事業所の所在地

ii.事業所が及ぼす著しいマイナスのインパクト（顕在的、潜在的）

414:サプライヤーの社会面のアセスメント

414-1 
社会的基準により
選定した新規サプ
ライヤー

a.社会的基準により選定した新規サプライヤーの割合
・サステナブル調 達：サプライ

チェーンでのサステナビリティを
推進

414-2 

サプライチェーン
におけるマイナス
の社会的インパク
トと実施した措置

a.社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数

b.著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定
したサプライヤーの数

c.サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト（顕
在的、潜在的）

d.著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定
されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサ
プライヤーの割合

e. 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定
されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライ
ヤーの割合およびその理由

・サステナブル調 達：サプライ
チェーンでのサステナビリティを
推進

415:公共政策

415-1 政治献金

a.組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額（国別、
受領者・受益者別）

b.現物支給を金銭的価値に推計した方法（該当する場合）

416:顧客の安全衛生

416-1 

製品およびサービ
スのカテゴリーに
対する安全衛生イ
ンパクトの評価

a.重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパクト
の評価を改善のために行っているものの割合

・すべてのプロセスにおけるお客
様視点の品質保証

416-2 

製品およびサービ
スの安全衛生イン
パクトに関する違
反事例

a.報告期間中に、製品やサービスについて発生した安全衛生インパク
トに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類に
よる

i.罰金または処罰の対象なった規制違反の事例

ii.警告の対象となった規制違反の事例

iii.自主的規範の違反事例

b.規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

・適切でわかりやすい情報開示：
自主回収について

417:マーケティングとラベリング

417-1 

製品およびサービ
スの情報とラベリ
ングに関する要求
事項

a.製品およびサービスの情報とラベリングに関して、組織が定める手
順において、次の各事項の情報が求められているか否か

i.製品またはサービスの構成要素の調達

ii.内容物（特に環境的、社会的インパクトを生じさせる可能性のあるもの）

iii.製品またはサービスの利用上の安全性

iv.製品の廃棄と、環境的、社会的インパクト

v.その他（詳しく説明のこと）

b.重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、組織が定める手順
の対象であり、手順の遵守評価を行っているものの割合

・適切でわかりやすい情報開示
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417-2 

製品およびサービ
スの情報とラベリ
ングに関する違反
事例

a.製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主的
規範の違反事例の総件数。次の分類による

i.罰金または処罰の対象となった規制違反の事例

ii.警告の対象となった規制違反の事例

iii.自主的規範の違反事例

b.規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

・適切でわかりやすい情報開示：
自主回収について

417-3 
マーケティング・コ
ミュニケーション
に関する違反事例

a.マーケティング・コミュニケーション（広告、宣伝、スポンサー業務など）
に関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による

i.罰金または処罰の対象となった規制違反の事例

ii.警告の対象となった規制違反の事例

iii.自主的規範の違反事例

b.規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

418:顧客プライバシー

418-1 

顧客プライバシー
の侵害および顧客
データの紛失に関
して具体化した不
服申立

a.顧客プライバシーの侵害に関して具体化した不服申立の総件数。次
の分類による

i.外部の当事者から申立を受け、組織が認めたもの

ii.規制当局による申立

b.顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数

c.具体化した不服申立が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

当該期間においては該当なし

419:社会経済面のコンプライアンス

419-1 
社 会 経 済 分 野の
法規制違反

a.社会経済分野の法規制の違反により組織が受けた重大な罰金およ
び罰金以外の制裁措置。次の事項に関して

i.重大な罰金の総額

ii.罰金以外の制裁措置の総件数

iii.紛争解決メカニズムに提起された事案

b.組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

c.相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯

当該期間においては該当なし

● お客様・お取引先と響きあう／商品・サービス

● 自然と響きあう／環境

● 社会と響きあう／文化・社会貢献

● 従業員と響きあう／ダイバーシティ経営

顧客の安全衛生】【製品およびサービスのラべリング】【エネルギー】【水】【生物多様性】【地域コミュニティ】【研修および教育】【多

様性と機会均等】【サプライヤーの環境評価】【サプライヤーの労働慣行評価】【サプライヤーの人権評価】【サプライヤーの社会

への影響評価】【マーケティング・コミュニケーション】

サントリーグループは「4つの取り組み」（上記）のもと、これらに関連性の高い側面（下記）に積極的に取り組んでいます。

「4つの取り組み」と関連性の高い側面
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世界経済フォーラム国際ビジネス協議会の提言に基づき世界4大会計事務所が中心となって取りまとめた白書「ステークホルダー資本主義

を測定する-持続可能な価値創造のための共通指標と一貫した報告を目指して（Measuring Stakeholder Capitalism-Toward Common 

Metrics and Consistent Reporting of SustainableValue Creation）」で定める中核測定基準（Core metrics）の対照表を掲載しました。

今後、開示の拡充を進めていきます。 

ガバナンス原則（Principles of Governance）

テーマ 開示項目 該当ページ
見出し

ガバナンスのパーパス

パ―パス（存在意義）・目標
の設定 

経済、環境、および社会の問題の解決を掲げた、その企業が表明する
パーパスおよび目標

・サントリーが考えるサステナビリ
ティ経営

・サステナビリティビジョン

ガバナンス機関の質

ガバナンス機関の構成 

最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 次の事項による：経済、
環境、社会項目に関する能力、執行権の有無、独立性、ガバナンス機
関における任期、構成員の他の重要な役職およびコミットメントの数、
ならびにコミットメントの性質、性別、発言権が低い社会的グループの
メンバー、ステークホルダーの代表

・コーポレートガバナンス

・有価 証 券 報 告 書P39: コーポ
レートガバナンスの状況等

ステークホルダーエンゲージメント

重要事項がステークホル
ダーに与える影響 

主要なステークホルダーおよび当該企業にとっての重要事項、それら
の事項はどのように特定されたか、ステークホルダーはどのように関与
しているか

・社会との対話

・ステークホルダーとの関わり

・人権の尊重

・サステナビリティビジョン

倫理的行動

腐敗行為防止

1.腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となったビジネス
パートナー、ガバナンス組織メンバー、従業員の地域ごとの総数と
割合

2.（ア）当年度に確認されたが、過去数年間におよぶ腐敗件数とその
内容 （イ）当年度に発生し、当年度に確認された腐敗の数と内容

3.事業環境や文化を改善して腐敗行為を撲滅するための取り組み、
およびステークホルダー・エンゲージメントに関する話し合い

・サントリーグループ企業倫理要
綱：誠実・公正な活動

・リスクマネジメント：反贈賄

倫理的助言および報告の仕
組み

内部および外部の仕組みの説明

1.倫理的および合法的な行為、ならびに組織の誠実性について助言を
求める制度

2.非倫理的または違法行為、および組織の誠実性に関する懸念を通報
する制度

・コンプライアンス

・リスクマネジメント

リスクと機会の監視

リスクおよび機会を業務プ
ロセスに統合 

自社が直面している主な重要リスクおよび機会（一般的な産業全体のリス
クではなく）を明確に特定し、そのリスクに対する企業の選好、そのリス
クおよび機会の推移、およびそれらの変化への対応

このリスクおよび機会には、気候変動やデータ・スチュワードシップ（デー
タ管理）を含む、重要な経済的、環境的、社会的事項が統合されている
必要がある

・有価証券報告書P15：事業等の
リスク

・サステナビリティビジョン

・リスクマネジメント

・TCFD提言に基づく開示

データ集

世界経済フォーラム ESG メトリクス
(Stakeholder Capitalism Metrics) 対照表



438

地球（Planet）

テーマ 開示項目 該当ページ
見出し

気候変動

温室効果ガスの排出

関連するすべての温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、F
ガスなど）について

1.GHGプロトコルのスコープ1およびスコープ2の排出量を、二酸化炭
素換算トン（tCO2e）で報告

2.上流および下流（GHGプロトコルスコープ3）の排出量の推定、報告

・スコープ1・2・3排出量

TCFDの実施 

気候変動関連財務情報開示に関するタスクフォース（TCFD）の推奨事
項を完全に実施する。必要に応じて、実施スケジュール（最長3年間）
の開示

2050年までに排出量を実質ゼロにするために、パリ協定（地球温暖化
による気温上昇を産業革命前の水準と比較して2℃未満、できるだけ
1.5℃に抑制する）に準拠するGHG排出量目標を設定したか、または
設定しようとコミットしたかの開示

・TCFD提言に基づく開示

・「環境ビジョン2050」・「環境目
標2030」

自然喪失

土地利用および生態学的な
感応度 

保護地域内あるいはそれに隣接した場所、または生物多様性の価値が
高い地域(KBA)内にある、所有、賃借、または管理している土地の数
および面積（ヘクタール）の報告

・「天然水の森」（水源涵養/生物
多様性の保全）：「生物多様性
のための30by30アライアンス」
に参画

水の利用可能性

水ストレス地域における淡
水の使用量および取水量 

取水量、消費水量および、世界資源研究所(WRI) による世界各地域の
水リスクを示したマップ「Aqueduct Water Risk Atlas」によって水リ
スクが高いとされる地域における取水量、消費水量の割合、バリュー
チェーン全体（上流・下流）に関する上記の情報の推量、報告

・TCFD提言に基づく開示：水の
供給リスクの評価プロセス

・水使用量

人（People）

テーマ 開示項目 該当ページ
見出し

尊厳と平等

ダイバーシティ&インクルー
ジョン（%）

年齢別、性別およびその他の多様性の指標（例：民族）ごとの従業員
カテゴリー別の従業員の割合

・サントリーグループの雇用・就
業状況

賃金の平等（%）
平等に関する優先分野での、重要な事業所ごとの従業員区分別の基本
給および報酬の割合：男性に対する女性、主要民族に対する少数民族、
その他の平等に関連する分野

-

賃金水準 (%)

1.地域最低賃金に対する、標準新人給与の比率（男女別）

2.CEOを除く全従業員の年間総報酬額の中央値と、CEOの年間総報
酬額との比率

-

児童労働、強制労働のリス
ク 

児童労働、強制労働などの重大なリスクがあると考えられる業務とサ
プライヤーに関する説明。このようなリスクは、以下のような点に関連
して発生する可能性がある。 a) 業務の種類（製造工場など）やサプラ
イヤーの種類 b) 事業やサプライヤーがリスクにさらされていると考えら
れる国や地域

・サステナブル調達

・人権の尊重
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健康 & 福祉

健康と安全(%)

1.労働関連の障害による死亡者数と割合、重大結果に繋がる労働関連
の傷害者数と割合（死亡者を除く）、記録対象となる労働関連の傷害
者数と割合、労働関連の傷害の主な種類、および労働時間数

2.組織は業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サービスへ
の労働者のアクセスをどのように促進するかの説明、従業員および労
働者に提供されるアクセスの範囲の説明

・労働安全：労働災害発生件数

・サントリーグループの健康経営：
取組み施策

将来に向けたスキル

研修

1.報告期間中に組織の従業員が受講した1人当たりの平均研修時間を、
男女別・従業員区分別に示したもの（従業員に提供した研修の総時
間を従業員数で割ったもの）

2.フルタイム従業員1人あたりの平均研修・開発費（従業員に提供され
た研修の総費用を従業員数で割ったもの）

-

豊かさ（Prosperity）

テーマ 開示項目 該当ページ
見出し

雇用および富の創出

雇用絶対数および雇用率
1.新規雇用者の数と割合
2.従業員の離職数と割合

報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率（年齢層、性別、
地域、および多様性の指標による内訳） 報告期間中における従業員の
離職の総数と比率（年齢層、性別、地域、および多様性の指標による
内訳）

・サントリーグループの雇用・就
業状況

経済的貢献

1.創出、分配した直接的経済価値（発生主義ベースによる）。これには、
組織のグローバルにおける事業について、以下の項目ごとによる開示
が望ましい。

　a.収益

　b.事業コスト

　c.従業員給与と諸手当

　d.資本提供者への支払い

　e.政府への支払い

　f.コミュニティへの投資

2.政府から受けた資金援助
　組織が報告期間中に政府から受けた資金援助の総額

・主要経営データ

金融投資への貢献

1.会社の投資戦略の記載説明に裏付けられた、総資本支出（CapEx）
から減価償却費を控除した金額

2.株主への資本還元に関する会社の戦略の記載説明に裏付けられた、
自社株買いと配当金の支払いを加算した金額

・主要経営データ

より良い製品・サービスに向けたイノベーション

研究開発費総額 研究開発に関連する費用の総額 ・主要経営データ

コミュニティと社会の活力

支払われた税の総額 
法人所得税、固定資産税、控除対象外VATおよびその他の消費税、
事業主負担の給与税、および企業が支払うその他の税金を含む、企業
が負担するすべての税金の合計（税金のカテゴリ別）

・主要経営データ




